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1 

 

まえがき  

 

東日本大震災の津波で多くの児童が犠牲となった宮城県石巻市立大川小学校の対応をめ

ぐる訴訟で仙台地裁は平成 28 年 10 月 26 日、県と市に対し約 14 億円の損害賠償を命じる

判決を言い渡した。裁判所は、市の広報車が同校近くへの津波接近を伝えていたことなど

を指摘し、到達は予見できたとし、また、避難先としていた学校の裏山に避難しなかった

ことなどから過失と認定した。これに対し県と市は、当該の地域に津波が来た記録が過去

に遡り無かったこと、当時のハザードマップでは大川小学校までは到達しないものと予測

されていたことなどから、学校職員が学校まで津波襲来を予見することは不可能だったと

主張、また、地震発生直後には、学校職員が様々な形で情報収集を行い想定通りに避難行

動したために、情報収集義務違反、回避義務違反はなかったとして、翌月 11 月 7 日に控

訴した。 

日本人の社会は、同質の者同士の同調性が強く、自分はこう判断しているのだと白黒を

はっきりつけるような言い方を避ける傾向がある。時に「その場の空気に支配されて、自

らが否定したそのとおりの行動をとってしまう」（山本、1983、16 頁）ことは誰しも思い

当たる。 

地震の後、大川小学校では校庭に学校職員が集まり「万が一津波が来た場合よりも万が

一来なかった場合の話し合い」（池上、加藤、2014、26 頁）が行われたのである。「職員

集団全体に、余計なことをして失敗したり、めんどうになることが責められる雰囲気があ

り、このような場面においてもそれを優先し、組織としての判断基準になってしまった」

（同上）と記録されている。「山は危険、津波が来ないのにジタバタ動いて何かあったら

責任問題になるという方針に縛られて、組織が硬直してしまった」（同上）のである。そ

の場にあって、周囲の多くの人と同じように考え行動するよう暗黙のうちの強制があった

のであろうことは容易に想像ができる。 

自然災害に対しての実効的危機管理は机上の訓練よりはるかに至難であることは歴史が

証明している。自然災害は、時期も場所も被害の進展具合も予見することが難しく逆算し

て対応することは困難である。職員は、初めて経験する災害への対応に苦慮し、課せられ

た責任に懼れる。身を置くその組織は、失敗を許さず周囲との調和を偏重する。そして官

僚的であるとともに属人的である。提案や発言の正邪、当否の判断が、発言者が誰かとい

うことによって左右される。同じ行動をしなければならないと無意識に感じ、多くの場合、

年功序列の組織の中で行き詰ってしまい、リスクを避け、毎日決められた範囲の仕事を繰

り返し行う。同質の者同士の同調性が強いため、自分だけが異端視されるのを極端に恐れ

る。時には“何が正しい”かよりも“誰が正しい”を優先し、何が受け入れやすいかとい

う観点からスタートしてしまう。いかにしても、人間が、本質的に有する持つ基本的な承

認欲求や、権力に従うという人基本的な社会性に従うほかにない。そして時に事あれば、

誰しもがスケープゴートに使われる懼れに思考を巡らせることになる。 



 

阪神

紀研究機構は

東日本大震災はどう想定されてきたか～

を取り巻く職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素に関する部分のやり取り

を同報告書

 

図－１

出典：一般社団法人消防科学総合センター「災害写真データベース」（

日撮影）

http://www.saigaichousa

月

                                        

1 阪神淡路大震災。行政がすべて対策できたわけではない。

への備えに

ことを想定した上で、その被害を如何に最小限に留めるかという対策を事前に講じる取

り組みが現実的である。

した半面、共助の重要性を浮き彫りにした。ＮＰＯ等の非政府組織による支援の試みは

その後、多くの国内外での被災地支援を経て社会に根付き、東日本大震災でも存在感を
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東日本大震災から半年が過ぎた昨年９月２０日、神戸市の元職員が大阪府内の病院で

ひっそりと息を引き取った。 

阪神・淡路大震災前、総務局で防災担当主幹を務めた吉沢博。震災直後、重度のうつ

病に陥り、話すことも歩くこともできなくなった。 

多くの命が犠牲になるのを目の当たりにし、自責の念に駆られたのだと、死の１カ月

後、玄関先で妻が語った。「夫は納得できる備えをしたかったが、組織の判断もあっ

てできなかったんです」 

かつて市の「地域防災計画・地震対策編」のまとめ役を務めた吉沢。１７年前の悔恨

は何も語らず、８５歳で生涯を閉じた。 

結果として地震の脅威に思い至らなかった防災計画。それは市当局が「議事録も、関

連資料も残っていない」として、今だ検証しきれていない過去だ。阪神・淡路大震災

前に時計の針を戻そう。   

１９７３年秋。三宮のフラワーロードで足を止め、大阪市立大助手だった塩野清治

（６５）は「これは危ないですね」と、手にした写真を見た。 

終戦直後に米軍が撮った航空写真。そこに写る空襲の焼け野原は、地表に浮かび上が

る段差をさらけ出していた。 

活断層である。それは市街地に延び、将来起こりうる直下地震の危険性を物語ってい

た。だが、塩野が見渡す一帯は既に整地され、ビルや店舗がひしめいていた。 

地震をめぐるプレート理論が６０年代後半に登場し、断層が地震を起こす仕組みが急

速に分かりつつあった。「もし動けば壊滅的ですね」。塩野は、調査団を率いる同大

助教授だった故・笠間太郎と顔を見合わせた。 

関東を中心に防災対策が進んでいた。６４年には死者２６人に上る新潟地震が発生。

地震学者らが関東大地震の「６９年周期説」を唱え、再来時期は約２０年後とされて

いた。 

調査を依頼したのは神戸市だった。国の地震予知連絡会は７０年、阪神間を特定観測   

地域に指定。７２年、大阪市立大と京大がチームを組んだ。笠間らは２年かけて「神

戸と地震」と題した報告書をまとめ、神戸に都市直下地震が起こる恐れを指摘した。 

だが、「肝心の発生時期が分からなかった」と、現在、名誉教授の塩野は振り返る。

神戸には実際に直下地震が起きた記録がなく、微小な地震も観測できなかった。 

「断層がスルスルと滑ってエネルギーを解放しているか、それともため込んでいるか。

報告書は疑念を残したまま、警鐘を込めて思い切って出したものだった」 

７４年６月２６日の神戸新聞夕刊。１面に「神戸にも直下地震の恐れ」の見出しが躍

った。一方で、記事には「十万年単位の長期警告」との識者の見方も添えられた。 

神戸には過去、震度６を超える地震が起きたとの記録がなく、安全神話が広がってい

た。「万年単位と言われ、私を含めて現実的な問題として認識するには、あまりに遠

い話だった」。担当した本紙の元記者は述懐する。 
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報告書の存在は、数年後には市の幹部でさえ忘れられたものとなった。そして阪神・

淡路大震災が起こるまで、再びメディアに登場することはなかった。 

直下地震が神戸に起きる可能性を報じた１９７４年６月２６日付の本紙神戸新聞社が

今回入手した「神戸市の震災対策」と題した１９７７年の資料がある。だが、その３

年前、地震学者らが報告書「神戸と地震」で危険性を指摘した「直下地震」の文字は

見当たらない。 

「活断層の意義を検討し、地盤予想図を作成した」。つまり、土地開発の掘削時など

に使う地盤図だけが引き継がれていた。 

ポートアイランドに続き、六甲アイランドの埋め立て工事が本格化し、「山、海へ行

く」と呼ばれる“神戸市商法”が全国で注目されていた。市長の故・宮崎辰雄がイン

タビューに答えている。 

「神戸は地震に強い街ですよ。地盤も花こう岩だし、いざとなったら山へも海へも逃

げられる」 

当時、市の懸案は水害だった。死者６１６人が出た３８年の阪神大水害、死者１４５

人の７４年豪雨…。だがそのころ、断層は破壊へのエネルギーを着実にため込んでい

た。 

８４年５月３０日、宍粟市を震源にマグニチュード（Ｍ）５・６の地震が起きる。神

戸で震度３。数日後、宮崎は防災担当主幹だった吉沢博を呼ぶ。防災計画に地震対策

編を策定するための準備を命じた。 

地震学とライフライン工学、消防工学が専門の神戸大助教授３人と、神戸海洋気象台

幹部の計４人が、審議委員として招集された。 

吉沢は、有馬―高槻構造線▽山崎断層▽和歌山沖（南海トラフ）―の三つを震源と想

定し、最大震度を「５」とする事務局案をつくる。だが専門家の助言を得る際になっ

て次々と批判を浴びた。 

「兵庫県は６を採用するのに、なぜ５なんだ」 

地震学者の寺島敦（８０）が指摘したという。県は７８年の伊豆大島近海地震を受け、

同年９月から市に先行して震災対策の計画取りまとめに入っていた。 

吉沢は「過去１４００年間で神戸に震度６の地震はないからだ」と説明した。 

それは、県の調査でも同じだった。だが県は「実際よりやや大きい（恐れがある）」

との注釈を付け、想定震度を「５～６」とした。出火件数などの被害算定には５を用

いながらも、地震学者らの警告に最低限、配慮した格好だった。 

寺島「神戸市は断層の巣だ。震度６を超える可能性も十分ありうる」 

吉沢「理解するが、いつ起こるか分からない。対策するのは県ではなく、市だ」 

寺島「いつかは起こるのに対策しないのか」 

答えに窮した吉沢が言ったという。「今回は、お金がかからないやり方で（計画を）

つくるのが市の意向。６では水道管ひとつ整備するのにお金がかかりすぎる」 
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後日、神戸海洋気象台の委員が「やっぱり６にした方がいい」と議論を蒸し返した。

これに対し、水道局計画課主幹だった碓井昭彦（７２）は「予算を知らない者が勝手

なことを言うな」と声を荒らげた。 

当時、水道管の大半は継ぎ手部分が弱く、震度６に対応できる耐震管は７０年代に登

場したばかり。３千キロメートルを超える総入れ替えが必要になるかもしれない。碓

井の試算で３千億円超。後の神戸空港建設費に相当する額だった。 

６か５か―。神戸市の防災計画地震対策編の想定震度をめぐり、こじれた議論を収拾

させたのは、学者側の取りまとめ役で神戸大助教授だった室﨑益輝（６７）だ。 

室﨑はこう呼び掛けた。「ここで白紙に戻すより、５と６の間を取りましょう。段階

的に上げることを検討すればいい」 

「５の強」。それは、当時の気象庁の震度階級に「強弱」がない中、議論を“落とす”

折衷案だった。それでも、いざ被害の想定となると曖昧さを残す。 

実は、防災担当主幹だった吉沢博は市長の特命を受ける数年前から、独自に地震対策

の準備に動いていた。 

「震度５」の場合、市内で最大１１０件の火災が起き、水道管は沿岸部の１００カ所

以上で継ぎ手が破損するとの試算を専門家から得ていた。 

この試算を採用しようとしたところ、今度は身内から反発が出た。消防局警防課長だ

った西田和馬（７６）が「対策費はきちんと出してくれるんだろうな」と吉沢をにら

む。１９７０年代から関東大震災級の地震を想定し「消防体制の強化」を訴えてきた

が、消防職員やポンプ車の数は、国基準さえ満たしていなかった。頭ごなしに対応不

能な案を持ち出され、強い不快感を示した。 

結局、被害想定は言葉を濁す方向でまとまる。火災の予測には「最悪の条件下」との

注釈が加えられ、水道管破損の試算は伏せられた。 

９４年９月、東京・大手町のビル会議室。原子力発電で生じる放射性廃棄物の地下処

分を探るため、地下構造を可視化する国のプロジェクトが進んでいた。 

再現モデルは近畿が選ばれる。理由は「全国で最も地質情報が充実している地域」。

７０年代、神戸に地震の危険性を指摘した断層研究は、研究者の注目を集めていた。 

座長を務めた京都大名誉教授の西村進（７９）が回想する。地下のデータをコンピュ

ーターに入力し、将来の変動量を見ようとキーを押したときだ。 

「驚きの声が上がりましたよ。予想が覆ったんです。それまで断層のひずみ量は、滋

賀県から京都府に延びる花折断層が一番だと思っていた」 

真っ赤になったのは、４カ月後、最大震度７を引き起こす阪神―淡路の断層の帯。 

神戸市の地震対策編策定から１０年。いくつかの危険信号は発せられたが、想定の見

直しは議論されなかった。 

室﨑は震災後、各地の講演でおわびを繰り返す。「想像力に欠けていた。机をたたい

てでも震度６を主張すべきだった」。行政がすべて対策できたわけではない。「抜け
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ていたのは、限界を伝え、市民と防災を考えていく減災の発想だった」  

吉沢は震災から２カ月半後に退職する。庶務課係長だった原口知之（６８）が振り返

る。「彼は南海地震などの対策をずっと主張してきたが、６は現実味に乏しく、結局、

そこまでの予算措置は難しかった。気象台出身の彼だからこそ本当は危機感を持って

いた」 

吉沢は総務局の同僚だった小川順一（６０）に電話をかけていた。「一生懸命やった

けど、役に立たなかったな…」。か細い声だった。しばらくして心の病を患った。 

 

不測の事態にあっては誰しも自身の判断に迷う。葛藤の中にあって、そこでは普段とは

まったく違った状況認識や行動を強いられる。いつもと違った状況の下に判断すべき情報

は多く、しかも曖昧である。複合連鎖の先読みなどは到底叶うはずもない。通常の業務と

はまったく異なる仕事に携わることを余儀なくされる。不慣れな仕事である上に「前例」

そのものが無く、矢継ぎ早に起こる問題に追われ、1 つの仕事を終える間もなく次の問題

が発生する。 

自分の置かれた状況がまるで飲み込めず、誰に助けを求めていいのかも分からなくなる。

ますます不安は募る。そしてついには今起きていることすら理解できなくなる。状況を能

動的に理解しようもなく、経過の見えない災害の中で「空に向かって祈りたい気持ち」

（稲泉、2014、16 頁）になっても不思議ではない。 

平成 16 年新潟県中越地震2の被災地の 1 つである長岡市の市長（震災当時）森民夫氏

（平成 27 年 7 月 13 日現在現職同市市長）が「正直に言えば、今回の地震は、まさに青天

の霹靂であった。もちろん、災害に備える心構えがまったくなかったわけではないが、必

ず大地震が起きるという緊迫感が十分あったかと問われれば、自信をもって肯定できるわ

けではない。防災計画もきちんと策定していたし、地域ごとの自主防災会の組織化や防災

訓練も実施してきた。しかし、今回の災害は、そうした我々のささやかな準備をあざ笑う

かのように我々を翻弄した」（長岡市災害対策本部、2007、まえがき）と当時を振り返っ

ているが、どんなに心構えをしているつもりでも、予期せぬ事態はやってくる。緊急事態

は、ほとんどいつもはじめて遭遇することになる。「100 年、あるいは 50 年に一度という

自然災害は日本列島全域で見れば必ずしも少なくはないが、各自治体に焦点を合わせると

滅多に体験されるものではない」（稲泉、2014、16 頁）のだ。 

平成 23 年 9 月 3 日、奈良県十津川村役場総務課に人的被害発生の第一報が入った。台

風弟 12 号による災害3である。後に紀伊半島大水と名付けられた。当時、総務課で災害対

                                                  

2 気象庁による正式名称 

3 奈良県、和歌山県、三重県をはじめ全国で死者は 82 人、行方不明者は 16 人となり、

北海道から四国にかけての広い範囲で床上・床下浸水などの住家被害、田畑の冠水被害、

道路損壊などによる通行止めが多発した。とくに降水量が多くなった奈良県、和歌山県で

は土砂崩れにより大規模な河道閉塞（天然ダム）が発生した。被害状況は 24 年 9 月 28 

日 15 時現在の消防庁の情報による。 
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応の中心を担った担当者は後に取材に応えた際に「土砂崩れ自体は普段からそれなりに起

こるのですが、十津川では人的被害は長らくありませんでした。私が役所に入って初めて

の事態だったので、20 年近くはなかったはずです。おそらく最後にあった自然災害での人

的被害は、役場の下流で雨の日に谷が詰まって、走っていた車を直撃した事例です。それ

も私が入る 10 年くらい前のことでした。それが今回は土砂崩れでの被害が出ているのに、

そこに向かうことすらできなかった」（同上、16 頁・17 頁）と振り返る。 
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 序 論   

 

１  研究の目的と視点 

ある情報に相対した時に、そこに潜在的に何かを感じ取り、それに縛られて言動を抑制

されることが間々ある。その抑制された状態で結論を出すもやがて抑制から解放される。

そして振り返り、なぜ、どうしてあの時にあのような結論を出したのかを説明しようとし

ても大抵はうまく説明出来ない。 

組織の暗黙知4が暗黙のままに留まっていく。「不安」や「迷い」の実在のほとんどは暗

黙知のまま失われていくことになる。 

社会の中にあって、何が今の現実を構成している仕組みなのかを把握し、そこでの問題

をきちんと分析して、ある種の可能な答えをいくつか提示できるように、防災の法と仕組

み、防災に関わる各主体が負うべき責任のあり方など現在直面している課題の解決のため

にどのような改善策が必要かというアプローチに止まらず、市区町村防災担当者の心の深

い所にある「不安」と「迷い」の実在や状況認識の内実をインタビュー、アンケートなど

を通じて形式知5に落とし込み、これに先行研究など既存の形式知を組み合わせて検討、分

析し、現場での実践に有用な知識の創造と、これの一般化を目的とした。 

研究の視点については、市区町村防災担当者を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特

に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が彼ら市区町村防災担当者の「不

安」や「迷い」にどのように影響しているのか、市区町村の長が市区町村防災担当者のフ

ォロアーシップをどのように理解しているのかなどの実際を通して、市区町村防災担当者

のフォロアーシップの限界や課題に注目した。 

２  先行研究の体系 

多岐にわたる先行研究を 4 つの領域に区分し、体系的にサーベイした。即ち、1 つは自

然災害をめぐる行政の責任に関する諸理論、2 つは自然災害をめぐる法制度に関する諸理

論、3 つは地域防災計画制度をめぐる諸理論、4 つは市区町村防災担当者に求められる対

応をめぐる諸理論である。 

1 章においては自然災害をめぐる行政の責任に関する諸理論の、2 章においては自然災

害をめぐる法制度に関する諸理論の、3 章においては地域防災計画制度をめぐる諸理論の、

4 章においては市区町村防災担当者に求められる対応をめぐる諸理論の、各々先行研究に

ついて、それぞれサーベイした。 

 

                                                  

4 意識下の認識を暗黙知と呼ぶ。ハンガリーの哲学者マイケル＝ポランニーの提唱した

概念。本研究では、市町村防災担当者の「不安」と「迷い」など意識下の認識を明文

化・理論化し、知識の共有化を目指す。 

5 第三者に伝えることを目的に、言語化、図式化、又は数式化した客観的な知識。暗黙

知の対概念として用いられている。 

 



9 

 

３  研究の意義とテーマ選定の理由 

 大規模な自然災害など不測の事態発生直後には、被災者の避難場所の把握、道路状況の

把握、人的被害発生状況の把握など同時並行的に対応せざるを得ないことから、平常時の

業務とは質的にも量的にも全く異なるものとなる。 

災害発生後には基本的に各機関の首長が災害対策本部の本部長として対応に当たること

になるが、首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわけではない。ゆ

えに市区町村防災担当者には、フォロアーとして、首長の指揮調整に関する機能を補佐す

るとともに、オペレーションに関わる様々な業務を効果的に実施するための対応方針を検

討することにおいて中心的な役割を果たすことが求められる。 

本研究の意義とするところは、災害発生時の、首長の補佐役として適切な対応をとるこ

とをその任務とし使命とする彼ら市区町村防災担当者に注目し、組織にあって「不安」や

「迷い」の実在の中にある彼らのフォロアーシップの限界や課題に焦点を当てて検討する

ことにある。 

平成 7 年には阪神淡路で、平成 23 年には東日本で、さらには、平成 25 年には東京都の

大島6で、平成 26 年には広島7で、さらには平成 28 年には熊本8で多くの命が理不尽にも奪

われ続けている。そして今もまた、南海トラフや首都圏直下などの発生が危惧されている

中にあって、自治体の現場は様々な問題を突き付け続けられている。繰り返される自然災

害は、改めて自治体が生身の人間と直面し、その人々の生涯とかかわる存在であることを

鮮明にする。ゆえに、より効果的な防災の実現にあっては、市区町村職員の生身の思いや、

                                                  

6 10 月 16 日、東京都大島町（伊豆大島）西部において、三原山の外輪山中腹が幅約

950m にわたって崩落。土石流が発生した。この土石流は、元町神達地区や元町三丁目とい

った集落を飲み込み、36 人が死亡、22 人が重軽傷を負い、3 人が行方不明となった（2014

年 1 月 15 日現在）。後に台風という予測可能な災害にも関わらず、町長の川島と副町長

が二人とも島外出張に出ていたため、危機対応のあり方として批判を浴びた。 
7 広島県広島市北部の安佐北区や安佐南区などの住宅地を襲った大規模な土砂災害で、

平成 26 年 8 月豪雨に伴い発生した。死者 74 人・重傷者 8 人・軽傷者 36 人の被害が生じ

た（平成 26 年 9 月 19 日現在）。広島市が避難勧告を発令したのは、午前 4 時過ぎの土砂

災害発生後だった。後に市が開設した検証部会において、避難勧告発令までの対応は現行

のマニュアルにほぼ沿っており、やむを得ないタイミングだったと判断したものの、気象

データの使い方や判断のタイミングを考慮すれば、もう少し早く危険性を予知できたとも

検証部会は指摘した。 
8 熊本市では 4 月 19 日付けのホームページにおいて「連日、熊本市の担当課への電話に

よる問い合わせが殺到しており、被災者への救難活動に支障をきたしている状況です」と、

個人による問い合わせを極力控えるよう呼びかけて、協力を求めた。常総市の水害でも同

様に、個人による問い合わせに追われて事務がパンクする事態に至った。常総市の防災担

当者はインタビューに応じて『あとは住民からの情報とかも当然電話鳴りっぱなしだった

んでそれをみんな受けて。本当にどこでも、決壊、危ないからとかって本当情報がありす

ぎてそれも本当に実際対応できたかって言ったら、実際の話聞き流しになっちゃったとか

そういった場合もあると思います。本当に一杯いっぱいで』（本論文、第 5 章）というよ

うに当時の状況を語った。 
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彼らがどう自らに課せられた役割に向き合っているのかを知る必要があり、そしてそれは

共有されるべき必要がある。 

４  研究の方法と特色 

 なるべく普遍的に、多くの市区町村の防災行政に応用できるような一般法則（実証性や

再現性など）を探求することが本研究の態度である。よって、解釈ではなく、客観的事実

である行動や現象を対象とした。方法としては先行文献の分析によるほか、通信による意

識調査（アンケート）、2 件の事例研究、25 人に対する対面のインタビューなどにより行

った。 

次に本論文の特色を述べる。その特色の 1 つは、公共政策研究にしっかりとした軸足を

置きながらも、経営学、行動科学、文化研究などをはじめとする、さまざまな分野を参照

していることである。2 つは、市区町村防災担当者を取り巻く、組織の特質や文化のほか、

特に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、彼ら市区町村防災担当者の

「不安」や「迷い」にどのように影響しているのか、また市区町村の長が、市区町村防災

担当者のフォロアーシップをどのように理解しているのかなどの実際を通して、市区町村

防災担当者のフォロアーシップの限界や課題に注目することにあり、現場での実践に有用

な価値のある情報の一般化と提供を目的としていることである。3 つは、現職の防衛省職

員（教官職）であるこの論文の筆者が、現地派遣部隊の長として、また連絡幹部として現

地対策本部に派遣される階級の自衛官に対し教育を行う防衛省部内に設置された教育機関

のマネジメント領域の教官であるということから、研究の成果を反映させやすい立場に在

るということである。そして 4 つは、この研究が現場での実践にあって有用であるという

ことに強い拘りをもって展開していることにあり、意図して在るべき論を極力、排除した

ことにある。 

５ 本論文の構成  

本論文は 6 章で構成される。〈第 1 章「自然災害と行政の責任」〉は、市区町村防災担

当者の「不安」や「迷い」の実在を考察する前段階のケーススタディーになる。自然災害

と行政の責任に関することとして、訴訟問題に至った事例として青森県岩木町百沢地区及

び兵庫県佐用町を取り上げた。〈第 2 章「自然災害と法制度」〉及び〈第 3 章「地域防災

計画制度」〉は、自然災害に関する現行法制度の仕組みと今日的意義、行政や地域など防

災に関わる各主体が負うべき責任のあり方など現在直面している課題の解決のためにどの

ような改善策が必要かという通常のアプローチによる検討を行った。〈第 4 章「市区町村

防災担当者に求められる対応」〉は、市区町村防災担当者を取り巻く勤務の実際、市区町

村防災担当者の職員研修と専門性に関する議論のほか、事例研究に危機管理にあってその

対応のあり方が注目された東京都大島町及び福島県葛尾村を取り上げて、市区町村防災担

当者に求められる対応の限界などについて考察した。 

本論文の目指すところは、理論的にも実践的にも有用であり、かつ意味のある知見を得

ることである。災害の現場にあって活動を行う対象は人間であり個人である。その個人の
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活動を支えるのが組織であるとの仮定から、本論文の関心は「個人」と「組織」の両方に

跨る
またがる

。従って、〈第 5 章「市区町村防災担当者の「不安」と「迷い」を科学する－インタ

ビューなどより－」〉では、市区町村の長、市区町村防災担当者、被災地の自治体（被災

当時）に勤務していた者、災害派遣要請を受けて市区町村対策本部に派遣された自衛官、

大規模な自然災害の被災の現場にあって活動した消防団員、大規模な自然災害の被災の現

場にあって活動の経験のない消防団員などを対象として聞き取りを行い、組織の中にあっ

て「不安」と「迷い」に向き合い苦慮する市区町村防災担当者の心の深い所にある実在や

状況認識の内実を探った。 

そして〈第 6 章「むすびにかえて」〉は、本研究のまとめである。先行研究のほか、ケ

ーススタディーやアンケート、インタビューなどを通じて導き出された問題の所在と、改

善に向けての提言を述べた。（その後、結び、参考文献、資料、あとがきのほか謝辞を掲

載する。） 

以上の行程から、市区町村防災担当者の心の深い所にある「不安」と「迷い」の実在や

状況認識の内実を解明し、現場での実践に有用な価値のある情報の一般化と提供を試みた。 

６  用語の使い方と引用の表記等 

用語の使い方は次のようになる。単に自治体と称した場合は、基礎自治体をいう。市区

町村の長と称した場合は、基礎自治体である市、町、村及び特別区（東京都の区）の長を

言い、市区町村防災担当者とした場合は、基礎自治体である市、町、村及び特別区（東京

都の区）の内規に基づくところにより防災に関する事務を担当する職員をいう。現地対策

本部の長と称した場合は、災害対策基本法第 23 条第 1 項に基づき市区町村に設置された

災害対策本部の長に就く者をいう。 

次に引用の表記の形式については、法政大学図書館「参考・引用文献の書き方」のほか、

法律懇話会編集者「法律文献等の出典の表示方法〔2014 年版〕」を参考にした。また、項

目の細別については、「公用文作成の要領（内閣閣甲 16 号。昭和 27 年 4 月 4 日）」を参

考にした。 

なお、先行文献の引用表記は、「 」内は原著からの引用になる。インタビュー、アン

ケートでは、回答者の言葉をそのまま引用する場合に『 』を用いる。 
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豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象

（第２条１号）」にもたらされる災難であるところの、いわゆる天災と、「又は大規模な

火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因

により生ずる被害11（第２条１号）」と定義している。これは自然現象によってもたらさ

れる災難であるところの、いわゆる天災に限ることなく、人間による制御がある程度利く

事象であるところの人為的災害、いわゆる人災も含めてその対象としたものである。 

２ 抗えない現実の再認識。自然災害と日常 

東日本大震災では抗えない自然の力を目の当たりにした。派遣命令を受けて現地に入っ

た自衛官は現地対策本部に踏み込んだ際の印象を『入った時に感じたものはですね、簡単

に言うと、言葉では少し言い表し難いのですが、絶望感というか虚脱感というか、自然に

対する人間の無力さというか、その時は何か話をしているというのはなく、ざわざわと、

こう人がいて、各々誰か会話したりとか、あとは皆さん茫然とこう空を見上げたりとか、

地面を見たりとか、そのような感じだったですね』（本論文、第 5 章 2 項）と改めて自然

に対する人間の無力さを語った。自然災害。それはいつもの日常の中で何の前兆もなく訪

れ大切な家族や財産を一瞬のうちに奪い去る。人類の歴史は自然の恵みと驚異との付き合

い方の歴史であると言っても過言ではない。推測や用心を許さないのが突然の自然災害で

ある。自然に人間が翻弄されるという点においては、鴨長明が方丈記を著した頃と何ら変

わっていないようにも思える。多くの歴史的事実は、自然の力の前に翻弄される人類の姿

をあたかも示しているかのようである。 

岩手県宮古市田老地区（旧田老町）。明治 29 年 6 月 15 日の明治三陸地震では約 15ｍ

の津波が押し寄せ、1,859 人の死者、行方不明者が、昭和 8 年 3 月 3 日の昭和三陸地震

では約 10ｍの津波が押し寄せ、911 人の死者、行方不明者が発生した。 

かつてこの地を訪れた作家吉村昭氏は著書「三陸海岸大津波」の中で、この地を訪れた

際の印象を「津波太郎（田老）という名称が町に冠せられたほどで、壊滅的打撃を受けた

田老は、人の住むのに不適当な危険極まりない場所と言われたほどだった。しかし、住民

は田老を去らなかった。風光も美しく、祖先の築いた土地をたとえどのような理由があろ

うとも、はなれることなどできようはずもなかったのである」（吉村、2004、172 頁）。

「私も田老町を訪れた時、海岸に高々とそびえる防潮堤に上ってみた。堤は厚く、弧をえ

がいて海岸を長々とふちどっている。町の家並は防潮堤の内部に保護されて、海面から完

全に遮断されている、町民の努力の結果なのだろうが、それは壮大な景観であった」（同

上、173 頁）と記している。 

平成 23 年 3 月 11 日。津波は、午後 3 時 25 分に田老地区に到達した。そして防潮堤を

超えた12。構造物の防災機能にのみ依存することの限界が露呈した瞬間であった。まさに

                                                  

11 災害対策基本法施行令第１条「放射性物質の大量の放出」「多数の者の遭難を伴う船

舶の沈没その他の大規模な事故とする」 

12 家屋被害は 1,467 棟に対し全壊 866 棟、流失 113 棟、流失・全壊合計の割合は 66.7%
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以上の短時間強雨の発生回数について毎年

とりまとめ公表している。

また、土砂災害についても、

年～25 年には平均

短時間強雨発生回数の長期変化（1時間降水量

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15010101.html

都市部郊外のベッドタウンは拡大

急斜面・山際に戸建て住宅を買い求める者も多く、

 

                                                                                

人に対して死者 166

80mm 未満の雨を「非常に激しい雨」と表現している。

同上、176 頁）のである。

自然災害は我々が思うより以上に日常化している。気象庁では、アメダスが観測した

以上の短時間強雨の発生回数について毎年 1

公表している。

また、土砂災害についても、

年には平均 1,180

時間降水量 50mm

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15010101.html

郊外のベッドタウンは拡大

多く、都市部近郊

                                        

166 人で死亡率

未満の雨を「非常に激しい雨」と表現している。

頁）のである。

自然災害は我々が思うより以上に日常化している。気象庁では、アメダスが観測した

1 月に、前年分のデータを追

公表している。1 時間降水量

また、土砂災害についても、平成 6 年～

1,180 件に増加している

50mm 以上）と土砂災害発生件数

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15010101.html

郊外のベッドタウンは拡大の傾向にあ

近郊でも、農地や雑種地を宅地

                                        

人で死亡率 3.86%となった。

未満の雨を「非常に激しい雨」と表現している。

頁）のである。 

自然災害は我々が思うより以上に日常化している。気象庁では、アメダスが観測した

、前年分のデータを追

時間降水量 50mm 以上の年

年～15 年に平均

件に増加していることが

以上）と土砂災害発生件数

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15010101.html(平成 28 年

傾向にある。低地や

でも、農地や雑種地を宅地

                                                                 

となった。 

未満の雨を「非常に激しい雨」と表現している。

自然災害は我々が思うより以上に日常化している。気象庁では、アメダスが観測した 1

、前年分のデータを追

以上の年

年に平均 840

ことが明

以上）と土砂災害発生件数 

 

年 7月 

低地や

でも、農地や雑種地を宅地

                          

未満の雨を「非常に激しい雨」と表現している。 
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豪雨は時に、浸水被害のみならず土砂災害をも誘発する。平成 26 年 8 月 20 日。広島市

を豪雨が襲った。この集中豪雨に伴う土石流や急傾斜地崩壊などにより、安佐南区及び安

佐北区において死者 74 人、負傷者 69 人の被害14が発生した。これは、集中豪雨による平

成 11 年 6 月 29 日の広島豪雨災害の死傷者 65 人を上回る人的被害である。8 月 20 日 1 時

から 4 時までの 3 時間の累積雨量が 200mm を超えた地域もあり、土石流や急傾斜地崩壊の

発生しやすい地形的、地質的特性と相まって多数の災害が発生した。宅地開発が山地に近

いところまで拡大していたため土砂が直接住宅地に流れ込んだのである。 

なぜ被害が出るような危険な地域に至るまで拡大する開発を防げなかったのか。地域は、

防災についてどのような意識を持ち、地域ではどのような話し合いが行われ、どのような

防災意識が共有されていたのか。 

明治 6 年生まれ、戦前の物理学者寺田虎彦15は著書「天災と国防」の中で「文明が進む

に従って人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた。そうして重力に逆らい、風

圧水圧に抗するようないろいろの造営物を作った。そうしてあっぱれ自然の暴威を封じ込

めたつもりになっていると、どうした拍子に檻を破った猛獣の大群のように、自然が暴れ

出して高楼を倒壊せしめ堤防を崩壊させて人命を危うくし財産を滅ぼす。その災禍を起こ

させたもとの起こりは天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずだ。

災害の運動のエネルギーになるべき位置エネルギーを蓄積させ、いやが上にも災害を大き

くするように努力しているものはたれあろう文明人そのものである」（寺田、2011、12 頁）

と語っているが、このことは自然災害と文明との相関の本質を正確に言い表しているよう

に思えてならない。 

また寺田は、当時にあって、かかる未来が見えたかのように「文明が進むほど天災に

よる損害の程度も累進する傾向があるという事実を充分に自覚して、そして平生からそれ

に対する防御策を講じなければならないはずであるのに、それがいっこうにできていない

のはどういうことであるか。そのおもなる原因は、畢竟そういう天災がまれにしか起こら

ないで、ちょうど人間が前車の転覆を忘れたころにそろそろ後車を引き出すようになるか

らであろう。しかし、昔の人間は過去の経験を大切に保存し蓄積しその教えに頼ることが

はなはだ忠実であった。過去の地震や風害に堪えたような場所にのみ集落を保存し、時の

試練に堪えたような建築様式を墨守してきた。それだからそうした経験に従って造られた

ものは関東震災でも多くは助かっているのである」（同上、15 頁、16 頁）と警笛を鳴ら

したのである。 

 

 

                                                  

14 平成 26 年 12 月 26 日時点における広島市災害対策本部のとりまとめ。広島市ホーム

ページから。 

15 1878～1935 年。東京生まれ（高知県出身）。東京帝国大学物理学科卒業。理学博士。

東京帝国大学、帝国学士院会員など歴任。東京帝国大学地震研究所、理化学研究所の研究

員としても活躍。物理学者、随筆家、俳人 



 

（２）

 平成

16日の本震後には

であふれ、係長以下

自らも被災者でありながらにして

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

震の時はありましたが、余震（

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。
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16 ピーク時で
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を有する

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。

なお、熊本地震の、

協議会等

して機能したとは言い難い状況

れた。

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。

 

（２） 現場自治体の自然災害対策の限界

平成28年熊本地震。熊本県下益城郡美里町では

日の本震後には

であふれ、係長以下

自らも被災者でありながらにして

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

震の時はありましたが、余震（

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

図－４－１ 避難所（

出典：美里町ＨＰ

http://www.town.kumamoto

                                        

ピーク時で県内各地に

11 万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

を有するＮＰＯ等

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。

なお、熊本地震の、

協議会等の各セクター

機能したとは言い難い状況

れた。こうした状況を

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。

現場自治体の自然災害対策の限界

年熊本地震。熊本県下益城郡美里町では

日の本震後には483名（熊本県調べ）

であふれ、係長以下2名の常勤及び臨時勤務

自らも被災者でありながらにして

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

震の時はありましたが、余震（

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

避難所（砥用中体育館。避難者約

出典：美里町ＨＰ 

http://www.town.kumamoto

                                                 

県内各地に約

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

等の非政府組織

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。

なお、熊本地震の、支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ

各セクターが、互いの活動内容や活動領域

機能したとは言い難い状況

こうした状況を踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。

現場自治体の自然災害対策の限界

年熊本地震。熊本県下益城郡美里町では

（熊本県調べ）

名の常勤及び臨時勤務

自らも被災者でありながらにして、休む間も取れない

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

震の時はありましたが、余震（14日）の時は無かったですね。

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

砥用中体育館。避難者約

http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/ 

          

約 900 箇所の避難所が開設

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

非政府組織により避難所の運営

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。

支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ

互いの活動内容や活動領域

機能したとは言い難い状況であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。

16 

現場自治体の自然災害対策の限界 

年熊本地震。熊本県下益城郡美里町では、

（熊本県調べ）に急増した。準備が整わないままに、

名の常勤及び臨時勤務1名の、

、休む間も取れない

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

日）の時は無かったですね。

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

砥用中体育館。避難者約 1,300

misato.lg.jp/ (平成

箇所の避難所が開設

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

により避難所の運営

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。

支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ

互いの活動内容や活動領域

であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。

、14日の余震時に

に急増した。準備が整わないままに、

、合わせて3

、休む間も取れない対応に追われた。同町の防災担当者

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

日）の時は無かったですね。

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

1,300 名）の様子

平成 28 年 11 月

箇所の避難所が開設され、18

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

により避難所の運営やボランティア

支援物資の供給、炊き出しなど多様な支援活動が行われた。 

支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ

互いの活動内容や活動領域を十分に承知しておらず

であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

作為することに、今より以上に努める必要がある。 

日の余震時に2名であった避難者が

に急増した。準備が整わないままに、

3名の防災担当及び関係者は、

対応に追われた。同町の防災担当者

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。

日）の時は無かったですね。16日の本震の時は私泊って

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。
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月 18 日アクセス

18 万人を超える住民が避難し

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

やボランティアセンターの運営支援、

 

支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ等の非政府組織や

を十分に承知しておらず

であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

名であった避難者が

に急増した。準備が整わないままに、避難所16

名の防災担当及び関係者は、

対応に追われた。同町の防災担当者

は『住民からの問い合わせの電話は、その時点では入ってきてはいないですね。16日の本

日の本震の時は私泊って

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。
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万人を超える住民が避難し

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

センターの運営支援、

非政府組織や社会福祉

を十分に承知しておらず、組織体と

であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に

名であった避難者が

16は人

名の防災担当及び関係者は、

対応に追われた。同町の防災担当者

日の本

日の本震の時は私泊って

おりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。 

 

万人を超える住民が避難し

万人以上の個人ボランティアが全国から駆け付けたほか、様々な専門性やノウハウ

センターの運営支援、

社会福祉

組織体と

であったことから、これについて今後の課題として指摘さ

踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政

は、今後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に



 

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

急車が繋がらない、

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

5章2項

 

図－４－２

出典：美里町ＨＰ

http://www.town.kumamoto

 

また、

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

班と

ども、勤務に就く前、そうですね確か

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

                                        

17 被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

だろう。

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

急車が繋がらない、

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

項）と当時の混乱する状況

図－４－２ 避難所

出典：美里町ＨＰ

http://www.town.kumamoto

また、常総市の防災担当者は

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

班と B 班に分かれまして。その時私は夜の

ども、勤務に就く前、そうですね確か

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

                                        

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

だろう。 

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

急車が繋がらない、119が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

と当時の混乱する状況

避難所駐車場。車中泊

出典：美里町ＨＰ 

http://www.town.kumamoto

常総市の防災担当者は

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

班に分かれまして。その時私は夜の

ども、勤務に就く前、そうですね確か

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

                                                 

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

と当時の混乱する状況を語った。

駐車場。車中泊17

http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/ 

常総市の防災担当者は平成 27

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

班に分かれまして。その時私は夜の

ども、勤務に就く前、そうですね確か

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

          

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

17 

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

を語った。 

17も多く見られた

misato.lg.jp/ (平成

27 年 9 月の関東・東北豪雨の当時

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

班に分かれまして。その時私は夜の 12 時過ぎからの勤務の部署だったんですけれ

ども、勤務に就く前、そうですね確か 11 時頃ですね、電話がじゃんじゃんかかってきた

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が4名泊っていたんですね、加え

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

も多く見られた 

平成 28 年 11 月

月の関東・東北豪雨の当時

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、

時過ぎからの勤務の部署だったんですけれ

時頃ですね、電話がじゃんじゃんかかってきた

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

名泊っていたんですね、加え

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』

月 18 日アクセス

月の関東・東北豪雨の当時を振

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、2

時過ぎからの勤務の部署だったんですけれ

時頃ですね、電話がじゃんじゃんかかってきた

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後

名泊っていたんですね、加え

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』（本論文、第

日アクセス) 

を振り返り『

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

2 班体制ですね、

時過ぎからの勤務の部署だったんですけれ

時頃ですね、電話がじゃんじゃんかかってきた

ので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。電話は入って

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

多くの被災者が車中泊を選択した。被災者の車中泊という選択肢は、今後も繰り返される

名泊っていたんですね、加え

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

（本論文、第

 

り返り『私は、

ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通り市役所

班体制ですね、A

時過ぎからの勤務の部署だったんですけれ

時頃ですね、電話がじゃんじゃんかかってきた

電話は入って

くるは、やるべきミッションは多いはもう全然マンパワーが足りない。あとは私、議会事

被災して自宅が使えない、余震で屋根のある場所（屋内）が怖い、幼児やペット同伴

なので施設内は気が引ける、プライバシーが制限されるのが耐えられないなどの理由から

も繰り返される



18 

 

務局にいたので、この携帯電話（手にした携帯電話を指差して）、議員さんは私の電話番

号を知っているんですよ。結局地区、地区の困りごとだと思うんですけど、電話入ってく

んですけど私一切出なかったです。これ出ていたらきりがないので。それじゃなくても役

所の中の仕事だけでいっぱいなので。申し訳ないですけど、出なかったです』（同上）と

筆者のインタビューに当時の混乱した現場の様子とともに、内実を語った。 

日常化する自然災害の現場にあって対応する市区町村の限界をいかに見極めればよいの

か。職員数は平時が基準である。職員も被災する。おのずと人手は足りなくなる。人手が

足りない中にあって支援物資の取り扱いや避難所の開設や運営、さらには建物の危険度の

緊急判定、仮設住宅の建設などのほか、さまざまな非日常の業務を遂行しなければならな

い。 

自然災害の現場にあって市区町村防災担当者は、自らも被災者にして、かかる全てのこ

とを、最優先事項として求められることになる。 

３  刻々と変化する自然災害にあっての判断の難しさ 

役場内では数少ない職員が、行政機能の麻痺した中にあって対応に忙殺されている。職

員は電話対応に追われ、そして、意思決定者への報告は滞る。それが甚大な被害を受けた

小さな自治体の実際である。 

避難の勧告・指示については、災害対策基本法によって定められている制度である。災

害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、市区町村長が、避難のための立退き

を勧告するものであり、また急を要すると認めるときには、避難のための立退きを指示す

ることができるものとされている。 

避難の指示は、勧告よりも時間的･状況的に切迫している際に出される情報だが、いず

れも罰則はなく強制力は有していない。避難の勧告・指示ともに、その判断、発令は原則

として市区町村の長のみに委ねられており、市区町村は国や県、関係機関等から出される

様々な情報や現地の状況を見つつ避難の勧告・指示を出すか否かの判断を行うことになる

が、時に自然災害は予見しようもない様々な姿を見せることから、その判断の難しさはか

ねてから指摘されているところである。 

避難の勧告・指示を出すことをためらう要因も多い。避難勧告を出しても結果的に被害

が生じなければ空振りといった批判の声が上がる。夜間などにあっては、避難をはじめて

はむしろ危険かも知れないといった懸念が持たれることもある。 

岩手県岩泉町18。四囲標高 1,000m～1,300m の高山に囲まれ地形は極めて険阻で、耕地は

                                                  

18 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 158 条第 1 項の規定に基づき、11 の課を置いて

おり、防災については、消防防災課が担い、消防室と防災室から編成され、この 2 つの室

編成をもって「課の庶務に関すること、消防団に関すること、消防委員会に関すること、

宮古広域行政組合（政策推進課政策推進係に属するものを除く）に関すること、消防に係

る叙位、叙勲に関すること、その他消防に関すること、防災計画に関すること、防災会議

に関すること、災害予防及び災害応急対策に関すること、消防の施設及び設備に関するこ

と、消防計画に関すること、防災行政無線に関すること、防火団体の育成指導に関するこ



 

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

路 96km

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

台風

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

なった。

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

洪水となって一気に流下した。

ートル急上昇して

超えたのである。

 

図－５

出典：毎日新聞。配信

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c
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あらゆる場面

いが、刻々と変化する

                                        

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。

19 岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

20 河北新報

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

96km の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

台風 10 号の影響を受けて、この

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

なった。9 月 1

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

洪水となって一気に流下した。

ートル急上昇して

超えたのである。

 

図－５ 岩手県岩泉町の降水量と小本川の時間別水位

出典：毎日新聞。配信

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c
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あらゆる場面において状況に応じた迅速な

いが、刻々と変化する

                                        

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

河北新報 ONLINE

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

号の影響を受けて、この

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

1 日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

洪水となって一気に流下した。

ートル急上昇して 5.10 メートル（堤防高は

超えたのである。 

岩手県岩泉町の降水量と小本川の時間別水位

出典：毎日新聞。配信平成

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c

において状況に応じた迅速な

いが、刻々と変化する事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                                                                

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

ONLINE NEWS 

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

号の影響を受けて、この町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

洪水となって一気に流下した。水位は 30

メートル（堤防高は

岩手県岩泉町の降水量と小本川の時間別水位

平成 28 年 8 月

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c

において状況に応じた迅速な

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                        

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

 平成 28 年
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少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

30 日 18 時から

メートル（堤防高は 4.87 メートル）に、

岩手県岩泉町の降水量と小本川の時間別水位

月 31 日 23 時

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c

において状況に応じた迅速な対応をとることが重要であると言うのは容易

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                                                                

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

年 9月 2日配信

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。

町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者

日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。

時から 19 時の

メートル）に、

岩手県岩泉町の降水量と小本川の時間別水位 

時 27 分 

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c

対応をとることが重要であると言うのは容易

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                        

と、その他防災に関すること」等の事務を分掌している。 

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

日配信 

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

川があり、この流域に沿って帯状の耕地を有し集落を形成している。平成

町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川

氾濫し、川沿いに建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者 9 名が不幸にして亡く

日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い

するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。河川は急勾配で、

時の 1 時間足らずの間に約

メートル）に、20 時には

http://mainichi.jp/articles/20160901/k00/00m/040/159000c(平成 28

対応をとることが重要であると言うのは容易

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                        

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の

平成 28 年 8 月

町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川

名が不幸にして亡く

日午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官は「自然災害

で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い」と指摘

河川は急勾配で、

時間足らずの間に約

時には 6.6 メートルを

28 年 9 月 6 日アク

対応をとることが重要であると言うのは容易

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                                                                 

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合

わせ、東方向に流れを変え、清水川、鼠入川、猿沢川を合流し、太平洋に注ぐ。 

少なく、林野率が高く、河川は小川の国境及び大川の釜津田に源を発して太平洋に注ぐ流

の小本川及び安家森に源を発する安家川並びに峠の神山に源を発する摂待川の 3

月 31 日、

町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川19が

名が不幸にして亡く

自然災害

と指摘20

河川は急勾配で、

時間足らずの間に約 2 メ

メートルを

 

日アク

対応をとることが重要であると言うのは容易

事態の進展の中で災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難を

                          

岩手県岩泉町国境峠付近に発し、南東方向に流れながら岩泉町落合付近で、大川を合
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極める。直面する事態は初めてのことであり、状況を能動的に理解しようもない。市区町

村防災担当者は葛藤の中にあって、そこでは普段とはまったく違った状況認識や行動を強

いられる。不測の事態にあっては情報は混乱し、しかもあいまいである。複合連鎖の先読

みなどは、到底叶うはずもない。 

４  自然災害に係る住民と行政の関係 

災害対策基本法の、現場主義の考え方から、最前線に立つのは、住民に最も近い、いわ

ゆる身近な“お上”である市区町村の職員である。市区町村は、同法によって防災対策の

第一次的責務を負う。ゆえに住民の生命、身体、財産を保護する責務を持つ市区町村の首

長に与えられた責務、権限は広範囲に及んでいる。関係機関や住民などに災害の通知に加

えて、避難の勧告や、指示を出す権限が与えられており、さらには、警戒区域からの立ち

退きの勧告、指示のほかに、災害拡大のために設備や物権も取り壊すように要求すること

もできる。およそ災害時に必要と考えられうる権限が列挙されており、同法が想定する、

災害対処に当たっての首長への期待の大きさとともにその責任の重さが分かる。 

内閣府のまとめ21によると、風水害の際に避難行動を開始するタイミングは、住民の 2

割が避難勧告等の発令にかかわらず、自分で判断するとし、残りの約 8 割の住民は避難勧

告等が発令されたときに避難するとしている。この結果から、自分自身の判断で適切な避

難行動を取ろうとする住民は少なく、避難行動の判断をお上に依存している住民が多いこ

とが分かる。長い歴史の中で培われてきた封建制度のお上依存体質がそうそう易々と変わ

るとは考えられない。自然災害に対峙しているのはあくまでお上であり､住民はその庇護

の下にいるという意識にほかならない。自然災害への備えをし、災害に対峙しているのは

あくまでお上であって、住民はその庇護の下にいるという基本構造を示していると考える

のだ。 

古来より、自然災害による被害を最小限に抑えること、統治下にある人々を救済するこ

とは、為政者であるお上の重大な使命である。ゆえに「住民は、災害対応の責任の多くが

行政にあると考え期待もしている。期待しているからこそ、期待が裏切られた被災に際し

ての行政批判も強くなる」（片田他、2007、4 頁）のである。 

人的な被害が生じると、避難勧告の遅れや情報伝達の失敗などを取り上げて、マスコミ

を中心に、重箱の隅を楊枝でほじくるかのごとく行政の対応の不備を責め立てる。その多

くは、避難が遅れた原因をお上の責任に帰そうとする内容である。東京都伊豆大島町の防

災担当者はアンケートに答えて『平成 25 年の伊豆大島土砂災害では、台風が接近してい

る中、町長、副町長が島を離れ不在にしていたことや、職員が一時帰宅し情報収集が出来

ていなかったこと、また、結果として避難勧告等を発令しなかったことなど、マスコミ各

社の報道により我々としてはいまだに鮮明な記憶として残っている。当時（現在でも継続

している）、ご遺族や行方不明の方のご家族には、なんで避難勧告を出さなかったんだ、

                                                  
21 内閣府（2010）『大雨災害における避難のあり方等検討会～「いのちを守る」ための

避難に向けて～』 
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なぜ島に居なかったんだ、という行政の対応（責任）について、かなり追求されました』

（本論文、第 1章 6項）と当時の状況を振り返る。 

現場で被災者に向かい合う職員の実際の対応と、これに対する被災者の反応をよくよく

調査しないままに表層的な行政批判に終始することは、行政のあるべき姿を議論する上に

あって、ことの本質を誤るように思えてならない。自然災害をめぐる行政と住民の関係の

見直しこそ、本来深めなければならない議論であることにほかならないはずである。 

東日本大震災被災地の市区町村防災担当者がアンケートに答えたように『今後において

は「自助」の周知を図り、住民が自らの判断で行動に転じるよう防災教育の拡充を図る』

（同上）べきであり、そうした活動を通じて自然災害をめぐる行政と住民の関係の見直し

の議論を深めることこそ意味があると思える。 

また、東日本大震災被災地の自治体（被災当時）に幹部職員として勤務していた者は筆

者のインタビューに『やっぱりマスコミと、あとはねやっぱり市民の中でもやっぱりモン

スター的な人がいますから。ああいう人たちの一番対応が厳しかったですよね。例えば色

んな説明会に行ってもですね、その人が発言すると誰も言えなくなるんです。やっぱり震

災で覚醒したような方たちがぽつぽつと出てきましてですね。その人たちの対応が厳しか

ったのかなと思いますね。そういう人たちがいる為に大勢の人たちの声が塞がれてしまっ

たというような。（それに対しては）私ですか？それ違うんじゃないのって言うんだけれ

ども、市民に同意を求めても誰も発言してくれないんです。だから物言わぬ人の気持ちを

問えってこう掴んでいくやつ。今でもずっとそういう人たちは残っていまして、いずれ復

興の支障になっていく人たちなんですが。上手にマスコミを使ってくるんですよね。いき

なりちょっと訪問したいんだけどもっていう電話が来るわけです、じゃあ、待っていると。

もういきなりマスコミをバックにしてくるんですよ、テレビカメラを持ちながらですね。

それが市への要望なりするわけですけども、その答えがすぐニュースに出るんですよね。

例えば浸水した区域に自宅を建てたいという人がいるわけですよ、ところが災害危険区域

なのでそれは待っていただけませんかと言うんですけれども、こういうふうに建てたい市

民がいるのにどうして市は許可出さないんだってこう言うわけですよ、それを要望しにく

る姿をすぐマスコミはもう一緒についてきて、市の担当はこういう話をしたって形であげ

るもんですからね、そういう面での対応が難しかったですよね。俺（マスコミ）は市民の

味方だってくるわけですから。市民も色々あるからね、たったひとりが二つの味方、残り

はバックには何万人という人がいるんだけど、やっぱり別な考え方している人たちはね。

でもそこは譲れないんです。やっぱり市民の安全ですからね。そしてやっぱり数人の意見

が正しい訳じゃないですから。ただ声が大きいのでね、マスコミはそれを声の大きいのを

取り上げるんですよね。ですから譲られないところは譲られないという部分、そういうこ

とですよね。私たちはもっと多くの人の立場を考えながらやる必要があると考えています』

（同上、第 5 章 2 項）というようにマスメディアを介した自然災害に係る住民と行政の関

係の別の側面を語ったのである。 
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５  避難の勧告・指示の、発令のあり方をめぐる議論 

 災害対策基本法に基づき都道府県は、市区町村が機能不全に陥るような状況にあっては

市区町村に代わり措置を実行する。また、災害の規模が大きい場合には、国は緊急対策本

部を置いて国全体の調整を行うことができるものとされている。実にそうした仕組みが実

効的に機能すれば問題はないが、現実は、そうはうまくいかない。 

時に中央と地方、会議室と現場には必ず温度差が生じる。危急な状況にあっては増して

そうである。東日本大震災のように、被害が広域にわたる場合においては「県は被害状況

さえ的確に把握できない。本来行うべき応援の役割は十分に果たせず、また、国も現場状

況の把握は受け身で、支援のスキームの立ち上げにも時間を要する」（津久井、2012、34

頁）のである。 

南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者はアンケートに『風水害や地震等

の自然災害における行政の責任は、住民への迅速かつ正確な災害状況と避難情報をするこ

とであると考える。この行政責任を果たす上での問題点は、当町のような限られた人員で、

刻々と変化する気象状況をもとに、適切な判断を下すことの難しさにある。今後の課題と

しては避難勧告等の判断マニュアルを随時更新し、あらゆる災害の対応について詳細の記

載を行っていくことで、防災担当職員の異動や能力の差による判断ミスをなくすことであ

る』（本論文、第 1 章 6 項）というように、避難の勧告・指示の、発令のあり方の一端で

ある、自然災害と行政の責任に関する問題点と課題をめぐる議論を共有した。また、熊本

地震被災地の市区町村防災担当者は『避難勧告発令に関して、そのタイミングについては

非常に難しいものと考える。夜間、暴風時の避難で住民が負傷した場合を想定すると、危

険が迫っていても発令することを躊躇すると思う』（同上）と答え、同じく南海トラフ巨

大地震被害想定地の、別の市区町村防災担当者は『「市内全域に避難勧告」等という、意

図が理解し難い対応をする自治が多いのが現況と思います。この状況が続くと住民側には

「自治体は責任逃れのために避難勧告をしているので、実際には逃げる必要がない」とい

うオオカミ少年効果が発生し、結果として真に避難が必要な場合にも逃げない、それによ

って人命が損なわれる事態に繋がると危惧しています』（同上）というように、不測の事

態にあっての、自身の判断の迷いとともに、危機感を表出した。 

（１） 災害対策基本法の基本理念と責務規定 

 災害対策は、災害対策基本法第 1 章の規定により、以下 6 つを基本理念として行われる

ものとされている。1 つは、我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情

勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被

害の最小化及びその迅速な回復を図ること。2 つは、国、地方公共団体及びその他の公共

機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、住民一人一人が自ら行う

防災活動及び自主防災組織その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促

進すること。3 つは、災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること

並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。4
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つは、災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる

限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配

分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。5 つは、被災者によ

る主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無

その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。6 つは、

災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興

を図ることとされている。 

国は以上の基本理念に則り、同法第１章の規定により国土並びに国民の生命、身体及び

財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関

し万全の措置を講ずる責務を有し、1 つは、課せられた責務を遂行するため、災害予防、

災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施

するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関す

る事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化

を図らなければならない。2 つは、指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務

を遂行するにあたっては規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に

協力しなければならない。3 つは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この

法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれる

ように、その所掌事務について当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、

その他適切な措置をとらなければならないとされている。 

また都道府県については当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及

び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て当該都道府

県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、

その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を

助け、かつ、その総合調整を行う責務を有し、都道府県の機関はその所掌事務を遂行する

にあたっては、規定する都道府県の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協

力しなければならないとされ、市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地

域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び

他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及

び法令に基づきこれを実施する責務を有する。市区町村長は、1 つは、その責務を遂行す

るため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の

促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

2 つは、消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、

第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなけ

ればならない」とされている。 

以上のように災害対策基本法の責務規定にあっては「それぞれの責務を担っている主体
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に対して一般的に広く具体的な法的義務を課しているわけではなく、従って、予防、応急

対策、復旧の各段階で、防災計画に規定されている内容を十分に実現できなかったとして

も、その実現に全力を挙げていて過失が認められない等の場合、その内容の実現について

法的な責任を負わなければならないことはないと考えられている」（生田他、2010、8 頁）

ところである。一方で、災害対策を実施する主体が行うべき義務については「災害関係諸

法及び災害対策基本法の規定に基づいて、行為主体と具体的な行為義務等が規定されてい

るところに従って発生するのが普通である。例えば、災害対策基本法の第 4 章から第 6 章

22に規定されている災害予防、災害応急対策、災害復旧に関する規定の多くは、具体的に

行為主体を明示した上で、具体的な行為義務を規定しているが、その行為を行なうことが

可能であるにも関わらず行なわれなかったり、不適切な形で行なわれたりすれば行為主体

はその責任を問われる」（同上）ことがあり、また、これに「行為義務、管理義務等が災

害対策主体に課せられている場合には、行為義務違反、設置管理の瑕疵の存在の責任を負

う」（同上）ことがある。 

（２） 避難の勧告・指示の、発令のあり方をめぐる裁判の事例 

国家賠償法は、第 1 条で公務員の過失責任を定め、第 2 条で公の営造物団体が直接に公

の目的に供用する有体物設備の設置、管理の暇疵責任を定め、第 2 条の暇疵責任は無過失

責任とされている。また同法については国、自治体の職員の個人責任を問うものではなく、

賠償に応じた国等から職員に対する求償については、その職員に故意または重大な過失が

あった場合に限定されている。 

はたして、災害原因となった現象が生じることを予見できたかどうか、結果回避の方法

があったかどうか、 行政庁がどこまで義務を尽くしたか等が争点となり訴訟が進行する

ことになる。 

2-1 長野県長野市 

2-1-1  事案の概要 

昭和 60 年 7 月 26 日。長野県が造成、分譲した湯谷団地で大規模な地すべりが発生し、

一部の土地が埋没したほか、64 棟の家屋が全半壊、一部破損した。流出した崩土は、崩壊

源より下位斜面の表層部をも一部巻き込みながら東側の湯谷団地方面及び南の特別養老老

人ホーム松寿荘方面に押し出した。結果、住宅 550 戸が全、半壊（埋没を含む）したほか、

特別養老老人ホーム松寿荘 5 棟が全壊（3 棟埋没）。湯谷団地では、地滑りの 40 分前に出

された避難勧により人的被害は逃れたが、特別養老老人ホーム松寿荘では、26 名が犠牲と

なった。 

2-1-2  責任原因に対する裁判所の判断 

平成 9 年 6 月 27 日。長野地方裁判所は、戸隠有料道路の管理の瑕疵が地すべりの原因

であったとの判決23を下した。山の斜面の地滑りによって、麓近くの住宅団地に土地埋没

                                                  

22 第 4 災害予防、第 5章災害応急対策、第 6章災害復旧 

23 地附山バードライン地滑り損害賠償請求事件。長野地裁平成 9年 6月 27 日判決 
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や家屋全半壊などの被害が生じた災害につき、被害発生の具体的予見可能性は優に首肯し

得ることから、地滑り地に県が開設した有料道路の管理に瑕疵があったものとして、県の

国家賠償法第 2条 1項に基づく損害賠償責任を認めた。 

2-1-3  避難の勧告・指示の、発令のあり方をめぐる議論 

仮に、十分な観測データを持ち得たとしても、そのデータが緊急変動の値を超えている

場合であったとしても、現場は発令に迷う。実際に地滑り崩壊の発生と直面させられたと

きに、被災域がどこまで及ぶのかの的確な判断を行い得ることは現実に可能なのか。発生

時刻の予測は、それに見合う時期に出さなければならないが、現実に可能なのか。 

地附山の地すべり災害から 20 年目にあたる平成 17 年 7 月 26 日に長野県知事（当時：

田中康夫）は知事会見で次のように語り、改めて避難勧告が遅れたことについて謝罪した。 

 

本日 7 月 26 日はちょうど 20 年前に長野市地籍の地附山の地すべり災害というもの

が起き、当時特別養護老人ホームという正式名称はあったのでしょうか、老人ホー

ムであろうかと思いますが松寿荘の方々がですね、26 名の方々がお亡くなりになら

れたということに関して、確か 97 年の 6 月 27 日に長野地方裁判所で湯谷団地を分

譲した県を相手取った損害賠償に関しての判決というものが出て、この段階で県は

バードラインを建設後のさまざまな事象の変化というものに関してですね、災害を

予見回避できたということで賠償を命ずるという判決が出ております。（略）今日

私どもは県の責任というものに関して改めてお詫びを申し上げると同時にですね、

実は 93 年に長野市が「真夏の大崩落」というですね、地附山の地すべり災害の記

録集の編さんをしておりますが、この中でも残念ながら記されていない点ですが、

実はこの松寿荘に関しては、これは長野地域の広域がお持ちだった施設であると思

います。長野広域行政組合の老人ホーム松寿荘でありますが、ここに関して避難勧

告が最後まで出なかったという大変申し訳ない事実、そしてまたこの 26 人の入所

者の方々は 2 階の部屋でですね、言わば寝たきりの体の状況であられる方々であっ

たということが記されていないと。このことによって本県の老人ホームではその後

もですね、非常に急峻な地形にありますが、2 階に寝たきりのご老人の方が入所を

するという形が続いてきてしまったということは、大変これは申し訳ないことだと

いうふうに思っております。 

 

 東日本大震災の教訓を踏まえて国は、平成 25 年に災害対策基本法を改正するとともに 

「避難行動支援者の避難行動支援に関する取組指針」を示し、地域の特性や実情を踏まえ 

つつ、災害発生時に一人でも多くの避難行動要支援者の生命と身体を守るという重要な目 

標を達成するため、以後本取組指針を活用し、適切に対応するよう市区町村に求めている 

ところであるが、市区町村の能力の実際にあって、支援の実効性を高めることははたして 

可能か。地附山の地すべり災害から得た教訓は、その後の災害に生かされたのか。 
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2-2 兵庫県佐用町 

2-2-1  事案の概要 

平成 21 年 8 月 9日。兵庫県西播磨地区に位置する佐用町において台風 9号の影響によ 

り発生した集中豪雨によって死者 18 名、行方不明 2名、住宅全壊 139 棟、大規模半壊、 

半壊合わせて 752 棟の被害が生じた。水害時、佐用町内に居住する住民らが、8月 9日の 

夜間に自宅を出て、近隣の小学校まで避難する途中、腰までに達していた溢水に流され、 

用水路に転落してうち 5名が死亡又は行方不明となった。 

2-2-2 責任原因についての裁判所の判断 

 遺族らが佐用町に対し、被災者らが死亡等したのは、避難勧告の発令が遅れたこと又は 

避難勧告等の内容が不当であったことが原因であり、これは佐用町の過失に当たると主張 

して、国家賠償法第 1条１項に基づき、原告らが相続した被災者の逸失利益及び慰謝料の 

支払いを求めたが、避難勧告の発令時期ないし発令方法について違法性はなく、また町に 

よる避難勧告等と被災者の死亡等との間において因果関係は無いとし、請求はいずれも棄 

却24された。 

本件裁判では、避難勧告の不発令又は特定の内容の避難勧告等を発令したことが不当行

為に当たるかどうかが争点となり進行したものであるが、具体的には、次の 4 つとなる。

1 つは町長が、午後 7 時 58 分以降、速やかに避難の勧告を発令しなかったこと、2 つは町

長が、午後 8 時 30 分以降、垂直避難を促す避難の勧告をしなかったこと、3 つは町長が、

午後 9 時 8 分に屋外避難を促す避難の勧告又は避難の勧告と区別のつかない避難準備情報

を発したこと、4 つは町長が、午後 9 時 20 分に屋外避難を前提とした避難の勧告を発した

ことである。 

2-2-3 避難の勧告・指示の、発令のあり方をめぐる議論 

 本件判決では「公共団体の公務員による権限不行使については、その権限を定めた法令

の趣旨、目的や、その権限の特性に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容

される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を

受けた者との関係において、国家賠償法 1 条 1 項の運用上達法となると解される」（判例

タイムズ、2014、111 頁）とされ、また「避難勧告については法的処分性がないとしつつ

も、避難勧告の発令権限の不行使については、上記同様の考え方を採用した上で、本件に

おいては、佐用町自らが災害に備え、佐用町地域防災計画を策定していた経緯等に鑑み、

特段の事情もないのに同防災計画に従わなかった場合には著しく認められるものとした。

なお、本件判決は、防災計画そのものは、法的拘束力を有する法令ではないことから、こ

れに従わなかったことが直ちに違法と評価されるものはない」（同上）とされたものであ

る。また、本件裁判にあっては「避難勧告の発令の性質等に照らせば、それ自体に強制性

はなく、住民らが自らの判断で行動することもあるとしながら、市区町村長が発令する勧

                                                  

24 集中豪雨罹災損害賠償請求事件（兵庫県佐用町）。神戸地裁姫路支部平成 25 年 4 月

24 日判決 
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告であるとして、住民がこれに従って避難を開始することは当然に想定されることから避

難することにより損害発生を予見し又は予見し得たにもかかわらず、漫然と避難勧告を発

令した場合には、損害賠償を負うと判示した」（同上）ところであり、このことは「一般

的な不法行責任の枠組みで判断された」（同上）ものとして注目されるところである。 

 すなわちこのことは「市区町村長が避難勧告を発令することによって、かえって住民が

より大きな危険に遭遇し、又は接近することになることを予見し、又は予見し得たにもか

かわらず、漫然と避難勧告を発令し、その結果、避難した住民に損害が生じた場合には、

当該避難勧告の発令は違法であり、かつ発令に当たって過失があると推認される」（判例

地方自治、2014、7 頁）のである。 

６  インタビューと並行して実施した市区町村防災担当者に対してのアンケート調査 

（１） 調査の目的と方法 

 アンケートは、市区町村防災担当者を対象とし、自然災害と行政の責任に関する問題点

と課題などに対する意識を調査するために行った。アンケート用紙25は、平成 28 年 6 月に

配布（70 部）し、平成 28 年 7 月に回収（26 部（人）37％）した。 

（２） 調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

質問は「自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること」 

� 避難勧告を出すタイミングは非常に難しいものがある。最終的な判断は自治体が担 

うが、その責任が個人に課せられるとした場合の責任の取り方については実感を持て

ない。（熊本県合志市） 

� 避難行動が求められる災害が発生した場合、避難行動及び避難場所について行政に 

 指示を求める行為（受動的）が大きな犠牲を生じた要因の一つとして考える。今後に

おいては「自助」の周知を図り、住民が自らの判断で行動に転じるよう防災教育の拡

充を図る。（岩手県大槌町） 

� 避難勧告発令に関して、そのタイミングについては非常に難しいものと考える。夜 

間、暴風時の避難で住民が負傷した場合を想定すると危険が迫っていても発令するこ

とを躊躇すると思う。市としても、台風襲来など予測できる場合は、明るいうちの早

めの発令を心掛け、住民に対しても非難が危険だと判断した際は、垂直避難するなど

防災意識の向上も推進したい。（鹿児島県鹿屋市） 

� 問題を感じることはない。自然災害における避難情報（避難勧告等）の発令につい 

 ては、各市町で発令することとなっており、呉市の避難勧告等の判断・伝達マニュア

ルについては、広島県の避難勧告等判断・伝達マニュアルガイドラインを基にして定 

めており、空振りを恐れずに早め早めの発令となっている。自主的な避難について

も、避難所を開設し避難者を受け入れる体制を整備することに加えて、避難所の近隣

職員を避難所配置職員に指定し、避難所の合鍵を保管させて、迅速な避難所開設を行

うようにしている。（広島県呉市） 

� 避難勧告・指示の発令に関して、地震災害等被害が広域化した場合、職員数が限ら 

                                                  

25 参考文献の次に添付した。参考資料１ 
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 れているため、避難所開設数や避難者誘導支援等における行政責任には限界がある。

（熊本県菊池郡大津町） 

� 避難勧告等の発出の有無をもって、行政が不法行為に問われる状況に強い違和感を 

 覚えます。不法行為に問われることを避けるため、「市内全域に避難勧告」等とい

う、意図が理解し難い対応をする自治体が多いのが現況と思います。この状況が続く

と住民側には「自治体は責任逃れのために避難勧告をしているので、実際には逃げる

必要がない」というオオカミ少年効果が発生し、結果として真に避難が必要な場合に

も、逃げない、それによって人命が損なわれる事態に繋がると危惧しています。（神

奈川県横須賀市） 

� 災害の発生が危惧され、市民の生命が脅かされることが想像される事態において、 

 優先すべきは市民の生命を守ることであるため、避難勧告等の結果で生じる損害につ

いてはやむを得ないものと考える。その損害に対しての道義的な責任は感じるであろ

うことは予想できるが、組織（自治体）の担う責務によるものであるので、個人が負

う必要はないものと考えている。（静岡県湖西市） 

� 避難勧告等については、災害発生が予見される時間等を考慮し、安全に避難できる 

 よう時間的余裕を勘案し、発令のタイミングを考える必要がある。避難勧告等の発令

については、市民に災害発生が迫っていることを知らせることが重要であると考えて

おり、避難所に行くことが最良であるかどうかは避難者の判断による。自然災害によ

る責任については、行政では取ることができないと考えている。（神奈川県厚木市） 

� 自然災害の場合、予測が困難であり、また、発生する時期によっては、二次災害を 

 考慮した上で対応に当たる必要があるため、適宜適切な判断をとるのは難しいと考え 

る。（熊本県上天草市） 

� 自治体がどう責任を負うのか。いまひとつ実感が持てない。（岩手県山田町） 

� 予見したにもかかわらず漫然と避難勧告を発令ということは考えにくい。現在は、 

「空振りを恐れず」との考えがある中でも、判断には慎重にならざるを得ない。結果

として問われることにならないように注意を払うしかない。（宮城県気仙沼市） 

� 風水害や地震等の自然災害における行政の責任は、住民へ迅速かつ正確な災害状況 

 と避難情報を伝達することであると考える。この行政責任を果たす上での問題点は、 

当町のような限られた人員で、刻々と変化する気象状況をもとに、適切な判断を下す

ことの難しさにある。今後の課題としては避難勧告等の判断マニュアルを随時更新し 

あらゆる災害の対応について詳細の記載を行っていくことで、防災担当職員の異動や

能力の差による判断ミスをなくすことである。（静岡県南伊豆町） 

� 熊本地震では、当市における被害は殆どなく目に見えた全壊や半壊がなく、ライフ 

 ラインも全て正常に機能していたが、一番多い時の避難者は、約 1万 5千人おり、車

中泊も同数程度いたと推測される。避難所は開設したものの、ほぼ、自主避難レベル

と思われ、これほど長期化も予想されない状況で動物アレルギーや感染症を考え、人

間かペットかの究極の選択で同行避難を認め、同伴避難は認めなかった。ペットの最

終責任者は行政か飼い主かを考えた結果であった。しかし、初めから避難が長期化す
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ると判断していれば答えは変わっていたかもしれない。（熊本県八代市） 

� 平成 25 年の伊豆大島土砂災害では、台風が接近している中、町長、副町長が島を 

離れ不在にしていたことや、職員が一時帰宅し、情報収集が出来ていなかったこと、

また、結果として避難勧告等を発令しなかったことなど、マスコミ各社の報道により

我々としてはいまだに鮮明な記憶として残っている。当時（現在でも継続してい

る）、ご遺族や行方不明の方のご家族には、なんで避難勧告を出さなかったんだ、な

ぜ島に居なかったんだ、という行政の対応（責任）について、かなり追求されまし

た。町では、その教訓として首長の不在時の対応や土砂災害はもとより他の自然災害

に対しても、今後危険な状況になる、その恐れがあると判断した場合は、基本として

躊躇することなく避難準備情報、或いは避難勧告・指示を出すというスタンスで警戒

避難体制を運用しています。課題としては、空振りに対する住民の理解を得る、とい

うことです。何事もなくてよかった、と思っていただく意識の醸成が今後とも必要で

す。（東京都大島町） 

� 今回の熊本地震のように、地震の災害について予見は難しいが、台風や豪雨災害に 

 ついては、気象庁の雨雲レーダー等により予め予測することができ、被害を想定して

住民への避難を呼びかけている。たとえ、空振りに終わる可能性もあるが、住民の生

命・財産を守る上で重要である。（熊本県山都町） 

� 夜間に避難勧告や指示を出すとなると、住民の避難時に混乱を招くことが心配され 

 勧告や指示を出すことをためらうため、熊本県では夕方や災害発生より早めに避難を

完了させるための予防的避難ということを推奨されているが、あまりにも早い段階で 

勧告や指示を出すと災害の状況とかけ離れているため、なかなか発令まで踏み切れな

い状況である。（熊本県玉名市） 

� 災害対応においては、時間をかけて 100 点を目指すのではなく、迅速な判断で及第 

 点を取ることの方が大切であり、それが結果として被害の軽減につながる。災害対応

職員が不安なく、迅速に判断を行うためには、科学的根拠や経験等に基づく計画や基

準等を可能な限り定めておくことが重要。災害時の対応は、これらの計画等を踏まえ 

た上で、実際の状況や今後の予測等を勘案して決定され、そのための努力を最大限に

行っていれば、行政側の責任が問われることは少ないと思われる。（宮城県仙台市

「消防職」） 

� 災害で人的・物的被害が出ると必ず行政の対応が適切だったか否かを問われること 

 は承知しており、ルールに基づいて対応してもその場における柔軟さに欠けていると 

の批判につながってくる。しかし、行政の立場上、今後もルールの見直しを図りなが

ら、その中で対応していかざるを得ないと考える。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 自然災害の発生の恐れがある場合には、市民の生命を守るために避難勧告の発令を 

 するべきと考えます。ただ広域的また複数発生するようなケースも考えられますが、

これも生命を第一に判断するものと思います。（熊本県阿蘇市） 

� 特になし。（青森県八戸市） 

� 今回の台風 7号による大雨の際に、私が防災担当となって初めて避難勧告を発令す 
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 るケースとなった。実際に避難者は 0人であったが、先般とある講演で 2009 年台風 9

号の兵庫県佐用町豪雨災害による訴訟の話を聞く機会があり、そのような例を聞くと

責任と難しさを感じている。（青森県むつ市） 

� 避難勧告等の発令のタイミングは、非常に難しい。しかし、１人ひとりの命を守る 

 必要があるため、空振りを恐れず、早目の発令に心掛けている。（和歌山県那智勝浦

町） 

� 熊本県では、予防的避難（明るいうちからの避難行動の呼びかけ）を行っている 

が、呼びかけ時点では、差し迫った危険がない中、住民に損害が出た場合に行政責任

が問われるということになれば、この取り組み自体見直す必要も出てくるのではない

か？ 今までそこまで認識してはいなかった。（熊本県菊陽町） 

� 自然災害は、基本的には自己責任と考えている。行政責任が問われる場合は、意図 

 的な作為・不作為が疑われる事案が発生し、当事者間で解決できない時である。問題

点としては、第三者（特に報道機関）が過大に事案を取り扱うことである。（熊本県

益城町） 

� 避難勧告は、積極的にというよりは前向きにとらえ発令した方が、延いては住民の 

 ためになると思う。いずれにしても責任問題はついて回る。（福島県葛尾村） 

� 台風等に伴う水害発生時又は水害が発生する恐れがある時での避難勧告等を前提に 

 考えると、本市では可能な限り、早期に「避難準備情報」を発令し、避難所への避難

ないし垂直避難を呼び掛けることとしている。また、住民への説明会の際には、水害 

時には避難所への避難だけではなく、垂直避難も有効である旨、周知に努めている。

なお、自然災害のような場合、総合的に判断して適時に的確な対策を取ることは極め

て難しいため、土砂災害の避難勧告等発令暫定基準を定め、運用している。（長野

県長野市） 

（３） 整理 

「問題を感じることはない」、「特にない」とした 2 部（人）以外の 24 部（人）を対

象として、以下のように 5つのグループに分けて整理した。 

3-1 東日本大震災被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-1-1 自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること  

� 自治体がどう責任を負うのか。実感が持てない。 

� 予見したにもかかわらず漫然と避難勧告を発令ということは考えにくい。結果として 

 問われることにならないように注意を払うしかない。 

� 科学的根拠や経験等に基づく計画や基準等を踏まえた上で、実際の状況や今後の予測 

 等を勘案して努力を最大限に行っていれば、行政側の責任が問われることは少ないと思

われる。 

� いずれにしても責任問題はついて回る。 

3-1-2 取り組みの現状などに関すること 

� 避難行動が求められる災害が発生した場合、避難行動及び避難場所について行政に指 
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 示を求める行為が大きな犠牲を生じた要因の一つとして考える。今後においては「自助」

の周知を図り、住民が自らの判断で行動に転じるよう防災教育の拡充を図る。 

� 災害対応においては、時間をかけて 100 点を目指すのではなく、迅速な判断で及第点 

 を取ることの方が大切であり、それが結果として被害の軽減につながる。災害対応職員

が不安なく、迅速に判断を行うためには、科学的根拠や経験等に基づく計画や基準等を

可能な限り定めておくことが重要。 

� 災害で人的・物的被害が出ると必ず行政の対応が適切だったか否かを問われることは 

 承知しており、ルールに基づいて対応してもその場における柔軟さに欠けているとの批

判につながってくる。しかし、行政の立場上、今後もルールの見直しを図りながら、そ

の中で対応していかざるを得ないと考える。 

� 避難勧告は、積極的にというよりは前向きにとらえ発令した方が、延いては住民のた 

 めになると思う。     

3-2 熊本地震被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-2-1  自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること  

� 最終的な判断は自治体が担うが、その責任が個人に課せられるとした場合の責任の取 

 り方については実感を持てない。 

� 地震災害等被害が広域化した場合、職員数が限られているため、避難所開設数や避難 

 者誘導支援等における行政責任には限界がある。 

� 予防的避難を行っているが、呼びかけ時点では、差し迫った危険がない中、住民に損 

 害が出た場合に行政責任が問われるということになれば、この取り組み自体見直す必要

も出てくるのではないか。今までそこまで認識してはいなかった。 

� 自然災害は、基本的には自己責任と考えている。 

3-2-2 取り組みの現状などに関すること 

� 自然災害の場合、予測が困難であり、また、発生する時期によっては、二次災害を考 

 慮した上で対応に当たる必要があるため、適宜適切な判断をとるのは難しい 

� 避難所は開設したものの、ほぼ自主避難レベルと思われ、これほど長期化も予想され 

 ない状況で動物アレルギーや感染症を考え、人間かペットかの究極の選択で同行避難を

認め、同伴避難は認めなかった。ペットの最終責任者は行政か飼い主かを考えた結果で

あった。しかし、初めから避難が長期化すると判断していれば答えは変わっていたかも

しれない。 

� 夜間に避難勧告や指示を出すとなると、住民の避難時に混乱を招くことが心配され勧 

 告や指示を出すことをためらうため、夕方や災害発生より早めに避難を完了させるため

の予防的避難ということを推奨されているが、あまりにも早い段階で勧告や指示を出す

と災害の状況とかけ離れているため、なかなか発令まで踏み切れない状況である。 

� 行政責任が問われる場合は、意図的な作為・不作為が疑われる事案が発生し、当事者 

 間で解決できない時である。問題点としては、第三者（特に報道機関）が過大に事案を
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取り扱うことである。 

3-3  その他の大規模震災被災（過去 10 年以内）地の市区町村防災担当によるもの 

3-3-1 自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること 

� 台風が接近している中、町長、副町長が島を離れ不在にしていたことや、職員が一時 

 帰宅し、情報収集が出来ていなかったこと、また、結果として避難勧告等を発令しなか

ったことなど、マスコミ各社の報道により我々としてはいまだに鮮明な記憶として残っ

ている。当時（現在でも継続している）、ご遺族や行方不明の方のご家族には、なんで

避難勧告を出さなかったんだ、なぜ島に居なかったんだ、という行政の対応（責任）に

ついて、かなり追求されました。 

3-3-2 取り組みの現状などに関すること 

� 首長の不在時の対応や土砂災害はもとより他の自然災害に対しても、今後危険な状況 

 になる、その恐れがあると判断した場合は、基本として躊躇することなく避難準備情報、

或いは避難勧告・指示を出すというスタンスで警戒避難体制を運用しています。課題と

しては、空振りに対する住民の理解を得る、ということです。何事もなくてよかった、

と思っていただく意識の醸成が今後とも必要です。 

� 避難勧告等の発令のタイミングは、非常に難しい。しかし、１人ひとりの命を守る必 

 要があるため、空振りを恐れず、早目の発令に心掛けている。 

3-4 南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者によるもの 

3-4-1 自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること 

� 避難勧告等の発出の有無をもって、行政が不法行為に問われる状況に強い違和感を覚 

 えます 。 

� 災害の発生が危惧され、市民の生命が脅かされることが想像される事態において、優 

 先すべきは市民の生命を守ることであるため、避難勧告等の結果で生じる損害について

はやむを得ないものと考える。その損害に対しての道義的な責任は感じるであろうこと

は予想できるが、組織（自治体）の担う責務によるものであるので、個人が負う必要は

ないものと考えている。 

� 自然災害による責任については、行政では取ることができないと考えている。 

� 風水害や地震等の自然災害における行政の責任は、住民へ迅速かつ正確な災害状況と 

 避難情報を伝達することであると考える。この行政責任を果たす上での問題点は、当町

のような限られた人員で、刻々と変化する気象状況をもとに、適切な判断を下すことの

難しさにある。 

3-4-2 取り組みの現状などに関すること 

� 不法行為に問われることを避けるため、「市内全域に避難勧告」等という、意図が理 

 解し難い対応をする自治体が多いのが現況と思います。この状況が続くと住民側には

「自治体は責任逃れのために避難勧告をしているので、実際には逃げる必要がない」と

いうオオカミ少年効果が発生し、結果として真に避難が必要な場合にも、逃げない、そ
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れによって人命が損なわれる事態に繋がると危惧しています。 

� 避難勧告等の発令については、市民に災害発生が迫っていることを知らせることが重 

 要であると考えており、避難所に行くことが最良であるかどうかは避難者の判断による。 

� 避難勧告等については、災害発生が予見される時間等を考慮し、安全に避難できるよ 

 う時間的余裕を勘案し、発令のタイミングを考える必要がある。 

� 今後の課題としては避難勧告等の判断マニュアルを随時更新し、あらゆる災害の対応 

 について詳細の記載を行っていくことで、防災担当職員の異動や能力の差による判断ミ

スをなくすことである。 

3-5 その他 

3-5-1 自然災害と行政の責任に関する問題点と課題などに対して考えること 

� 今回の台風 7号による大雨の際に、私が防災担当となって初めて避難勧告を発令する 

 ケースとなった。実際に避難者は 0 人であったが、先般とある講演で 2009 年台風 9 号

の兵庫県佐用町豪雨災害による訴訟の話を聞く機会があり、そのような例を聞くと責任

と難しさを感じている。 

3-5-2 取り組みの現状などに関すること 

� 避難勧告発令に関して、そのタイミングについては非常に難しいものと考える。夜間、 

暴風時の避難で住民が負傷した場合を想定すると危険が迫っていても発令することを躊

躇すると思う。市としても、台風襲来など予測できる場合は、明るいうちの早めの発令

を心掛け、住民に対しても避難が危険だと判断した際は、垂直避難するなど防災意識の

向上も推進したい。 

� 住民への説明会の際には、水害時には避難所への避難だけではなく、垂直避難も有効 

 である旨、周知に努めている。なお、自然災害のような場合、総合的に判断して適時に

的確な対策を取ることは極めて難しいため、土砂災害の避難勧告等発令暫定基準を定

め、運用している。  

７  章のまとめ 

（１）自然災害と行政の責任に関する問題の所在 

人的な被害が生じると、避難勧告の遅れや情報伝達の失敗などを取り上げて、マスコミ

を中心に、重箱の隅を楊枝でほじくるかのごとく行政の対応の不備を責め立てる。その多

くは、避難が遅れた原因をお上の責任に帰そうとする内容である。 

現場で住民に向き合った職員の実際の対応と、これに対する被災者の反応を調査しない

ままに、表層的な行政批判に終始することは、行政のあるべき姿の議論において意味があ

るとは思えない。兵庫県佐用町や東京都大島町、また岩手県岩泉町のような小さな基礎自

治体にあっては、たとえ職員皆が最大限に頑張ったとしても、とても被害を免れることは

不可能であったと思われる。結果論から導き出すことができる最適な対処を全職員数合わ

せても 300 人にも満たない地方の小さな自治体が実際に行うことは不可能に近いのではな

いかと考えている。  
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住民は、短時間の大雨時には市区町村が適切な避難の勧告、指示を発令する時間的余裕

も無い状況も当然あり得ると承知しておかなければならない。同時に住民は、避難の勧告、

指示が適切に発令されたとしても、避難を実施する住民が自らの状況を適切に判断し、適

切な避難行動を取らなければ自らの命を守ることはできないことも承知しておくべきであ

る。 

また、住民は、居住地の、市区町村防災担当者の内実の不安や迷いを知る必要がある。

点在する集落のどこで土砂崩れが発生するかを特定のしようもなく、避難中に被害に遭う

可能性があるとなれば市区町村防災担当者は避難の勧告、指示の発令に迷い、課せられた

責任に懼れる。市区町村防災担当者は、受話器を置く間もなく途切れぬ電話対応に追われ、

やがて、意思決定者への報告は滞る。それが甚大な災害を受けた小自治体の実際であるこ

とを承知しておく必要があるのだ。 

長い歴史の中で培われてきた封建制度のお上依存体質がそうそう易々と変わることはな

い。日本人の中に染み付いている。自然災害に対峙しているのはあくまでお上であり､住

民はその庇護の下にいるという意識にほかならない。そうした意識にこそ、自然災害と行

政の責任に関する問題が所在しているように思えてならない。 

（２）自然災害と行政の責任に関する改善に向けての考察と提言 

責任を負わせる誰かは、誰でもよい。そのようにして、終止符を打つ。ゆえに、こと何

かあれば、誰しもスケープゴートに使われる懼れに思考を巡らせることになる。 

70 年以上前にして寺田は「だれの責任であるとか、ないとかいうあとの祭りのとがめ立

てを開き直って子細らしくするよりももっともっと大事なことは、今後いかにしてそうい

う災難を少なくするかを慎重に攻究することであろうと思われる」（寺田、2013、41 頁）

と指摘した。また寺田は続けて次のようにいう。 

 

いちばんたいせつな物的調査による後難の軽減という眼目が忘れられるのが通例の

ようである。これではまるで責任というものの概念がどこかへ迷子になってしまう

ようである。はなはだしい場合になると、なるべくいわゆる「責任者」を出さない

ように、つまりだれにも咎を負わせないように、実際の事故の原因をおしかくした

り、あるいは見て見ぬふりをして、何かしらもっともらしい不可抗力によったかの

ように付会してしまって、そうしてその問題を打ち切りにしてしまうようなことが、

つり橋事件などよりもっと重大な事件に関して行なわれた実例が諸方面にありはし

ないかという気がする。そうすればそのさし当たりの問題はそれで形式的には収ま

りがつくが、それでは、全く同じような災難があとからあとから幾度でも繰り返し

て起こるのがあたりまえであろう。そういう弊の起こる原因はつまり責任の問い方

が見当をちがえているためではないかと思う。人間に免れぬ過失自身を責める代わ

りに、その過失を正当に償わないことをとがめるようであれば、こんな弊の起こる

心配はないはずであろうと思われるのである。たとえばある工学者がある構造物を
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設計したのがその設計に若干の欠陥があってそれが倒壊し、そのために人が大勢死

傷したとする。そうした場合に、その設計者が引責辞職してしまうかないし切腹し

て死んでしまえば、それで責めをふさいだというのはどうもうそではないかと思わ

れる。その設計の詳細をいちばんよく知っているはずの設計者自身が主任になって

倒壊の原因と経過とを徹底的に調べ上げて、そうしてその失敗を踏み台にして徹底

的に安全なものを造り上げるのが、むしろほんとうに責めを負うゆえんではないか

という気がするのである。（同上 41 頁、42 頁） 

 

優先するのは、寺田のいうように、誰の責任であるとか、ないとかいうあとの祭りのと

がめ立てを開き直って子細らしくすることではなく、今後いかにしてそういう災難を少な

くするかを慎重に攻究することである。世にあっては、責任者に対する咎めだてとそれに

対する弁解ないしは引責ばかりがとやかくいわれたり、ひどいときにはなるべく責任者を

出さないように、実際の事故の原因を押し隠すことが往々にしてある。 

欧米では一般的に、たいていのことは個人の自由に任されるが、同時に自由に行ったこ

とは全てがその者の責任にされる。責任の所在が明確である。一方我々日本人の場合は、

皆で決められたことを行ったからには皆で責任を持つという考え方になる。責任の所在が

ぼやけてしまうのだ。 

自然災害にあって、真に責任を負うのは誰か。表層的な行政批判に終始することは、行

政のあるべき姿の議論において意味があるとは思えない。本来深めなければならない議論

はそのようなことではない。自然災害をめぐる行政と住民の関係の見直しこそ、本来深め

なければならない議論であることにほかならないはずである。 
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第２章  自然災害と法制度 

 

「ある非常事態は私たちに大きな衝撃を与える。そしてその事態にどのように対処する

か、私たちは問いを繰り返す。そして大概の場合、その問いの繰り返しはいつしか風化し、

いわゆる歴史の一コマに組み込まれ、はるか遠くから眺める風景になってしまう」（廣澤、

2014、11 頁）のである。 

常に災害の危険に曝されてきた地に住む我々日本人は、どのように災害に向き合って生

きてきたのか。はたして我々日本人は、古来より自然災害をどう捉えて、どのような考え

の下に法に反映させてきたのか。  

１ 日本人の自然観と災害観の一般 

日本国の自然は、平常は極めて穏やかであるが、時にたちまち荒れ狂う。ゆえに我々日

本人は、自然を慕うと同時に畏怖してよりすがろうとする。 

農耕民族である我々日本人は、古来より自然とうまく折り合いをつけながら作物を育て

生活を営んできた。そうした長い歴史にあって、自分の力ではどうすることもできない自

然を前にどう向き合ってきたのかと考えると、自然とはそういうものだというように受け

入れて、なるべく被害が少なくてすむようにと、そう祈ってきたのではないかと思う。 

大災害のたびに繰り返される経験を通じて、我々日本人の中には、災害に関する共通の

観念が形成されてきたという見方が一般的である。 

自然災害に頻繁に見舞われるこの国にあって、無力な存在であることを自覚し、自然

と折り合いつつ生きてきた我々日本人は、自然に対して従順である。ある物事に対して

抵抗するよりも、むしろ受容するようなメンタリティーを形作ってきたのであり、それ

は、日本人特有の宗教観、自然観とも深く関わりながら形づくられてきたと考えられてい

る。 

（１） 日本人の自然観の一般 

寺田は、地震を例にして、体験を持ち伝えてきた日本人と、そうでない国民との自然に

対する概念の違いを「動かぬものの例えに引かれる我々の足下で大地が時として大いに震

え、動く。そういう体験を持ち伝えてきた国民と、そうでない国民とが自然というものに

対する概念においてかなり大きな懸隔を示しても、不思議ではないだろう」（寺田、2013、

113 頁）と整理した。 

日本国の自然は、一面では四季を通じて変化に富み、また到る所に景勝の地をそなえ、

美しく繊細であるが、しかし他面では、人々の命を容赦なく奪い取る圧倒的な破壊力を示

してきた。多くの歴史的事実は、自然の力の前に翻弄される人類の姿をあたかも示してい

るかのようであり、抗えない現実を突き付けられ続けている。 

また寺田は、自然の多様性と活動性を踏まえて日本人の自然観を次のように考えたので

ある。 
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複雑な環境の変化に適応せんとする不断の意識的ないし無意識的努力はその環境に

対する観察の精微と敏捷を招致し養成するわけである。同時にまた自然の驚異の奥

行きと神秘の深さに対する感覚を助長する結果にもなるはずである。自然の神秘と

その威力を知ることが深ければ深いほど人間は自然に対して従順になり、自然に逆

らう代わりに自然を師として学び、自然自身の太古以来の経験をわが物として自然

の環境に適応するように務めるであろう。 

大自然は慈母であると同時に厳父である。厳父の厳訓に服することは慈母の慈愛に

甘えるのと同等にわれわれの生活の安寧を保証するために必要なことである。人間

の力で自然を克服せんとする努力が西洋における科学の発達を促した。何ゆえに東

洋の文化国日本にどうしてそれと同じような科学が同じ歩調で進歩しなかったかと

いう問題はなかなか複雑な問題であるが、その差別の原因をなす多様な因子の中の

少なくも一つとしては、上記のごとき日本の自然の特異性が関与しているのではな

いかと想像される。すなわち日本では第一に自然の慈母の慈愛が深くてその慈愛に

対する欲求が満たされやすいために住民は安んじてそのふところに抱かれることが

できる、という一方ではまた、厳父の厳罰のきびしさ恐ろしさが身にしみて、その

禁制にそむき逆らうことの不利をよく心得ている。その結果として、自然の充分な

恩恵を甘受すると同時に自然に対する反逆を断念し、自然に順応するための経験的

知識を集収し蓄積することをつとめて来た。（同上、12 頁） 

  

（２） 日本人の災害観の一般 

誰しも、理不尽な出来事を納得させるためには何らかの理由を必要とする。神代の時代

から繰り返されるこのような経験を通じて、我々日本人の心のうちには、災害についての

ある共通の観念が形成されてきた。 

社会学者廣井脩26は、日本人の災害観には、天譴論、運命論、精神主義の 3 つの類型が

あるとした。１つ目の天譴論は、災害は天が人間に下した罰だとして、堕落した社会を改

善するために天が災害を起こしたのだという天恵論27あるいは天佑論に結びつく。2 つ目の

運命論は、自然の災害と、それによる生や死を避けられない運命と考えこれを享受する思

想であるとする。運命論には、大きな心理的作用があり、災害の悲劇性を心理的に減殺で

きる。つまり絶望を緩和し、悲劇を運命と割り切ることで生活再建へのバネとなる。しか

し他方被災者の中に諦念、忘却癖をも生む。3 つ目の精神主義は、自然の征服、コントロ

ールによる対応ではなく、心の持ち方、内面的努力を強調することで災害に対処していく

                                                  

26 社会心理学、情報行動論の立場から一貫して災害に関する研究に携わり、我が国にお

ける災害情報研究の第一人者として活躍した。「災害を運命だと諦める、天災だと観念し

て諦める。多くの人が天災論とか運命論を持っていると、本当に災害に強い防災都市はで

きにくい」（「災害と日本人」新版、時事通信社）とする考えを持つ。日本災害情報学会

初代会長。昭和 21 年 9 月 7日 群馬県沼田市生まれ、平成 18 年 4 月逝去 

27 震災を世直しの好機と捉えるもの。天佑論は天の加護。天のたすけと捉えるもの。 
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態度であるとする。その極致は、合理的な態度を捨てて、ひたすら神仏に祈る。また精神

復興こそ復興の根本とするから、防災対策を軽視する結果となるというように整理した。 

記憶に新しいところでは、東日本大震災にあって当時の東京都知事であった石原慎太郎

氏が「我欲に縛られ政治もポピュリズムでやっている。それが一気に押し流されて、この

津波をうまく利用してだね、我欲を一回洗い落とす必要がある。積年たまった日本人の心

の垢をね。これはやっぱり天罰だと思う。被災者の方々、かわいそうですよ28」と発言し

た件である。異様に肥大化した近代文明に対する天罰であるというのだ。また同知事は、

「残念ながら無能な内閣ができるとこういうことが起きる。（95 年の阪神大震災の際の）

村山内閣もそうだった29」とも発言したものであるが、これは天譴論でいうところの、災

害を、王道を外れた為政者に天が与える警告とみなす思想と考えてよい。 

個人の意見であるならば、何ら問題となるものではない。問題は、その財産を管理し、

事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することがで

きる者の発言であることである。 

２ 自然災害に関する法制度の歴史的展開 

日本に初めて法律ができたのは 8 世紀初頭である。律令国家だった隣国唐を手本に大宝

律令を制定したことが始まりとされている。それから 1,300 年余り、日本の法律は時代に

合わせてその形を変化させてきた。そして現在は、憲法を頂点に 1,960 の法律（平成 28

年 10 月 1 日現在。総務省行政管理局法令データ。平成 28 年 10 月 1 日までの官報掲載法

令）とそれらを支える下位規範が体系的に整備されており、その一つ一つが社会秩序の維

持と国の発展を支えている。こうした現在の日本の法体系が形づくられたのは、明治維新

以降のことである。 

（１）古代 

日本国において「もっとも古い災害に関する制度は大化の改新までさかのぼる。中国の

制度にならって、被害者や窮民に給付するための穀物を徴収または寄付を得て備蓄する義

倉が創設された。現代の備蓄倉庫や、義捐金基金の原型である。また、奈良時代に設置さ

れた福祉施設悲田院は、被害者の救護施設としても利用された。現代の避難所の原型であ

る。ただ、その後、律令制度が発達しても、災害に関する法制度が整備された形跡はほと

んど見当たらない。災害対策は行われてきたし、時代を追うごとに、土木事業の技術、規

模の水準は高くなっていった。しかし、堤防や堰溝などの治水を中心とする防災事業や、

災害後の修理、土砂の除去などの復旧事業、あるいは新田の開拓といった復興事業など、

あくまで個々の災害ごとの個々の災害ごとの事業の取り組みであって、教訓を一般的に制

度化する法の整備には至らなかった」（津久井、2012、2 頁、3頁）のである。 

                                                  

28 毎日ｊｐ（2011.3.14）

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110315k0000m040043000c.html 

29 毎日ｊｐ（2011.3.14）

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110315k0000m040043000c.html 
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（２）江戸時代から明治時代にかけて 

江戸時代は、中央集権制度の安定期に入ったことから市民社会的側面が強くなり、救済

活動は増加し、複雑化した。「享保、天明、天保の三大飢饉30の際には、幕府は米の支給

を行った。御救米である。また、浅間山天明噴火災害31では、土運びなどの公共工事を実

施して、被災して職を失った労働者に賃金を支給した。御救普請という仕組みである。ま

た、安政東海地震32では、下田が津波に襲われたが、その日のうちに、御救小屋が設置さ

れ、粥の炊き出しが行われた。現代の避難所、仮設住宅にあたる。翌日には、被災者を調

査し、親類への避難と、避難先のない者への避難場所への手当もなされ、一か月以内には、

流出した家一軒につき金三分、死亡者へ各一貫文が御救金として支給された」（津久井、

2012、3 頁、4 頁）のである。古代から中世、近世にかけて我々日本人の多くは、自然災

害は王道を外れた為政者に天が与える警告とみなしていた。災害防止よりも救済において

為政者の力量を問うという姿勢が強く、積極的防災対策を採ることはなかったのである。 

（３） 江戸時代から明治時代にかけて 

3-1 明治時代 

災害が発生すると、被災者は衣食住にも事欠くことになる。やがて一定期間を経て生活

の回復が見込まれるようになると、日常生活を取り戻すよう支援策が講じられる。こうし

た救済の流れは、基本的に、江戸から明治の時代に変わっても変わることはないが、明治

維新以降の災害救済が幕府や藩の個別の対応と異なるのは、近代法治国家として統一的な

基準に救済法が適用された点である。「明治政府は、国家による備蓄は取り止め、その代

わりに、1869 年、「府県施政順序」を布告し、各藩に対して人口に応じた備蓄をするよう

に令を出した。そして 1871 年、廃藩置県と同日に制定された「太政官達県治条例中窮民

一時救助規則」により、各県が行う災害時に行う米の配給基準、建築費の貸与基準、農具

や種もみの貸与基準などを定めた。だが、明治政府が安定し、近代化と富国強兵を推し進

め、中央集権体制を整えるなかで、災害対策も中央政府が行う形に切り替えられた。「備

荒儲蓄法」（1880）では、政府が財源を拠出し、災害時の食料貸与、小屋掛け料（仮設住

                                                  

30 享保の飢饉は、1732 年の長雨と害虫の大発生によっておこった。西日本一帯にひろが

り、飢えた人々は 200 万人にもなった。天明の飢饉は、1782 年から 87 年にかけての長雨

と浅間山の噴火、冷害・水害によっておこった全国的な大飢饉。特に東北地方で深刻で、

飢えて死んだ人々は、仙台藩だけで 30 万人もの数だったという。天保の飢饉は、1833 年

から 39 年にかけておこった洪水、冷害などによる全国的な飢饉。特に奥羽地方の被害が

大きかった。 

31 1783 年。浅間山が噴火し、降下した火砕物により家屋の焼失や倒壊、用水被害や交通

遮断等を起こすとともに、鎌原火砕流、岩屑なだれと天明泥流により浅間山北麓から利根

川流域を中心とする関東平野に甚大な被害をもたらした。死者 1,624 人、流失家屋 1,151

戸、焼失家屋 51 戸、倒壊家屋 130 戸余り。 

32 1854 年。家屋の倒壊は甲斐、信濃、近江、摂津、越前、加賀まで及ぶ。火災が比較的

少なかった宝永地震に対し、本地震では東海道筋を中心に各地で火災が発生し、信州松本

では城下の家が大方潰れ余程の大火となり 350 軒余焼失した。いち早く危険を知らせて津

波から村人を救った「稲むらの火」の逸話はこの時のものである。死者 2～ 3 千人 
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宅の補助金）、農具や種もみ代の拠出などの救助を行うことにした。この備荒儲蓄法が災

害救助法の原型となる法律である」（同上、4頁、5頁） 

3-2 明治時代以降現代にかけて 

3-2-1 災害救助法 

昭和 21 年の昭和南海地震33をきっかけに制定されたのが災害救助法（昭和 22 年 10 月 18

日法律第 118 号）である。災害に際して国が地方公共団体や日本赤十字社その他の団体及

び国民の協力の下に応急的に必要な救助を行い被災者の保護と社会の秩序の保全を図るこ

とを目的とする。救助は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村

（特別区を含む）の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者

に対してこれを行うものとされ、 都道府県知事は、救助の万全を期するために、常に必

要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に

努めなければならないとされている。 

救助の種類は、避難所及び応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与及び

飲料水の供給、被服や寝具その他生活必需品の給与又は貸与、医療及び助産、被災した住

宅の応急修理、生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与、学用品の給与、埋葬、

前各号に規定するもののほか、政令で定めるものなど多岐にわたるがゆえに、多くの被災

者の不満の矛先はこの法律に向けられることになり、同時にその不満のはけ口は現場の基

礎自治体の職員に向けられることになる。 

また、同法にあっては都道府県が動かなければ市区町村は動けないという基本的な枠組

み（災害対応の第一次責任は市区町村にあるが、実施責任は都道府県にある）がある

ことから、都道府県の指示を待たざるを得ない状況が生じて、貴重な時間が失われたので

ある。 

そして、東日本大震災などのように大規模災害の場合の救助については、国の責任にお

いて都道府県が法定受託事務として行うことになっているが、沿岸部の多くの市町村が同

時に大きな被害を受けたため、円滑な救助活動を行うことは困難な状況に至ったのである。 

3-2-2 災害対策基本法 

伊勢湾台風で被害が甚大であったことを踏まえて昭和 36 年に制定された災害対策基本

法は、災害の都度、関連法律が制定され、他法律との横串の整合性について充分考慮され

ないままに作用していた状況を改めるため、防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系

化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定されたも

のである。防災に関する責務や組織、防災計画、災害の予防、応急対策及び復旧の各段階

でそれぞれの主体の果たすべき役割や権限、財政金融措置と災害緊急事態などについて規

定されている。比較的頻繁に改正されており、平成 26 年 11 月末までに 55 回改正されて

                                                  

33 震源は和歌山県の潮岬沖約 50 キロの海面下 24 キロ。被害は中部から九州までの 25

府県に及び、死者 1,330 人、家屋全壊 1,1591、半壊 23,487、流失 1,451、焼失 2,598 に及

んだ。 
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いる。 

同法において市区町村は防災対策の第一次的責務を負うものとし、市区町村において対

応できないことを都道府県が補完し、都道府県が対応できないことを国が補完するという

市区町村中心主義を掲げている。ゆえに住民の生命、身体、財産を保護する責務を持つ市

区町村の長に与えられた責務、権限は広範囲に及んでいる。およそ災害時に必要と考えら

れうる権限が列挙されており、同法が想定する災害対処に当たっての期待の大きさととも

にその責任の重さが分かるが、現地にあって、市区町村の長が災害対応で直接動かせるの

は消防しかなく、また、普段から自由に活用できる財源がないため、同法で与えられた市

区町村の長の権限は、必ずしも実際の行動に結びつかないという課題が指摘されている。 

３ 自然災害に関する現行防災法制度の仕組み 

現行防災法制度は、災害対策に関する一般法である災害対策基本法を中心に多くの法制

度から構成されている。その特徴は、実際に大きな被害をもたらした災害や事故を契機に、

新たに整備されたか或いは改善されたという経緯を有していて、防災法制度全体としてみ

る、いわば過去の経験や教訓に基づく規定の寄せ集めから成る法制度ともいうべき性格を

有しているところである。 

 防災法に属する諸法制度の多くは、こうした対症療法的な性格が色濃く認められ、体系

的な構成指向が欠けているきらいが認められるが、このことの他に各制度間の連携性が欠

けていること、それぞれの法制度の射程が短いことなども大きな特徴として認められてい

る。また、こうした形で形成された制度の多くが、災害応急対策に関係するものであるこ

とも、現実に災害に直面して生じた問題を解決しようする動きの反映と言え、災害予防の

分野で行われた改善も応急対策に関係のある災害予防策に力点が置かれている傾向が見ら

れることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表－１

出典：内閣府ホームページ（平成

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/

 

 

表－１ 主な災害対策関係法律の類型別整理表

出典：内閣府ホームページ（平成

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/

主な災害対策関係法律の類型別整理表

出典：内閣府ホームページ（平成

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/

主な災害対策関係法律の類型別整理表

出典：内閣府ホームページ（平成 27

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/
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主な災害対策関係法律の類型別整理表 

27 年版防災白書）

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/

 

年版防災白書） 

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/(平成 2828 年 7 月 1616 日アクセス

 

日アクセス) 
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４ インタビューと並行して実施した市区町村防災担当者に対してのアンケート調査 

（１） 調査の目的と方法 

アンケートは、市区町村防災担当者を対象とし、自然災害に関する法制度の問題点と課

題に対する意識を調査するために行った。アンケート用紙34は、平成 28 年 6 月に配布（70

部）し、平成 28 年 7 月に回収（26 部（人）37％）した。 

（２） 調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

質問は「自然災害に関する法制度の問題点と課題などに対して考えること」 

� 災害対策については、市区町村だけで全地域を見ることには限界があり、自分の命 

 は自分で守るという意識を住民ひとりひとりが持ち、地域住民での自主防災組織や消

防団の動きが主要になると考えられる。（熊本県合志市） 

� 災害発生直後に本部が混乱した大きな要因は系統電力の送電停止による情報の授受 

 能力が欠落したことが大きい。また、同報系防災行政無線においても津波襲来後は流

失により機能不全となったが、それまでの時間は予備電力で稼動は可能である筈だ

が、25 年度の検証では放送されなかったという証言もある。全般的だが、災害に備え

るべき設備等に配する財源は小規模自治体で捻出するのは厳しく、維持管理に関して

も財政支援制度があるべきと考える。（岩手県大槌町） 

� 災害対策基本法において避難行動要支援者名簿の作成がうたわれ、要支援者に対し 

 て支援者を充てなければならないが、本市においても高齢化が進み、支援者になり得

る近隣住民が高齢者であり、なかなか見つからない状況である。地域の実情に応じた

法体系を望む。（鹿児島県鹿屋市） 

� 法制度自体に問題を感じることはない。大規模な自然災害をハード面だけで、未然 

 に防ぐことは困難であり、いかに減災に繋げていくことが最も大切だと考えている。

そのようなことから、防災情報をメール配信する防災情報メール、防災行政無線が雨

などで聞こえなかったときに電話で内容を確認できるテレホンサービスなどのソフト

面を組み入れ、ハードとソフト面をあわせた「減災」につなげる対策に取り組んでい

る。よって、確かに自治体は財源が限られているという現実はあるが、そういう中で

も現行の災害対策基本法の理念に沿った取り組みが出来ているので、法制度自体に問

題を感じることはない。（広島県呉市） 

� 災害対策基本法に基づく災害対応の責任は、市町村にあるが、熊本地震のように行 

 政が被災した場合は、行政の災害対応が遅れるため、災害発生当初においては自分の

命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという自助・共助の体制を強調す

る必要があると思う。（熊本県菊池郡大津町） 

� 災害から人命を守るにあたり、当該自治体の財政力や首長の意識、職員の能力等に 

 よって対応に差異が生じることは、適当なことではないと思います。ナショナルミ二 

マムであるべきです。（神奈川県横須賀市） 

� 近年の水害訴訟（国家弁償法）の例にあるとおり、予測の範囲でできることは限ら 

                                                  

34 参考文献の次に添付した。参考資料１ 
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 れており、また、想定は一定の基準によるものであるから、ハード整備ですべて（想

定内及び想定以上の災害に対する備え）を賄うことは不可能であると考える。また、

そのハード整備を補うためのソフト整備も、被害を受けたことのない災害について

は、啓発をいくら行っても市民自らの関心も低く、実態としてはペーパーベースのも

のとなって形骸化してしまう。防災対策基本法も含め、災害のたびに教訓を踏まえて

法改正がなされるが、どこまで実効性があるか疑問である。（静岡県湖西市） 

� 災害対策基本法の改正等に伴い、市の防災計画も改正になることから事務量が大幅 

 に増えた。法改正により様々な制度等ができるなか、災害時の事務量も増加すること

で迅速かつ柔軟な対応ができなくなるのではないかと感じる部分もある。また、各市

町村で防災計画の改正業務の優先順位が必ずしも 1番でないこともあるが、どの程度

対応しているかの優劣を煽るようなマスコミの取り上げ方もあり、目に触れにくい重

要課題が置き去りになる。（神奈川県厚木市） 

� 防災公共事業だけでは自然災害に対して万全な対策をとることができない。そのた 

め、市民一人一人が自分の身は自分で守るという意識を持つことが必要となる。今後

の課題としては、住民の防災に関する主体性の形成と意識の改善が重要になると考え

る。（熊本県上天草市） 

� 「防災」はハード面だけの整備では限界があり、「自助」「共助」「公助」の効率 

的な組み合わせにより、「減災」する必要がある。（岩手県山田町） 

� ハード、ソフトの両面からできる対策は行うべきであるが、それもやはり限界があ 

 る中では、個人の意識が大事であると考える。東日本大震災規模の津波については、

誰しも初体験であり、初めて津波の実感を持ったと思う。自分の意識の低さに改めて

気付かされたが、他の災害についても考えを変えなくてはならないと思っている。災

害対策基本法に関しては地域防災計画の修正など実務の絡みがあるが、実際の災害対

応の時には、人命第一であり責任主体のねじれがどうのという感覚は特にない。（宮

城県気仙沼市） 

� 実感として問題を感じることはない。（静岡県南伊豆町） 

� 今回の熊本地震では、震度 5以上が幾度となくあり、一部の避難所が被災したが、 

 幸いにも避難所としての機能（運営）が可能であった。しかし、避難所が被災しケガ

人や死者が出た場合に、避難所に指定した行政や施設管理者の責任を問われるのであ

ろうか？自然災害の地震が原因であっても責任を問われるのは行政でしかないのであ

ろうか？（熊本県八代市） 

� 3.11 以降、国による自然災害に関する法制度の改正が行われているが、災害に対す 

 る取り組みで特に重要なものは、如何に被害を軽減できるかという減災であると思

う。そのための取り組みとして住民一人ひとりの自助であり、助けあう共助が重要で

あると思います。各種説明会などの機会を通じて積極的に訴えている。（東京都大島 

町） 

� 危機への対処の段階では、地域住民の役割は重要である。大規模災害ともなれば住 

 民は災害発生から 72 時間は自分自身で対応を行う心構えが必要であり、個人で行う
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「自助」、住民同士が行う「共助」が大切である。（熊本県山都町） 

� 特に問題を感じることはない。（熊本県玉名市） 

� 市町村は災害対応の最前線に立っているが、県や国は現場からの距離があり、必ず 

 しも当事者意識が高いとは言えない。現状では、市町村の負担が非常に大きく、市の

主体性を確保しつつ、県や国がより直接的に災害対応に関わるような仕組みづくり 

が必要ではないかと考える。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 東日本大震災を経験して、自助・共助の重要性を深く認識した現状においては、次 

 の災害への備えに向けて、地道に、かつ粘り強く住民への防災意識の普及、啓発を図

っていくことが必要である。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 大規模な災害が発生した場合に、市町村の対応能力を超える災害も考えられるた 

め国直轄で対応できる法整備が必要だと考えます。（熊本県阿蘇市） 

� 実感として特に感じていない。（青森県八戸市） 

� 自然災害に関する法制度といわれても、それぞれの災害に特徴の違いがあり、自治 

 体としては災害対策基本法、また県の地域防災計画を踏まえた対応を基本としていく

べきものと感じている。（青森県むつ市） 

� 最近の自然災害は、想定外のことが起こっている。市町村単位ではなく、広域的な 

 災害も多発している。災害対応の第 1次責任は市町村であるが、限られた職員の中で

専門的知識を持っている者もほとんどいない状況である。国、あるいは県単位で災害

時対応の専門チームを結成し、いざという時には市町村に入って指揮管理が行えるよ

うなことも必要ではないかと思う。（和歌山県那智勝浦町） 

� よく分らない。（熊本県菊陽町） 

� 自然災害に対する法制度自体には、問題は少ないように思える。法律論を語るよ 

り、 災害に強いまちづくりを進めるため、都市機能の集約化を図る必要がある。そ

の先には、行政コストの低減化も見えてくる。（熊本県益城町） 

� 住民自体が自分が置かれている自然環境を認識しつつ行政が環境改善を進める必要 

 はある。（福島県葛尾村） 

� 人には「義務感で身を守る自助」と「自分の身は自分で守る自助」があるが、今後 

 の 防災は、「自分の身は自分で守る自助」が大切であることから、今後の法改正に

当たっては、「自分の身は自分で守る」、「自分の家族は自分で守る」といった国民

一人ひとりが防災の主体になるようなものになることが求められると考える。（長野

県長野市） 

（３）整理 

「実感として問題を感じることはない」、「特に問題を感じることはない」、「実感と

して特に感じていない」、「よく分からない」とした 4 部（人）以外の 22 部（人）を対

象として、以下のように 5つのグループに分けて整理した。 

3-1 東日本大震災被災地の市区町村防災担当者よるもの 

3-1-1 自然災害に関する法制度などの問題点と課題などに対して考えること  

� 災害に備えるべき設備等に配する財源は小規模自治体で捻出するのは厳しく、維持管 
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 理に関しても財政支援制度があるべきと考える。 

� 災害対策基本法に関しては地域防災計画の修正など実務の絡みがあるが、実際の災害 

 対応の時には、人命第一であり責任主体のねじれがどうのという感覚は特にない。 

� 現状では、市町村の負担が非常に大きく、市の主体性を確保しつつ、県や国がより直 

接的に災害対応に関わるような仕組みづくりが必要ではないかと考える。 

3-1-2 取り組みの現状などに関すること 

� 市町村は災害対応の最前線に立っているが、県や国は現場からの距離があり、必ずし 

 も当事者意識が高いとは言えない。 

� 災害発生直後に本部が混乱した大きな要因は系統電力の送電停止による情報の授受能 

 力が欠落したことが大きい。 

� 「防災」はハード面だけの整備では限界があり、「自助」「共助」「公助」の効率的 

 な組み合わせにより、「減災」する必要がある。 

� ハード、ソフトの両面からできる対策は行うべきであるが、それもやはり限界がある 

 中では個人の意識が大事であると考える。 

� 東日本大震災を経験して、自助・共助の重要性を深く認識した現状においては、次の 

 災害への備えに向けて、地道にかつ粘り強く住民への防災意識の普及、啓発を図ってい

くことが必要である。 

� 住民自体が自分が置かれている自然環境を認識しつつ行政が環境改善を進める必要は 

 ある。 

3-2 熊本地震被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-2-1 自然災害に関する法制度などの問題点と課題などに対して考えること 

� 災害対策基本法に基づく災害対応の責任は市町村にあるが、熊本地震のように行政が 

 被災した場合は行政の災害対応が遅れるため、災害発生当初においては自分の命は自分

で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという自助・共助の体制を強調する必要があ

ると思う。 

� 大規模な災害が発生した場合に、市町村の対応能力を超える災害も考えられるため、 

 国直轄で対応できる法整備が必要だと考えます。 

� 自然災害に対する法制度自体には、問題は少ないように思える。法律論を語るより、 

 災害に強いまちづくりを進めるため、都市機能の集約化を図る必要がある。その先には、

行政コストの低減化も見えてくる。 

3-2-2 取り組みの現状などに関すること 

� 災害対策については、市区町村だけで全地域を見ることには限界があり、自分の命は 

 自分で守るという意識を住民ひとりひとりが持ち、地域住民での自主防災組織や消防団

の動きが主要になると考えられる。 

� 防災公共事業だけでは自然災害に対して万全な対策をとることができない。そのため、 

市民一人一人が自分の身は自分で守るという意識を持つことが必要となる。今後の課題
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としては、住民の防災に関する主体性の形成と意識の改善が重要になると考える。 

� 危機への対処の段階では、地域住民の役割は重要である。大規模災害ともなれば住民 

 は災害発生から 72 時間は自分自身で対応を行う心構えが必要であり、個人で行う「自

助」、住民同士が行う「共助」が大切である。 

3-3 その他の大規模震災の被災（過去 10 年以内）地の市区町村防災担当者によるもの 

3-3-1 自然災害に関する法制度などの問題点と課題などに対して考えること 

� 3.11 以降、国による自然災害に関する法制度の改正が行われているが、災害に対する 

 取り組みで特に重要なものは、如何に被害を軽減できるかという減災であると思う。そ

のための取り組みとして住民一人ひとりの自助や、助けあう共助が重要であると思いま

す。 

� 最近の自然災害は、想定外のことが起こっている。市町村単位ではなく、広域的な災 

 害も多発している。災害対応の第 1 次責任は市町村であるが、限られた職員の中で専門

的知識を持っている者もほとんどいない状況である。国、あるいは県単位で災害時対応

の専門チームを結成し、いざという時には市町村に入って指揮管理が行えるようなこと

も必要ではないかと思う。 

3-3-2 取り組みの現状などに関すること 

� 各種説明会などの機会を通じて（住民一人ひとりの自助であり、助けあう共助が重要 

 であることを）積極的に訴えている。 

3-4 南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者によるもの 

3-4-1 自然災害に関する法制度などの問題点と課題などに対して考えること 

� ハード整備を補うためのソフト整備も、被害を受けたことのない災害については、啓 

 発をいくら行っても市民自らの関心も低く、実態としてはペーパーベースのものとなっ

て形骸化してしまう。防災対策基本法も含め、災害のたびに教訓を踏まえて法改正がな

されるが、どこまで実効性があるか疑問である。 

� 災害対策基本法の改正等に伴い、市の防災計画も改正になることから事務量が大幅に 

 増えた。法改正により様々な制度等ができるなか、災害時の事務量も増加することで迅

速かつ柔軟な対応ができなくなるのではないかと感じる部分もある。また、各市町村で

防災計画の改正業務の優先順位が必ずしも 1 番でないこともあるが、どの程度対応して

いるかの優劣を煽るようなマスコミの取り上げ方もあり、目に触れにくい重要課題が置

き去りになる。 

3-4-2 取り組みの現状などに関すること 

� 災害から人命を守るにあたり、当該自治体の財政力や首長の意識、職員の能力等によ 

 って対応に差異が生じることは、適当なことではないと思います。ナショナルミニマム

であるべきです。 

� 近年の水害訴訟（国家弁償法）の例にあるとおり、予測の範囲でできることは限られ 

 ており、また、想定は一定の基準によるものであるから、ハード整備ですべて（想定内
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及び想定以上の災害に対する備え）を賄うことは不可能であると考える。 

3-5 その他 

3-5-1 自然災害に関する法制度などの問題点と課題などに対して考えること  

� 災害対策基本法において避難行動要支援者名簿の作成がうたわれ、要支援者に対して 

 支援者を充てなければならないが、本市においても高齢化が進み、支援者になり得る近

隣住民が高齢者であり、なかなか見つからない状況である。地域の実情に応じた法体系

を望む。 

� 確かに自治体は財源が限られているという現実はあるが、そういう中でも現行の災害 

 対策基本法の理念に沿った取り組みが出来ているので、法制度自体に問題を感じること

はない。 

� 自然災害に関する法制度といわれても、それぞれの災害に特徴の違いがあり、自治体 

 としては、災害対策基本法、また県の地域防災計画を踏まえた対応を基本としていくべ

きものと感じている。 

3-5-2 取り組みの現状などに関すること 

� 大規模な自然災害をハード面だけで、未然に防ぐことは困難であり、いかに減災に繋 

 げていくことが最も大切だと考えている。そのようなことから、防災情報をメール配信

する防災情報メール、防災行政無線が雨などで聞こえなかったときに電話で内容を確認

できるテレホンサービスなどのソフト面を組み入れ、ハードとソフト面をあわせた「減

災」につなげる対策に取り組んでいる。 

５ 章のまとめ 

（１） 自然災害と法制度に関する問題の所在 

自然災害と法制度などに関して、ここでは、4 つの問いを取り上げたい。1 つは、日本

人の災害観に関するところの問い、2 つは、市区町村など現場から捉える法制度の問いと

課題、3 つは、責任主体のねじれと主体者間の温度差、当事者意識に関する問い、4 つは、

市区町村が国や都道府県、住民に期待することに関する問いである。 

1 つ目の、日本人の災害観に関するところの問いであるが、今も我々日本人の多くは、

災害防止よりも救済において為政者の力量を問う。ゆえに住民が主体者となって積極的防

災対策を採ることはない。 

もとより長い歴史の中で培われてきた封建制度のお上依存体質がそうそう易々と変わる

はずもなく、我々日本人の遺伝子に染み付いている。お上が、何もかも上げ膳、据え膳で

施してくれるものだと思っている。自然災害に対峙しているのはあくまでお上であり､住

民はその保護の下にいるという意識にほかならない。 

我々日本人は、災害にあって身に起きたことを不運な出来事と考え、その悲惨な経験を

有効に生かすことなく、忘れ去ってしまおうとする。あるいは「合理的な態度を捨てて、

ひたすら神仏に祈る。精神復興こそ復興の根本とするから、防災対策を軽視する結果とな

る」（南、1994、289 頁）のであろう。 
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農耕民族である我々日本人は、古来より自然とうまく折り合いをつけながら作物を育て

生活を営んできた。長い歴史にあって、自分の力ではどうすることもできない自然を前に

どう向き合ってきたのかと考えると、そういうものだと受け入れてきたのではないかと思

う。そこに能動的に状況を理解しようとする働きはないと考えてよい。 

はたして、我々日本人の中にあるこの災害観について、改めて議論し、問う必要がある

のか否か。「自助」の在り方の議論は、ここに始まると考えている。 

2 つ目の、市区町村など現場から捉える法制度の問いと課題については、前項アンケー

トを中心に展開する。アンケートによると、法に問題を感じることはないという意見があ

る一方で、形骸化の実際とともに、机上と現場との乖離について問うもの、法の改正に伴

い発生する事務に忙殺され、そのことにより、本来優先すべき業務が滞ることについて問

うもの、国、県に対し、市区町村の現状を踏まえて、より実際的であり現実的な対応につ

いて問うもの、責任主体の整理について問うもの、地域が置かれた実情を踏まえた法体系

の在り方についてなどを自問する。 

アンケートについては、東日本大震災被災地自治体、熊本地震被災地自治体、その他の

大規模震災の被災（過去 10 年以内）地自治体、南海トラフ地震で被害想定されている自

治体、その他の自治体から回答を得たが、全体において表層的な「在るべき論」はなく、

問題の捉え方はいずれも実際的であり、具体的である。 

3 つ目は、責任主体のねじれに関する問いである。災害対策基本法に基づく災害対応の

第一次責任は市区町村にあり、災害救助法の実施責任は都道府県にある。この“ねじれ”

が現場を混乱させるのである。 

一般基準を型どおりに守ろうとして現場に混乱（災害現場の市区町村は、自らの判断で

弾力的運用を行いにくいなど）を強いる。責任主体のねじれは、本来あるべき又は想定さ

れる状態ではなく、矛盾や相反を含む状態に陥らせることになる。そうして、ねじれをそ

のまま受け止めることを回避し、そのまま受け止めずに議論をしてきたことのつけを払わ

されたかのように、東日本大震災のように大規模かつ広域の災害場にあって顕在化したの

である。 

最後に 4 つ目の、市区町村が国や都道府県、住民に期待することに関する問いであるが、

2 つ目の、市区町村など現場から捉える法制度の問いと課題と同様に、前項アンケートを

中心に展開する。 

東日本大震災被災地の市区町村防災担当者はアンケートに『東日本大震災を経験して、

自助・共助の重要性を深く認識した現状においては、次の災害への備えに向けて、地道に、

かつ粘り強く住民への防災意識の普及、啓発を図っていくことが必要である』（本論文、

第 2 章 4 項）というように自助・共助の重要性を訴え、また、熊本地震被災地の市区町村

防災担当者も『災害対策基本法に基づく災害対応の責任は、市区町村にあるが、熊本地震

のように行政が被災した場合は、行政の災害対応が遅れるため、災害発生当初においては

自分の命は自分で守ある、自分たちの地域は自分たちで守るという自助・共助の体制を強



50 

 

調する必要があると思う』（同上）というように、自らも被災者であったその経験を踏ま

えて、自助・共助の在り方を問うのである。 

行政が住民に対して自助を求めることについて無責任であるという指摘があるが、それ

は的を射ない。災害対応の第 1 次責任は市町村であるが、限られた職員の中で専門的知識

を持っている者もほとんどいない状況であることは、職員自らがよく知っている。故に自

助を求めると理解している。 

無責任であるという指摘は的を射ないと筆者は考えている。 

（２） 自然災害と法制度に関する改善に向けての考察と提言 

行政は、形骸化の実際とともに、机上と現場との乖離について問う必要がある。同時に

住民は、行政の現場にあって、法の改正に伴い発生する事務に忙殺され、そのことにより、

本来優先すべき業務が滞っていることを承知する必要がある。そして住民こそが、国、県

に対し、市区町村の現状を踏まえて、より実際的であり現実的な対応について問う必要が

ある。地域が置かれた実情を踏まえた法体系の在り方についても同様である。責任主体の

ねじれが、現場に混乱（災害現場の市町村は、自らの判断で弾力的運用を行いにくいなど）

を強いたのである。 

次の災害への備えに向けて、地道に、かつ粘り強く住民への防災意識の普及、啓発を図

っていくことのほかに現実的な手段はないのか。ともに依存し合う関係に疑問を呈するこ

とは無意味なのか。住民は、甚大な災害を受けた小自治体の実際を承知しておく必要があ

る。熊本地震のように行政が被災した場合は、行政の災害対応が遅れることを知っていな

ければならないのだ。ひいてはそれが自らの命を守ることになる。 

我々日本人は、自らの命を守るために、我々に根付く災害観を知る必要がある。 
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第３章 市区町村地域防災計画制度  

 

 たいていの計画は厳密すぎるが故に計画を詳細にまとめると、それが事態を完全に把握

しているかのように思えて信頼出来るという錯覚を生じさせる。計画を立てたことに満足

するのだ。見直しにおいては、そのあたりに注意すべきであるが、実のところスルーされ

てしまう。なんとかしないといけないと思うが、現実には、思うようにいかないことが多

い。「計画は不測の事態をおざなりにしてしまうという落とし穴に我々を誘い込む。その

意味で、計画は噂の対極に位置する。しかも我々は計画があると、つい自分は実際以上に

多くのことを知っていると勘違いをしてしまう。そして計画の最も悪しきところは、不測

の事態が起こった時、行動を先送りにしようとする傾向に拍車をかけることである。人々

は事態を傍観するだけで、何もせず、ただただ、こういう緊急事態にはどうするはずだっ

たのかと自問するのだ。だからといって、計画を軽視していいというわけではない。計画

は計画で大切である。ただ、その理由は皆が考えるようなものではない。計画は信号であ

り、ゲームであり、解釈の根拠になるが、不測の事態におけるきめ細かいマネジメントに

は適さない」（ワイク、2011、111 頁、112 頁）のである。 

１ 市区町村地域防災計画の修正 

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、市区町村防災会議（市町区村防災会議を設置

しない市区町村にあっては、当該市区町村の長）は、防災基本計画に基づき、当該市町村

の地域に係る市区町村地域防災計画を作成し、及び毎年市区町村地域防災計画に検討を加

え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならないとされている。 

この修正に際しては、専門業者への業務委託によることなく担当者自らが鉛筆を舐めて

修正するものと、専門の業者に業務委託し修正するものの 2つの選択肢がある。 

（１）業務委託によらない事例。熊本県下益城郡美里町 

美里町の防災担当者は筆者のインタビューに『地域防災計画については、うちはもう恥

ずかしい話ですが、（業者に業務委託せず）担当者で作って（修正して）います。でも正

直それが正解なのかが分りませんけども、鉛筆舐めながら研修会でああだこうだと前任者

の担当に聞いたりとかしてから作っています。ですからきちっとしたものかどうかはあん

まりあれなんですけどね。苦労しています。大変、苦労しています。年に１回県の計画の

見直しもありますから』（同上、第 5 章 2 項）と答えて、その作業の、実際の一端を語っ

た。また、日を変えて行ったインタビューに同町の上田町長は『防災担当の○○さんと話

していたのは、今度の防災計画なり見直しの中にですね、自助と共助と控除の分野という

か、それを明確に落とし込めないかなという話はしていました。やはりまず仰るごって自

分の身は自分で守ってもらわないとですねとか。例えば孤立したとします。まず自分の身

は自分で守ってもらって、それから共同で支えあっていただいている間に必ず這ってでも、

例えばそれで 2 日間生き延びてくれと。その間に必ず何からの、要は救援物資を届けるな

り自衛隊の方にお願いしてそこまで行ってもらうなり、必ず何らかのコンタクトはとれる
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ようにしますというようなのが今から必要じゃないかというのを、この前の地震とその後

の大雨との合併症で、合わせ技で強く思ったところですね。地域防災計画は防災担当が鉛

筆を舐めてですね。金がない自治体だからじゃないですか。綺麗に読ませようとしなくて

もいいんだと思いますね。そこに合っていれば。うちは金がない分そっちに、そういう。

逆に良い方向に働いているのかも知れません』（同上）というように語った。  

熊本県下益城郡美里町は、平成 16 年 11 月 1 日熊本県下益城郡「中央町」と「砥用町」

の 2 町合併により誕生した。地勢は山地丘陵部が多く、総面積の約 4 の 3 を森林が占める

典型的な中山間地域である。西部地域に一部平坦地が見られるが、概して宅地や農地は少

なく、住宅地は地域を東西に横切る国道 218 号をはじめとする主要道路に沿って点在し、

農地もその大部分が丘陵地や傾斜地で、棚田等として利用されている。南部地域には、標

高千 m 級の山岳が連なり、一部は九州中央山地国定公園や県立自然公園にも指定されてい

る。人口は 11,388 人（平成 22 年国勢調査）、世帯数は、3,791 世帯（平成 22 年国勢調

査）。（以上美里町ＨＰ等から） 

同町では、平成 25 年度の大幅修正に続き、災害基本法の改正及び避難勧告等の判断・

伝達マニュアル作成ガイドラインの見直し及び土砂災害防止法の改正事項を踏まえて、そ

の修正事項を中心に平成 27 年に、専門業者への業務委託によることなく担当者自らが鉛

筆を舐めて以下のように修正した。 

 

� 第 2章第 5節地すべり等予防計画 

土砂災害対策による予防的避難を促すことを追記（Ｐ7～8） 

� 第 3章災害応急対策計画第 1節防災組織計画 

災害対策本部の設置場所を明記（Ｐ15） 

� 第 3章第 3節気象予警報伝達計画 

気象予報関係に記録的短時間大雨情報及び特別警報を追記（Ｐ21） 

� 第 3章第 6節避難収容計画 

国の避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインを基に、避難勧告等の判断

基準を修正（Ｐ26）災害対策基本法の改正により、「指定緊急避難場所」と「指定避難

所：第２次避難所、第３次避難所」の修正。ペット避難所も追記（Ｐ26） 

� 第 3章第 7節水防計画 

熊本県水防計画の修正により、氾濫危険水位及び避難判断水位の位置づけの見直しの

追記（Ｐ30） 

� 災害危険箇所一覧 

平成 25 年度より始まった、熊本県の特別警戒区域等の指定による一覧表を追記 

 

（２） 業務委託による事例。山形県最上郡大蔵村 

山形県最上地方に位置する。大蔵村の総面積は 211.63 平方キロメートルで、そのうち
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山林面積が 180 平方キロメートル、全体の 85 パーセントを占めている。南方は、標高

1,984 メートルの月山と、さらに標高 1,462 メートルの葉山がそびえ、それらの山々を源

にする銅山川と赤松川が村を貫く。 

また村の中央部を南北に走る国道 458 号に沿って、27 の集落が点在しており、山村とし

ては珍しく、広々とした台地が各処にあり、農耕地や酪農地として利用されている。人口

は 3,412 人（平成 27 年国勢調査）、世帯数は、1,016 世帯（平成 27 年国勢調査）。（以

上大蔵村ＨＰ等から） 

なお、委託の内容は以下のとおり。平成 28 年 7 月 12 日落札、契約額 4百 10 万円 

 

� 委託業務名  

 野迫川村地域防災計画改訂業務 

� 事業の目的 

東日本大震災をはじめとした各種災害による甚大な被害、地域に与える影響を踏まえ、

災害対策の強い必要性から、防災対策等について国・県の対策を参考にし、実行性のあ

る地域防災計画に改定することを本業務の目的とする。 

� 業務期間 

  契約日～平成 29 年 3 月 22 日まで 

� 委託業務の内容 

大蔵村防災体制見直し資料の作成 

大蔵村地域防災計画の改定方針（案）の作成 

� 地域防災計画（案）の作成 

上記の検討結果を踏まえ、市区町村地域防災計画素案を作成する。市区町村地域防災

計画の構成については、山形県の計画、現行の村の計画等を考慮し、事務局と協議の上、

決定するものとする。 

� 計画素案の各課庁内調整支援 

各課との調整事務は村事務局が行うことになるが、計画素案に対する各課からの意見

及び資料を、事務局と協議の上、計画に反映させる。 

� パブリックコメント実施への支援庁内調整の終了した計画素案について本村が行うパ 

 ブリックコメントの実施を支援し、結果を素案に反映させる修正を行う。 

� 県協議等への資料作成支援 

県への協議及び報告のための提出資料の作成（電子データ）を行うなど、資料作成支

援を行う。 

� 山形県との調整への支援 

山形県との調整事務は村事務局が行うことになるが、山形県からの修正指示について、

事務局と協議の上、計画案の修正を行う。 

� 資料編の作成 
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上記の作成資料及び村の所有するデータをもとに、防災会議条例、災害対策本部条例、

広域応援協定等の条例や、応援協定、避難所・備蓄品のリスト、各種様式等を資料編と

してとりまとめる。 

� 地域防災計画案（本文・資料編）の作成 

必要な補修正を行い、地域防災計画案（本文・資料編）を作成する。 

� 防災会議の運営支援防災会議の会議資料（電子データ）の作成を行うとともに、必要 

 に応じ会議に出席するものとする。（１人×２回出席） 

� 成果品 

防災体制見直し資料（プリントアウト１部） 

地域防災計画の改定方針（プリントアウト１部） 

地域防災計画（本編・資料編）（プリントアウト１部） 

上記成果品の電子データ一式 

 

２ 防災計画体系における市区町村地域防災計画の位置付け 

市区町村地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、市区町村の長が、それぞれの防災

会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画である。 

日本国の災害対策制度は国、都道府県、市区町村が果たす役割を区分している。その関

係性は階層的な上下関係になっており、その中で、災害予防、応急、復旧、復興に至るす

べての活動において主体となるのは都道府県、市区町村である。国はその活動を補佐する

ことになっている。国は、都道府県、市区町村ごとで作成される計画内容に大きな差が生

じないよう、「防災基本計画」を通じて災害対策の平準化を推し進めている。中央防災会

議が、防災基本計画を作成し、毎年検討を加える。中央の各省庁などは、防災業務計

画を作成する。この 2 つの計画が国の計画となる。都道府県は、この防災基本計画に

基づき、防災業務計画に抵触しないように都道府県地域防災計画を作成し、市区町村

は、防災基本計画に基づき、上位の二計画に抵触しないように市区町村地域防災計画

を作成することとされている。制度上、市区町村は、災害対策における第一次的主体と

して、その役割を果たすことが期待されている。住民に最も身近な存在であり、災害現場

に最も近い市区町村が災害対策の第一次的主体と位置付けられている。 

なお、市区町村地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条第 2 項の規定によるところに

より、以下の各号に掲げる事項について定めるものとされている。 

 

� 当該市区町村の地域に係る防災に関し、当該市区町村及び当該市区町村の区域内の公 

 共的団体その他防災上重要な施設の管理者（第四項において「当該市区町村等」という）

の処理すべき事務又は業務の大綱 

� 当該市区町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及 

 び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び
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伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関

する事項別の計画  

� 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、 

 物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

 

３ 市区町村地域防災計画制度登場の背景 

市区町村地域防災計画は、伊勢湾台風35での被害が甚大であったことを踏まえ、昭和 36

年に制定された災害対策基本法に基づき、国の防災基本計画に沿って規定されたものであ

り、その制度登場の背景には、災害ごとに場当たり的に定められ安定性を欠いていた災害

対策の問題が、広域に及ぶ被害をもたらした伊勢湾台風により一気に顕在化したことにあ

る。 

災害対策基本法の制定以前においては「災害に関する法律は極めてその数が多く、百五

十ないし二百にも及ぶといわれており、これらの法律はおおむねその都度必要に応じて制

定されたものが多く、内容もそれぞれの法律の領域については整備されているが、他の法

律との関係等については十分に考慮されているとはいえないものが多かった。そのため、

災害が起きた場合にその対策がばらばらで、防災行政は十分な効果を上げることができな

かった（逐条解説災害対策基本法第二次改訂版）のである。 

４ 市区町村地域防災計画の特色 

市区町村地域防災計画の特色として次の 3つに注目したい。 

市区町村地域防災計画は、修正するときにはあらかじめ都道府県知事に協議することを

義務付けられている。知事は市区町村の地域防災計画が都道府県計画に抵触しないことを

確認し、他の市区町村計画との調整が必要であるのかを審査するのだ。 

特色の１つは、この計画が「実質的にトップダウンの計画策定であり、内容的な拘束力

もあって上下の支配従属関係があることであるといわざるを得ない」（津久井、2012、

140 頁）ことである。トップダウンの計画策定は、規則の遵守が強調されるために、規則

の遵守それ自体が目的となる。本来向き合うべき住民の方を向かず市区町村は都や県を、

都や県は霞が関を向いて仕事をせざるを得なくなる。 

そして個別事愉を斟酌しない画一的な対応や煩雑な手続き、非効率性などが、状況の変

化に対する適応力を弱めることになるのだ。 

特色の 2 つは、ボリュームである。上位の計画に抵触しないようにすること、マニュア

ルとしての性質も含んでいることなどのほか、さらにはニーズの多様化などから、その量

                                                  

35 昭和 34 年 9 月 26 日午後 6 時過ぎに潮岬に上陸し、全国的に大きな被害をもたらした。

昭和 5 年の室戸台風及び昭和 20 年の枕崎台風とともに、昭和三大台風の一つに数えられ

ている。犠牲者数は 5,098 名にも及び、それまで最多の犠牲者数であった室戸台風の

3,036 名を大きく上回り、日本の自然災害全体でみても史上 5 番目を記録した。行政によ

る避難勧告も実施されなかった地域も珍しくなく、自分たちが近くに高台もなく海抜高度

の低い危険地帯に住んでいることを知らないまま被災・死亡した人々も多かった。 
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は一つの計画書で数百ページにもおよび、緊急時に読み込むことは事実上不可能なものに

なっていることである。多様化する災害に対応してきたことが、防災計画のボリュームの

増大と内容の重複につながっているのだ。 

また、市区町村地域防災計画に関しては、緊急性の高い実際の災害対応時や広域災害に

はほとんど役に立たないということがかねてより指摘されていたとおりであるが、南海ト

ラフ地震で被害想定されている市区町村の防災担当者はアンケートに答えて「地域防災計

画はあらゆる災害を想定して、事前予防から復旧・復興まで幅広い対応を網羅的にまとめ

たものであることから、数百ページの大部となってしまい、正直なところ、担当者以外で

全てに目を通す職員はいないと思われる。このことが、ただでさえ不慣れな災害対応の際、

本当に使える計画として機能するのか甚だ疑問である」というように、不安の一端を覗か

せた。 

特色の 3 つは、市区町村地域防災計画の策定に地区居住者等36が参画できることである。

かねてより住民の参画性の欠落が指摘されていたことから、地区居住者等が共同して、市

町村防災会議に対し、地区防災計画37を市町村地域防災計画に定めることを提案できるよ

うにしたものである。 

５ インタビューと並行して実施した市区町村防災担当者に対してのアンケート調査 

（１） 調査の目的と方法 

アンケートは、市区町村防災担当者を対象とし、市区町村地域防災計画に関する問題点

と課題に対する意識を調査するために行った。アンケート用紙38は、平成 28 年 6 月に配布

（70 部）し、平成 28 年 7 月に回収（26 部（人）37％）した。 

（２）調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

質問は「市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること」 

� 地域防災計画がただの計画になっている現状がある。やはり災害時にその担当部署 

 の人が動けるような計画づくりが必要であると考える。（熊本県合志市） 

� 震災前の計画は過去に発生した大規模災害を例として改正を進めてきたが、震災後 

 は震災検証から今後あるべき姿を検討し、また、課題を抽出していただいた。その中

で行政以外に地域、企業、住民へのあり方について記述があるものの、それぞれの防

災意識の醸成と均衡化を図ることは至難と捉えている。（岩手県大槌町） 

� 計画がガチガチに固められていると臨機応変な対応が難しくなり、計画に記載され 

 ていない事態が起きると経験の浅い職員ではどう対処していいか分からない状況にな

ると思われる。（鹿児島県鹿屋市） 

� 地域防災計画制度に問題を感じることはない。国が「防災基本計画」を作成し、こ 

 の「防災基本計画」に基づき県が「広島県地域防災計画」を作成する。呉市では、こ

れらの計画と整合するのはもちろんのこと、一昨年発生した広島市の土砂災害や呉市

                                                  

36 市区町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者をいう。 

37 平成 26 年 4 月１日施行 

38 参考文献の次に添付した。参考資料１ 
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に特有の地域の実情を盛り込んだ形で「呉市地域防災計画」を作成している。また、

市役所の危機管理課以外も巻き込む形で毎年改定作業を行っている。以上のように、

現行災害対策基本法（５条）が定める「住民の生命、身体及び財産を災害から保護す

るため、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれ

を実施する責務」に沿いつつ、主体的に地域防災計画制度に取り組めているので、地

域防災計画制度に問題を感じることはない。（広島県呉市） 

� 地域防災計画は、上位計画（防災基本計画や都道府県地域防災計画など）に基づき 

 地域の特性に応じて作成しているところであるが、全ての災害対応について網羅する

ことは困難であるとともに、対応の優先順位についても異なる。（熊本県菊池郡大津

町） 

� 地域防災計画がどのようなものなのか、自治体によって内容が異なりますし、住民 

 の状況様々な状況です。例えば、食糧の備蓄量も地域防災計画で定めているかどうか

は、自治体次第です。現場で働く職員の実感としては、計画がどのようになっていよ

うと、実際の場面で最善の判断をしていくことが最も重要だと思っています。（神奈

川県横須賀市） 

� 地域防災計画は自治体の防災に関する大綱を示したものであると考えている。その 

 ため、マニュアルを作成して対応すべきものとしているが、ハード整備を行う上で受

ける国の補助制度上、受ける補助の位置づけを細やかに地域防災計画へ記載すること

が求められるケースが多々ある。確かに位置づけは必要であると考えるが、マニュア

ルや下位計画で詳細に定めればよい内容を最上位計画である地域防災計画への記載を

行うのは本末転倒であるように思われる。（静岡県湖西市） 

� 地域防災計画はあらゆる災害を想定して、事前予防から復旧・復興まで幅広い対応 

 を網羅的にまとめたものであることから、数百ページの大部となってしまい、正直な

ところ、担当者以外で全てに目を通す職員はいないと思われる。このことが、ただで

さえ不慣れな災害対応の際、本当に使える計画として機能するのか甚だ疑問である。

この課題を解決するためには、地域防災計画は全体計画として、必要最小限のことを

網羅的に述べるに留め、その下に連なる分野ごとの対応計画・マニュアルをしっか 

り作りこんでいくことが肝要である。地域防災計画の目的は、住民の生命・身体・財

産を守ることである。大規模災害に備えて、この内容を達成するためには、計画制度

の見直しが今求められている。（神奈川県厚木市） 

� 計画は作っても、マニュアル通りに対処できるとは限らない。また、大規模な災害 

 が発生しない限り、計画を見直す機会は少ないように感じる。そのため、計画に沿っ

た対応が常に適確とは言い難い状況がある。（熊本県上天草市） 

� 当初の計画作成は業務委託によるものであったが、地域防災計画の見直しに際して 

は、業務委託することなく防災担当者が実施しており特に問題はないと考える。また

災害時の対応は、国、県、市町村がそれぞれの役割を発揮し、相互に連携を図って対

処すべき事項を地域防災計画の中で明記していることから、制度自体に問題はないと

考える。（岩手県山田町） 
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� 地域防災計画は日頃からの備えと災害対策のよりどころであることから大事なもの 

 であり、関係機関が良く確認されながら策定されていると受け止めている。ただ、組

織全体にどれだけ浸透させることができるか、どこでも苦慮するところと思う。ＢＣ

Ｐも作成したが、いざという時にどれだけ役立てることができるか日頃からの取り組

みにかかっている。制度の問題より、「異動があっても、動ける人間づくり、組織づ

くり」が最大の課題でそれが一番難しい。（宮城県気仙沼市） 

� 実感として問題を感じることはない。（静岡県南伊豆町） 

� 現在の防災計画は、表面上は震度 7を想定した計画になっているが、内容的には短 

 期的災害となっている。発災の種類や規模、また時間、曜日によって対応が異なって

くる。さらに、職員が被災する程度やライフラインの被害状況によって防災計画どお

りに行かないことが、今回の熊本地震によって判った。防災計画のほかマニュアルや

ＢＣＰが必要であり、職員の研修の必要性が浮き彫りになった。（熊本県八代市） 

� 国の基本計画や、東京都の計画に矛盾や抵触するものであってはならない関係であ 

り、また、実践的な教育・訓練の実施などを通して本計画の習熟に努め、災害への対

応能力を高めると、当町の地域防災計画でも記載されているが、実のところこの計画

だけでは災害に立ち向かえないと思っています。災害ごとに細分化してマニュアル的

な計画が実際は使いやすいと思いますが、そのとおりにならないのが実災害だと思っ

ています。（東京都大島町） 

� 地域防災計画は、形式的に作成されているが、実際には職員への周知・訓練の実施 

 が課題である。（熊本県山都町） 

� 市町村の担当は、特に専門知識があるわけではなく、業務を行っていく上で知識を 

 得ていかなければならないので、防災計画自体が前年の内容とほとんど変わらず改正

点などの変更のみになってしまっている。そのため、今回の熊本地震を踏まえ防災計

画の見直しを図っている。（熊本県玉名市） 

� 実効性を確保するためにも、計画を外部評価する仕組みがあればよいかもしれな 

い。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 地域防災計画の中に、災害対応における予防対策、災害時の応急対策の細部にわた 

 るまで全てを盛り込むことは不可能と考えるため、骨格となるべき方針を計画に盛り

込んだ上で、平時や災害時の実際の状況に応じて臨機応変に対応していくべき。（宮

城県仙台市「事務職」） 

� 地域防災計画については、毎年見直しを実施しておりますが、基本的には県の防災 

 計画に準じて修正しているところです。実情とそぐわない部分については、市で修正

しています。防災全般については、地域防災計画が基本になりますが、県からの改定

がなければ、独自で見直す余裕がないのが現状です。（熊本県阿蘇市） 

� 特になし。（青森県八戸市） 

� 東日本大震災や熊本地震などを見ても、それぞれの災害に特徴の違いがあり、地震 

 被害に対する防災計画だけをとってみても、多様な対策が必要となること、また、改

正の時期についても早急な対応が必要とは感じているが、限られた人員、また人事異
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動による職員の専門性等について難しさを感じている。（青森県むつ市） 

� 地域防災計画は非常に細かに規定されており、実際の災害時にはこのマニュアル通 

 りに出来るのかという疑問はある。また、国や県の計画等の改正にあわせ見直す必要

もあり、計画策定だけで管理の労力がとられる。（和歌山県那智勝浦町） 

� 防災計画を作成しているが、発災した場合の条件など予測できないことが多く、実 

 情に合った計画とはなっていない。人的、物的制約のある中、根本的な見直しは難し

い。また担当職員数に比して作業が重く、内容が重複し、分量も多い。会議の日程調

整すら大変（熊本県菊陽町） 

� 地域防災計画は、あくまで基本方針をまとめたものであり、全ての災害に対し万能 

 性を備えてはいない。これは、問題点としてとらえるのではなく、柔軟な対応がとれ

るとも読み取れる。完全な万能性を担保するとなれば、市町村単位では策定できな

い。（熊本県益城町） 

� 実際事案が起きれば臨機の対応が先行され、計画書のとおり進まないことに問題は 

 感じない。（福島県葛尾村） 

� 地域防災計画については、防災基本計画に基づき、上位の計画（防災業務計画や都 

 道府県地域防災計画など）と整合性を図るとともに、防災関係者の意見を踏まえて作

成している。都道府県の地域防災計画と大きな齟齬があれば、市民に対して混乱を招

くことに繋がる可能性もあり、上位計画と別様の計画になることは好ましくないと考

える。また、地域防災計画は、防災部局に業務が偏らない編成体制を明記し、そ

れぞれの役割を各部局が担任し、部局ごとにマニュアル等の作成を行っている。

しかしながら、有事の際に適切な行動を取れるよう計画の実効性を高める必要が

あることから、職員一人ひとりに対して、防災対策、災害応急対策の意識を醸成

させる必要がある。（長野県長野市） 

（３）整理 

「特になし」、「実感として問題を感じることはない」とした 2 部（人）以外の 24 部

（人）を対象として、以下のように 5つのグループに分けて整理した。 

3-1 東日本大震災被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-1-1 市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること  

� 実効性を確保するためにも、計画を外部評価する仕組みがあればよいかもしれない。 

� 当初の計画作成は業務委託によるものであったが、地域防災計画の見直しに際しては、 

業務委託することなく防災担当者が実施しており特に問題はないと考える。また災害時

の対応は、国、県、市町村がそれぞれの役割を発揮し、相互に連携を図って対処すべき

事項を地域防災計画の中で明記していることから、制度自体に問題はないと考える。 

� 地域防災計画の中に、災害対応における予防対策、災害時の応急対策の細部にわたる 

 まで全てを盛り込むことは不可能と考えるため、骨格となるべき方針を計画に盛り込ん

だ上で、平時や災害時の実際の状況に応じて臨機応変に対応していくべき。 

   



60 

 

3-1-2 取り組みの現状などに関すること 

� 震災前の計画は過去に発生した大規模災害を例として改正を進めてきたが、震災後は 

 震災検証から今後あるべき姿を検討し、また、課題を抽出していただいた。その中で行

政以外に地域、企業、住民へのあり方について記述があるものの、それぞれの防災意識

の醸成と均衡化を図ることは至難と捉えている。 

� 実際事案が起きれば臨機の対応が先行され、計画書のとおり進まないことに問題は感 

 じない。 

� 地域防災計画は日頃からの備えと災害対策のよりどころであることから大事なもので 

 あり、関係機関が良く確認されながら策定されていると受け止めている。ただ、組織全

体にどれだけ浸透させることができるかは、どこでも苦慮するところと思う。ＢＣＰも

作成したが、いざという時にどれだけ役立てることができるか日頃からの取り組みにか

かっている。制度の問題より、「異動があっても、動ける人間づくり、組織づくり」が

最大の課題でそれが一番難しい。 

3-2 熊本地震被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-2-1 市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること 

� 地域防災計画が、ただの計画になっている現状がある。やはり災害時にその担当部署 

 の人が動けるような計画づくりが必要であると考える。 

� 地域防災計画は、上位計画（防災基本計画や都道府県地域防災計画など）に基づき地 

 域の特性に応じて作成しているところであるが、全ての災害対応について網羅すること

は困難であるとともに、対応の優先順位についても異なる。 

� 地域防災計画は、あくまで基本方針をまとめたものであり、全ての災害に対し万能性 

 を備えてはいない。これは、問題点としてとらえるのではなく、柔軟な対応がとれると

も読み取れる。完全な万能性を担保するとなれば、市町村単位では策定できない。 

� 地域防災計画は、形式的に作成されているが、実際には職員への周知・訓練の実施が 

 課題である。計画は作っても、マニュアル通りに対処できるとは限らない。また、大規

模な災害が発生しない限り、計画を見直す機会は少ないように感じる。そのため、計画

に沿った対応が常に適確とは言い難い状況がある。 

� 現在の防災計画は、表面上は震度 7を想定した計画になっているが、内容的には短期 

 的災害となっている。発災の種類や規模、また時間、曜日によって対応が異なってくる。 

3-2-2 取り組みの現状などに関すること 

� 市町村の担当は、特に専門知識があるわけではなく、業務を行っていく上で知識を得 

 ていかなければならないので、防災計画自体が前年の内容とほとんど変わらず改正点な

どの変更のみになってしまっている。そのため、今回の熊本地震を踏まえ防災計画の見

直しを図っている。 

� 地域防災計画については、毎年見直しを実施しておりますが、基本的には県の防災計 

 画に準じて修正しているところですが、実情とそぐわない部分については、市で修正し
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ています。防災全般については、地域防災計画が基本になりますが、県からの改定がな

ければ、独自で見直す余裕がないのが現状です。 

� 防災計画を作成しているが、発災した場合の条件など予測できないことが多く、実情 

 に合った計画とはなっていない。人的、物的制約のある中、根本的な見直しは難しい。

また担当職員数に比して作業が重く、内容が重複し、分量も多い。会議の日程調整すら

大変であり、職員が被災する程度やライフラインの被害状況によって防災計画どおりに

行かないことが、今回の熊本地震によって判った。防災計画のほかマニュアルやＢＣＰ

が必要であり、職員の研修の必要性が浮き彫りになった。 

3-3 その他の大規模震災の被災（過去 10 年以内）地の市区町村防災担当者によるもの 

3-3-1 市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること 

� 国や県の計画等の改正にあわせ見直す必要もあり、計画策定だけで管理の労力がとら 

 れる。  

� 地域防災計画は非常に細かに規定されており、実際の災害時にはこのマニュアル通り 

 に出来るのかという疑問はある。 

� 国の基本計画や、東京都の計画に矛盾や抵触するものであってはならない関係であり、 

また、実践的な教育・訓練の実施などを通して本計画の習熟に努め、災害への対応能力

を高めると、当町の地域防災計画でも記載されているが、実のところこの計画だけでは

災害に立ち向かえないと思っています。 

3-3-2 取り組みの現状などに関すること 

� 災害ごとに細分化してマニュアル的な計画が実際は使いやすいと思いますが、そのと 

 おりにならないのが実災害だと思っています。 

3-4 南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者によるもの 

3-4-1 地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること 

� 地域防災計画は自治体の防災に関する大綱を示したものであると考えている。そのた 

め、マニュアルを作成して対応すべきものとしているが、ハード整備を行う上で受ける

国の補助制度上、受ける補助の位置づけを細やかに地域防災計画へ記載することが求め

られるケースが多々ある。確かに位置づけは必要であると考えるが、マニュアルや下位

計画で詳細に定めればよい内容を最上位計画である地域防災計画への記載を行うのは本

末転倒であるように思われる。 

� 地域防災計画はあらゆる災害を想定して、事前予防から復旧・復興まで幅広い対応を 

 網羅的にまとめたものであることから、数百ページの大部となってしまい、正直なとこ

ろ、担当者以外で全てに目を通す職員はいないと思われる。このことが、ただでさえ不

慣れな災害対応の際、本当に使える計画として機能するのか甚だ疑問である。この課題

を解決するためには、地域防災計画は全体計画として、必要最小限のことを網羅的に述

べるに留め、その下に連なる分野ごとの対応計画・マニュアルをしっかり作りこんでい

くことが肝要である。地域防災計画の目的は、住民の生命・身体・財産を守ることであ
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る。大規模災害に備えて、この内容を達成するためには、計画制度の見直しが今求めら

れている。 

3-4-2 取り組みの現状などに関すること 

� 地域防災計画がどのようなものなのか、自治体によって内容が異なりますし、住民の 

 状況様々な状況です。例えば、食糧の備蓄量も地域防災計画で定めているかどうかは、

自治体次第です。現場で働く職員の実感としては、計画がどのようになっていようと、

実際の場面で最善の判断をしていくことが最も重要だと思っています。 

3-5 その他 

3-5-1 市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に対して考えること 

� 地域防災計画制度に問題を感じることはない。国が「防災基本計画」を作成し、この 

「防災基本計画」に基づき県が「広島県地域防災計画」を作成する。呉市では、これら

の計画と整合するのはもちろんのこと、一昨年発生した広島市の土砂災害や呉市に特有

の地域の実情を盛り込んだ形で「呉市地域防災計画」を作成している。 

� 地域防災計画については、防災基本計画に基づき、上位の計画（防災業務計画や都道 

 府県地域防災計画など）と整合性を図るとともに、防災関係者の意見を踏まえて作成し

ている。都道府県の地域防災計画と大きな齟齬があれば、市民に対して混乱を招くこと

に繋がる可能性もあり、上位計画と別様の計画になることは好ましくないと考える。 

� 計画がガチガチに固められていると臨機応変な対応が難しくなり、計画に記載されて 

 いない事態が起きると経験の浅い職員ではどう対処していいか分からない状況になると

思われる。 

3-5-2 取り組みの現状などに関すること 

� 東日本大震災や熊本地震などを見ても、それぞれの災害に特徴の違いがあり、地震被 

 害に対する防災計画だけをとってみても、多様な対策が必要となること、また、改正の

時期についても早急な対応が必要とは感じているが、限られた人員、また人事異動によ

る職員の専門性等について難しさを感じている。 

� 市役所の危機管理課以外も巻き込む形で毎年改定作業を行っている。現行災害対策基 

 本法（5 条）が定める、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令

に基づきこれを実施する責務」に沿いつつ、主体的に地域防災計画制度に取り組めてい

るので、地域防災計画制度に問題を感じることはない。 

� 地域防災計画は、防災部局に業務が偏らない編成体制を明記し、それぞれの役割 

を各部局が担任し、部局ごとにマニュアル等の作成を行っている。しかしながら、

有事の際に適切な行動を取れるよう計画の実効性を高める必要があることから、職

員一人ひとりに対して、防災対策、災害応急対策の意識を醸成させる必要がある。 

６ 章のまとめ 

否応もなしに我々日本人は、自然現象の持つ大きな不確実性と想定の限界を思い知らさ

れ続けている。東日本大震災の被災地市区町村の防災担当者であり、当時のことを知る者
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がアンケートに答えて『災害ごとに細分化してマニュアル的な計画が実際は使いやすいと

思いますが、そのとおりにならないのが実災害だと思っています』（本論文、第 3 章 5 項）

というように、対応の実際を振り返る。 

また、熊本地震被災地の市区町村防災担当者がいうように『計画は作っても、マニュア

ル通りに対処できるとは限らない。また、大規模な災害が発生しない限り、計画を見直す

機会は少ないように感じる。そのため、計画に沿った対応が常に適確とは言い難い状況が

ある』（同上）こともそうだ。 

もとより「市町村などの基礎自治体は災害があれば地域の前線基地となる。特に初動は、

地震によってどこの建物がどのように損傷し、どのような人的・物的被害が出たか、あそ

この岸は何メートルの防潮堤があるが、どうだったのだろうか、あちらの河口の水門は閉

めることができただろうか、モニターには何が映っているか、気象庁は何と言っているか、

ありとあらゆる情報を取り込んだうえで、被害の全体を把握し、状況を判断しなければな

らない。まずは現時点で発生している災害を最小化して、二次災害を防ぐために、何をし

なければいけないか、限られた手段の中で選択を迫られる。あらかじめ計画は作ってはい

るが、マニュアル通りには進まない」（猪瀬、2015、134 頁）のである。 

（１）市区町村地域防災計画制度に関する問題の所在 

マニュアル通りには進まないという前提に立った場合には、よりさらにきめ細やかに、

あらゆる事、物を計画に盛り込むべきであるという議論には、そもそもならないのかもし

れない。可能な対策の範囲にニーズを限定すること、現実に対応可能なことと不可能なこ

とを整理すること、やらないことを決めることなどの視点で議論は進むのであろうと考え

ている。 

一方で、漏れがあってはならない、もしにでも漏れていたならばそれは責任問題になる

という前提に立つとするならば、計画書は、際限なく“ぶ厚い”ものになる。南海トラフ

巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者がアンケートに答えて次のように指摘した。

『地域防災計画はあらゆる災害を想定して、事前予防から復旧・復興まで幅広い対応を網

羅的にまとめたものであることから、数百ページの大部となってしまい、正直なところ、

担当者以外で全てに目を通す職員はいないと思われる。このことが、ただでさえ不慣れな

災害対応の際、本当に使える計画として機能するのか甚だ疑問である』（本論文、第 3 章

5項）。 

緊急時に読み込むことが事実上不可能なものになっているとしたら、そもそもから問い

直す必要がある。応援に入っても、すぐには読み切れないようなものであるとしたら、や

はり急場に用を足すとはとても思えない。実際にも、地域防災計画は全体計画として、必

要最小限のことを網羅的に述べるに留めることが動きやすいのであろうと思う。熊本地震

被災地に隣接する市区町村の防災担当者がいうように『計画がガチガチに固められている

と臨機応変な対応が難しくなり』（同上）、また『計画に記載されていない事態が起きる

と経験の浅い職員ではどう対処していいか分からない状況になる』（同上）ことは容易に
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想像できる。東日本大震災被災地の市区町村の防災担当者がいうように『骨格となるべき

方針を計画に盛り込んだ上で、平時や災害時の実際の状況に応じて臨機応変に対応してい

くべき』（同上）であるのだ。 

（２） 市区町村地域防災計画制度に関する改善に向けての考察と提言 

国や県の計画等の改正にあわせて見直す際にあっては、何もかもときめ細かく決める必

要はない。取りあえずと対策を立てるのではなく、可能な対策の範囲にニーズを限定する

こと、現実に対応可能なことと不可能なことを整理すること、やらないことを決めること

などの視点が必要になるであろうと考えている。劣後順位を決めてよい。 

人的、物的制約のある中、根本的な見直しは難しい。また担当職員に比して作業が重く、

内容が重複し、分量も多い。会議の日程調整すら大変であるという状況にあって、いい仕

事は出来ない。なすべきことは利用し得る資源より多く残る。少ない職員で多くの業務を

こなさなければならない多くの市区町村にあっては、劣後順位づけがより重要な課題とな

る。やらないことを決める。現実に対応可能なことと不可能なことの整理が必要である。 

人的資源には限界がある。全て実施することは不可能である。計画作成だけで疲れてし

まう現状は、現場の市区町村のみならず、もとより住民にとっても不幸なことであると思

っている。大規模震災被災（過去 10 年以内）地の市区町村防災担当者がいうように、修

正に当たり『国や県の計画等の改正にあわせ見直す必要もあり、計画策定だけで管理の労

力がとられる』（同上）のである。過ぎた負担は形骸化を招く。担当職員への負担が多く

なるうえに修正作業で精いっぱいになるため、抜本的な見直しが難しくなるのだ。 

規則の遵守それ自体が目的となっているとしたら、それは誤りである。トップダウンの

計画策定は、規則の遵守が強調されるために、規則の遵守それ自体が目的となる。本来向

き合うべき住民の方を向かず市区町村は都や県を、都や県は霞が関を向いて仕事をせざる

を得なくなる。個別事愉を斟酌しない画一的な対応や煩雑な手続き、非効率性などが、状

況の変化に対する適応力を弱めることになる。「一方的に抵触を禁ずる上意下達の仕組み

ではなく、相互に独自の計画の立案権を認めたうえで、矛盾が生じないよう調整する仕組

みに改めるべき」（津久井、2012、140 頁）であるのだ。 
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第４章 市区町村防災担当者に求められる対応  

 

日常化する自然災害の現場にあって対応する市区町村の限界を住民は如何に見極めれば

よいのか。 

溢れ出す水を目の当たりにして迅速かつ的確な対策を行うことができるかどうかは、ひ

とえに経験に依るところが大きい。ある災害が発生した場合に過去に似たような状況を経

験している者は、経験に基づいて、経験の無い者よりも、より適切な対応を取ることがで

きると考えてよいが、個人のレベルで、そのような災害対策の実体験を得る機会はそうそ

うあるはずもなく、とりわけ大災害ともなると稀である。配属から 1 年。研修は未だ受け

ていない。あなたの専門は何かと問われて答えられようもない。 

2 年から 3 年の短いスパンで防災を担当すると、はたして現場で、どのような問題か起

きるのか。一般に防災の業務は、仕事内容を習熟するのに時間を要する。それにもかかわ

らずようやく分ってきた頃には異動となってしまうため、庁内では防災の業務に精通した

職員が育ちづらい状況にある。しかも多くの市区町村にあっては、担当は、防災の業務の

他にも業務を持っている。熊本地震被災地で、現場に立って事に当たった市区町村防災担

当者はアンケートに『2、3 年のサイクルで異動するなかで専門的知識、対応を身に付ける

ことは困難であると考える。また同様に不測の事態に対して適確な判断をとることも難し

く、知識、対応の面で十分な水準に達することができていないという不安も感じる。防災

に関する知識、対応を身につける機会はあるが、事務作業等などの業務も処理しなければ

ならないため、時間が確保できない』（本論文、第 4 章 4 項）というように現状を訴えた。 

また、南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者については『災害時に判断

を下すには、知識等で補うのは限界があり、経験も重要になってくると考えている。2～3

年のサイクルで職員が異動となる現状では、災害時に適切な判断を下すのは難しいと考え

ている』（同上）というように不安を隠さない。 

１ 市区町村防災担当者を取り巻く勤務の実際 

被災地の現場にあっては、人命にも関わる事項について、迅速かつ的確な対処を行わな

ければならない。矢継ぎ早に起こる問題に追われ、1 つの仕事を終える間もなく、次の問

題が発生する。市区町村防災担当者には、いやおうなしに平時とは全く異なる状況の中で、

様々な機関、組織が実施する活動が効果的、効率的に連携するための必要な調整を図るこ

とや、住民等に対して必要な情報を適時、的確に提供することが求められるのである。 

 静岡大学防災総合センター牛山研究室では平成 27 年 3 月に、市区町村防災担当者を対

象として、防災気象情報に対する認識などの把握を目的に調査39を実施し「市区町村の防

災に関するアンケート（素集計報告書）」として取りまとめ、報告した。 

 本論文では、静岡大学防災総合センター牛山研究室による報告に加えて、消防庁防災課

                                                  

39 調査の対象は、1,741 市区町村。内訳は 790 市(うち政令市 20)、745 町、183 村、23 

特別区。有効回答は 885 件、回収率は 50.8％。 
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が、災害対応、特に避難勧告等の発令の判断及び災害情報の伝達に必要となる専門的な知

識、技能を習得する機会（職員研修）の現状を把握、分析し、災害情報伝達体制強化のた

めの研修のあり方を検討することを目的に平成 24 年 10 月に調査40を実施し、取りまとめ

報告した「地方公共団体の防災に関する職員研修に係る調査報告（速報）」、加えて明治

大学危機管理研究センターが基礎自治体の防災、危機管理体制の現況及び東日本大震災に

対する対応状況を把握することを目的に平成 23 年 9 月 30 日から同年 10 月 21 日の間に

調査41を実施し、取りまとめ報告した「自治体の防災・危機管理施策に関するアンケート

調査（首長アンケート。単純集計結果）」及び「自治体の防災・危機管理施策に関するア

ンケート調査（担当課アンケート。単純集計結果）」等の報告から関連の事項を抜粋し、

以下のように整理した。 

（１） 防災担当部署の体制に関すること 

 

表－２－１ 防災担当部署に所属し、専任で防災を担当している職員の数  

 

表－２－２ 防災担当部署に所属し、兼任で防災を担当している職員の数  

 

                                                  

40 調査の対象は、174 の市町村。内訳は、立地、主な災害経験より選定。高知県（地

震・津波） 36 市町村、静岡県（火山・土砂災害） 38 市町村、兵庫県（地震） 42 市町

村、新潟県（水害・地震・雪害） 32 市町村、神奈川県（比較的近年大きな災害の少ない

県）34 市町村。有効回答は 119 件、回収率は 68.48%。 

41 調査の対象は、123 市区。内訳は 19 政令市、41 全中核市、40 全特例市及び 23 全特別

区。有効回答は 80 件、回収率は 65.0％ 

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 266 30.1 30.1
1 130 14.7 14.7
2 93 10.5 10.5
3 92 10.4 10.4
4 75 8.5 8.5
5 54 6.1 6.1
6 43 4.9 4.9
7 24 2.7 2.7
8 21 2.4 2.4
9 11 1.2 1.2

10 21 2.4 2.4
　 11～ 55 － －

無回答 0 － －
885

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 273 30.8 30.8
1 152 17.2 17.2
2 147 16.6 16.6
3 120 13.6 13.6
4 90 10.2 10.2
5 41 4.6 4.6
6 23 2.6 2.6
7 12 1.4 1.4
8 4 0.5 0.5
9 3 0.3 0.3

10 0 0 0
　 11～ 20 － －

無回答 0 － －
885
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表－２－３ 防災担当部署に所属し専任で防災を担当している「事務職」職員の数  

   

表－２－４ 防災担当部署に所属し専任で防災を担当している「技術職」職員の数  

   

表－２－５ 防災担当部署に所属し専任で防災を担当している「消防職」職員の数 

 

表－２－６ 防災担当部署に所属し専任で防災を担当している「その他の職」職員の

数  

   

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 134 15.1 15.2
1 152 17.2 17.2
2 132 14.9 14.9
3 141 15.9 16
4 112 12.7 12.7
5 69 7.8 7.8
6 40 4.5 4.5
7 26 2.9 2.9
8 21 2.4 2.4
9 11 1.2 1.2

10 9 1 1
　 11～ 37 － －

無回答 1 － －
885

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 776 87.7 87.7
1 61 6.9 6.9
2 24 2.7 2.7
3 13 1.5 1.5
4 5 0.6 0.6
5 2 0.2 0.2
6 0 0 0
7 2 0.2 0.2
8 0 0 0
9 1 0.1 0.1

10 0 0 0
　 11～ 1 － －

無回答 0 － －
885

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 705 79.7 79.8
1 110 12.4 12.4
2 36 4.1 4.1
3 15 1.7 1.7
4 3 0.3 0.3
5 2 0.2 0.2
6 3 0.3 0.3
7 2 0.2 0.2
8 1 0.1 0.1
9 0 0 0

10 1 0.1 0.1
　 11～ 6 － －

無回答 1 － －
885

選択肢（人） 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

0 805 91 91
1 54 6.1 6.1
2 15 1.7 1.7
3 6 0.7 0.7
4 2 0.2 0.2
5 0 0 0
6 2 0.2 0.2

無回答 1 － －
885
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表－２－７ 防災担当部署に所属し専任で防災を担当している職員の平均異動間隔 

   

出典：表－３－１～表－３－７。静岡大学防災総合センター牛山研究室「市区町村の

防災に関するアンケート（素集計報告書）」より筆者作成。一部加工 

 

表－２－８ 防災担当部署に所属する職員の平均在籍年数 

 

表－２－９ 激甚災害に指定された災害を防災担当として経験している当該部局職員 

数 

 

出典：表－３－８、表－３－９。明治大学危機管理研究センター「自治体の防災・危

機管理施策に関するアンケート調査（担当課アンケート。単純集計結果）」より筆

者作成。一部加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

2年未満 27 3.1 3.5
2年以上4年未満 592 66.9 77.3

4年以上 147 16.6 19.2
無回答 119 － －

885

回答数 ％

18 22.5
34 42.5
17 21.3
4 5
4 5
3 －

80

選択肢

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上

無回答

回答数 ％

57 71.3
6 7.5
6 7.5
5 6.3
6 －

80

選択肢（人）

0
1～5

6～10
11人以上

無回答
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（２） 専門的な知識、技能を習得する機会（研修）の現状に関すること 

 

表－３ 専任で防災を担当している職員の体系的42な研修への参加 

   

                                                  

42 おおむね通算 2日間以上の日程で、複数の科目が盛り込まれたものを指し、単一内容

の講習や数時間程度の講演は含まない。静岡大学防災総合センター牛山研究室「市区町村

の防災に関するアンケート（素集計報告書）」 

 

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 49 5.5 7

参加していない 648 73.2 93

無回答 188 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 5 5.5 7

参加していない 688 73.2 93

無回答 192 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 87 9.8 12.4

参加していない 616 69.6 87.6

無回答 182 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 69 7.8 9.9

参加していない 627 70.8 90.1

無回答 189 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 31 3.5 4.5

参加していない 661 74.7 95.5

無回答 193 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 145 16.4 20.3

参加していない 569 64.3 79.7

無回答 171 － －

885

6．市区町村アカデミー主催の研修

1．内閣府主催の「砂防スペシャリスト養成研修」

2．国土交通大学校主催の研修

3．人と防災未来センター主催の研修

4．消防大学校主催の研修

5．消防科学総合センター主催の研修
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  出典：静岡大学防災総合センター牛山研究室「市区町村の防災に関するアンケート

（素集計報告書）」より筆者作成。一部加工 

 

なお、消防庁防災課が取りまとめ報告した「地方公共団体の防災に関する職員研修に係

る調査報告（速報）」によると、研修に関して、市町村 119 団体のうち 49.6％が「防災の

専門項目を体系的に習得するカリキュラムが少ない」と答え、以下降順に 47.9％「階層毎

の役割や責務に応じた研修カリキュラムが少ない」、47.1％「実践的な技能を身につけら

れる実技研修カリキュラムが少ない」、45.4％「防災担当職員以外の研修カリキュラムが

少ない」、35.3％「防災職員のレベルに対応した研修カリキュラムが少ない」、26.9％

「講師の確保が困難」、25.2％「研修の開催回数が少ない」、22.7％「集合研修以外の研

修形態が少ない」と答えた。また、人材育成に関する問題・課題意識については、市町村

119 団体のうち 68.1％が「多忙につき防災職員を研修に参加させることが難しい」と答え、

以下降順に 59.7％「職員の異動によるスキルの確保と維持が難しい」、31.1％「研修受講

の予算確保が困難」、26.9％「研修で培った知識等が発災時に機能するか不安がある」、

21.8％「防災担当職員に適切な内容やレベルのコースが分からない」、21.0％「織内の防

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 7 0.8 20.3

参加していない 685 77.4 79.7

無回答 193 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 196 22.1 27.1

参加していない 526 59.4 72.9

無回答 163 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 374 42.3 52.1

参加していない 344 38.9 47.9

無回答 167 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 46 5.2 6.6

参加していない 649 73.3 93.4

無回答 190 － －

885

選択肢 回答数 比率（全体、％） 比率（有効、％）

参加した 177 20 25.2

参加していない 526 59.4 74.8

無回答 182 － －

885

11．その他の体系的な研修

7．自治大学校主催の研修

8．防災士養成研修（自治体・防災士機構・大学等が主催）

9．都道府県主催の研修

10．大学主催の研修
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災関連の人材育成への関心（理解）が低い」と答えた。 

（３） 上司である市区町村の長の経験、組織内の対応状況の評価等に関すること 

 

表－４－１ 在任中に、貴自治体において激甚災害指定を受けた災害があったか 

 

表－４－２ 防災・危機管理に関する条例・計画・マニュアル等の組織内の対応状況

の評価 

 

表－４－３ 防災・危機管理に関する庁内連携・政策調整の組織内の対応状況の評価 

 

表－４－４ 全庁的な防災・危機管理研修・訓練に関する組織内の対応状況の評価 

 

表－４－５ 防災・危機管理部局への職員の充当に関する組織内の対応状況の評価 

 

 

 

 

回答数 ％

10 13.9
62 86.1
0 －

72
無回答

選択肢

はい

いいえ

回答数 ％

14 19.4
58 80.6
0 0
0 0
0 －

72

あまり対応していない

ほとんど対応していない

無回答

選択肢

十分に対応している

ある程度対応している

回答数 ％

17 23.6
53 73.6
2 2.8
0 0
0 －

72
無回答

選択肢

十分に対応している

ある程度対応している

あまり対応していない

ほとんど対応していない

回答数 ％

9 12.5
51 70.8
12 16.7
0 0
0 －

72

あまり対応していない

ほとんど対応していない

無回答

選択肢

十分に対応している

ある程度対応している

回答数 ％

11 15.3
50 69.4
11 15.3
0 0
0 －

72

十分に対応している

ある程度対応している

あまり対応していない

ほとんど対応していない

無回答

選択肢
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表－４－６ 危機対応時において支持する意思決定のタイプ 

 

表－４－７ 危機対応時において支持する意思決定への参加者の範囲 

 

出典：表－５－１～表－５－７。明治大学危機管理研究センター「自治体の防災・危

機管理施策に関するアンケート調査（担当課アンケート。単純集計結果）」より筆

者作成。一部加工 

 

２ 市区町村防災担当者の専門性に関する議論 

 担当にあっては、自らの役割分担に必要な、特定の領域に関する高度な知識と経験技術

を身に付け、それを行使し、組織全体としての職業活動全体に支障が出ないように運用す

る責任が課せられている。組織としての役割分担内部における自らの職業活動そのものに

責任を持つことが求められる以上、一定の専門性は保証されなければならないのである。 

専門性とは、一般的には特定の領域に関する高度な知識と経験のことをいう。権威を意

味する側面と、職務遂行に必要とされる職能を意味する側面とがあるという理解である。

専門性を維持、向上するためには 2 つの課題がある。課題の 1 つは、防災に関する専門性

確保の重要性を認識しつつも、専門性とは何かを漠然としか認識していないことであり、

さらには、その漠然とした認識も、市区町村によって微妙に異なっている可能性があると

いうことである。もう 1 つは、専門的な研修の受講等により、防災の担当としての専門性

を早急に担保するとともに、その後も研修を通じた専門性の向上を図ることが必要である

が、現実には、2 年から 3 年の周期で担当者が変わっていく中にあって、専門性の担保が

非常に厳しい状況にあるということである。 

かようにして防災は、担当者の属人的な防災意識に左右されながら、かろうじて継承さ

れていく。 

３ 事例研究。被災地現場で起きていたこと 

（１）初動の対応と当時現場で作業に就いた者の証言。福島県双葉郡葛尾村 

福島県葛尾村は、東京電力福島第 1 原子力発電所の 20 キロから 30 キロの間に位置して

いる。自然が豊かで、多くの家では山の湧き水を生活水とし、季節ごとの山菜など、山の

恵みを受けて暮らしてきた。「2011 年 3 月 11 日。葛尾村はその地盤の固さから地震その

ものによる被害はあまり受けなかったにもかかわらず、わずかその 3 日後に全村避難を決

回答数 ％

67 71.3
4 7.5
1 ー

72

選択肢

トップダウン型

ボトムアップ型

無回答

回答数 ％

57 79.2
15 20.8
0 ー

72

選択肢

小人数の最高幹部

多様な参加者

無回答



73 

 

定した。それは国や県からの指示ではなく、福島第 1 原発の事故の影響を重く見た村によ

る自主避難だった」（ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト、2014、309 頁）のである。 

被災から 5 年の月日を経て平成 28 年 6 月 12 日（日曜日）午前 0 時をもって、原子力災

害対策本部長（内閣総理大臣）から村長宛の避難指示解除の指示書に基づくところにより

当村に設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の避難指示が解除された。 

被災当時において、避難のために乗ったバスの中で、避難指示の解除までにこれほど長

い時間を要すると村民の誰が予測し得たのであろうか。葛尾村の防災担当者は筆者のイン

タビューに次にように語った。『だからあの、避難する時だって俺は役場に無理に連れて

いかれたんだって。俺は行きたくなかったんだけどって。結局、全村避難という判断をし

たから、態勢的に一番後の、ほら、バスが役場から出る時に、あの、どこどこの、避難の

命令が出たらば、防災無線が鳴ったらば、最終的にどこどこの家に行って、迎えに行って

役場にちゃんと連れて来て、バスに乗せて、あの避難しなくちゃいけないよっていう、そ

れはあの、災対（災害対策本部）のほうで全部、そういうこといろいろと決めていたこと

で、避難に至るまでの間に決めていたことなので、そういった形で行くのは行ったんだけ

ど、オラは避難なんてしたくなかったのにとか、後は、結局失敗ではないですけども 1 日、

2 日程度の避難だって皆思ってて、出たはずなんです。うん。それが、まさかこんなに、5

年だ、6 年だってなるって誰も思ってなかった。というのは、たぶんそういう意見があれ

ですよね』（本論文、第 5章 2項）。 

1-1 初動の対応 

1-1-1 平成 23 年 3 月 11 日の対応 

ＮＨＫの取材を受けて、平成 23 年 3 月 11 日の地震発生時の様子を村長松本允秀氏（平

成 28 年 11 月 11 日、7 期目の任期を終えて退任）は「2 階の村長室で仕事をしていると地

震の大きな揺れがあって、あまりに揺れが大きいので 2 階にから下りて行くのも危険だと

思い、収まるまで村長室で待っていたんです。窓からは、職員が駐車場に避難していく姿

が見えました。収まったあとは、役場の一階に行って、これからの対策や、被害の状況を

つかむための協議をしました。当初、相当大きな被害が出ているのだろうと感じたのです

が、家屋の崩壊などはなく、何軒か屋根瓦が落ちてといった程度で、考えていた以上に被

害が少なかったので安堵しました」（「東日本大震災証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本大震災

プロジェクト、2014、310 頁）と当時を振り返り答えている。また、同時刻、筆頭課長で

ある総務課長金谷喜一氏は役場の自席で訪問客を迎えていた。「お、地震だなっていう感

じだったんですが、揺れがなかなか収まらなくて、役場の震度計を見ると 5 強を指してい

ました。最初は避難指示を出さなかったのですが、揺れが長く続くので、2 分ぐらい過ぎ

たあたりで、全員に庁舎外に出るようにと言ったんです。そのあとも私と総務の係長は、

役場の中で様子を見ていました。震度 7 までは大丈夫だと耐震診断が終わったばかりだっ

たので、5 強ならつぶれる心配はないと思っていました。いろいろなところから電話が入

ってきて、係長とその対応をしていました。かなり大きな地震だったので、テレビのニュ
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ースを見ながらこれは大変だということで、災害対策本部を開かなくてはならないと考え、

午後 3 時に災害対策本部を立ち上げました。それからは災害対策本部から消防団にお願い

をして、各地区を見てまわってもらいました。その結果、村内の被害状況は屋根の落下や

瓦の落下が 47 棟で、人的被害がないという報告を、午後 4 時ごろに消防団から受けまし

た」（同上）と証言している。 

1-1-2  平成 23 年 3 月 12 日の対応 

日が変わり事態は大きく動き始める。村はその対応に追われた。当時の様子を総務課長

金谷喜一氏が次のように証言している。「12 日の朝になって、福島第 1 原発の 10 キロ圏

内に避難指示が出たんです。そのことで、周辺の町の避難が始まったんですが、うちの村

には国や県から避難者を受け入れてほしいという連絡はありませんでした。しかし、その

うち、ほかの市町村からどんどんと避難者が村に来るようになったんです。国道 114 号線

と 288 号線が大混雑で動けないような状況だったので、福島県や郡山市ではなく、うちの

村を知っている人は葛尾に行ったほうが早いということで来たようでした。最終的には

200 人ぐらいが葛尾村に来たのです」（同上）と。 

同日午後 3 時 6 分。原発第 1 号機が水素爆発を起こした。村では「午後 4 時 40 分。緊

急全員協議会を開催することにし、議会に村内の被災状況を説明。復旧予算についての承

諾を得る。原発の事故に対しては、最悪の事態（原子炉の爆発、大量の放射性物質の飛散）

を想定した避難の対応策を説明。了承された。午後 6 時 25 分、避難区域が半径 20 キロま

で拡大される。村内住民の 27 世帯 96 名が対象になることから、村の健康増進センターに

避難するように指示を出し、40 名を避難させた」（葛尾村から提供を受けた資料「整然と

全村避難を実行した村」、41 頁）のである。 

そうした状況にあっても国や県からは何の連絡も無かったことが関係者の証言から分か

る。当時の状況を総務課長金谷喜一氏が当時の状況を次のように証言している。「夜にな

って 20 キロ圏内に避難指示が出たのですが、その時も国や県からは何の連絡もありませ

んでした。テレビで見て初めてそのことを知って、地図を引っ張り出して来て、原発から

20 キロ圏内をコンパスで引いてみると「あ、うちは少しかかるよと」と。そして圏内とな

った地域 27 世帯 96 人に避難指示を出したんです。自分の村の住民に避難指示を出しつつ、

ほかから来た人も受け入れるために、２か所の避難所を開設しました」（「東日本大震災

証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト、2014、312 頁）と。 

1-1-3  平成 23 年 3 月 13 日の対応 

13 日になり村では、万が一の場合に備えて具体的に避難準備を進めた。「原発のようす

が不安定のため、役場機能を移転せざるを得ない状況を想定して、移転準備を行い、午前

中には完了させた」（葛尾村から提供を受けた資料「整然と全村避難を実行した村」、41

頁）のである。総務課長金谷喜一氏の証言によると「12 日に 1 号機で水素爆発が起きたあ

たりから、これは少し心配だということで、避難ということも考えながら動きだしていま

した。住民生活課が災害担当だったのですが、そこでは実際に住民を避難させるためのマ
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ニュアルがないという話になりました。うちの村は原発から 10 キロ圏外なので、原発事

故に関しては蚊帳の外で、機器類の準備もないし、そういうマニュアルもありません。い

わば原発に対する災害対策はゼロだったんです。そこで、引っ張りだしたのが、海外など

からミサイルで攻撃されたりテロがあった場合の対策が、国民保護法で自治体に義務づけ

られているのですが、その対策の中にあった避難マニュアルでした。それは、村の中心部

あたりに避難するというマニュアルだったのですが、それを村外に逃げるというマニュア

ルに作り替えたのです」（「東日本大震災証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本大震災プロジェク

ト、2014、313 頁）。その機転が村を救う。「避難の際は、四班編成とすること、災害時

要援護者（高齢者・障害者など）への対応、移動手段などを決定。点検と確認をする」

（葛尾村から提供を受けた資料「整然と全村避難を実行した村」、41 頁）こととし、加え

て職員に対して村は同日夕方に「非常時に際して、自治体職員が優先しなければならない

のは、住民の安全確保。家族のことは、あとまわしにしてなってしまう。緊急避難をする

ばあいの避難先などについて、家族で話し合っておくよう、文書で通知した」（同上）の

である。これに関して総務課長金谷喜一氏は「地震発生後、我々管理職は役場に泊りっぱ

なしで自宅には帰っていませんでした。一般職員は自宅に帰ってはいましたが、職員は住

民を守る立場なので、必ずしも家族と一緒に避難できません。家族がバラバラになって、

どこに避難したかわからないという状況も考えられる」（「東日本大震災証言記録Ⅱ」、

ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト、2014、315 頁）からと、指示したその理由を語ってい

る。 

準備作業に並行してこの間も「県に対して、避難受け入れ自治体の斡旋の申し出を行う

が、返事なし。再三の要請に、国からの指示がないことから、対応できないと返答された」

（葛尾村から提供を受けた資料「整然と全村避難を実行した村」、41 頁）のである。 

避難先が決まらないまま、避難用に 5 台の村営バスが集められた。村営バスの運転手吉

田健一氏は「地震発生後、役場からは、もしかすると避難をする時にバスを使うので、自

宅待機してくださいという指示がありました。その段階で、どのバスも燃料を満タンにし

て、いつも置いている待機所にとめておきました。私自身は自宅待機しながらも、役場に

は様子を見に何度も行っていたので、現在どのような状況で今後どのようになりそうかと

いうことを聞いていました。とはいっても、そのときにどうこうという指示は無かったの

ですが、いつでも出られるような態勢でいてくださいとはいわれていましたね」（「東日

本大震災証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト、2014、313 頁、314 頁）と証

言する。 

同時に村役場機能の移転準備も進められていた。総務課長金谷喜一氏は「私たち総務部

門では、鍋釜といったものや水などを車に積む準備をしました。また、村役場のデータは

すべて電子化されているので、そのバックアップデータを取って、それを持ち出す準備や、

村のいろんな基金の通帳とか、一般関係の通帳とかといった会計関係の通帳や資料を持ち

出す準備をしました。お金とバックアップデータがあれば、あとで機械を立ち上げれば仕
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事ができるだろうと思っていました。その時はまさか何年も避難するとは夢にも思ってい

ません。せいぜい 1 週間か 2 週間したら戻れるだろうぐらいに思っていたので、本当に最

小限のものだけ持てばいいと考えていました」（同上）と当時を振り返る。 

また村長松本允秀氏は「職員から、いざというときに直ぐに避難できるよう態勢だけは

とっておくべきという話があって、それはそうだと避難の準備を進めていました。13 日の

段階で万が一の時の避難を考えていたので、村としての避難の態勢は 13 日までにはでき

ていました。ただ、その時は、本当に避難しなくてはならない状況になるとは思っていま

せんでした。それでもあっちの村でも避難を始めたなど、いろいろな情報が入ってきてい

ましたし、原発のプラントがおかしくなっているというような情報はつかんではいました

けどね。職員の一部には、すぐにでも避難の必要があるという考えを持っていた人もいた

ようです。私もそんな思いもあったのですが、やはり避難となれば国や県からの指示があ

るだろうという気持ちがあったので、まだ、そこまでしなくていいのではないかと思って

いたんです」（同上）と当時を振り返るが、村長の思いとは裏腹に、翌日 14 日に、原発

第 3号機が爆発し、状況は大きく動き出す。 

1-1-4  平成 23 年 3 月 14 日の対応 

同日午前 11 時 01 分。原発第 3 号機が爆発する。それを機に全村避難が現実味を帯びて

くる。 

総務課長金谷喜一氏は村長の指示を受けて、爆発後にようやく通じた衛星回線の防災無

線を使って、県災害対策本部に電話をしたが期待する返事が返ってくることはなかった。

「避難する住民の受け入れ可能な市町村を紹介して欲しい」（葛尾村から提供を受けた資

料「整然と全村避難を実行した村」、41 頁）と掛け合うも「県からは避難指示はまだ 20

キロ圏外には出ていないので、必要ないだろうということで、取り合ってもらえなかった

んです。それを（村長に）伝えると、村長もちょっと心外だったんでしょうね。自分たち

で避難しようとしている市町村を援助できないのかと、自分が直接電話すると言って連絡

したんですが、今度は電話が通じなくて」（「東日本大震災証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本

大震災プロジェクト、2014、317 頁）というように当時を振り返る。また村長松本允秀氏

は「3 号機の爆発後、避難しなくてはならないだろうという思いがあったのですが、実は

この段階でも避難の決心はついていなかったんです。県の指示が無いなかで避難すること

へのためらいがまだありました。それに避難指示とか、勧告といったものは県、あるいは

国から出るもので、それが当然のことだと思っていましたからね。でも状況が変わってい

く中で避難しなくてはという思いも強くなり、県に避難したいと伝えました。すると県は

避難指示が出ていないんだから、県としては避難しろとは言えないと言うんです。それな

ら私らは避難するから、避難場所を確保して欲しいという要望を県に出しました。しかし

指示が出ていないんだから、村で判断してやってください。避難してはだめだとは言えま

せんけど、県として避難指示を出すわけじゃないんだからという答えだったんです。そん

なこと言わないで、何とか避難先を見つけてほしいと再度強く要望しましたが、じゃあ検
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討してみますと言ったきり連絡がとれなくなってしまいました。そのあとは電話もつなが

らない状態で、情報網が断たれたっていいますか、そういう状況でした。そのときは、う

ちの村は 20 キロ圏外で防災協定もありません。ですから、県もうちの村を含めた原子力

災害に対する対策は作ってないですし、備えっていうのはまったくなかったんだと思いま

す」（同上、317 頁、318 頁）というように当時のやり取りを振り返り証言している。 

こうした状況が続く中、村は「原発事故の状況は厳しさを増していて、避難は時間の問

題、と考え役割分担表を作成。避難に向けて準備を進めていた」（葛尾村から提供を受け

た資料「整然と全村避難を実行した村」、41 頁）のである。午後 6 時 30 分、一度帰宅し

た村長が登庁し、対応策を協議。避難計画の情報収集を行うため、村長は、川内村の遠藤

雄幸村長と無線電話で情報交換を行ったが、この時点で川内村では、避難を考えていない

ことが分かる。 

「午後 7 時 30 分、県から衛星電話が届けられ、県をはじめとする外部との連絡が確実

に行えるようになった。」（同上、42 頁）が、それから 1 時間半後の午後 9 時 05 分、役

場に飛び込んできた双葉地方広域消防署員が「オフサイトセンターから職員が撤退した。

と叫び」（同上）危急の状況を共有したのである。受けて午後 9 時 15 分。村長松本允秀

氏は全村避難を決断した。「それまではほかの村の村長さんなどと、どう対応したらよい

かを電話で話をしていたのですが、そんなときに、オフサイトセンターが撤退するという

情報が入ってきたんです。これを聞いて、もう避難せざるを得ないと決意したんです。オ

フサイトセンターは指令の源で、情報はそこから出すしかないのに、それがなくなったの

であれば、これはいよいよ、深刻な状態になったと判断しました。事ここに至っては、避

難することに迷いはありませんでした。それに避難したことで、実は大したことはなくて、

避難する必要がなかったというのであれば、それに越したことはないと思っていました。

その時は帰ってくればいいんだから。それよりもそのときは命のほうが大事という判断で

したね。あとになってなんで避難させたんだという批判はあっても、それに対しての謝罪

ならいくらでもしますという気持ちでいましたし、村の人たちはわかってくれると思って

いましたから。だから、決断に間違いがあったとしても、その批判については心配はして

いませんでした」（「東日本大震災証言記録Ⅱ」、ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト、

2014、319 頁、320 頁）。 

全村避難が決定されると、ただちに防災無線を使って、避難を呼びかける放送が開始さ

れた。「この段階では、県を頼っても仕方がないと思いました。避難しなければならない

となれば、どこに、となるわけですが、自分たちで探すしかないんだなという、そういう

気持ちでした。とにかく駐車場の広いとこに行こうということで、体育館もある「あずま

総合運動公園」に避難先を決めたんです。県から指定があったわけではないので、避難で

きるという当てがあったわけではありませんが、駐車場があれば、バスの中でも野宿でき

るというふうな、当時はそんな考えで避難したわけです」（同上、320 頁、321 頁）と村

長松本允秀氏は当時を振り返る。そして、午後 10 時 15 分。「自家用車で避難できない葛
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尾村民は、役場前に集合役場のバス 5 台に、乗り込んだ順に出発を始める。45 分には最終

便が出発した。庁舎には、移転先を張り紙にしるして村を出た」（葛尾村から提供を受け

た資料「整然と全村避難を実行した村」、41 頁）のである。 

1-2 当時現場で作業に就いた者の証言【現防災担当者 本人要望により匿名】 

『防災の担当者は一応、住民生活課長という形になっていたと思うんです。それで全職

員のほうを集めてもらって、それで各それぞれ「誰々はここ」というふうに割り振りをし

た、というのがあったと思います。それから後、村内にいま言った IP 告知電話、無料電

話と言うんですか。その避難者、避難させるためやそういうための安否確認ですね、地震

が起きたために今どこにどうしているかという、そういう人の確認をするためにいちおう

電話班とか情報収集班とか、後は見回りとかいうそういう分け方をして各課の職員をそれ

ぞれ配置させていたと思っています。 

対策本部は一応本部長が、村長ですね、その下の副村長、というか副村長とは前は言わ

なかったかと思うんですが副村長というか助役という形の方がいなかったもんですから、

総務課長が兼任してましたので、その方がまあ中心となって。そういうのとあともう一つ

は災害対策本部のかたちで住民生活課長という、2 通りではないですけど 2 人が一応中心

になってやってくれたのかなと思います。ほとんど職員全員が普通の、何と言うんですか

自宅に帰るとかそういうことができないくらいの状態、まあ一昼夜というか、そういう形

でやっていたと思います。私もいました。24 時間というか、あの時は普通の事態とは違う

ので、普通ですと 5 時 15 分とか、朝 8 時半からという普通の勤務体制だったかと思うん

ですが、その事態の時はそういう状態でなくて 9 時とか 10 時とかいうまあ深夜ですね、

そういうふうな形で皆残っていたと思います。 

職場ですか。バタバタとしていました。そうですね。あとは結局、その後、原発とか何

かになって今度避難所を作るとか何かとなった場合に、災害の毛布なり何なりってありま

すね、そういう物資的なものの調達とか。後は私らがここで一番やったのは炊き出しです

ね。その炊き出しをやってまあ、おにぎり作っていたっつうんではアレなんですけども、

結局避難をする場所を一応設けたのは設けたんです、だからそれが、増進センターという

ところと、あとミドリ荘というところ、あと役場、ここですね。ここの下に大ホールとい

うところがあるんですけど、村民会館大ホールというところに一応、近くに避難所を設け

てそこで寝泊まりされる方の食事の準備ですね、まあ炊き出し的なものですね。そういう

ものとか後は、何というんですか、災害が起きたときって結構皆んな見回りに行って戻っ

てくるとか、そういう連絡体制の把握をするための何というか、そういうことですね、い

ろいろあると思うんですけどそういうものを調達したり、というふうなかたちで動き回っ

ていました。 

私はたまたま担当的には、出納室でした。出納室ってとりあえずまあお金の管理が主で

すけれども、お金の管理はそれとして別のほうの、結局医療班みたいな形とか、あとは道

路とかそういう災害的な、道路がどうなっているか、地震で壊れたところがないか、家が
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どうなっているか、とかいうものをこう見て歩くための、そういう人らの班を編成する、

たぶん災対（災害対策本部）の方でやってくれたので、そこに皆んなこう、やっていまし

た。後は今言ったように電話を掛けて安否確認ですね、地震になったんだけどどうだった

って、この大きな地震だったから、結局それの確認というので、その 1 日目、2 日目、え

ーと爆発が 11 で、12 か 13 でしたっけ、うん。その時に一応その人の家まで行って「どう

だ」とかですね。 

やっぱりね、もし最終的に避難ということになったらどうしますかというのはやはりあ

ったんですね、避難指示を出す前に。結局「準備ですよ」という。原発の様子を見て、結

局避難だよと。避難させなくちゃいけないよとなった時に、じゃあ手段はどうするかと。

交通手段と言うんですか、人を運ぶための手段ってどうすればいいのということで。自分

で車のある人は車で、避難所を教えれば行けるかも知れないんですけれども、そうでない

方、車がないとかあと身体障害者だとかそういう方についての情報を集める、後はその人

の家に行って、こんだけ離れてるもんですから、面積が大きくて隣近所が離れてるもんで

すからとても、何というか、電話かけてすぐに全部繋がるんならいいんですけど、やはり、

どうなってるかという道路を見守りするのも大切ですし。そういう人の確認ですか。後は

そういう、どのくらいの人が村からの支援を受けて、バスなり何なりを出して動かなくち

ゃいけないか？とかそういうようなことを、何かやっているような気がしますけどね。 

まあ災対もそうですけれども、後はたまたま 3 月の 11 日って村の議会の閉会だったん

ですね。結局 3 月 11 日は中学校の卒業式ですよね、卒業式があるというのもあって議員

さん方全員いらっしゃったもんですから。で村長が判断するのもそうですし、後は議員さ

んのほうで議員運営委員会という、結局「どうするか」ということをいろいろ揉んだ、と

いうのは聞いていますけども。だから村長一人で「避難」というようにしたんではなくて、

やはりそういう議会の意見を聞いて、それで最終的な判断は村長がした、ということにな

るんだと思うんですけど。 

災対本部というのがたまたまあそこ、もう事務所（1Ｆ）自体が災対本部になるんです。

場所を変えてなくて。役場の職員全部ここにいるじゃないですか、教育委員会もこっちに、

たまたま部署的にあって。だから役場自体はもう、職員自体はこの建物の中に全部いまし

た。ただその、課長から上という形で、2 階の北に会議室がありまして、あそこで揉んだ

のだと思うんですけれども、そういうことをしたからどうかというのは私ちょっと、全然。

下のほうで例えば「電話をかけてください」「この人に電話をかけて安否確認してくださ

い」とかそういう作業を、係長の下の人らがやっていたような状態なので。だからうーん、

そんなアレだと思うんですけども。 

いや、やっぱり、訓練というのもそんなにやってはいなかったと思うので、増してこん

なに大きなことが来るとは思ってないし。だから、地震が起きたという時は当然皆んなが

皆んな役場に詰めていた訳でもないですし、たまたま出張に行っている方もいらっしゃれ

ば休みを取ってた方もいらっしゃるし、そういう方もいますので職員の中にもね。で結局
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「緊急事態だから」ということで。その出張から帰ってきた人だって、普通だったら 5 時

になれば、5 時半になれば帰る準備するんだけど、そうではなくて、今度は、そこに詰め

るというような状態になっていたと思うんですけども。 

（3 月 11 日、2 時 46 分には）私はここにいました。当時は、出納室で勤務していまし

たので、そこに居まして、地震があって、やはり外に飛び出しました。それで止むのを待

ってまた、止んだから大丈夫だろうといって、でもやはりまた余震が大きかったので。そ

んな感じでいたんですけども。その後で今度は、自分の家のことも心配は心配ですよね、

結局ね。職員だって一応自分のね、村としては住民ですし。そういうことで心配になって、

いろいろとまあ個人的に電話をかけたり、とか何かする人も多分いたと思います。   

携帯は、こっちは電話が繋がらなくなったんですね。でたまたま公衆電話が、今あそこ

に一つだけ、村にあったんですけどそこからは繋がる時は繋がる。ただ携帯電話の関係が、

au は大丈夫だみたいな話になって。au は村の中では繋がらなくてもちょっと村から離れ

て、田村市との境ですか？そこのほうに行くと繋がるよ、なんて言ってそこまで行った、

なんてものあるんですけど。何か私よく覚えてないんですが、そんな、うん。すみません。 

立ち上がりに仕切っていたのは、うーん総務課長で、今の向こうにあった副村長さんが

総務課長だったんです。采配をされて、でその後は住民生活課長も、まあ災対、というか

防災関係のほうは一応、普通だと総務になるんだと思うんですが総務じゃなくて、住民生

活課の方に。一応課のほうでやっていたもんですから、そこの課長が一応中心になってや

っていたような気がしますけども。対応の限界ですか、なんだろう。当時に関していうと、

そうですね、初めてのことばかりでしたし、大きなところで、何が起きているかよくわか

りませんでしたし、次に何が起きるかも、分らなかったですね、それは当時担当されてい

た方も一緒だと思います。まあ、あれですね、指示されたことを、ただ間違いなくするこ

と以上に何かできることはないかといわれても、どうなんだろう、無いと思いますね』

（本論文、第 5章 2項）。 

（２）初動の対応と当時現場で作業に就いた者の証言。東京都大島町 

東京都大島町は、東京から約 120 キロメートルの太平洋上に浮かぶ伊豆諸島最大の島で

ある。海洋の影響を強く受け気温の較差が小さく、黒潮の流れのため温暖多湿な海洋性気

候となっている。冬の季節風と春先の低気圧は風を、台風は多雨をもたらす。山頂カルデ

ラ外輪山外側の山腹斜面は概してなだらかであるが、外輪山から海岸部までの距離は 2 キ

ロメートルから 6 キロメートルと短く、主要集落の上流では緩傾斜部の面積が小さいとい

う特徴を持つ。最大集落である元町地区上流は、全体的に勾配 40 度以上の急傾斜となっ

ている。 

平成 25 年 10 月 16 日（水）未明、伊豆諸島へ接近する台風第 26 号の影響により東京都

大島町で 24 時間降水量が 800mm を超える記録的な大雨が降り、同町元町地区の上流域に

ある大金沢を中心とした渓流において、大規模な土砂崩壊による土石流が発生した。大量

の流木を含んだ土石流が流域界を乗り越えて住宅等の立ち並ぶ神達地区を流下し、また、
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大金沢下流部において流木が橋で堰き止められたことで氾濫被害が拡大した。これにより、

神達地区から元町 3 丁目、2 丁目にかけて多くの家屋が土石流の被害を受けるとともに、

多数の死者・行方不明者が生じたのである。 

2-1 初動の対応  

2-1-1 平成 25 年 10 月 14 日までの対応 

マリアナ諸島近海で発生した台風第 26 号は 13 日 21 時、沖ノ鳥島近海で非常に強い勢

力となった。 

平成 25 年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会報告書（以下「報告書」という。）によ

ると大島町では、15 日から 16 日にかけて町長、副町長の島外へ出張が計画されていた。

副町長の出張は、10 月 15 日午後に東京都檜原村で開催される会議への出席を主たる目的

としていた。この会議は、都内各町村から副町村長が集まって毎年 2 回開催される会議

（副町村長会議）である。副町長は、同日午前中に都内の別の場所で開催される会議にも

出席することから、前日の 14 日に大島を出発する予定となっていた。出発前日の 13 日、

すでに台風第 26 号に関する情報がある中で、本件に関する検討がなされた。この時点で

15 日からの町長出張も予定されていたが、普段から出張に出かけるか否かはその都度状況

を判断しており、副町長の出張目的が年 2 回しかない会議であることや、その後の状況に

応じて必要であれば町長・教育長が対応可能であることから、副町長は予定どおり出張す

ることとなり、14 日の船で大島を離れた。 

同日 14 日の 17 時 05 分、大島町に波浪注意報が発表された。  

2-1-2 平成 25 年 10 月 15 日朝の対応 

15 日 05 時 12 分に平成 25 年台風第 26 号に関する情報第 14 号が、06 時 15 分には台風

第 26 号に関する関東甲信地方気象情報第 2 号が発表された。報告書によると大島町への

情報提供については、報告書によるといずれも東京都を経由して大島町へファクス送信さ

れた。これらには、伊豆諸島で予想される状況として、16 日にかけて予想される最大風速

（最大瞬間風速）35ｍ（50ｍ）、波の高さ 12ｍ、16 日 6 時までの 24 時間予想降水量

300mm と示されていた。また 06 時 53 分、それまで出されていた波浪注意報に加え、大島

町に強風・雷注意報が発表された。町にファクス送信されたこの発表文には、このうち強

風・波浪注意報について、今後警報に切り替える可能性があることが示されていたのであ

る。 

なお、15 日午前、町長は、島根県隠岐の島町で開催される第 4 回日本ジオパーク大会

（隠岐大会）に参加するため、航空機で大島を発つ予定となっていた。出発前、町長は通

常どおり町役場に登庁し、総務課長、防災係長、教育長などと会話を交わすとともに、そ

の時点で得られた台風に関する情報を確認したとされている。結果、台風の接近が懸念さ

れてはいたものの、その後に予定されていた台風説明会の説明を踏まえて通常どおりに台

風対策を行えば対応できると判断し、町長は予定どおり出張することとなった。   

10 時 30 分、総務省消防庁が関係都道府県に対して台風第 26 号警戒情報を発出した。こ
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の中には、各都道府県に対して今後の気象情報の収集・伝達に万全を期し、職員の参集体

制などの警戒態勢を強化することを求めるとともに、これを都道府県内市町村及び関係機

関に対しても周知するよう記載されていた。 

この情報は、東京都を経由して、大島町にもファクス送信されたのである。 

2-1-3 平成 25 年 10 月 15 日台風説明会以降、夕方までの対応 

15 日 11 時から、気象庁により、島しょ 3 町村（大島町、三宅村、八丈町）を対象

とした台風第 26 号に関する説明会が開催された。報告書によるとこれと並行して同時

刻から東京都庁を会場とした説明会も開催されており、都各部局防災担当者が参加す

るとともに区市町村へテレビ会議で動画・音声が配信されていたが、大島町を含む島

しょ 3 町村の台風説明会が別途開催されることについて、東京都総合防災部は関知し

ていなかったのである。 

大島町役場での説明会は、2 階大集会室の一画を会場とし、通常とほぼ同程度の人

数（20〜30 人程度）が参加した。大島支庁などの関係機関、学校関係者、民間事業者

が参加し、町職員も複数、参加していた。説明は、通常どおり、配付資料と同じ内容

をプロジェクターでスクリーンに投影し、電話会議システムを介して気象庁予報課が

行った。通称「バーチャート」と呼ばれるこの図には、大島町において、風は 16 日

03 時〜12 時、波は 16 日 00 時〜18 時が「警戒」を要する時間帯として図示されてい

た。しかし雨に関しては、説明会の実施時点で大雨注意報に相当する１時間最大雨量

50mm が予想されていたことから、15 日 15 時〜16 日 09 時に注意を要するとされてお

り警戒を要する時間帯は示されていなかった。 

11 時 30 分、大島町に大雨・洪水注意報が新たに発表された。このとき同時に、東京都

内では、23 区のほとんどで大雨・洪水・強風・雷注意報、多摩地域の多くの市町でも大

雨・洪水・雷注意報が発表され、その多くに警報に切り替える可能性があることが示され

ていた。しかし、大島町に発表された注意報については、既報の強風・波浪注意報に対し

てのみ警報に切り替える可能性が示されており、大雨・洪水注意報にはその可能性が示さ

れていなかった。16 時頃、町として当日の配備態勢が検討され、第 1 非常配備が決定され

た。 

16 時 07 分、総務課長から出張先の町長に対して電話連絡が入れられ、上記の配備態勢

が確認された。町長は、すでに到着していたジオパーク大会の会場でこの電話を受け、こ

れを了承した。しかしこのとき、02 時以前の態勢に関しては、総務課長からの連絡に含ま

れていなかった。町長も、通常このような台風接近時には数名の職員が残ることから、今

回も当然そうであろうと考えて、その点を確認しなかった。この町長への連絡の後、同じ

く出張先の副町長にも総務課長から電話連絡が入り、町長に相談した上で配備態勢が決ま

ったことが伝えられた。副町長は、このとき初めて、自身が出張に出た翌日、町長も予定

どおり出張に出かけたことを知った。また、この連絡において 02 時以前の態勢に関する

話はしなかったが、副町長は職員配備態勢をとっているだろうと考えており、この点につ
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いて特に確認はしなかったのである。 

16 時 18 分、大島町消防団において、01 時 30 分の詰め所集合、02 時 00 の活動開始が、

また 16 時 37 分には大島町消防本部において 01 時招集が、それぞれ決定され、団員、職

員へ伝達された。また、火山防災連絡事務所においても、町の参集時刻を参考として、03

時参集が決められた。16 時 21 分、「02 時、第 1 非常配備」について、町職員への周知が

行われた。 

17 時 05 分、大島町では、再度、防災行政無線による注意喚起が行われた。17 時 25 分、

東京都気象情報第 4 号が気象庁から発表された。この中では、台風説明会で用いられたバ

ーチャートが最新情報に更新されており、大島町を含む伊豆諸島北部において、雨に対し

て警戒を要する時間帯（15 日 21 時〜16 日 9 時、1 時間最大雨量 70mm）が示されていた。

これは、この時間帯において大雨警報の基準を超える降雨が予想されることを示していた

が、気象庁から東京都へは伝達されたものの、東京都から大島町へのファクス送信は行わ

れなかった。１７時３８分、大島町に大雨警報（土砂災害・浸水害）が発表された。この

とき、東京地方の多くの区市町村では同様に大雨警報（浸水害）・洪水警報が発表されて

いるが、伊豆諸島において大雨警報が発表されたのは、大島町と三宅村のみであった。東

京都では、この警報発表を受けて、総務局総合防災部を中心とした情報連絡態勢をとり、

職員が指令情報室に配置されるとともに、建設局に水防本部が設置された。また、気象庁

の警報発表の直後には、防災行政無線の音声一斉送信機能を用いて全区市町村に対し、発

表された警報の内容が伝達された。17 時 48 分、東京都土砂災害警戒情報第１号として、

三宅村に土砂災害警戒情報が発表された。この情報は、補助系とされている東京都水防本

部からのファクスにより、18 時 01 分に大島町に伝達されている。17 時 51 分、東京都指

令情報室では、各区市町村に対する防災行政無線一斉ファクスを送信した。その内容は、

17 時 38 分の警報発表をもって同部が情報連絡態勢をとっていることを伝えるとともに、

区市町村に対して態勢及び被害状況をＤＩＳにて報告するよう求めるものだった。ただし

その文面には、「※休日・夜間等の場合通常態勢（職場待機等なし）の場合は、被害が生

じた場合のみ、翌日で結構ですので速やかにその状況を報告してください」と追記されて

いたのである。 

2-1-4 平成 25 年 10 月 15 日土砂災害警戒情報発表以降の対応 

18 時 05 分、東京都土砂災害警戒情報第 2 号により、三宅村に加えて、新たに大島

町に土砂災害警戒情報が発表された。報告書によるとこの情報は、18 時 09 分、東京

都夜間防災連絡室からのファクスにより大島町に伝達された。その際には、17 時 38

分の大雨警報、17 時 48 分の土砂災害警戒情報第 1 号など、この間に発表された複数

の情報が一括してファクス送信されている。大島町に対しては、何回か電話を入れた

がつながらなかったため、19 時 25 分、大島支庁総務課に電話を入れ、状況確認を依

頼した。このとき大島支庁総務課では、通常の残業として数名が残っており、指令情

報室からの依頼を受けて、まず大島町役場に電話を入れたところ、宿直員につながっ
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た。宿直員から町職員は全員帰宅して誰もいない。態勢についてはわからないが、1

時半に玄関を開けるよう言われているので、その時間に来るのだろうという趣旨の情

報を得たことから、大島支庁はこれを指令情報室に連絡し、同室はこれを了解した。

また大島支庁では、当日午後の台風対策会議で職員は自宅待機（情報連絡態勢）とし

ていたが、町の参集時刻が 02 時であることから、総務課の 2 名が 03 時に参集するこ

ととして、一旦、帰宅したのである。 

2-1-5 平成 25 年 10 月 15 日 19 時半頃から参集までの対応 

21 時 21 分、大島町に暴風・波浪警報が発表された。報告書によると東京都では、まず、

夜間防災連絡室が音声一斉送信機能を用いて、この情報を伝達した。この日の夕刻以降、

大島町にはこの時点までに計 7 件のファクス送信が行われていたが、いずれも受信確認は

行われず、大島町において受信確認が行われたのは、この音声一斉送信が初めてであった。

また、これ以降も、01 時 38 分に受信確認が行われるまでの間、竜巻注意情報、土砂災害

警戒情報第３号など複数のファクス送信があったにもかかわらず受信確認された記録はな

い。23 時 30 分、気象庁から東京都建設局河川部（水防本部）に対し、電話連絡が入り、3

時間 70mm を超える雨が長時間にわたって観測され始めている。このまま降り続くと尋常

でない状況になる可能性があるとの情報が伝えられた。これを受けた同部では、大島支庁

に電話を入れ、被害状況を確認した。記録によると、その後、日付が変わった 16 日 00 時

頃に最初の職員、00 時 30 分頃には二人目の職員、さらに 01 時過ぎから 01 時 30 分頃まで

に三人目の職員が、大島町役場へ参集した。正確な時刻に関する記録は残されていないが、

この間、0 時〜1 時頃に、東京都指令情報室から町役場に対して電話を入れ、尋常ならざ

る状況になる危険性があるという趣旨を伝えたとされる。00 時 52 分、東京都気象情報第

6 号が発表され、その見出し文では大島では降り始めからの雨量が 300mm を超えています。

土砂災害に、より一層警戒してくださいと記されていた。この情報は、01 時 19 分、33 分

の 2 回にわたり、東京都指令情報室から大島町へ送付されているが、その際には、町側か

らの求めにより、防災行政無線ファクスではなく一般回線ファクスが利用された。01 時

00 分、消防本部職員 15 名が集合、01 時 30 分には消防団の本部役員・各地区分団長など

約 120 名が集合した。 

01 時 35 分、気象庁から東京都指令情報室に対し電話連絡が入り、伊豆大島で 24 時間降

水量が 400mm を超え、なお猛烈な雨が続いていることから現地は尋常でない状況になりつ

つあると思量と伝えられた。指令情報室では、大島町役場に電話を入れ、この内容を伝達

した。大島町の記録によると、その時刻は 01 時 45 分とされている。01 時 36 分、気象庁

が台風情報第 31 号を発表した。この中では、現在、伊豆諸島で 1 時間 80mm 以上の猛烈な

雨が降っていますとされ、大島元町における 16 日 0 時までの 24 時間降水量（速報値）と

して 298.5mm が示されていた。01 時 30 分以降、大島町役場には、予定されていた第１次

非常配備のため、課長クラス及び総務課職員が次々と参集してきた。また各出張所などへ

も職員が参集し、02 時 00 分、本庁 13 名、浄水場 2 名、消防本部 15 名、消防団 120 名、
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各出張所 19 名（泉津 3 名、北の山 3 名、岡田 3 名、野増 2 名、差木地 5 名、波浮港 3

名）、総勢 169 名の配備が確認された。なお、02 時 07 分、東京都気象情報第 7 号が気象

庁から発表され、大島元町で 16 日 02 時までの時間雨量 92.0mm、降り始めからの雨量

460.0mm とされた。 

しかし、この情報は東京都へ伝達されたが、東京都から大島町へは伝えられなかったの

である。 

2-1-6 土砂災害発生 

報告書によると町役場に入った最初の土石流の被害情報は、02 時 43 分、神達地区

からのものであった。その後、次々と電話による情報が入り、神達地区から椿園にか

けて被害があること、大金沢付近でも氾濫が生じていることが徐々に判明したことで、

遅くとも第 2 次非常配備態勢が決定された 02 時 57 分の前には災害の発生が認識され、

また第 3 次非常配備態勢を決定した 03 時 14 分前には大きな被害が生じていることが

認識されていたものと推定される。町役場では、参集していた職員が電話へ対応する

とともに、防災担当の職員が町へ寄せられた情報を消防本部・警察署へ伝えて対応を

依頼していたである。 

2-2 当時現場で作業に就いた者の証言【現防災担当者。本人要望により匿名】 

『当時、当日私の知る限りでは、いわゆるその台風説明会を、気象庁の台風説明会を受

けて、じゃあ、町の態勢をどうしようかというようなことを、まあ、当時町長も不在であ

ったので総務課長等とですね、じゃあその夜の１時半でしたっけ、防災担当とそのうち集

まろうというような形で決めて対応を図ったと思うんですけど。5 時 15 分で退庁して深夜

の１時半に集まろうというような対策でした。防災の担当の「迷い」や「不安」の言葉は

聞いてはいないですけど、おそらく、あの総務課長と教育長も入り決めたということで、

まあそれで行くんだということだと思うんでね、特に、まあ不安とか、あれっていうのは

なかったように思いますね、ひとりで決めた訳じゃないですから。（防災の担当が組織の

意思決定にどのように関与したのかについては）基本的に、僕はその場に居なかったので

あれなんですけども、いわゆる気象庁の台風説明会を経て、いわゆるその説明会の時はで

すね、「風と波に注意しろ」という内容だったんですよね。ですから、あの、その情報を

もとに、あの、対応を決めたと思うので、それはまあ共通の認識でね、やっていたと思う

んで、それで、深夜１時半の対応になったと思うんです。皆はバタバタとはしていなかっ

たですね。我々にも、いわゆる参集は何時にというというような通知は来たので、まあ、

感覚としては、１時半でいいんだと、深夜のね。で、いいんだと。まあ、いずれにせよ当

時の情報源としては、台風説明会の情報が唯一というかですね、その情報に基づいてうち

も対応をとっていましたので。私は、この事案以前に防災の担当をしていましたが、事案

当時の担当から相談を受けたというのは、特には無かったですね。もう既にその方も 2 年

目だったんで、はい。今は、4 人の体制ですが当時は、防災の担当は１人でした。4 人で

当時と違うことは、気象庁の防災情報提供システムという部分とホットラインという部分
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を活用して、なおかつ台風説明会の情報を得て、あの対応を決めていますので、だいぶ手

厚くなったと言えば手厚くなったですよね。当時は本当に、台風説明会ぐらいしか無かっ

たので。深夜の避難勧告については当時も確かに、2 時過ぎにだんだんだんだん情報が入

ってきて、すごい雨だったんで、あの、避難勧告云々という話も出たようですが、この深

夜の中で、あの大雨の状況ですから避難勧告を出すと 2次災害が 

起きるかもしれないと、当時町長とも連絡をとって、それ（避難勧告）はよそうという話

になったということです。 

 （結果としてその判断が後にメディアに相当に叩かれたが）ええまあ、うちの職員もあ

れだけテレビ、新聞雑誌に叩かれましたのでね、あまり口にする職員は少なかったですね、

逆に。ただ当時「避難勧告を出さなかった云々」という部分もあるんですが、過去、大島

町も勧告等を出すような大きな、大きなというかそれに迫るような台風の状況とか、そう

いった部分がほぼなかったので、いわゆるタイミングもそうですけども、出すことの、い

わゆる不安とか、その方が大きかったんじゃないですかね。初めてのことでしたし。あの、

やはり、町長がいなかったということは大きいと思いますね。はい。まあ当時、教育長が

いて、あの、いわゆるまあ、決定権者たる人間だったんですけどもやはりあの、普段から、

いわゆる第三者の報告43にも書いてあるんですけども「留守の時は頼むよ」というふうな、

そういう意識しかなかったですから、おそらく当時の教育長も、まさかこんなことになっ

て避難勧告云々というようなスタンスじゃなかったと思いますね。認識もなかったと思い

ます。教育長もさることながら、いわゆる、自分がトップとなって勧告、指示を出す、と

いうふうな心構えはおそらくなかったと思います。家が流された、水が入ってきたという

情報はもうどんどんどんどん時間と共に入ってきましたので。やはり雨が本当に凄かった

んですよね。ですから、ここで勧告で「どこそこへ避難しよう」と言った場合も、いわゆ

る大金沢の氾濫した部分を越えて行かなければいけない人も出てくるわけなんですよ。そ

うすることは非常に危険だなと、当時私も思いましたね。私も詰めてはいましたので。は

い。私的にはもう、批判はもう真摯に受けざるを得ないですよね。何もできなかったとい

う部分。何らかの、普段から何らかの対応・対策を取っていれば、状況は変わっていたの

かもと思うことはありました。 

 （数年を経てその後の危機意識は）基本的にはやはり「薄れつつある」と思うんですけ

ども。ただここ、台風が 6 つ目の上陸、台風 16 号でね。その都度その都度、台風対策会

議を開いて、いわゆる管理職についてはもう認識を持ってもらうように。それで、8 つの

台風、台風 9 号でしたっけね、その時に避難勧告を出していますので、そういった意味で

はなるべく認識を忘れないように我々のほうをですね、情報発信して。早め早めだぞ、と。

                                                  

43 平成 25 年 10 月 16 日、伊豆大島で大規模な土砂災害が発生して多くの死者・行方不

明者をもたらす被害が生じたことを踏まえ、この災害を公正中立かつ客観的な立場から調

査・分析するために設置された「平成 25 年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会」による

調査報告 
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それと、発令の基準ですね。それを作成して、共有しています。まさにあの、いわゆるこ

の基準を基に、もう我々は動くということを決めていますので、いわゆるこういった事象

が出た段階では、もう順次、勧告を出すとか、避難準備情報を出す、とかいうような形で

もう対応をしていますので。淡々と基準に基づいてですね、基本的に、はい。当時は何も

なかったので。「何を元にどういった対応をするか」というものはなかったので。そう、

当時ですね、私は震災以前に防災担当をずっとやっていたんですけども「台風イコール風

と波」だと。そういう認識です。雨については、大島は、火山灰質の浸透性の良い場所だ

から雨水は浸透する、あるいは海に流れるというような、まあ定説じゃないですけどもや

はりそういう考えはあったと。ですから、まさかあのようにあの三原山の山腹があのよう

に崩れるというのは、想像もできなかったですね。想定のしようがなかったですね。はい。 

 今ですか、台風が来た場合ですか。基本的にはそういう状態になった場合はもう（避難

の勧告を）出します。躊躇しません、もう。そうですね、はい。基本的にはそのような条

件になったときには避難勧告等を出しますし。今の態勢としてはもう明るい段階から、恐

れがある場合には、避難所の開設準備あるいは要支援者への電話連絡、これは事前にして

おりますので、深夜 1時に勧告を出す以前に何も対応は取らないということは、今はもう

ないです。常に事前の準備を取って、最悪の状態を想定して対応をしていますので。対応

の限界ですか、そうですね、やっぱり初めてのことでしたから、なんというか、何もでき

なかったという部分でしょうね。25 年以前は、防災は、部下無しの（防災）係長一人で回

していましたから、協力はしてくれることはしてくれるんですけれども、やはりあの、結

果として何も起きなかった時ですね、結局「どうなってんだ」というようなことを言われ

ることはありましたね』（同上）。 

４ インタビューと並行して実施した市区町村防災担当者に対してのアンケート調査 

（１） 調査の目的と方法 

アンケートは、市区町村防災担当者を対象とし、市区町村防災担当者に求められる対応

に関する問題点と課題に対する意識を調査するために行った。アンケート用紙44は、平成

28 年 6 月に配布（70 部）し、平成 28 年 7 月に回収（26 部（人）37％）した。 

（２）調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

  質問は「市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考える

こと」 

� 防災の担当として研修等は多く受けているが、災害も対応が全て違ってくるので、 

 マニュアルだけでは動けない部分が多い。専門的な職員を置くことは必要と考えてい

る。（熊本県合志市） 

� ある一定の年限で配属が変わるのは行政職員としては必須であることから、現在ま 

 で構築したスキルを保持することは担当部局だけでは補えきれない。情報・知識の共

有を図り、執務スキルの均衡を図りつつ、人事に関してはその基準を落とさないよう

                                                  

44 参考文献の次に添付した。参考資料１ 
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な異動案を構築していただく必要がある。（岩手県大槌町）  

� 災害発生時を想定し、専門的な知識を得て迅速な対応がとれるよう平常時の業務を 

 行っているが、様々なマニュアルがある中で、それどおりにならない不測の事態が起

きた場合の不安がある。（鹿児島県鹿屋市） 

� 問題を感じることはない。確かに異動のサイクルはあるが、県や市で行う図上演習 

 や種々の防災研修、課内での勉強会等、専門性を身に付ける機会は充分にある。さら

には、県が主催する県内各市防災担当者との「顔が見える」交流会にも参加し、素直

な意見の交換や、いざというときに協力し合える信頼関係を構築しているかである。

（広島県呉市） 

� 状況判断の最終決定は首長の判断となるが、防災担当としての情報提供や助言にお 

 いて、経験や知識の面からも限界があるが、責任や権限という面においても曖昧であ

る。（熊本県菊池郡大津町） 

� 多くの自治体の防災担当は、在任期間中に「本番」を迎えること無く異動していく 

 と思います。場数を踏んで対応力を向上させるという手段がとれない以上、研修や訓

練を地道に行っていくしかなく、いかに有効な研修や訓練が企画できるかが、住民の

命に関わっていると思います。（神奈川県横須賀市） 

� 自治体規模にもよると思うが阪神淡路以降に増大している関連業務に比較して配員 

 人員が少ない。専門的な知識を必要とされる業務であるが、人事異動の内示から配置

転換までの短い期間でそれを習得することは不可能である一方、配置転換直後からそ 

れを求められるのはシステム的に問題がある。専門的な知識は研修等で得る必要があ

るが、職員の研修予算を軽視する傾向があり、積極的な研修派遣が出来ないため、相

対的な戦力低下は否めない。また、研修で知識を得ても、各種の学会等では新たな知

見が発表され、既に得ている知識が古いものとなることも多々あり、できれば学会等

への派遣も行いたいところであるが、研修同様、なかなか理解が得られない。自治体

組織において、災害対策業務はすべての部署に求められる業務であるが、平常業務で

はないため、防災部局を経験した職員でないと、各所属で求められている災害対策業

務についての意識は低いものとなっているのが現状である。3－4年の短いサイクルで

異動する職員と、専門的な知見を持つ長期スパンの職員の Hi-Low Mix で防災部局を

構成し、バランスの良い組織とする必要があるが、こちらも理解が得られない。（静

岡県湖西市） 

� 実災害に対する対応と日々行われている業務については、別物と考えられる。職員 

 の配置については他部署が管轄しているため、職員数を決定する際には通常業務の事

務量等に配慮しているため、小規模ではあるが災害が発生すると通常業務が行えない

ほどの事務量が増加する。（神奈川県厚木市） 

� 2、3 年のサイクルで異動するなかで専門的知識、対応を身に付けることは困難であ 

 ると考える。また同様に不測の事態に対して適確な判断をとることも難しく、知識、

対応の面で十分な水準に達することができていないという不安も感じる。防災に関す

る知識、対応を身につける機会はあるが、事務作業等などの業務も処理しなければな
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らないため、時間が確保できない。（熊本県上天草市） 

� 職員に対する教育、訓練をどのように実施し能力の向上を図るのか、また、町民に 

 対する防災啓発はどのようにするのか等、課題はある。（岩手県山田町） 

� 2 年や 3年のサイクルで異動を繰り返す中で、たまたまその配置に就いたに過ぎ 

ず、教育や訓練を受ける機会は与えられているが、いざ不測の事態を前にして、適切

な判断をと言われても無理があるように思う。正直、自分自身の知識の不足にいつも

不安を抱えている。はたして迅速に動けるのかについては確信を持てない。（宮城県

気仙沼市） 

� 災害時に判断を下すには、知識等で補うには限界があり、経験も重要になってくる 

 と考えている。2～3年のサイクルで職員が異動となる現状では、災害時に適切な判断

を下すのは難しいと考えている。（静岡県南伊豆町） 

� 3 年以内の職だけで、毎年来る台風の対応はある程度把握していたが、今回のよう 

 な熊本地震のような大規模な災害は全ての職員が初めての経験のため手探り状態であ

った。（熊本県八代市） 

� 基本的に 2年～3年のサイクルで人事異動があるので、防災担当になり台風の最接 

 近時など不安があります。しかし、担当となったからには、大丈夫だろうと、という

感覚は捨て、常に危機感を持ち、最悪の事態を想定した対応をするよう心がけるよう

にしています。しかし、担当として一番やりにくいのは、首長や副町長の危機感の欠 

如、大丈夫だろう的感覚が強いというのが問題点だと思います。（東京都大島町） 

� 防災担当者として、住民の生命・財産を守らなければならないという責任は重く受 

 け止めている。そのための専門知識を高め住民への啓発を進めていかなければならな

いことから、プレッシャーを感じている。（熊本県山都町） 

� 2 年から 3年で異動を繰り返したまたま防災担当になっただけであるが、Ｊアラー 

 トやＬアラートや安否情報システムやＥｍ-ｎｅｔなど複雑な操作を必要とする多く

のシステムを扱い、また非常に責任が大きなシステムであるため想像以上のプレッシ

ャーを常に感じている。（熊本県玉名市） 

� 防災業務は防災部門の職員のみが行えばよいとの意識を持つ職員はいまだ多い。地 

 方公務員法や市町村条例、事務分掌規則などに防災業務が職員の責務や優先的業務を

明記してはどうかと考える。一部の自治体では、福祉分野や税務分野の人材のキャリ

ア育成を実施しているが、同様に防災分野でのキャリア育成制度も有効であると考え

る。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 防災担当者として十分な知識を備えている訳ではないため、周りの職員へ確認する 

 などして対応することを意識しながら業務に従事している。（宮城県仙台市「事務 

職」） 

� 判断を誤ると、生命に係わるという点では防災業務は重責に感じています。今年で 

 2 年目を迎えていますが、経験不足から判断を躊躇する場面もありますし、苦慮する

ことも多いにあります。防災関連の判断は防災部署の判断案を基に、上層部の判断に

もなりますが、知識とある程度の経験を必要とする業務と思います。（熊本県阿蘇
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市） 

� 防災に関する専門的なノウハウは簡単に引き継げないものであるため、職員の育成 

 に時間を要する。（青森県八戸市） 

� 2 年から長くても 5年程度のサイクルで職員が異動となっている現状で多種多様な 

 災害に対応しており、市民にとって万全な対応を心がけてはいるものの、正直綱渡り

的な対応になっているのではと感じている。（青森県むつ市） 

� 防災担当者として、常に緊張感がある。その分野の専門者として知識の習得等には 

 取り組んでいるが、実際の災害時には対応できるのか不安である。（和歌山県那智勝

浦町） 

� 異動サイクルがある程度決められているので、自衛隊、消防などと違い専門性を求 

 めるのは無理がある。全国の自治体に、現役自衛官が出向という形で来ていただける

と、その問題点を補えるのではないか。（熊本県菊陽町） 

� 防災担当者の職責は実施主体者（知事・市町村長）に対し、最善と思われる考えを 

 進言することにある。決定権者は実施主体者であるため、問題点も課題も存在しな

い。したがって実施主体者の対応能力が問題となってくる。（熊本県益城町） 

� 対策本部が設置されれば、防災担当経験者も構成員となるため問題ないと考える。 

（福島県葛尾村） 

� 概ね 3年サイクルの異動を繰り返す中で、現在の職務を行っているが、いざ不測の 

 事態を前にして、適切な判断をすることは非常に難しいと考える。しかしながら、当

市には、防災担当の職員が複数在籍していることから、一人の判断に委ねられること

はない。ただし、刻一刻と変化する状況の中で、迅速な判断を求められることからす

ると、その場その場で決まったことを信じて、実行に移すより他ないと思われる。私

自身は日々緊張感があり、専門的な知識を得ようと思っているが、日々の日常業務に

追われており、そこまで手が回らないのが実情である。（長野県長野市） 

（３）整理 

3-1 東日本大震災被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-1-1 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考えること  

� 2 年や 3年のサイクルで異動を繰り返す中で、たまたまその配置に就いたに過ぎず、 

 教育や訓練を受ける機会は与えられているが、いざ不測の事態を前にして、適切な判断

をと言われても無理があるように思う。正直、自分自身の知識の不足にいつも不安を抱

えている。はたして迅速に動けるのかについては確信を持てない。 

� 防災担当者として十分な知識を備えている訳ではないため、周りの職員へ確認するな 

 どして対応することを意識しながら業務に従事している。 

� 防災に関する専門的なノウハウは簡単に引き継げないものであるため、職員の育成に 

 時間を要する。 

� 職員に対する教育、訓練をどのように実施し能力の向上を図るのか、また、町民に対 

 する防災啓発はどのようにするのか等、課題はある。 
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3-1-2 取り組みの現状などに関すること 

� 防災業務は防災部門の職員のみが行えばよいとの意識を持つ職員はいまだ多い。地方 

 公務員法や市町村条例、事務分掌規則などに防災業務が職員の責務や優先的業務を明記

してはどうかと考える。一部の自治体では、福祉分野や税務分野の人材のキャリア育成

を実施しているが、同様に防災分野でのキャリア育成制度も有効であると考える。 

� ある一定の年限で配属が変わるのは行政職員としては必須であることから、現在まで 

 構築したスキルを保持することは担当部局だけでは補えきれない。情報・知識の共有を

図り、執務スキルの均衡を図りつつ、人事に関してはその基準を落とさないような異動

案を構築していただく必要がある。 

� 対策本部が設置されれば、防災担当経験者も構成員となるため問題ないと考える。 

3-2 熊本地震被災地の市区町村防災担当者によるもの 

3-2-1 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考えること  

� 防災担当者として、住民の生命・財産を守らなければならないという責任は重く受け 

 止めている。そのための専門知識を高め住民への啓発を進めていかなければならないこ

とから、プレッシャーを感じている。 

� 防災担当者の職責は実施主体者（知事・市町村長）に対し、最善と思われる考えを進 

 言することにある。決定権者は実施主体者であるため、問題点も課題も存在しない。し

たがって実施主体者の対応能力が問題となってくる。 

� 状況判断の最終決定は首長の判断となるが、防災担当としての情報提供や助言におい 

て、経験や知識の面からも限界があるが、責任や権限という面においても曖昧である。 

� 判断を誤ると、生命に係わるという点では防災業務は重責に感じています。今年で２ 

 年目を迎えていますが、経験不足から判断を躊躇する場面もありますし、苦慮すること

も多いにあります。防災関連の判断は防災部署の判断案を基に、上層部の判断にもなり

ますが、知識とある程度の経験を必要とする業務と思います。 

� 2 年から 3年で異動を繰り返したまたま防災担当になっただけであるが、Ｊアラート 

やＬアラートや安否情報システムやＥｍ-ｎｅｔなど複雑な操作を必要とする多くのシ

ステムを扱い、また非常に責任が大きなシステムであるため想像以上のプレッシャーを

常に感じている。 

� 2、3 年のサイクルで異動するなかで専門的知識、対応を身に付けることは困難である 

 と考える。また同様に不測の事態に対して適確な判断をとることも難しく、知識、対応

の面で十分な水準に達することができていないという不安も感じる。 

3-2-2 取り組みの現状などに関すること 

� 異動サイクルがある程度決められているので、自衛隊、消防などと違い専門性を求め 

 るのは無理がある。全国の自治体に、現役自衛官が出向という形で来ていただけると、

その問題点を補えるのではないか。 

� 防災の担当として研修等は多く受けているが、災害も対応が全て違ってくるので、マ 
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 ニュアルだけでは動けない部分が多い。専門的な職員を置くことは必要と考えている。 

� 3 年以内の職だけで、毎年来る台風の対応はある程度把握していたが、今回のような 

熊本地震のような大規模な災害は全ての職員が初めての経験のため手探り状態であった。 

� 防災に関する知識、対応を身につける機会はあるが、事務作業等などの業務も処理し 

 なければならないため、時間が確保できない。 

3-3 その他の大規模震災被災（過去 10 年以内）地の市区町村防災担当者によるもの 

3-3-1 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考えること 

� 基本的に 2年～3年のサイクルで人事異動があるので、防災担当になり台風の最接近 

時など不安があります。しかし、担当となったからには、大丈夫だろうと、という感覚

は捨て、常に危機感を持ち、最悪の事態を想定した対応をするよう心がけるようにして

います。しかし、担当として一番やりにくいのは、首長や副町長の危機感の欠如、大丈

夫だろう的感覚が強いというのが問題点だと思います。 

3-3-2 取り組みの現状などに関すること 

� 防災担当者として、常に緊張感がある。その分野の専門者として知識の習得等には取 

 り組んでいるが、実際の災害時には対応できるのか不安である。 

3-4 南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者によるもの 

3-4-1 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考えること 

� 災害時に判断を下すには、知識等で補うには限界があり、経験も重要になってくると 

 考えている。2～3 年のサイクルで職員が異動となる現状では、災害時に適切な判断を下

すのは難しいと考えている。 

� 多くの自治体の防災担当は、在任期間中に「本番」を迎えること無く異動していくと 

 思います。場数を踏んで対応力を向上させるという手段がとれない以上、研修や訓練を

地道に行っていくしかなく、いかに有効な研修や訓練が企画できるかが、住民の命に関

わっていると思います。 

3-4-2 取り組みの現状などに関すること 

� 自治体規模にもよると思うが阪神淡路以降に増大している関連業務に比較して配員人 

 員が少ない。専門的な知識を必要とされる業務であるが、人事異動の内示から配配転換

までの短い期間でそれを習得することは不可能である一方、配置転換直後からそれを求

められるのはシステム的に問題がある。専門的な知識は研修等で得る必要があるが、職

員の研修予算を軽視する傾向があり、積極的な研修派遣が出来ないため、相対的な戦力

低下は否めない。また、研修で知識を得ても、各種の学会等では新たな知見が発表され、

既に得ている知識が古いものとなることも多々あり、できれば学会等への派遣も行いた

いところであるが、研修同様、なかなか理解が得られない。自治体組織において、災害

対策業務はすべての部署に求められる業務であるが、平常業務ではないため、防災部局

を経験した職員でないと、各所属で求められている災害対策業務についての意識は低い

ものとなっているのが現状である。3－4 年の短いサイクルで異動する職員と、専門的な
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知見を持つ長期スパンの職員の Hi-Low Mix で防災部局を構成し、バランスの良い組織

とする必要があるが、こちらも理解が得られない。 

� 実災害に対する対応と日々行われている業務については、別物と考えられる。職員の 

 配置については他部署が管轄しているため、職員数を決定する際には通常業務の事務量

等に配慮しているため、小規模ではあるが災害が発生すると通常業務が行えないほどの

事務量が増加する。 

3-5 その他 

3-5-1 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に対して考えること   

� 概ね 3年サイクルの異動を繰り返す中で、現在の職務を行っているが、いざ不測の事 

 態を前にして、適切な判断をすることは非常に難しいと考える。私自身は日々緊張感が

あり、専門的な知識を得ようと思っているが、日々の日常業務に追われており、そこま

で手が回らないのが実情である。 

� 災害発生時を想定し、専門的な知識を得て迅速な対応がとれるよう平常時の業務を主 

 なっているが、様々なマニュアルがある中で、それどおりにならない不測の事態が起き

た場合の不安がある。 

3-5-2 取り組みの現状などに関すること 

� 問題を感じることはない。確かに異動のサイクルはあるが、県や市で行う図上演習や 

種々の防災研修、課内での勉強会等、専門性を身に付ける機会は充分にある。さらには、

県が主催する県内各市防災担当者との「顔が見える」交流会にも参加し、素直な意見の

交換や、いざというときに協力し合える信頼関係を構築しているかである。 

� 当市には、防災担当の職員が複数在籍していることから、一人の判断に委ねられるこ 

 とはない。ただし、刻一刻と変化する状況の中で、迅速な判断を求められることからす

ると、その場その場で決まったことを信じて、実行に移すより他ないと思われる。 

５ 章のまとめ 

被災地にあっては住民は疲れ、ストレスはたまり心がすさんでいく。首長以下職員は不

眠不休の状態で震災復旧、復興に奮闘しても、自然災害というやり場のない市民感情もあ

ってか、残念ながら住民にその奮闘する姿は伝わらない。 

首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわけではなく、市区町村の

防災担当者は、首長の指揮調整に関する機能を補佐するとともに、オペレーションに関わ

る様々な業務を効果的に実施するための対応方針を検討することにおいても中心的な役割

を果たすことが求められることになるが、30％の市区町村は、防災の専任者を置くことが

できていない。 

（１） 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題の所在 

人事異動によって全く未経験の部署の責任者に就くことは特段珍しくもない。着任する

とその日から当該分野のプロであるかのごとき振る舞いが求められ、その職に応じた責任

が課せられることになる。 
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ここでは市区町村防災担当者に求められる対応に関して 2 つの問題を議論する。1 つ

は、期待されていることと、出来ることとのギャップである。 

防災部署の長に配置されて 1 カ月。防災に関する教育を受けたこともなく、主に福祉

の分野を歩んできた。家屋を飲み込む土砂を前に、全く未経験であるその者に当該分野

のプロであるかのごとき振る舞い期待することが果たして現実的であるのか。 

溢れ出す水を目の当たりにして迅速かつ的確な対策を行うことができるかどうかは、ひ

とえに経験に依る。自然災害にあって、過去に似たような状況を経験している者は、経験

の無い者よりも、より適切な対応を取ることができると考えてよいが、個人のレベルで、

そのような災害対策の実体験を得る機会は間々あるはずもなく、とりわけ大災害ともなる

と極めて稀である。 

熊本地震被災地の市区町村防災担当者はアンケートに答えて『2、3 年のサイクルで異動

するなかで専門的知識、対応を身に付けることは困難であると考える。また同様に不測の

事態に対して適確な判断をとることも難しく、知識、対応の面で十分な水準に達すること

ができていないという不安も感じる』（本論文、第 4 章 4 項）というように自身の不安を

隠さない。同じく熊本地震被災地の市区町村防災担当者についても『判断を誤ると、生命

に係わるという点では防災業務は重責に感じています。今年で 2 年目を迎えていますが、

経験不足から判断を躊躇する場面もありますし、苦慮することも多いにあります。防災関

連の判断は防災部署の判断案を基に、上層部の判断にもなりますが、知識とある程度の経

験を必要とする業務と思います』（同上）というように判断に当たっての迷いを隠すこと

はしない。さらに同地の、別の市区町村防災担当者についても『概ね 3 年サイクルの異動

を繰り返す中で、現在の職務を行っているが、いざ不測の事態を前にして、適切な判断を

することは非常に難しいと考える。私自身は日々緊張感があり、専門的な知識を得ようと

思っているが、日々の日常業務に追われており、そこまで手が回らないのが実情である』

（同上）というようにもどかしさを滲ませる。 

さらに南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者については、自身の経験か

ら、取り巻く現状を次のように総括し、分析している。『自治体規模にもよると思うが阪

神淡路以降に増大している関連業務に比較して配員人員が少ない。専門的な知識を必要と

される業務であるが、人事異動の内示から配置転換までの短い期間でそれを習得すること

は不可能である一方、配置転換直後からそれを求められるのはシステム的に問題がある。

専門的な知識は研修等で得る必要があるが、職員の研修予算を軽視する傾向があり、積極

的な研修派遣が出来ないため、相対的な戦力低下は否めない。また、研修で知識を得ても、

各種の学会等では新たな知見が発表され、既に得ている知識が古いものとなることも多々

あり、できれば学会等への派遣も行いたいところであるが、研修同様、なかなか理解が得

られない。自治体組織において、災害対策業務はすべての部署に求められる業務であるが、

平常業務ではないため、防災部局を経験した職員でないと、各所属で求められている災害

対策業務についての意識は低いものとなっているのが現状である。3－4 年の短いサイクル
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で異動する職員と、専門的な知見を持つ長期スパンの職員の Hi-Low Mix で防災部局を構

成し、バランスの良い組織とする必要があるが、こちらも理解が得られない』（同上）。 

現場の苦慮は、職員の専門性の確保だけにとどまらない。地方分権による自治体業務量

の増加と人員削減による職員一人当たりの業務量の増加は避けようもなく、人手不足に悩

む。 

市区町村防災担当者に求められる対応に関してここで議論する 2 つの問題のうちのもう

1 つは、マンパワーに関することである。職員数は平常時が基準である。バッファーなど

期待しようもない。被災する職員がいれば、ただでさえ少ない人手はさらに不足し、その

状況で支援物資の取り扱い、避難所の開設や運営、建物の危険度の緊急判定、仮設住宅の

建設など待ったなしの業務を遂行しなければならない。 

総務省がとりまとめた「平成 28 年地方公共団体定員管理調査結果」によるとおり、平

成 28 年 4 月 1 日現在の都道府県の総職員数は 150 万 778 人（54.8％）であり、前年と比

べて微増しているが、一方で市区町村の総職員数は 123 万 6,485 人（45．2％）と、20 年

連続して減少している。そうした中にあって市区町村は現行の体制で対応できるよう努力

しているが、大規模な災害になると被災地の市区町村では、次から次へと初めての、しか

も膨大な量の業務をこなさなくてはならず、これらを処理する人員が不足することになる。 

避難所運営も人手不足の影響を受ける。地域社会では、とみに支え合いの力が弱体化し

ている。それぞれの地域にリーダーが不在になり、避難所に張り付けることのできる職員

が減ってしまい、結局、それぞれの地域や避難場所の孤立は避けられない。 

東日本大震災のように広域にわたる災害にあっては外部応援が不足することから、被災

直後については内部資源による対応が基本となるが、最も急がれる対策に全勢力を投入し

ようとしても人の手が足りず動けないのである。 

南海トラフ巨大地震被害想定地の市区町村防災担当者は『実災害に対する対応と日々行

われている業務については、別物と考えられる。職員の配置については他部署が管轄して

いるため、職員数を決定する際には通常業務の事務量等に配慮しているため、小規模では

あるが災害が発生すると通常業務が行えないほどの事務量が増加する』（同上）というよ

うに見ている。 

（２） 市区町村防災担当者に求められる対応に関する改善に向けての考察と提言 

もとより人材育成の必要性を否定する者はいない。何らかの達成すべき目標を持った組

織にとって、組織の活動に携わる人材の育成は普遍的な課題である。 

研修を受けることで、何らかの効果があるというのは、おおむね合意形成されていると

ころであるが、一方で日々深刻さを増している財政環境や人手不足の中にあって、出した

くとも研修に出せないと、最初から諦めている人材育成担当者は少なくない。 

業務効率の追求など目前の業務への対応に追われ、おのずと喫緊の課題とならない人材

育成は後回しになり、結果として、課題の山の中に埋もれ、先送りになる。 

ましてや、防災にかかわる教育投資は、他の職種に比較し、人材像のイメージを具体化



96 

 

しづらいことから、どんな人材を育てなければならないかが見えにくい、成果を測定する

尺度をみつけにくいなどの理由から、必要性の説明が難しい分野の１つである。 

一般に防災の業務は、仕事内容を習熟するのに時間を要する。それにもかかわらず防災

の専任者であっても、3 年までに、ほぼ 8 割の職員が交代する。災害対応を効率的に行え

るようにするためには、通常の業務の延長線上ではない部分として必要な能力と知識を身

に付ける必要があるが、ようやく分ってきた頃には異動となる。結局有用な知識や知恵は

継承されないままとなり、暗黙知が暗黙のままに留まっていく。ようやくにして得た知識

や知恵の実在のほとんどは暗黙知のままに失われていくことになる。 

ますます複雑、高度化する行政ニーズに適切に応えていくためには限られた人員の下で、

どのような人材育成施策をいつから行い、いつまで行うべきであるのか。 

特定分野の高度の専門職をいかに養成し、確保するのか、階層別、職種別に人材育成の

目標をいかに立てるのか、長期にかつ段階的、体系的に、能力をどのレベルまで高めるこ

とが育成したことになるのか、専門性が必要だとして、その求められるレベルをどのよう

に想定するのかなど、職員のキャリアパターンに関する基本的在り方についての議論が欠

かせないのである。2 年から 3 年周期のジョブ・ローテーションを基本としても、特定の

分野に精通したスペシャリストを計画的に養成するシステムが確立されるべきである。 

被災の現場にあって、素人同然の、専門性に著しく欠ける職員が担当すると、どのよう

な問題か起きるのか。正しく恐れ、備えなければならないはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

第５章 市区町村防災担当者の「不安」と「迷い」の科学 

                       －インタビューなどより－  

 

１ インタビューの概要とまとめ方 

（１） 対象者と実施時期 

インタビューは、市区町村の長 4 名、市区町村防災担当者 10 名、被災地の自治体（被

災当時）に勤務していた者 2 名、災害派遣要請を受けて市区町村対策本部に派遣された自

衛官 2 名、大規模な自然災害の被災の現場にあって活動した消防団員 4 名、大規模な自然

災害の被災の現場にあって活動の経験のない消防団員 3 名の合計 25 名を対象として、平

成 27 年 8 月から平成 28 年 9 月にかけて実施した。時間は概ね 1 時間から 1 時間半程度。

文字に起こす際の正確を期するため録音機器（ＩＣレコーダー）を使用した。 

なお、氏名の表記については、任意とした。 

（２） 質問項目 

2-1 市区町村の長に対する質問項目 

� 市区町村の長であり、市区町村災害対策本部の長となるその立場（以下同じ。）にお 

 いて、これまでの勤務の中で、何やらわからぬ「空気45（又は同調圧力）」に、自らの

意思決定を拘束されていると思わされる場面があったとすれば、それはどういう場面

か？46 

� 振り返り、当時あのようにせざるを得なかったと答えざるを得ない場面があるとすれ 

ば、それはどういう場面であると考えられるか？47 

� 信じるべき相手は誰か。信じるべきと判断した理由は何か？48 

� 信頼できる相手は誰か。信頼できると判断した理由は何か？49 

� 未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは誰か。手助けしてくれる

と判断した理由は何か？50 

                                                  
45 インタビューにあたっては、「空気」の意味するところを、「何者か見えざえる力」

とし、具体的な状況の説明に、山本七平著書『空気の研究』15 頁を参照として「ああいう

決定になったことに非難はあるが、当時の会議の空気では・・・」「議場のあの時の空気

からいって・・・」「あのころの社会全般の空気も知らずに批判されても・・・」「その

場の空気も知らずに偉そうなことを言うな・・・」「その場の空気は私が予想したものと

全く違っていた・・・」というようにイメージした。また「同調圧力」については、一般

的な理解として「集団において、少数意見意見を持つ者に対して、周囲の多くの人と同じ

ように考え行動するよう、暗黙のうちに強制すること」というようにイメージした。 
46 山本七平著（1983）『空気の研究』文芸春秋、22 頁参照 
47 山本七平著（1983）『空気の研究』文芸春秋、19 頁参照 
48 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

28 頁参照 
49 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

28 頁参照 
50 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、
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� 他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めているか。それともすべてを自分ひとり 

 でこなしているか？51 

� 貴殿の選択に影響を及ぼしているのは誰か、あるいは何が貴殿に影響を及ぼしている 

 かに気付いているか？52 

� 意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることはあるか？53 

� 専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあるか。 

 彼らの見解やアイデアを疑いもなく受け入れる傾向はないか？54 

� 貴殿を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特に職場の人間関係のパワーバランスな 

 どの属人な要素が、貴殿の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考えて

みることはあるか？ 

� 自身の「不安」や「迷い」を認識しているか。認識しているのなら、その認識は漠然 

 としたものか、あるいは具体的なものであるのか？ 

� 部下であるフォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは何か？ 

� 危急の場面にあって、自分の決断が正しいと確信をもって言えるか。言えないとする 

 ならそれはどういう理由によるものなのか？ 

� 避難の勧告・指示の発令にあって、何を「不安」に思い、何に「迷う」のか？ 

� いかなるものにも優先して守るものがあるとするならそれは何か？また、何を懼れる 

 のか？ 

� 災害対策基本法により市区町村は、防災対策の第一次的責務を負う。ゆえに住民の生 

命、身体、財産を保護する責務を持つ市区町村の首長に与えられた責務、権限は広範囲

に及んでいる。御市（区町村）の実情を踏まえ、防災に関する法制度の問題をどのよう

（具体的に）に捉えているか？ 

2-2 市区町村防災担当者に対する質問項目 

� 市区町村防災担当者であるその立場（以下同じ。）において、これまでの勤務の中で、 

 何やらわからぬ「空気（同調圧力）」に、自らの意思決定を拘束されていると思わされ

る場面があったとすれば、それはどういう場面か？55 

� 振り返り、当時あのようにせざるを得なかったと答えざるを得ない場面があるとすれ 

                                                                                                                                                  

28 頁参照 
51 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

35 頁参照 
52 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

35 頁参照 
53 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

36 頁参照 
54 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

36 頁参照 
55 山本七平著（1983）『空気の研究』文芸春秋、14 頁参照 
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ばそれはどういう場面であると考えられるか？56 

� 「水を差す」自由は与えられているか。また、水を差さなければならない場面がある 

 とすれば、それはどういう場面であると考えられるか？57  

� 信じるべき相手は誰か。信じるべきと判断した理由は何か？58 

� 信頼できる相手は誰か。信頼できると判断した理由は何か？59 

� 未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは誰か。手助けしてくれる 

 と判断した理由は 何か？60  

� 他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めているか。それともすべてを自分ひとり 

 でこなしているか？61 

� 貴殿の選択に影響を及ぼしているのは誰か、あるいは何かに気づいているか？62 

� 意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることはあるか？63 

� 専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあるか。 

 彼らの見解やアイデアを疑いもなく受け入れる傾向はないか？64 

� 貴殿を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特に職場の人間関係のパワーバランスな 

 どの属人的な要素が、貴殿の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考え

てみることはあるか？ 

� 自身の「不安」や「迷い」を認識しているか。認識しているのなら、その認識は漠然 

 としたものか、あるいは具体的なものであるのか？ 

� 適切なフォロアーシップ65を果たす上において欠くべからずことは何か？ 

� 危急の場面にあって、あるべきリーダーシップの姿はどのようなものであると考えて 

 いるか？ 

                                                  
56 山本七平著（1983）『空気の研究』文芸春秋、19 頁参照 
57 山本七平著（1983）『空気の研究』文芸春秋、91、170 頁参照 
58 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

28 頁参照 
59 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

28 頁参照 
60 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

28 頁参照 
61 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

35 頁参照 
62 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

35 頁参照 
63 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

36 頁参照 
64 ノリーナ・ハーツ著、中西真雄美訳（2014）『情報を捨てるセンス選ぶ技術』講談社、

36 頁参照 
65 インタビューにあたっては、「フォロアーシップ」の意味するところを、一般的な理解

として「上司のリーダーシップを補完する概念として、部下が自主的な判断や行動により

上司を支え、組織における成果の最大化を図ること。」としてイメージした。 
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� 危急の場面にあって、自分の決断が正しいと確信をもって言えるか。言えないとする 

 ならそれはどういう理由によるものなのか？ 

� 避難の勧告・指示の発令にあって、何を「不安」に思い、何に「迷う」のか？ 

� 周囲は、防災担当者である貴殿の立場を理解しようとしているか？ 

� 防災担当の職は専任か。また自身は、自身のことを防災担当者として適材であると思 

 うか？ 

� 選択を左右する最も大きなものは何か？また意思決定にあって、誰が正しいか、何が 

 受け入れやすいかという観点からスタートしていないか？ 

� いかなるものにも優先して守るものがあるとするならそれは何か？また、何を懼れる 

 のか？ 

� 災害対策基本法により市区町村は、防災対策の第一次的責務を負う。ゆえに住民の生 

命身体、財産を保護する責務を持つ市区町村の首長に与えられた責務、権限は広範囲に

及んでいる。御市（区町村）の実情を踏まえ、防災に関する法制度の問題をどのよう

（具体的に）に捉えているか？ 

2-3 被災地の自治体（被災当時）に勤務していた者に対する質問項目（東日本大震災

（ア）～（テ）。東京都大島町（ト）～（ハ）） 

� 市区町村（被災当時）の部門長であったその立場（以下同じ。）において、被災当時 

(以下同じ。）、何やらわからぬ「空気（同調圧力）」に、自らの意思決定を拘束され

ていると思わされる場面があったとすれば、それはどういう場面か？（ア） 

� 振り返り、あのようにせざるを得なかったと答えざるを得ない場面があったとすれば、 

 それはどういう場面であったと考えられるか？（イ） 

� 「水を差す」自由は与えられていたか。また、水を差さなければならない場面がある 

 とすれば、それはどういう場面であったと考えられるか？（ウ） 

� 信じるべき相手は誰であったか。信じるべきと判断した理由は何か？（エ） 

� 信頼できる相手は誰であったか。信頼できると判断した理由は何か？（オ） 

� 未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれたのは誰か。手助けしてくれた 

 と判断した理由は何か？（カ） 

� 他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めていたか。それともすべてを自分ひとり 

 でこなしていたか？（キー） 

� 貴殿の選択に影響を及ぼしていたのは誰か、あるいは何が貴殿に影響を及ぼしていた 

 かに気付いていたか？ （ク） 

� 意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることはあるか？（ケ） 

� 専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあったか。 

 彼らの見解やアイデアを疑いもなく受け入れる傾向はなかったか？（コ） 

� 貴殿を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特に職場の人間関係のパワーバランスな 

 どの属人的な要素が、貴殿の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考え
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てみたことはあるか？（サ） 

� 自身の「不安」や「迷い」を認識していたか。認識していたのなら、その認識は漠然 

 としたものか、あるいは具体的なものであったか？（シ） 

� 適切なフォロアーシップを果たす上において欠くべからずことは何か？（ス） 

� 危急の場面にあって、あるべきリーダーシップの姿はどのようなものであると考えて 

 いたか？（セ） 

� 危急の場面にあって、自分の決断が正しいと確信をもって言えたか。言えなかったと 

 するならそれはどういう理由によるものなのか？（ソ） 

� 避難の勧告・指示の発令にあって、何を「不安」に思い、何に「迷った」か？（タ） 

� 選択を左右した最も大きなものは何か？ （チ） 

� いかなるものにも優先して守るものがあるとしたならそれは何か？また、何を恐れて 

 いたか？（ツ） 

� 災害対策基本法により市区町村は、防災対策の第一次的責務を負う。ゆえに住民の生 

命、身体、財産を保護する責務を持つ市区町村の首長に与えられた責務、権限は広範囲

に及んでいる。 御市（区町村）の実情を踏まえ、防災に関する法制度の問題をどのよ

う（具体的に）に捉えているか？（テ） 

� 市区町村（被災当時）の職員であったその立場（以下同じ。）において、市区町村災 

 害対策本部ほか庁内にあって、市区町村の長の「不安」や「迷い」の言葉を耳にしたこ

とはないか。あればそれはどういう内容であったか？（ト） 

� 市区町村災害対策本部ほか庁内にあって、市区町村防災担当者の「不安」や「迷い」 

 の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？（ナ） 

� 市区町村災害対策本部ほか庁内にあって、市区町村の長や市区町村防災担当者以外の 

 スタッフの「不安」や「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう

内容であったか？（二） 

� 市区町村災害対策本部ほか庁内にあって、市区町村の長や、その他各級のリーダーは 

 市区町村防災担当者に対し、的確に指示、命令を与えていたか？（ヌ） 

� 市区町村災害対策本部ほか庁内にあって、組織の特質や文化のほか、特に職場の人間 

 関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、強く市区町村の長や防災担当者の意思決

定に影響していると思われた場面はなかったか？（ネ） 

� 市区町村災害対策本部ほか庁内にあって、関係者同士の間のコミュニケーションの不 

 足を感じたことは無かったか。あればそれはどういう場面であったか？（ノ） 

� その他印象に残っていること。（ハ） 

2-4 災害派遣要請を受けて市区町村災害対策本部に派遣された自衛官に対する質問事項 

� 市区町村災害対策本部に最初に足を踏み入れた時の印象は、どのようなものであった 

か？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長の「不安」や「迷い」の言葉を耳にし 
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 たことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、市区町村防災担当者の「不安」や「迷い」の言葉を 

 耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長や市区町村防災担当者以外のスタッフ 

 の「不安」や「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であ

ったか？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長や、その他各級のリーダーは、市区町 

 村防災担当者に対し的確に指示、命令を与えていたか？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、組織の特質や文化のほか、特に職場の人間関係のパ 

 ワーバランスなどの属人的な要素が、強く市区町村の長や防災担当者の意思決定に影響

していると思われた場面はなかったか？ 

� 市区町村災害対策本部にあって、関係者同士の間のコミュニケーションの不足を感じ 

 たことはなかったか。あればそれはどういう場面であったか？ 

2-5 大規模な自然災害の被災の現場にあって活動した消防団員に対する質問事項 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長の「不安」や「迷い」 

 の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、市区町村防災担当者の「不安」や 

「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長や市区町村防災担当 

 者以外のスタッフの「不安」や「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれは

どういう内容であったか？ 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、市区町村の長や、その他各級のリ 

 ーダーは、市区町村防災担当者に対し的確に指示、命令を与えていたか？ 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、組織の特質や文化のほか、特に職 

 場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、強く市区町村の長や防災担当者

の意思決定に影響していると思われた場面はなかったか？ 

� 被災地の現場又は市区町村災害対策本部にあって、関係者同士の間のコミュニケーシ 

 ョンの不足を感じたことはなかったか。あればそれはどういう場面であったか？また、

普段はどうか？ 

� 消防団員であるその立場において、いかなるものにも優先して守るものがあるとする 

 ならそれは何か？また、何を恐れるのか？何に迷い何を不安に思うのか？ 

2-6 大規模な自然災害の被災の現場にあって活動の経験のない消防団員に対する質問事

項 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、市区町村の長の「不安」や「迷 

い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、市区町村防災担当者の「不安」 
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 や「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれはどういう内容であったか？ 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、市区町村の長や市区町村防災担 

 当者以外のスタッフの「不安」や「迷い」の言葉を耳にしたことはないか。あればそれ

はどういう内容であったか？ 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、市区町村の長や、その他各級の 

 リーダーは、市区町村防災担当者に対し的確に指示、命令を与えていたか？ 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、組織の特質や文化のほか、特に 

 職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、強く市区町村の長や防災担当

者の意思決定に影響していると思われた場面はなかったか？ 

� 市区町村、関係機関などとの調整の場などにあって、関係者同士の間のコミュニケー 

 ションの不足を感じたことはなかったか。あればそれはどういう場面であったか？また、

普段はどうか？ 

� 消防団員であるその立場において、いかなるものにも優先して守るものがあるとする 

 ならそれは何か？。また、何を恐れるのか？何に迷い何を不安に思うのか？ 

（３） まとめ方 

まとめ方の全体の流れは次による。インタビューは、市区町村の長、市区町村の防災担

当者、被災当時の関係者、災害派遣要請を受けて市区町村災害対策本部に派遣された自衛

官、大規模な自然災害の被災の現場にあって活動した消防団員、大規模な自然災害の被災

の現場にあって活動の経験のない消防団員の 6者を対象として行った。 

市区町村の長及び市区町村の防災担当者ついては、「不安」や「迷い」の実在を知るた

めに、それぞれの捉え方を観察する。被災当時の関係者、災害派遣要請を受けて市区町村

災害対策本部に派遣された自衛官、被災地の現場にあって活動した消防団員、被災の現場

にあって活動の経験のない消防団員からは、市区町村災害対策本部や被災地の現場その他

で見聞きした市区町村の長、市区町村の防災担当者の「不安」や「迷い」の実際のほか、

市区町村の長、市区町村の防災担当者にあって情勢判断や意思決定など認識プロセスの過

程にあって起きていたことを引き出して観察した。 

２ インタビュー 

（１） 市区町村の長及び市区町村防災担当者等 

1-1 市区町村の長 

1-1-1 海岸に接する地の市区町村の長 

【岩手県陸前高田市 市長 戸羽太氏】（昭和 40 年（1965 年）神奈川県足柄上郡松田

町生まれ。東京都立町田高校卒業。95 年 4 月から陸前高田市議を 3 期 12 年務める。同市

助役（副市長）を経て平成 23 年 2 月、同市長に就任。市長就任直後の 3 月 11 日、東日本

大震災による津波で妻が行方不明となったが子供 2 人を親類宅に預けて職務を遂行。平成

27 年 2 月に再選され現在 2期目（27.10.1 現在）66） 

                                                  
66 岩手県陸前高田市 HP から引用 
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『基本的に組織の中で言えば、私の場合はどうしても私の意思を皆さんにお話する時が

多いので、なにやらわからぬ空気に包まれたっていうのはどういう場面なのかなという気

はしているんですけどね。同調圧力ですか、そうですね、組織の中で言えば、対市民であ

ればいろいろな意見があるのでそこは不本意ながらというところもあります。 

いろんな事を決定していく段になってですね、やっぱり私の思いと市民の考え方が一致

しないというところももちろんありますので、そういう時に場合によってはゴリ押しをし

ます。例えば一本松を残すのか残さないのか67みたいな話であれば、みんなはそんなとこ

ろに無駄な金かけんなって言いますけど、私は「いや、これは投資だ」と。「津波に耐え

た木は見る人に、陸前高田氏はいつか元通りになるという期待を与える」と。「3 年後、5

年後見ていて下さい」と。絶対みんなが理解できますという自信もあったし、現実そうな

りましたから。そういう場合以外で言えば、なんかこう私のイメージとはちょっと違うの

だけど、ここはゴリ押しできないよなという場面についてはね、やっぱりそういう空気感

が漂っているし、そういう時はありますけど、ただ組織という中では、みんな被災者なの

で、逆に言えばうちの場合は庁舎までやられて、みんな被災をした人間の集まりなので、

そこらあたりの意思統一というのは非常にやり易いと言えばやり易いですね。ただ議会と

かとなってくると別組織になってくるので、そこはやっぱりありますよね、いろいろなこ

とはね。例えば今復興していくのだからお互い私も含めて一つにならなきゃいけない。だ

から自分の意見は少しお互い押し殺そうねという暗黙の了解がある中で、なんか元気よく

全然わけわかんないことを叫んでいる方とかを見るとね、ありますけどね。ただそれで自

分の意思があるとか。ここに書いているように拘束されてしまうとかっていうことは、ち

ょっとあまり無いような気がしますけどね。 

そうですね、空気に支配拘束されることですね、そういった場面っていうのは私の中で

は想定もしていませんし、今までの経験上もないというように思います。空気に流される

タイプではないですね。私はこういう場面の要するに被災したような緊急の場面であれば、

判断というよりは決断とかあるいは自分のインスピレーションですとか、そういうものが

大事だというように思っています。例えばマニュアルにこう書いてある、これはこれで尊

重しますけど、でもマニュアル通りにやることがベストなのかどうかということは、やっ

ぱり自分のインスピレーションで感じるものがあれば、できるだけインスピレーションの

ほうで動くタイプです。もちろんマニュアルをまるっきり無視するということではありま

せんが、できるだけ尊重しつつもその通りというわけにはいかないよなと、いう判断が自

分の中であればそっちを選びます。 

振り返って当時はあのようにせざるを得ないということがあるとすれば、そうですね、

                                                  
67 震災後、この木を保護する活動が続けられたが、根が腐り枯死と判断された。後に、

震災からの復興を象徴するモニュメントとして残すことになり、幹を防腐処理し心棒を入

れて補強したり枝葉を複製したものに付け替えたりするなどの保存作業を経て、元の場所

に再び立てられた。寄付金で賄うにしろその費用１億 5 千万円を復興費用として他に活用

してもらいたいなど、保存の是非にを巡っては賛否両論が巻き起こった。 
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やっぱり職員の避難についてですよね。元々、本にも書いてもありますけど、元々の予測、

県が出しているシミュレーションとかっていうのがあって、そんなに大きな津波が入って

こないだろうという想定の中で、我々みんな動いていていました。50 センチくらい市役所

のところにくる、津波が来るだろうという想定で動いていましたので、職員にも引き続き

仕事をしてもらう。仕事っていうのはその避難所、声を掛けたりですね、おじいちゃんお

ばあちゃんを誘導してもらったり、様々こうやってもらっていたわけです。結果としてた

くさんの職員が犠牲になってしまって、そのことについての反省っていうのは大きいわけ

ですし、今思えば例えば女性の職員だけでも、女性もまず逃げなさいとかね、そういう判

断が今なら多分するのだと思いますが、当時の私が持っていた情報と、それからみんなが

公務員であるというような、先入観というかそういったものもあってですね。差し当たっ

てみんな仕事をしてもらうと。いざとなったら建物に逃げ込めば大丈夫だという判断を私

なりにしてしまったと。でも結果としてはたくさんの方々が犠牲になられてしまったとい

うことで。これは本当に後悔しても後悔してもしきれないのですけど、ただ、当時の私の

状況とすればそうせざるを得なかった、要するに逃げなさいということを言ってあげられ

なかったなというように思っています。 

信じるべき相手ですか、信じるべき相手って誰なのでしょう。私は、幹部職員はみんな

信用しています。部長級の人あるいは、先程インタビューしていただいた〇〇（被災時の

幹部職員）さんについては、もう何度も相談していますし。やっぱり私も何て言うのでし

ょう、石橋を叩くわけではないですけど、あんまりトップダウンとかワンマンショーをや

る気はないので、何か発言するにせよ、あるいは何かを決めるにせよ、幹部のみなさんの

意向をまず聞いてからやっていますので、そういう意味では幹部、〇〇さんを始めとした

幹部の方々については信用しています。○○理事については元々役所の職員であって、前

の市長とは近い関係にありました。実は、その前の市長と私は、あまりいい関係になかっ

たものですから、彼（○○理事）から、被災をしてから、初めて酒飲んだ時に、「いや、

これがなかったら市長と仲良くなんかできませんでしたよ」っていうふうに言われました

けど、ただこんな震災にあって、二人共どうしようもない状況になって、そういうところ

をくぐってきたので、まともな思いというか、本音でやってきたので、そういう意味では

ほんとに信頼のおける方だなというように思います。当時は、給食センターでも寝食を共

にしました。そういう経験をすると、お互いに本音のところがわかりますし。過去は過去

としていろいろあるのかもしれないですけど、お互いの誤解の部分解けるところもありま

す。 

基本的に、復興現場を抱えている部署なんかはものすごく忙しいわけですね。私は、で

すから例えばそういうところに顔を出したり、あるいはその飲み会に参加をさせていただ

いたりしながら、労うわけでもなんでもないですけど、みんなと同じ目線をみんなと仲間

意識を持って仕事をするっていうことがすごく大事だなと思っていまして、あんまり市長

面して敬礼しろよみたいな話じゃなくてですね、いやいや同じだよっていうところでやっ
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ています。年齢的にも私よりも上の人が部長さんたちで、私より若い幹部っていうのは一

人か二人くらいしか課長さんでもいないので、ですからほかの方々、若手も含めて極力み

んなと一緒に何かやるというようにしていますけどね。 

信じるべき相手と信頼できる相手は、イコールでもありますよね。ただやっぱり立場的

に私は市長という立場ですので、その何かに対して菊池さんに責任を共有してくれとかそ

ういう話にはならないので、そういう意味では少し違うのかもしれないですね。最後の責

任を取るのは私なので、そこはちょっと違うような気もします。ただそうなると信頼でき

る相手はいないとなる訳ですが、それは信頼できる人がいなということではありません。

本当に自分が、本当の意味で頼られたり、本当の意味で決断しなきゃいけない時のほんと

のブレーンというか、そういうものではないような気がしますけどね。我々の立場という

のも本当に孤独だと思いますよね。矢面に立たせられるのはもちろん当然政治家でありま

すし。どんな途中に過程があっても、議会がこうしたんだよなって言ったとしても、最後

はあんたが決めたんだろということですから、そういう意味ではこの街が今復興途上です

けど、最終的にどんな形になろうが、それは良くも悪くもいいと言えばみんなのおかげだ

ろうし、悪い時はあいつのせいだってことでしょうし、それは当然だと思いますしね。そ

ういう意味では我々の立場っていうのは孤独だしストレスの塊だよなっていうふうに思い

ますけどもね。 

自然災害にあって、未来に何が待ち構えているかの判断を助けてくれるのは、それはや

っぱり役所の中で言えば、防災対策室ですよね。彼らが常時情報をとって、常にそういう

時に私に報告をあげてくれて。あそこに○○○○○○さんとかもされたんですかね。○○

○さんの下に○○○○さんという職員がいるんですけど、彼はもうそこの専門で入ってい

る職員、防災の専門で入っている職員なので、いろいろやっぱり詳しくてですね。だから

彼の判断っていうのがある意味憮然な形の判断になるというようなところもあるので。私

自身は彼の判断を尊重しているし、その中で出来るだけに早目に対処して欲しいというと

ころは常に伝えているので、それにのっとって彼が判断してくれているというように思っ

ていますので、大雨が降ったということを想定すれば、その現場で働いている方ですよね。 

他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めている（た）のか、それともすべてを自分

ひとりでこなしてい（た）るのかということですが、基本的にはこれまでの復興の中で言

えば、人からアイデアをもらっています。ただそれは（陸前高田）市民というよりは外の

人ですよね。例えば陸前高田市みたいに田舎の人たちっていうのは、ここで生まれてここ

で育っているので、ここのことはよく知っているんですけど、新しいアイデアとか一歩踏

み出した何かっていうのは、あまり発想の中に持っておられない。逆に震災後に知り合っ

たいろんな無縁の方から陸前高田市の可能性だとか第三者的に見た良さ悪さも含めて、そ

ういったところからアドバイスを頂きながらまちづくりをやっています。だから例えば、

これ（ポスターを指して）川崎フロントアーレですが、こういう外の力を使いながら、例

えば名古屋市さんと兄弟都市になったりとかしながら、名古屋市さんからも教わっていま
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す。外の力を何手でいうのでしょう、みんなのモチベーションを高めるひとつの材料にし

たりということにある程度重さを置いています。というのはみんなのモチベーションが時

間と共にどんどんどんどん下がるじゃないですか、住民のみなさんが。まだ復興やってい

るよ、まだ仮設から出られないよっていうと、頑張れ頑張れも効かなくなってくるので、

そういう意味では外のアドバイスとか力っていうのはすごく大事だと思っていますので、

そこは大事にしていると思います。ただここの設問でいくと、こなすって意味はね、さき

ほど言ったようにある意味市内の課題が出たっていう時には町内の人たちには問いかけは

しますけど、幹部の人にもしますけど、でも私は一人でというか、最終的には私の意志で

決めるということが多いんですね。例えば震災以降残すか残さないかとかいうようなこと

もよその街では結構未だに問題引きずっていますけど、もう私が勝手に当時犠牲者がでた

建物は全部壊しますということを宣言させていただいて。これももう私の一存で決めちゃ

ったことなので、両極端だと。場面によってですよね。大きなトピックっていうか、「わ

ぁっ」と決断しなきゃまずいなって時はけっこう一人でやっちゃうかもしれないですね。

ただまちづくりみたいな緊急性が少し、時間がかけてもいいものについてはいろんなアイ

デアを頂いたりしますけど。これもう今日明日中に決めなきゃまずいっていうことになっ

たら、参考意見を聞かないわけではないですけど、でもやっぱり自分の中で決めちゃうこ

とが多いような気がします。 

待ったなしの状況で、その場で即決していかないといけないことは、基本的には私が決

めるということがありましたが、ただ人命に関わることですとかそういった場面がいっぱ

いあるじゃないですか、1 つにはやっぱり〇〇〇さん（派遣された陸上自衛官）ですよね、

現場の首長に判断を委ねるということが、正直言って日本の、後からちょっと出てきます

が、システムとして緊急時に首長が先頭切ってやりなさいということになっていますけど、

じゃあ我々がそんな訓練を受けてきたわけでもないですし、何の知識もないわけですよ。

一般人と同じ感覚しかない。ただ一応リーダーだという自覚だけがあるだけなので。本来

であれば、自衛隊のように訓練された方、勉強されている方がね、同等とは言わないです

けど、組織がもし市長の方が上じゃなきゃいけないっていうのはそうですけど。 

本来というか我々がやっていたのは影武者として○○○さん（派遣された陸上自衛官）

がいろいろ決めてくださって私が決めたような、あるいは私が指示をしたような形にして

いたということですから。そこをもっと明確にしないと無理だと思いますよ。でもメディ

アが誰の責任だってすぐやりたがるっていうのも当然わかっていますからね。だから 3.11

の時は私が決められることは私が即決していましたけど、人命に関わるとか、私の判断と

か知識ではとても及ばないというものについては、特に○○○さん（派遣された陸上自衛

官）にお願いして、相談をして、それを元に私が判断をしたことにしていました。そんな

こと言えないですよ。 

選択に影響を及ぼしているのは、もちろん場面によっても違うんですけど、例えばまち

づくり、復興っていうことを考えたときには一番意識するのは自分の妻であったり、私の
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知っている人の中でたくさんの方が亡くなっているのでやっぱりその人たちですよね。そ

の人たちからの思いはすごく意識します。例えば、私の仲間で私より全然年下でしたけど、

私の次男坊とそこの娘が同級生でね。私の友達とその奥様が亡くなってしまって、その

「いつかちゃん」っていう女の子だけが孤児という状態で残った。そうするとその仲間だ

った人たちの思い、どんな思いで亡くなっていったのかなと。今、あの世で娘のことすご

く心配しているだろうなということも考えるわけです。私も女房が亡くなっているので、

女房は女房で子供達のことが心配だろうし、ほんとはもう 1 回会いたかっただろうってこ

とを思ったときに、やっぱりこの復興というものに対してね、もちろん頑張らないといけ

ないっていうことも大前提ですけど、じゃあどういう街を作ろうかっていうことにも全部

そこが影響してくると思うんですよ。だからそこはやっぱり私の中では一番大きいですよ。

だから今いる誰々さんというよりは、亡くなられた人たちの悔しい思いみたいなところを

どうしたら少しでも軽くできるかな、あるいは私の責任というものも含めてね。どうした

らみんなが許してくれるかなとか、どこまでやったら許してくれるのかなというようなも

のが、いろんな場面で出てきます。だから 1 本松を残すっていうのだって、陸前高田市が

忘れられてしまったら復興がうまくいかない。 

お金を投じることに、確かに批判がある、お金かけ過ぎたって怒られるけれど、でもこ

れはこれをやらないと陸前高田市が復興できない、そしたら亡くなった方々に申し訳が立

たないという一つの私の中でのロジックがあってですね。だからすごくそこは大きい訳で

す。 

私はもう 1 回市長をやりたいとか全然思わないです。ただ今回の選挙 2 月に選挙あった

んですが、その時も有権者に申し上げましたけども、今回だけはやらせてくれと、なぜな

らば俺は 8 年間の計画を立てましたと。市長になってすぐ被災して、4 年やらせていただ

いて 2 期目をやらせていただくと丸 8 年。私が立てた復興計画が 8 年。ここをきちんとや

らない限り私は責任を果たせないわけですから、後半の 4 年間、俺が立てた復興計画だけ

俺にやらせてくださいと。だから正直次の選挙に出る気もないですし、わかんないですけ

ど、今のところそんなの思っていないですし。だから自分が政治家だとか、これをやった

ら逮捕される、例えば緊急時に法律がどうだこうだって怒られるけど、そういうことは一

切考えないですね。とにかく私が判断したことが、誰かにとってこれで助かったとか、こ

れで元気になったということであれば私はいいというふう考えてしまうので。選挙ないか

らバロメーターにしようとかっていう感覚は私にはないですね。 

（何かを意思決定する時に、何が正しいかというのと、もう一つは誰に受け入れやすい

かということがあると思うが）そうですね、確かに耳障りがいいことですとか、多数の人

たちにとっていいことっていうのは大事だと思うんですよ、この民主主義の中では。だけ

どほんとに困っている人を助けてあげなきゃ政治っていうのは本来成り立たないと思って

います。ほっといたって生活できる人が 8 割例えばいてね、2 割は何かないと無理だよっ

て人。2 割を切るのではなくて、私は 2 割に手を差し伸べるのが、本来の一番初めの政治
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の仕組みの原点だったんだというふうに思っています。 

受け入れやすいというのは大事だと思っていますけど、そうですね私はどっちかって言

えば、少数であってもそれをやってあげないとどうにもならない人のとこに行ってしまう

ほうだと思いますよね。また、そういう意思決定の基礎となる情報をどういうふう見極め

ているのかということを考えているか、ということについては、情報は当然とりますし、

その情報に基づいた問題になっている事項の 1 年後、3 年後、10 年後みたいなことももち

ろん考えて、判断をしていくという風にはこう思っていますけどね。ただ今情報っていう

のはすごくいろんなところからいろんな情報が入ってくるので、その情報をどう見極める

かっていうのが地方行政の弱みだと思っているんです。それは私一人で判断してもそれが

正しいかどうかも判断できる人も周りにいないですし、例えば被災してから陸前高田に来

たいんですなんて言われても、その人が言っていることが本当なのか、そのやっている事

業がまともな会社なのかということ。あるいは業種が将来性があるのかということ。そう

いったことを我々田舎の役所では判断できないじゃないですか、なかなか。だからゴール

ドマンサックスの人に言って、ちょっと一人派遣してよって、こういう話が来たんだけど

さ、とかいっていちいちいちいちやらないと駄目なんですけど。だからこういう以前の問

題だと思いますよ、地方行政なんていうのは。 

国がやっているから、東大の先生が言っているから正しいんじゃないくらいのレベルで

すよね。どっちかって言っちゃうと。だからこそこの被災も専門家が研究をして宮城県沖

地震っていうのを研究されてですね。そのデータをコンピューターに入れた結果がシミュ

レーションとして出てきて、市役所に 50 センチしか来ないぞと、だから山まで逃げなく

たっていいんだと。情報を鵜呑みにして、我々判断して大失敗しているわけだから、そう

いう意味ではスタイルとすれば情報をちゃんと取って判断するっていうことがほとんどで

すけど、じゃあそれが正しいかっていうところまで我々は言えなくなっちゃいましたね、

この震災があって。見極める力って基本ない。正直に言えばないです。だから先程から言

っているインスピレーションってものを大事にしなきゃいけないと思っています。だって

何かが流行っているからうちの街でもやろうよなんて言ったら遅いわけじゃないですか、

実際は。どこどこで、東京でこんなの流行っているらしいよなんて言ってそれをここに持

ってきた時には、もう東京は違うのが流行っているわけですから。だからやっぱり何て言

うんでしょう、ほんとに難しいなと思いますよ、全てのことにおいて。この防災のことも

その現場を抱えてしまったという気持ちも。だからほんとにインスピレーションと臨機応

変ということが基本だなというふうに私自身は今思っていますけどね。我々のように瞬

間々の命を守れとかいうだけであればそれは臨機応変ということでね、その状況をみて判

断をするということでいいんでしょうけど。みなさん（自衛隊）のようなそれぞれがバラ

バラに動くって話にもならないですから。 

申し上げたように、私は臨機応変ということが基本であると考えていますが、危急な場

面になれば、むしろルールに縛られてしまう部分はあるのかもしれません。うちなんかで
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言うとですね、防災の方から聞いているかもしれないんですけど、震度 4 以上の地震が来

たら、対策室を立ち上げて会議を開くというルールになっているわけです。だから 3.11

の時も会議を開くってなったわけです。だから私は「いやいや（今はそれどころじゃなく

て）会議なんか開いている場合じゃねえよ」って言ったんですけど、でも当時の総務部長

さんから「いや開かなくてもいいけど会議をやるという風にマニュアルに書いてあります。

その通りに動かなくて何か結果が悪い方に出てしまった時に市長が大変な立場になります

よ」というニュアンスのことを言われたわけです。だけど私はそういう性格じゃないので、

いやそれでいいですと。とにかくそれどころじゃないからっていうことでしましたけど。

だから総務部長はマスコミとか世論というものをすごく意識されたんだと思うんですよね。

なんでお前書いてあったことルールで決まってんのにやらなかったんだよ、そのためにこ

うなっちゃったんじゃないかよってなった時に大変なことになりますよという心配をされ

たんだと思いますけど。 

ただ私はこういう田舎のちっちゃい自治体などにおいては、ひとつそれを作っておくこ

とは大事だし、知識としてインプットしておくことは大事ですけど、その通りに教科書通

りに動いたって、相手が自然であったり、あるいはみなさんのように違う思想を持った国

の方であったりすれば、やっぱり通じないところってあるじゃないですか。こっちでコン

トロールできないところばっかりだと思うので、私たちのところはとりあえず命からがら

逃げればなるよという世界だから。 

いろんな専門家が確かに来ています。大学もいくつもの大学の教授の方々もいっぱい来

ていますし。ただお話をさせていただく中で、自分のフィーリングに合わない、あるいは

何を言ってんだこの人はという人たちについてはもちろん疑いもなく、疑いだらけになる

んですけど。ただ話をしていて説得力もあるし、我々が思っているまちづくりのコンセプ

トに合っているとか、そういう方についてはやはり私も出来るだけきちんとしたつながり

を持ちながら、継続的なつながりを持ちながらお付き合いをさせていただいているんです

ね。でもそれは我々みたいに知恵のないところは絶対的に必要だというふうに思っていま

す。でも肩書きがある人が言っているから間違いないなというふうには思わないですね。

それはいろんなことを決め付けてお話をされる時に、一番の要因は私たちが専門家の情報

で 50 センチっていうのを鵜呑みにしたことが全てになってしまったので。そこはいくら

専門家であれ、研究者であれ、嘘だという風には思わないですよ。ひとつの説としては受

け止めますけど、ただ変な提案してくる人ばっかりなんですよ、実際は。例えば街をつく

るじゃないですか。防潮堤を作らないためにこういうのはどうだって絵に書いてくるわけ

ですね。一人の方はこういうケーキの丸い形あるじゃないですか、切り株みたいな。こう

いうのを何箇所も作りなさいと。でこの上に住みなさいと。そしてモノレールかなんかで

橋を出しなさい。そうすれば防潮堤なんかいらないって真面目に言われるわけですよ。な

になに大学の名誉教授とか。あともっとひどい人は、山の絵を書いて穴を掘って中に住め

と。ちゃんとした有名な大学の方ですよ。だからそんな提案とかされちゃうと。あとはや
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っぱりこういう被災地に集まるのはですね、売名行為の人があまりにも多いです。ここで

一旗、陸前高田の街を、俺のアイデアが入っている、あれは俺のアイデアだってやりたい

人がわんさか今でも来るわけです。だから専門家の人たちに対するアレルギーみたいなの

が我々の中にあるわけですよ。うわ、また来たぜっていう。だから純粋な気持ちで来てく

ださっていたとしても、なんかもうこっちにアレルギーがあるので素直に聞けない状況っ

ていうのが生まれてしまっているっていうのもありますけど。たださっき言ったようにど

の分野であれ、例えば防災ということであれば静岡大学の牛山先生68という方にいろいろ

と教えていただいたり、アドバイスをいただいたりして、ここはもう前からの関係があり

ますし。あとは今復興記念公園っていう公園を作るってことで、これもいろんな大学の先

生方が入りたがっていますけれども、サンデーモーニングに出ておられる、湧井先生69で

すか、湧井先生にいろいろとやっていただいたりしていますし。そういうこの分野はこの

方、この分野はこの方っていう風に、ある程度は決めちゃっているというかですね。そう

じゃないと船頭が多すぎると何事も前に進まないので、そういう感じになっていますね。

だから影響力はそういう方々についてはすごく大きいですよね。その我々がこの人って決

めた方々に対する影響力っていうのは、彼らの影響力っていうのはすごく大きいですけど

も。 

属人的な関係が自身の意思決定に影響を及ぼすことは無いですね。基本的に人事なんか

にも口も出さないですし、私はやっぱり組織である以上、それぞれの部署が担当している

もの、自己がある、例えば役所の中であるので、その部署がどうしたいのかっていうこと

は出来る限り尊重するというスタンスはあるので。なにか知り合いから頼まれたからこう

こう変えてくれよなんてことは基本的にはないですし。これは全然関係ない話ですけど、

私の前の市長が、私が仕えた、私副市長させてもらったんですけど、共産党席を持った市

長だったんですね。そのために不正だとかっていうのを疑われるのを彼はすごく嫌がって、

絶対そういうのを疑われちゃいけないんだっていうところでやって来た人なので、私もそ

こだけは不正というかね。公の不正とかいうことではなくてですよ、何か、さじ加減して

んじゃないかとか、あれ近所に住んでいるから能力ないのに出世したんだぞなんて言われ

るのが嫌なので、一切そういうリスクのあるところにはタッチしないんです。だから人事

なんかもその部署以下で基本決めてっていう、新しい人を取る時も一切私は報告もいらな

いし、何人取るのかだけ教えてくれればいいから、くらいノータッチですね。だからちっ

ちゃい町じゃないですか。なおさらそういうのって。だから私のとこにも来ますよ、支持

者の人から今度孫が市役所受けるんです、なんとかなりませんかなんて人もいます。いや、

私は全然タッチしてないから私の影響力はないんですよ。面接されるのも副市長以下だし、

決定するのもそちらサイドで全部決めて、私はタッチできないんですよっていうことでも

ちろんお答えしますけど、それは私が市長という力を使えば、使える部分っていうのはも

                                                  
68  教授。研究分野社会・安全システム科学、自然災害科学、防災学 
69  松陰横浜大学特任教授。造園家 
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しかしたらあるのかもしれないですけど、だってそれやっちゃったらどうしようもないじ

ゃないですか。だからこういう部分は多分人事だけじゃなくてですね極力近寄らないよう

にしているし、何か言われても基本はその場で断っていますよね。そういう人だと思われ

た方が楽ですしね、 

大まかに言えば漠然とした不安っていうのは常にもちろんあるわけですよね。具体的な

ものだとすれば、日々我々が想定をしない。だから具体的じゃないのかもしれないけど、

想定のしないトラブルが次から次に起こるわけですよ。被災をしてしまったりするとです

ね。どうしましょうどうしましょうって周りから問いかけられるわけですけど、判断する

もなにも自分の経験とか思考回路だけですぐに判断できればいいわけですけどね。そうい

うものってのいうのは次から次に起こるわけですよ。例えば家を流された人には 100 万円

がでますと、国の方からですね。でもそこに住んでいた人じゃなきゃ駄目ですとかってな

ってくるんですね。住んでいた方々は黙って手続きさせてもらえれば国から 100 万もらえ

る。でもこういう地域って出稼ぎって人たちがいるわけですね、家もここにあります、住

所もここに残っています、でも実質は 1 年の内の 8 ヶ月 9 ヶ月外に居ますみたいなのも、

これバレちゃうと駄目だって言われるわけですよね。だけど駄目だって言われるけど、支

給するかしないかはこっちで判断できる。だから私がだってこの人だって大変だしなって

いう思いもありますし、でも真面目な当時の財政課長に法的にはこれは認められませんと

かね。毎日そんなことも含めて常にあるわけですよ、何かが。だから夜もおちおち寝られ

ないというか。あと何が起こるんだろうっていうこと。それからこんなのそもそも俺が市

長でこんな判断できんのかと、勉強もしなきゃいけない、やりたいことやらなきゃいけな

いこといっぱいあるけど、勉強する時間もない、そんなこと考えたらどうしようもない不

安ですよね。でも市民の皆さんには「市長さん頼むからね」なんておばあちゃんとかにす

がられたりするわけですよ。じゃあなんとかしなきゃいけないと思うし、でも俺の実力じ

ゃどうにもなんないしなっていうのもあるしね。だからずっとそうでしたね、今でもそう

いうとこありますよ。町でお年寄りにあっても、あるいは市役所でお年寄りにあってもみ

んなに頭を下げられて、本当にありがとうございますって言っていただきますけど、いや

いやそんな頭下げていただくほど何もしてないし、そんな過剰に期待されてもって思った

りもしますけどね。いやほんとにこの不安はありますよね。 

先般の常総では避難指示の発出のタイミングの遅れが問題視されましたことについては、

そうですね、特に出張行っている時なんかはもう常にそこに意識がいきますよね、天気予

報も。例えば東京にいても常に岩手の天気はチェックしないといけないですし、で緊急の

時に自分が留守にしているということになれば、うちの副市長も国から来ていますが、来

たばっかりで若いですし、そんなこと頼むのってなかなか。市長の代役だよってことには

なっていますけどね。だからそういうものはすごくありますよね。ただ被災地ですから常

に防災の人たちと連絡を取り合っているし、しょっちゅう、しょっちゅうここで打ち合わ

せもしていて。だからその避難指示とか、勧告とか、避難準備情報とかそういうものはみ
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んなが迷惑だって言ったって早く出そうってことになっていますし。例えば気象庁のほう

の情報で夜の 12 時くらいが雨がひどくなりますと、あるいは 10 時からなりますってなっ

た時に、もう夜に避難してくださいなんて通用しないので。もう夕方、今冬だからですけ

ど、今だったら 4 時とか暗くなる前くらいにはもう、こういうふうな夜に警報が出ますと、

だから今準備情報としてみなさんにお知らせをするので、避難所も開設しますから心配な

方は早目に避難してくださいねっていう。だから先手を打っていかないと二次災害、田舎

で、被災地で街灯もないようなところがいっぱいあって、暗くなってから避難しろなんて

言ったって、年寄りは無理なんで。そういうルールにしちゃっています。（避難指示し関

しては、遅いと避難され、またその逆もあるので）だからそういうものについては常に不

安もあるし。例えばその復興記念なるものを作りましょうと海のところにですね。じゃあ

そこに人が集まるんでしょと、その時に何かあったらどうするんですかというところが当

然出てくるわけですね。牛山先生は築山を作ろうと言うわけです。確かに 15ｍ、16ｍの築

山を作れば一定のものは絶対遮れると思っていますけど、遮れるというか逃げられると思

っていますけど、じゃあ 16ｍの築山を作りましたと、そこにいる人は避難してください。

16ｍ上がりました。17ｍの津波が来ました、みんな流されましたってなったら、今おっし

ゃるようにお前らがあそこに逃げろと言ったんだろと言われるじゃないですか。うちの家

族はお前ら言うとおりにしたから死んだんじゃないかってなるじゃないですか。だから自

然災害に対して何かを想定してやるっていうのは限界があるわけですし。じゃあ 30ｍの築

山を作ればいいのかって言ったって、それって絶対正解ではないですし。現実に年寄りが

30ｍの築山を登れるわけはないですしね。だからここをね、何て言うんでしょう。この設

問の中にもどっかありましたけど、我々組長が責任を負えよって言われたって、じゃあそ

れを言っている人たち、あんただったらできたんですかっていう話をね、こう、わーって

やっちゃうじゃないですか。日本だけじゃなくて世界中そうなんでしょうけど。ここに大

きな問題があるから、みんな決め事をちゃんとできないんだと思うんですよ。こういうも

のを作ります、ただここでもしそれ以上のものが来てしまって、犠牲者が出たときにはこ

れはしょうがないんですよという了解であれば、例えばですよ、極端に、それはそれでい

いんだと思いますが。どこまで何をやったら命が助かるか助からないのかなんて、誰にも

わからないこと。でも結果だけを取られて言われてしまうというところで、行政というの

は常に迷いがあるわけです。 

次の、危急な場面にあって自身の決断が確信を持って正しいと言えるのかということで

すが、そうですね、失敗ばっかりしてきたわけですから、自分の決断をね、正しいと自信

を持って言えるかって言えば、自信がないところもありますよね、もちろん。だけどこれ

は決断しないといけない場面があったから決断したわけであって、その時には自分がこれ

は正しいと思って判断をする、決断をするわけですよね。ただ結果は後になんなきゃわか

らないわけですから、そこの不安みたいなところがあって。さっきも言いましたけど、時

間をかけて 1 年後 2 年後のことを展望しながら決断するんであれば、もちろん自信はあり
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ます。でもその瞬時にその瞬間に何かきめなきゃいけないとか、そういう時にはえいやと

いうわけではないですけど、やっぱりそこはちょっと迷いながらの決断をする場面ってい

うのは当然ありますから。その確信を持ってところまでは言えないですよね。 

避難の勧告、指示にあって何を不安に思い、何に迷うのかですね、そうですね、当初は

ですね、被災する前の感覚でいいますと、空振りをすること役所としては恐れているとこ

ろがあったんですね。例えば避難指示を出したのに津波は来ないじゃないのとか、あるい

はどこでそれを解除して、帰っていいよと言えるのかとかね。それを気象庁が出されてい

るものだけでいいのかとかですね。それが長時間にわたった時にとかっていうのがあって

ですね。なかなか特に勧告とかですとか、準備情報っていうのは難しいね、なんて言って

いたんですけど、今はもう基本的には気象庁がいろんな警報とか出せば、夜中であれなん

であれサイレン鳴らして、これは波浪警報でもなんでも全部お知らせをするということに

今、しているわけですけど。 

ここ中空山間地域なので複合的な災害が来る可能性っていうのがあってですね。例えば

台風が来て川が増水している時にですね、地震が来て津波警報が出るなんてことも有り得

るわけですね。そうすると山手の方は中山間なので土砂崩れの災害危険区域的な指定をさ

れている場所にしか逃げられない地域もあります。それがまた夜中なんてことになるとあ

れなんで、そういう複合的なことが起こったときに我々の判断が、一応ルールでは決まっ

ているんですけど、ほんとにそれが正しいかどうかっていうところまでは。土砂崩れなん

ていつどこで起こるかなんてわからないじゃないですか。だからそういう不安はいつもつ

きまといますよね。避難している途中に何かがあったらどうする、避難した先が何かがあ

ったらどうするっていうことはいつも不安に思いますけどね。 

3 月 11 日の 2 日前の 3 月 9 日の地震のことは、少し覚えていますね。少し覚えています

けど、あの時も津波は来なくて。だから我々の地域っていうのは狼少年のような感じで捉

えていたので、そういう部分をですね。だから逃げなかった人たちもいるんですよね。そ

の 2 日前の地震の時も来なかったじゃんって。あと大津波警報という言葉に、1 年前もチ

リの地震がなければ、その時にも大津波警報が出たんですね、1 年前にそうですね。あれ

さえなければ初めて聞く大津波警報って言葉であれば、みんな急いで逃げたと思うんです

よ。でもチリで地震が起こって大津波警報が出て、みんなびっくりしてその日全部山に上

げて、それこそお昼くらいから夕方まで。全然津波来ないし、でも外国からの津波だから

少し遅れてんじゃないかなってことでですね。でも 90cm くらいはきたんですけど、でも

漁港にちょこんとかぶるくらいの津波だったもんですから、そういう意味ではそれでみん

なビビらなくなっちゃって、その日も逃げなかった人がいるという話だったけど。 

（自身の判断の誤りによって場合によっては厳しく過失責任が問われることがある。そ

ういう中にあっても、いかなるものにも優先して守るものがあるとするのであれば）先程

も言いましたけど、復興進めるにしたって、あるいは緊急時に市民を守るということにし

たって、例えば法律がこうなんですなんてそれはわかりますけど、そこを少し犯してしま
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うようなことがあったとしてもですよ、そのことで人が助かるんだったら、人としてそっ

ちを選ぶべきだと。ただ最終的にいやあんたそう言ったって法律犯していますよって言わ

れればそれはしょうがないと思うんですけれども。悪意を持って法を犯すのは駄目だと思

いますが、緊急時、日本が一番足りないところはここだと思いますけどね、私は。自衛隊

の方々はそれこそ大変、法律を守らないなんて言ったら大変ねんでしょうけど。でもその

場面にいる人しかわからないと思うんですよ。その場面にいる人がこんなことやっちゃい

けないけどと、っていう判断をするってことは有り得るし。やっぱりそうにしかならない

ですよね。だからこれは法律とは関係ないですけど、例えば自衛隊のみなさんだってここ

にずっと居ていただいてね、本来業務っていうのは決まっているじゃないですか。あなた

はこれとこれとこれをやっていいよと、でもこれはしちゃいけないというか、する必要が

ないなのか、しちゃいけないのかわからないですけど。でもここに来ていた自衛隊の方々

はもう業務じゃない、それこそ市民の人たちの関わり、変な物貰うとかじゃなくてですね。

それこそみんな何て言うんでしょ。避難所じゃないところも全部歩いていただいて、民家

に逃げ込んだような誰かのうちで世話になっているような避難者も全部まわっていただき

ましたし。あそこのおじいちゃんがちょっと熱が出ているようでしたって住所も全部教え

ていただいたり。そこまでやってもらったわけじゃないですか。でもそれだけじゃなくて

色々やっていただいたんですけど、多分任務じゃないことを、それこそ〇〇〇さんに隠れ

てやっている人もいたはずなんですよ。市民の為にという、被災者の為にということで。

だからそういうことは許容範囲だし、人としてのところじゃないですか。○○○さん体も

小さいですし、でもほんとに勇ましいというか頼もしいというか。すごく明るい方で、私

も理事もそうですけど、ほんとあの人いなかったら、あのキャラクターの人が親分じゃな

かったら結構また違うと思うんですよね。ほんとに助けてもらいましたし、そもそも自衛

隊がどんな能力を持っているのかわかんないわけです、我々。だから自衛隊に何か頼みた

いと思ったって、じゃあ自衛隊って何ができるんですかってってことがわかんないじゃな

いですか。 例えばあのエリアの捜索をしてくださいってことであれば、していただける

けど。じゃあどんな重機を持っているのとか、どんなテクニックを持っているのなんてわ

かんないわけですよ。だから正直に、○○○さん（派遣された陸上自衛官）我々そういう

の分んないですよ、って話をしたら、全部紙に書いてくださって、「一応こういうことな

らできるので、普段動いている者以外で言えばいっぺんに全部やってくれるとかは無理だ

けど、特にこれっていうの教えてくだされば検討してやりますよ」って言っていただいて。

ほんとにそういうふうにやっていただいたから助かったんですけどね。いや、でもほんと

になんでもやってもらいました。 

たまたま私が市長のときにこれが起こったわけですけども、じゃあ私に何の能力があっ

て、知識があってね、指揮とんなさいって言ったって、指揮なんかとれるわけがないって

みんなわかっているはずなんですよ、国の人だって。だって安倍総理だって無理ですよ、

実際。だって政治家としては立派な方ですけど、やっぱり周りにちゃんとそういうことを
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アドバイスする方がいて、表向きは彼がしゃべっているという。だからこういう緊急時に

それでいいのかと。確かに国家の親分だから彼は彼でいいんですけど。今おっしゃるよう

に私は市が、市長がお願いした時には逆に一時的に○○○さん（派遣された陸上自衛官）

みたいな方が初めの一週間、あるいはその特に命が繋がっているいかもしれない 72 時間

とかよく言われますが、一週間とか二週間とかという期間をね、その一定の例えば人命救

助というところについては、もう一切の権限を持っていただいて彼の指揮に動くとかって

ことがないと。その調整なんかしている間に助かる命も助からなかったりするじゃないで

すか。ですから、そこはぜひ変えていただきたいですね。全てにおいてそうだと思います。

日本って危機管理とか危機意識とか言葉だけはありますけど、実際はその部署の人を備え

ているんでしょうけど、自衛隊さんなんかそうですけど。じゃあ直下型がきますって騒い

でいたって国会の機能を動かしましょうとか、誰も言わないですしね。防衛大臣されてい

た田中さんみたいにコーヒー飲んでいたなんて言っていたときに、私はあのひげの隊長70

にもお世話になっているので、佐藤先生が笑い話で「戸羽君、あれですよ北朝鮮からミサ

イルが発射されて着弾するまで何分か知っていますか。15 分です。コーヒー飲んでいる間

に 2 発着弾しますからね」って言われて。だからほんとにその時にどうしたらベストな体

制になるのかということが基準でないと、先に人の枠で法律を作るんじゃなくて、そのま

さに子供達を助けるんだおじいちゃんおばあちゃんを助けるんだ、その為にはどうしたら

東日本大震災の時に良かったんだってことを検証していただいて、それに合わせた法改正

をしてもらえばね。多分私は次の災害に、もし起こった時にですね。この東日本大震災が

まさに教訓となり、おかげでたくさんの方が助けてもらえましたってことにしないと、そ

れを亡くなられた方々に対して我々の申し訳が立たないわけですよ。やっぱりみんなは犠

牲になったけど、みんなが身をもって示してくれたことで今度の震災は大丈夫だったよっ

て。前だったら何万人も死ぬって言われていたのがこれぐらいで犠牲が済んだよってなら

ないとね、全然意味がないと思うので、ぜひそういうところはですね、専門家のみなさん

で強く訴えていただきたい。私も国に対してはいろいろ言わせていただいているんですけ

れど、なかなか我々が言ったところでね。でも私も諦めずにね、やっぱり反省と教訓って

いうのは絶対次に生かしてくださいよっていうことを言っているので、ぜひよろしくお願

いします。（実施日 27.12.15。場所陸前高田市庁舎）』 

1-1-2 山間の地の市区町村の長 

【熊本県下益城郡美里町 町長 上田 泰弘氏】（昭和 50 年（1975 年）熊本県下益城

郡美里町（旧砥用町）生まれ。福岡大学卒業。卒業後、参議院議院秘書を経て平成 19 年 4

月熊本県議会議員初当選、平成 23 年 4 月熊本県議会議員 2 期目当選、平成 24 年美里町町

長選挙に初当選現在 1期目（28.8.12 現在）71） 

                                                  
70 参議院議員佐藤正久。福島県出身、元陸上自衛官 
71 政治山(seijiyama.jp/articie/columns-p/rpj07-009.html)(平成 28 年 8 月 23 日アク

セス)から引用  
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『災害対策本部の長の立場にあって「空気」に自身の意思決定を拘束されていたと思わ

される場面はという質問ですが、そうですね、ありません。私はありませんでした。後の

質問の、ちょっとざっと目を通したんですけど結局、空気がどうであれ決断するのは自分

ですから。まあそういう空気、同調圧力と感じたことは、それを感じたことは一切無いで

すね。特にそういう震災が起こった直後とか大雨が降っている最中、その直後とかに関し

ては全くそういう空気を感じたということは無いです。逆に極端な話、まあ落ち着いてき

て、じゃあ例えば、うちはまだ仮設住宅の鍵渡しが終わっていませんので、避難所は、こ

れはまだ自主避難所ですけども、まだ一つ開けているんですけども、例えば、じゃあ、自

主避難所をいつ閉めましょうかみたいなのを周りの自治体に相談することはあったとして

も、そういう決断をしなきゃいけない、意思決定をしなきゃいけない時に、その空気を感

じる、感じた、あったとしてもそれを感じたことはありません。 

振り返り、当時あのようにせざるを得なかったと答えざるを得ない場面があるとすれば、

それはどういう場面であると考えられるかという質問ですね、そうですね、今のところな

いです。まあ、それは多分紙一重のことだと思います。直感的にそう思うだけなんですけ

ども。ただ、あの時こうせざるを得なかったということで、その時はもう、より、ベター

な選択肢だと思っていますので。まあ、今のところ、それをいろいろ批判をされるような

ことは遭ってないと思っています。 

地震の際ですか、私は 1 回目も 2 回目も家に居ました。ハイ、家に。地震による災害対

策本部の設置規定が震度 6 以上となっていますので。1 回目が震度 5 強だったということ

で、まあそれよりも大きいのが来るなんて思っていませんでしたので。本震だと思ってい

ましたので、あれが。14 日でしたかね 4 月の、1 回目だけの時はそう被害は大きくありま

せんでした。うちの町もですね。で、15 日に被害調査をいろいろしましたけども、そう大

きくなかったものですから 15 日は家に帰って、もうないだろうというような思いで家に

いたところ、夜中にアレがあったということです。両方とも家にいました。動き始めたの

は 2 回目からです。2 回目からです本格的な動きになったのは、2 回目からです。以降は

職場にあれ（部屋の隅の折りたたみ式の簡易ベットを指差して）を持ち込んであのアレに

寝ていました。ここ（町長室）でですね。ただ、あまりよく覚えてないところもあるんで

すけども、その当日もしくは次の日だと思うんですけどね、ここはこういうかたちで絨毯

なものですから。これを、この応接セットを全部抜かして、ここに高齢者と子供たちを優

先的に入れました、ここと副町長室にですね。確かどこかの老人ホームか何かから避難し

て来られたんじゃないかなと思いますけども、町にある 5 つの体育館のうちの 4 つが被災

したものですから、もうやるところがないというか、避難する場所がもう緊急的になかっ

たものですから。こっちの地区は役場を指定して、で、基本もう、じゃあ役場に皆んな泊

まれるかといったら泊まれませんので、お年寄り、それから身体が、要は社会的にちょっ

と弱い、身体的にまあいろんな意味で弱い方、もしくは子供さん、そういった人を基本的

には優先的に役場に入ってもらって。申し訳ないがということで後は車内泊をしてもらっ
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た、というような状況です。 

ただ私は多分最初、寝ていたかどうかも分かりません。だから多分ああいう時ってこう

アドレナリンが出るんですかね。覚えているのはですね、すぐ林野庁か何とかから来られ

たんですよね、国交省だったかな。で、昼間こうやっていろいろ説明してもらいながら、

こう資料を見ながらいつの間にか寝ていたのは覚えています。ということはやっぱり寝て

いないんだと思います。周りもそうだったのかもしれません。もう今はちょっと記憶、そ

の時どうだったか、とかいうのは覚えてないですけど。ここを開放した時おれはどこに寝

たんだくらいの話ですから、多分寝てないんだと思います。後は、車中泊をだいぶしまし

た。自分で、そこに、役場に車を持ってきて。最初に頭の中を駆け抜けたことは、いや、

「大きい地震だったな」というぐらいですね。実際自分の家も食器とかは落ちましたけど。

まあこう見渡す限りというか、そこまで大きな被害は出てなかったものですから。大きな

地震だったな、ということで役場に来たというようなことです。あまりその時に、まあ正

直に言って。5 強だったので初めての経験ではあったんですけども。「うわぁ大きい地震

が来たな、でもまあそんなに被害は遭ってないだろう」というような思いでしたね。1 回

目はそうでした。直感的に何かそういうふうに感じた、ということだと思います。根拠は

ないです。2 回目は明らかに 1 回目より大きかったし、長かったものですから。これはそ

の、1 回ボディブローを打たれて今度はもう、何と言いますか、もう決めに来られたなと

いうか。要はセカンドパンチの方が、こりゃデカかったなと。これは何らかの被害が出て

いるな、ということですぐに来たということですね。職員もすぐに集まってですね、そう

です。駆けつけるように、そうですね基本的に。さっき言いましたけども 6 以上のがあれ

ば災害対策本部を設置しますので。もう来て、私が災害対策本部を設置すると言えば消防

団長から後は関係各課、基本的には課長さんたちとかが、出て来られる人間は出てくると

いうような体制になっています。あとは防災とかですね。 

職場の中で、信じるべき、あれ、職場の中ですか。難しいな。ああいや、職場の中では

もちろん。あのう、一人じゃないということだと私は思っています。まあ例えば、町民の

人たちも信じんと、こりゃあ、避難してくれと言っても笛吹けど踊らずになってしまいま

すので。そういうところもありますけども。やはりその、ポイントで信じなきゃいけない

というのには、やはり情報をまず把握している人間だと思いますので。あの時はもう、防

災担当の○○さんとか、という形になります。信じるべき相手はそうなります。町民もそ

うです。信じるべき相手だと思うんですけれどね。 

信じると信頼は、私違うと思っていますけども。もうこれは先ほど言いましたように、

まず情報を持っているかどうか、それから懸命に働いているかどうかというのを日頃も見

ていますので。ですから、災害にあっては、これはやはり防災担当の○○さんであったり、

あとは、副町長ですね、教育長もそうです。総務課長もそうです。基本的に、副町長と教

育長は、私が人事案件で議会から承認もしてもらわなければいけませんし、総務課長とい

うのはその中枢で、自分が任命する人間ですから。そこを信頼せんと、と思っています。 
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未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのはということですが、それは

もう信頼できる相手と同じ相手になりますね。ただ、あくまで判断の手助けであって、決

めるのは自分だと、私はそのように思っています。他人にアドバイスを求め、幅広い意見

を求めているか。それともすべてを自分ひとりでこなしているかですね。そうですね、私

はまず、自分の考えは持っているつもりです。それに肉付けをするのか、ブラッシュアッ

プをするのかという意味で幅広い意見を求めることはやります。私がブレると、もう下も

迷走しますので。こういう時はもう、要は最後に誰が、責任を取り切るかという話だと思

うので。 

いろんな意見を言われます。意見は聞きます。けど、最後はまあ、要は、最後の責任を

ちゃんと自分で取り切るかどうかだけ、ということだと思います。アドバイスは求めます。

とにかくその、命さえ守れれば。あとは、さっきの話じゃないですけどいろいろと、そう

いうふうな判断が正しかったかどうかでいろいろ批判されて。後から思い返してみて、あ

りゃマズかったなと。でもまあ何かあったら辞せばいい話ですから。と思います。ただそ

の代わり、守るべきものをしっかり守れたら、という話ですね。未来が読めたらですね、

まあ良いですけども。 

貴殿の選択に影響を及ぼしている者はということですが、いないと思います、多分。前

の質門もそうですけども、意見は聞きますけども、選択に、どうなんでしょう、特にそう

いうことを意識したことはないですね。誰かの一言で選択を変えるとかというのは。特に

災害に関しては、迷うほど、どうせ答えは分からない話ですし。対応が遅れていくだけで

すから。何か、誰かの意見でフラフラ右に左に行くという経験をしたことはないと自分で

は思っています。あの私、今月もうあと 20 日後に選挙になるんですけど、時期なんです

けど。それに非常に近いところでああいう災害がいくつかありましたけど。ハッキリ言っ

てそういう選択をしたり決断する時は選挙のことは全く考えません。別にそれで「お前の

選択が間違っていたから、お前は次信任されない」なんていう話になればそれは、どうぞ

と言います。くらいにやっぱり自信を持って、その時は決断せんと何もできんと思います。 

いやあの、それがやっぱりあれば、そういうことになるとブレが出るし矛盾が生じるん

じゃないかなあと思いますけどね。例えば被害認定調査なんかも、有力者にいろいろ言わ

れたからあそこは甘めに見てやれなんていう話をすると現場の人間は自信をなくしますし、

右と左の家の誤差が生じてくる話でしょうから。そういうのは、やはりしたらいかん話だ

と私は思いますけども。 

意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることですが、そうですね

災害に関するアレであれば、まあ例えば国交省さんが出されているやつ、気象庁の何か、

というのはよく見させていただきます。見極めるですか、日常的にですね、すいません、

これよく分かりません。基礎となる、どう見極めているか、見極めているかですね。まあ

複数の情報を得ますけども。すみませんこれはちょっと、はい。 

専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあります。
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まあ、いろんな情報をお持ちなんだろうなとか、いろんな経験をされてるんだろうなくら

いのアレはあります。ただ、彼らの見解やアイデアを疑いもなく受け入れる傾向はないと

思います、ないです。その人たちは責任を取ってくれませんので。逃げ道にしかならない

と思います。 

職場の人間関係、属人な要素ですね、貴殿の「不安」や「迷い」にどのように影響して

いるのかを考えてみることはということですが、あまりないですね。考えたことはないで

す。というかですね、基本は、例えば、副町長は私の母の同級生です、教育長は私が中学

校の時の体育の先生ですというようなかたちで。結局皆んな年上なんです。今のもう、係

長さん以上は基本的に皆んな皆んな年上ですから。こういったのはあまり考えたことはな

いです。考えてみたことないですよね。これは「災害時」ですよね？（はい）。ないです。

それはないですね。（災害時以外は）同じです。もう全く、自分の中では、まあ遠ざける、

近づく、もう、ごくごく自然にしているつもりですね。例えばひょっとしたら職場の中に

も、私にこの前反対した人もいらっしゃるかもしれませんし。そういったものも分かって

いても、別にそういうのはもう、それはそれ、これはこれですので。私、入ったときは 37

歳でしたから、基本的にほぼ上の人ばかりでしたので。そんなのを考えていたらやってい

けんかなと。まあ、気にする、気を遣うことはあります。いろんな意味で。先輩だけども

命令はせんといかんとかいうのがありますので。まあそういった、言葉遣いとかそういっ

たのは気をつけることはありますけど。何か物事を成さなければいけない時にあまりそう

いうのは考えないようにはしています。自然ですよ。もうその、それぞれの担当が、担当

のことをやってくれというような話であったり、担当が持っている情報をもらってじゃあ

次はこうしてくれとかいうのをするだけであって。全然そういった、まあ、馴れ合いとは

言えないでしょうけども、そういったことを考えたことはないですね。自分の意思決定に

そういう人が入ってくる、とかいうのはないですね。「不安」や「迷い」は認識していま

す。漠然としたものもあれば具体的なものもあります。が一番は、先もお話しましたけど、

決断するのは自分だと、自分が決断して自分が責任を持たんといかんというような思いを

持っていますので。それが本当に正しいのかどうかというのは、その決断をする時は常に

不安ですし、迷います。ただ、これが今は一番良いだろうということしか、まあ決断しな

いというか。ですから、常に決断するときは不安がありますし迷いもあります。一番はや

はり、今度は迷いで具体的になってくるのは、やはり避難勧告を出すか出さないかという

ようなところになってきます。ただほら、やって、空振りして怒られるよりも、もう何も

せんで被害が出て怒られるほうがいけませんので。私はまあ、やって。「お前何もなかっ

たわ、何もなかったじゃないか」って怒られるほうを選ぶタイプですので。まあ、そうい

う勧告とかをする時には常に迷いも持っています。でもそれがちょっと、また話が前に返

ると、まあ町民の人たちを信じているからそれができるのかなという思いはあります。特

に平成 19 年の大雨の災害であったり、多分その前もですね、何回もやはり大雨の、特に

大雨なんかに関しては災害を受けていますので、皆さん結構動きも自発的に動かれます。
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ですからこっちはちょっと後押しというか背中押しを、というか情報を出してやるだけで、

まあ皆さんがしっかりと動いてくれるというような形で、まあ、信じているというような

ところになるんじゃないかなと。ただ迷いはあります。常にあります。 

夜間の避難勧告は、判断が難しいと思います。それ難しいんですよ。ですから特にまあ、

もう地震はいきなり来ますからアレなんですけど。大雨とか台風というのは大体予想が、

いろんな情報の中で予想が付くじゃないですか。基本的に夜中に雨が降るんであれば、も

う明るい時間に避難をこう基本的に誘導します。雨が降った時点で勧告を出しますけども、

もう暗いので危ないと。そういう時はもう、例えば、二階に、高いところに避難をしとい

てくれとか、土砂災害の可能性がある所は壁よりも離れて裏山よりも一番遠い部屋にいて

くれとか。何か、そういうことでしか対応ができないんじゃないかなというように思いま

す。防災担当の○○さんと話していたのは、今度の防災計画なり見直しの中にですね、自

助と共助と控除の分野というか、それを明確に落とし込めないかなという話はしていまし

た。やはりまず仰るごって自分の身は自分で守ってもらわないとですね。とか、例えば孤

立したとします。まず自分の身は自分で守ってもらって、それから共同で支えあっていた

だいている間に必ず這ってでも、例えばそれで 2 日間生き延びてくれと。その間に必ず何

からの、要は救援物資を届けるなり自衛隊の方にお願いしてそこまで行ってもらうなり、

必ず何らかのコンタクトはとれるようにしますというようなのが今から必要じゃないかと

いうのをこの前の地震とその後の大雨との合併症で、合わせ技で強く思ったところですね。 

（地域防災計画は防災担当が鉛筆を舐めて）ですね。金がない自治体だからじゃないで

すか。綺麗に読ませようとしなくてもいいんだと思いますね。そこに合っていれば。うち

は金がない分そっちに、そういう。逆に良い方向に働いているのかも知れません。 

部下であるフォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは、これはコミ

ュニケーションですよね。これは災害時ですか。（はい）。災害時であれば尊重するとい

うことだと思うんです。たださっきも言いましたように、要はアドバイザーとして、まあ

いろいろの意見を聞いて尊重しながらちゃんと自分の持っている決断を出す。要は、いや

右に逃がしたほうがいいですよと言われた時に、いろいろ、自分の中では、これはもう左

しかないだろうと。まあそれはいろんな情報を得ながらそうするんですけど。でも、右に

逃したほうがいいですよと言われた時に分かりましたじゃあ今回は、まずは左に逃してお

いて。その次のときに今度は右に逃しましょうとか。何をするにも尊重をしながら決断を

していくというような、それいう何かあっ信頼されているんだって、いろいろこう考える

ことがあったら聞いてくれるんだというような関係。そういう距離感というか、そういう

のを作るのがやっぱり。特に災害時とかもそうですし日頃からのことかな？って、逆にで

すね、災害時だからというわけではないんですけども。後は、これはちょっと手前味噌に

なるんですが。今回の地震もそのすぐ次の日から災害対策本部会議を開いてきました。も

うかなりの回数開きました。防災担当の○○さんにはもちろん入ってもらって、あとは全

ての課長と三役だったんですけども。もう早い段階で、初めての経験ですから。町民の皆
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さんも戸惑ってらっしゃると思いますと。で、職員も初めての対応をせんといかん。もう

こういう状況で、一回一回持ち帰って印鑑を押して決済まで求めよっても進まんことがた

くさん、多分出るだろうと。もう、責任は私が取りますからと。現場でこれがよりベター

だ、町民のためにベターだ、と思ったことはもうやってくれ、こういう非常事態だからと。

もしそれで後からいろいろ苦情が来たり何かあったら「もう町長のせいにせい」と。とい

うことは言いました。それは効いたと思います。かなり効いたと思います。そういう何か。

職員の人たちってやはり公務員ですから。最後は誰が責任を持つか？という話になるんだ

と思います。これはもう、それが当たり前の話だと思います。その時にちゃんとこう盾と

いうか。何というのでしょう、担保になってやる人間がいれば動きやすいと思いますし。

そういうのも一つの、そういう関係を築く上で重要なんじゃないかなとは思いますけどね。

何かこう、やったのに評価されないというよりやったのに逃げられたと。自分たちがやっ

て町長は逃げ出した、と。それはあんたたちがやったことだろとか言って逃げ出した、と

なったらもうそれで終わりだと思いますね。まあ、あれは効いたと思いますね。私、結構

長く泊まったんですよ。多分まあなかなか家が、同じように被災された首長さんたちはそ

ういうような人もいたかも知れないですけども、結局職員の人たちも泊まって。私も基本

的に、夜中何があるかも分からんし、いるだけで安心感を与えられるかも知れないという

もので。結構長く役場に泊まったんですよね。何かあったらすぐに言ってくださいと。ち

ょっと蛇足でこれは、全然話が変わるんですけども、だから、地震の後の組合交渉なんか

もいやあの、町長とかも非常に、今度は職員と一緒になって苦労をされてますんでって。

あまり強くは言えないんですけどもから始まりましたので。そのくらいは認めてくれたの

かなというような思いはあります。 

危急の場面にあって、自分の決断が正しいと確信をもって言えるかですね、そうですね、

正直に言えば、決断する時は、正しいと思うほかにないんだと思います。さっきもちょっ

とお話しましたけど今のところその決断によって大きなバッシングを受けるようなことは

遭っていませんけども、ただ後から考えれば、それは結果を見てからだったら人は何とで

も言えますので。その時は「正しい」と確信を持って「これをやってくれ、こうやろう」

って言うしかないんじゃないかと思います。ただ、常に対外的にはそうやって言うしかな

いんですが、心の中では不安とか迷いは持っています。避難の勧告・指示の発令にあって、

何を「不安」に思うのかですね、これもさっきの話があった通り、明るい時と暗い時に。

昼間と夜中は相当違うと思います。ですから、特に気を付けるのが暗くなってからの避難

勧告であったり、また避難指示です。仰るように避難勧告を、いや避難の勧告はアレです

が、避難指示までしてですよ、じゃあ指示に従って逃げた人が流されたとか、こうなった

らいけませんので。そういったのは非常に迷います。 

責任を問われるという不安はああ、それはあの、ちょっとは考えますけど。基本的にう

ちの場合は早め早めの勧告を。これはよく辛島知事が言っていたんですけれど。「空振り

でもいいんだ」って言っていまして、私もその通りだとは思っていますので。基本的に、
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早めに。要は、町民の人たちはしっかり考えてらっしゃるんですよ。今回の大雨の時もも

う既に避難されていた方はたくさんいらっしゃいまして。それのお陰で全く死人も出なか

ったんですけど。ですからこう、最終的には自分たちの感覚で何とかされますけど、それ

にちょっと「後押し」をしてやるのが大事だと思いますので。早め早めを心がけています

ので。逆に言えば、それで不安を消しているのかもしれないです。早く。遅れて人の命を

亡くしてしまうとかそれによって責任を問われるとかじゃなくて、もう早め早めに対応す

ることでその不安を消しているのかもしれません。  

いかなるものにも優先して守るものがあるとするならそれはやはり命ですね。優先して

守るものは命です。（ご自身か町民か）町民の命だと思います。責任。うーん、やはり町

民の命、だと思います。また、何を懼れるかですね、これは……。町民、まあとにかく命

だと思います。自分も含めて家族もそうですし、職員もそうですし。職員なんかにも、要

は、危険なことはせんでくれと。せんでくれ、というか例えば夜中に・大雨が降っている

時に現場を見に行かなきゃいけないと、どうしても、ですね。そういう時はまあ、くれぐ

れも自分の命に関わるようなことはせんでくれ、と。これは消防団に対してもそうだと思

います。だから守るべきものはやはりその、自分のことも含めて全ての命でしょうねえ。

だと思います。（大雨の時にも、やはり職員を行かせる必要がある場合が）ああ、ありま

す。（その場合に、もしそこで何かあればというふうに思うことは）あります、だからも

う。まあ基本、言っちゃいけないですけども、結構「人選」というか、人選をします。要

はさっきの話じゃないですけども自助、自分で自分の身を守れるだけのスキル。スキルと

言ったら大げさになりますけども、感覚を持っているような。要は、気が利いているかど

うかとかいろいろあると思うんですけども、これ以上行ったら危ないとか。そういうのは

見極めて出すようなことが多いんじゃないかなと思いますね。基本的に、あまりそういう

場面は多くないですけども。でも「ああ、この人たちを遣っておけば大丈夫だなとかいう

ようなのは、少しは働きます。 

法制度の問題ですね、今回の経験を踏まえてになりますが、地震の後、結構早く、ある

新聞社ですが、あれは何でしたっけ、「緊急事態条項、賛成ですか反対ですか」というよ

うな話でしたが、私は元々自民党の人間で、「いやあもう賛成ですよ」と。要は、緊急事

態の時には法をまあ、逸脱というわけではないですけども、それはもうちゃんと決められ

たその範囲の中での法になるかも知れませんけども、1 コ 1 コ守りよったら、もう全く前

に進まんようなこともたくさんあると思うんですよ。例えば田んぼの中にある道路がもう

崩壊してしまったと。何らかの理由で崩壊してしまったと。田んぼを通れば回り道せんで

もそこに 3 分で着けるのであれば、もう誰の財産だ何だは関係ないと。もうこれは仕方が

ない行為だとしてやらせてくれとか。でそれは後でちゃんと、そういうのをまあ認められ

るというか、もちろん賠償をせんといかんかも知れんですけど。でもそういうのがもう。

例えば自治体とかでも 1 コ 1 コ、文章とかでこう上げてきて印鑑押して、とかいうような

のももう取っ払って、そういうことができるようなこととかも必要なんじゃないかとか。
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やっぱり緊急を要するときには、法を逸脱というか、もう四角四面にしとってもダメなこ

とってたくさんあるんじゃないかと。これは思うんですよね。まあそういうことは思った

りしましたね。（県や国との温度差。例えば現場が見えていないという部分は）ありまし

た。それは思いました。（実施日 28.11.2。場所美里町役場庁舎）』 

1-1-3 島嶼の地の市区町村の長 

【東京都青ヶ島村 村長 菊池 利光氏】（昭和 28 年（1953 年）東京都青ヶ島生まれ。

都立荒川商高定時制卒業。帰島後に建設会社を創業。村議 3 期、村議会議長を経て現在 4

期目（28.9.17 現在）72）。当日は、防災を所掌する総務課長が同席 

『これまでの勤務の中で、何やらわからぬ空気に自らの意思決定を拘束されていると思

わされる場面があったとすれば、それはどういう場面かということですが、あんまりそう

いう経験は今まで無いですね。あんまりここは、その災害が無いですから、災対本部を、

訓練ではやりますけど、本番で災対本部を設置したことが無いので。 

また振り返って、当時、あのようにせざるを得なかった場面はということですが、これ

についても思い当たるところは無いですね。信じるべき相手はということについては、そ

の、情報を出しているところ、ある程度、それを基にして、最初はいろんな形で決断して

いく、そういうことです。極端に誰を信じるということではなくて、いろんな情報の中で、

いろんな人からのね。それはある程度きちっとした情報を出してくれるところですね。た

だ、そういう、例えば気象庁なり、なんかなり、都の防災なり、そういうことを総合的に

判断してということですよね。あとはその島内でね、一番先に、例えば島の島民が、なん

かほら噴火の予知みたいなものが変だとか、そういうこともあるかと思うんで、その気象

庁で、もちろん地震計なりいろいろやっていますけど、そういうところの情報も、もちろ

ん大事なんですが、それに、まだ分からないような島民が見て、普段の勘でね、なんかこ

こおかしいよということがあれば、それは大事ですよね。住民からの情報も大事ですね。

信頼できる相手ですが、やっぱり情報を出す所を信頼するしかないでしょうね。さっきも

言ったように、情報をくれる気象庁とか防災とか、都のね。そういうとこですよね。例え

ば東京都の出張先とか出先とかね、あとはその、その他にもいろんな専門家の人たちもい

ますから、そういうのを総合してみて、信じるというか、そういうことでしょうね。 

（総務課長）ちなみに東日本大震災にあっては、当地は震度 2 でした。当地は、津波に

関してになりますが、あんまり海岸線に集落が無いので、基本的に海岸線から引き揚げて

くればというのがあるんですけど、ただたまたまその日（東日本大震災の当日）は、船が

来て、折り返しで出て行った後ですね、3 時前ぐらいですね、警報が出たので、結局、船

は沖合で待機することになりまして、ちょうどお客さんも乗っていて、そのまま一晩海の

上に居たっていうことがありました。まあ、こちらで、外部からどんどん連絡が来るよう

なことは無かったですね。 

                                                  
72 河北新報 ONLINE News(www.hahoku.co.jp/tohokunews/201606/201606615-73025.html) 

(平成 28 年 9 月 17 日アクセス)から引用 
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（村長）次の、未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは誰かという

ことですが、それは、やっぱり東京都である防災、一番なんでしょうね。あとは、もちろ

ん島の中で、そういう組織、消防団、何かあった時のメンバーとかね、そういう方達だよ

ね、もちろん警察とかそういうのもね、自衛隊、いえば、そういうとこが一番先に大事な

とこじゃないかと思っています。 

他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めているか。それともすべてを自分ひとりで

こなしているかということですが、そりゃあ、やっぱり聞くでしょうね。また、選択に影

響を及ぼしているのは誰か、あるいは何が貴殿に影響を及ぼしているかに気付いているか

については、やっぱり島民の意見は大事ですからね、最終的にはね。避難したりするのも

島民ですから。そういう意味でもやはり、島民ということになりますね。あとは課長（総

務課長）ですかね。 

（総務課長）こないだその、6 月に避難勧告73を出しましたけれども、大雨に関してです

ね、やっぱり都（の職員）から電話が来て、前の日かな、前の日の夕方に、個人的に電話

くれた人が居て、防災の関係を今やっていて、そのあれってメッシュ74で判定しているか

ら、だんだん色が変わってきているのが見ていて分っていて、もしかすると出すかもって

いう話があるだろうから、だから頭に入れといていて下さいね、と連絡が来たんで、私の

方から職員に伝えていたんですけど、ここんところ都は、大島の件があって、とにかく早

く、早く避難勧告ぐらい出せ、という話で動いていっているんで、やっぱりそのへんはか

なり、つっ突かれますよね、「早くしろ」って。結局、大島では夜になっちゃって、避難

も出来なくて、で、まあ過去に経験も無いから、過去に経験の無いことってやっぱり判断

できないこともあるんで、まあまあ逆に早くどんどん勧告を出して、何も無い、それも恐

れずやりましょう、と。避難しても人命を失われなければ、それでいいと。そういうこと

だと思うんですけど。だから割と、うるさく早く出せっていう話は（都からは）きますよ。

で、地元の人は割とのんびりしているところがあって、まあ、いつもの土砂降りだよね位

にしか思ってなかったりするんですけど、やっぱり向こうはデータを積み上げていると、

ちょっと危ないんじゃないのなかと。その、客観的なデータとか、過去の事例とかを基に

して、いろいろと連絡を入れてくるというのは多いですね。 

（村長）次の、意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることはあ

るかということですが、無いです。見極めているかを考えることは無いですね。考えない

といけないのでしょうが、例えば都の情報や判断に関していうと、仮に都の情報、判断が

間違っていたとしても、正しいものとして受け入れざるを得ない訳です。基本的にはそう

                                                  
73 平成 28 年 6 月 22 日（水曜日）10 時 30 分発令。対象地域青ヶ島村全域。合計 107 世帯

160 人。職員参集は 6月 22 日 9 時 22 分。16 時 00 分解除 
74 土砂災害警戒判定メッシュ情報。土砂災害警戒情報及び大雨警報・注意報を補足する情

報（気象庁）。 5km 四方の領域（メッシュ）ごとに土砂災害発生の危険度を 5段階に判定

した結果を表示している。 避難にかかる時間を考慮して、危険度の判定には 2時間先ま

での土壌雨量指数等の予想を用いている。 



126 

 

ですよ。また、専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えること

はあるかということですが、無いですね。それと、もう 1 つの、専門家や大きな影響力が

ある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあるかについてですが、これも無いで

すね。ただ専門家の言うことは、それは大事だと思っています。うちの場合は島民自体が

毎年、避難訓練なんかをしていますけど、やっぱり島民自体は敏感ですよね、そういう島

民自体が日頃からね、関心を持って、例えばさっき課長が言ったように、土砂災害、避難

勧告を出されてもね、島民はほら、もう見て知っているから、雨が降ればどこが崩れるか

知っているんですよ。また、観光でね、来た人たちね、島の、宿の人たちがチェックしま

すし、例えば海もそうですよ、海行っても気を付けろって、あちこちチェックやったりし

ますから。だから、そういう面では、どうなんですかな、大きいこう、1 万人も 2 万人も

居る人口の中よりは、島の人は対応がし易い、決断がし易い、そしてちょっとぐらい、ま

あ、何も起きなかったとしても 1 回やっておけば、島民はそんなにね、あんまり騒ぐ人は、

「せっかくの仕事もあんのにこんなに（皆を）集めて」というような、そんなことは無い

と思っていました。そんなには。まあ、例えば、八丈まで避難して 1 週間も 10 日も何も

無いのにということになれば多少は不満とか、それはね、出るでしょうけど、そこは他と

は違うところです。 

職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素についてですか、全然、考えたこ

とも無いです。結構私は、あのワンマンですから。次の、自身の「不安」や「迷い」を認

識しているか。認識しているのなら、その認識は漠然としたものか、あるいは具体的なも

のであるのかということについては、それはやっぱり、認識はしますよね、不安とかそう

いったもの、全然無いと言ったら、それは嘘になりますよね、まあ、でもほんと、まあそ

ういう起こりそうもない、漠然としたものはありますけどね。今の段階ではそうですね。

例えば大島とか三宅島みたいね、あと数年後にまたそういう可能性が高いとか、近づいて

くるとか、そうなるとね、やっぱり違ってくるんでしょうけど。ここ（青ヶ島）はあんま

りまだね、でもいつね来るかも分らないですからね。集落があるのは、だいたいはっきり

言って 100％崩れないとは言わないですけど、そんなね、崩れそうな所は無いんですよ、

例えば、その鉄砲水が出るとかね、山の面積が短いから、そんなね、こんなね 2 メートル

も 3 メートルも水がね流れてくる、ただ地震とかそういうので、簡易水道施設75が山のて

っぺんに在って、あそこに 1 万トン位ありますから、それが割れるようなね、なんか地震

がくれば、それは、話は別問題、その下に集落、やっぱり 2、3 軒ありますから、だから

今は、東の、駐在所から向こうのね沢に、まあ何軒かありますから、そこら辺が一番心配

ですよね。 

                                                  

75 生活用水、その他の浄水を村民に供給するために設置されたもので、給水区域は、青

ヶ島村の区域中、東京都知事の認可を受けた区域とされ、給水人口は、300 人。1日最大

給水量は、170 立方メートルの能力を確保している。一般住宅への給水が始まったのは昭

和 54 年から。 
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出典：国土交通省『国土画像情報（カラー空中写真）」（配布元：国土地理院地図）』
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 簡易水道施設と集落、公共施設等との位置関係

出典：国土交通省『国土画像情報（カラー空中写真）」（配布元：国土地理院地図）』
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その次のね、部下であるフォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは

何かについては、あんまりこれもねほんとね、ちっさい組織だから、もうわずか 13 人ぐ

らいですよ、だいたいね職員は、出先に何人か居て、まあ家庭みたいなもんだ、家族みた

いなもんだからね、あんまりそういうのはないですよね。意見が通りづらいとか、聞こえ

づらいとかそういうのは無いですね。また、危急の場面にあって、自分の決断が正しいと

確信をもって言えるか。言えないとするならそれはどういう理由によるものなのかという

ことについては、やっぱりね、そういう時、言わなきゃしょうがないんでしょう、正しい

と確信をもって言わないと。村長ですからね。そんなことを人に頼っていたらね、人の話、

あくまでも参考だからね、決めるのはこっちだから、責任負うのはこっちだから。 

避難の勧告・指示の発令にあって、何を「不安」に思い、何に「迷う」のかということ

ですが、やっぱり、人の生活もあるんでね、やっぱり生活をしている訳だから、それなり

に仕事もしている訳でしょ、また人の安全面も考えなくちゃいけないしね、そのへんのち

ょっとバランスだよね、それはもう、僕らが島の中に、長い経験で住んでいて、その一番

やばいと思うのは噴火76の想定なんですよ、それ以外もちろん台風でね、災害で地震もあ

りますし、土砂災害ももちろんあるでしょう、それぐらいだったらね、自分らで結構こう、

噴火は分からないですけど、噴火以外だったらね。どこが崩れるとか、そういうの結構、

分っているつもりなんで、自分らで、目で確かめて、そういう情報も聞きながらね、それ

はもうやらないとですね。 

（インタビュアーの「村の建物は頑丈なものが多いですね。」に総務課長が受けて） 

あの風が強いので、基本的にはやっぱりそこですよね。結局木造とかってまず無いので、

皆鉄筋コンクリートになっていきますよね。あんまり学校は別ですけど、窓はあんまり大

きく作ってなかったりしていますね。（村長）それに、なかなかね正直言って、島でね、

個人で家を建てるというのは大変なことなんですよ、やっぱりその経済的にね、運搬費だ

ってね、余分にね。建設費だって、もう何倍ですから、なかなかね、そらね大きい商売や

っている人は別ですけど、なかなか個人で、普通のサラリーマンでね、役場の職員で、ま

ず無理だよね。ということで、村営住宅、職員住宅、学校は教員住宅、学校なんかは教員

住宅しっかりしていますから、そういう建てたくても建てられないというのが本音なんで

ね、それを村でやってあげましょうちゅうことなんです。またそれがね、防災の意味でも

またいいんですよね。特に耐震とか、そういうのがあって、村も、古い建屋をどんどん切

り替えている状況なんですよ。次の、いかなるものにも優先して守るものがあるとするな

らそれは何か？また、何を懼れるのかということについては、それは、人の命です。何か

を懼れるとしたら、それは住民ですよ。村の実情を踏まえ、防災に関する法制度の問題を

                                                  
76 青ヶ島は東京の南方 360km に位置する火山島である。山体の最高点は大凹部であり、島

の南部に計 1.5km のカルデラとその中央に中央火口丘である丸山を持つ。カルデラ外輪山

は玄武岩、中央火口丘は安山岩から成る。島の北端及びカルデラ内の数カ所に噴気孔.黒

崎海岸には海中温泉の湧出がある。（「海域火山データベース」海上保安庁海洋情報部） 
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どのよう（具体的に）に捉えているかということについては、法制度と言ってもあんまり

そこまで。考えたことはないですね。 

（総務課長）ただ結局うちは、手持ちの情報は無いので、気象庁とか、都を経由しても

らう、それを基にして、ただ向こうはそれを見て、こういう状況になりつつあるから、ち

ょっと、準備して下さいよという、まあたぶん促して来ると思うんですよ、出すのはこっ

ちだから、まあ、あとはこう首長のキャラクターもあるんで、正直 1 人で決めなきゃいけ

ないことで、周りがいろんなことを言うから、まあ職員はたぶん同じような考え方をして

いるだろうけど、防災会議のメンツいろんな人が居るから、皆が同じ意見になるとは限ら

ないから、そうするとまとまらない可能性ってやっぱりあるわけです。だけどそんな悠長

なことを言ってられないのかもしれない。それやっぱり難しいですよね、そうすると逆に、

一番簡単なのは、外部からもっと強く言ってもらった方が、早くしろとか言われた方が、

まだ楽な部分があるのかもしれないですけど。ただそうすると自治体としてどうなのと。

あと、だから噴火って難しいなと思うのは、変な話ですけど、危ないと、うちは噴火した

ら避難はできないって、噴火する前に避難しなければいけない、じゃあやはり避難しまし

ょうと全員避難しました、だけど 1 か月経っても噴火しない、だけどすぐ解除してくれな

い、そうすると「なんで、全然噴火しないじゃん。避難しなくてよかったんじゃないの」

って、多分思う人も出てくるから、そこがうまくコントロールしていくのが、すごい大変

だよなって。変な話ですけど、すぐ、ドンって噴火すると、皆納得して、「あぁ、良かっ

たよかった」で終わっちゃうんですけど、噴火しないでずるずるいくと、逆に皆不満がこ

う充満、持つんじゃないかなと。別に避難しなくてもよかったと。俺の生活どうしてくれ

んだってね。 

（村長）経済的負担がね、特に商売やっている人はね。例えば学校の先生とかは、役場

の職員もそうですが、それはそれでいいんですけど、一般の方はね、そうはいかないよね。

経済的損失というものがやっぱりあるから、そこらへんは考える方法も準備しておかない

とね。（実施日 28.9.12。場所青ヶ島村庁舎）』 

1-1-4 都市部（河川上中流域部）の地の市区町村の長 

【群馬県みどり市 市長 石原条氏】（昭和 39 年（1964 年）群馬県みどり市大間々町

生まれ。群馬県立桐生高等学校、法政大学卒業。代議士秘書を経て平成 3 年 4 月に群馬県

議会議員選挙に出馬。この時は落選するも平成 6 年 1 月の群馬県議会議員選挙に 2 回目の

出馬で当選。以後、群馬県議会議員選挙で 4 選を果たし、平成 18 年 3 月に県議を辞職。

翌 4 月にみどり市長選挙に出馬し当選、みどり市初代市長に就任。平成 26 年 4 月再選。

現在 3期目（27.10.1 現在）77。 

『政治家のバイアスっていうのはすごく大事だと思います。やっぱり政治家というか、

選挙を受ける側の心理ってすごく大事で、結果として今、防衛省の、地元であれ、なんで

あれ、その最後にお願い、要請をするのは首長ですし、現場でのカウンターで話をするの

                                                  
77 群馬県みどり市 HP から引用 
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は、首長が全てを負っているので、その首長の責任において決断をしたり、話をしたりす

る中で、一般論として首長の、その性格というかですね、性質を知るというのは、これは

すごく大事なことだと思います。 

何やらわからぬ「空気」に、自らの意思決定を拘束されていると思わされる場面ですか、

あります。もちろんあります。それでですね、最初の質問のところの中で、一番手っ取り

早く分かりやすいのは、3.11 の話になりますけれども、これはうち（みどり市）に限らず、

特に関東以北の自治体は、たぶん全部経験していると思います。漠然というか、それを抜

きにして、空気という話をさせていただきますと、いつも感じるのは、災害とかも抜きに

して、やっぱり選挙です。これがもう空気というふうにいって過言ではないと思います。

これは政治家が判断する上で、たぶん全ての質問に共通しているというか、大前提になる

のは間違いなく選挙になります。先ほど聞いた市長（陸前高田市市長）の話というのは、

たぶんあれはレアケース中のレアケースで、奥様も亡くなり、故郷も無くなり、まさに命

の危機の時にですね、まさに本当にもう、有事です、その時の気持ちというのは、たぶん

今のような、 邪
よこしま

（選挙）なというか、そんなバイアスがかかって無いと思いますんで、

通常の市長村レベルでの自治体の長の判断でいうのは、やはり空気というのは選挙、選挙

民と票というふうに言っても過言ではないと思います。そういう意味では、いつも常に判

断の中では、それは頭から離れない、というのが本音です。 

今、情報社会ですからテレビをはじめいろんな方がいろんな情報を仕入れて、それがま

あ、結果として市民の感情になって、それがまあ、あたかも大多数の意見だというふうに

マスコミが誘導する場面というのがあって、それについてはすごく否定をしている部分が

ありますが、現実、それに流されてしまいます。正確かどうかは別として、意見が傾く、

その場の「空気」に支配、拘束されて、自らが否定したとおりの行動をするというのも現

実としてあるものですから、そこは、非常にこう忸怩
じ く じ

たる思いはあります。群馬の場合、

この間の 3.11 の場合では、直接的な被害は無くはなかったのですが、まあ風評も含める

とですね、かなり、そういえば当然ありました。 

いわゆる放射能というのは、我々からしたら経験知がゼロな話であって、まさに見えな

い話なので、それについてはもう非常に難しい判断だったです。かといって、マスコミの

こう言っていることは大丈夫だと言っている半面、片方では、１（震度）でもあれば危な

いみたいな話をしている方もいらっしゃって、否定をしようも肯定をしようにもですね、

そこに経験知がゼロの場合は、もう何も出来ないと、いうのを特にこの、まあ特殊である

かもしれませんけど、原発事故以降のですね、放射能対策については、感じました。 

後は、原発というのは特殊な例かもしれませんけど、それ以外の緊急時においては、基

本的に住民も含めてですね、やっぱり強行論とか声の大きい人のほうに流れてしまうとい

うのは、これはたぶん歴史的にもそんな話で、たぶん軍隊なんかもそうなんでしょうけれ

ども、戦争の前夜って、たぶん日本軍も声の大きい人と強硬論に支配されてしまって、故

に、こうリベラルな話っていうか、まあ慎重論というのは消されちゃうというとこがある
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んで、ただそういうところをコントロールするのは首長の役目だと思っているものですか

ら、そこは譲らないという気持ちはいつも持っています。 

空気に拘束されていると思うことは、時と場合によってはあります。拘束されていると

思いませんけど、ほんとだったらそのままいっちゃえ、というところをですね、うーんど

うしようかな、とか思うことはあります。それは当然、議会であり、住民であり、という

ところの話です。最近ではその、直接言う方もいらっしゃるし、市長へのメールみたいな

とこがあってですね、今、チャンネルが多いものですから、そんなところで、まあ批判め

いた話とか、否定する、まあ政策についてですけど、これでいいのかいうことはあって、

やっぱりそういうこと聞くなり見るなりする時には当然、一歩、一呼吸置くということは

必要だと思っていますから、あの否定的な意見を言われた方といって、そこで感情的には

ならないです。まあ、今ずっと言っている空気の話というのは、たぶんにどうしてもそこ

に帰結しちゃうというかですね、どうしてもやっぱり市民になっちゃいますね。そうする

と、言い方を変えると役所の中でどうかというと、役所の中では首長が一番偉いものです

から、空気感が出ないんです。右向けと言えば右を向いてくれる、そういう職員ばっかり

というわけではないですけど、一様そういう組織ですから、首長の政策には決して、アド

バイスはあるものの、空気感が出るほどの場面というのは今のところ経験したことはない

です。たぶんそこは、どこの首長さんも一緒だと思います。まあ、役人というものはそう

いうものなのかもしれません。 

その場の「空気」から言って、そう主張せざるを得ない主張があるとするとたぶんそこ

の、せざるを得ないというのはあまり自分では感じません。自分で判断することですから、

結局この表現になると、誰やかに言われてこうなっちゃったとか、さっき言った空気とか

も含めてですけどもね、なっちゃったということには、仮にそういう、客観的にそう思え

る、思えたとしても、自分ではそうは思いません。そういうふうにしています。これはあ

くまで自分の責任だと、ですからさっきのお話のようにその空気感があったからこういう

決断をしたとか、発言ができなかったというのは、やっぱり首長としては言ってはいけな

いことだと、いうふうに思っていますので、それが無くなってしまうと本当に、まあ会議

でいう取締役の一人になってしまいますので、僕は、代表取締役ですから、そういう責任

からすれば、そういう表現はしたくないし、そう思わないということでやっています。主

張する場面というのは、自分なりに経験知とかを踏んで、もちろん状況も聞きますけど、

そういった中での判断でありますので、特に、個人的には、空気はあまり理由にはならな

いというふうには考えています。 

同じような話しになりますが、振り返り、当時あのようにせざるを得なかったと答えざ

るを得ないことは、今までは経験知では実は無いですね。そこまでの危機管理をしたこと

が今まで無いものですから、うちの市ですと 3.11 と、あと、先日のダウンバースト78とか

                                                  
78 積雲や積乱雲から爆発的に吹き下ろす気流およびこれが地表に衝突して噴き出す破壊

的な気流をいう（気象庁 HP）。平成 27 年 6 月 15 日に群馬県伊勢崎市、前橋市で発生、ビ
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ですね、山火事ぐらいでありまして、基本的に市民の命が左右されるという場面の直接的

な指揮とか判断とかは、実はしたことがありません。ですから、今のようにそうせざるを

得なかった、逃げろとかですね、そういう場面があったかというと実はないので、経験知

としてはありません。ただ、うちは山間部を抱えているので、山崩れ、地滑りのほかには、

川がありますので洪水、大雨、今日もそうですが、そんな心配はあります。いつも思うの

は、何かあったらどうしようと、何も無かったらどうしようという判断です。裁判にかか

るケースまでは想定はしていませんけども、たぶんどっちにしても大変なことになると、

いうのが、まあ経験がありませんけどもいつも頭の中では、シミュレーションしています。 

今日もそうです。ですから今日、大雨がきて、何かあったらどうしようと、かといって、

こっから、逐一連絡を入れて、何もなかったらどうしようというのもあって、たぶん政治

の判断ってその、結果責任もあるんですけど、予想責任というのも実はあるような気がし

ます。予想においてたぶんこうなるだろうということで、こう決断、結論を出して指示を

したりするんですけど、結果、「あんたの予想間違っていたんじゃないか」というような

ことになると、予想屋じゃありませんけど、予想責任というものがたぶん政治家にはある

のかなと、いうふうに感じるとこがあって、まあ予想だから外れたっていいじゃないかっ

て、やっぱり思えないですね、ですから、私自身は、その結果責任と予想責任というのは、

なんとなくイコールのような気がします。まあ神様じゃない限り、予想も結果も当たるん

だなんと、一緒になったなんて、そうあるもんじゃないにしても、いつもそこでは、自分

の中で葛藤があると言いますか、何かあったらどうしようと、何も無かったらどうしよう

という非常に矛盾の、矛盾した考えがいつも交錯しています。 

信じるべき相手は副市長です。当然ナンバー2 ではあるんですが、前提として私は副市

長に任命するに当たっては、政治家ではないですし、行政の、役所でいえば事務次官です

から、そのような判断で彼を副市長に登用しているということになります。で、これも全

部連動する話になりますが、副市長は選挙がありませんし、選挙をしたこともありません。

純粋な事務屋です。うちの副市長は県庁の職員で、部長上がりというか、まあ部長してか

ら来たので、非常にこう、事務能力に長けています。役人にしては、政治力があるとは言

いませんが、なかなか的確に判断できるし、選挙バイアスがかからない訳です。副市長に

は。関係ないですから、自分は選挙出ませんから。そうすると彼の判断と自分の判断の違

いというものが鮮明に出る時が結構ありまして、これは危機管理のみならず、通常の政策

を立案する時もですね、やっぱり私とは違う発想をしてくれます。かといって彼の話を全

面的に信じる訳ではありませんけれども、でも非常に頼りになって、その、リバランス、

バランスをとるのに、非常に役に立ちます。ですから彼の言うこと、言うことを聞くとい

うよりも、非常に参考にさせていただくと、いってみれば信じるべき相手は、私は、私自

身が任命した副市長です。 

                                                                                                                                                  

ニールハウスの倒壊や住家の屋根の一部飛散、多数の樹木の倒木や屋根瓦の飛散などの被

害が発生した。 
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また、信頼できる相手は、基本的には、副市長で同様なんですけど、でも最近はですね、

実はうんと地元の国交とか、最近非常に丁寧になってきました。うんと最近は信じるに値

するようになってきました。私が首長になった、前職が県会議員だったんですけど当時、

その国交省の出先の事務所というのは一ランク偉くてですね、若い官僚が所長で来てです

ね、1 年か 2 年居りゃあ、じゃあバイバイって感じでこう行っちゃうような感じでした。

ましてや市町村なんては直接、こう相手にしませんでした。せめて県会議員、県の知事と

か、県の防災ぐらいの話ですね、河川管理とかも含めて。ただ、ここんとか何年かの異常

気象なんかも含めると、やっぱり現場を持っているという意味からすると、市町村へのア

プローチというのは最近大変、積極的になって来まして、情報の開示も含めて、最近とい

うか、ここ何年かで、国交省の事務所の地元の、事務所の所長さんとはホットラインがあ

ります。電話もそうですけど、ホットラインが繋がっておりまして、その情報も先日の鬼

怒川に降った大雨の時もですね、あれもきちんと情報を入れてくれまして、であそこは、

鬼怒川水系とですね、こっちは渡良瀬川、利根川なんですけど、「石原市長のほうは大丈

夫ですよ」と「ご安心ください」と、いう指示をきちんといただいたんですよ、事前に。

でこの、地球規模でいうと、あんな 30、40 キロなんて誤差の範囲なんでしょうけど、で

もきちんと地元の事務所はですねそれを把握してくれまして今までの経験知、あるいはデ

ータをもとに「まあ、特にみどり市さんは、御心配は結構です」と。うちも水源があるん

ですけど、それなりに心配したんですが、つい先日、そんないい判断をしていただいたも

のですから、改めて、これは信頼出来ると、いうふうになっています。ですから、まあ警

察とか群馬県というのはもちろんそりゃありますけども、プラスして最近は、国交省がか

なり信頼出来る相手になってきたというふうに考えています。もちろん、あとは、地元の

群馬大学ですとかですね、ただ、結局、群馬大学は事後とか事前に学者の話として聞くだ

けなんですね、臨場感のある話では無いので、その場の、現場においては、判断の時には、

それは群馬大学はちょっと関係なくなっちゃうものですから、最近では特に国の情報は、

やっぱそれは大したもんだなっていうふうには思います。決断をするための判断材料とし

ては非常にありがたいと。オプションが増えたって感じでしょうか。 

未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは、ひとつは国交省ですね。

そう判断した理由は、先に申し上げたとおりですが、加えて、緊急時以外にも年に 2 度ぐ

らいの交流機会を通じて情報の共有も進んでおりますて、信頼できます。それと、群馬大

学の片田先生の情報。情報というか、危機管理の話になりますけども。不定期の定期で公

演なんかしてもらっているものですから、これは助かります。その上で将来何かが起きる

だろうという中での準備が出来るというふうに思っております。それとですね、やっぱり

市町村レベルですと、意外とですね、地元の古老っていうんですかね。お年寄りの話も決

して悪くはないと思います。こういった情報を拾い集めると、意外と良いものが見える。

本当に自然災害についてはですね。経験値でやっぱり、今でこそ 50 年にいっぺんだ、100

年にいっぺんだって話がありますけれども。そうそうそんなものが年中来ている訳ではな
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いんですが、天気の傾向とかですね。そういったものを地元の人から聞くっていうのは非

常に情報としては助かるというか、あります。東の空が曇っていたら雨が降るとかですね、

そういうところから始まるんですけども。うちは赤城山っていう山がすぐ裏に控えている

ものですから。赤城山の雲の状態でですね、今日はこうだ、なんだとかって話にもなるし。

ここは体験的な話なんでしょうが、その空気の音がこの音だと、それは僕にはちょっと数

値化できないですけど、そんな話も含めると意外と、意外というか思った以上に地元の長

老、古老というんですかね、これは将来において判断できる一つの材料は提供してくれる

と。 

役所の中で、未来に何が待ち構えているのかの判断を手助けしてくれる人はということ

ですね、そうですね、役所の中には居ないです。 

あと今年の四月から、危機管理課というのを設けまして、危機管理専門の担当部署は置

きました。今蓄積をしている最中なんですけども、そこが多分、あと少し時間が経てばデ

ータベースも含めて、蓄積になるとは思うですけど、今のところ役所の中で、個々にはあ

ると思うですけど、それを組織として持っているかっていうと持ってないです。やっぱり

人に頼っちゃっていると。多分凄く詳しい人もいらっしゃると思うので。それはあくまで

人として詳しいだけであって、組織としての蓄積になってないものですから。そこは課題

だと思います。 

今回の 3.11 もそうですが、実のところほとんどの人は初めての経験です。防災の担当

にしてもそうです。何かあった時には、私にリコメンドしないといけない。もし、リコメ

ンドが間違っていた場合にあっては、場合によっては責任を問われることになるのかも知

れない、また裁判に訴えられるかも知れない。初めてなので、多分読めないと思います。

これから、じゃあこの雨がもっと強くなった時にどうなるかっていうのは当然読めないの

で。そういう不安をずっと持ちながら防災担当は仕事をしています。（専門家を役所の中

に置くことは）現実には難しいですね。市町村レベル、市町村の規模にもよりますけど、

専門官みたいなものを置くっていうのは大変だと思いますね。最低でも県単位ぐらい、あ

るいは政令市ぐらいにならないと。当然、気象図がちゃんと、リアルタイムの図が持てる

ようなシステムを持とうとしても、それだけにやっぱり特化してやるのは、市町村レベル

ではちょっと難しいかなと。基本的に非常時ですから、日常的な業務ではないので、それ

だけにかかっているっていうのは、非常に、今風に言うと費用対効果が非常に無駄な形に

なってしまうといわれかねません。 

私について申し上げると独断で決めていくタイプではありません。アドバイスは色々と

求めております。おりますが、勿論判断は全部に責任、自分の責任においてやっておりま

すので。貴方が言ったからこうにした、なんてことは一切言いません。その覚悟は出来て

いるつもりです。意外と自分は、タイプとすると任せちゃうほうです。だからこうやって

多分学校（法政大学大学院公共政策研究科修士課程学生）にも来られるっていう話になっ

てですね、こんなに雨が降るのに、大丈夫かって言われて、いや任せるよと、責任は勿論
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取るっていう。そういう信頼関係が出来ている。ちゃんと構築しているつもりなんですけ

ど。アドバイスは求めますけども、それ以上、あまり偏った人にウェイトは置いてないと

は思います。 

もっと分かり易く言うと、自分が副市長や総務部長を選ぶ時には、単純に自分が楽をし

たいから選んでいる訳であって、自分の仕事をやれと。僕の苦手な仕事をやってもらう為

に雇っている訳だし、その為に金を払っているので、副市長ならまだしも僕が連れて来て

任命している訳ですからそこは任せたよと。ただし採用する、お願いする段になっては、

責任は勿論自分が取るから心配するなという事は、勿論言っていますけども。そういう意

味ではあんまり、自分で細かくは、指示は出さないですね。出さないです。 

不測の事態。災害の現場には、自分が行くつもりです。やはり政治家だし。やっぱり田

舎の町なので。副市長は地元じゃないですよ、県庁職員だけやっている。他の町から来て

いる者ですから。副市長を本部長っていうのはちょっと難しい話なので。災害のレベルに

よっては副市長とか、総務部長で終わっちゃうんですけども。やはり僕とすると、やっぱ

顔が見えるってのが大事で。別に俺が何する訳なくてもいいんですが、そこに居るだけで

安心するって言うとちょっと生意気になっちゃいますけど、市民も自分の顔が見えれば、

市長はここに居てくれるというだけで、ぐっと落ち着くところってあると思うので。仮に

危なくてもですね、安心してくださいというぐらいの気概は持っているつもりなんでです

ね。時と場合によってはそういう方便もっていうシミュレーションも、実はしていたりす

るんです。勿論本当に危ない時は逃げろと言いますけれども、その為にはいつも自分が現

場で顔を見せているという事が一番大事かなというふうには思っています。  

選択に影響を及ぼしているのは、これはもう、繰り返しになりますけど、もう選挙と市

民ですね。これに行く事によってもっと表現を、下世話な表現をすれば、これは票になら

ないかという事であります。これは政治家には宿命と言うかですね。ここを綺麗事で言っ

ちゃうと絶対に、良いものはできないと思います。やっぱり選挙っていうのは、絶対に切

り離せなくて、そういうと逆に言うと、使い方によってはですね、耳元でこれをやると選

挙で勝ちますよっていう、ちょっと極端な話。そういう事を言えば必ずそういうバイアス

がかかっております。今ここで逃げようって言った方が評判良いですよ。もしどうしても

言う事を聞かない市長が居れば、そういう事を耳元で囁くっていうのはある意味、いう事

を聞く一つの方便かも知れません。 

意思決定の基礎となる情報、これをどういうふうに見極めているかを考えてみるって事

は、ありますね。これはあります。情報ってもの、今の世の中は本当にもう種々雑多で、

まさに玉石っていうかもう石ばっかりの情報が多いんだと思います。その中で情報をどう

見極めているかっていう事は常に考えていまして、ネットなんてものは絶対に信用しない

と、そう思っているんですけども。 

基本的にやっぱり学者の話は理屈が通っているんで信じます、基本的には。ただ経験値

が無いので、そこがなんて言うんですかね、ちょっと後でも触れるんですけどね、そこが
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今一歩信用できない所の話で、また下世話な表現をすれば、言っている事は合っているだ

ろうと、でもあんたは現場を知らないだろうという話にどうしてもなっちゃうですよ。学

者の話を聞いている時って。それはそのとおりですと。でも別に現場でも知らないだろう

し、政治が、選挙に出たことも無いだろうと。それはそのとおりなんですよ。でもそうい

う事までは、口では言わないけども、どうしても多分心のどこかにはあるんじゃないです

かね、有ると思います。自分自身も。多分、政治家だったら皆そうだと思います。そうい

った中で、見極める、意思決定の基礎となる情報ですからね、凄く大事な事なので色んな

話を聞く事にしています。学者に限らず、地元の古老に色んな話を聞いたりもするし、国

交省の情報も聞くし、データ的な話も聞くし、理屈も聞くし、経験も聞くしっていう事は

常にやっています。 

50 年のいっぺんだから経験値のある人なんていない訳ですよ、ほとんど。これから大き

な災害になりますと、だから、経験値が無い事についてのアドバイスを求めているんだか

らそれは多分、当たるも八卦当たらずも八卦になっちゃうのかなって思っていつも自問自

答しながら聞いています。ですからもう防災なんて、今時の言葉で言えば防災なんて無理

なので。あくまでも減災だと。もうそのスタンスではいます。もう完全に防ごうなんて絶

対に無理だって。10 やられて、これも、何もしなければ 10 やられちゃうけども、4 ぐら

いで止めるような、三か四で止めるような努力はしようという風には、諦めている訳じゃ

ないですけどもそういうぐらいの余裕を持った気持ちでは取り組んでいます。そうなるよ

うな発想になるように色々な知識や情報を仕入れているというのが本当のところです。 

専門家や大きな影響力がある人々の見解やアイデアを疑いもなく受け入れる傾向は無い

です。今も言ったようなところは自分には基本的にあるので、今言ったような事なんて、

学者は学者で良いよと、現場は分かってないだろっていうのは、根本にあるので。たぶん

それはお互い様だと思います。政治家だって学者から見ればですね、あいつ知ったような

口聞いて知識も無いくせにって、多分そういう話になるので。それはお互い様の話になる

んで。ただそういった疑問、馬鹿にしないっていう意味での疑問をきちんと持っているか

ら良いんであって。盲目的にっていうか、鵜呑みには今まではしたことはありません。 

ただ放射能だけは、ちゃんと聞きに行きました。ちゃんと信じました。放射能の知識だ

けは、偶々
たまたま

群馬県に片田先生以外に放射能の専門家が偶々県立大学に居まして、そこには

きちんと何回か通って、講義じゃないけど、理屈をちゃんと聞きました。そこはもう信用

したっていうか、自分も経験値がありませんから。そこだけはそういう経験はあります。

ですから見解やアイデアについては基本的に疑いなくは受け入れませんけども、多少疑問

を持ちながらも受け入れはしますが。そこだけは別です。別でしたっていうか。 

属人的な要素が、自身の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考えてみ

ることはあります。これはあります。みどり市、うちに限らず特に平成の大合併をした町

村は多分皆持っていると思うですけども、新しく、吸収でも新設でも合併をしたという事

とは、旧市町村の職員が一緒になったって事なので、これのバランスを取るのは凄い気を
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使っています。合併した市長さんはほぼ例外なく、自分の次の選挙って言う、さっき言っ

たようにどうしてもそこに話が戻っちゃうんですけども、自分の選挙、票を考えるとです

ね。平成の合併からするとちょうど上手くいきかけているかなっていう頃だと思うので多

分どの首長さんに聞いても、同じような答えをすると思います。旧なんとか町の出身とか、

旧なんとか村の出身の部長とかですね。だいたい合併に皆さん殆どの自治体で、合併して

良かったっていう人は殆ど居ませんから。殆どの町村が合併しなくて良かったとか、しな

い方が良かったっていう。しても良くなかった、しても良くならなかったっていう表現な

んでしょうかね。合併してもあんまり変わらなかったと。メリットが無かったと言う方の

方が多いので。その為にも組織というのは非常に、旧町村、市町村のバランスはあると。

これは多分やらないと結果として選挙にも影響するというふうに思います。（右に行くの

が正しいと思いながらも左に行くような事は）あります。一番残っているのは、庁舎の位

置ですね。うちの場合は三町村が合併したんですが、あんまりそんなに大きくないんです

けども、合併しても 5 万 2、3 千の町で、2 万 5 千前後の町が 2 つあって、一個山の方に村

が一個あったていう。 

人口は一番南が一番多いです。位置は真ん中が、こう合併した町があってですね、ABC

とありまして、ここが一番南なので、一番人口が多いんです。で、役所はここに今あるん

です。ここの町は一番中間にあって人口もそこそこあるんですけども、これとこれを足す

とこっちの方が多い。もちろん多いんですけども単独ではここが一番多いと。合併の協議

会の中でここに庁舎の位置を決定したんですけどもやっぱり不便なんです、どうしても。

この町の方が庁舎も新しいし、耐震なんですね、庁舎が。こっちはもう五十年近く経った

庁舎なので、耐震なんか出来てないしやったところでもう駄目に決まっているので。こっ

ちに、かといって新しいものなんて今時作れませんから。こっちにしましょうと。これど

う考えてもこっちの方が良いに決まっているんですけどもこれがやっぱりできなかったで

す。それの理由としては、こちらの方の有権者の反発、議会もそもそもこっちの方の人数

が多かったと、人口が多いですから。いう事も含めて。これを強引にやれば多分僕の選挙

次は負けるでしょうという事もあります。ですから一番今の言われた質問で、一番真っ先

にくるのが庁舎の位置です。これは今でも僕は真ん中の方が良いと思っていますけども、

出来なかったです。このままいくと、（現用のこの庁舎が）災害本部になると私は思うん

です。すると災害本部が真っ先に地震なんかでやられちゃうと。そういう羽目になるので、

そらぁダメだよなとは思ったんですけども、駄目でした。多分今やっても駄目だと思いま

す。 

今考えられることとして自身の不安とか迷いは、勿論認識しています。不安や迷いはい

つでも認識しています。今日は今日で認識しています。今日は今日で不安があります。迷

いもあるし、ただ今日なら今日って具体的なものはあるんですけども、今日の雨はどうか

なっていう、それはある意味具体的かも知れませんけども基本的にはいつも漠然としてい

ます。漠然としているっていうのは、何も分からない訳じゃなくて、ウチは水害っていう
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か津波は群馬県だからありませんので、それは削除しますから、だいたい水、土砂崩れと

いうのは当然大雨だけっていう風に考えられますので、それです。あと突風、風、この 2

つはいつもなんとなくイメージすると、する事はありますけども、具体的にじゃあこうし

たらこうしようというのがあまりにも多すぎて、情報が多すぎて、具体的にこういう話だ

ってできないですね。漠然とはしていますけども、水と風です。特に水です。やっぱ水だ

と思います。水害と土砂崩れ。ここは片田先生なんかも含めて一応机上訓練はしていて、

どこが危ないのかは大体頭、自分でも入っています。ただし、基本的には「本当に危いな

のか」というのがやっぱどっかにやっぱあって、そんなに早く避難指示出したってですね、

結局何もなかったら何もなかったじゃないかって、何もなかったんじゃないかっていう批

判も、これある訳で、そこは自分でもその時にならないと分からないなっていうのが、判

断が分からないなっていうのはいつも思っているところです。特に今、風はもうちょっと、

やっぱ読みきれないんで。これだけはちょっと、もう二回ぐらいダウンバーストで屋根が

飛んで、人災なかったんですけれども。屋根が飛んだりソーラーパネルが飛んだりとかす

るのはあるんですけども、ちょっと突風は避難のしようがないし、あえて言うならウチの

角の方でジッとしていてくれっていうぐらいしか多分出来ない。まして余計、逃げた所に

行けば、大変なんで。よっぽど川の方が避難のしようがあるんですね。そちらの方がどち

らかと言えば多少の予測はつくというふうには思います。 

自身の意思決定によって、場合によっては人が亡くなるかも知れないということは、考

えてはいます。いますけれども、やっぱこれも悪い方向で、だからバイアスがかかってで

すね、多分平気だろうと。そんな死ぬことなんかないだろうというのはやっぱあります。

でも考えます。でもそれが現実的なものでという視点にして捉えてないっていう現実があ

ると思います。本音を言うと。多分市民向けにはですね、皆さんの命大事ですと。命、生

命、身体、財産守りますっていう話をするんですね。当然それはその通りだと思います。

ただし、どっかでそうは言っても死んじゃうような災害なんてウチの周りじゃ多分ないだ

ろうと。予見出来なくって死んじゃった人ってやっぱあると思うんで。それは多分突風ぐ

らいだろうと。もし水が、渡良瀬川が仮に氾濫しても避難指示だけ出しておけば死ぬよう

な事はないでしょうと。家は流されてもと。言うのはどっかにあると思います。でもこな

いだの鬼怒川見るとですね、やっぱそうじゃねえのかな、違うのかなっていうのはやっぱ

り。最近はちょっと反省、反省してというかちょっと真剣に思います。 

災害現場にあって、時には職員に行けと言わざるを得ない、その結果としてもしかした

ら巻き込まれてその職員が亡くなってしまう可能性がある訳です。結局現場に行くのは職

員であり、場合によっては、ウチは広域で消防、自前で持っていないので。桐生市と一緒

に広域消防持っているので。隊員はウチも管轄している訳なので。そこはちょっと資金、

命令系統は別なもんですからアレですけども。職員に、万が一でもあったらどうしようっ

ていうのはいつも考えます。これは通常ですと火事なんかもそうですかね。結局、地域が

やっぱり濃密なものですから。職員で地元の方が結構いて、がやっぱり地元の消防団にち
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ゃんと入るように、入るようにというかですね、出来れば入るようにって指示は出してい

るものですから。年に何回か大火事があって、その現場で万が一があったらどうしようと

かっていうのは考えますね。考えるんですけども、じゃあもしそうなっていたらどうしよ

うかと言うところまでは、具体的にはイメージできません。 

フォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは、まさに冷静さと胆力で

すね、首長に求められるのはこれ以外ないと思いますね。ちょっと言われてカッとなった

り、良いアイデアをもらったからと、すぐに行動に移したりっていうのは絶対に駄目だと

思います。やっぱりひと呼吸置く冷静さと、嫌なことを言われてもきちんと受け止められ

る胆力が絶対に必要だと思います。ここは自分も十年やってきて出来たのは最近です、出

来たのは。最初の頃はいちいち反応しちゃってですね。ガキだなってずっと思っていたん

ですけど。今でこそやっと落ち着いてきましたけども、気持ちの波をこうじゃなくなるべ

く平にするような努力っていうのはやっぱ訓練をするしかないんで、これは経験値を踏ん

でいくしかないんですが、あえて言葉で言えばひと呼吸置く冷静さと胆力しかないと思い

ます。 

拠り所にしていることは、これはもう日々の仕事だと思います。僕は前職が県会議員で

した。県会議員の時はもう本当に不明を恥じるぐらいですね。自分も選挙で選ばれていた

んですけど、もうちょっと知っていると思っていたんですよ、自分で色んなことを。県会

議員も十何年やって来たものですから。首長になって現場のまさに一番最前線に行って、

県とか国は、県、群馬県つっても大体、来る人ってネクタイ着て背広着た人しか来ないん

ですよ。という事は皆物分りの良い人しか来ないんですよ。市町村の現場って物分りの悪

い人しか来ないんですよ。そういうのを実は本当に不明を恥じるぐらい知らなくてですね。

知らなかったわけじゃないですけど、実際現場の指揮官に立ってくると、軍隊で言えば毎

日ビュンビュンビュンビュン弾が飛んでくるんですよ。もう耳元で弾が飛んで来るところ

に最前線に構えるとですね、いかに知ったかぶって仕事をしていたかって。自分で反省を

しました。弾が飛んでくる耳元を掠る弾にすぐ反応して冷静さを失ったり、ちょっと大き

い声で言われると、反論したり、シュンとしたり胆力のなさを実感したりっていうのがこ

こずっと来ていました。一番効いたのはうち贈収賄三連発ぐらいあったんですよ、職員の。

それは私が市長になる前のことだったんですけど、かと言ってそれは逃げようがないわけ

ですよ。そうすると、警察が入ってきて書類を押収されたりですね、職員がお縄になって

連れて行かれたりって言うのを現場で見ていると。当然、市長の責任を問われるし、噂に

なれば市長だって悪いことしているんじゃねえかって話しになるわけですね。それはしょ

うがないにしても。そういう所でやっぱり経験地を積んでくると、やっとこのぐらいにな

ってこれができるようになりました。やっぱりそういう事って、捕まる事が大事とは言い

ませんけども、そういった事も含めて首長として、リーダーとは何かって言うとこの二つ

しかないと。それはもう経験の上で言えることなんですけど。でもこれがきちんとできれ

ば優れた現場の責任者になれると思います。 
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危急の場面にあっての自身の決断は、正しいと思っています。これはもう正しいと思わ

ないと、判断できないと言う言い換え方もできると思うんで。判断する時は正しいと言う

ふうに思っています。僕自身の話では覚悟はもうでき、最近だけどもここ 2、3 年できる

ようになったんですよ、やっと。 

いつも選挙とか今日、冒頭から政治家、選挙の票の話して恐縮だったんですけども、実

はそれはあったんです、ずっと。でもさっき言ったある時期を境に、これで腹を切るんだ

ったらしょうがないだろうと言う覚悟ができるようになったんです。それが議員の時との

大きな違いなんです。首長になって。議員の時にはそんな思いになんなかったんです。い

つも選挙負けたらどうしようとか、有権者にそっぽ向かれたらどうしようとか、恐怖感ば

っかり持ってですね。選挙出る、自分が議員になる前ってのは、よっしゃやってやろうっ

て思いで出るんですけども、なっちゃうと弱くなるって言うのはこの仕事の宿命みたいな

感じですね。保身と言うと言いすぎかも知れないですけど、保身でしょう。弱気になった

と。ただし首長になるとやっぱ違ってきて、ここは議員時とは正反対に変わりました。最

初は残念ながら票とか有権者の顔色を窺って、落ちたらどうしようと言う事ばっかりだっ

たんですけど。特に贈収賄で捕まった時のあの辺から大分変わった。就任して 3、4 年ぐ

らいですね。あの辺から変わってきて覚悟が付くようになりました。 

避難の勧告・指示の発令にあって、何を「不安」に思い、何に「迷う」のかということ

ですが、これは何かあったらどうしよう、何もなかったらどうしようって事ですね。これ

は本当に迷います。ただ今、色んな方の話を聞くと何もなくても良いんだろう、というよ

うにもちろんウェイトは傾いています。何かあったらどうしようの方が大事だと、何もな

かったらどうしようよりも、そっちの方が大事だって事は理解していますんで。ただいつ

もそれは両方思っています。ですから、そこら辺があえて不安と迷いになっていると思い

ます。後、情報の正確さですね。色んな情報が入ってくるんですけども、何を信じていい

のかと。しかも信じるのには 100 パーセントでいいのかと、8 割でいいのかと言う事も含

めて、情報の取捨選択っていうのは非常に迷います。不安もそうですけど。またこれは、

ベテランの首長さんに、往々にして言える話なんですけど、経験値がありすぎると失敗す

ると思います。それは帰趨を得って事じゃなくて年齢のベテランさんになるとどうしても

自分の経験値の方が高くなってくるんで、まして田舎の首長はそこで座っていますから、

現場の事を知ってらっしゃるんですよ。で、現場の事を知ってらっしゃるが故に、迷い失

敗するってケースが結構、見ているとありますね。で、ただそういう意味でそういう言い

方すると、自分の場合はまだ年も若いもんですから、言い易いんですよ。基本的に年上の

部下ばっかりなんで、僕も別に何となく言ってくれるんですね。そこは非常に空気はうん

と良いんですよ。風通しがいいもんですから。どうせこういう風に言ったって信じてくれ

ないし、向こうの方が良く知っているかなっては思ってないから、それは組織とすれば非

常に健全だと思います。 

いかなるものにも優先して守るものがあるとするならそれは、もう人命に決まっている
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んで、これは何があっても人命です。ここは本音で人命って言えます。ただし結果として

それが終わった後の段階として、恐れるものってのが出てくるんですけど、やっぱりそれ

は選挙とか、批判とかって言う事ですよね。批判で選挙に落ちると言う事だと、言う事に

なると思うんですけども。それは所謂、自分の命が無くなるって言う風な事ですから、政

治的なですね、命が無くなるって事なんで。そこが一番恐れると言うか気になる所だと思

います。ただそれをも超越できるような陸前の市長さんみたいな状況になれば、たぶん基

本的に政治側は皆、私利私欲でやっているわけではないんで、あるレベルを超える危機が

来ればですね。多分、皆、ああいう話になのかもしれません。ただ今僕は、平時にしか経

験がないんで、市長さん見ると立派だな、俺にはできないなと思います。思いますけれど

も、本当にじゃあ自分の女房が亡くなって市民も逃げ惑って、どうにもなんないと言った

時にはね、この仕事を志した原点を考えれば、それはね世のため人のためですよ。そこで

命が張れないようじゃ首長に出る資格もないし、少しは多分ね、これっぽっちでも思った

からこの仕事を選んでいるんで、そこは信じたいですね。どんな首長さんも多分、そう思

っていると思います。 

法制度は、全て認識はしていません。熟知もしていませんし、とりあえず日ごろのシミ

ュレーションの中で自分が意識をして法、法制度があるという前提のもとではやっていま

すけれども。それをあえて意識してやっているつもりはないです。それは多分、僕は行政

マンではなく元々政治の道をきた人間だから余計その辺の思考が実は抜けているかも知れ

ません。だからここは一概には言えないんですが、行政出身の首長とはちょっと違うとい

うふうに考えてもらって結構です。やっぱどっちかって言うと法の積み重ねによって行動

を起こすと言うよりも、まず直感的にやっちゃう方のタイプの政治家なんで、それから、

ああしてくと言うふうにいつも、事務方は苦労するんですけども、そう言うふうになりま

す。あえて言えば要請の仕方だけはキチンとしています。まず地元の警察、県庁等々に連

絡の後、あと国交省、国交省。どうしてもいかない時には自衛隊という順番とか。 

あと連絡の仕方っていうのは、全部理解はしています。それが法制度っていう訳ではな

いですけども。一応ルールはキチンと理解はしていますけれども、それ以上の細かなルー

ルっていうのは、災害基本法とかですね、そういったルールは僕は熟知していませんが、

必要な部署を置いて、何かあった時には市長を支えるように、支えられるように担当、そ

の辺の仕組みは確立しています。 

首長の立場として、市民の命を預かるその立場にありますが、日々の行政の仕事の中で

はそうそう感じる事はないです、本音を言うと。命の危険に差し迫った現場が市町村レベ

ルでそうそうある訳ではありませんから。 

改めて命の事を考え、日常的に考えるかって言うと考えていません。ただ自然災害が他

県とか他市に起こる時に、常に死亡何名とかテロップで流れるとですね、そこはいつも現

場をもっている人間とするとやっぱ考えます。その都度、その都度考えます。結局死んだ、

死亡者出た時には原因、当然理由がある訳ですから。それは全て自分の中の情報として蓄
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積はしているつもりです。 

特に何度も言うように判断を迷うんです。多分予想は実は、人間って多分予想は正しい、

勘って合っていると思うんですよ。多分人間の直感というのはですね、直感っていっても

多分ね、経験とか色んな意味での勘なんで、勘はあっていると思います。多分ね、判断が

誤るんですよ、多分人間は。そんなふうに最近思ってきて。今言ったように、これ「危ね

えよ」なって皆思っているんだけど、でも「まあ、いっか」っていう所の判断が多分誤っ

ているんです。だから勘を大事にしたほうがいいなっていうのは常々、今、いつも思いま

す。ええ。最初の勘って絶対合っています。ええ。ヤバイと思ったらもうヤバイんじゃな

いんですかね。 

先般の常総市の水害の件では後に市長がインタビューを受けて、発令が遅れた事につい

て批判されました。その事について反省していますという話をされていらっしゃいました

が、やっぱり判断が間違っています。誤っています。多分、田舎の首長だから分かってい

るんですよ、現場を。だから直感的に多分ね、もうヤバイと思っているはずなんですよ。

最後は、空気感とかあるんでしょうけども。まあ、平気かなっていうのどっかで多分ある

んですね。だから多分、なんか心理学とすればなんかそういう法則ってのはあるかも知れ

ないんですけれども、だから何つうんだろう。マーフィーの法則じゃないけど大体、例え

ば出張なんかしていると事故ってのはよく起きるもので、ああいうのって絶対あるんで。

だから少なくとも縁起を担ぐ訳じゃないけども、僕はこの任期っつうか、市長である、あ

る任期中は絶対酒は一滴も飲まないようにしているんですよ。飲んだ瞬間に多分、事故起

きると思っているんで。おまじないみたいなものですけれども。ですから、そういった事

件、事故、自然災害が起きた時にも直感は大事にしたいなって。わかりませんけども、首

長の判断が遅れ、遅れたっていうか、結局色んな情報が判断出来なかったんでしょうね。

（同じように）なるかも知れないとは思っています、いつも。そんな自信は絶対持てない

です。ただし、さっきから何度も言うように最初に感じたものは大事にしたいと思ってい

るので。そこだけです。それで何もなければ、ない方の批判の方がいいと思っているので。

難しいですけども。（実施日 27.10.1。場所法政大学大学院棟）』 

1-1-5 4 名の市区町村の長に対するインタビューから分かったこと 

「危機に直面した時のリーダーの役割は、周囲の状況を落ち着かせ、皆が職務を果たせ

るようにすることだと言われる。フォロアーにも責任があり、危機を切り抜ける道が示さ

れている限り、生産的かつ協力的でいなければならない。状況の展開が急すぎて、リーダ

ーとフォロアーが十分に協議できないうちに行動しなければならないことも多い。そのよ

うな困難な状況にどう対処するかによって、信頼と士気が高まることもあれば損なわれる

こともある」（アイラ・チャレフ、2009、110 頁）のだ。 

人は誰も、結果が見えないこと、経験が乏しく分からないこと、不確実なことに直面す

ると不安を抱き迷う。上司には任せてもらえず、相談もできず、ますます不安や迷いを深

めていく。上司に信頼され、任されて嫌に思うものはいない。上司の信頼を実感できてい
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る部下は、伸び伸びと動きやすくなり、また上司の信頼に応えたいという気持ちも働くこ

とで持てる能力をより高いレベルで発揮しやすくなる。受け入れてくれる、任されている

という実感を得られた時、部下は上司に信頼感を抱く。 

本項では、市区町村の防災担当者の心にある「不安」と「迷い」の実在と、その背景に

あるものを知るために、4 名の市区町村の長に対してそれぞれ 16 の質問を行った。うち本

項では、4 人の市区町村の長が、部下であるフォロアーとの関係についてどのように考え

ているかに注目して以下のとおり整理した。 

まず 1 人目の岩手県陸前高田市戸羽市長は部下であるフォロアーとの関係について次の

ように語った。『私は、幹部職員はみんな信用しています。部長級の人あるいは、先程イ

ンタビューしていただいた〇〇（被災時の幹部職員）さんについては、もう何度も相談し

ていますし。やっぱり私も何て言うのでしょう、石橋を叩くわけではないですけど、あん

まりトップダウンとかワンマンショーをやる気はないので、何か発言するにせよ、あるい

は何かを決めるにせよ、幹部のみなさんの意向をまず聞いてからやっていますので、そう

いう意味では幹部、〇〇さんを始めとした幹部の方々については信用しています。○○理

事については元々役所の職員であって、前の市長とは近い関係にありました。実は、その

前の市長と私は、あまりいい関係になかったものですから、彼（○○理事）から、被災を

してから、初めて酒飲んだ時に、「いや、これがなかったら市長と仲良くなんかできませ

んでしたよ」っていうふうに言われましたけど、ただこんな震災にあって、二人共どうし

ようもない状況になって、そういうところをくぐってきたので、まともな思いというか、

本音でやってきたので、そういう意味ではほんとに信頼のおける方だなというように思い

ます。当時は、給食センターでも寝食を共にしました。そういう経験をすると、お互いに

本音のところがわかりますし。過去は過去としていろいろあるのかもしれないですけど、

お互いの誤解の部分解けるところもあります。 

基本的に、復興現場を抱えている部署なんかはものすごく忙しいわけですね。私は、で

すから例えばそういうところに顔を出したり、あるいはその飲み会に参加をさせていただ

いたりしながら、労うわけでもなんでもないですけど、みんなと同じ目線をみんなと仲間

意識を持って仕事をするっていうことがすごく大事だなと思っていまして、あんまり市長

面して敬礼しろよみたいな話じゃなくてですね、いやいや同じだよっていうところでやっ

ています。年齢的にも私よりも上の人が部長さんたちで、私より若い幹部っていうのは一

人か二人くらいしか課長さんでもいないので、ですからほかの方々、若手も含めて極力み

んなと一緒に何かやるというようにしていますけどね。』 

次に 2 人目の熊本県下益城郡美里町の上田町長は『職場の中で、信じるべき、あれ、職

場の中ですか。難しいな。ああいや、職場の中ではもちろん。あのう、一人じゃないとい

うことだと私は思っています。やはりその、ポイントで信じなきゃいけないというのには、

やはり情報をまず把握している人間だと思いますので。あの時はもう、防災担当の○○さ

んとか、という形になります。信じるべき相手はそうなります。町民もそうです。信じる
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べき相手だと思うんですけれどね。信じると信頼は、私違うと思っていますけども。もう

これは先ほど言いましたように、まず情報を持っているかどうか、それから懸命に働いて

いるかどうかというのを日頃も見ていますので。ですから、災害にあっては、これはやは

り防災担当の○○さんであったり、あとは、副町長ですね、教育長もそうです。総務課長

もそうです。基本的に、副町長と教育長は、私が人事案件で議会から承認もしてもらわな

ければいけませんし、総務課長というのはその中枢で、自分が任命する人間ですから。そ

こを信頼せんと、と思っています。 

部下であるフォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは、これはコミ

ュニケーションですよね。これは災害時ですか。（はい）。災害時であれば尊重するとい

うことだと思うんです。たださっきも言いましたように、要はアドバイザーとして、まあ

いろいろの意見を聞いて尊重しながらちゃんと自分の持っている決断を出す。要は、いや

右に逃がしたほうがいいですよと言われた時に、いろいろ、自分の中では、これはもう左

しかないだろうと。まあそれはいろんな情報を得ながらそうするんですけど。でも、右に

逃したほうがいいですよと言われた時に分かりましたじゃあ今回は、まずは左に逃してお

いて。その次のときに今度は右に逃しましょうとか。何をするにも尊重をしながら決断を

していくというような、それいう何かあっ信頼されているんだって、いろいろこう考える

ことがあったら聞いてくれるんだというような関係。そういう距離感というか、そういう

のを作るのがやっぱり。特に災害時とかもそうですし日頃からのことかな？って、逆にで

すね、災害時だからというわけではないんですけども。後は、これはちょっと手前味噌に

なるんですが。今回の地震もそのすぐ次の日から災害対策本部会議を開いてきました。も

うかなりの回数開きました。防災担当の○○さんにはもちろん入ってもらって、あとは全

ての課長と三役だったんですけども。もう早い段階で、初めての経験ですから。町民の皆

さんも戸惑ってらっしゃると思いますと。で、職員も初めての対応をせんといかん。もう

こういう状況で、一回一回持ち帰って印鑑を押して決済まで求めよっても進まんことがた

くさん、多分出るだろうと。もう、責任は私が取りますからと。現場でこれがよりベター

だ、町民のためにベターだ、と思ったことはもうやってくれ、こういう非常事態だからと。

もしそれで後からいろいろ苦情が来たり何かあったら「もう町長のせいにせい」と。とい

うことは言いました。それは効いたと思います。かなり効いたと思います。そういう何か。

職員の人たちってやはり公務員ですから。最後は誰が責任を持つか？という話になるんだ

と思います。これはもう、それが当たり前の話だと思います。その時にちゃんとこう盾と

いうか。何というのでしょう、担保になってやる人間がいれば動きやすいと思いますし。

そういうのも一つの、そういう関係を築く上で重要なんじゃないかなとは思いますけど

ね。』と語った。 

また 3 人目の東京都青ヶ島村の菊池村長は『職場の人間関係のパワーバランスなどの属

人的な要素についてですか、全然、考えたことも無いです。（私の）選択に影響を及ぼし

ているのは、島民ということになりますね。あとは課長（総務課長）ですかね。 
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部下であるフォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは何かについて

は、あんまりこれもねほんとね、ちっさい組織だから、もうわずか13人ぐらいですよ、だ

いたいね職員は、出先に何人か居て、まあ家庭みたいなもんだ、家族みたいなもんだから

ね、あんまりそういうのはないですよね。意見が通りづらいとか、聞こえづらいとかそう

いうのは無いですね。』と語り、最後4人目の群馬県みどり市石原市長は『私について申

し上げると独断で決めていくタイプではありません。アドバイスは色々と求めております。

おりますが、勿論判断は全部に責任、自分の責任においてやっておりますので。貴方が言

ったからこうにした、なんてことは一切言いません。その覚悟は出来ているつもりです。

意外と自分は、タイプとすると任せちゃうほうです。だからこうやって多分学校（法政大

学大学院公共政策研究科修士課程学生）にも来られるっていう話になってですね、こんな

に雨が降るのに、大丈夫かって言われて、いや任せるよと、責任は勿論取るっていう。そ

ういう信頼関係が出来ている。ちゃんと構築しているつもりなんですけど。アドバイスは

求めますけども、それ以上、あまり偏った人にウェイトは置いてないとは思います。 

フォロアーとの適切な関係を築く上において最も大切なことは、まさに冷静さと胆力で

すね、首長に求められるのはこれ以外ないと思いますね。ちょっと言われてカッとなった

り、良いアイデアをもらったからと、すぐに行動に移したりっていうのは絶対に駄目だと

思います。やっぱりひと呼吸置く冷静さと、嫌なことを言われてもきちんと受け止められ

る胆力が絶対に必要だと思います。』と語った。 

以上から、少なくともこの4人の市区町村の長については、部下であるフォロアーとの

関係について、「部下に任せ、尊重すること」とともに、へつらいも、ごまかしもしない

のであろう信用に裏付けされた「相互間ののほどよい距離感」がよく分かる。 

1-2 市区町村防災担当者 

1-2-1 島嶼の地の市区町村防災担当者 

島嶼の地においては、地震発生時の津波災害、台風による高波等海洋の変化に起因する

災害のほか、一般に、山林、湖沼等の占める比率も高く、山間部で見られるような自然災

害に備えることも求められる。これらは、急激に引き起こされることが多く、また、その

被害も地形等の影響を受け、予想を超えて拡大する傾向を有している。さらに、島嶼の地

においては、本土と海により隔てられているため、速やかな災害対処に困難が伴う場合が

想定されている。 

東京都大島町。防災は防災対策室が担い防災係によって編成されている。防災対策、防

災計画に関すること、防災行政無線に関することなどを分掌している。 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『これまでの勤務の中でいわゆる空気、同調圧力的なことに自らの意思決定を拘束され

てしまう場面があったとすればそれはどのような場面かという質問については、そうです

ね、んん、何か難しいな。いわゆる、簡単に言うと、何と言うのでしょうか。ええと。私

の意見じゃなく、何らかの「こうしなさい的」なことですか。やはり、そういう空気感に
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なるというとすればですね、例えば台風なりが接近しているのに大丈夫だよというような

空気感は、やはり漂うんですよ。いわゆる台風対策会議をやっても何らかの空気で、あの

大島弁で言うと「大丈夫、大丈夫ずら」とか言うんですが。「大丈夫だろー」みたいな空

気感がやはり漂う部分はあるんですけども。ただ私としては、いわゆる基礎となる情報に

基づいて自分の考えは言いますので。つまり職員は早くしたほうがいいだろう、とか。

「大丈夫だろー」みたいな空気感ですか、とりあえず 25 年以降はないです。それ以前で

すか。そうですね、あったかも知れません。 

次の、振り返って、当時あのようにせざるを得なかったと答えざるを得ない場面がある

とすればという質問ですが、いわゆる避難勧告を出さなかったとか、そういうことですか。

であれば、やはり、あの時点では、台風応説明会の情報しかなかったのは事実ですし、や

はりそうですね、初めてのことでもあって、想像力の届かないところでし、そういう中で

いうと、あの当時の対応については、そうせざるを得なかったと答えざるを得ない場面で

あったのかもしれません。 

空気に支配されるような中にあって水を差すことができる自由は与えられているかとい

うことについては、与えられていると思います。はい。それは何故かといいますと、何故

私が、そこまで言うかといいますと、25 年の災害以前は、防災の担当は 1 人配置だったの

ですが、私はその担当（防災係長）を 7 年やりまして、その経験上、その時に、まさにさ

っき言っていたようないわゆるその同調圧力じゃないですけども、あるいはアンケートで

も書きましたけども何か「いらないんじゃないか」「暇なんだろう」とかいう面に、多々

遭遇してきました。それで 25 年の災害がありました。やはり防災を担当する上では、い

わゆるそういった危機管理とか、そういった意識は人一倍強く持たなきゃいけないし、ま

た同じようなことは繰り返すなという意識は自分で持つようになったんです、経験を経て。

防災対策室の職員は、当然同じ認識でいると思いますんでね、同じ。あるいは大島、火山

防災連絡事務所、気象庁の。そこの職員の方もいてその方々の意見も当然聞きますので。

信じていい方々だと思っています。 

大島だからなのかもしれない。県もそうですし、地元大島の出身の職員の。小さい頃か

ら同じ学校に通っているとか、あるいは気象庁の方も。今年度から「防災アドバイザー」

という気象庁のＯＢを、今非常勤で採用しているんですけども、その方は長く気象庁の大

島測候所に勤務されていて防災連絡事務所の初代所長をされた方なんです。そういった方

にもいろいろとアドバイスを受けたりする。そういった意味では「顔の見える関係」が長

く築かれていた部分があるので、いわゆる信頼できる関係だと思います。 

また、未来に何が待ち構えているのかの判断を手助けしてくれるのはということについ

ては、やはりうちの職員であり、あるいはその防災アドバイザー、あるいは気象庁の火山

事務所の方になります。そういう認識です。大島は基本的に未来に何があるかというとお

そらく「噴火」があると思うんですね。噴火に関しては、もう常日頃から交流、活動もや

っているので、そこは信頼しています。 



147 

 

私は、アドバイスを求め幅広い意見を求めるタイプです。自分ではそう思っています。

アドバイスを求めます、意見を求めます。一人で決めてしまう、一人でこなしてしまおう

とする、一人で全部抱え込むということはないですね。またそうならないように心掛けて

います。いろんな意見を聞いています。当然自分の考えはあるんですが、それと意見を聞

いて照らし合わせて判断するようにしています。先に申し上げましたが、私は結構長く防

災の担当（1 人配置）をやったのですが、振り返るとやはり一人で結構完結させてしまう

ようなことがありましたね、自分だけが分っているような、たぶんに、そうですね。今は、

立場も変わりましたし、だから余計に、意識しますね、アドバイスを求め幅広い意見を求

めるように心掛けています。 

私の選択に影響を及ぼしている部分なんですけども、それってよく考えるとやはり、住

民の方々の安全をというようなことを考えると、まずそのことを考えますね。例えば、台

風が来た時にどうする、まず住民の方々の安全を考えた時にどうするかと。そう強く意識

するようになったのはそうですね、やはりあの災害を経てからですね、今も行方不明のま

まの方がいらっしゃるわけですし、そうですね、はい。 

意思決定の基礎となる情報ですね、これを自身の中で見極めるようとすることはあるか

という質問については、そうですね、いわゆる避難の勧告なりにかかわることですよね、

そうであればそうですね、気象庁の情報云々、いろいろとあるんですけれども、その情報

を基に、いわゆる準備情報なり、その情報を基にこの防災対応の動きをしていきますので、

そこは日常的なものですね。日々のトレンドを追っていますので、おのずと見極めようと

していると思います。毎日見ていますので。今では、注意報が夜に出るであろうという状

況にあっては、いつも 2 名泊めています。恐れがある場合にもそうです。そういったこと

もあって常に我々は気象情報なりの、意思決定の基礎となる情報常日頃から見るようにな

っているんです。 

次のいろんな専門家や大きな影響力がある方を、そういう人たちをどう見てきたかとい

うことを考えることがありますかということですが、ありますね。今回 25 年のときに、

学者の先生か誰だかは分からないんですが、いわゆる大島は、火山灰の土壌があってその

下に、いわゆる岩盤層があるんだと、だからああいう大雨が降った時に上層部の火山灰質

が崩れるんだということをおっしゃった方がいるんですよ。そういうことをある程度、学

者やら学会とかで分かっているのであれば、大雨のときにこうなる恐れもあるよというよ

うな話はしてくれてもいいんじゃないかなと思ったんです。また逆に学者の先生って、何

かが起きた時にそれにかこつけていろいろな諸説を述べる方がいるじゃないですか。最初

から分かっているようなことがあるのでなぜ伝えてくれないのかと思いましたね。 

専門家の方のいろんな意見や考え方を知るということは大切であることは承知していま

すが、ただ疑いなく受け入れるかとなると、私はありません。土砂災害はなかなかこうい

う機会がなかったんですけど、まあ火山の部分であれば、いろいろな先生方が研究してい

ろいろなご意見があるので、それは聞いて、参考にさせていただききますけども、25 年の
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ケースは本当に、後出しで、こういうことが起こったというようなことを聞いた時に「エ

ッ、最初からそういう考えがあるんだったら少しくらい言ってくれたらいいのに」みたい

な気分になりましたね。何かマスコミ用に言っているような気がしちゃって。こんなとこ

ろで名前を売らなくてもいいでしょみたいな感じにもなりましたね。 

職場の人間関係やパワーバランスなどの、いわゆる属人的な要素が自身の迷いにどのよ

うに影響しているのかということを考えてみることはあるかということですが、改めてど

うですかね、難しいですね。影響はしていると思います。人間関係でしたら、小さいころ

から互いに知っているような部分があって、もちろん慣れ合いなり良くない面で出てくる

こともあるのでしょうが、必ずしもそれだけではなくて、逆に、考えが分かるというか、

腹の探り合いもなく、無条件に信頼し合っていられる部分もあるわけです。決める時は早

いですね、互いに考えていることが分りますからね。また、パワーバランスの中でいきま

すと、私はまだ、管理職で一番年下なんですね。いろんなことを、防災として働きかける

わけですけども、小さい頃から私のことを知っているわけです。そこはアレやれよ、とか

ですね、そういうようなことはですね、よく、いや、やはりパワーバランスということな

んでしょうね。逆にだから、利点もありますし、悪い点もあるんですよ。職場の人間関係

やパワーバランスなどの、いわゆる属人的な要素が意思決定に影響するかしないかとなる

と、しないわけがないでしょうね。まあ、今は一番年下ですけども。逆に私が一番年上に

なればですね、出来るんですよね、逆に私の方から。これは防災上で必要だからやりなさ

いと、言えるかもしれないですね。こういった狭いところだからこそ起こりうるパワーバ

ランスが、ちょっとこう、ありますね。それこそ小学校の時からですからね。学校でも一

緒、そして就職して、長く苦楽をともにしてきて、分りあえることもありますし、ただ人

間ですから、知りすぎているだけに、なんか余計にうまくいかないというか、難しい面も

でてきますね。 

次の、避難の勧告にあって、自身の中の不安や迷いは漠然としたものか、あるいは具体

的かという質問については、当然あります、具体的です。この防災業務というのは基本的

に、いわゆる「備え」ですね、事前準備を、普段やっている事前準備をいかにそのときに

活かせるかということに尽きる、というように思っていますが、いくら備えたとしても、

どうしようもならないことを体験として知っているわけです。25 年の災害を経て、不安は

それ以前より、より具体的なものとしてありますね。今も、行方不明のままの方がいるわ

けです。普段こうやって防災計画なり何なりを、地域防も今見直ししているんですけども、

はたして本当にこれでいいのか、これで住民を守ることができるのかということに、やは

り不安を感じますし、迷いはありますね。 

次のですね、フォロワーシップを果たす上において欠くべからざることはという質問で

すが、それっていうのはアレですかね、上司に対してということですよね、そうですよね。

例えば、大島ですと年 1 回、各地域に出向いて防災連絡会というのを住民向けにやってい

まして、そういった時には絶対町長には、その場に顔を出してもらうと。住民の皆さんか
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らの声が直接町長に届くということもありますし、また、町長に防災に対する知識なりを

より深めてもらえますし、で、そうですね、そこは何よりも住民の皆様が「あぁ町長が来

ているんだな、防災のあれに来ているんだな」というような部分で、安心というか、信頼

ですね、高まるのかなと思っていますね。そこはその、フォロアーとして能動的に取り組

んでいるところですかね。 

私の立場としてはなるべく、町長が決断するためのいわゆるフォローじゃないですけど

も、ミスジャッジをなるべくしないように我々は町長をフォローする、情報を与えるんだ

というように心掛けてはいますね。それはやはり、25 年の時に、当時の町長はもうかなり

先走っちゃって、まあ、ああいう状況ですから、仕方のない部分もあったんでしょうけど、

周りの職員の意見をほとんど聞こうともしなかったですね。反面「決めろ、どうすんだ、

どうすんだ。早く決めろ」ということでしたから。そういった意味ではやはり周りの職員

がある程度いい方向に持っていってあげるような対策を取らないといけないんだろうなと、

今はそう思っています。 

あるべきリーダーシップについては、これは私が思うところでいいですよね。そうです

ね、やはり思うことは、あの、決めるということですかね。私に関していうと、室の長で

すから、室が担う所掌に関しては、私が意思決定者になるわけですから、そこは認識して

いますね。リーダーシップにあっては、そこが一番大事だと、私は思っています。それと

やはり聞いてあげることと、取り上げてあげることだと思います。ブレないこともそうで

すね。決定事項に関して私がこうブレちゃうと、うちの職員も不安に思うので。やはり一

度決めたことは意識して、なるべくブレないようにしようと思っています。その「ブレな

い」ためには、うちの職員の意見も聞いてある程度の共通認識を持って決めるんだと、そ

ういうふうにすればブレないと思うんですよね。ただまあ、ある程度決定事項に関しては

室員皆に振ってですね、意見を聞くようにしています。 

また、危急の場面にあっての自分の決断、これが正しいと責任を持って言い切れるかど

うか、もし言えないとするのであれば、それはどういう理由かという質問については、基

本的には、きちっと持ってやっているんですけども、ただやはり、じゃあ全てが正しいの

かと言われたらそうでもない部分もあるんですよ、そうですよね。言えない、正しいとは

言えないのかもしれないですけど、正しいと思って、町長に、まあこうしましょうと言っ

たりします。結果として何事もなければ、それは正しいんだというように理解しないと、

結局、やったけど何事もなかったじゃないかということを言われる訳じゃないですか。ま

あ、たまに言われますけども、けどその部分を自分で否定してしまうとですね、またおか

しなことになっちゃうので、やはり決断は決断で、一応「正しい」とは思っていますが、

ただそれに対して自己満足するんじゃなくて、必ず振り返りでね、こうしたけども、こう

いうこともあったんじゃないかとか、まあいろいろな振り返りをします。基本的には「正

しい」と思ってやっています。 

確かに先ほどまあ、その基準（避難の勧告、指示に関する）に基づいて淡々と対応する
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と申し上げましたが、ですけども勧告を出すことによってですね、例えばまあ、いわゆる

住民生活が一時ストップしてしまうとかですね、経済的なこととかですね、いろいろな、

勧告を出すことによって住民生活にちょっと不便というか、そういったことにも支障を来

しかねないわけですから、そういった部分では、それは不安ですね。 

防災に関しての職場の周りの理解ですけども、やはり 25 年以降変わりました。例えば

ですね、台風接近時には、避難所の開設準備ということで毛布やらアルファ化米やらをう

ちの室員が中心になって避難所に事前に運び込みますが、実は結構それというのはかなり

の重労働なんですが、周りは手持ちの職員を出してくれて協力してくれます。25 年以降に

も既にそれをもう 5 回繰り返していますが、「どうなってんだ」というようなことはあり

ませんし、繰り返しているのにも関わらず協力してくれますので、ある程度防災という立

場は理解してくれているとそう思っています。ただ過去はそういうことはないですね。過

去は非常に厳しかったですね。 

当時は、総務課防災係ってなっているんですけども、総務課の中でもやはり防災に対す

る意識が低かったですね。そもそも 1986 年の三原山の噴火後にできたんですよ。今と昔

では全然もう、存在感が違いますよね。 

防災は専任です。また、自分で防災に向いているか、どうかということについては、自

分が評価するものではないのでしょうが、まあちょっと、経験上長くやっている部分があ

るので向いていると言えば向いているし、別に他の科に行ってやれば、ちゃんとその部署

にも馴染みますしね。難しいですね、適材なんでしょうかね、意外と難しいですけども。

ただ、本音を言うと防災って、あまり担当になりたくない部署だ、と言えば部署なんです

よね実は。ですからなるべくなら本当に、代われるものなら代わりたいなというのが自分

にもあるんですけども。ただなった以上はですね、職責というかそういった意味では、な

るべく自分もがんばろうといった意識があるので。適材かどうかは分からないけどもがん

ばろうって意識はありますね。まあ、管理職にあっても、中には、もう全然防災対策の意

識がない方もいらしゃるわけなんですけど、周りの者が「全部決めろ」的な感じの方もい

らっしゃるわけですよ。台風で参集してもテレビ見ているくらいですから。そんなレベル

なのでしたね、25 年の災害以前はですね。ただ、今となってはやはり責任者でもあります

から、そういった意味では、適材というよりもがんばらなければと、先導を、先頭を走っ

て行かなければいけないという部分があるので、がんばらなきゃいけないなと。そういう

思いです。 

選択を左右する最も大きなものは何か、また意思決定にあって、誰が正しいか、何が受

け入れやすいかという観点からスタートしていないかという質問ですが、私は、その、や

はり何が正しいかで多分決めると思うんですよね。何が正しいか、要は何をしなければい

けないのかという部分で、こういうことをしなければいけない、と。それと、選択を左右

する、最も大きなものは何かということについては、住民ですね。まず基本にはやはり住

民がありますので、やはり住民の安全とかそういったものをまず頭において選択するよう
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に意識はしています。 

また、いかなるものにも優先して守るものがあるとするならそれは何か、何を懼れるの

かという質問については、25 年の災害の時に勧告を出さないからという部分で叩かれたじ

ゃないですか、実のところやはり叩かれるというのは怖いんですよ。やはり怖いんですよ、

実は。やはり心の奥底には、我々だって、誰だってマスコミに叩かれたくないですから。

多分町長もそうだと思うんですね。まさにああいうことを経験しているからだとは思うん

ですけども。 

ただしそういうこともあるけれど、やはり住民の命を守らなければならないという。た

だ、それだけかと問われると、ただ奥底にはやはり我々の保身もあると。だから迷うんで

しょうね。 

防災に関する法制度の問題をどのよう（具体的に）に捉えているかということについて

は、ちょっと、あまり難しくは言えないんですけども、基礎自治体が、いわゆる避難勧告

を指示云々ってあるじゃないですか、それはそれで良いんですけども、例えば都とか国な

んかも「それは市町村のことですから」とすぐにサジを投げちゃうんですよね。そうじゃ

なくてもっと、災害であればもっと深く関わってくれて、避難の勧告なり指示なりという

部分もですね、もっと関わってもらいたいと。やはり国、まあ都道府県がもっと関わって

くれてもいいのではないかと思うことが多々ありますね。25 年のときも、都は、うちは、

情報は出したと、あとは現場の判断だと。出すのはとても簡単なんですよね、ルール的に

出せばいいだけなんで。最終的な責任を市町村にあてがわして。普段の仕事だと「東京都

の意見を聞け、ナンダカンダ」と言う割には、災害の時には、何か知らん顔をしちゃって

「うちは情報を出した」とかってね。 

もう少し都道府県の、まあ例えば東京都の責務をもうちょっと明確に。明確にというか、

やったほうが良いのかなと、そう思うんですけどもね。 

こういうところがあるんですね、例えばいろんな補助金の業務なんかがあると、都は結

局、指導的な立場で結構言ってくるんですけども、こと災害になるとですね、それは町さ

んが決めることですというようにですね。もっと関わりを持ってもらえれば町としても非

常にこう、もっとうまく行くと思うんですけどね。25 年の災害の際に、都からいろいろ職

員を派遣していただいたり、具体的には罹災証明なんか、町としてもとても助かった部分

がありますが、やはり核となる部分、何というんですか、こう住民を避難させるとかです

ね、一番ポイントとなる部分でもう少しこう主導していただければ助かるなんて思ったり

もしたんですけども、いわゆる責任の問題が関わってくるとなると急に、それは町さんで

決めることですからとこう逃げ腰になっちゃうんですよね。もう少しそこを具体的にこう、

検討の中に入ってきてくれれば、ってある部分もあるんですけど、急にこう「そこは関係

ないですから」となっちゃったりするときがあるんで、そこをもっとやってくれるような

ことに期待しますね。（実施日 28.9.23。場所大島町庁舎内）』 
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1-2-2  海岸に接する地の市区町村防災担当者 

津波被害のない震災は負傷者の割合が大きく、津波被害が大きい震災は負傷者の割合が

少なくなる傾向がある。津波災害の特徴から津波に巻き込まれてしまった場合、生命が助

かる可能性は低く、有効な対策は早期の避難しかないと考えられている。防災や防護が目

標となるハード対策とは異なり、ソフト対策では、人命の損失を防ぎ資産への被害を軽減

する、いわゆる減災が目標となる。 

岩手県陸前高田市（防災は防災局が担い、防災課によって編成されている。防災会議、

防災計画、防災訓練及び災害調査に関すること、防災行政無線に関すること、災害警戒本

部及び災害対策本部に関すること、自主防災組織の育成指導に関すること、自衛隊の災害

派遣要請の統括に関すること、国民保護協議会に関すること、国民保護対策本部及び緊急

対処事態対策本部に関すること、土砂災害防止に関すること、土砂災害防止に関すること、

災害協定の総括に関することなどを分掌している） 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『空気に自分の意思決定を拘束されていると思わされる場面ですか、そうですね、過去

にはありました。やはりそれはやむを得ないことなんでしょうけども、災害時の担当をし

ているということで、トップダウンが原則だということで、どうしても下のほうは、また

下からのほうは情報を提供するというふうな立場であるので、それで意に反することはあ

ったのかなというふうには思っております。防災は、2 年目です。1 年と 9 カ月です。こ

のポストは 11 配置目です。総務課に始まって市民課、会計課、保健課、財政課、農林課、

商工観光、健康推進課、教育委員会、水道事業所、そして現在の業務ということですよね。 

今、防災担当ということで、防災ということに関しては一定の責任があると。そういっ

た意味で、非常に自分に、知識のなさに対しては非常に不安に思っております。どういっ

た時に避難指示・避難勧告とか出せばいいのか、あるいは今低気圧が岩手に向かっていて、

どういう天気の変化が起こり得るのか。あるいは河川の水位の状況がどう変わっていくの

か、そういった部分を瞬時々で判断して、見極めていける知識があればなあといったとこ

ろです。11 配置目というふうなお話はさせていただいたんですけども、まずは全然、いろ

はのいから始まっての業務ですので、もう 4 月から来た時にそういった面が非常に不安で

不安でしょうがありません。今でもそうなんですけども。そういった面では、常々情報を

共有して相談できる、そういった体制ができればいいなあというふうに思っております。

私、今部門の長として、やはり職員からは持っている情報を吸収する、そして持っている

意見を吸収する、そういう職場づくり、空気づくりが必要だと考えています。その中で私

がどのように判断していくのか、それが災害時に一番役立つことかなと考えています。そ

れで日頃から意見を述べやすい雰囲気をつくりながら、空気をつくりながら、そして信頼

関係を持ちながら、最終決断をしていく、そういったことが重要じゃないかなというふう

に常日頃から考えています。 

震災当時は教育委員会で、学校の施設の担当をしておりました。中学校の校舎、全てで



153 

 

8 つですか。その中で具体的に言うと広田中学校、大友中学校は津波で被災を受けました。

米崎中学校は地震で被災を受けました。小学校の校舎で、合同で 授業をしなきゃならな

いと。まあそういった部分で小学校の復旧を、急ぎながら実施して、中学生と小学生と、

一体的な学校というわけじゃないんですけども同じ校舎で学ばせたと。特に大友小学校に

ついては、大友小学校も水に漬かったと、被災したということではあるんですが、とにか

く大友小学校の子供と中学校の子供の授業を再開しなきゃなんないということで、小学校

の校舎を早期に復旧させて、そこで学校を始めたわけです。なんでその大友小学校がいる

かというと、今大友小学校は津波注意報とか警報がでると避難しなきゃ駄目だと。地域か

ら「安全な学校ではないんじゃいか」と。「移転してくれ」という要望書も先日も出され

ました。ただ当時を振り返れば、そうせざるを得なかったと。とにかくその時の子供達の

授業、学校、学ぶ場が必要だといったところで小学校を復旧したと。それがベストな方法

だったというふうに考えていました。 

水を差すという表現がちょっと理解できない面もあるんですけども、とにかく職員には

ある情報をとにかくあげさせて、情報を共有してから仕事を進めましょうと、それは災害

時であっても通常の業務であっても、その中でベターな方針方法を、手段を見つけて仕事

を進めましょうと。そういうふうな心構えで日頃は仕事をしているつもりです。差さなけ

ればいけないという状況があるかないかと言われると非常に悩むんですけど、とにかく正

直に正確な情報をあげてくれ、ということしかないのかなというふうには思っています。

自分が否定する方向に流れていくような空気感の会議の中にあって、防災担当者として、

水を差す自由はあります、あります。はい。ただその協議の内容にもよりますけども、も

う決定になる段階で話したんでもしょうがないので、意見を出し合っている、話し合って

いる過程の段階であれば、私も主張に反する意見だったりあるいは肯定する意見だったり、

そういった部分は述べなければならないなというふうには考えています。 

防災担当者として、もしそういう場面があるとするんであれば相反する意見にはならな

いとは思うんですが、例えば今晩台風が高田市に接近して、通りますよと。じゃあ夕方の

うちに雨の降りそうなところ、まあ市内全域なんですが避難指示を、避難準備情報を出し

ましょうと。そんな時に、例えば、いや市長は「もっと離れているから大丈夫じゃないか」

とかですね、そういうふうな意見もあり得ないことはないでしょうが、やはり空振りオッ

ケーということで、安全のために避難準備情報を出しましょうと、いうふうなところぐら

いですかね。ただ市長は、だいたいは、こちらの意見を受け入れてくれます。もちろんこ

ちらも当然気象庁からの予報官からの意見とか、色んな部分の情報を収集してから述べま

すので。だから相反するということはあんまり考えづらいのかなというふうに思っていま

す。 

防災担当である自分の立場において、信じるべき相手は当然部下であったり、上司であ

ったり、同じ職場の仲間。まあ上司といったら副市長、市長しかいないんですけど、そう

いった方々であるべきかなというように思います。信じるべき相手と信頼できる相手につ
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いては私はイコールと考えています。でないと防災業務はできないと思います。防災に関

して、未来に何が待ち構えているのか判断を手助けしてくれるのは部下であって、やはり、

何故かと言われれば日頃からの信頼関係が生みだすものではないかなと信じています。信

頼関係は、日頃からのコミュニケーションかなとは思います。先程言ったとおり、防災局

というのが 4 月から初めてできた職場であって、皆初めての赴任ということで、私は 2 年

目なんですけども、日頃から、例えば朝、当番を決めて気象情報を皆さんの前で説明する

んですよ。ちょうど 5 名なので月曜日担当私、火曜日担当誰とか当番決めて、お互いスキ

ルアップしながら進めていると、そういったことが同じ目標に向かっているということで、

信頼関係が築けるのかなというふうに考えています。時には 5 人で、飲みニケーションも

します。 

判断にあっては、多くの情報のもとに判断すべきと思っていますので、部下には多くの

情報をとにかくあげろと。そういった部分で多くの情報を得るように心がけています。自

分一人でしようとすることはありません。周囲にアドバイスを求めてみたり幅広い意見を

求めるように心がけています。（情報の正確性は）その時の情報を得た、得ようとした会

話の中で、どこからの情報だということは常々確認しながら進めています。（自身の選択

に影響を及ぼしているのは）やはり部下じゃないかなというふうに考えております。先程

何度も言ったように日頃からの信頼関係から、そういった信頼関係が生まれることから情

報収集しながら判断していくと。当然自分でも情報収集はしますけど、そういったところ

から生まれるのかなというふうに考えていました。また、情報の理解のスキルを高めるた

めに部下には研修機会を積極的に与えています。 

意思決定の基礎となる情報。自身はそれをどのように見極めているのか、それを考える

ことはあります。情報についてはやはり先程言った防災の関係ですので、例えば気象庁で

あったり、そういったものに対する、そういったところから得ている情報を相互に、相互

にっていうのは、私も部下も、そしてまた気象庁からも、情報を得ながら最終的な判断、

判断というか結論に結び付けているのかなというふうに考えています。 

専門家であるとか、大きな影響力のある者の見解やアイデアを、疑いもなく受け入れる

という傾向は全くないとはいえませんが、なんの疑問もなく全面的に受け入れるというこ

とはありません。自分ではそう思っています。まず物事を聞く時に、必ず自分が最初に答

えを言わないで、どういう考えでどういう結論に至ったのか、そういった話し合いから始

めるように心がけております。その結果相手の考え、そこに至るまでの経過も理解できる

のかなというふうに思いますし、その後には自分もそういったそこまでの疑問に思った意

見とか、そういったものをお互い喋りながら、相互に理解しながら結論を出すと。災害時

にはそれでは遅いのかもしれませんが、日頃はそういうふうな形をして、そういった形態

でもって結論をだしながら、防災担当としての意見をまとめるというふうな仕組みで仕事

を行うように心がけております。 

昨年は全然、そういった研修の機会が全然なかったわけなんですけども、今年に入って
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からは、少しは時間的余裕がありますので、さっき言った知識を習得するために、私自身

も講習・研修には極力参加するように心がけております。 

人間関係のパワーバランスなり、先輩であったり後輩であったり、いろんなプライベー

トなところ引きずることが私はあります。属人的なところに影響を受けるタイプであるか

もしれません。辛いですね。そういった力にはね、歯向かえないというか、昔の人間なの

か、体育系なのかそういうところがあります。そういうふうな要素が不安とか迷いに影響

することは当然人間なのであると思います。意見をぶつけあいながら、協議だったらいい

んですけど、討論なった時にはとてもじゃないけども、明日から役所に来られないとか、

あとは 2、3 年後には同じ職場になる可能性は十分にある関係であるので、そういう、ど

うしても性格的に丸く収めてしまうとか、そこまで突っ込んだ協議はしないとかですね、

あるいは自分がそういう決断しなきゃならない立場の時にようやく改正ができるとか、そ

ういったことは多々あるのかなと。自分にとってもですね、振り返ればあると思いますし、

人間関係だけはうまく保とうという気持ちは十分に持っている自分かなというように思っ

ています。 

地元色の強い、昔から知っているとか知らないとか、近所に住んでいるとか住んでいな

いとか、そういう中にあって一つの空気ができた時に、やっぱり水を差すっていうのは難

しいと思いますね。ただそれが、課題というか協議内容にももちろん関係すると思うんで

すよね。いくら防災で避難指示出すとか、そういった勧告出すとか、そういった時には当

然、周りが同じ部長級であっても、判断は私がやんなきゃいけないので、そこは淡々と。

当然指示出すのは市長なんですけども、市長とも協議しなきゃなんないので、それは部長

級達にあっても、立場としてリーダーシップをとっていかなきゃならないと。ただ、日頃

の会になると、もう借りてきた猫のように小さくするとか、そういった場合も多々ありま

すね。ほとんど地元の方っていうか、こんなに小さな陸前高田市ですので、小さな中です

のでやはりそういった上下関係は。先程も言いましたけども、昔の人間であり、私は体育

系の出身ですので、1 つ歳が違えば全然違うということで、そういった面はあります。た

だそれはいい意味でもマナーでもあると思いますが、まあ使い分ければいいんでしょうけ

ども、なかなかそこには至らない自分がここにいます。そのような人間関係とかそういう

職場にあっては先程言ったように知識がないことが一番不安であり迷いであり、それにつ

ながっているのかなというふうに思います。そういったことから日頃、先程言った朝の天

気予報の情報共有から始まって、何とか自分も一定の知識を得たいなというふうに考えて

いました。漠然とした不安というものではなく、知識不足という具体的な不安を払しょく

するために、それで今年度に入って様々な研修受けている中で、当然資格的には当然レベ

ルの低い資格なんですけど、防災士っていうのがありますので、それを 9 月に講習を受け

て試験を受講することによって取得しました。資格取得した、しないということよりは、

その過程がすごく自分のためには勉強になったかなと思います。当然試験というラインが

あるので、ただ単に研修に行ったのではあんまり勉強しない者が、難しくない試験なんで
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すけども試験があるということにとって、私でも必死になって勉強したかなと。いい経験

をしたかなというふうに思っていましたので、今後も何かしらの形で様々な試験資格とか

にチャレンジしながら、自分を高めていきたいなというふうに思っています。それは職の

要求です。職の要求ですね、一番、いの一番には。 

防災担当として上司に対してのフォロワーシップを果たすうえにおいて欠くべからずこ

とは、「報（告）・連（絡）・（相）談」であり情報、加えて、やはり防災の知識ってい

うんですかね、それは情報にも値するのかなというふうには思いますが、市長だったって

全てを網羅しているわけじゃないので。まあこういう時にはこういうふうな状況になって、

大雨が降る可能性が多くありますよと。現在低気圧が発達しながら岩手上空を通過するの

で、どの程度の雨が降る見込みだとかですね。そういった部分は必ず報告になってしまい

ますけども、そういったことは必ず行わなきゃなんないなと。それもある程度何時間前と

かですね、予報を得た時点で進めなきゃなんないのかなと。まあちょっと、その範囲はき

ちんとフォロワーとしてやらなきゃなんないのかなというふうに思っていました。 

自身の立場でいう、クリティカルな場面にあって、あるべきリーダーシップは、正しい

情報を得ながら、正しい方向の決断が必要なのかなというふうに思います。自分から見て

のリーダーシップっていうのは、私の判断は市長の判断であり、最終的に市長の判断とし

て掲げるわけですので、そういったことが必要な、リーダーとして必要なんじゃないか 

なというふうに考えています。それが結果的に失敗だとしてもということですね。 

また、私にとっての上司であり我々のリーダーである市長は、私達、信頼関係を得てい

るのかなというふうに思うぐらいに、そのぶんのフォローもしてくれています。当然正し

い情報をあげているから、報告もやっているから信頼関係も生まれているのかなというふ

うに思います。ただ本当にリーダーシップをとりながら今日まで復興は進めてきてくれた

のかなと。あの市長だからと、ここまで来られたんだなというふうに自分も考えています。 

これまでもいろんな場面で決断判断してきた経緯がありますけども、それは当然部下と

の話し合い、そして市長との話し合い、その結果決定してきたことということで、それは

正しい情報や、知識を持っての判断ですので、正しかったというように信じていますが、

まったく不安や迷いがないというわけではありません。今仮に避難勧告を出さなければい

けない、そういう場面にあって具体的には、やはり特に大雨とかなって、土砂災害警戒情

報なった時に、それが夜中だった時に、いつ、その時に避難勧告出すか出さないかという

のが一番の迷いです。迷うというか、迷う判断となります。何故かというと、その土砂災

害警戒情報も、今後 2 時間以内にどこに土砂災害が起こるかわからないというような時に

出されるんですが、ただそれが、雨雲が今後発生する見込みがなかった時とか、ない時に

タイムリーに出された時、そういった時にどうしようかなというふうに迷いますし、夜中

の避難っていうのは却って危険を伴うといったところもあるので、避難所に行くだけが避

難ではない、自宅の安全な場所に避難することも避難ではあるんですが、その時にどのよ

うな判断を下すかといったところが一番不安であり、迷うところかなというふうには思い
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ます。 

常総でもそうでした。佐用や長野もそうですし、また大島もそうです。勧告を出した場

合に、出したが故に流されてしまうことがあるかもしれないとか、色んなケースがあると

思うんですけれども、私自身は、空振りなら空振りで、それでいいと思います。上司も同

じ考えです。ただ、出したが故に流される。自身が最終決定者でないにしても、自身の判

断で仮に誰かが亡くなるとか、そういうことへの不安はもちろん、もちろん常々思ってい

ます。ですので、今言った時に、いつの時点で避難勧告、避難指示出さなきゃなんないの

か、そういった時には、夢の中では鬼怒川が地元の川だったりとか、そういったように思

い詰めて夢に出てくることもあります。津波が来たとかですね、目が覚めたら夢だったと

かですね。そういった部分がどうしても頭から離れないと。それが自分達の仕事上の宿命

かなというふうには思うんですけども、まあそれだけ日頃から、自分で言うのも何なんで

すが、不安に思っているのかなというように思います。 

周囲は、防災担当者である私（我々）の立場を理解してくれようとしています。そう信

じています。普段廊下歩いていても「大変だね」と声をかけてくれます。そういった言葉

が有難いなと。大雨警報先日も、先週末ですか。暴風警報・波浪警報が出たんですけど、

解除されたのが朝で、朝には市役所の中の通信網としてグループウェアというのがあるん

ですけど、そこに掲示するんですよ、暴風警報が、波浪警報が解除されたので警戒本部を

閉じますって。朝の 5 時 20 何分とか、そこまで職員がいるっていうことを周りの職員も、

分っていてくれていて、「大変な業務ですね」っていうふうな声をかけてくれるので、理

解しようとし、また分ってくれているのかなというふうには思います。ありがたく思いま

すが、ただ、例えば大雨警報とか先程言った暴風警報が出た時に、じゃあ防災担当だけに

頼っていればいいんじゃないかというふうな風潮も、いずれは出てくるというふうなこと

も、一方では覚悟はしています。そういったところは覚悟をしているんですけども、ただ

じゃあ日頃あなたの課の災害時における対応は何をやるんですかと逆にこちらから話を持

っていったりとか、今後しなきゃなんないのかなと。当然防災課だけがやるわけじゃない

ので、市役所全体で防災対策を対応しなきゃならないので、それは今後のカードとして持

っていればいいのかなというふうに思います。 

また、ここ被災地陸前高田の防災担当とすれば、物を聞きに来たりとか、質問をしに来

たりとか、学生さんから先生方から一般の人から、多いので、その対応にまた大変な思い

もしていますし、また情報、防災教室とかそういった部分でも結構な数をこなしているの

で。何も教材なくてポっと行って話せる人がいればいいんでしょうけど。それはそれで私

達は辞令でもってここに来ている職員なので、準備段階がすごく非常にかかる経緯もある

ので、まず時間を持て余すことなく業務にあたっているというような、ここまでの 9 カ月

間がありました。 

防災担当の職は専任です。自身で防災担当者であることは、うーん、やらざるをえない

んでしょうけど、適材ではないと思いますね。スパっとこう、竹を割ったようなとういか、
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一瞬での判断ができないというかですね。それは何故かというと、やはり知識のなさかな

というふうに思うんですよね。なので今、少しずつ勉強をやっているというような段階で

もあるんですけども、自分は知識なくても、いくら部下が集めた、信頼している中での情

報の中で判断というのは非常の難しいのかなというふうに感じています。やはり自分もあ

る程度の知識を持ちながら、部下から同僚からの情報も得ながら最終的に判断していく。

それが正しい、より正しい結果に結びつくのかなというふうに思っていました。そういっ

た意味で自分の今の力のなさが、今の防災担当としてはふさわしくないのではないかと。

（このポスト。最初、話を聞いた時には）辞令を返しました。本音はそうですよ。 

当時検証報告書というものを作成していまして、どうして本市がこのような甚大な被害

を受けたのか、反省と教訓をまとめると、それで自治体の模範というかですね、参考にな

るようにということでまとめさせていただきました。それが最終項のとりまとめをやらな

きゃならない状況のところに、ポっと私が赴任した関係もありますので、とてもじゃない

が任務が重いと。昨年はその検証報告書をとりまとめて、それも 130 ページから 120 ペー

ジぐらいになりますので、市民にわかりやすいように「概要書」という形でまとめてそれ

を市民に配り、その教訓として避難マニュアル、そして職員の災害時初動対応マニュアル、

そして記録誌、写真集でまとめた記録誌、1 年間かけて作ったわけなんですけども、その

対応をやらなきゃなんないということが目に見えていたので、どうしてこのタイミングで

私がそこに就かなきゃなんないのかと。まあ大体人事のほうで、想像つくと思うんですけ

ども、前の人を移動させなきゃなんないのかと。いったところが非常に自分にとって不安

でもあり不満でもあり、ですので去年は研修らしい研修も全然受けないで、その業務ばっ

かりやって、あとは市民への説明会とか、そういうのに没頭した 1 年間だったという経緯

なんですよ。当然市民に示したり話し合いの場に行けば、私達が悪いわけじゃないんです

けど、やっぱり指摘の場になって、怒鳴られたり、そういったのは多々ありましたので、

そういう役割ってことも辞令もらった時点でわかっていたっていうか、想像がついていた

ので、まあ覚悟するまでは時間がかかったっていうか、今の業務を続けて覚悟するために

はすごく時間がかかってですね。すごく、まあ悩んでもしょうがないんでしょうけど、今

ならばこうやって笑いながらでも言えますけども、とてもじゃないけども役所人生始まっ

て以来の苦痛な 1 年間。で、それがあったから少しは、今年は知識を得ようということで、

それはその時間をこの勉強というか、そういった学習の、研修の時間に充てることもでき

るということでもあるんですけども、そういった意味で 2 年目ってなりながら、知識がな

いという言葉が出てくるというのはそういった経過もあってですね。1 年生でないのに、2

年生なのに知識ないっていうのは、昨年がそういった時間を過ごした関係で勉強する時間

がなかったって言ったら嘘なんでしょうけども、多くの時間を費やしながら、お盆前は土

日なしですから、そんな時間を費やしながら仕事を進めていました。 

誰が正しいとか、何が受け入れやすいかという観点からスタートするタイプか、若しく

は何が正しいかで意思決定するタイプかの、どちらのタイプかという問いですが、自分は
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例えば自分の判断を大事にしたいなというふうに思ってきたタイプだと考えています。ど

ちらかというと後者の何が正しいかで意思決定するタイプではないかと思います。その時

点で上司に伝えて、駄目ならばそういった考え方もあるんだなと。で、自分の考えという

か考えの幅もできるのかなというふうに思っていましたので、これまでも自分が正しく思

った部分で仕事をしてきたつもりでいます。 

先に覚悟という話をしましたが、防災担当者としての職にあって、いかなるものにも優

先して守るものがあるとすれば、それはやはり市民の命ですね。東日本大震災でも多くの

財産は失ったものの、財産は復興すれば、出来るものと出来ないものがあるんだけれども。

ただ命は復興、復旧することはできないと。ですので、この防災担当として、一番大切に

思わなきゃなんないのは命を守ること。そしてまた、検証報告書・避難マニュアルにも、

命とはっていう、避難とは命を守ることであるといったことをはっきりと謳っていますし、

それは市民との協議の結果作ったものでありますので、私達の使命は命を守ること、その

ように思っています。常々そういった部分ですれすれの部分で生活はしていますし、です

から先程夢にも出てくるというようなことでもありますし、現在裁判にもなっていますか

ら。陸前高田市が訴えられながら、今度また来週火曜日、高等裁判所のほうに、仙台のほ

うに行きますけども。それは私個人が訴えられているわけではないんですけども、そうい

った経験からも、やはり守るべきものは市民の命というふうに思っています。 

また、被災地の現場にあって、防災に関する法制度の問題をどのよう具体的に捉えてい

るかですが、災害対策基本法は、いろんな毎年のように改正になっている関係もあってど

れが一番新しんだと言うと私もなかなか辛い面はありますけど、やはり市長が言うとおり、

市町村の役割、あるいは県の役割、国の役割というところが明記されているんですけど、

国、県のですね、支援するというかですね、市民も県民であり、国民であるので、そうい

った部分を越境というか、越える訳ではないんですけども県がすぐ市町村の災害対策、あ

るいは国がすぐ災害対策、そういった部分への支援をですね、はっきりと明記して欲しい

なといったところが一点目であります。 

東日本大震災のように県に連絡が取れない、それがイコール、被害が無かったのかと、

いったところを思い浮かべれば、そこを検証すれば本来連絡が出来ないぐらい潰滅的な被

害を受けていたといったところもあるので、そういった部分は教訓としながら、県への市

への支援、あるいは国からの支援、そういった部分を明記して欲しいということが先程言

ったとおり一点目になります。もう一点はですね、災害対策基本法なので、法律なので、

市町村の役割、先程、国、県市の役割ということを書くのも、一つだと思うのですが、明

記するのが目的ではあると思うんですけど、やっぱり、最初の目的のところに、災害対策

基本法の目的のところに財産や生命を守るといったところが明記されているので、であれ

ば国民であり、県民であり市民が自らもっと責任をもって自分の命を守んなきゃならない、

といったところも記載して欲しいなと、いうふうな思いがあります。 

常総市も、もちろんそうだし、なんであそこまで待っていたのかなと。常総市が避難指
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示出さなかった部分の責任もあるかもしれませんが、今の世の中テレビだったり、ラジオ

だったり、携帯だったり、インターネットだったり、なんでも情報を得られるような状況

なのでもっともっと市民の方々も情報を得て、早期の避難、あるいは危機を感じての避難

行動に移して欲しいといった部分も書いてあればですね、そしてまた周知に努めていただ

ければ、すごくありがたいなというふうに思います。（依存？）依存というよりも自覚と

いう表現のほうが近いですかね、自分の思いはですね、当然市も責任を持ってですね、半

日前からとか一日前から、雨雲の状況とか情報収集しながら、避難指示、避難勧告の判断

をしていくんですけど、やはり同様にですね、市民の方々もそういった感覚になってです

ね、自ら命は、命は自分で守るという意識を強く持って欲しいなと。もちろん、我々、今

やっている防災教育の中でもそういった言葉を使いながら市民の方々には呼びかけてはい

るんですけども、そういった分も、法律でも明記してあれば、なおいいのかなという私の

希望ですかね。 

現行の災害対策基本法は防災に主眼を置いているが、減災にシフトする必要は先程来話

したとおり、やはり、私たちの守るもの、そしてまた、市民が守るものは自分の命だと思

うんですよ。ですので、財産を失った部分、財産を守る分については減災という言葉は使

えるかもしれませんけど、命に関しては、あくまでも防災なのかと、いうふうに考えてい

ます。ですので、減災は施設に対しての言葉、防災は自分の命にも値する言葉なのかなと

いうふうに思っています。ですので、やはり、市も防災、減災に関しては尽力しますけど、

市民の方々にもそういった意識を強く持って欲しいというのが私の希望でもあり、願いで

もあり、考え方でもあります。 

県はこれまで担当した防災担当だったり、それまで担当した教育委員会だったり、災害

以降すごく岩手県の場合は市のことを想ってくれて、尽力、尽くしてくれるといったこと

が、今までの私の印象ですので、県庁は盛岡にあるとおり、盛岡だから被災地とあまりか

け離れているので、かなり温度差があるよというような雰囲気はなくて、やはり陸前高田

のために、あるいは三陸沿岸のために尽くしてくれているなといったものをすごく感じて

おります。（実施日 27.12.15。場所陸前高田市庁舎）』 

1-2-3  山間の地の市区町村防災担当者 

山間の地初動においては、期における孤立集落での被害状況の把握が困難であること、

救助・避難、物資供給等のためにヘリコプターの活用など平地部とは異なる対応が必要で

あること、高齢化の特に進んだ地域であり被災者に高齢者が多く、避難生活等において十

分な配慮を要すること、土砂災害に伴う河道閉塞等の二次的な災害も発生することなど、

山間の集落散在地域における地震災害に特有の課題がみられる。 

1-2-3-1 熊本県下益城郡美里町 

熊本県下益城郡美里町（総務課が担い、行政係、財政係、防災交通係、行革管財係によ

って編成されている。防災交通係は、防災及び消防団に関すること、交通安全に関するこ

と、自衛官募集に関すること、犯罪被害者支援に関することなどを分掌している） 
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【防災担当者 本人要望により匿名】 

『熊本地震の際ですが、私どもは、まず防災計画の中で震度 5 弱になったら、防災担当

は警戒態勢に入るというようになっていますので、防災交通係は 2 人とも、まずここに詰

めました。当日は、他の職員もですね、揺れが強かったもんですから、これはちょっとた

だ事じゃないというようなところで、何て言うんですかね、自分で判断して、参集したと

いうような状況が 14 日79ですね。14 日についてはですね、さほどまだ、あの時は被害報告

も上がって来なかったんです。ですから、あの時は、その夜から私が詰めて泊ったと。ま

あ災害待機をしたというようなところになります。避難勧告、指示に関しての動きについ

ては、その時点では特にありませんでした。状況の把握までです。 

状況の把握に当たっては、うちは、嘱託さん、区長さんにですね、会議をして、こうい

ろんな災害があった時には情報をあげて下さいというようにお願いしているんですよ。で

すから基本夜なんかは特に情報を集めに行くんじゃなくて、あがって来るのを待っておく

というような態勢になっています。夜は特にですね。 

初動にあっての現場の状況の把握については、余震の段階ではまださほど被害が起きて

いなかったので、その段階ではあがってきていなかったですね。余震の段階ではですね。

一回は集まりましたが、確か、警戒態勢の防災待機がかかりまして、防災待機班のみを残

して他の職員は解散となりました。 

住民からの問い合わせの電話は、その時点では、入ってきてはいないですね。16 日の本

震の時はありましたが、余震（14 日）の時は無かったですね。16 日の本震の時は私泊っ

ておりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいました。

私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が 4 名泊っていたんですね、加え

て私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要は救

急車が繋がらない、119 が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。夜中

だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況という

よりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報というか。

あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね。 

議会は不思議とあんまり出て来られませんでした。現場見に来いっていう意見、でも不

思議と議会からはそんなに圧力は無かったですね。今回に関してはですね。そういうのは

やっぱり住民の方々が、例えば、しょうがないですけど、「うちに見に来てくれ」とかで

                                                  

79  4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県熊本地方を震央とする震源の深さ 11km、気象庁マグニ

チュード(Mj)6.5、モーメントマグニチュード(Mw)6.2 の地震（前震）が発生し、熊本県益

城町で震度 7 を観測した。その 28 時間後の 4 月 16 日 1 時 25 分には、同じく熊本県熊本

地方を震央とする、震源の深さ 12km、Mj7.3、Mw7.0 の地震（本震）が発生し、熊本県西

原村と益城町で震度 7 を観測した。Mj7.3 は 1995 年（平成 7 年）に発生した兵庫県南部

地震（阪神・淡路大震災）と同規模の大地震である。なお、同町は、インタビュー当日 6

月 20 日午後 10 時 35 分に、豪雨の影響を受けて土砂災害の危険性が高まっているとして、

町内全域の 4,264 世帯、10,720 人に避難勧告を発令した。 
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すね、そういう、こう俺が俺がじゃないですけど、そういう部分は出てくることは仕方が

ないですけどね。 

今振り返って、そうせざるを得なかったと思うことの１つには、避難所の運営あたりで

は当然なかなかこう食事も全てに行き渡るっていう訳でも無かったですし、一部の人は、

何でここだけみたいな感じのですね、まあ指定避難所しか配れなかったものですから、そ

ういう厳しい声もいただいたんですけど、その時はもう精一杯だったけんですね。やっぱ

どうしてもこう施設の中、施設から溢れた人、どうしてもごった返すじゃないですか。全

員にこう全てを網羅出来なかったという部分はありますですね。 

同調圧力的ものについては、ありますね。あります。ではそれに対して水を差す自由は

与えられているかということについては、言わなん時は言いますからですね。部下上司に

もなれば、なかなかそこは難しいところもありますが、言いたいことが全く言えないとい

うことはありません。田舎の小さな自治体ですから、いろいろと、職場を離れてもという

付き合いの部分は、やっぱありますね。属人的なところはあります。ただ非常事態の時は

ですね、非常事態を過ぎて、例えば復興とかそういう時期になればですね、そういう面も

出てくるのでしょうが、今まさにという時にあっては無いですね。 

信じるべき相手はやっぱり上司ですね。直属の課長。それから町長、副町長。それと隣

の係の係長ですね。また信頼できる相手については、普段のコミュニケーションの中から

出てくるものですから、上司イコール信頼という部分とはまた違う部分になってくると。

要は仕事を進めていく上で信頼出来るのか、人として信頼出来るのかとなると、また違う

ものになってくるでしょうですからね。ただ今回のような震災対応の中にあっては、信じ

るべき相手であり信頼できる相手は町長でしたね。最終的にはもう町長になりました。結

局町長に委ねるというか、こちらも意見を言いながら委ねたという形にはなりました。町

長は信じるべき相手であり、信頼して対応もしてもらったと。決断に迷った時には、「私

が責任持ちますから」というような一言で、私達は動けたと、いうようなところがありま

した。 

町長に関していうと普段のイメージとは違いましたね。普段は割と優しい方ですね、あ

んまりこう、どちらかというと人の嫌がることもあまり言われないような温和な町長です。

町長もまだ若いですからね。最終的に決断という部分で、最終的には決断されて色々行か

れたようですね。間違いが無かったというと、正直間違いなのか正解なのかというよりも、

よりベストの答えしか、あそこの場面では見つけられなかったというように思っています。

もう、そういう正解とか間違いとかって気にしていたら決断を下せなかった部分というの

がやっぱりですね、あると思うんですよ。だけんもう何を言われても、もう住民の方から

も苦情とか来た部分もあって、もう進むにしても、進まないにしても、やっぱり苦情とい

う部分は来ると、でもう少しでも前に進んで苦情を言われるのなら、言われようという形

で意見も話して進んで行ったという形ですから、もうベストのところを探り出したという

ようなところですね。だから正解かなんかは正直分らないですね。 
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今回、近隣市町村の、隣の宇城市の担当課長とか、まあ日頃こう、近隣でコミュニケー

ションをとっておりまして、そういった同僚の方あたりにも分からなければすぐ電話をし

たりとか、まあ今もしていますけど、まあそういう部分で（未来に何が待ち構えているか

の判断を）手助けしてくれていましたね。日常的にもコミュニケーションをとっています。

研修会の場で一緒になったりとかしていますから、割と近隣市町村とはやっています。デ

ィスカッションまでは無いですけど、質問のし合いというか、そんな感じですね。こうい

う「不安」があるとかですね。そうした中にあって多く出てくる話としたら、とりあえず

もう、避難勧告を出すタイミングや、どう対応をしていくのかっていうそういったそんな

話ですね。一番はもう、普段、まあ震災が起こる前はこう警報が出て、勧告をかけないよ

うな事態になるのかどうかというような話とかですね、そんな形で電話のやりとりをして

います。 

地域防災計画については、うちはもう恥ずかしい話ですが、担当者で作っています。で

も正直それが正解なのかが分りませんけども、鉛筆舐めながら研修会でああだこうだと前

任者の担当に聞いたりとかしてから作っています。ですからきちっとしたものかどうかは

あんまりあれなんですけどね。苦労しています。大変、苦労しています。年に１回県の計

画の見直しもありますから、避難勧告のタイミングのガイドラインとかあるじゃないです

か、ああいうのもちょっと。 

ちなみに私はアドバイスを求める方です。幅広く意見を求めます。だから迷いも、逆に

いうとありますけどね。自分の判断に自信がないと言われれば、もうそうですね。ただ、

まだ 3 年目なんですよね、ですから今からやっていかなんところは、要は自分の、最近は

町長にもこうこうですよと言えるようには段々なってはきているんですけど、どうしても

それが、判断が、さっきみたいに正解かどうかがやっぱりどうしても独りよがりになって

しまうと、見誤るところもありますから、私の理想としてはそういうこう自分の意見も持

ちつつも他人に意見を求めるというかアドバイスを求めながらというのが理想じゃないか

なというように思っています。また教育とか研修について十分に受けているかとなると、

十分かどうかは分からないですけど積極的に、県が主催するそういう研修には参加するよ

うにしています。自由に行かせてもらっています。 

私の、右か左かの選択に一番影響を及ぼしているのは、誰かは、町長でしょうね。私に

は、最終的な決定権は無いので、やはり町長でしょうね。また何かということであれば、

何か、やっぱ情報ですよね。気象情報であったりとか、そういう情報を基に、こう選択を

決めていくんで、はい。情報の精度を見極めているかを考えたことはあるかについては、

まあ美里の場合はですね土砂災害がありますから、そっちの方ばっかり正直気になってい

ました。そして地震になったけんですね、もう地震のあれは、対応の仕方が全く分からな

くてですね。あっても 4（震度）とか、5 あるのはもうまずあんまり無かったけんですね。

もう地震に対しては全く。 

専門家や大きな影響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあるかとい
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うことについては、どうでしょうか、右から左というような感じですかね。正直。まあ研

修会に行って、こう専門的なことを教えて頂く分には、「ああそうか」と。でもその意見

を具体的に自分の町に当てはめてどうだっていう部分ではひょっとすると右から左だった

かもしれません。研修会としては当然、知識としては参考になったかもしれんですけど、

実際地元に帰っての動きとしてはイコールになっていたかというのは分らない、そこは。

そうですね。もう、マスコミに、いろいろと出でらっしゃった方が言うのはですね、やっ

ぱほら、住民の人たちがこんだけ困っているんだというのは分かるんですけどそれを煽っ

て、こう行政は何もしていないような、あからさまにも。確かに遅れた部分もありますが

それがもう、あからさまにもう何もやっていないみたいに煽る部分があったりしましたね。

行政の、役場の人に聞いても不眠不休でこう頑張ってられた方もおるんですけどね、なか

なかですね、そういう部分は出てこなかったのかなという気はします。 

職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が「不安」や「迷い」に影響する

かということですが、それはあると思います。ただ、今、総務課には係長の私を含めて 4

名いるんですけど、日頃からのコミュニケーションをよくとっているんで、うちの課の他

の 3 名の係長は協力的です。人間関係も問題ありません。ですから非常にそのへんは上手

く行きました。どうしてもやっぱり防災担当者だけでは、当然 3 名しか、臨時含めて 3 名

しか居ないので対応も、とてもとても無理で、総務課で対応という形になれば、あと他の

（総務課の）3 人の係長の力も借りらないかんもんですから、そういう意味では上手く行

ったと。私ども（の係）は防災と言いながらも、防災、交通、消防と防犯を持っています

から、だからもう防災だけじゃないけんですね。それをこの人数（臨時を含め 3 名）で回

しているもので、膝を切れば、もうお手上げ状態です。 

今回の初動のところではにっちもさっちも行かなかったですね、だから他の係の係長さ

んが方にお願いして、じゃあマスコミの対応はお願いしますって、その係にしてもらった

りとか、現場を見に行くのをお願いしますって他の係に対応してもらったりとか、そうい

ったところでこう、そのへんはなんとか乗り切れたと思っています。 

「不安」や「迷い」について認識しているかどうかということですが、認識しています。

不安に思うのは、命です。もうそこだけです。それは、自分自身の命ということではなく、

住民のです。私の判断の誤りで住民の命が失われるかもという不安は常にあります。迷い

については、避難勧告や指示などの周知だったり、日頃の啓発であったり、そういったこ

とがきちんと出来ているかとかの部分だと思います。 

適切なフォロアーシップを果たす上において欠くべからずことはということについては、

やっぱりその最終的な判断をしていただけるような正確な情報を与えられるかどうかとい

うように思っています。ホウ（報）レン（連）ソウ（相）もそうですね。今回の震災にあ

っては、情報は、結構頻繁に上げていました。町長室に飛び込みで入って報告することも

ありますし、町長が私の机まで来られることもありました。また、震災のような危急の場

面にあっての、あるべきリーダーシップの姿はということについて私が思うのは、そうで
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すね、最終的にバランスでしょうね、バランス。要は、住民は、住民のことは当然向いと

かないかん、住民のために働いているというのは根幹にありますから、そこは当然、向い

とかないかん、だけどもそのへんを向きながら上手くこう職員を動かせるというか、その

住民の非常事態に、住民が命を落とさないように成るために職員を上手く動かす。そんな

感じ、何て言いますかね、我が強いだけがリーダーシップじゃないんで、意見を通すだけ

がリーダーシップではなく、最終的な決断は当然通さなんとですけど、まあ話を聞きなが

ら上手くこう誘導が出来るのがリーダーシップかもしれんですね。何か上手く言えんです

けど。 

私自身のことでしたら、危急な場面にあっての自身の決断は正しかったということにつ

いてはですね、難しいですね、正しいかどうか、まあさっきも言ったように、正しいかど

うかは分からないですけどやっぱりベストの選択は今のところして来ているとは思ってい

ます。 

失敗ですか、どうだろうやっぱ、物資の配給だとかはですね、なかなか上手くいかんで

苦情も受けたことは事実ですけど、まあ、あの時はああせざるを得なかったのかというよ

うにも思いますし、やっぱり住民の意見を、まあ変な言い方ですよ、誤解されると困るん

ですけど、住民の方の意見を聞きすぎると住民の方って一方的に言って来られるから、ど

っちを聞いていいか分からなくなるっていう部分が正直出て来るんですよね、この選択を

すればこっちの方には不利に成るとかですね、でもそこでどっか決断せんなんていう部分

があるんですよ配給なんかは特にですね。やっぱここで物を配る時には遠い人は当然間に

合わない。近い人だけ。でも、それは、いろんな地区の弱者に対しての配慮も必要になっ

て来るし、非常に難しいところは正直ありました。だいぶ苦情も受けましたけど、まあ、

そうせざるを得ない、とにかくこう動かないといかない、こう苦情が無いように苦情が無

いように、こう用心して用心して用心して決断出来ないというところも正直あるけんです

ね、だけんある程度こう苦情が出たとしても、もう進まないかないという場面が出て来ま

すから。 

避難の勧告・指示に当たっての不安と迷いに関しては、まずは、避難勧告って、その頭

の中ではですね、その簡単に出せるものなのかなっていう、今、最近でも大分そのハード

ルが低くなって来たような気はしますけど、まあ決して今の状態がいいかどうかは分りま

せんけど、昔、自分がまだ 2 年前、3 年間に来た時にはこうハードルが高かったんで、簡

単に出していいのかなっていう不安がありましたが、今は割と雰囲気的に出し易い雰囲気

になっていますからですね。今は割と、ガイドラインも土砂災害を警戒情報、土砂災害に

限って、土砂災害警戒情報が出たら避難勧告というガイドラインが出ていますから、その

意味では勧告は昔より出し易くはなっていると思いますが、対応です、問題は。避難勧告

をじゃんじゃんじゃんじゃん出せるんです、昔よりはなっているんですけど、そこに避難

所開設の問題があったり、まあ夜中であれば職員を配置せなん問題があったり、なんかそ

ういった意味では昔よりもこう出せるんですけど、その対応が非常にですね、職員をどう
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動かすのかといった部分が昔よりはちょっと苦労するところになって来るのかなっていう

ように思います。 

命を救うための避難勧告であるというように思っていますから、だけん命を救う、まあ

１つは役場のほら何て言うんですか、避難勧告なんで出さなかったのっていうそれも有る

じゃないですか、出しとけばとりあえず、そのそれのマスコミからの対応も逃れられると

いう部分も正直全く無いとは言えんけんですね、だけん避難勧告を出さなかったことによ

って命が無くなった方が、そっちの方があれかもしれんですね。また夜中の避難勧告はで

すね、あると、ただ今のガイドラインでは土砂災害警戒情報が出たというところでは夜中

でも避難勧告を出しなさいというようには成っていると思うんです。ですからですね、迷

うところですけどたぶん夜中でも出すと、そういうように考えています。 

今回はですね、夜中に（避難勧告は）出していないですね。結局、地震で避難勧告は出

していないんです。その地震が起きました夜中だったですね、午前１時 25 分でした本震

が。で、その後、雨が、警報交じりの雨が降るからということで土砂災害の用心で、その

午後 4時に出しています。そこは、迷いは無かったです。 

防災は、何も無い時は何も無いけんですね、防災係だけ単独じゃないんです。その意味

なんです。だから交通を持たせてある、防犯を持たせてあると言うことです。何も無い時

は暇だろう、だから他の仕事もやっている、だからいざ起きた時にはもう、そんなところ

です。田舎は全部そうだと思います。防災だけを担当ということは無いと。いろんなこと

をやっています。 

私自身のことを言えば防災担当としては向いていないです。経歴としては、社会教育係

と観光の部署と、それから地籍調査係の部署とここですね。もういろんな、田舎の役場っ

てどこでも回らなんけんですね、以外と専門っていうのは無いんで、向いていないと思い

ます私は。理由は、気が弱いけんですね、心配症だけんですね。他には迷う、迷いがある

し、そんなところですね。 

防災に関する法制度の問題をどのように捉えているかについては、私も 1 から 10 まで

その災害対策基本法を分っている訳じゃ無いのであれなんですけど、市町村に委ねたり、

市町村の判断でという部分は、その分かるんですけど、なかなかこう専門家が居ないもん

ですから、いざという時にはアドバイスしてくれるような、なんかそういう制度が出てく

れば非常にありがたいなというようには思います。あまりにもまあ、分るんですよね、ま

あ当然自分の所は自分でですね、災害対策基本法あたりで決められているんですけど、な

かなか。 

また県との関係については、まあうちはですね案外被害が少ない方に見られているんで、

県の職員は、結果的には来てくれて無いんですよ。いざという時にはですね。だけんこっ

ちから電話でこういろいろはあれしたんですけど、まあ県も初めてでいっぱいいっぱいだ

ったと思うんですよ正直。県も機能していなかったと思うんで、だけん市町村が最終的に

そこはしていかなんとでしょうけど、まあもうちょっとこう何と言うか、一緒になって入
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って、何かいいアドバイスを、動きをこう、次はこういうのが出てくるよとか、何かそう

いうのがあればですね良かったのかもしれんとですけど。（実施日 28.6.20。場所美里町

役場会議室）』 

1-2-3-2 福島県双葉郡葛尾村 

福島県双葉郡葛尾村（防災は住民生活課が担い、住民生活係、健康福祉係から編成され

ている。住民生活係は、戸籍・住民登録、国民年金、児童手当、環境衛生、交通安全及び

防犯、消防・防災、災害救助法にかかる生活支援（仮設住宅、復興住宅）、特別警戒隊に

関することなどを分掌している） 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『私は一番最初、総務の方に配属になったんですけども、その時は広報紙とかそういう

のを作っていました。それからその後住民生活、まあ住民係だったんですけども、その前

に税務ですか、そう広報をやって税務をやって、その次に今度は戸籍に変わりました。戸

籍を、結構長くやりまして、その後また税務に行って、また住民課に戻って、で住民課か

ら今度総務企画っていうかたちのほうに、総務企画。それでその後また税務ですかね。そ

れで税務から今度は公民館という、こちらのほうに来て公民館から出納室へ来て、出納室

から教育委員会に行って、教育委員会からから今現在（防災担当）に至ります。 

次は防災と言われた時の気持は、「不安」というのが一番の。なんで私なのというか、

何というのかな「できない」というのがもう。不安というよりも「エッ！？」という、ズ

シッとこう。全く思いもよらなかったですね。「思いもよらない」というのが率直ですね。 

防災に就いてから、不安が先なもんですから、結局、意思決定ではないんだけども、そ

れよりも前に、係長っていう職ありますよね、その職になったときからもう不安が始まっ

たんですね。だからそれは公民館に行った時点、平成 19 年から係長に私なったんですけ

れども、その時からもう係長だというその職、責任があるというので。後は、下の面倒を

よく見る、周りをよく眺めなさいとかいう、そういう責務というんですかね、そういうも

のの重圧は今ずうっと来てて逃れられないというのが何かあって、それが本当に不安です

ね。 

自分の性格的には、意思決定をするということは、自分に自信がないために、人に言わ

れれば、ああそうかと、こっちに言われればああそうかと、気持ちがすごく揺らぐんです

ね。「どうしたらいいの？どうするの？」とこう聞かれたら、「それを判断するはあなた

なんだよ」と言われたとしても「じゃあこれこれで、こうして下さい」と言えない。やは

りどうしていいか分からないというのが先に立って。今の気持ち的にそういうのが一番大

きいです。 

ただね、避難勧告をするときは、気象情報だ何だといろんなものを見て、警報が出た場

合とか、ナントカというのが、そのマニュアルの中には列記されているんですけれども、

ただそのマニュアルを全部飲み込んでる訳でもないし、全部専門でやっているもんでなく

て、本当にチョコチョコッとこう。私、大分やってきた事務は、専門的にやってきた事務
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ってほとんどないものですから、あの、10 年とか 20 年とそれこそ始まりから終わりまで

全部それで通してきたという仕事でないので、2、3 年でコロリコロリと変わる状態じゃな

いですか。そうするとやはり、うーん、そうです。係長という職についてからはもうすご

くドキドキというのか、そういう不安がいっぱいあります。 

（職員が 35 名ぐらい。いろんな人間関係であるとか、非常に難しい部分もあると思う

が）うーん、でもそれって、自分の気持ちの持ち方なのかなとも考える時もあるんです。

結局、人の言っていることは確かに気になります。こう言われてるんじゃないかな、ああ

言われてるんじゃないかなという気持ちの不安は一番大きいです。（失敗したことは）あ

りますね、失敗はいっぱいあります。例えば、そういう避難所を開設したから運ぶ、炊き

出しみたいなことをして運んだり何なりをする。 

やはり 20 キロ圏内、30 キロ圏内って分かれているじゃないですか、それでたまたま私

のいたところは、私は 30 キロ圏内のほうに、まあ 20 何キロなんですけどちょっとこう道

から離れて、私らは自由に行き来ができますよと。だけど 20 キロ圏内の人は、もう家に

いてはダメですからちゃんと避難所にいなさいよというか、屋内退避と言うんですか、何

かそんな感じになってたかなと思うんですね。だとするとやはり「誰々は行けて、なんで

俺は行かれねえんだ」と。やはり、どこでこう、ねえ。「〇〇は良いわよな」という。結

局それも仕方のないことだったと思うんですね。（当時はもう、そうせざるを得なかった）

ですね。結局 20 キロ圏内の人は、そこに入ってはいけないですよと。避難解除になるま

で、というか計画的避難区域とかになる時まではそうだったと思うんです。だから 20 キ

ロまでの人ね、そこにいる人は当然家に戻ることも何をすることもできなくて暮らしてい

た。なのでそういうのは、そういうふうにせざるを得なかったのかなというようなもので。 

会議の場などで水を差すような自由はあるかという質問は、どうだろう、いやいや、な

いです。ないと思います、うん。だからあの、本当に私、どう考えますかとかそういうふ

うに聞かれても「ハイこうです」と答えるのが気持ち的にもう、苦痛なんですよね。本当

に。自由にしゃべっていいよと言われても多分、何をしゃべっていいかなというのは多分

あると思うんですね。というか別に押し付けられているわけでもないんでしょうけど、ま

あね。今までの人がこういうふうにやってきたんだから、それでやってもいいというのも

あるし。そうでなくて、違うふうにやってもいいよとこう、二通り確かにありますね。  

信じるべき相手。何て答えたらいいんだろう。うーん信じる、信頼。何か答えられない

な、これ分からないな。気持ち的に、信じるとか信頼というのは何か。うちは小さなとこ

ろだから、「誰々だ」と言えば確かにいいのかなと思うけれど。うーん。上司にまあ頼る

しかないですよね。私の場合は結局誰に聞いていいのかわからないというのは先に来るの

で。書いてあるものを読んだだけではアレだし、実際に経験のある人に聞くことがアレな

のかなとも思うし。 

信頼できる相手は、うーん、信頼って何かこう、怖いな。返答に困りますごめんなさい。

何と言ったらいいんだべな、いない、いないかもな。未来に何が起きるのかを手助けです
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か、うーん手助け。「先々のことを考えなさい」という意味ですよね、結局ね。もう、上

司にいろいろ聞くべきだろうけども、ただ上司もだんだん年齢的に。上司というとまあ退

職に近いと言っちゃあ申し訳ないんですけども、そういうかたちの人がいるので、アレで

すよね。すぐ聞くというわけに、ちょっと。手助けというか、最終的には、自分で考えろ

というようになっちゃうのかなと思うんですけども。結局アドバイスをもらうということ

にしても、相手が忙しくてなかなか返答、教えてもらえないというのは主ですよね。頼り

にしてこう、どうしたらいいのというように聞きに行ったりしても、相手の方がもう結局

忙しくてアレだ、というように。だったら、何か書類的なもので残っているものはないか

とかそういうもので見るようになっちゃうから、結局抱え込む。 

でもこなしてはいないです、抱え込むだけで。本当にハイ、すみません。私、あまり周

りにアドバイスを求めて、自分から積極的に求めていくタイプではないんですよ。 

選択に影響を及ぼしているのは、誰かっては、誰だろう。例えば、私がこうしますよと

言った時に、ということですよね。やはりそうすると上司ですよね。直属の上司とか、そ

ういう人に結局聞くようになっちゃうと思うんですね、結局私は係長だから。係長判断で

いいんだよと言われたにしても、本当にこれでいいのかいとやはりそういう確認的なもの

で、上司に聞くような感じがしますけども。後は役場のＯＢとか、そういう人に聞く時も

あるかも知れない。前に担当していたことのある方に、こういう時にどうしたんだっけと

いうかたちで。 

情報の見極めでしたね、それは、そんなにないかな。たまたま自分のパソコンのところ

に気象情報や防災情報の、そのホームページみたいなのがあって。そこを眺めて例えば警

報が出るとかそういう時は、警報が出た、出ないとかそういう情報ですね、そういうもの

と。後はものを、うちはパソコン上で眺めることはあるけども。うーん。考えることはな

いですね。 

いろんな専門家であったり、いろんな大きな影響力がある方って当然いると思うんです

ね。防災に関してもそうなんでしょうけれども。そういう人たちを自分でどういうように

見てきたか、そういう専門家の人たちをどういうように見てきたか、ということを考えら

れることはるかということですね、まあ、考えない、考えたことはない、というのが率直

ですかね。いろんな専門家の人たちの見解やアイデアを何の疑いもなく受け入れるタイプ

かということには、名の通った人らの見解ということだからそのまま受け入れているよう

な感じがします。 

人間関係など属人的な要素が不安や迷いにどう影響しているのかですね、それは、忠告、

ではないんだろうけど「こうしたらええんでねがったの」とか、やはりそう言われると、

まあね。そういうものは皆んな、言われると、ああ、んじゃどうすればえがったのかなと

また不安になる、というんですか。そういうのが何か本当に。自分の性格としては何も考

えてないだろうなと自分でも思うし、皆んながいろいろとこうだ、ああだと意見を言って

るのを聞くと、そうだなと思う面もあるし、いや違うよなとも。だけど、じゃあ「自分の
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考えはどうなの」と聞かれたときには、こうだ、ああだというように人に対して述べると

いうこともあまりできないですね。口に出してしまえば、何というのか、ダメになるとい

うわけではないですけども、結局、言わなければよかったとなることもあって。 

不安や迷いは漠然ではないですね。具体的。なんせ本当に判断が、即時、即決というん

ですか、それができないのが一番のアレなので。漠然じゃないです。もうすでに具体的に。

今日のアレでもう具体的になっていますので。本当に、私みたいなのが防災の担当で大丈

夫なのかいというのがもう先に立っていますから。防災の担当としては向いていないと思

っています、はい。 

即時即決を求められ場合ですか、それは本当に困りますね。うーん。そうですね。でも

まあ幸いなことにそういうものにはまだ遭っていないし。ただ何というのか、今防災とい

うけど即時即決という場合ですと、例えば、今は避難している状態、一部避難解除なんで

すよね、だとすると、消防のほうでの“野焼き”の関係かな、そういうのがあるんですけ

ども、それってほとんど、まあ「解除したからやっていいですよ」ということは言ってい

ないんですね。でも、やりたいんだと。家に帰ってくるがために、周りを綺麗にしたいか

ら、草とか、そういうものを燃やしてもいいだろうっていうので、その判断をして下さい

って言われた時が何回もあるんですけど、もうその時もやっぱり、迷いはすごく大きくて、

んで後は、インターネットとかそういうもので、結局それをやるっていうことは、届けを

すれば大丈夫だっていう考え方と、後は届けしても、こういう場合は届はいらないけれど

も、こういう時は届をしなくちゃいけないんだよって法があることを私全然知らなくて、

そういうの結局周りの人に教えてもらって、やっぱり住民の方のところに行って、本当に

煙が“もこもこもこ”なってるとこに行って、あの、「電話ではいいって言ったんだけど

も、こうなんだ」って言って、まあ謝りに行ったりとか、そういうものを、だからもう自

分がそれに即決出来ないがために、結局住民に迷惑をかけたっていうのが、先ですよね。 

結局最終的に、「誰々に言われたから俺はやったんだ」って住民に言われるのが先です

よね。こんなちいさなところですから、役場の誰々に言われたからとか、ていうのが先に

来るわけだよね、「あの時、こう誰々は言ったのに、なんで今度ダメなんだ」って、「あ

っちはよくて、こってちはだめだって、そんなことは」っていう、そういうものってのは、

もうなんでも付いて回る、こう、小さいところだもんですから、結局、役場職員は私 1 人

だとしても、1 人に対して相手は、何十人、何百人っているわけですよね、逆に住民の人

に対して職員がいっぱいいるんだったら分かるんですけど、逆ですよね、だからそいう時

に結局、「誰々にこう言われた、誰々にどこどこのあれはこう言った」とかいう、そうい

うものがなんとなくやっぱり一番気になるんですよね。気になるって言うか、そこで呆気

らかんと済ませれば一番いいんですけども、結構、代々まで言われるっていうのかな、そ

ういう文化的なものってあるじゃないですか。 

あの、こういう小さいとこだからですよ、市あたりだと、そんな、分らないじゃないで

すか、住民がね、どこどこの嫁だとか、どこどこの娘だとか、そんなこと分んないじゃな
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いですか。若い人はそんな、あの、今のここに来る若い人だって、若い住民はそんな、ど

こどこの、お嫁さんだとか、なんだとか、そんなの分んないですけど、年配の方は、だい

たい分かる訳ですよね、どこどこの娘だったとか、どこどこの嫁だよ、とかは分かる訳だ

から、やっぱりそういうことで、「あん時、俺にはこう言って、なんで、あれだったの」

ってこう、やっぱり、そういう文化的なものっていうかね、そういう小さいがための悩み

ってんですか。はい。 

だからあの、避難する時だって「俺は役場に無理に連れていかれたんだ」って。「俺は

行きたくなかったんだけど」って。結局、全村避難という判断をしたから、態勢的に一番

最後の、ほら、バスが役場から出る時に、あの、どこどこの、避難の命令が出たらば、防

災無線が鳴ったらば、最終的にどこどこの家に行って、迎えに行って役場にちゃんと連れ

て来て、バスに乗せて、あの避難しなくちゃいけないよっていう、それはあの、災対（災

害対策本部）のほうで全部、そういうこといろいろと決めていたことで、避難に至るまで

の間に決めていたことなので、そういった形で行くのは行ったんだけど「オラは避難なん

てしたくなかったのに」とか、後は、結局失敗ではないですけども 1 日、2 日程度の避難

だって皆思っていて、出たはずなんです。うん。それが、まさかこんなに、5 年だ、6 年

だってなるって誰も思ってなかった。というのは、たぶんそういう意見があれですよね。 

結局、全村避難して戻ってきて、役場の中に入った時に、顔を知っている職員が居ない

と。それが不安だと。住民はうんと不安だって言います。今、窓口に居るのは、ほとんど

村出身じゃないです。だから、そういうように、あの職員も変わってきているのでね、本

当に村出身の人って形でいくと、職員としたってそんなに居ないし、だんだんそういうよ

うに、うん、変わっていくんじゃないですか、そうするとやっぱり、そういうのがね、気

に、住民としては、戻ってきた住民にしては、不安らしいですよ。それと今 3 つの地域に

分かれていて 2 つは、まあ帰村という形になりましたけど、どうしても今の状態で 1 年、

2 年で清む問題じゃない、帰還困難区域というとこが、1 つあるんですけど、そこの住民

についてはやっぱり、でね、「いつ戻られんだ」とかもあるし、でも、戻ってきてどうす

んだって、結局、医者も居なければ店も無い、ね、今んとこの状態でしょ、居んのは役場

の、役場の人と農協と郵便局は開いてるけども、そういう人らでしょ、後はほとんど、年

寄りの方が、全体で 7％ぐらいしか戻ってきてない状態だから、今の状態ではね。で、ま

して、今までは、やったかもしれんですけど、あの、100 人ぐらいのところで店 1 つ構え

て採算合うかとなると、そうじゃないでしょ。その人が、その 100 人の人が全部、いつも

そこに、その商店に毎日でも、1 日 10 人、15 人ぐらいずつ毎回そうやって行くっていう

のが、はっきり分かってんだったら採算は取れるかもしれないですけども、ね、来ない時

は来ない、1 日も誰も来ないとか、そういうようになったりするとやっぱり、無理ですも

んね。 

上司を補佐する上にあって大切なことは、う～ん。まあ、ホウ（報告）レン（連絡）ソ

ウ（相談）は、そうなんでしょうね。ホウレンソウは私出来てないんです。うん。ホウも、
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レンも、連絡、ソウ、相談。うん。やっぱり、ホウレンソウがうまく出来て無いですね。

言わなくちゃいけないなと、なんだなと思ってんだけど、そのうち、あの、お互いに、

（いつも）居る訳じゃないじゃないですか、私こっちに居て、こっちに課長が居たりして

もう、こうだから普通になんていうのホウレンソウすぐに出来そうな感じなんですけど、

ほとんど居ない時が多いじゃないですか、そうするとやっぱり、なかなかね。それはうま

くいってないです。 

在るべきリーダーシップですか。う～ん。やっぱりね、先頭になって引っ張っていく人

がリーダーシップを発揮されている方っていうようになるんだと思うので、引っ張ってく

れる人が一番、リーダーなんでしょうね、やっぱりね。（ご自身は）バツです。私はバツ

です。私は本当に、もう、何の迷いもなく否定します。本当に。リーダーシップもなにも

無いです。本当にこれでいいのかっていう感じますけれども、なんとも話が出来ないです。

すいません。 

自身の決断を、正しいと確信をもって言えるかですね。これ、正しいって言える自信が

無いものですから、これが正しいだろうっていうのは、言えない。理由は、やっぱりあの、

なんですか、知識不足、能力不足、後は、もう性格的な問題もあるだろうし。研修には、

まだ行ったことが無いです。で、あの、今言ったように、防災だけの担当やってるんじゃ

ないので、結局、その研修、研修にもし行ったとしても、結局、それ以外のものの仕事っ

て全部、こう残るじゃないですか、そうすると、だからそのいろいろな報告物ってあるん

ですね、防災に対する計画したかなとか、その、本当に計画立ててんのかなんとかって。 

それと、こういう照会ものって結構いろいろ来るじゃないですか、そうすると前の担当

者がやっていたもので最初は判断するんですけど、でも実際その形となったものってうち

にあるのかな、どうなのかなって。やはり不安ですね、うん。こう何とかかんとか、計画

っていっぱい出てくるんですけども、そういうものが何となくこう、うん。どこにか、作

ってあるんだらば、今パソコンの中にでも入っているのかな、とかそんな感じで色々探し

たりはしてみますけども。県とか国のものを真似て作るとか、そういうふうにすればいい

んだろうとは思うんですけども。なかなかそこまで手が全然回ってなくて。 

私、自分の決断が正しいとは確信を持っては言えないです。また、避難の勧告・指示に

当たっては、何を怖いって。まあ、情報として正しいのかと。あとは、マニュアルでは、

こういうふうになったらこうしなさいとはなっているんだけども、実際に自分の取り寄せ

た情報というんですか、それが正しいものなのか、正しくないのかというのも多分。結局

自分一人だけで情報を見てたってアレなので。例えば防災のほうばっかりじゃなくて災害、

まあ道路の災害とかそっちのほうの人にも、結構聞いたり何かして判断するようになるの

なのかなって思うんですけども。何を迷うって、やはり迷うのは判断ですよね。情報が正

しいのかどうかとか。だからその災害という言葉を聞いた時点でもう不安なので。ドキド

キしますハイ。火災だとかそういうもの。水害ってあまり、うちのほうは聞いてないんで

すけど。防災の関係の機械とか原子力とか、いっぱいあるんですけど。それを覚える、と
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いうか。「これが来たらこうしなんね・ああしなんね」というそういうものの不安がもう

先に立って、「どうすればいいの、どうすればいいの」というのが先に来て。 

（自分の判断の過ちで裁判になるようなことの恐れは）ありますね。もしそういうふう

になったとすればね。そうですね。まあ「村としてこうだったから」というので裁判にな

る、ということもあるんでしょうけど。結局、「誰々が言ったから」って最終的になるじ

ゃないですか、うん。でどうだったのというふうに結局、傍観と言うんですか、「誰々の

言った一言がもうずっと歩ってるような状態になるので。だとするんだったら、話しをな

いほうがいいなとこう考える人は考える。やはり、言われたって構わねえよというように、

こう、度胸を決めるではないですけども、そう思って仕事やれているんだったら、それは

それでいいと思うけれど。何言われちゃって構わねんだ、というような気持ちにまだ、そ

こまで行ってないので。 

（周囲は、防災担当者である立場を）理解してくれてると思いますよ。結局、女の人だ

から大変だよねというのが先、率直な考えだね。今までずうっと男の人がそういう担当の

係とかに、まあ配置になっていたのに初めて、今年初めて私でしょう？女の人ってかたち。

まあ女ではないかも知れないですけど、そういうように。そういうところはあるし。まあ

下の人も係長どうするのとか確かに言うのは言うんですけど、でも、こうした方がいいん

じゃないですかとかやはり言ってくれる部下もいるので、大丈夫だと思います。私の係は

今、下に 3 人ですね、あそこに今いる方。でもあの方の中でも、ええと派遣の人とかおる

んで。今度、本採用の方は私ともう一人の方で。係は 2 人なんですけども、後はちょっと

手伝いというか正職員じゃない、身分的にちょっと違う方が 2 人いて。だから自分の下に

は 3人ですね部下というね。 

防災の職は専任じゃないです。兼務です皆んな。児童手当とか年金とかも担当していま

す。特別弔慰金とか、そういうのありますね。その他に福祉というようになってます。な

ので、いやあの。事務分担的にはそうなってるんです。で前担当者も一応そういうかたち

でやってきたので、やらざるを得ない。前担当者がやってきたので、私の時、できません

って。手を上げてるんですけども、できませんって言ってるんですけども、そういうふう

なアレです。私、（防災の担当としては）適材でないです。全然。理由は、そう、即時即

決できないっていうのと、まあ、自信がない。何をするにも自信がないし。だからいろい

ろな意見を述べられる人がうらやましいです。例えばアンケートを書くにしたって何した

って、なるべくだったら意見を書かない方向に持っていきたい、というまあずるい考えで

すけど。 

そういうように、何か意見を述べなさい、何々しなさいという。考えをこういう、何か

あったら書きなさいとかっていう。そういうのがもう面倒くさいというか。知識がないた

めに、こういうふうに考えればいいんだろうと落ち着いて、ものを落ち着いてやるという

ことがますますせわしくなってきているので。そこら辺かなやはり。 

（「何が正しいか」で決めるのか、若しくは「誰が正しい」とか「何が受け入れやすい
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か」で決めるのか）うーんそうですね、資料かな。「誰が正しいか」という判断はしてい

ないかも、ですね。受け入れやすいのほうでスタートしているのかな。正しいというのが、

結局防災の関係ではこれが正しいとかって、結局その時点ではこれでいいだろうというか

たちで受け入れて。あと最終的に結果でこれが正しかったんだなと思えるのが防災なのか

なって思うので。最初からこれが正しいからって、まあその人、その人の受け入れもある

かも知れないんですけど。ただ、この人だから正しいというそういう考えじゃなくて。み

んなが受け入れやすいんだったらやはりそっちの方向へ進んでいく。というほうでいうで。

あとは結果論として、最終的に振り返って、これが正しかった・ダメだったんだというふ

うになるのが、今回のあれも一応ね。避難もそうでしょう。 

いかなるものにも優先して守るものがあるとするのであれば、それは、そう、防災の関

係からするとやはり、命が大事っていうことになるので。 

何を懼れるかと言えば、やはり、何を言われるかのほうが。懼れるんじゃなくて何を言

われるかのほうが、何か強いです。でもまあ腹をくくってね、何言われても構わないって。

でもそういうような話になると、じゃあ、自分をこれで正しかったんだから何をやっても

構わねえよと。まあそんな、正しい、正しくないとかっていう考えで、結局自分の考えを

推し進めた、ということでしょう結局は。でも、これを、住民の命を守るんだという考え

でいて。やっぱりそうだよね。優先するのは確かに命なんでしょうね、防災的にはね。で

も何というかな避難してみて分かることは、今まで見えてなかったその人、その人の性格

というんですか、そういうのがまざまざと見れたんですよね、避難している場所・避難所

で。ああ、あの人はこういう人だったんだというか。役場に来てこうだ、ああだとやって

いる人のアレから見ていたのと、実際に寝泊まりしたじゃないですか。それも 1 日 2 日の

寝泊まりじゃないですね、1 か月近く同じ場所で寝たり起きたりしたわけですから。そう

するとこういう性格だったのかとかやはりそういうのも見れた、というのはあるんですけ

どね、これは余談ですけれども。 

もう一度防災の職にとなれば、それはお断りします。いや誰かにか、あのう何というか。

まあ手伝うことはできるかもしれないけれども、担当として采配を振るうとか、そういう

リーダー的なものというんですか。それはとてもできそうにもないので。傍観者みたくな

っちゃうかも知れないですけど。私はその、防災の担当者として就けたんじゃなくて、そ

れ以前に、結局「住民生活」という中で一応窓口業務的なものがあるじゃないですか、で

一応戸籍とか。戸籍が一番長かったもんですから。そういうものに長けているだろう、と

いう。結局まあ年数的なものですね。そういうのでアレしたのかなと思うんです。だから

そっちの方のアレだったら。法律が全部変わったわけでもないし。ただ紙戸籍から電算化

になった。ただ電算化になればなったように戸籍の流れも変わってきていますけども。そ

ういうアレでしたのかなって思ったんですけども。実際、消防とか防災とかそういうもの

をやるというようには。そういう事務がくっついているというのは聞いてはいたんですけ

ども。（実施日 28.10.20。場所葛尾村役場庁舎内）』 
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1-2-4  都市部（河川上中流域部）の地の市区町村防災担当者 

都市部の河川は、平常時には流量が極端に少ないが、豪雨時には流域に降った雨水が短

時間に集中して流出し、浸水被害が頻発している。都市内の排水能力の不足等による内水

氾濫が大きな問題となっている。上流域にあっては、両岸には山地斜面が迫り、河川勾配

は大きく、急流河川となる。降雨により、両岸の斜面崩壊やしばしば土石流が発生する。

川の水位が危険水位に達してからの避難指示の場合、手遅れになるケースが見られる。一

方の中流域にあっては、周辺に広い沖積氾濫平野が発達することと、河川が蛇行を繰り返

すなどに特徴があり、河川近傍では水平方向避難、そこから離れた場所では垂直方向避難

が有効であるというように考えられている。河川付け替え部が堤防の弱点となるので、こ

の部分の補強が重要となる。 

1-2-4-1 群馬県みどり市 

群馬県みどり市（防災は総務部危機管理課が担い、危機管理係、安心安全係によって編

成されている。危機管理係は、危機管理に関すること、防災対策に関すること、消防に関

すること、水防に関すること、防災行政無線に関すること、国民保護協議会に関すること、

その他課の庶務に関することを分掌し、安全安心係は、交通指導員に関すること、交通関

係機関及び団体との連絡調整に関すること、交通安全思想の普及及び啓蒙に関すること、

防犯に関すること、その他交通に関することを分掌している） 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『何やらわからぬ「空気」に、自らの意思決定を拘束されていると思わされる場面はあ

るかということですが、今のこの配置（防災担当）では無いです。本年 4 月からこの配置

に就きまして、4 月以降の 9 カ月の間の、これまでの勤務の中では、そういった空気に意

思決定を拘束されたという、そういう経験は今のとこ感じたことはありませんが、これま

での勤務、経験の中では、ムードというか、その場の空気的なものに引きずられるような

ことはありました。やっぱり会議ですかね、外部の方が集まる会議等で、こちらの意とし

ていないような流れになるとか、そういったことはありました。 

防災担当者である立場にあって、水を指す自由は、率直なところ、今ある職責ではそう

いった水を差す自由であるとか、そういう権限っていうのは持ち合わせていないというよ

うに考えています。やはり上席の者がおりますし、私の立場では、そこまでの権限はない

んだろうというふうに考えています。実際に、避難勧告とか避難指示を出す際にあって、

何が正しいかで意思決定しなければならないとは考えてはいますが、そこまでの独断とい

うんですかね、己の判断で指揮するという権限はないのかなというふうに私は思っていま

して、組織としてそういうことだと考えていますし独断での判断ということは考えられま

せんし、与えられていません。水を差さなければならない場面は、多分ないんだろうなと

いうふうに、今のところは考えています。 

防災担当者として信じるべき相手は、やはり直近の上司の危機管理監（（同市では次長

級に当たり、防災担当者の直近の上司になる。）になると考えています。信じるべきと判
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断する理由は、災害対応にあたるというその職務として、職務、秩序と言うんですかね、

それとして当然に守るべきことだと考えているからです。 

信頼できる相手は、当然同じになるんだとは思うんですけど、危機管理官も本年 4 月か

ら新しく任に就かれたという中では、私の部下である課長補佐が防災の担当を 4 年やって

おりまして、その者の今までの経験から信頼できるという部分はあります。信頼出来ると、

そう判断した理由については、やはりいろんなところで、なるほどなというように気付く

ところです。少し意見が違うふうになってしまう時もありますけど、市民を守るんだと、

そういうのがやはり 4 年の中で植え付けられているんだなというところがあります。それ

が理由です。 

（ここで、同席の危機管理監に質問。内容は「信じるべき相手は誰か、また信頼できる

相手は誰か」に対して）かなり近い感じにはなろうかと思いますけど、基本的に防災、ど

ちらかと言うと危機管理課という名の下に集まったメンバーですし、特に経験積んできた

ものはやはり気付きをさせてくれたりしますし、そこは信じるべきだと思っています。相

当に、私と考えが違えば別ですけども、災害に対してこうだという実績を持ってますんで、

部下というか危機管理課員ですね、課長を含めて、信じるべきというふうには考えていま

す。信じるべき相手と信頼できる相手はイコールです。そのように信じています。また私

自身も中間管理職の立場にあって、当然上司おります、大きな、私の判断でできないこと

に関しては、やはり経験豊富な上司もおりますんで、相談しながら進めているところであ

り、判断を仰ぐ必要のある場合にはあって、信頼関係というところでは、上司もそうです。

部下もそうですし、上司もまた信じるべき相手であり、また信頼できる相手であることに

違いはありません。危急な場面にあっても、避難勧告を出すか出さないか、ギリギリのと

ころにあってもそれは変わることはないというように考えています。（防災担当者に戻る）

未来に何が待ち構えているのかの判断を手助けしてくれる者は、ちょっと大きな話になる

のかなとは思うんですけど、色々な専門家の考えとか、評論家との見識というのが一つ参

考になるのではないか考えています。全てを自分ひとりでこなすというのはむろん無理だ

というのは、はなから見えているので、私の部下である危機管理課員のアドバイスや、リ

コメンドとか、あるいは以前こっちの防災等、担当していた者がこの庁舎内に今も勤務し

ておりますので、その者の過去の経験とかそういったものも、時には聞いたりということ

で意見をもらったりとか、そういう場面もあります。（外の者のアドバイスや、幅広い意

見を求めることは）今のところはありません。あまり外にというのは。例えば、群馬県県

庁の職員であるとか、そういうのは時としてはあると思うんですけど、当方から積極的に

というのは、今までのところではないです。 

避難勧告を出た経験は無いです。過去においてはあったのかなと思いますけど、この間

の台風 18 号でしたっけ、9 月にあったあの辺りもかなり一時降りましたので、土砂災害特

別警戒情報でしたっけ、そのへんまで出てきているので、ただそこまで、勧告をどうしよ

うっていう判断までは、すみません頭が及びませんでした。（外の者の意見とか、アドバ
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イスであるとかは）県の砂防課からの、土砂災害の警戒の密集情報とかそういうのは配信

というか、見られるようになっていますので、そういう意味ではそういう情報を頼りにし

てというのはあるんですけど、直に、当方から問い合わせるなりしたというのはなかった

です。 

自身の選択に影響を及ぼしているのは上司です。当然、上司は選択するときに指示を受

けるので当然影響を及ぼしているとは思います。今までだとそこまで厳しい選択っていう

のを迫られた経験っていうのがないので、そこはちょっと何かに気づいているかっていう

のはちょっと考えが及びません。本当は駄目なんでしょうけど、はい。（意思決定の基礎

となる情報をどう見極めているのかということを、自身の中にあって考えてみることは）

ありません。正直言って、現状では、そこまで考えが及んでいません。専門家や大きな影

響力がある人々をこれまでどう見てきたかを考えることは、ありませんでしたが、専門家

や影響力のある者の意見は疑いもなく受け入れる傾向は、自分ではないとは思っています。

少し距離を置くように考えています。職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要

素が、自身の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考えてみることはある

かということについては、私はありません。本市は、三町村で合併した市ですので、あま

りそういうのを感じる機会というのは、私はないですね。元々の町村がどこかとかそうい

う意識で仕事はしておりませんので、感じることはありません。この 4 月に新たに危機管

理課ということで、災害対応をという部分で特化した部署として新しく編成されました。

今職員は 6 名なんですけども、管理職が 3 名いる内の危機管理監と私は防災については経

験がない、いわゆる言葉で言うと、素人的なところになります。昨今、どこまでをもって、

想定内とするのかという部分で、非常に難しい災害が起きている現状があって、そこをど

うやって市民の安全に繋げていくのかというのが、大変不安になっているとこです。そも

そも経験もないという部分で、先程もちょっとあったんですが、色んな気象警報が出てそ

ういったものを判断をしていつその具体的に避難行動とか、指示につなげていったらいい

のかという部分はとても迷いがあります。それともっと大きな話で、市の職員の防災に対

する理解という部分もちょっとお世辞にも高いとは思えないところがありますので、大き

な災害が起きた時にそういった職員を束ねて被害を最小限にすると、そういったことが今

の自分の立場でできるのかというのは、そこはまた大きな不安でもあります。 

防災担当者であるその立場にあって適切なフォロアーシップを果たす上において欠くべ

からずことはということについては、それは一言ですね。信頼関係それに尽きると思いま

す。それを具体的にはというと難しいですけど、いろんな問いに対して的確に指示をいた

だけるとかそういったところにあるのかなと考えています。上司の判断を助ける上におい

て、欠くべからずこととなると、そこは、やっぱり大きい意味で信頼関係とかそれぐらい

しかちょっと思いつきません。信頼関係があれば、適切なフォロワーシップは果たせると

いうふうに考えています。それがないとやっぱり駄目なんだなと思います。 

また危急の場面にあって、あるべきリーダーシップの姿となると、これも一般的になる
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のかもしれないんですけど、徹底して指示をして、それで結果の如何に関わらず、それは

自身の判断だということを認められる人というのがやっぱりリーダーなのかなというふう

に思います。ちなみに私自身でいうと、危急の場面にあって、自分の決断が正しいと確信

を持って言えるまでには至っておりません。理由については決断したあとに起こりうるこ

とが予見できないということになります。例えば先日のゲリラ豪雨とかの場合に、勧告と

か指示を例えば発令したと、ただその後に急速に天候が回復してきていわゆる空振りとい

うことになった時に、それを容認出来るだけの市民にそういった雰囲気があるかとか、そ

ういったことは一つ考えるところがあります。それから今ゲリラ豪雨とかがある中で、ア

メダスとかそういった情報である程度大きな範囲での豪雨のデータとかを取れるんですけ

ど、もっと細かいピンポイントでの豪雨とかそういったもののデータを取れる状況にない

ので、地域を区切って避難勧告を出すというのがとても難しいのかなということもありま

す。 

避難の勧告、指示の発令にあって、自身の判断の誤りによって、裁判に至ること、また、

自分の判断の誤りによって、市民の命が奪われことがあるとすれば、それを不安に思うこ

とは、もちろんあります、それは当然ありますが、実際のところそういう場面に出会った

ことがありませんせんので、確かなことは言えませんが、もし、避難勧告、避難指示を出

すのか出さないのかと、そういうことになれば、出した経験もないのであれなんですけど、

多分裁判されるから出さないとかそういうことは考えないんだと思います。やっぱりそこ

は当然市民の安全であったり、人命であったりという事を最優先するべきだと思いますの

で、判断が誤って裁判を起こされたんだとすれば、それは当然処分されるんであれば、さ

れるのは当然だと思います。ここの担当になった以上、常にそのことを抱えないといけな

いので、もちろんそういう覚悟はしておかないと、いけないというように思っています。 

また、防災の担当者であることについては、実は、そういう視点で考えたこともなかっ

たんですけど、あんまり、防災は大変だねというお話は感じるんですけど、例えば卑近な

例なんですけど、市役所で土日に日直とかっていうのがあるんですね。例えばそういう土

日は、防災は外してやろうとか、そういうことはないみたいなので、同じだと。みんな仕

事は同じなんでという共通の理解なのかなという風に思います。（発令される前にあって

周りは）そうですね、可哀想にというのがほとんどでした。私、この職務も初めてだし、

課長職に就いたのも 4 月で初めてなんですね。それなんで、それは人事ですんで、そこは

もうやるという思いで上（の階）に、前は１階にいたんですけど、上に上がってきたんで

す。可哀想というのは、自分なりの理解ですけど、多分イメージとすれば火災があったり、

災害があったりすれば帰れないと。当然遅くまで残るようだとそういう、言われた方がど

こまで踏み込んで言ったのかわかりませんけど、そういった部分なんかなと思います。 

私（危機管理監）もありましたね。率直な言い方しますけど、上辺だけ大変だねという

感じでこの人言っているのかなって感じた時もあります。実際どんな仕事なのかなって、

自分自身もクールにどんな仕事なのかというのもわからず来たっていうのもありますけれ
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ども、実際来てみて発令もらった時よりも、実際中身がかなり濃くてですね、こういった

ところまでやるのか、これだけ先をみてやるのかというところで、日々ですね、プレッシ

ャーを感じてあたっている現状ですね。こういったその、実際来てみて周りから言われる

のと、かなり隔たりがあるんじゃないかなというふうには結構、思っていますね。 

（防災担当者に戻る） 

また、課長という職なので、防災だけではなくて、防犯とか、交通対策とかそういうほ

うも危機管理課では分掌していますので、専任ではない、兼任になるのかなとは思ってい

ます。私自身は、上司がいるところであれなんですけど、性格的な面からすると、ちょっ

と自分ではあまりこの職務に向かない、あまり適材ではないというふうに感じています、

正直なところ。やっぱり、その前に出て至急にあたるとか、リーダーシップを発揮してと

いうのが、あまり得意な方ではないので昔から。そのへんを感じるところなんだと思いま

す。（なぜこの職に充てられたのかということを自身で考えたことは）ないですね。ちょ

っとそこまで考えたことはなかったです。というか課長になるとも思ってなかったんで。 

選択を左右する最も大きなものは、考えた中では、やっぱり自分で経験をしてきたこと

なんかなっていうふうに思ったんですね。要は過去の経験というかそういったものが、物

事を選択するときに大きく左右するんじゃないかなというふうに思いました。判断の際の

基準にするのは、やはりそこは当然市民の方の利益であるというように考えています。自

身の利益については、そういうそこまでの選択って迫られたことがないんですけど、多分

そういう状況になってもやっぱり自分が何とかっていうのは考えないかなとは思います。

失敗すれば当然処分されるのは、それは覚悟をしているので、自身の利益を優先するとい

うのは考えてはいません。 

意思決定にあたっては、受け入れやすさで判断するというのは、あまり自分の中ではな

いと思います。だれが正しいかで判断するっていうのもそれはやっぱりないんだろうなと

いうふうに思います。また私の、判断の誤りで責任を問われることについては、なかなか

ちょっと考えたんですけど、なかなかうまいというか自分の考えはまとまんなかったんで

すが、例えば部下がとった行動がおよそ非常識でないということであれば、それは上司の

責任なんだというふうに思いますし。当然裁判を起こされて、処分されるっていうのはや

はり失うものも大きいですからそれは恐れるところになりますけど、そういうふうになっ

てしまえばそれは受け入れるしかないという覚悟はあります。 

ただこの職にあって、いかなるものにも優先して守るものは何かとなると、それは整理

がついていないところではありますが、市民の命といえるのかなと。なかなかちょっと自

分の口から市民の命とかっていうのも、ちょっと市民の命を軽く思っている感じもするん

で、ちょっと難しいです。防災に関する法制度の問題をどのように捉えているかですが、

特別みどり市に限ったことではないのかもしれないですけど、今やはり地域の防災力とい

うのが、問われている時期にきています。その中核を担うという意味で消防団という組織

がありますけれども、ご多分に漏れず団員数が減っています。それからいわゆるサラリー
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マンというか被用者である消防団員が増えている。それから地元じゃなくて他の地域で働

いているとか、そういった課題も多くて、その、よく言う自助共助公助というのを連携さ

せていくっていうのは、とても難しいのかなというのは、いつも考えているとこです。そ

の 1 つとして、地域の自主防災の組織というのは、これはやっぱり支援をしていかなけれ

ばならないというふうに考えておりますので、そのへんでなかなか一概にというのもない

んだと思いますけど、例えば財政的なそういった援助っていうのもあると少しはその設立

に拍車がかかるのかなというのは感じているところがあります。行政が公助を最適に整備

することの重要性は理解していまして、同時に自助と共助が、なぜそれぞれ重要について

も適切に住民に伝え、社会的合意形成をなお一層図ることが必要であるというように考え

ています。 

（法と現実の乖離については）すみません、正直そこまでの認識はありません。市の実

情に即しているかについても、実情では、そこまでちょっと深くは考えていません。 

（自身は防災担当者として）今まで来た中ではちょっと迫力にかけているんだなという

のは感じます。適任かどうかって言われると、ちょっと難しいところもあると思うんです

けど、どちらかと言うと適材じゃないのかなっていう気はしています。もうそこは開き直

るしかないと思うんで、今更、性格を変えるという点も無理だと思うんで。（実施日

27.12.11。場所群馬県みどり市市庁舎会議室）』 

1-2-4-2 茨城県常総市 

茨城県常総市（市民生活部が担い、市民共同課、市民課、安心安全課、生活環境課、人

権推進課から編成されている。防災は、安心安全課が担当し、消防係は消防団の運営管理

に関すること、消防設備及び装備の整備計画並びに維持管理に関すること、消防相互応援

協定に関すること消防団員の研修及び教養訓練に関すること、その他警防に関することを

分掌し、防災係は防災及び災害対策に関すること、水防に関すること、地域防災計画に関

すること、防災会議に関すること、国民保護計画に関すること、防災情報伝達システムに

関することを分掌し、交通係は交通安全対策事業の企画及び実施に関すること、交通安全

の指導及び交通安全思想の啓発普及に関すること、交通行政機関及び交通関係団体との連

絡調整に関すること、県民交通災害共済に関すること、防犯対策及び防犯灯に関すること

を分掌し、放射能対策室は食材等の放射能測定に関すること、放射線量の監視及び測定に

関すること、放射性物質の除染対策に関すること、関係機関との連絡調整及び総合調整に

関すること、その他放射能対策に関することを分掌している） 

【防災担当者 2 名。本人要望により匿名。（防災担当者Ａ）（防災担当者Ｂ）と表記す

る。】 

『（防災担当者Ａ）やっぱり日常的に通常時におきましても結局やっぱり防災の担当っ

て言いますか、係りになってますんで常日頃から危機感って言いますか、ある程度やっぱ

り頭の中に災害が起きたらどうしようとか、どうなっちゃうんだろうとか、全体的なそう

いったあれでちょっとやっぱり荷が重いというか、日頃からそういった認識がやっぱりそ
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ういった状況にありますね。 

私も 2 年半ほど前までは危機管理分門っていうのは 1 回も経験したことなくて、都市計

画関係も長くやりましたし、あとは直近のところだと「子供すくすく課」という保育所の

経営というか管理をするような部署に配置されていました。公共の保育所です。そういう

経歴でしたので、最初、この配置、危機管理部門にきた時に、24 時間 365 日、電話は常に

持ってなくてはなりませんし、火災の時には出動しなくちゃいけないっていうようなこと

で、結構プレッシャーというか、そういうのは異動してきた時から常に感じています。 

今回の災害にあっては、（災害対策）本部的には、私たち現場の担当（2 階。安全安心

課）は実働部隊なもんですから、（庁舎）3 階に設置された（災害対策）対策本部からの

連絡、指示を受けて動いておりました。私たちが直接指示とか勧告とかっていうものは出

しておりません。指示を受けて、防災無線にかけるとかいうようなことや、消防団との連

絡調整とかですね。そういうことを中心にやっていました。 

私は、ちょうどその日雨が強くていろんなところが交通規制とかになって、いつもの通

り市役所の中でも安全安心課と道路課のほうは一晩待機だよって感じになって、2 班体制

ですね、A 班と B 班に分かれまして。その時私は夜の 12 時過ぎからの勤務の部署だったん

ですけれども、勤務に就く前、そうですね確か 11 時頃ですね、電話がじゃんじゃんかか

ってきたので、これはただならぬ状況になっているんだなっていうのを感じました。通常、

やっぱり大雨とかそういった時、台風とかの場合でも警報が出た時点で、私たち担当は、

職員は待機なり出動しなくちゃならないんで、そういったイメージは持っていたんですけ

ども、実のところ、今回に関していいますと、まさか、ここまでになるとは思ってもいま

せんでした。 

そうしているうちに、県や国のほうからホットラインがきた時点でこれはやっぱり川の

水も急に上昇とかそういった状況はわかってましたんで、そのへんからちょっとやっぱり

危機感って言いますか、そういった状況でした。 

石下の上流のほうで越水があったのでそちらの対応、また越水によって決壊まではない

のかなというような感じがありました。そっちからもう水が出てましたんで、朝の段階で。

そしたらお昼に決壊という話になって「あれ、向こう側の水かなり出てんのに、でも水位

は下がんなかったんだな」っていう感じですね。普通一か所から水が出ると水位ってそこ

が破けて他のところが助かるみたいな感じだったんですけど、夜中の内から水が越水…暗

いうちからですね、していてそこには市役所の職員とか消防団とか広報して、夜だったの

で全部にですね、声掛けてもらって避難してもらうということだったんで、若宮戸地区の

方からは早めに対応していただいたなっていうのは事務の説明会の時にそういうお話はあ

ったようです。やっぱりちょうど夜中 1 時 2 時頃の避難結局しなさいってことですんで、

確かに決壊の恐れがあるのはわかっていたんですけれども、ただ避難所夜中に実際開けて

どうなっちゃうのかなって心配は当然ありますし、開ければ職員も、あまり経験っていう

か避難所の開設ないもんですから、そういったとこまで心配と言いますか、実際開けてど
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のくらい集まってくるのとか、そのへんでだいぶ…。 

福祉課の職員が避難所の担当で、災害本部が立ち上がった 0 時 10 分に立ち上がった時

点でそういう緊急体制にはなっていたんですけれども、本部のほうから避難指示が、最初

は 1 時 40 分に避難準備ということでこれは要支援者ですね。要支援者の方に早めに準備

段階でも避難してもらうんですけども、その為に豊田小学校とかあっちのほう開けたわけ

なんですけども。それからホットラインとかがきてだんだん勧告をすっ飛ばして指示。普

通は避難準備、次勧告、指示っていう段階を踏んで出すんですけども、いきなりこの 2 時

20 分の段階で避難指示というのが出てきたので順番は、切迫しているんだなっていう感じ

はこの時にも持ちました。 

避難指示の“指示”は、これは国のほうからですね。ホットラインと言いますか、河川

の管理、国交省。市長の携帯にホットラインが入った。本当に急激に水位が増して、異常

な増しだったんで勧告を挟む時間がなかったんですよね。いきなり準備から指示出さない

と結局間に合わないという状況になって、指示出してくださいってきたみたいなんで。間

挟まないで指示ですよってことで、時間がやっぱり切羽詰まっちゃいまして。1 時 40 分の

準備から 40 分足らずで指示っていうのが出てますんで。やっぱり河川管理ですから、私

たちはこう長い川の末端のところの一市町村なんですけども、国土交通省さんは、長い

200 キロとかっていう河川の管理をしていますから、情報っていうのは一番持っていると

思うんですよね。そういう情報を持ったところが本当にその指示なり、今回みたいに切迫

した状況だと指示とかを出していただかないと、それを市のほうだけに振られても、なか

なか市の本部って名前は付いていますけど、実際には素人集団の集まりですから。そこに

うちのほうの安全安心課長とか、元安全安心課長とかが入っているだけで、専門家ではな

いところへやるんだったらもう一元的に国土交通省さんが管理していただいた中で、今回

の時にはどっかの強制的に遊水地を空けるとかですね、逃がす場所を作って今回の何千人

も自衛隊さんに、4 千何百人も助けられたんですけども、そういった市街地を救うという

か、そういう行動も異常気象の中では必要になってくるんじゃないかなという風に考えて

います。だから今回常総市だったですけど、例えば八千代町とかね、もっと小さい自治体

もあると思うんですよ。そういうとこでなるとなおさら常総市の 6 万 3 千の規模でもこう

いう体制しかとれなかったわけですから、小さくなればなるほどそういう指示とか出すな

ら難しいタイミングなんじゃないかなというように。 

マンパワーが全然本部が立ち上がった時点で、電話は入ってくるは、やるべきミッショ

ンは多いはもう全然マンパワーが足りない。 

今振り返り、当時あのようにそうせざるを得なかったと答えざるを得ないようなことで

いうと防災無線ですね。本来でしたら、防災無線とかは今回みたいな緊急な時ですから、

もっと早い段階から使って市民に公表するのがよかったと思うんですけども、4 月から水

海道地区については防災無線ができたところで、夜に火災通報が 1 回、4 月の時に入った

時があったんですよ。それは消防署のほうから直通で入れるんですれども、それが夜中の
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2 時頃の火災で入って、鎮火報が 4 時頃再度入ってそれでものすごいご批判80を、「何を夜

中にかけているんだ」とっていうことがありまして、その防災無線をなるたけ使わないよ

うにしようっていうような空気があったんですね。今回の夜の段階での指示とかだったも

んですから、結構ためらう…。 

流すのは流しました。ただ準備の時、こういうときは緊急事態ですから流しましたけど

も、それによってのあの時の 4 月の一日から稼働してすぐに火災報がなったあとの処理が

すごく大変だったもんですから、頭の中を、大丈夫なのかなっていうのはよぎりました。

今回の避難所開設しまして避難をしてもらったと思うんですけども、そこは結果的に水没

しちゃった箇所って何か所も出ちゃったんですけども、やっぱりあくまでも大きい被害で

結果的なもんになってしまったんですが。これから先はそれがあったんでたとえば今回も

市内の避難所だけじゃなかなか難しいってことなんで結果的に。東西の、つくば市とか周

りのほんとの全域の市町村に事前から協力ってかお願いとか、そういった避難所の開設に

あたってそういうのが必要であると思うんですが、今まではそれってあんまり頭がなくて

どうしても市内でどこかに避難させるってイメージっていうかそういう考えがあったもん

ですから。結果的に大きくなっちゃったんで、市内ではなかなか結局運営が難しかったと

言いますか。そういった状況に。 

後にいろんな批判を受けたのですが、ほかにも、それでも今考えると当時はああいうよ

うにせざるを得なかったんだよってそういうことに関しては、例えば、西側に避難してく

ださいっていうような指示が出たと思うんですけれども、その後新聞で小貝川周辺の人も

西側へ行くのかみたいな話だったんですけど、私たちは小貝川の人たちまではイメージに

なくて、川が決壊して近隣ですね、決壊理由っていうんですかね、水によって流されてし

まうような方に向かって西側っていうのは堤防づたいに川を、橋を越えて向こう側に西側

に行ってくださいと。どうしてもマスコミ等とかは西側全体ですから、こっちの小貝川沿

いの人がなんで危ないほうに行くんだよとかっていうイメージ言っていますけども。私た

ちは切れた近くですよね、水の影響のある、そういう方たちに向って西側へ逃げてくださ

いというようなアナウンス、指示だったのかなっていう、せざるを得なかったと考えてい

ます。結局鬼怒川は決壊したんですけども、実は小貝川のほうも水位はもう満水というか

そういった危険な状況ではありましたんで、川両方に間になってますんで、そうしますと

避難のそういった指示も難しいのかなとは。そうしますと本当に鬼怒川東西なかなか難し

くて、南北になったり結果的にはなるのかなとは思うんですがそのへんもやっぱり当時は

なかなか判断はできなかったですね。 

私にとって信じるべき相手ですが、上司とかっていう相手というよりは情報っていうも

のを信じます。国交省からのホットラインであったり、そういう河川のデータを常に放射

                                                  
80 平成 25 年 4 月 20 日に市内中妻で発生した火事に際しての防災無線の使用について、

「なぜ、消防団の招集に防災無線を使う必要があるのか、ましてやこの時間（午前 2 時 40

分、午前 4時 50 分）に」などの、市民からの批判が相次いだ。 
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能対策室長がうちの課にいますので、ずっと水位の上昇率のほうを見てもらっていたんで

すけども、そういう数字ですかね。その水防団待機から避難指示、勧告であったり、そう

いう高さが堤防の決まっているんですけども、そういったのをデータとして水海道観測所

の上の川島ちょうど筑西市なんですけども、そこからちょうど 6 時間くらいで常総市にく

るとかって言われているんで、そういった信じるべきものは人というよりは数字データと

いうものを今回の水害の時には私は信じていましたね。今ですか。防災担当者の立場で、

ですか、そうですね、やっぱりそこは組織ですから、やっぱり組織は信じたいですね。安

全安心課の職員はみんな信じたいって私は思います。信じるべき相手とですね、信頼でき

る相手ですか。もちろんそこはイコールになることにこしたことは無いんでしょうけれど

も、現実には必ずしもそうとはならない場合もあるのかもしれません。そこは難しいとこ

ろですね。 

信頼できる相手ですね、そうですね、やはりどっちかって言うと今まで何か所も役所の

中で動いてきましたので、同じポジションでは仕事の関係でいろいろとあると思いますけ

ど、逆に全然関係がなくなってしまうと全然知らない他の課の人というよりは、一度一緒

にチームを組んでやった他のポジションですか、他の課に移った知り合いっていうのは大

変信頼できると考えています。 

未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは、やはりこれは前に安全安

心課に籍をおいた、年下年上関係なく前任者ですね。やっぱり相談っていないとできない

んですよ。その組織の中でも特化した課なので、そんなに経験を持った人がいなくて自分

も経験薄いですから、そうすると以前経験している上なら尚更いいですけど、私くらいの

歳になってくるとあんまり上いないんで、そうすると年下でも経験したことのある人は頼

りにします。（ここから同席していたもう 1名がインタビューに加わる。） 

（防災担当者Ｂ）私はやっぱり当然問題っていうか、相談事はまずは部下とは相談する

んですけども、その責となると補佐ですね。課長は課長でいるんですけども、まずは補佐

が一番。（補佐が信じるべき相手ということか）そうですね。仕事もなんですけどもいろ

いろプライベートの時からそういったことをお世話になっているのもありますんで。まず

は補佐に相談します。信じています。ちょっと本人を前にして申し上げにくいですけど。

（信じるべき相手と信頼できる相手は同じ）ですね。一番防災でしたらやっぱりすぐ（直

近の）上司で。私は（未来に何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれるのは）やっ

ぱり職員なんで異動とかも当然ありますんで、さっきのこと考えるとちょっとわからない

んですが、その場その場でそん時の上司がね当然相談っていうか、それは当然しなくては

ならないと思うんですが、その後もこういったいろんな先輩方に一緒に最終的には相談で

きますが、わからないことがありましたらそういったご相談が必要になると思います。 

意思決定にあたっては、他人にアドバイスを求めて幅広い意見を求めるタイプか、若し

くは全部自分ひとりでやろうとするのかということについては（防災担当者Ａ）私は前者

の、自分に経験がないですから広く情報を欲しいタイプです。（防災担当者Ｂ）私もそう
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ですよね。ただ結局仕事量とかもありますんで、あくまでもできれば係り今 2 人なんです

ね。結局今 2 人なんである程度個別でないと処理できない面もありますんで、それぞれ個

人って言いますか自分で判断しちゃってる面も中にはあるんですが、できるだけ同じ係り

は共有したいとは思っていますね。（防災担当者Ａ）安全安心課って結構希望してきた人

は少ないんですよ。希望せずにポストとして与えられてきてしまって、1 月に異動希望と

かっていうのが出るんですけど大体みんな書いてんですね。異動したいって書いているん

で。どちらかっていうと同期の桜的な、あー先に他に移れて良かったなみたいなところは

どちらかと言うと、24 時間 365 日電話で管理されているっていうかそういうところですか

ら、前の課長でいうと 5 年いたんですけど異動できたときには良かったですねっていう話

ですね。24 時間気が休まる日がないのもそうですし、他の所も仕事って、役所って行政改

革でだんだん職員が減っているんで、新しい仕事っていうのをみなさん持てないような状

況で臨時職員さんきてやっているような状況なんですよね。今回ふって沸いたような防災

の仕事がものすごい量に増えていても、やっぱり最後は安全安心課じゃないのみたいに。

上のほうは頑張ってくれるんですけれど部長たちの会議とか本会議の中でも結構次から次

へと仕事がきてしまって、うちのほうの課では悪いけどどういう風にみんなでチーム組ん

でやろうかとかっていう、常にその繰返しをやっているような感じですね。ほんとに下の

部下の優秀なんでなんとかうちのほうでもこなしてられるっていうもんですけども。一人

もかけずやっているんでなんとかこなしているっていうところですね。 

ストレス感じるのにはやっぱり仕事量が多すぎるんでストレスがかかるんですね、この

復旧、復興の分については。だからマンパワーが揃えばストレスの部分は解消できると思

うんですけれども、そこがちょっとみんなには悪いなという部分なんですけれども。逆に

言や 1 人減っちゃったんだ。臨職で来ていた退職した方がいたんですけども、1 人この災

害の関係で途中 11 月に辞めちゃったのかな。余計厳しくなってしまったんですね。空き

家のほうもやっている。防災だけじゃないんですよ。消防団だったりあとは交通のほうで

空き家の関係も苦情もきますし、放射能ほうもまぁ今回ないですけどもそっちもあったり、

そこに係長、係員ってどこの係長、係員っていうようなペアでそれぞれ業務をやってもら

っているので、全体的に絶対的に足りないですね。じっくり取り組むような暇も時間もな

い。ばたばたと日々の業務に追われています。通常確かに仕事によって結構あったんです

けども、それでもそれなりにニーズも増えなくてだったんですけども、災害があってさら

にその後もその状況ですので、量はだいぶ増えてはしまったんですけども、上の仕事配分

していただいてもらってそれなりにまとめてなっているんで。 

（防災担当者Ｂ）1 人体調壊して長期で休んだ方もいたんですけども。災害の時は二人

ともここに詰めていました。なんで課長、部長は災害の上の本部にいましたんで、課内と

かこういった、その他のところは、上司（同席している防災担当者Ａを指して）が中心で

仕事まとめてもらったんで、頑張れたって言いますか。（防災担当者Ａ）精神的にだいぶ

みんな参っていたと思いますよ。やっぱり防災なんで、すべての災害が担当ですので、み
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んな背負ったみたいなイメージ、実際できてないんですけども、みんな自分が仕事って言

いますか気持ち的に。（防災担当者Ｂ）やっぱり帰れるようになってからも夜の 10 時 11

時頃までやって、朝は 4 時に起きて 5 時頃に来るというような体制になって、本当に眠れ

ないような状況になっちゃって、睡眠薬処方してもらったりいろいろしてなんとか休まず

やってきたっていう感じで。周りからも結局みんな注目されちゃってますんで、プレッシ

ャーって言いますか、いろいろ見られているって言いますか、特別な職になってしまいま

したんで今回はやっぱり。連絡不明者が 2 人亡くなったあとに連絡不明者なんですけど、

行方不明者と違って 15 人いた時には 3 キロ以上痩せちゃいましたね。食事があまりプレ

ッシャーだと思うんですけど。 

ニュースなんか見る暇がないんですよね。情報が入ってこないんですね。情報は送って

いるんですけど、自分らには、そういった。見る暇がない。余裕がないんです。周りから

やっぱり聞くんですけど、映っていたとかってね。誰が出ていたよとか、そういった。も

うちょっと余裕があればニュース見られると思うんですけど、全然見てないですから。逆

に言うと情報が入んないだけシャットダウンしていますから、入ってこなければ悩まない

ですし。（意思決定の基礎となる情報、これをどう見極めているかを考えてみることは）

そうですね、正直今そこまで余裕がないっていいますか。そういったじっくり、情報は入

るんですけどもそれが結局そこまで細かく考える余裕がないって言ったらあれなんですけ

ども、いろいろちょっと。（防災担当者Ａ）次から次へとやることあんだよね。逆にちょ

っと中途半端になっちゃうっていうか結構いろいろありすぎて、途中で次のことやっちゃ

うと、どれもみんな中途半端で。そういった感じですね。正直なところ。ここまでやって

完結してから次いきたいのに電話が入っちゃうと、電話はないほうがいいですね。電話が

入っちゃうとこの考えている仕事が途中でまたそっちになっちゃうんですね。あとは私議

会事務局にいたので、この携帯電話（手にした携帯電話を指差して）、議員さんは私の電

話番号を知っているんですよ。結局地区、地区の困りごとだと思うんですけど、電話入っ

てくんですけど私一切出なかったです。これ出ていたらきりがないので。それじゃなくて

も役所の中の仕事だけでいっぱいなので。申し訳ないですけど、出なかったです。 

専門家の見解であったり、アイディアを疑いもなく受け入れる傾向はですが、（防災担

当者Ａ）私はある程度は自分の意思も持っていますけれども、どちらかと言うと専門家の

意見っていうか発言っていうのは信じちゃいますね。（防災担当者Ｂ）そう思います。そ

うなっちゃっていると思います。自分が経験した自分がそれだけの基礎力を持った事象に

対しては、ある程度の意見を持てると思うんですけれども、あまり経験したことのない部

分ですとどうしても専門家って言われる方の意見に従ってしまいます。 

属人的な要素が自身の意思決定に影響してしまうことは（防災担当者Ａ）ありますね、

逆に私はそのほうが言いやすい人なので、そういうような、親戚であったり、中学の先輩

だったりそういう人のほうがコミュニケーションというかとれるので。間違ってんじゃな

いのかなっていうときに言えるタイプですね。逆に全然知らない、何の利害もない方には
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ちょっと遠慮するところはありますけども、逆に親戚だったり先輩だったり後輩だったり

したら、逆にちょっとこういう意見もあんじゃないのとは言えますね。（防災担当者Ｂ）

影響しちゃっていると思いますね。身近な身内とかよりも、例えばの話で言えば議員さん

とかそういった方が情報提供であるとかこういうのどうなのかなとか、例えば情報提供と

かでどのへんまでやっていいかで、限度超えて答えちゃったり、それを提出しちゃったり

そういった面であると思いますよね。実際に。（実際に）あります。ある程度自分で判断

ではなくて、上司とかにも当然ここまでどうやって当然あれなんですけども。そのへんや

っぱりありますね。 

防災担当者である立場の中にあって、自身の不安や迷いを認識しています。不安も迷い

もやっぱりありますね。こういった今回大きい災害になっちゃいまして、たとえば今度も

し起きたときにちゃんとした対応ができるかとかそのへんが一番なんですけども。あとは

結局この災害においていろいろ見直しとか今後の課題とかかなり見つかったんで、それを

今後背負って仕事していくわけなんですけども、そのへんも含めて対策って言いますかそ

れを改善するにあたって不安って言いますか、やっぱり難しい面もあると思うんでそのへ

んは実際に十分にあります。不安も悩みも、はい。（それは）具体的…漠然としたもので

すかね。具体的って言っても防災って大きくあれで、すみません不安だらけになってしま

うんですけども、防災担当者として、市長の対応に対しての批判については思いは一緒で

すよね。市長が、例えば市の長なんで批判受けてるいのに対して、やっぱり担当は自分と

かなんで当然自分が言われていると言いますかそれは同じ思いです。自分でもそうやって

やっぱりマスコミもですけども、今回の議会とかで議員さんもやっぱりすごく質問とかい

っぱいありましたんで、それを本当に傍聴って言いますか担当で答弁書とかも自分で作っ

たりもしますんで、当然同じように気持は同じと言いますか、同じような認識をしていま

すね。同じように捉えているということになります。市長が確かに言われてんですけど、

一緒ですよね。そういった気持ちです。 

上司へのフォロワーシップを果たす上において欠くべかざることはやっぱり相談もなん

ですけども最終的に報告ですよね。こういった報告しますってことで、最終的に確認して

いろいろ発表するなりそういうのもやっぱり上の指示になりますんで、私の立場ちょうど

係長なんで下もいるし当然上もいるので、まず上に確認しましてそれを一番。 

思い起こしますと、当時ですが、やはりこういったみんな職員誰もがパニックな状況な

ので、普通の冷静の感情では仕事できなかったんで、それもある程度みんな誰でもあると

思うんですけども、本当に忙しい状況の中でいろいろ感情的になったり、同じ職員もそれ

はそれでぶつかったり、ぶつかったりっていうかある程度ちょっと言葉口調であってもき

つい口調になったり。それは私も上司でも下でも同じようになんですけども、あとそうい

ったもらったりやはり感情的に精神的にみんないっぱい、いっぱいの状況ですんで、そう

いった風景が多く見られたような感じします。これみんな職員だと思うんです。指示もら

ってもどうしていいかわかんないし、指示出すほうもどうしていいかわかんないから、内
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容がわかんなくて下に出している面もあると思うんですけども。 

やはり今回はリーダーシップってとれたかってのは、そこまではできなかったと思うん

ですね。やはりそういった立場的にそうは言っても係長なんで、自分で判断しなくてはな

らない面とかも当然出てきますんで、それはそれで自分なりに。たとえば今回市内で避難

所って間に合わないんでこっちから周りの隣接市町村に、具体的に言いますと隣接市町村

に担当レベルでお願いしますと事前に調整して、そのあと担当だけじゃ難しいんで市長か

ら市長にとりあえずわかったんで上から繋げてくださいとか。あと物資の提供であっても

どこどこ何々必要だから持ってきてとかそういったのはほんとにできる範囲でそれはやら

なくてはならないっていうか。どこまでかわかんないんですけども、できるだけのことは

やったつもりって言いますか、自分なりには。 

今振り返って、当時の、危急な事態の中での、その場その場での決断に関しては、それ

はたぶん平常時であればいろいろとやっぱり冷静になって考えられますので、ある程度自

分が判断した上で決断とか、回答とか出せると思うんですけど、今回の場合はちょっと場

合によっては精神的には一杯いっぱいでパニック的な状況なんで、それが判断できなかっ

たことが多かったなとは思うんですけれども、ちょっと何がって今いろいろあってすぐは

わかんないんですが、なかなか冷静ではなかったんで判断は難しかった。実際にできなか

ったと思います。繰り返しになっちゃうんですけど、たとえば平常時であればある程度自

分で意識になって自分なりに立場確信もって回答とか決断すべきであると思うんですが、

今回はこういった状況の中で決断したことによってそれが実際に自信がないと言いますか、

実際に今振り返ってもいろいろありすぎてわかんないって言いますか。膨大な量だったん

で、何を実際どういうことをしたのかって全て記憶がないやつ、飛んでいるやつもありま

すんで。 

どうすんだどうすんだっていうのは、だんだん上からスルーされて降りてくることは、

むろんありましたよね。あとは住民からの情報とかも当然電話鳴りっぱなしだったんでそ

れをみんな受けて。本当にどこでも、決壊、危ないからとかって本当情報がありすぎてそ

れも本当に実際対応できたかって言ったら、実際の話聞き流しになっちゃったとかそうい

った場合もあると思います。本当に一杯いっぱいで。そうなったら本当に重要というか緊

急性のものであると思ったのは当然ね、相談なり対応していたとは思うんですが、とにか

くいろんな情報ありましたんで。 

（避難勧告や指示の発令に関して、大島や兵庫の佐用のように、後に非難を受けたり、

裁判にまで至るケースがある。防災の担当であるその立場において、避難勧告や指示の発

令にあって不安に思い、迷うことは）やはりこれも繰り返しになってしまうんですけど、

場合によっては、本当に夜間と言いますか深夜の 1 時や 2 時頃に「避難しなさい」ってい

う情報を防災無線で流さなければなりません。結局、実際にカラ振りで終わってほしいな

とは思いながらは出しているわけなんですけども、当然電話ぼんぼんかかってくると。

「どうなってんだとか」「何があった」「どういう状況なんだ」とか。それも流す時点で
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それも頭でまずは不安っていいますか、まずはそれが一番心配だと思うんですけども、今

回本当に決壊しちゃったんですけども、こういう状況で流して本当に大きい被害になるの

かな…そこまではならないと思ってましたんで、実は空振りで終わっちゃうんだけど、こ

んなに大きくって言いますか、夜中、そういって周知していいのかなとは、そういった心

配は、はい。 

本来であればもうちょっと時期的にわかっていればよかったって言うか、暗くなる前に、

明るいうちにでもある程度情報流せればいいとは常に思っているんですけども。今回みた

いな当然突発的な夜間とかの対応になってしまいましたんで、通常は本当にできるだけ日

中にってことは、早めはやめにってことは考えてはいるんですね。ただ本当に夜中に出せ

ってなっちゃったんで。夜中は怖いです。出した時点で住民からは問い合わせがどんどん

来るとはそれはもうわかってますんで、どうなっちゃうのかなとかその時点で。最初は職

員がここ 10 人くらいしかいなかったんで当然それで対応できるのかなとか思ったり。 

あとはさっきその避難所のね、こういった設置の経験と言いますか、そういったのあま

りなかったんで、あるのはあったんですけども。そういった福祉のほうに開設をお願いし

ているんですけども、結局その経験がないんでどうしていいかわかんない状況でやっぱり

問い合わせとかありますんで、そのへんもすべて頭の中っていうかあったんですね、どう

しようっていうか、実際ですね。勧告っていうかやっぱり指示出すには防災で放送するっ

てことなんでその時点で本当に仕事って言いますか、すごく何倍も何十倍もなっちゃうて

いうかそういうイメージですんで、もうその時点で心配って言いますか。 

それと、周囲は防災担当者である立場を理解しようとしてくれているかということにつ

いてはですね、同じ課の同僚はもちろん理解してくれていると思います。ただ、どこまで

考えてもらっているかどうかは、正直わかんないんですけども。また同じような部署って

言いますか、過去に経験した職員はそういったやっぱりある程度協力的っていうか同じよ

うな思いはあると思うんですが、なかなか携わっていない職員の方については正直そこま

では思ってはいないと思うんですけども。例えば、こんな夜中に指示を出して職員を集め

て実際自分がどうすんだと、たぶん何をやんだとそういった。あとは実際に徴集かけて、

「本当に行くのか」って、そういった方もやっぱりいるんで。それちょっとやっぱりほん

の一部の職員にはなってしまうかなとは思うんですが。 

課の外はそうですね、理解してくれていると思いたいです。思い込みかもしれませんが、

どっちかというと、みんな押し付けられているような感じがします。 

（危機管理対応関係の部門というのは、一般的に「危機が起きない限りは何もすること

もないじゃないか」というような見方もされていることについては）正直、私もたとえば

これ経験しているんですけども、部署離れましてたとえば変わってしばらくすると同じの

って言いますか、意識が薄れてしまうって言うか、もしかするとそういうようになってし

まうかもしれない。そう思います。 

ちなみに私は、防災の職は初めてですね。直近は検査部とかにもいたんですね。あとは
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納税が長いですね。防災の適材ではないと思います。不適まではいかないと思うんですけ

ども、ちょっとやっぱり自信がないですね。防災って大きすぎって言いますか、なんとな

く荷が重すぎるって感じがしますんで。（防災担当者Ａ）私も補佐で来る前には一旦そう

いう経験をしてから補佐っていう立場で来たかったですね。知識がないですね、まだ。 

私は、こういう危機管理的な問題については小さい市に危機管理課なんかを置いてやる

よりは、介護保険制度とかいうように県単位に組織を組んで大きなエリアをカバーするよ

うな行政自治体になったほうがより充実したサービスを市民に提供できるんではないかな

というように考えています。ちょっと小さすぎる、災害が大きい危機管理という部門につ

いては、ここの自治体にはちょっとハードルが高すぎるんじゃないかなと。もうちょっと

マニュアルですとかもうちょっと具体的な方向性と言いますか詳細わかるような、わかり

やすくと言いますかそういうのが。ものすごい数のメールの中でも半分以上は、災害前で

す。防災の関係ばっかりなんです。よっぽど縦割りなんだなと思うんですけど、どんどん

どんどん調査問とかそんなのばっかり。法律改正だったりしてちょっと基礎自治体である

市町村レベルでは部署的に担当しきれないと思います。この職に就いてそんなに経ってい

るわけではありませんが、今回の災害の経験を通じて、自治体から見た国の防災に関する

法律の制度の問題の、一部に過ぎないのでしょうが、私なりにはそのように考えています。

（実施日 28.1.28。場所茨城県常総市市庁舎ミーティングスペース）』 

1-2-4-3 千葉県印西市 

千葉県印西市（総務部が担い、総務課、秘書課、広報広聴課、情報管理課、管財課、防

災課、行政管理課から編成されている。防災は、防災課防災班が担当し、防災班は、地域

防災計画に関すること、自主防災組織に関すること、消防団（水防団）に関すること、防

災・消防施設の整備および管理に関することなどを分掌している） 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『自分は消防団の担当なんですが、過去何度かも夜、火災があって呼び出されたことも

ありまして、それが 2 週連続で続いた時には、さすがに正直辛いなと思うこともありまし

たが、もちろんそこは仕事ですから、口に出すことは無いですね。また火事もそうですが、

大雨なりの警報が出ると行かざるを得ない訳ですが、そうした場合には、逐一パソコンで

確認をしながらですね。例えばヤフーなんかを見ると雨雲の動きが出るじゃないですか、

それを逐一見ながら、自分なりに「もしも」を想定しながらやっているという感じです。

（職場では自由に意見を）言えないということはありませんが、自分の場合結構年下の方

ですし、また、まだ１年目であるということもありますし、意見を言えるような経験なり

知識もあまりないので、言われたことをやりながら仕事を覚えていくという感じですので、

自分から（意見を）言うということは、あんまりしないですね。 

自分は、入庁したのは平成 25 年です。最初 2 年間は広報課に居まして主に広報誌を作

る仕事に携わっていました。それを 2 年間やって、3 年目に防災課に異動になりました。

で、防災課では主に自分は消防団の担当になりまして、消防団の事務なんかを中心にやっ
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ております。消防団との調整に当たっては、印西市役所の職員の中にも消防団に入ってお

ります者も結構おりまして、その職員を通じて調整するということもあります。防災は専

任です。 

うちの防災課はなんていうのでしょうね、完全に、分業制じゃないですけど、一人一事

業じゃないですけど、一人一仕事みたいな感じになっていまして、で自分は、消防団の、

ほとんどとまではいかないまでも、相当量の事務をやっていまして、他の人は、それぞれ

に受け持ちの仕事がありますので、あまり消防団のことは詳しく答えられないので、自分

がいろいろ、動いてやっていた部分がありますね。なので、そこらへんは自由ではないで

すけど、まあ、結構やれていたようなところもありますね。 

信じるべき相手は上司ですね。課長であり、主任ですね。そう判断する理由は、やはり

いざとなった場合には、チームで動かないといけなくなる訳ですし、リーダーである立場

になる方ですから、やはり信じるべきであると考えています。信頼できる相手は、まあそ

れも課長とか、上司、主任になるんですかね、まあ、防災課に異動して 1 年目なのでまだ

まだ何も知らない状態にあって、まあ、まずは信頼せざるを得ないというか、まあ、うち

の課長とか主任とかは行政経験が長いので、そう判断しました。（具体的にそう判断した

理由は）結構うちの課長なんかもいろいろ、消防団にも入ってらっしゃいましたし、あと

はいろいろ詳しいので、課長に聞けば、なんでも答えてくれる方なので、そこの部分で信

頼出来るのかなと。 

本市の場合、実際に、今までもそうかもしれないですけど、水位が上がったということ

はあっても、河川が決壊したこともありませんし、そういう場面になったら、もちろん、

未来に何が起きるのかというところで判断せざるを得ない訳です。そうした場合に、私の

判断を手助けしてくれるのは上司である課長、主任になりますね。そうとしか言えないで

すね。 

私自身のことを申し上げますと、自分の判断で、問題無くこなせることは、こういろい

ろと調べたりしますし、文書とかも探してなんとかやっていた部分もあるんですけど、こ

れは自分の責任を超える場合とか、対外のところで問題が起きそうな場合には、課長なり

主任なりに相談しますが、実際のところ私は、（あまり周囲にアドバイスを求めるタイプ

ではなく）どちらかというと自分ひとりでやろうとするタイプなので、結構困ったことも

起きました、ありましたね。聞けばすぐ分ったことでも結構考え込んでしまって時機を失

してしまったこともありますね。（消防団との関係の中でのトラブルは）結構ありました。

やはり消防団の方は、たまにしか活動されていないので、結構通知だとか、そういう文書

を出したり、手紙を出したりとかというのを、結構ぎりぎりでやってしまった部分もあり

ましたし、後手々に回った部分結構あるんですね、そこの部分かなと思います。1 年間の

流れをやっていない時点ですけど、あまりよく知らなかったので。まあこれが何年もやっ

ていれば前倒しでどんどん出来るんでしょうけど。 

上司である課長が私の選択に影響を及ぼしているのはもちろんそうですが、どちらかと
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いうと同僚で、元々消防団に居た方が自分の選択により強く影響しているように思えます。

自分自身、消防団入ってなかったので、まあ消防のことについて全然知らなくてですね、

やっぱり結構、なんて言えばいいでしょう、消防って独特な用語があるとか、あとは消防

でしか使わない、なんか道具とか資器材とかもあったりとかして、それをまず全く知らな

いところからでしたので、最初のころは、あれそれと言われても理解出来ない部分があっ

て、なんとか分かるまでに相当の時間がかかりました。そういうことがありましたので。 

意思決定の基礎となる情報を見極めようと努めて考えることは、ないですね。いろいろ

とパソコンを見て調べたりとか、あとは色々資料があるのでそれを探し出したりして、判

断の手助けとするわけですけれども、そもそもその情報を見極めようと努めて考えるよう

なことはないですね。防災の専門家の方や大きな影響力のある人たちのことを自分はどの

ように見ているのかということについて考えたことは無いですね。それどころではなくて、

というところでしょうか。講習とか結構あるんでしょうけど、普段の業務量があまりにも

多くて、聞きに行こうと思う気持ちの余裕を持てなかったですね。実際にも、余裕が無く

て。 

職場の人間関係に思うことは、そうですね、結構狭い、市のひとつの世界なので、1 回

そういう悪い噂が広がってしまうと、回るのが早いなっていうのもありますよね、まあ県

とか国とかは結構広いので無いのかもしれないですけど、市の場合には、そういう人間関

係という部分では大変なところはあるように思えますね。そのへんの不安じゃないですけ

ど、そういうところがあると思います。自分がどういうように思われているのかなと考え

ることはよくありますね。まずは上の人間から言われたことをやって行くしか無いのかな

っていうのはありますよね。まずは。ただ本当に自分の判断でやんなきゃいけないってい

う、本当追い詰められた状況だったら、まあ、やるしかないのかもしんないですけども、

いかんせんそこまでの状況になったことが無いので、そこらへんは、なんとも言えないで

すけども。 

不安とか迷いは認識しています。正直な気持ちとして、まあ飲みに行く時とか、出かけ

る時は、地震とか、火事とかは、あんまりこう起こらないで欲しい、くれっていうことを

ずっと心の中で思っています。お金を持ちながら本当歌舞伎町を歩いているみたいな気分

になったことはありますね。そういう不安は常にあります。ずっと。繰り返しになります

が、自分がもし、あんまりすぐ行けるような状況で無い時に、災害が起こったら、どうし

ようという不安は常にあって、だから極力遠くには行かないようにするとかはしています。

火事が起きれば、夜であろうがなんであろうが「火事が起こったからちょっと行ってくる

わ」と出ていく訳ですし、大雨の時でも「警報出たからちょっと市役所行ってくるわ」と

出て行くことになります。結構ありますので、内心は、家族は不安に思っていると思いま

す。 

上司に対しての適切なフォロアーシップについては、やはり逐一情報を伝えるというこ

とじゃないでしょうか。自分の状況を伝える、ホウ（報告）レン（連絡）ソウ（相談）じ
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ゃないですけど、それが大事かなと思います。大規模な災害。極めて危急な場面での在る

べきリーダーシップについては、判断を即決というか、求められたらすぐ応じるとか、あ

とは自分が責任を持つからというような心構えが出来ているかどうかというところだと思

います。（信頼できる相手として上司を上げていたが、貴殿が思うリーダーシップの在る

べき姿に適うのか）どうなんでしょうかね、実際そういう大きな災害、幸いにも起こらな

かったので、そこはなんとも言えないですね。 

消防団との調整にあって、振り返ってご自身の判断については、自分としては、正しい

ことを言っているはずだったんですけど、相手の捉え方とかも、その状況によって、ちょ

っと違う方向に動いてしまったということもありまして、だから、そのことについてもな

んとも言えないですね。経験の無さもあると思いますね。自身の判断に確信を持てない理

由があったとすれば経験の無さのほかに、知識の無さでもありますし、そういうところで

すかね。 

避難勧告の発令については、本市でも常総市のあの時ですが、土砂災害警戒区域を対象

として、出していまして（その際にあっては不安に思ったことは）やっぱり、出すタイミ

ングだとか、そういうところでした。幸いにも夜間ではなかったのですが、もし夜間であ

ったなら、暗いですし、その中で、はたして本当に避難をさせることが正しいのかという

のもありますし、結果を懼れて、出し遅れてそこで何かあると、それもまた非難されます

し、何をやってもやっぱり、なんでしょう、完璧な方法というのは無いので、もうそこは

ですね、1 面、無責任であるのかもしれませんが、軽々しく言えないのかもしれませんが、

覚悟を決めてやる以外に無いようにも思います。結果として、裁判沙汰になるかかもしれ

ないと思うと、それは迷うと思いますけど、ただそれも極めて危急な場面にあっては、ど

うなんでしょうか、私自身経験が無いので憶測になりますが、裁判だ、どうだと考える余

裕も、もしかしたら無いのかもしれないと思います。自分たちの判断であり、その結果に

生じることですから、もちろん恐れはあると思いますが、まずはどう安全に避難させるか

とか、どう場所を確保するかということを先に考えると思います。 

防災の担当者である貴殿の立場について、防災課以外の職員は、理解してくれていたよ

うには思います。まあ、あったのかなとは思います。防災は、「何か無い限り何も無いよ

ね」と思われているように感じたことは、ありますね。経験した人間は、まあ大変だよね

というのは本当によく分ってくれると思うんですけど、人事の、こう人数のバランスとか

見ても、経験者からとして、もっと人を増やして、仕事をうまく回して欲しいなっていう

のはあるんですけど、やっぱり上の、まあ考えかとしては、さっきの話でもありましたが、

「何も無ければ、何も（やることが）無いよね」と、そういうところに人はあまり置けな

いよねという考えはあると思います。やっぱり、人手が足りないところ、他にもいっぱい

ありますから、そういうバランスも、全体的に見ないといけないと思いますし、そういう

ところはあると思います。また、防災の担当として、自身は適材であるのかということに

ついては、どうなんでしょうね、考えたことがありませんでした。まあ、そういうのは周
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りが判断することで、実のところ自分ではよく分らないですね、なんとも言えないですが、

まあ、そんなに不得手かなというように思ったことは無いように思います。ただ性格的に

は、確かに自分は「スパスパ」と決められるタイプでは無いので、それだけとれば適材で

はないのかもしれないですけど、それだけをとらえて適材であるかないかということでも

ないので、どうなんでしょうね、難しいところですよね。よく分らないです。 

選択に作用する最も大きなものということですが、そんなに経験もない訳ですから、上

司の判断に、まあそういうものに頼ってしまうという。頼るしか無いと思いますよね。ま

た、私自身の意思決定に関して言いますと、何が正しいかというよりも、どうすれば上に

受け入れてもらいやすいかというところから始めますね。そうじゃないと思っていても、

最後にはやっぱり上司の顔を見ます。組織の中で動いている限りは。上司の意向に沿って

動くしか無いなというように思っていますので。 

防災の担当にあっていかなるものにも優先して守るべきものがあるとすれば、まずは自

分の身です。市民の生命、財産という選択は、そうですね、それも選択肢にはあると思い

ますけど、まあ、まずは自身の身の安全というか、それは。やっぱり市民を守るにしても、

自分が巻き込まれたら元も子も無いので。 

災害対策基本法を読んだことは無いですね。法制度上の問題を考えたことも無いですね。

制度までは、そんなに気にしたことは無いです。地域防災計画に目は通していますが、同

災計画の細かいところまでの理解はありません。多くの市区町村は、地域防災計画を外部

に委託して作成していることについては、そうせざるを得ないのだと思います。2 年、3

年で異動する訳ですし、なかなかそういう専門的なところまで、こう行きづらい部分はあ

ると思いますね。出来るのであれば、専門家を、嘱託や派遣でいいので配置することが出

来れば、また違うのかもしれませんが、今の現実の仕組みの中にあっては、外部に委託し

て作成するほかないと思います。 

防災の担当であっても防災の専門家ではないという理解についての反論は、ないですね。

そうではないと言いたいところですが、言い切れないですね。本当であれば、防災の勉強

をしてきたとか、防災の経験者なんかを上に置くというのも、それが理想ではあるんでし

ょうけど。そういう信頼できる人というのを置くしかないのかなと思います。そこらへん

は結構難しいでしょうけどね。自然災害は、いつ起きるか分からない訳ですから、常に考

えていなければならないのでしょうけど、考えようもないというところもありまして、実

際起こってみないと。 

改めて。自身で防災の担当者であることについては、まあ、最初は不安がありましたけ

ど、なんとか 1 年間やってこられました。いずれ将来に再度防災の担当に就くことについ

ては、出来れば希望はしたくありません。それはたぶん皆そうだと思います。理由は、や

っぱり常に緊張を強いられますし、気が抜けないというところと、やっぱり普段からの業

務量も多いですし。まあ、いろいろな経験が出来る部分は大きいかなとは思いますけれど

も、大変はですし。正直自分としては、あまり希望はしたくないですね。 
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これまでの勤務の中にあって、思い起こして一番強く不安に思ったことがあるとすれば、

例の９月の常総の大雨の時ですかね、もし決壊していたらどうしようと思いましたね。実

際、水位も上がりましたし、怖かったです。経験もありませんし、周りもしょうだったと

思います。冷静でいられなかったですね。もし自分の判断の誤りで、何か起きてしまった

らと思うと、なんかドキドキしましたね。（実施日 28.4.26。場所千葉県印西市市庁舎大

会議室）』 

1-2-4-4 埼玉県さいたま市 

埼玉県さいたま市（総務局危機管理部が担い、安心安全務課、防災課から編成されてい

る。防災は、防災課が担当し、防災対策の総合的な企画及び調整に関すること、防災計画

に関すること、防災訓練に関すること、災害用備品等に関すること、自主防災組織に関す

ること、防災行政無線の管理及び運用に関すること、災害対策本に関すること、防災会議

に関すること、区役所の防災対策に係る事務の総合調整に関することなどを分掌してい

る。） 

【防災担当者 本人要望により匿名】 

『本来は何が正しいかで意思決定をしないといけないんでしょうけれども、でもそうも

いかないところがあってやっぱり上に受け入れてもらわないといけない訳じゃないですか。

組織ですから、そうですよね。たとえ自分では正しくないと思っても、そういう職場の人

間関係っていうのはあるんですよ。私は、平成 26 年に入庁しまして、現在 3 年目になり

ます。あぁ、そうなんだって。仕事ってこうなんだって思うこと、ありますね。そのへん

のところをうまくやれないと、辛くなるような気がしますね。 

入庁して 2 年目のことですが、大雨警報が発令されました。警報を受けて、結局、災害

対策本部を設置した訳ですが、はたしてそこまで必要であったのということ、今になれば、

設置するまでの必要は無かったように思います。まあ、後付けかもしれませんが。会議を

やっている時にはもう既にカラッと晴れていて、今なんの会議をしているの、みたいな。

外晴れてるよとかっていうのになっちゃって。今思えばあそこはいつも通りでよかったの

に、なぜかレベルを上げてしまった一つの例なのかなっていうところでしたね。たぶんそ

こにも、なんか空気っていう働きがあったんじゃないですかね。若手でもちゃんとこれだ

と「もう晴れますよ」とか「晴れていますよ」とかって言えるようにならなきゃいけない

と思う反面、じゃあ、実際はとなると、正直、そういう自由みたいなのはないかもしれな

いですね。「え、やるの？」っていうようなこちらからこう雰囲気を出してそれを察して、

突っ走っちゃう方向。「なんかちょっと違うかも」ってこっちから直接言うわけじゃなく、

下っ端って言っちゃおかしいですけど「え、これでこんなことやるんですか」っていうよ

うな雰囲気にするっていうんですかね。にして上が察する場合はあるのかもしれないです

けど、こちら側から「え、おかしいですよ」と。例えば地震ならば「物資がこうやって来

ているんだからこうしなきゃおかしいですよ」とかって直接、あくまでも組織なんで、上

に水差すっていう言い方かわからないですけれども、言うっていうのはなかなか難しい現
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状なのかなと感じています。 

信じるべき相手は誰かということですが、直近の上司です。それは私の中の係りの長で

あり、課の長が、一つ上が係りの長、二つ上が課の長になりますけど、この人たちは信じ

るべき相手であると思います。その理由はこの人たちが私に判断もしくは指示、仕事をふ

る、平常時も災害時もですけど、やっぱりこうしなきゃいけない、こうしてほしいってい

う判断のところのどういう意思決定であったか、今後の質問の中でもあるかもしれないん

ですけど、どういう意思決定であったとしても右 A にした、B にした。B にしたんなら理

由がちゃんとついてくる人達なんですね。なんとなく雰囲気に任せて「いや、A だよ」

「なんですか？」「いいから A だよ」っていうのではなく、「A か B か、じゃあ B にしよ

う」「その B にした理由は今現状こう、こうだからこう。だから俺はこう判断しているか

ら B にいこう。だから B の仕事をしてくれ」とそこまでくれるので、私もそういうのを感

じとりながら仕事ができるような課になっているんじゃないのかなって思います。ですの

で、一個上、もしくは二個上までの長に従いつつ仕事をしているということです。 

次の信頼でき相手ということについては、ちょっと理由は似通っちゃうんですけれども、

信頼できるのも係りの中で言うと、一番経験と、経験値が高いんですけれども、判断に理

由をちゃんとつけてくれるうちの係りの長を信頼できる相手として選ばせて頂きます。理

由は先ほど述べたように、ちゃんと判断に理由があって、迷いなく災害業務にあたれるよ

うにしてくれるのでそこは信頼しつつ、最後もし例えば数字をチョンボしちゃったとかっ

ていうようなときでも「これはしょうがない、これはお前のミスじゃなくて、係りの課と

してのリスクなんだからそこにふった俺が悪いし、それをちゃんと均等に分配できずにチ

ェックを働かせられなかった俺が悪い」っていうふうに最後言っていただけるのは係りの

長ですけれども、係長が信頼できる相手になっています。なんか思い切ってできるってい

う感じにさしてくれるとかですね。 

係りの中で、ここ私 3 年目になりますが、私が最初に入ったときには正直いませんでし

た。今は人も変わりましたし、空気がよくなったというか、雰囲気がよくなってですね、

この人だったら一緒にできるっていうふうな空気になっています。 

信じるべき相手と信頼できる相手っていうのはイコールです。これずれちゃうと結構悲

劇になっちゃうと思います。 

未来というか将来に何が待ち構えているか、何が起きるかという判断を手助けしてくれ

るのは、係りのチームのメンバーなのかなって思います。判断、業務ってことですよね。

通常業務ってことですよね。「すみません、このへんちょっとわからなくて」って言える

空気だから信頼できる相手なのかなってなってきて、その人が知識があるとか間違えた判

断をしないとかではなくて、「今こうなんだ」っていうのを伝えられる相手がいるっての

はすごいおっきいことなのかな。災害もそうですし、平常の業務の時でも「今こうなんで

す、アップアップだから」っていうのを伝えられる相手がいるだけで「あいつやばそうだ

な、あいつ忙しそうだな」っていうのを「なんか頼まれたけど俺も忙しいから言えなかっ
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たんだけどさ」っていうのをみんなでわかっている、わかれるような今空気なんで、それ

はチームのメンバー、係りのメンバーなのかなっていうのは。 

周囲にアドバイスを求めたり、幅広い意見を求めていくタイプであるのか、それとも独

断的に自分一人で、独断的でなくても自分一人でこなしていくようなタイプであるのかと

いうことについては、私自身は前者のほうですね。みんなでなるべく多くのアドバイスを

もらいながら、いい方向に進んでいくようにって考えちゃう人だと思います、私自身は。

私、一人でガって考えるには限界、よくある話ですけど一人でガってやるには限界があっ

て、その中で考えている時にはいろいろ物事を考えてられるかもしれないですけど、ふと

人に言われたことがそこは気付かなかったな、なんてよくあった話で、そういったものが

計画とか企画しているところの中で出てくると、いろんなアイディアが出てくるのかなっ

て考えちゃう人っていうか、考える私は人間なので。なるべくいろんな人に聞きながら俺

はこう思うんだけどどう思うってそれがその人のすべてじゃなくて、なんでも素直にまず

吸収して、自分の中で「ごっくんしてでもな」っていうようにやるのと、また違うんじゃ

ないのかなって思っちゃうっていうか、そういう私は考え、なんです。抱え込んでしまわ

ないようにしています。抱え込んじゃうシーンは多々あったんですが、それは周りの雰囲

気であったり、上司の雰囲気であったり、聞ける人がいないっていう状況であったりとか

っていうときに抱え込んでしまう。でも本当はこうありたくないっていう自分がどこかに

いて、結果的に抱え込んでしまった場合はありますが、なるべく意見をあたりたいなって

いう人間です。私が臆病な人間なので、結構人にこう言われたことを別にねちねちじゃな

いですけど、「あの人あんなこと言う、素直なあの人あんなこと言っていたな」っていう

のをふと、それがお酒の席であったとしても結構覚えちゃってて、「なんかお前がやって

るあれさ、なんなんだよ」とかって言われるのもふらっと。その人多分何ともないつもり

なんですけど、結構素直に「そんなふうに思われてんだ」とかって結構真剣に考えちゃう

人間性というか、私はそういう人間なので。その分セコイんですよ、多分仕事の進め方も、

変な話。「ｘｘｘが勝手にやったから、あいつが勝手にやったから」って言われたくない

自分がいるのかもしれないです。っていう意味では潰れたくもないし、組織も潰したくも

ないですし、ただそれにプラスあいつが勝手にやったって思われていたりとか、言われた

りするのに耐えきれないから、「みんなで決めたじゃん」って姿勢を保ちたいがために。 

私の選択に影響を及ぼしている人は、私が入った年に居た先輩です。私が入った 1 年後

には居なくなってしまったんですけれども、防災の勤務が長くて、しかも東日本も経験し

ているっていうところもあって、何かにつけて業務を進める中で、意思決定が必要であっ

たり、こんな企画をしていきたいっていうのを考える中で、何かこう聞いてしまう相手で

すね。今も教えを請いに行きますよ。「お前まだそんなことやってんのかよ」とか「俺は

もう防災にいないんだよ」って言われますけど、その人の発想のおもしろさに魅力を感じ

ています。なにくれと決められた中にあってもその人は、なんか縛られていないというか、

やっぱり発想が自由なんでしょうね、気付かされることが多いです。異端というか、正統
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ではないかもしれません。ただ「なるほどな」って思えることは多いですね、また、自身

の意思決定の基礎となる情報、これをどう見極めているか。そのことについて考えること

とはあるかということについては、ありますよ、自分なりにはそうですね。そういう力を

持たなきゃいけないなって、鵜呑みじゃだめだなっていうように考えるようにしています。

話をしている時にも「本当か」と思いながら。別にそれは疑うとかじゃなくて「今の情報

どうなんだ？この人は本当に分析しているのかな」とかって思わなきゃいけないなと。じ

ゃないとそれは流されることになりますし、こういういろいろ情報がある中で持っていか

ないと自信がなくなっちゃうっていう。 

専門家であるということで、その意見を疑いもなく受け入れる傾向はということですが、

そうですね、専門家って言うと、もちろん学者さんとかそういう方もいると思うんですね。

でも本を読んだりとか講演をしていただく中で、こういうような話を聞いたりとかいうこ

ともあります。ただお互いの聞く中で、ずっと物事を机の上で考えてきた人たちが、例え

ばうちの町内の災害対応をする人たちに「講演をしてください」とかってやったことがあ

るんですけど、何百人と集めて聞いていただくと、企画しているのがうちの課で、「講演

してください」って呼ぶ相手を間違えちゃうと、失礼ですけど相手を間違えちゃうと。例

えばずっと机の上で物事を本と分析をしてきた方々をポンと前に立たせて話すと、立派な

話をするんですけどいやいや最後に感想として「いや、あんな絵に描いた餅だよ」と言わ

れてしまうと。実務家じゃないというところなのかなっていう。そこは私が 2 年目とか 3

年目のときでも「この人何言ってんだろ、現場はそんなじゃないんだけどな」って思っち

ゃうところがあるので、それにお答えするとそういうふうになる。疑いもなくって言うと、

それは最初のほうから「こんなちょっととんちんかんなこと」とか現場にはそぐわない、

「じゃあお前ちょっとやってみろよ」「最終的にはお前やってみろよ」って思ってしまう

ようなことも言うので、「そうなんだ、へー」っていうふうに全部が全部受け入れたかっ

て言うと、受け入れてないっていうふうに私自身はやっていますね。 

職場のいろんな属人的なパワーバランスであるとかそういう要素が自身の不安であると

か迷いであるとかそういうところにどういうふうに影響しているのかっていうのを考えて

みることは、私はないですね。ただ 3 年間いて思うのは、係りの人が毎年変わりますので、

一番長い人の空気になってしまうというか、その職場の中でその人が真面目で四角四面な

人間だと、係りのみんなが四角四面なった人が四角四面になると。2 年目でその人が異動

して次長い人が三角だと、みんななんとなく三角になると。要は長い人、影響力の大きい

人に追随せざるを得ないようなところ、現実にありますね。うちの係長が「やろ」って言

ってやっているけれど、その人と隣の係りの係長はあまりよく思ってなかったりとかって

いう場合に、「こっちだと思うんだけど」とかっていうのを上のほうでバチバチやったの

が下りてきたりすると、隣のうちのラインではこういうふうに思っているけど私が出頭し

ていかなきゃいけないみたいなことがあって。勘弁してよって思います。うまくやってく

れる上司ならいいですけど、すぐどこかでけんかしてきちまう上司とかだったら、まぁ大
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変なんで。 

防災の担当としてのフォロワーシップについては、まず自分が兵隊であるうえで上司を

支えるっていう視点から見て、本当に準備しとかなきゃいけないのは、きちんとデータを、

例えば雨であればこんなに降るっていうデータを必ず提示出来るようにしておくこと。地

震であればこれくらいの被害が出ちゃう、どこで何が起きているというようなことを説明

出来ること、確かな情報を持っておくことが大切だと思っています。繰り返しますが、や

はり情報だと思います。どこに何が起きていて、何が足りなくて、何があって、何が必要

なのかという情報をしっかり集めて提示することが大切であると思っています。 

上司に求めるリーダーシップについては、一人で抱え込まないでっていうのを言いたい

なって思ってて、今の人（仕えている上司）が抱え込むとか抱え込まないとかじゃなくて、

今言った通り部下にちゃんと情報を「とって」って、自分で全部とろうとしないでそれは

そのために兵隊がいるんだからうまく使ってねっていうような感じで、こっちも動けるよ

うにしていますし、一番求めるのはそれで。市として間違えた方向に進まないために我々

を使ってね。ちゃんと使ってっていうように思っています。それは情報とってってことも

そうでしょうし、どっかに連絡しといてって、うちからっていうのもありますし、抱え込

まないで任せられる勇気必要なのかなと思います。後は人間的な柔らかさ、個人的に必要

なのかなとは思っていて。 

防災って防災が本部でいろいろやりますけど、結局川は河川課が見ていたりとか、下水

は下水課が見ていたりとかっていうところなんで、そこのところとうまくやってくれる長

であってほしいなと思っていますね。信頼して欲しいと思います。同時に責任をとってく

れるリーダーであって欲しいとも思います。結構これはどこの組織も一緒だと思いますが、

役所じゃなくてもどこもそうなんでしょうけれども、何かあったときに逃げる人っていっ

ぱいいるじゃないですか。下のせいにする人っていっぱいいるじゃないですか。今舛添さ

んの話でもそれは事務方がやったからどうのこうのみたいな。そんな話って山ほどあるわ

けですよね。自分はあるべき、そうだよねと思っても実は裏切られるような、下のせいに

する人っていっぱいいますから。そういう観点からすると、リーダーシップの姿ってもう

少し考えてほしいんですけれども。何かあったら裏切るんです。全部が全部そうじゃない

ですよ。下のせいにするんです、もちろん全部が全部そうじゃないけれども。逃げる人は

見てきましたね、上で。だから面白いんだけど。責任をとってくれる人。下のせいにする

か。いっぱいされてきているからな、感覚おかしくなってるもんな。 

判断を間違えれば決壊して、住民の、それこそ命に関わるような事態を招くかもしれな

いわけなんですが、そこでどう判断してもいいと思いますけれどもちゃんと理由を持って、

責任とってくれる人ですよね。責任とってくれるというか、そこで思いっきりできる人。

プラス去年避難判断の時に「ぽろっ」と上の人が言ったんですけど、「俺だって怖いんだ

よ。でもみんな初めてなんだよ。打つんだよ。打て。いいよ、やれよ」って言ってくれた。

言う人を見ているんで、そこで逃げてない人を見ているんで。あれがあるべき姿だなって
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思っちゃっているんで、批判めいた感じで言えないんですけれど。「俺も怖いんだよ。で

もやるんだよ。初めてなんだよ」って言いながら一緒にやってくれる。「市の判断をする

んだよ」ああいうふうにならなきゃいけないのかなって。信頼しています。 

今一番怖いのは荒川の決壊が、荒川の決壊が一番怖いです。そこで一番私が不安という

か、漠然じゃないですけど不安に思っているのは避難勧告を打つ、打たないっていうとこ

ろ。どう間違えちゃったかわからないですけれども、決壊しちゃってる前に避難勧告を打

っているのか、決壊した後に避難勧告を打ったのか、避難指示をしたのかっていうところ

で大きな差が出てくると思ってて、そこで間違えちゃったにもちゃんと理由が必要であっ

て、今の話で言うと決壊する前に打ってればいいと。そのためにはちゃんと情報収集をし

て、横のつながりをもって、あれば決壊する前に避難指示をそこで結果的に死者が何人と

かいうんじゃなくて、市の行政として打っていてそれが間に合わなかったっていうのが本

当にいけないことですけど、したかしないかで大きな差が出てくるなっていうのが組織と

してあって、そこが一番不安に思っているところ。円滑に情報をちゃんと伝える。全員助

かればそれはもちろんいいんですけれども。全員助かるようにしとかなきゃいけないです

けれども、判断の中での不安や思いみたいなところはそこですね。そこは担当としても感

じていて。それが空振りに終わっても「これ以上だったら水が溢れてきちゃうんですよ。

ほんとに水が壊れそうだったんですよ」ってちゃんと理由を持っていればそれは空振りで

も間違いではないと思ってますんで。ただ、判断する際、そういう立場になったらになり

ますけど確信を持って判断するっていうのは難しいのかな。それはいろんな選択肢がある

って理由もそうですし、自分が専門家ではないってそこですよね。自分がずっとこれを見

てきたわけじゃないからっていう逃げなのかもしれないですけど、担当ではあっても専門

家ではないっていう意味では確信を持って何かを判断するっていうのは難しいのかな、特

に災害時においてはと思っています。先程「担当ではあっても専門家ではありません。た

またまこの職に就いただけであってそういう教育も受けていません。私は防災担当者には

向いていません」という方もいらっしゃったというような話をされていたじゃないですか、

担当ではあるが、専門家ではない。だからそういう「危急な場面にあっての自分の決断に

あっては、確信を持って正しいと言えることは言えない」というような方もいらっしゃっ

たというような話をされていたじゃないですが、それってよく分ります。 

今の役所の仕組みの中、人事制度の中であったり、そういう役所の中の制度の中にあっ

て専門家にはなれないですね。異動もそうですし、求められているのがそもそもジェネラ

リストなので、スペシャリストではないというところであって。ならなきゃいけないです

けど、「なれます」って今ここで言えないのだけ苦しいところですね。昨日まで福祉をや

ってた者が今日から防災をやって、防災に就いて翌日に大規模震災が起きましたとかある

んでしょうし、特に何をどうしていいかまったくわからないわけですよね。 

避難勧告の発令に当たって不安に思うことは、出し遅れが怖い。出すタイミングで間違

えたらどうしようっていうところが一番不安に思っています。今の迷いですね。迷いで言
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うと、出すタイミング。私の場合は川を見て、川がうちのメインなんで、出す範囲、出す

時間、それも迷いますし。不安で言うと正直な話をしてしまうと、そこで今人が命を落と

すかもしれないっていう不安もあるのも半分、もう一つはその後ですよね。裁判になった

らどうしよう、メディアにどう同叩かれるのかなというような不安も半分ある。なんでほ

んとはよくないんでしょうけど、住民の皆さんの命を守るということよりも先にこの裁判

になっちゃうのかなとかって、出して空振りと、出さずに何かあったじゃ全然違うよなと

かって、あとはメディアにかなりたたかれるんだろうなって。広島にしてもそうですし、

出し遅れた。大島もそうでしょうし、兵庫県の佐用もそうですし。正直そんなことお前考

えなくていいんだよ、なのかもしれないですけどそれは不安に思います。 

周囲は防災担当の立場を理解してくれています。庁内の同期であったり、庁内の人であ

ったら「防災お疲れさん、大変なとこ行っちゃったね」とか「大変なこと起きちゃったね」

っていう意味ではわかってくれているのかなって思いますけれども。120 万人いますので、

市民が。その方が全員、逆に言うと市民の方はあまり思ってなくて、今は防災々ってなっ

ていますけど、「災害起きなかったら張りがないでしょ」って当然言われますし、逆に言

うと「あんたらプロなんだからもっと知んなきゃいけないんじゃないの」って周囲の方は

思ってんですね。だからその分勉強しなきゃなっていうようになっています。 

一方で、関わったことがない人たちは分りづらいところもあると思います。というのも

今回派遣にお願いしているときとかでも、とんちんかんなことを聞いてきて、それが悪い

とかではない、とんちんかんなことを聞いてきたりとか、暇なんでしょっていう感じでは

ないですけど「これってそもそもどうなってんの」とかっていうようなことを言ってきた

りしてみんなが「えっ」ってなっちゃうようなことを聞いてきたりとかするんで、ほんと

に防災のことをやったことがなかったりとか、例えば避難場所でなんかあたっていたりと

か、ちょっとでも参集したことがあるとかってある人だったら意識はありますけど、まっ

たくない人っていうのは本当になんにもないので、そういう人たちが私たちの業務を理解

しているかって思うと、全く理解してないんじゃないかなって思っています。それが何％

いるって感じじゃないですけど、いますって感じですね。 

庁内でもいます。別の課。普通に、なんで防災のことやんなきゃいけないんだよって。

理解しようとしない人。同じ会社なんでそういう方々は表立って「なんで」っていう感じ

ではこないんですけどね。腹の中ではどう思っているか。自分が行かなきゃ関係ないかな

って思っているぐらいの人がたくさんいると思います。 

防災は専任です。自身では、自身を適材であると思います。企画をすること、防災のこ

と業務を考えること自体は苦じゃないので、そういう意味では自分自身向いているって言

ったらおかしいですが、ここに必要な人材としてフットワークよく動けるっていう意味で

は合っているのかなと思っています。ただ立場変わって上で判断するとか、こういう根拠

を持って右左決めるっていうふうになったときにはまた違うのかなとは思います。立場が

変わっても、なおも合っているかどうかはちょっとわからないですけど、今は周りからも
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よく言われますけどフットワークよく動いてくれるし、雑用も出来るという意味では合っ

ていると。自分で言うのもおかしいですけど、今の立場だったら言えるかなと。ただ、ボ

ジションが変わって、防災課長としてはどうかとなると、適材ではないように思えます。

私の場合は今の能力ですけれど、ちゃんと判断出来て、かつさっき言ったみたいに「怖い

けど打つんだよ」ってああゆうこと言えるかなって思うと、その人の経験値なのかもしれ

ないですけど、行って「君が初めて避難勧告打つんだよ」って言えるかなって思うと言え

ないなと。一雑用、一担当だったらいいのかもしれないですけどね。 

（防災担当者としていかなるものにも優先して守るものがあるとするんであればそれは）

本当に市民の命だと思います。126 万人が住んでいる町、災害が起きてそこで一人たりと

も命は捨てちゃいけないと思いながら仕事をしていますので、そこは譲れないですね。市

民の命が災害で亡くなったなんていうのはだめですし、それが一番恐れていることなのか

なというとこです。 

法に関する問題に関しては私個人の考えですけれども、こっちで一元的な責務っていう

か応急復旧は市町村の首長に負わされているにもかかわらず、それを担保する指示命令系

統は県の首長なんですね。それって結局市町村に応急復旧やらせる、でも県の指示待ちに

ならなきゃいけないわけです。私どもは比較的大きいんで、政令市なんで、自分たちで動

けちゃう、動かなきゃいけないんですけど、わざわざ 120 万人住んでいる市町村の市長が、

県からの指示や命令をさいたま市よろしくっていうのを待ってから動くっていうのは絶対

おかしいなと思って。じゃあ市町村にその権限を与えますって書いちゃって、そういうふ

うに処置して責任も負わせているプラス自分たちで行動も担保するような法律にしないと、

そこは法律の矛盾だなというか、災害時ってことに関しては遅れが生じますので、問題が

あるんじゃないかなと思いますね。指示待ちってのもおかしいだろって。 

県との温度差は言えないとこでいくらでもあってですね、ほんとに何を考えているんだ

って時もありますし。一政令市からすると、「国と直接やらせてくれよ」って正直思っち

ゃって、「別に取りまとめているだけでなんで経由しなきゃいけないんだよ」って。完全

に個人的な思想なんですけど、そう思っています。取りまとめ業務は無駄ですし。政令指

定都市で動くからって。選択を左右する最も大きなものは、恥ずかしいですけど、左右す

る大きなところは市民の意思とかいうのが本当なんでしょうけど、私自身は批判されない、

責任をとらない、おかしいですね、責任をとらないようにっておかしいですけど、俺は悪

くないよって思っちゃうところは選択を左右させちゃう一番大きなところなのかもしんな

いです。（実施日 28.5.14。場所法政大学大学院棟）』 

1-2-5 都心部の地の市区町村防災担当者 

施設能力を超える規模の集中豪雨の発生といった自然状況にある中において、人口、資

産、交通等が集中した結果、自然災害が発生した場合には、被害規模が拡大するなど、自

然災害に対して脆弱な構造になっている。特に都心部における大規模水害の特徴として、

「地下空間を通じた浸水区域の拡大」、「短時間で広範囲な地下空間に浸水が拡大」、
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「地下の空間からの逃げ遅れやビルの地下部分の浸水による機能麻痺」などの被害発生が

指摘されている。 

東京都港区（防災は防災危機管理室が担い、防災課、危機管理・生活安全担当課長によ

って編成されている。防災課は、災害対策、防災住民組織の支援、総合防災訓練、防災施

設・資機材の整備、消防団の支援、被災地支援、地域防災計画、港区防災会議、防災知識

の普及啓発などを分掌し、危機管理・生活安全担当課長は、危機管理の総合調整・対策、

国民保護対策、区有施設の安全対策に関することなどを分掌している）    

【防災担当者 本人要望により匿名 】 

『災害が起きそうだってしているとか、起きている時、例えば風水害であるとか、そう

いうとこは割と現場の意見を反映させていただけることが多いのですが、特に計画でした

り要望とか、事前に何か計画を立てる時には、どちらというと上からの「こうしろああし

ろ」というところで、なかなかちょっと自分の意思決定を自由に行うことは無かった、無

いなと思ったことはありましたね。このインタビューを受ける前に、山本七平さんの「空

気の研究」を読みました。組織ですから、自分の思い通りになるわけはありませんし、そ

のことについてはもちろん承知しています。ただ、なんていうのでしょうか、なんとなく、

空気ですか、そうですね抗えないような空気ってあると思いますね。その空気にあえて抗

うことは、よほどのことがない限りしないというか。取引コストってあるじゃないですか、

無意識に、損得勘定が働いているのかもしれないというか、なんか空気を読めなければな

らないみたいなことが、普通にあるじゃないですか。いっても組織の中の人間であって、

そういう意味では、自分自身の意思決定が空気に左右されることって当然あると思います

し、私自身もそうですね。 

うちは、防災は専任です。私は今、課の中で一番古いですね。基本は 4 年若しくは 3 年

で異動ですが、私は、防災課に配属されて今年度で 5 年目に入りました。これまでに、防

災に関して受けた教育については、そうですね、内部的にもそうですし、消防の研修だっ

たりとか、それこそ、自衛隊さんの視察までは行ったことはありませんが、まあいろんな

方と話をするというような機会は結構ありまね。またうちの場合は、割とローテーション

が短いというように思われているのですが、私が 5 年前に来た時には、もう東日本大震災

が起きた後だったんですけども、実際にもう、今の職場には東日本大震災を経験した人間、

防災課で経験した人間が居ないので、私も別の部署で経験してきた人間だったんですけれ

ども、その先輩たちにいろいろと教えてもらいながら今に至っているところです。ちなみ

に、東日本大震災の時は、ここも震度 5 弱位だったんですけど、結構揺れましたね。振り

返って、当時あのようにせざるを得なかったことはということについては、どっちかと言

うと、周りからこう仕事的にも期待されていたりとか、自分がこう自信のある仕事をする

時は結構こう、こう考えてから、こういうようにせざるを得なかったということは何回か

ありましたね。まあ、ここ（質問状）には書いていないですけど、その結果として、まあ

ミスも招いたこととか、周りに迷惑をかけたこともありましたが、出来るって自信があっ
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た部分で、自分の判断でこういうようにせざるを得なかったなって時はありますね。 

避難勧告などについては、この数年にあって複数回出していますね。平成 26 年の大雨

の際に避難勧告を出しました。自然災害によるものは、うち（港区）にとっても、確かこ

れが初めてになりますね。その徳はかなり迷いましたし混乱がありました。またその後に、

避難準備情報81を作って出しまして、直近では去年、チリで地震があった時に津波がお台

場の方まで来た際に避難指示を出しました。また自然災害とは別になりますが、自衛隊さ

んは承知されていらっしゃると思いますが、平成 25 年に不発弾が赤坂で見つかったこと

がありまして、あれで 1 回避難指示を出しています。不発弾処理（撤去）をするから出て

行ってくれということで、避難指示を出しています。 

平成 26 年の大雨の際の避難勧告の際には、係長を支えながらになりますが、基本的に

は私を中心に全てまわすという形でした。情報については、まずは私に一元化し、分析、

判断する。その結果をもって、部長、課長に対して「こうこう、こういう計画に基づき、

避難勧告を出しましょう」と。なので「区長の判断を仰いで下さい」というところを全部

持っていく。誰それにその作業を割り振るのかというところについても仕切り、主導して

いました。 

ただ今にして思えばということもありまして、避難勧告を出すに当たって、地域をです

ね、全然特定出来ないまま粗々でバーンと出したんですよ、それで 2 次災害じゃないです

けどそれで逆にかなり区民とか住民に混乱を及ぼしたというのが１つと、あとメディアメ

ールとか、ホームページを見てくれっていうのをやってしまったあまりに逆にそこに殺到

してパンクしたという形になってしまいました。今思えば、勧告を出すのであれば、今テ

レビとかも出るじゃないですか、それを詳細にして分り易く伝える方法や、また、関係部

署にこういうのやるからっていうことをちゃんと段取りした後にやったほうがよかったん

じゃないかと思うんですけど、台風だと過ぎ去るのも早いですし、今近々に、切迫した状

況にあって出さざるを得なかったんですよ、その場、その場で。もうここでやるって、そ

の場の判断で決めていかざるを得なかったので。まあ、後になって結構周りからはいろい

ろ言われましたけど、まあ部長とかは、「危機が迫っているので、それはそれ教訓を踏ま

えて、次からはしっかり段取りを組んでやればいいから」と言っていただいたのでよかっ

たですけど。 

1 回目に避難勧告の発令のことですが、過去に例がなく、初めてのことであったという

ことが１つと、あとは出し方ですね。マニュアルに基づいてやるわけですけど、じゃあ実

際出すに当たっては、出して、それにどれ位の反響があるのかも分んなかったんですけど、

1 回目に出した時は、もうすごかったんですよ、1 時間に電話が 200 本位ずっと鳴り続け

                                                  
81 避難に時間がかかる高齢者や障害者など災害弱者を早めに避難させるために、自治体

が避難勧告や避難指示に先だって発令するもの。2004 年に新潟・福島豪雨など全国で風水

害が相次ぎ、高齢者が犠牲になったことをから内閣府でガイドラインが作られ、05 年 6 月

28 日に新潟県三条市と長岡市で初めて発令された。 
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て、もう受話器を置いた途端に鳴るという状況で。それも苦情ばっかりでした。防災行政

無線を鳴らしても聞こえないと。ただ、その時点での最善の手段はそれしか無かったこと

で、やったというところで、結果として「あ、こんなにパンクするんだ」って。そんなこ

とがありました。 

どっちかというと、避難準備情報を出す時のほうが怖かったですね。また、避難勧告の

際のような苦情が来て、またこうなるのかっていうのがもう分かっていたので、そこは結

構怖かったですね。避難勧告の際には、どっちかというと、もうかなりばたついてはいた

ので、周りとこう、バタバタの中で出したので怖さっていうのは無かったですね。どっち

かというと、「腹を決めて行くぞ」って感じだったんですけども、避難準備情報のほうが

結構慎重になった部分、またこれあれだな、こういう苦情が来て、こういう混乱した時は

という、そこを考えて、本当に大丈夫かと、怖さ、不安から 1 回踏み止まったことはあり

ましたね。怖かったですね。（かかってくる電話の内容は）苦情がほとんどです。先ほど

も申し上げましたけど防災無線聞こえない。今、何て言ったのか聞こえないとか、何のこ

と言っているんだとかで。1 回目の避難勧告は、それでやられたので、2 回目の避難準備

情報の時にあたっては、予め、質疑応答用の資料を作って、部内全部に配布して、こう言

われればこう答えればいいからと。そうしたことで 1 回目に比較しては、円滑に対応でき

たというのはありましたね。そこは割と踏まえられたのかなと思います。 

防災の担当として、「水を差す」自由が与えられているかということについてですが、

それはあります。与えられています。むしろどちらかというと結構差しています。上から

言われたからそうだとか、まあトップダウンですね。組織ですから最終的な判断はそうな

るんでしょうけれども、実際のところ、言われたからだけでは中々、出来ないこともあり

ます。結局、災害対策も我々だけでやっている訳ではなくて、ほかに支所のような出先勤

務がありまして、そこが結構町場と連携をとってやっています。ただ、今何かあってすぐ

やると言ったって正直、うちと支所との間の、十分な連携もとれていませんし、確認もと

っていない中にあって、「エイャ」でやったらまた混乱しますよと。これについてこれや

った時に、よりこっちの方が反響が大きいですよっていうのもあるので、私は結構冷静に、

そこは意見しています。 

信じるべき相手については、私の場合、無条件に上司ということにはならないですね。

防災の現場を、過去にもこなしてきたっていう方、信じるべきというのならそういう方に

なりますね。実際にも、そういう方とは今でも、仕事以外でも付き合いがあります。「最

近仕事どう」っていうように結構気にかけてくれますし、昔の話を、この時ってどうだっ

たんですかって話をしても結構的確に、こういろいろと答えてくれたりもするので、その

辺の経験の積み重ねじゃないですけど、そこは信じるべきなんだろうなと思っています。 

信じるべき相手と信頼出来る相手はイコールかということについては、イコールではな

いですね、信頼できる相手は、これは上司ですね。上司を信頼しています。なので、やっ

ぱりコミュニケーションも円滑に職場はとれていますし、やはり知識が無い分、私のこと
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をよく見てくれているので、「君がこの判断に対して、了解する以上、仮にその判断が誤

りであったとしても責任は俺が負うからやってくれていいよ」というようにはいつも言っ

てもらっていますし、事実そうなので、そこは信頼して仕事をしています。 

避難勧告、指示とか避難準備情報の際の係長は今の係長ですね。「責任は俺が負うから

やってくれていいよ」と。ここはこうでこうだからと言って指導してもらって、これで行

きますよって言った時に、「まあこれ、苦情は、たぶん相当出ますよ」と。「あと後にな

って、何か言われるかも知んないですけど、もう行くしかないですよね」って言った時に

はもうそうだと「行け」と。それはもう災害時に限らず平時からもそういうように言って

いただいているので、そこは信頼していますね。 

また自然災害の際にあって、未来に何が待ち構えているのかを手助けしてくれるのは誰

かということについてですが、これも上司ですね。直属、直近の上司である係長も、もち

ろんそうですが、この問いに関してだと、この課（防災課）の、まあこの先を照らしてく

れているもうひとつ上の長である課長なんだろうなと思っています。結構、打ち合わせや

会議とかの場でも「自分（防災課長）だけじゃなく他の管理職もちゃんと君のことは見て

いるから、必要なことがあれば何でも言うように」と。やりやすいように根回しをして下

さっていると思っています。課長の場合、比較すると係長よりは接する時間は短いですけ

ど、そういった場でも言っていただけるので、手助けとかしてくれるのは課長かな、管理

職の方々かなというように思っていますね。他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求め

ているか。それともすべてを自分ひとりでこなしているかということについては、どちら

かというと自分は、自分で決めちゃいますね。その傾向が強いので、逆になるだけそうな

らないように心がけてはいますね。やっぱり私も全部の仕事は、把握しているつもりであ

っても、私以上に、専門的に詳しい職員も居ますので、そこの迷いとか不安を無くすため

にも、詳しい職員、それが後輩であっても、「これって、これでいいんだよね」っていう

ように、私自身、独断にならないよう心がけています。 

避難勧告や避難準備情報などを出すに当たっても、避難所を開けなければならない訳で

す。私は以前、備蓄・物資の管理をやっていまして、分っている“つもり”ではいますけ

ど、今はちょっと離れてしまったので、担当の職員に「これだけの人が避難して来る可能

性があるけれど、これはいけるよね」と。また「俺の記憶だとこうなんだけども現状にお

いて、そのとおりで問題無いか確認して教えてもらえたい」というように裏付けを取ると。

無線とかメールとかであっても「この情報ってここに流れるって間違いないよねっていっ

て、それも確認してもらえるか、教えてもらえるか」と。どっちかというと、言い方が変

ですけど、全体のコーディネートは、君に仕切ってもらうと、我々は細かいところをしっ

てかりやろうと、課の中で、皆の理解としてそういうような分担というか、形になってい

ますね。情報の共有は円滑に出来ているかと思います。 

私の選択に影響を及ぼしているのは誰かということについては、直属の係長ですかね、

やっぱり現場で一緒にこう見ていて、かつ現場のことを見ながら上と折衝するに当たって
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の後押しをしてくれるので、自分にとって直属の係長がダメだということに関しては、そ

れを意思を振り切ってまで上にあげようとは正直思いません。ただ、係長にそうだよねっ

てなった時に、課長にこれは違くないといった時には割とこう水を差すじゃないですけど、

「いやいやこういう原因があってここまでこういう積み上げがあるんでこれは間違いない

と思いますってことまでは言いますね。係長は割と同じ目線で話を聞いてくれて、かつそ

れなりに知識もお持ちなので、私のこの選択には係長が影響を及ぼしているかなと思いま

す。 

また、影響に及ぼしているものは何かということであれば、そうですね、もちろん、そ

れは出来るだけやっぱりこうリスクは、少ない方を選びたいなっていうのは正直あります

ね。私は、結構上昇志向は強い方だと思っていますし、周りもそう見ていると思いますが、

そのことが選択に影響を及ぼしているかと問われたら、無いと確信を持って、今は言えま

すね。まあ防災だからそうかもしれないですが、そんなの自分の出世っていうよりも住民

の命をやっぱ預かっていることなので、そこは正直思ったことは一度も無いですね。きれ

いごとのように聞こえるかもしれませんが、自分の中では矛盾は無いですね。 

意思決定の基礎となる情報をどう見極めようとしているのかということについて考える

ことはあるかということについては、ありますね、考えます。ここ 2 年以前は、経過はこ

のようになっていて、前回はこうなっているということで、割とやって来たことをそのま

まになぞるというのが多かったのですが、自然災害というのは想定外ということが当たり

前のように起き得る訳ですから、今は意識して、以前のように、部内的な前例踏襲という

ことに拘束されないようにしていますし、周囲にもそう求めています。裏側にあるリスク

でしたりとか、あとは過去の気象情報を分析した結果でこういうこともあり得るっていう

様々なことを考えながら 1 つひとつ分析し判断した上で正しい意思決定するためにはどう

情報を見極めるべきであるのかということを日常的にも考えています。 

以前は、例えばセミナーとか、専門家や大きな影響力がある先生方の話とかを聞いても、

実のところ、我々区民と近い行政サービスを提供する者としてはちょっと視点が違うなっ

ていうこともあって、そういう場であり機会に足を向けるということはほとんど無かった

のですが、4 年目、5 年目になってきて、ある程度防災っていうフレームと、あと今の置

かれている災害の現状を捉えるためには、自分の席で、自分の持っている資料で勉強する

だけではちょっと限界があるなと思ってきたこと、また、こういう考えもあるんだ、面白

いなって思えるようになってきたこともあって、今は積極的に聞く機会を作るようにして

います。基本的には参考にしながら、置かれている現状とか、あとはその、どれだけ活用

できるかっていうことも考えながら、これを参考にするかどうかということの必要性を自

分の中で判断しているところです。ちなみに、専門家や大きな影響力がある先生方の話を

聞いて、その見解やアイデアを疑いなく受け入れる傾向はどうかという問いについては、

無いですね。というか、無いようにしています。 

組織の特質や文化のほか、特に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、
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貴殿の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのかを考えてみることはあるかとい

う問いについては、今のところは、無いですが、以前には、そう考えたことはありました

ね。防災危機管理室防災課防災係という組織ですけども、係は今 2 つに分れていますが、

もともとは 1 つだったんですね。私が 1 つの時に居た最後の職員なので、周りの今の皆は

2 つになった時しか知らないんですね。1 つの時は皆で助け合って、いろいろやっていた

訳ですけど、2 つに分割してしまって、時が経つにしたがって人も変わって、もう対立し

ちゃったみたいな組織になった時が昨年度とかあったりして、その時は結構、まあ不安と

いうか、仕事の押し付け合いでしたりとか、あとはやっぱり表面上の議論の中で本当に災

害時は、本当に協力して出来んのかって不安もありましたし、まあ割と人も変わってきて

今年はまあその係長同士っていうところでうまくやっているみたいなので、その辺は、今

は心配していませんが一時はちょっとどうなるかなって。こんなに平常時に上手くいって

無いのが災害時に手を組んで、防災課として上手く出来るのかって不安に思ったことはあ

りますね。2 人の係長の間の力関係もそうですし、あとは性格が全然違いまして、隣の係

長はガンガン言うタイプで、うちの係長は結構ベテランの係長で割と懐の広い人なので

「何言ってんだ」っていうように大きく受け入れるタイプで、方やまだ若いのでキャンキ

ャン言うタイプって感じでしたね。よく中に挟まれて苦労しました。向こうの係長からは

「お前がやれ、お前が」って言ってくる訳です。おかしいだろって、反発しながらも、も

う結局うちの係長に、「向こうからこうしろって言われますけど俺がやんないと収まらな

いのであれば俺やりますからね」って。うちの他の職員とかが結構いろいろ言われて苦労

したとこもあったので、そのバランスを取るのもなかなか結構難しかったりしましたね。 

この 4 月で役所に入って 8 年目になりました。窓口を 3 年やって防災を 5 年ですね。改

めて今回、私自身の中にある「不安」や「迷い」について自問する機会になりまして、他

人事のように聞こえるかもしれませんが。そうですねあんまりこう今後の災害対策につい

ては、割とこう出来ること出来無いことでしたり、どうしたらいいかっていうのが蓄積し

てきて今はそんなに意識はしていないように思います。最初の頃は、もちろん何をしてい

いのか分からないということもありましたし、あとはすごく出来る今も尊敬している先輩

達が沢山いたので、その人たちが居なくなったらとか、自分 1 人の時にどうしたらいいん

だろうっていうのはすごく思っていました。あとは立場が人を変えるじゃないですか、そ

の人達が居なくなれば自分がそういうようにやらなければいけないんだっていうところも

あると思うので、よく自分が居なくなったら出来ないんじゃないかと思うんですけど、は

っきり言ってそういうのじゃなくて、やっぱり組織って、居なくなれば居なくなるでやる

んじゃないかって思っていますね。今は不安に思うことや迷うってことは、大体想定が出

来ているので、それを潰す、出来るだけ小さくするようにいろんなところにはアンテナを

張って取り組みをしているところなので、そんなに具体的にこう何かがすごく不安だとか、

迷いだとかは今のところそんなに無いですね。 

理想と、今こういうように動いてしまって出来ないというところのギャップですね、あ
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るべき姿とのギャップってよく言うじゃないですか、そこが、やっぱり焦りとか不安とか

迷いに繋がるのだろうなと思うことはありますね。自分が考えた計画とか、防災の取り組

みってこうだし、災害が起きたらこうしなければいけないってのは考えてはいるんですが、

まあ実際にやってみると、そういう経過になっていなかったりとか、人の配置もそうでし

ょうし、お金の問題もそうでしょうし、あとはいつ起こるか分からないってとこもあるの

で、そこはやっぱりこかしらの不安とか迷いになっているんじゃないのかなって、そう自

分的には思っていますね。またフォロアーシップについて大切なことはということについ

ては、それはもう、上には現状をしっかり、正しく伝えることかなとは思います。ほう

（報告）れん（連絡）そう（相談）もそうですけど、まず現状っていうのも、良いことも

悪いことも必ず伝えるべきかなっていうのは思っていますね。そこからでないと話も進ま

ないですし、よく「言わなくていいや」とか思う人も結構多いと思うのですが私は、昔そ

う思って失敗したこともあったので、その経験で、なんでも報告連絡相談はしっかり入れ

るように努めています。 

一方のリーダーシップに関しては、一番重要なのは、リーダーは動いちゃいけないとま

ず思っているんですよ。いろんな所に動きたくても。あとは感情に左右されることなく自

分の部下とか、その要はフォロアー達の意見をしっかり聞いて冷静に判断できる姿っての

があるべき姿なのかなって思います。ちなみに前の部長とかは、いつもはちょっとチャラ

ンポランってしてて、フワーンってしてる方だったんですけど、やっぱり災害時とかは、

しっかり指揮を執って、あとは部下の意見も吸い上げて、もうそれで行こうと。どんと構

えて、もし何かあっても責任は俺が取ると。落ち着いて、そういう部長でした。安心出来

ましたね。危機管理を掌る部署だからこそ余計に、リーダーとしてふさわしい、やはりこ

うあるべきなんだろうなというように思いました。 

逆にあるべきではないリーダーとしては、先程も申し上げましたが何でもかんでも感情

的になるのと、自分が出来るのにやれないから、それが出来ないことに対して、「なぜ出

来ないんだ」とか、あとはすぐトップダウンを鵜呑みにするとか、自分がガチャガチャや

ってまったく冷静な判断が出来ないというリーダーも居たので、そういう人はちょっとリ

ーダー向きでは無いのかなと、思いましたね。そういう人だと、私も感情的に思いました

し、やっぱ私自身まだまだ未熟なので少しそういうようにバタつくと感情がワアーってな

って、イライラすることもありますけども、逆にその上の人がさらにそうなっていると、

結局何もすすまないじゃんって思ったりもしますね。まあ、今なんかは本当に、災害が起

きたら、もう俺がリーダーをやるっていうのは訓練の中でも皆にも言っていますし、こう

なった時には俺がリーダーをやるから、俺に何でも言ってくれと。俺はこれで判断すると。

そのために皆さんはこういう役割をやってもらいますがいいですかというのは、私は他の

係長に対しても言いますし、職責は違えども、この組織が災害対応になれば私がリーダー

なんだと、最終的な判断は課長と部長に委ねますことは当然として、ただ現場のオペレー

ションについては係長を支えつつ、私がリーダーをやりますのでよろしくお願いしますと
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いうことは部長や課長、係長にも申し上げていますし、了解を得ていますね。 

ここ 2 年あまりの間の、避難勧告など危急な場面にあっての私自身の決断については、

正しかったと思っています。それは、決断をするに当たっても、やはり判断材料っていう

のもありましたし、あとは組織として、この決断は一番今、区の対応としては望ましいと

いうところの判断を積み上げた決断であったので、そこは自分の中では間違って無かった

と信じています。ただその中でももうちょっと効率的にこうやったら良かったというよう

な振り返りの反省はありますけど、後悔とか、誤ってしまったっていうことは無いですね。 

またここで繰り返しになりますが、避難の勧告や指示に際しての「不安」や「迷い」に

ついては、不安というのはその発令に当たって、まあさらなる混乱ですね、2 次災害とい

うとこですね、そういうところを引き起こしてしまうんじゃないかということは不安に思

うことはあります。迷いについては、やはり、過去を経験してきたこともありますし、そ

の当時、初めてのことではありましたが、割と迷いは無く行っているところです。例えば

今の今に、起きてやらなければいけないと言われたとしても、まあ日頃から仕事について

は、こういうことが起きたらどうしたらいいかってことをイメージしながらやっているの

で基本的に判断であっても指示、発令であっても迷いというのは生じません。ただ、焦っ

て混乱する時はあるかと思いますけど、そこは冷静に判断したいと思っています。 

1 回目の、初めてうちが避難勧告を出した後だったんですけれども、他の自治体ですが、

避難勧告を出さなかったんですね。そうしたところ、土砂災害が起きて、人が亡くなった

ことがあったんですよ。うちは、トップ（区長）の方針としても、とにかく空振りでもい

いから出せと、迷うなということがあったので、そこには迷いはなかったですね。 

もしもの判断の誤りで、結果として行政の責任が問われる。いわゆる訴訟ということも

当然に頭の中に置いておかなければならないとは思ってはいますが、かといって特にその

こと（訴訟）を今強く意識しているということは無いですね。自治体としては、そういう

リスクも負っているということは当然のことですし、訴訟対応ありきというような、我々

の身を守ることを優先するということではないですね。ただ個人ということであれば、そ

れは、訴訟は怖くないと言ったら、嘘になりますね。誰も、怖くないはずはないと思いま

す、私もそうです、怖いです、万が一にも家族を路頭に迷わすことは、やっぱり出来ない

訳ですし。職場の周囲、同じ課以外の職員ですが、私の、防災の担当であるという立場を

尊重してくれています。もちろん家族もそうです。ただ一般的にはどうでしょうかね。例

えば消防や、また自衛隊の皆さんについては、一般的にも人の命を守るということの十分

な理解を得ているのですが、なんかやっぱり、区役所の職員となると、人の命を守ってい

ますと言ってもまだまだちょっと理解がなかなか難しいのかなって思うところもあります

ね。理解を得られればもっと効果的な防災が出来るようになると思っています。機会を得

て丁寧に説明をし続けないといけないのかなと思っています。早急に取り組むべきと考え

る課題です。今後も、訓練とか全庁をあげて積極的にやっていくことになるので、その都

度、いろんなところにお願いに行く訳で、そうした中で、徐々にはなるでしょうが、理解
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を求めようと。担当としてはそのように考えています。私は私のことを、防災を担う者と

して適材だと思っています。自ら思います。やはり、私の内部的な性格とかですね、あと

どちらかというと座っているよりも、こう足を動かしている、行動力を示す方なので。や

っぱり防災というのは役所の仕事の中でも、机上だけで解決する問題じゃありませんし、

実際現場も必要なところっていうところもあるし、あとは答えが無いというところ、正解

が無いというところが防災にはあります。私の場合、探究心とか研究するとか、理解した

いとか、結構好奇心があるのと、あとはこう現場で動く、その場の瞬時の判断をするって

ところはある程度自分の中でも得意なほうであるので、そういったところから防災の担当

として適材であると、そう考えています。将来、防災課長を、絶対やりたいですね。1 回

やりたいですね、やらせたいとも思います。大変でしょうけど。 

これまでも防災課長は割とベテランで、いろいろと経験を重ねた方が就いて居ますが、

今の課長は若くしてなっていて、その課長とちょっと自分を重ね合わせて自分がやったど

うなのかなってこの先 1 年間仕事をしてみたいなと。ただそれでまた考えが変わるかもし

れませんが今は、将来防災課長をやってみたいですし、また私に防災課長を自分にやらせ

たいとも思っていますね。ひるがえって、今までの勤務の中にあって、防災の担当者とし

て、この人は向いていないのだろうなと思える人、これはあくまでも一般論としてになり

ますけど、仕事って責任を負う訳じゃないですか、自分の責任として。ただ中には、それ

は分っていてもねって思う人も、もちろん居る訳ですよ。責任を負うか負わないかという

ところに価値観を置いている人っている訳ですよね。そんな人って特にこの防災のような

仕事にあっては向いてないと思いますね。また判断に迷う時も、自らの責任でいろいろ行

動をして、相手の言うことを尊重してやらなきゃいけないので、人の心を理解出来ないと

いうか、まあ何事も自分だけでやっているような人もそうですね、あまり防災の担当者に

は向かないのかと思いますね。ちなみに私の選択を左右する一番大きなものは、まあ右か

左かを決めなければならない時にあっては、完全に知識と経験とリスクのこの 3 つですか

ね。その 3 つでやっぱ判断するしかないかと思っています。また、この意思決定に当たっ

て、「誰が正しいか、何が受け入れやすい」かということについては、少なくとも「誰が」

ということはあんまり考えたことはないですね、どちらかというと後者の「何が受け入れ

やすい」かということについては多少、ちょっと、参ったときにもこう、「こういう意見

のほうが上まで上がり易い」なっていうのはありますね。何が正しいかでやり続けられた

らそれにこしたことはないかとは思いますけど、まあ組織ですから、現実にはなかなか難

しい面もありますね。まあ、その辺はどううまく折り合いを付けるのかということになる

と思います。 

防災担当者としての立場であったとしても、いかなるものにも優先して守るべきものは

ということについては、まずは自らの安全だと思っています。区民の生命と財産を守るっ

ていうのはありますけど、やっぱりよく言う、我々は守らなければいけない立場なので、

守られる側に回ってはまずいけないと思うので、まずは自分が安全でいないと。そう考え
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ています。法が改正されて、罹災証明という証明書が、法律化されたじゃないですか、あ

れなんか本当にすごく嬉しいことで、あれじゃないとやっぱり自治体動けないとずっと言

われていた中でやっと法律化されたところでもあったので、これで動けると。ようやく良

かった思う一方で、災害対策基本法もそうですし、いろんな災害に関する各種の法律もそ

うですが、私の勉強不足でもありますが、現場で、どこまでどう「やり易いように」独自

に解釈していいのか、その結果として課せられる（自治体の）責任の実際はどうかなど、

なかなか読み取るのが難しいところもあるように感じています。 

都道府県と市区町村って、それぞれ役割が分けられているところがあり、かつそれぞれ

の、東京都は東京都で、区は区で防災計画を作って、いろいろ動きをしているところです。

もちろん法に抵触しないように作っていますが、実のところやはり、現場に落ちてきた時

に、どうしてもそぐわないというか、平仄が合わないところも出てくる訳で、かといって

合わない差わけにもいかない訳ですから、そこは難しいですね。前提というか、そもそも

の視点の違いってありますね。あとは、法で決められている以上踏み込めないって現状も

あるので、そこはちょっと歯がゆいところではありますね。（実施日 28.6.7。場所港区庁

舎会議室）』 

1-2-6  10 名の市区町村の防災担当者に対するインタビューから分かったこと 

市区町村の防災担当者は、何を不安に思い、何に迷うのか。不安の背景に何があり、何

が彼らに迷いをもたらすのか。 

市区町村防災担当者の心にある「不安」と「迷い」の実在と、その背景にあるものを知

るために、10 名（うち 2 名東京都大島町、福島県葛尾村の防災担当者は意識調査（アンケ

ート）と重複）の市区町村防災担当者に対してそれぞれ 21 の質問を行った。本項では 21

の質問のうちアンケートと重複しない 10 の質問について、以下のように整理した。 

作家山本七平は「今の今までこれこれは絶対にしてはならんといい続けたその人が、い

ざとなると、そのならんと言ったことをやると言い、あるいはやれと命じた例を、戦場で、

直接に間接に、いくつも体験している。そして戦後その理由を問えば、その返事は必ずあ

の時の空気では、ああせざるを得なかったである」（山本、1983、16 頁）というように、

自身の経験を踏まえて、いわゆるところの「空気」を説明した。組織の中にあって我々は、

その場の空気や同調圧力に支配、強制されて、自らが否定したとおりの行動をとる（とら

ざるを得ない）ことがある。空気、同調圧力的なことに自らの意思決定を拘束されてしま

うのである。例外はあろうが、同調を迫る明示的、若しくは非明示的な圧力は、時に、ス

トレスとなり、さらには不安や迷い原因となると考えてよいと思う。 

また我々「日本人は、同質の者同士の同調性が強いため、自分だけが異端視されるのを

恐れる」（南、1994、264 頁）。知らず知らずのうちに先輩後輩、同窓、同期などという、

そうした属人的な要素であり、繋がりが、組織に構造的に組み込まれたネットワークより

も、ものをいうことが往々にしてある。 

大規模震災の現場を経験した岩手県陸前高田市及び東京都大島町の防災担当者は、被災
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の当時を振り返り「あのようにせざるを得なかった」こと、「空気、同調圧力的なことに

自らの意思決定を拘束されてしまったこと」、「取り巻く、組織の特質や文化のほか、特

に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、自身の「不安」や「迷い」に

影響しているのかを考えてみることはあるか」の 3つ問いに対して次のように答えた。 

部長級である岩手県陸前高田市の防災担当者は、あのようにせざるを得なかったと答え

ざるを得ない場面があったとすれば、それはどういう場面かとの問いに『震災当時は教育

委員会で、学校の施設の担当をしておりました。中学校の校舎、全てで 8 つですか。その

中で具体的に言うと広田中学校、大友中学校は津波で被災を受けました。米崎中学校は地

震で被災を受けました。小学校の校舎で、合同で 授業をしなきゃならないと。まあそう

いった部分で小学校の復旧を、急ぎながら実施して、中学生と小学生と、一体的な学校と

いうわけじゃないんですけども同じ校舎で学ばせたと。特に大友小学校については、大友

小学校も水に漬かったと、被災したということではあるんですが、とにかく大友小学校の

子供と中学校の子供の授業を再開しなきゃなんないということで、小学校の校舎を早期に

復旧させて、そこで学校を始めたわけです。なんでその大友小学校がいるかというと、今

大友小学校は津波注意報とか警報がでると避難しなきゃ駄目だと。地域から「安全な学校

ではないんじゃいか」と。「移転してくれ」という要望書も先日も出されました。ただ当

時を振り返れば、そうせざるを得なかったと。とにかくその時の子供達の授業、学校、学

ぶ場が必要だといったところで小学校を復旧したと。それがベストな方法だったというふ

うに考えていました。』と答え、空気（同調圧力）に、自らの意思決定を拘束されている

と思わされる場面があったとすれば、それはどういう場面かとの問いに『そうですね、過

去にはありました。やはりそれはやむを得ないことなんでしょうけども、災害時の担当を

しているということで、トップダウンが原則だということで、どうしても下のほうは、ま

た下からのほうは情報を提供するというふうな立場であるので、それで意に反することは

あったのかなというふうには思っております』（本論文、第 5 章 2 項）と答えた。さらに、

属人的な要素が、自身の「不安」や「迷い」に影響しているのかを考えてみることはある

かとの問いには『人間関係のパワーバランスなり、先輩であったり後輩であったり、いろ

んなプライベートなところ引きずることが私はあります。属人的なところに影響を受ける

タイプであるかもしれません。辛いですね。そういった力にはね、歯向かえないというか、

昔の人間なのか、体育系なのかそういうところがあります。そういうふうな要素が不安と

か迷いに影響することは当然人間なのであると思います。意見をぶつけあいながら、協議

だったらいいんですけど、討論なった時にはとてもじゃないけども、明日から役所に来ら

れないとか、あとは 2、3 年後には同じ職場になる可能性は十分にある関係であるので、

そういう、どうしても性格的に丸く収めてしまうとか、そこまで突っ込んだ協議はしない

とかですね、あるいは自分がそういう決断しなきゃならない立場の時にようやく改正がで

きるとか、そういったことは多々あるのかなと。自分にとってもですね、振り返ればある

と思いますし、人間関係だけはうまく保とうという気持ちは十分に持っている自分かなと



214 

 

いうように思っています』（同上）と答えたのである。 

また、課・室長級である東京都大島町の防災担当者は、あのようにせざるを得なかった

と答えざるを得ない場面があったとすれば、それはどういう場面かとの問いに『いわゆる

避難勧告を出さなかったとか、そういうことですか。であれば、やはり、あの時点では、

台風応説明会の情報しかなかったのは事実ですし、やはりそうですね、初めてのことでも

あって、想像力の届かないところでし、そういう中でいうと、あの当時の対応については、

そうせざるを得なかったと答えざるを得ない場面であったのかもしれません』（同上）と

答え、空気（同調圧力）に、自らの意思決定を拘束されていると思わされる場面があった

とすれば、それはどういう場面かとの問いに『いわゆる、簡単に言うと、何と言うのでし

ょうか。ええと。私の意見じゃなく、何らかの「こうしなさい的」なことですか。やはり、

そういう空気感になるというとすればですね、例えば台風なりが接近しているのに大丈夫

だよというような空気感は、やはり漂うんですよ。いわゆる台風対策会議をやっても何ら

かの空気で、あの大島弁で言うと「大丈夫、大丈夫ずら」とか言うんですが。「大丈夫だ

ろー」みたいな空気感がやはり漂う部分はあるんですけども。ただ私としては、いわゆる

基礎となる情報に基づいて自分の考えは言いますので。つまり職員は早くしたほうがいい

だろう、とか。「大丈夫だろー」みたいな空気感ですか、とりあえず 25 年以降はないで

す。それ以前ですか。そうですね、あったかも知れません』（同上）と答えた。さらに、

属人的な要素が、自身の「不安」や「迷い」に影響しているのかを考えてみることはある

かとの問いには『人間関係でしたら、小さいころから互いに知っているような部分があっ

て、もちろん慣れ合いなり良くない面で出てくることもあるのでしょうが、必ずしもそれ

だけではなくて、逆に、考えが分かるというか、腹の探り合いもなく、無条件に信頼し合

っていられる部分もあるわけです。決める時は早いですね、互いに考えていることが分り

ますからね。また、パワーバランスの中でいきますと、私はまだ、管理職で一番年下なん

ですね。いろんなことを、防災として働きかけるわけですけども、小さい頃から私のこと

を知っているわけです。そこはアレやれよ、とかですね、そういうようなことはですね、

よく、いや、やはりパワーバランスということなんでしょうね。逆にだから、利点もあり

ますし、悪い点もあるんですよ。職場の人間関係やパワーバランスなどの、いわゆる属人

的な要素が意思決定に影響するかしないかとなると、しないわけがないでしょうね。まあ、

今は一番年下ですけども。逆に私が一番年上になればですね、出来るんですよね、逆に私

の方から。これは防災上で必要だからやりなさいと、言えるかもしれないですね。こうい

った狭いところだからこそ起こりうるパワーバランスが、ちょっとこう、ありますね。そ

れこそ小学校の時からですからね。学校でも一緒、そして就職して、長く苦楽をともにし

てきて、分りあえることもありますし、ただ人間ですから、知りすぎているだけに、なん

か余計にうまくいかないというか、難しい面もでてきますね』（同上）と答えたのである。 

災害対策基本法において市区町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体とし

て、当該市区町村の住民の生命、身体を災害から保護する責務が課せられている。「いか
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なるものにも優先して守るものがあるとするならそれは何か」と問われて、彼ら防災担当

者は住民の命であると答えるのである。課せられた職の使命と責任に懼れる。被災の現場

にあって、ストレスに悩むのは被災者だけではない。市区町村の防災担当者も同じように

ストレスに悩むのである。 

情緒的な上下関係が強調される組織にあっては、言いたいことも言えずに下を向き、状

況に対応し、このことこそが正しいと思っていても、人間関係が崩れることを恐れ、ドラ

ッカー82がいうように、決定においては何が正しいかを考えなければならないと分かって

いたとしても、多くの場合「誰が正しいか、何が受け入れやすいかという観点からスター

ト」してしまうのである。担当であったとしても水を差す自由を与えられておらず、自ら

の専門性への不安から（そう思い込んでいる）水を差すことを避ける、また周囲に未来に

何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれる者もおらず、自身の選択に影響を及ぼし

ているのは誰か、あるいは何かに気づいているかと問われて思い当たらないとするならば、

誰に限らず不安定となる。多分にそうした日常が、ストレスを高め、不安や迷いを深めて

いくのであろうことは容易に想像できる。 

奉職し 10 年も経てば部下を持つ。「他人に従うと同時に、他人を指導するよう求めら

れる」（アイラ・チヤレフ、2009、46 頁）ことになる。リーダーとフォロワーは、共通の

目的を中心にしてまわる行動集団である。組織にあって多くの場合、リーダーであり同時

にフォロワーである。リーダーはフォロワーの役割をどう理解し、フォロアーは「リーダ

ーに何を期待」するのか。首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわ

けではない。市区町村防災担当者は、首長の指揮調整に関する機能を補佐するとともに、

オペレーションに関わる様々な業務を効果的に実施するための対応方針を検討することに

おいても中心的な役割を果たすことが求められることになる。 

大規模震災の現場を経験し、かつともに防災の現職であり、係長職にある福島県葛尾村

及び熊本県美里町の 2 人の防災担当者は適切なフォロアーシップを果たす上において欠く

べからずことは何か、危急の場面にあって、あるべきリーダーシップの姿はどのようなも

のであると考えているかの 2つの問いに対し次のように答えた。 

福島県葛尾村の防災担当者は、適切なフォロアーシップを果たす上において欠くべから

ずことは何かの問いに『上司を補佐する上にあって大切なことは、う～ん。まあ、ホウ

（報告）レン（連絡）ソウ（相談）は、そうなんでしょうね。ホウレンソウは私出来てな

いんです。うん。ホウも、レンも、連絡、ソウ、相談。うん。やっぱり、ホウレンソウが

うまく出来て無いですね。言わなくちゃいけないなと、なんだなと思ってんだけど、その

うち、あの、お互いに、（いつも）居る訳じゃないじゃないですか、私こっちに居て、こ

っちに課長が居たりしてもう、こうだから普通になんていうのホウレンソウすぐに出来そ

うな感じなんですけど、ほとんど居ない時が多いじゃないですか、そうするとやっぱり、

                                                  
82 ピーター・ファーディナント・ドラッカー。オーストリア・ウィーン生まれの経営学

者 
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なかなかね。それはうまくいってないです』（同上）と答え、危急の場面にあって、ある

べきリーダーシップの姿はどのようなものであると考えているかの問いには『在るべきリ

ーダーシップですか。う～ん。やっぱりね、先頭になって引っ張っていく人がリーダーシ

ップを発揮されている方っていうようになるんだと思うので、引っ張ってくれる人が一番、

リーダーなんでしょうね、やっぱりね。（ご自身は）バツです。私はバツです。私は本当

に、もう、何の迷いもなく否定します。本当に。リーダーシップもなにも無いです。本当

にこれでいいのかっていう感じますけれども、なんとも話が出来ないです。すいません』

（同上）というように答えた。また、熊本県美里町の防災担当者は、適切なフォロアーシ

ップを果たす上において欠くべからずことは何かの問いに『やっぱりその最終的な判断を

していただけるような正確な情報を与えられるかどうかというように思っています。ホウ

（報）レン（連）ソウ（相）もそうですね。今回の震災にあっては、情報は、結構頻繁に

上げていました。町長室に飛び込みで入って報告することもありますし、町長が私の机ま

で来られることもありました。』（同上）と答え、危急の場面にあって、あるべきリーダ

ーシップの姿はどのようなものであると考えているかの問いには『あるべきリーダーシッ

プの姿はということについて私が思うのは、そうですね、最終的にバランスでしょうね、

バランス。要は、住民は、住民のことは当然向いとかないかん、住民のために働いている

というのは根幹にありますから、そこは当然、向いとかないかん、だけどもそのへんを向

きながら上手くこう職員を動かせるというか、その住民の非常事態に、住民が命を落とさ

ないように成るために職員を上手く動かす。そんな感じ、何て言いますかね、我が強いだ

けがリーダーシップじゃないんで、意見を通すだけがリーダーシップではなく、最終的な

決断は当然通さなんとですけど、まあ話を聞きながら上手くこう誘導が出来るのがリーダ

ーシップかもしれんですね。何か上手く言えんですけど』（同上）と答えたのである。 

なお、本論文では、フォロアーシップの意味するところを「上司のリーダーシップを補

完する概念として、部下が自主的な判断や行動により上司を支え、組織における成果の最

大化を図ること」としてイメージした。フォロワーシップの提唱者である米国カーネギー

メロン大学のロバート・ケリー教授は著書「指導力革命－リーダーシップからフォロワー

シップへ－」の中で、組織が出す結果に対して「リーダー」が及ぼす影響力は1－2割であ

り、一方、フォロワーが組織のパフォーマンスに与える影響は8割であるというように述

べている。 

1-3  被災地の自治体（被災当時）に勤務していた者 

1-3-1 【東日本大震災。岩手県陸前高田市。本人要望により匿名】 

『私の立場のところは対外的な部分、要するにマスコミなり情報発信の仕事でしたので、

一番苦労したのはマスコミの反旗ですよね。拘束されているというような気持ちはないの

ですけれども、マスコミの方たちはある程度、自分たちの取材方針を持って来るものです

から、私の思いと全然違う答えを求めようとしてくるのですよね。それに対する抵抗です

か、そういう部分がありましたよね。地元の人たちはいいのですけれども、やっぱり他の
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外人部隊みたいな形で来る人たちがあるものですから。被災地の実情も知らない、このよ

うな、地元の高田市の、東北の人たちの人間性も知らないで来るわけですから、もうズケ

ズケと入り込んできますからね。そういうところが一番。私たちの発言が、誤った発言を

すれば、被災者、市民にも間違って伝わるようなしがしますのでね。一番の質問である、

そのあとの質問の回答にもなるのかなと思うのですが、その時に拘束されているというこ

とは、あまりなかったと思いますよ。（違うと思いながらも空気に流されるようなことは）

あまりちょっとそのへん思い当たる節はあんまりないですね。 

空気に流されることは、ありますね。そうですね、あるとすればですね、やっぱり復興

計画を作ったわけですが、復興計画の策定する現場の人たちと、現場サイドはじっくりみ

んなで相談してやっているのだけれども、ちょっとそれは違うのじゃないかなと思っても

なかなかね、言い出しにくかった時もありますよね。直接、例えば森道中 12 メートルに

するのだという、ちょっとやり過ぎじゃないのとかあるのだけども、やっぱり僕は津波を

防ぐためとか色んな意味で相談しましたという部分もありましたしね。ちょっと俺が横で

ちょっかいを出していいのかなっていう思いがだいぶありましたよね。例えば人口規模で

は 2 万 5 千人って今うちの復興計画では出しているのですが、いや今の少子高齢化の中で、

ましてや津波で人口が減っている中で、讒言の数字を出すべきなのかなという思いもあっ
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ない状況でいうと、市民

の人たちは例えば避難所から早く抜けたいということで、仮設住宅なんか作って入りたい

んだけれども、やはり市としても優先順位がありますので、みんなを入れるわけにはいか

ないんだというので。例えば高齢化の方とか障害者の方たちをほんとは一気に入れればい

いんでしょうけれども、健全ったって普通の方が半分、それから障害を持っていたりそう

いう弱者が半分という見方をしていたんです、仮設住宅に。そうするとなんであれが入っ

て高齢の私が入れないんだというようなこともあるんですけれども。やはり弱者だけ集ま

っていうのは今度は誰も面倒見る人がいないという形になるわけですよね。で

すから半分ずつとにかく入れて、弱者の人たちを半分の方たちが支えるという立場をやろ

うという入れ方をしたんですが、やっぱりそれを分かってくれなかったという、高齢の

あちこち

一方で、

被災前と同じ場所に家を構

「災害危険区域」の指

定の除外を望む者がいる。個人の財産権や居住権に行政が踏み込むことの難しさが悩まし



219 

 

方々はですね。もう一刻も私は早くそこから脱出したいという思いがあったわけで。いず

れ入れたいんだけれども、もうちょっと待ってくれ待ってくれというやり方を一通りやっ

た。もちろん、水を差すような自由もありましたよ。当時はですね、色んな支援の方々が

入ってきまして、NPO なり色んなコンサル関係の人が来るわけです。例えば私の地元でま

ちづくりのための協議会をつくってこれからどうしようかという話をしているんですが、

例えばそういう時にあるコンサルが入って、絵を書いているわけですよね、将来の街の姿

みたいな形を。そして盛り上がっているわけです。そん中行って、ちょっとそれ違うんじ

ゃないのとね、被災した土地だからと言って全部自由になる土地じゃないんだよと。全部

それぞれにはひもがついて地権者がいるわけですから、夢の理想像の街を勝手に書いても

それぞれの地権者がいるわけだから、書けないんだと、こんな要するに実現不可能な計画

をどうしてその住民に示すんだということで、やったことあるんです。せっかく盛り上が

っている時に水を差すんだけどね。私もあまり喧嘩は好きな方じゃないので、すぐ優柔不

断で入ってしまうほうもあるんだけども。ただ思いっきり間違った形で住民を惑わしてる

ように見えたもんですからね。マスコミであるとか。いわゆるモンスターと言われるよう

な住民が空気を作っていった。そういう中にあって、弱い人たちはそういうモンスターが

いた場合では話せないんですよね。ですからやっぱり弱い人たちをどうまとめて、進めて

いくかっていうのは対策の一番大事かなと思っていました。ですから今私たちにしても色

んな説明会とかあるんだけれども、100 人に 100 人集めるような会議はあまりこっちはし

たくないと思っていました。10 人 20 人程度、要するに車座できるような形で意見を吸い

上げていく。というような形をとろうかと。どうしても体育館のようなところでやると、

人が堂々と発言するわけですから、あとはその他の意見の方を見つけて大衆の面前でそん

な喋れないですよね。こんな会議は無駄だなと。そして毎回来る人は同じで、発言する人

も同じで、帰りながらみんなブツブツブツブツいきながら帰るんです。「なんだよあんに

ゃろっ」てそれはそれで言えないわけですから。（それは今も）もうモンスターはずっと

健在ですから。その対策で 5年間みんな市役所の人間は苦労してきましたから。 

市長もそう、皆、苦労してきました。そういう中にあって、余計に、そう思うのかもし

れませんが、信じるべき相手は上司である市長であり、部下です。震災の時は、今の市長

は、市長になって 1 ヶ月くらいだったんですよ。その前これはあまり記録に残して欲しく

ない部分なんですが、共産党であった前の市長は、2 期 8 年市長を続けてきたわけです。

自民党である今の市長と対立の関係にありました。私たち仕えてきた人達は、その前の市

長に育てられてきたので、今の市長に変わった時には、市役所内の雰囲気も良くなかった

です。今の市長に対する不平不満がいっぱいありましたから。共産党の市長は人柄いい人

だったので、その市長に、今思うとね、自由にやってもらうということであまり発言しな

かったんです。リーダーシップとっている方です。共産党の市長さんが病気で亡くなった

という、亡くなる前に辞めて今の市長とれたんですが、その１ヶ月間はギクシャクしてい

ましたもんね、やっぱり。ところが震災で衣食住、一緒の釜の飯食ったりしたもんですか
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ら、やっと市長の本音がみんなわかったもんで、よしこれは盛り立てていこうという。今

はもう一致しましたからね。そん中でやっぱり、まずやっぱり市長ですよね、それから部

下ですよね。ここを信用していかなければもう前に進めないという状況でしたので、全面

信頼という形でいきました。今はツーカーみたくなっていますもんね。信じないと前に進

めないんです。信じるべき相手と信頼できる相手はイコールだと思いますね。私、部下に

も恵まれましたので。やはりお前に任せておけば大丈夫だろうという部分とか、市長が発

言通りに私も行動すればいいという部分がありましたので。それが震災前には切れていた

ものが繋がるんです。衣食を共にし、住も、給食センターで、市長も寝泊りしましたし。

それからマスコミ対応ということで私も本当に秘書とずっとそばにいましたから。災害対

策本部の部屋もこの壁がない、こんくらいひとつのこの部屋しかないわけですから。市長

がすると私は必ずそばで来客対応も全部一緒にやりましたから。副市長がいなかったんで

す、その時。ですから市長と私、あとはよその職員たちはそれぞれいる場所もないわけで

すから、給食センターの廊下の片隅は都市計画課、こっちの片隅がなにかって、机もない

ところで立って食事するんです、わざわざ。それからプレハブがくればみんないなくなっ

て。とにかく全て行動を共にしましたのでね。そこは信頼し合っていかなくちゃいけない

ということ、それからどこの役所でも同じなんですが、企画とか市長の秘書の部分ですの

で、いいやつしかよこさないんです。私もいい奴しか寄こすなよって言っていましたので、

そういう意味ではすごく恵まれた人生を市役所生活を、いい上司というかいい部下に恵ま

れる立場にあったわけですから、それは非常に楽でした。 

何が待ち構えているかの判断を手助けしてくれたのは、まず役所内では私の同級生が大

勢いたんですよ、亡くなった人もいますが。総務部長とか民生部長とか、私の同級生だっ

たもんですから、親友の部分がそばにいてくれたという部分。とにかく何かあれば相談し

たし、私は帰るところがなかったので復旧センターにいた。その二人とも自宅が残ってい

た人たちなので、ご飯食べにいったり、お風呂入りにいったり、たまに泊めてくれって言

えば泊めてくれたり色々やったので。そういう繋がりが。高卒ですから私たちも高卒から

ずっと一緒に市役所でやってきた部分がありますので、そういう意味で市長、部下、同僚

の同級生の部分ですよね。それからやっぱり、自衛隊さん。感謝。もう自衛隊さんが帰る

ときに復興大丈夫かなという思いが皆持ちましたたからね。この人たちいなくなったらど

うなるんだろうという思いもありましたから。実は、自衛隊の方が、一晩だけ。私を見か

ねてテントを張ってくれたんです。だから私も一晩だけやりましたけど、あとは部下が行

ったり、あとボランティアできた人たちが泊まるとこ無いですかってきたら、じゃああそ

こ空いているからそっちでって。私も要するに給食センターで寝泊まりした中で、24 時間

要するに電話当番までしていたんです。事務室、だから必ず本部なので夜中でもいつでも

電話くるんです。なんか管理人とか責任者とか施設の責任者みたいな気持ちもあって、な

かなかその場所が離れられなかったような気がしますよね。いずれも全てのものに対応し

なくてはいけないという思いがあったのでね。部下だけ残してなんか色んなことあったら
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どうしようという思いもあったのでね。ほんとにね、マスコミでも 2 時でも 3 時でも電話

来るんですけど、昼間は記者会見で言ったことは正しいのかとか、そういう確認の電話が

時間関係なくきますからね。それから臨時広報というものを毎日発行したんですが、それ

の校正も 11 時 12 時までやってそれからその場所いって毛布かぶって寝て、朝の 5 時には

もう市民が集まってきてましたんで。新聞を配達出来る状況じゃないので、本部の間に新

聞を置いていくんですよ、新聞社で。それを取りに毎日 5 時に来る人たちがいるんです。

何十人と。そんなピーチクパーチクやっていて寝てられないんですよ。ですからずっと 24

時間勤務しておりました。体重は 10 キロ痩せましたし、あとは救急に 3 回ほど行きまし

た。尿管結石で倒れて、あとは足が動かなくなって。（食事は）給食センターで出された

ものを食べていました。大きな非常用の米が、無くなるまでそこに置いてあるんです。お

かずも、例えば鶏肉とかなんとか、冷凍を解かしてあるんです。無くなるまであるんです。

一カ月ぐらいして、こんな小さなカップヌードル、ごちそうだなと思って食べていました。 

判断、意思決定に関しては、すぐ決断することが結構多かったので。部下には相談しま

すけれども、即決するのが多かったのかなと。待ったがきかない部分が。それでちょっと

席を外すと、例えば 1 時間くらい席を外すと机の上にいろんなメモが置いてあるんです。

こういうものはこれどうしましょうかとか、これ全部決断していかなければならないとい

うことだったので。相談する暇もなくほとんど自分で決めていっていました。あとはほん

とに仕事での分だと総務部長に相談してとかって形はあります。通常の会議は企画部長が

トップでやりますけど、災害対策本部では防災の担当部長である総務部長がトップとして

いろいろやっていましたし、私は対外的なことに集中していったという話です。 

選択に影響を及ぼしていたのは、いずれあの時点ではまずそれも口癖のように言ってい

たんだけれども、要するに被災者の立場になってとにかくものを考えろということと、し

なければいけないものはすぐにやると。市役所の仕事にないと思っていても、とにかく、

やらなければならないものであればやるという。それから、ですよね。災害対策本部は狭

いとこ、一箇所にあったもんですから行政の全ての相談、意見全部来るんですよ、集中し

て。私の担当じゃなくても。でもそれはやらなければならないという部分がありますので、

それはまず指示して。これは何々課に行ってこれをやってきてなさいとかあるもんですか

ら。やっぱり被災者市民の立場にとにかく、いいようにやっていくっていうのが一番先に

ありましたよね。市民被災者の立場に立ってやっていくと。生かされたっていうのかな。

同僚もいっぱい亡くなりましたし、ここで一発そのためにやらなくちゃいけないなという

気持ちはできましたよね、ある程度はね。 

市の職員の 3 分の 1 が亡くなりました。部下も亡くなりましたね。優しい部下から順に

亡くなったんです。要するに老人なり障害者の方を助けようと行った職員が亡くなったん

です。そこから避難場所まで行けなかったという部分で。私たち幹部は市役所の下の駐車

場にいたわけですが、すぐ会議を開くからという話があって中に入ったために助かったん

です、幹部は。下に残っていた職員たちは、近くに高齢者の集まる場所があったんですが、
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公民ってセンターがあったんですが、そこに老人を助けに行った人たちが亡くなってしま

った。その人たちを抱っこしたりして、亡くなっているんです。忘れられないね、まずは

屋上に上がるまでの間に非常階段があったんですね。そこで職員もいたし、市民の方もで

すが、逃げようとして走ってきて津波に巻き込まれていったのを、目の前で見ていますか

ら。あとは上に屋上に上がった時にあっちの屋上と三箇所くらいあったんですね。屋上に

登っている人が誰なのかっていうのを確認してあいつが見えないなどうなってんだって、

あいつら見えないなどうなったのかなっていう形で。そういうこともあったのでね。震災

も仕事しながらでもみんな多くの人を亡くしていますのでね、あまり死んだ話はしないよ

うにしていました。 

意思決定の基礎となる情報については、やっぱり正しい情報を持っていないと駄目だな

という部分はありましたね。いろんな情報がくるんですよね。NPO でもボランティアでも、

毎日 30 分単位で人と会っているような形でいろんな情報が入ってくるんですが、それが

本当なのか嘘なのか。この人は信用できるのか信用できないのか、そのへんの見極めに一

番苦労しましたね。被災地に入ってきて要するに大雪りばぁねっと84みたいな NPO 法人知

っていますよね、被災者の緊急雇用創出の。例えばそういう人なのか、本当に純粋に高田

市の為に役立つ人なのか、そういう見極めの部分が一番大変だったですよね。市長とも相

談しながら、「市長どう思いますか、今の人」「ちょっと危ないな」とかこう二人で、そ

こは相談し合いながら「じゃあこれはしばらくほっといてみよう」とかね。撤退しました

けれども、やっぱり功名心のあるなんか、高田で何かやって一旗やってみたいな思い、利

用しようという人たちもいましたからね。あります。今度高田に大学を誘致してくるから

とかね、様々。そして安倍昭恵さん、昭恵さんなんかも連れてきたりしてね。どこでどう

転んでなったかわかんないけども。聞いたときには騙したからっつったって、ですからみ

んな騙されたという。安倍さんも騙されたってね。いわゆるそういう人たちがこういろい

ろあるもんですから、その見極めが一番苦労しましたよね。どれが正しい情報っていうの

かな。 

専門家の見解であったり、アイデアを、疑いもなく受け入れる、受け入れていたという

傾向については、無いですね。やっぱり自分の中で一旦は考えてみるっていう。もう数百

までは大袈裟かもしれませんけど、もうまちづくりの為のアイデアが突拍子もないものか

らいっぱい来ていたんです。それの見極めですよね。だから簡単に信用はしなかったです。

大学の先生たちもね、名刺だけでも（５センチ程の厚み）なんです。同じ東大でも 10 人

も 20 人も来るわけですから、どの先生を信用してやったらいいのかってのはね、方向性

がみんな違うわけですから。やっぱり一旦はその場で即答は避けるようにしていましたか

ら。今となれば、あの先生、大体こうわかってきましたのでいいんですけど。最初はねほ

んとに教授もいろいろおりますので、テレビで見てこの先生はやっぱりすごい先生だなと

                                                  
84 岩手県山田町から受託した東日本大震災の緊急雇用創出事業の事業費を私的に流用し

たとして、同法人の代表理事が業務上横領容疑で逮捕された。 
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かね、徐々にわかりました。例えばいろんなもう建築家の人たちもいっぱい来ましたから。

オリンピックのあの伊藤豊雄さん。あの方も来て、これ私は伊藤豊雄さんって人は知らな

かったんです。こうしてみんなが言ってることで、それもずっと震災引きずって、次やっ

ているんです。それから丹下健三さん。そっち（コミュニティーセンター）のも丹下さん

が建てたんです。黒川記章さんも来ましたし、みんな来るんですよ。やっぱり高田って特

殊だって。やなせたかし先生も。アンパンマンの。○○さん親戚ですよねって人来たんで

す。お葬式であったことありますって。お袋の従兄なんだって、私全然知らなかったんで

す。そしたらうちの姪がやなせたかしさんを知っているので、今度会いに行きたいという。

それから会って、今親戚づきあいをして、今アンパンマンのやなせ先生からいろんなシー

ンもらったしね。だからそれから私アンパンマン担当とか、伊藤豊雄先生担当とか色んな

付き合いを全部引きずってやっているんです。また、派遣の職員が全国から 90 人ぐらい

来ていまして、うちは 68 人正職員が亡くなったので、必ず 2 人か 3 人ずつ派遣の職員が、

応援隊が今でも入ってきます。 

 

表－５ 疲弊する自治体職員85。被災地自治体への職員派遣 

 

 総務省ＨＰから数字を引用し筆者作表 

 

                                                  
85 被災地自治体への職員派遣。膨れ上がる事業量と少ない人員。被災者からの、復興の

加速をとの重圧が押し寄せる。一般被災者とともに、苦悩している自治体職員には途方も

ないストレスがかかっていることはあまり知られていない。高台移転や区画整理事業の計

画が決まり、用地交渉や土地の再配置の設計など本格化する復興まちづくりに向けて「役

に立てず申し訳ない」と自ら命を絶った派遣の職員がいる。疲弊する自治体職員を守るこ

とは急務である。 

 （単位：人）

派遣先

派遣元

都道府県 6,387 15,613 8,871 957 31,828

政令指定都市 4,232 9,660 1,217 132 15,241

市区町村 10,646 22,343 6,872 844 40,705

合計 21,265 47,616 16,960 1,933 87,774

岩手県内 宮城県内 福島県内
青森、茨
城、千葉県
内

合計

派遣人数（累積人数） （単位：人） 
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市街整備課ってところは今も正職員が 10 人くらいで派遣が 30 人くらいいます。やっぱ

りその人たちの扱いですよね。その人のモチベーションを下げないようにしなければなら

ないとか、プロパーの職員と派遣で来られた人たちのうまくどうまとめるかっていうのが

一番苦労しましたよね。そこはね。一人途中で帰った職員がいるんですが、派遣の。あん

まり気づいてなかったんだけれども、突然私やりがいがなかったので帰りますって話にな

ったので、俺の今までのやり方に間違いがあったのかなとかね。同僚との折り合いが悪か

ったのが一番だったらしいんですけれども。そこに私も気づかなかったし、気づけば間に

入ってもう少しやれたのかなと思ったりしています。 

個人としての不安や迷いについては、こんな被害があったのでね、やっぱり将来の生活

設計なり、その分の不安ですよね、大きかったのはね。（企画部長の立場では）やっぱり

判断をするわけですから、誤った判断をしていなかっただろうかなという様なあれはあり

ますよね。自分の不安や迷いはもちろん認識していましたよ。これは今でもいろんな形で

引きずってきた部分があり、このまま私が退職していなくなったら、この今まで私がやっ

てきたことはどうなるのかなっていうのも。私が残ってそのへんは最後まで面倒見て解決

してから帰ろう、退職しようかなという思いもあるんです。伊藤先生の作品を市街地で再

建することにしたんです。例えば建物を「いや、大丈夫だから、それは残すように頑張り

ますから」って私は言っているんですが、私がいなくなった途端に別な立場の職員がいて

「そんなものはいらないよ」と言っても困るなっていうのがね。だから震災から今までの

5 年間のものを、やってきたものをずっとどっか断ち切らなければならないけど、なんと

かいい形で収めてから辞めたいなっていう思いは。役所のほんとの事務的な部分であれば

引き継ぎしょってやるんだけれども、対外的、外部の人たちとの約束を結構私もして、そ

れがあるもんですから。俺しか解決できないなと。例えば全然会ったことも、引き継いだ

としても、その後輩が見たことも聞いたこともない人なもんですから、そこはうまくつな

げていかなければならないという。名刺何百枚とたまったやつね。向こうは覚えているん

です。私は覚えていないんです。「あの時○○さんにこういう話をしていただいてなんと

か」と向こうは来るんですが、私全然覚えてないとかね。ただ印象深い人はある程度引き

ずっているまま覚えていますけどね。 

当時にあって市長に対してのフォロワーシップを果たす上において欠くべからずことは、

正しい情報を上げることです。それから正しい情報と前から来客がある時は先回りして市

長に資料提供とかするように努めていたので。報（告）・連（絡）・相（談）の部分だね。

この部分を伝えておかないとうまくないなってそこが一番大事かなって思っていました。

人間関係でもよその市長が目の届かない部分の情報をまず市長に与えるのが仕事かなと思

っていました。 

リーダーシップについていうと、やっぱり部下には指示出して仕事したりするわけです

し、それから指示出さなくても部下たちが市民の対応であったりそういうことをしている

場合に、やっぱり責任者として責任をとるとかそこが一番大事なんじゃないかなと。そう
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じゃないと部下たちが安心して仕事できませんよね。前言を取り消してひっくり返したり

とかね。そのへんの思いも持ってやらないと駄目じゃないかなと思いますね。いろいろい

るんだけれどもね。怒りつける奴がいるんだよね。あんなことして駄目だなという、要す

るに空気が一変しますよね。お前何をやってんだって部下を叱り飛ばしている奴がいるん

です。かえって萎縮してしまってね、駄目ですから。私はそれはしないようにしていす。

仕事は一応任せてやって困ったときは私は謝りにでもなんでも行くという気持ちでやって

いましたから。何か失敗してもあとは謝りに俺行ってくるからってこないだちょっとあっ

たんだけれども、なんで俺が謝りにいかなければならないという上司もいたかったもんだ

から、ああいうふうにはなりたくないなと。やっぱり部下の気持ちになって、責任取ると

かは上司が取るんだという部分で。危急な場面であるほどそうあるべきだと思いますね。 

寝食共にすることで人間関係が変わったと。市長はリーダーとしては、むろんああいう

状況ですから、最初は迷っていましたよね。やっぱり高田市は消滅するんじゃないかと思

いも市長あったと思いますから。どうすればいいかわかんなかった部分は多分あって、た

だ何ヶ月か経つうちにあのとおり発言力があるもんですから市長は。やっぱり部下が信頼

を寄せるっていうことじゃないですか。 

私も何かな、自分が仕事を一生懸命やった姿で部下が付いてきてくれればいいな、ちょ

っと怖いとこまで、私やり過ぎるくせがあるんですが。部下が働いていてあれ忙しそうだ

な、これ俺がやるんじゃないけどこれやろうかなってそれやろうかなって、やり過ぎる部

分があるんですが、その姿を見ながら私もそうなりたいと思ってもらえればいいかなとい

う思いがあります。あまり誤った判断をしてしまったということは、ないような気がしま

す。全てが、うやむやにしてしまったのもあるんだけれども。そういう迷える部分は市政

にとっても大きな部分あるので、多分その部分はやっぱり市長に相談して決定したと思い

ます。一番迷ったことは、そうでいうね、迷うのもあったし、今の市長と副市長、変えら

れた久保田副市長。そういうのがいたんですけども。私たちが生活していた公務員の考え

方とあの人たちは新しすぎて合わなかったです。えっこんな事をっていうような、人のお

付き合いの部分も。変わった人たちといっぱい付き合っていますからあの人たちは。私ら

みたいな田舎の人間が付き合う人でないような人たちとお付き合いがいっぱいあるもので

すから。 それから仕事のやり方の発想も全然違うものがくるんです。ある時支援団体が

クラシックカーを高田市に寄贈して、その車は九州にある、鹿児島にあると。そしたらこ

ういう発想が出てきたんです。職人が 5、6 人取りに行って、支援していただいた各市を

周りながら挨拶周りしながら行ってきなさいという指示を副市長らがされたんです。「副

市長それはいかがなものか」と。副市長はいいと思うかもしんないけども、被災地で応援

をもらいながらやって、こんなことやったら笑われますよって。私は断固言うこと聞きま

せんということで、そういう抵抗がいくつもありましたから。これやったら笑いもんです

よ。「え、そうなんですか」って言うんです。「どうして駄目なんですか」って。「どう

してって笑われるでしょ」って。そういう面での抵抗かなりしましたし、言って駄目なと
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きは一切知らない振りをして、その話題も出さないし、全部ないってことにしました。無

視することにしました。そういう面での頑固なとこはあるのかな。 

避難勧告とか指示の発令にあって何を不安に思い何に迷ったのかということについては、

迷いはなかったですね。あの地震ですから、津波が来るのは間違いないってことはわかり

ましたので、そういう勧告なり指示についてはもう迷いはなかったです。ただし、私たち

の想定したもの以上のものが来てしまったということで、あそこでなかなか建物にも入れ

なかったし、職員たちもみんな下にいっぱいいたんですけども、この場所でこのままでい

いのかなっていう思いはありましたけどね。想定では 1 メートルくらいだったんですよ、

市役所の前。それが 15 メートルも来たなんですが。指示を出したとき私たちがどう動け

ばいいのかなっていうところの戸惑いはありましたけど、どう対応していけばいいのかな

という。マニュアルはあったんですがやっぱり防災計画でもなんでも津波が起きたあとの

対応の方が防災計画上はあって、津波が来ている最中の対応のなかなかちょっとマニュア

ルが不足していたような気が今はします。次に私は何をすればいいんだ、今という思いの

混乱をしていましたね、避難しながらね。今一番悔やまれることは、やっぱり部下を亡く

してしまったということですね。そう指示をうまく避難させることができなかったという

部分ですよね。 

当時選択を左右した一番最も大きなものは、もう決裁とる余裕はないですから、全部口

頭で。会議を色々な様式類もなにもないですし、即質問来たらすぐ答える。こういう 2 ヶ

月くらい経ってからです、やっと市役所らしく文章形式で決済をとる。ハンコがないんで

す。誤った判断をしてはいけないなという部分で、私あとはまず臨機応変性がきく、何に

でも対応するという気持ちで、自分の部署だからわからないということはない。よその課

の仕事でもすぐそこで指示、決断しなければいけないってとこがあるので、そういう思い

ではやりましたよね。 

（意思決定にあっては）何が正しいかということと、今これやらなければ急ぐのか急が

ないのかとか、今その時期なのかっていうことが。ちょっと待って急ぐ、相談してから話

してもいいのか、今すぐやらなければいけないのか、そのへんもですよね。相手が待って

くれるかどうかって部分もありますから。 

これが当時の、私の宝物ですが。最初はパソコンもなにもないので、まずこれ次の日だ

よな。コピー機だけは発電機でやっと動いて、これを取る形でやって、（3 月）14 日から

やっと電気が通じて、各毎日朝礼をやってそれぞれの対応をやるんですが。これが自衛隊

さんの資料です。私たちこれが最初の第一件。本来連絡調整会議ってのは市が主導でやら

なければならなかったんですが、私たちこういうことできないので、連隊長が、自衛隊で

音頭をとってやってよろしいでしょうかって来ましたので、お願いしますって。やっぱり

その人たちがこんな 7 月まで毎日作戦会議があったわけですから。これは総務部長が出て

いたんですが、私も 3 分の 1 か半分は出ていましたけど。あとはあそこは電気はどうなっ

たんだとかね、電話回線はどうなった。情報通信の部分が私の担当部分なので、交通とか。 
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判断の誤りによって行政の責任が問われることがある中にあって一番優先して守ろうと

したものは、当時から言えば、守るものは被災者の部分かなと思っていましたけどね。や

っぱり浸水したところに家を建てたいと言って来たんです。これを許すと、もし津波が来

たら、これを許可出したのは誰だとか。震災後ですよ。家を建てたい人があったんですが、

やっぱりその部分が一番引っかかりましたよね。許可してしまって家をそこに建てて、津

波が来て流された時にその判断を誤りとか。（裁判を起こされようとも）ですからそれは

駄目ですってことは言ったんだけれども、結果的にその人は家を建てましたけどもね。マ

スコミがそれを後押ししたもんですから。（先例になる）いやそんなではないです。やっ

ぱり一般の人は怖いから建てないんですが、モンスター的な人たちが建てたんです。 

（国の対応に関しては）やっぱり国のやり方でもなんでも、やっぱりこういう大震災と

いう部分を、超法規的な部分をやっぱりとって欲しかったですよね。例えば、高台造成、

この場所も山だったんです。1 年半かかってずっと平らにして今この建物造ってきたんで

す。急いでやらなくちゃいけないんだけれども、例えばここに木があったわけですよね。

それは造林の補助金を国から頂いて、30 万 50 万もらって造林したんです、木をね。それ

を返さなければ許可しないというんです。手続きはって言うと半年かかるっていうんです。

たった 50 万かですよ。そして今急いで造林しないと、造水していかなきゃいけない。な

んだって市長もしゃべったわけですよね。国会議員とかも動かしたりして、そしたら 2 ヶ

月でします。それをまだ文句言ったら 1 週間って言われました。それから被災した土地が

みんな出て、例えば商業の人たちは被災していない農地なんかに店舗建てたい。農地転用

の許可を下ろすためには普通の手続きだけで 1 ヶ月かかります、2 ヶ月かかりますなんで

す。それからその農地、言ったような農業用の補助をもらっているわけで、ある程度中山

間では。その内のこの部分を農地転用しようとしたら、全部の補助金を返しなさいと。こ

の土地を 50 人でやっていれば、たった一人の部分を解除して欲しいって言うのだけれど

も、50 人分の補助金を返さなければ製造上駄目ですって言う。何を言ってんだって。 

それから経済産業省もです。油がないっていうことで、経済産業省で油をよこしましょ

うと言った。私は自衛隊に給油をお願いすることにしていたんです。ガソリンです。そし

たらこれは経産省だから自衛隊には一切触らせるな。それも給油するときにはガソリン取

り扱い資格のあるものにノズルを持たせなさい。被災して避難者が体育館のところで散り

散りばらばら避難している時にガソリンの資格所有者を探してやるっていうのをやりまし

た。自衛隊は一切関与するなという。関与するなと。これは経産省の支援だと。 

県に関しては、人道的支援の部分が一番大きかったのかなと。最初はやっぱり動きは鈍

かったんだけれども、後半からは良くなりました。やっぱり人です。何とかしてくれる人。

話だけ聞いて手つけない人。組織なんだけれども、その人によって物事がうまく進むとか

ありますよね。だから私も県のほうに 1 年間居て、研修で仕事してきましたので、飲み二

ケーションが得意なものですから。いろんな人たち、私が行っていた当時の人たちが丁度

トップになっていたもんですから、そういう面で困ったときに相談するとやってくれまし
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たよ。何もないとそういう時は辛いですよね。だからそこは、属人的なところというか、

人間関係で動くということもあるわけで。ただそれは、普段からこうやってこないとねと

いう部分はありますね。（逆に言えばその人間関係でうまく動かないということも）それ

はあるかもしれませんね。ちょうどそのへんでは私は恵まれていたのかなと。丁度 30 代

の時にお付き合いしていた人達がみんなほんとに県の中枢になっている人たちが多かった

ですから、今の復興対策局長、企画、理事、そういう部署にいる方が結構いたのでね。

（実施日 27.12.15。場所陸前高田市庁舎）』 

1-3-2【平成 25 年台風 26 号土砂災害。東京都島しょ保健所大島出張所（当時）。事務方。

本人要望により匿名】 

『発生時私はですね、出張でこっち（本庁島しょの本部）来ておりました。被災の当日

16 日はこっちに詰めていました。現地大島の保健所と連絡を取ろうとしたのですが、なぜ

か電話が繋がらなかったもので、メールとかですね、あとはファックスが繋がるようにな

ってからはファックスなどで向こうの情報をもらって、でこちらの本部のほうで、その対

策を考える、まあそのつなぎ役をやっていました。翌日 17 日、現地に向かいました。 

現地に戻ってからは、基本的には、関係先との連絡調整と医療班の情報収集ですね、私

はそういった業務を担当しました。医療班の情報収集に関して具体的に申し上げますと、

島には医療班が、自衛隊さんとか、あと日赤とか、あといくつかの合計で 5 つか 6 つぐら

いのグループの医療班の方々が来ていまして、島の北から南にかけて駐屯してらっしゃっ

て、そこに、怪我人が運び込まれる訳ですが、そうした時に、どういう部位の手当てをし

たとか、何人手当てをしたとか、それが重傷だったとか、軽傷だったとか、そういったこ

との集計ですね、この集計を日に 2 回やっていまして、夕方に、医療班が集まっての会議

がありまして、その時に、うちは保健所なのでトップは医者になるんですけど、その会議

に参加するものですから、それ用の資料の作成をしておりました。 

町長や防災の担当の方、またその他のスタッフの方の「不安」や「迷い」に関しては、

直接関わることが無かったので、私は直接聞いたことはありません。 

今もどうしても忘れられないことがあります。消防団の方々のことです。消防団の方々

というのは、実際その山、崩れたところに行って土砂をどけたりとかしていたのですけど、

消防団には、若い方が結構いらっしゃって、地域で生まれて、育った方たちです。だから

自分の身近にいた人、知り合いのおじさんやおばさんとかですね、知っている人。身近に

居た人が、流されて、土砂に埋まっていて、掘り起こしてみるとそうであったと。なので、

そういった方を見ていく消防団の方の、その精神的なダメージというのはすごく大きかっ

たと思います。地域の方もまた山に出て掘り起こしの作業を手伝ったりされてらっしゃっ

たのですが、結構破傷風とかですね、あの当時は感染症で、手に怪我をして、ばい菌が入

るということもありましたが、そうした中でも島民一体となって、ご遺体を掘り起こして

いるという状況でした。ご遺体を掘り起こした時は、やっぱり皆最初は実感がないみたい

ですね、こう信じられないというかですね。信じたくないというか。ただそれからだんだ
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んと 3 か月、4 か月すると、その皆さんの心の中にそれが実感として重くのしかかって結

構、精神的に病む方が多かったですね。保険所はそこのケアもやりまして、翌年からはち

ゃんと制度化されて、そういった方々のメンタルケアというのにも、確か予算が付いてい

たと思います。 

私が対応した中では、保健所に講師で来て下さっていた 60 歳すぎの女性の方の娘さん

がお亡くなりになりまして、年齢的には 32、33 歳ぐらいで、その方は役場勤務の方でし

たね。布団にくるまったままお亡くなりになって、きれいな状態で見つかったことがせめ

てもの救いであったとおっしゃっていたことは、今も忘れることはできません。あとはで

すね、保健所としてはやっぱりその、生活衛生、環境衛生の担当の者がいるんですけど、

その者は、もうドライアイスをやっぱり 5 トンとかですね仕入れて、やっぱりご遺体もう

ほとんど残っていないので、胴体部分が無いと、たぶん死体認定をされないので、腕とか

そういった身元が分かるようなものをきちんと残して置いていたりとか、そういったこと

の手伝いは保健所でしていました。遺留品とかですね。そういったことの確認もしていま

した。 

役場内のコミュニケーションに関しては、もちろん誰もが初めてのことであって混乱し

ていたと思いますが、確か、役場には防災の担当の方が 1 人しかいなくて、その方に全て

の情報が重なってしまったと。なので、まずは役場内でも情報が回らないというか、その

方が謀殺されてしまっていて他にも情報が行かないというような状況であったように承知

しています。そういう状況でしたので、支庁への連絡も滞っていました。保健所と役場間

のコミュニケーションについては、支庁が間に入って連絡を取っているものですから、支

庁に情報が入らなければ、保健所にも役場の情報が入ってきません。なので、保健所から

１人役場に送り込みまして、掲示板とか、あとは防災の周りで話されていることに聞き耳

を立てるとかですね、いわゆる情報収集ですが、そのために 1人付けていました。 

保健所が、町民の方と直接触れる場所としては唯一避難所になります。避難所の設営の

時に各高齢者の施設、あるいは障害者施設のほうで連絡を取り合って、その設営をすると

かですね、ベッドを集めて。そういったことぐらいしか正直ないので、そういう避難所関

連の話でいえば、コミュニケーションはとれていたんではないかと、その 1 点で言えば、

思います。今はもう大丈夫だと思いますが、その当時はやっぱりそのベッドの数が足りな

いとか、運べるベッドじゃないとかですね、災害用のベッドだと言っても実際重すぎてと

ても動かせる品物じゃなかったりするんですね、大の男が 5 人掛かりで持つようなレベル

の、本当にそのぐらい重いベッドで、これを災害時にこうスムーズに運びだしてまた仕舞

うって作業が出来るのかどうかとか、もちろんそれを運ぶには車も必要ですし、人員も必

要になってくるので、そういった意味ではその、災害対策というものが形骸化しているの

かなというのは、少し最初は思いました。あとはそうですね、衛生面のところですね。避

難所に関してになりますと、やはりその、手入れが行き届いてないので衛生面が非常に良

くない所もあったり、あと水が実は出なかったりということがありましたね。水なんての
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は保健所は水質検査に行くんですけど出てきた水を見たら飲めるもんじゃないなとかです

ね、そういったその物資、災害の物資にしても、あとは場所にしてもですね、なんかすご

くその形だけになってしまっているような気がしたので、あまり快適には過ごせなかった

んじゃないかなとは思いますね、島民の方は。そこに避難しても。だから嫌がる方もいた

んで避難を。 

役場の方は、そこには来て居なかったですね。主には保健所のほうで対応していました。

そうですね、役場の方と関わることは無かったですね。そういった意味でも連携は取れて

いなかったように思います。互いに現場ですから、本来は“余計”なぐらいに関わるべき

だと思います。情報を密に交換すれば、もしあぶれている住民の方がいれば開いている避

難所に誘導することも出来るでしょうし、バランスが悪い、片寄りかたもあると思うんで

すが、それが出来ていないと向こうの情報とこっちの情報、それ最後まで本当に情報の共

有があまり出来なかったので、やっぱりそういった意味では行政の、そのコミュニケーシ

ョンというのは、結果として良くなかったんじゃないかという気はします。 

被災当日に、町長が島を不在にしていたこと、避難勧告、指示を出さなかったことなど

町の対応などに関して、危機管理上の問題があるとして、いろいろと指摘されていること

についてはもちろん承知していますが、ただ、もし仮に、町長がいらっしゃったとして、

じゃあ勧告、指示を出すのかどうかっていうことになると、やはり皆、現地で生活をして

いる中で思うのは、あの例えば午前 1 時、2 時に勧告、指示を出したとしても、もっと早

い時間でもいいです、午後 10 時に出したとしても、ちゃんとその引率というか、引っ張

って行く人がいなければ、まず高齢者の方もお子さんも、あのあそこは、本当に山の麓で

ほとんど電灯も無いので、まず避難することが無理なんじゃないかと。そう思います。本

当にどのぐらい暗いかというと、置いてある自分の車に乗ろうとしても、足元が全く見え

ない、10 メートル離れれば、車がどこにあるかも見えないぐらいの暗さなので、そのレベ

ルの中で、山から、人を安全な所まで引っ張ってくるというのは非常に難しいんじゃない

かと思います。実際、土砂が崩れてこなかったとしても、別に事故が起きても不思議では

ないような状況であったことに違いはないように思います。防災の担当の方はお迷いにな

ったと思います。怖かったと思います、そう思います。 

保健所の職員も当時は、雨が降ればすぐに待機でした。シフトを組んで、泊まりで詰め

ていました。そのようにしていました。そうしたら、実はそれも当然想定していなかった

ことなので、設備が無いんですね、我々。だから最初は、ロビーにあるソファーとかで横

になっていたんですけど、これだとちょっと、疲れも取れないということもあって、簡易

ベッドとかを一気に購入したりして、あとは連絡をしに行くに当たっても、携帯も無く車

も足りないという状況があったので、まず携帯を全部借りてきてですね、外部から、でそ

れであと車もですねレンタカーを町外から送ってもらって、それでなんとか連絡態勢を保

つような、避難所に行く、手伝いに行く時もそうですし、なんでそういうところも含めて

備えが無いと厳しいのかなと思いましたね。 
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現場では、どうしても人手が足りる、足りないという問題になります。当時、保健所に

関して申し上げますと、ある側面は足りないのかも知れません。偏りがあると思います。

例えば保健師だと、常に出っぱなしで対応に当たるので、もう保健師は一番ぼろぼろにな

っていました。一方で、我々、事務というのは、出て動くことは基本無く、主に連絡調整

を担っていたので、待機で泊まることはあっても、身体的には余裕はだいぶあったように

思えます。疲労の、その差というのは、結構、職種によってあります。なので、単純に人

手が足りないという訳ではないと思います。 

当時、保健所は 14 人おりまして、東京都のほうで、全く替えの人数 14 人を用意してく

れたんです。倒れることを想定してと言っていました。何日か分食べ物のとかを買い込ん

で、来る直前で我々の断りをなんとか向こうが受け入れてくれて、その話は無くなりまし

た、2 日間ほどやりあっていました。ありがたいという気持ちはあっても、実情として、

ではどうしようという現実がありました。受け入れるにも、狭くて、空間無いですし、一

時的であっても、14 人が 28 人になる訳なので。さらにじゃあ業務を滞らせないために人

を送ったといっても、入れ替わって、そのままスムーズにこっちの仕事が出来るというも

のでもありませんし、申し継ぐといっても、直面している業務に並行して、教えなければ

ならないということになる訳です。優先は、直面している業務ですから、やはり難しい面

があります。だからあれは、本当にもっと細かく人事をみて、この業務をやったことがあ

る人というレベルで見て送ってくれないと、ただマンパワーが無いといって、14 人送られ

ても、現場は混乱するのかなと思います。マンパワーというよりは、どういうマンパワー

が必要なのかが大事なので、その点は思うところがありました。町からは都に対して、最

終的には土木系の職員を送ってくれという話はあったと思うんですけど、その当時は、そ

の特に直接受けたということはなかったと思います。というか、送れなかったんだと思い

ます、状況を把握出来ていなかったりするので、直後ってことで言えば、すぐに送ってく

れということは無かったですね。 

被災の現場は、保健所から 300 メートルばかり離れたところでした。実際自分たちがな

ったときはどうかと考えるとほんとぞっとしますし、保健所はハザードマップの中でも真

っ赤っかのラインに入っていたので起こり得るんですよね、これからも起こり得ると思う

んですけど、そう考えると、本当にその亡くなった方々とか、それを見て、悲しみにくれ

て病気になった方々とか、そういうのを見てきた者の一人として思うのは、同じことが 2

度と繰り返されないように、そのように思います。（実施日 28.7.22。場所東京都庁庁

舎）』 

1-3-3 2 名の被災地の自治体（被災当時）に勤務していた者に対するインタビューから分

かったこと 

市区町村防災担当者の周りで起きている現実のこと。出来事をいつも「向こうのこと」

として捉えられる訳ではない。周りで起きていることに無関心でいられるはずもないのだ。 

本項では、市区町村の防災担当者の心にある「不安」と「迷い」の実在と、その背景に
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あるものを知るために、被災地の自治体（被災当時）に勤務していた者 2 名に対して合わ

せて 26 の質問を行った。インタビューを通じて特に注目したのは、職員と住民、マスコ

ミとの関係と、職員の心の問題、そして職員自らも被災者となり得ることへの思いと、心

に伏せた悲しみの 2つである。 

まず 1 つは、職員と住民、マスコミとの関係についてであるが、東日本大震災当時岩手

県陸前高田市で主にマスコミ対応を担った幹部職員は次のように語った。『そうですね、

やっぱりマスコミと、あとはねやっぱり市民の中でもやっぱりモンスター的な人がいます

から。ああいう人たちが一番対応が厳しかったですよね。その人たちの対応が厳しかった

のかなと思いますね。そういう人たちがいる為に大勢の人たちの声が塞がれてしまったと

いうような。 

それ違うんじゃないのって言うんだけれども、市民に同意を求めても誰も発言してくれ

ないんです。だから物言わぬ人の気持ちを問えってこう掴んでいくやつ。上手にマスコミ

を使ってくるんですよね。いきなりちょっと訪問したんだけどもっていう電話が来るわけ

です、じゃあ、待っていると。もういきなりマスコミをバックにしてくるんですよ、テレ

ビカメラを持ちながらですね。それが市への要望なりするわけですけども、その答えがす

ぐニュースに出るんですよね。例えば浸水した区域に自宅を建てたいという人がいるわけ

ですよ、ところが災害危険区域なのでそれは待っていただけませんかと言うんですけれど

も、こういうふうな建てたい市民がいるのにどうして市は許可出さないんだってこう言う

わけですよ、それを要望しにくる姿をすぐマスコミはもう一緒についてきて、市の担当は

こういう話をしたって形であげるもんですからね、そういう面での対応が難しかったです

よね。やっぱり浸水したところに家を建てたいと言って来たんです。これを許すと、もし

津波が来たら、これを許可出したのは誰だとか。震災後ですよ。家を建てたい人があった

んですが、やっぱりその部分が一番引っかかりましたよね。許可してしまって家をそこに

建てて、津波が来て流された時にその判断を誤りとか。（裁判を起こされようとも）です

からそれは駄目ですってことは言ったんだけれども、結果的にその人は家を建てましたけ

どもね。マスコミがそれを後押ししたもんですから。（先例になる）いやそんなではない

です。やっぱり一般の人は怖いから建てないんですが、モンスター的な人たちが建てたん

です。いわゆるモンスターと言われるような住民が空気を作っていった。そういう中にあ

って、弱い人たちはそういうモンスターがいた場合では話せないんですよね。ですからや

っぱり弱い人たちをどうまとめて、進めていくかっていうのは対策の一番大事かなと思っ

ていました。ですから今私たちにしても色んな説明会とかあるんだけれども、100 人に

100 人集めるような会議はあまりこっちはしたくないと思っていました。10 人 20 人程度、

要するに車座できるような形で意見を吸い上げていく。というような形をとろうかと。ど

うしても体育館のようなところでやると、人が堂々と発言するわけですから、あとはその

他の意見の方を見つけて大衆の面前でそんな喋れないですよね。こんな会議は無駄だなと。

そして毎回来る人は同じで、発言する人も同じで、帰りながらみんなブツブツブツブツい
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きながら帰るんです。「なんだよあんにゃろっ」てそれはそれで言えないわけですから。

（それは今も）もうモンスターはずっと健在ですから。その対策で 5 年間みんな市役所の

人間は苦労してきましたから。』と。 

マスコミは、いい悪いは別として物語を作ってしまう。物語に作られますと、そこのと

ころに焦点が合って、どんどんそこが膨らんでしまうのだ。マスコミが一定程度作り上げ

ていくというところに恐ろしさがある。 

また同氏は被災当時を振り返り次のようにも語った。『市の職員の3分の1が亡くなりま

した。部下も亡くなりましたね。優しい部下から順に亡くなったんです。要するに老人な

り障害者の方を助けようと行った職員が亡くなったんです。そこから避難場所まで行けな

かったという部分で。私たち幹部は市役所の下の駐車場にいたわけですが、すぐ会議を開

くからという話があって中に入ったために助かったんです、幹部は。下に残っていた職員

たちは、近くに高齢者の集まる場所があったんですが、公民ってセンターがあったんです

が、そこに老人を助けに行った人たちが亡くなってしまった。その人たちを抱っこしたり

して、亡くなっているんです。忘れられないね、まずは屋上に上がるまでの間に非常階段

があったんですね。そこで職員もいたし、市民の方もですが、逃げようとして走ってきて

津波に巻き込まれていったのを、目の前で見ていますから。あとは上に屋上に上がった時

にあっちの屋上と三箇所くらいあったんですね。屋上に登っている人が誰なのかっていう

のを確認してあいつが見えないなどうなってんだって、あいつら見えないなどうなったの

かなっていう形で』と。 

被災の現場にあって市区町村の職員等は、自らも被災者となる。同僚の死を、身近な者

の死を目の当たりにしたのだ。 

平成25年台風26号土砂災害において、東京都島しょ保健所大島出張所（当時）に勤務し

ていた者は、目の当たりにしたことを次のように語った。『私が対応した中では、保健所

に講師で来て下さっていた60歳すぎの女性の方の娘さんがお亡くなりになりまして、年齢

的には32、33歳ぐらいで、その方は役場勤務の方でしたね。布団にくるまったままお亡く

なりになって、きれいな状態で見つかったことがせめてもの救いであったとおっしゃって

いたことは、今も忘れることはできません。 

被災の現場は、保健所から 300 メートルばかり離れたところでした。実際自分たちがな

ったときはどうかと考えるとほんとぞっとしますし、保健所はハザードマップの中でも真

っ赤っかのラインに入っていたので起こり得るんですよね、これからも起こり得ると思う

んですけど、そう考えると、本当にその亡くなった方々とか、それを見て、悲しみにくれ

て病気になった方々とか、そういうのを見てきた者の一人として思うのは、同じことが 2

度と繰り返されないように、そのように思います』と。さらに同氏は次のように語った。

『今もどうしても忘れられないことがあります。消防団の方々のことです。消防団の方々

というのは、実際その山、崩れたところに行って土砂をどけたりとかしていたのですけど、

消防団には、若い方が結構いらっしゃって、地域で生まれて、育った方たちです。だから
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自分の身近にいた人、知り合いのおじさんやおばさんとかですね、知っている人。身近に

居た人が、流されて、土砂に埋まっていて、掘り起こしてみるとそうであったと。なので、

そういった方を見ていく消防団の方の、その精神的なダメージというのはすごく大きかっ

たと思います。地域の方もまた山に出て掘り起こしの作業を手伝ったりされてらっしゃっ

たのですが、結構破傷風とかですね、あの当時は感染症で、手に怪我をして、ばい菌が入

るということもありましたが、そうした中でも島民一体となって、ご遺体を掘り起こして

いるという状況でした。ご遺体を掘り起こした時は、やっぱり皆最初は実感がないみたい

ですね、こう信じられないというかですね。信じたくないというか。ただそれからだんだ

んと 3 か月、4 か月すると、その皆さんの心の中にそれが実感として重くのしかかって結

構、精神的に病む方が多かったですね』と。 

精神的に病むのは、市区町村の職員も変わることはない。東日本大震災当時岩手県陸前

高田市で主にマスコミ対応を担った幹部職員は次のように語った。『派遣の職員が全国か

ら 90 人ぐらい来ていまして、うちは 68 人正職員が亡くなったので、必ず 2 人か 3 人ずつ

派遣の職員が、応援隊が今でも入ってきます。市街整備課ってところは今も正職員が 10

人くらいで派遣が 30 人くらいいます。やっぱりその人たちの扱いですよね。その人のモ

チベーションを下げないようにしなければならないとか、プロパーの職員と派遣で来られ

た人たちのうまくどうまとめるかっていうのが一番苦労しましたよね。そこはね。一人途

中で帰った職員がいるんですが、派遣の。あんまり気づいてなかったんだけれども、突然

私やりがいがなかったので帰りますって話になったので、俺の今までのやり方に間違いが

あったのかなとかね。同僚との折り合いが悪かったのが一番だったらしいんですけれども。

そこに私も気づかなかったし、気づけば間に入ってもう少しやれたのかなと思ったりして

います』と。 

被災地自治体への職員派遣。膨れ上がる事業量と少ない人員。被災者からの、復興の加

速をとの重圧が押し寄せる。一般被災者とともに、苦悩している自治体職員には途方もな

いストレスがかかっていることはあまり知られていない。高台移転や区画整理事業の計画

が決まり、用地交渉や土地の再配置の設計など本格化する復興まちづくりに向けて「役に

立てず申し訳ない」と自ら命を絶った派遣の職員がいる。疲弊する自治体職員を守ること

は急務である。 

市区町村防災担当者の周りで起きている現実のこと。出来事をいつも「向こうのこと」

として捉えられる訳ではない。やはり周りで起きていることに無関心でいられるはずもな

いのだ。 

（２）災害派遣要請を受けて現地対策本部に派遣された自衛官 

自衛隊法第 83 条 2 項の規定に基づき、都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安

本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。特に大規模な

震災で大部隊の派遣が必要とみなされた（防衛大臣による大規模震災の指定）場合には、

防衛大臣より「大規模震災災害派遣命令」が発令される。 
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2-1 東日本大震災。派遣先岩手県陸前高田市 

陸前高田市は震度 6 弱を観測した。沿岸部は広範囲に渡り津波の襲来があり、死者数は

直接死と関連死合わせて 1,602 人、行方不明者は 206 人（うち 203 人については死亡届受

理）、建物倒壊数は 4,042 棟に上る。岩手県全域の死者数は、直接死と関連死合わせて

5,127 人であり、死者数に関していうと陸前高田市は岩手県全体のおよそ 3 分の 1 を占め

ている。86） 

【本人要望により匿名。（派遣時：第５普通科連隊）】 

『私はですね、その日、次の日の 3 月 12 日の朝に災害対策本部に入りました。経緯を

言ったほうがいいですね。最初に足を踏み入れた時の印象だけ言ってしまえば「こんな

（ガレージのような）ところでやっているのか」。そういう、簡単に言ってしまえばそう

いうことです。とりあえず人が集まったとしかいえないような状況でした。関係者が誰か

も分らない、とりあえず消防団の法被を着た人がいる、また、背広を着た方が何人かいる、

そんな状況でした。市の職員の方は、外部への情報発信手段がなかったため、ラジオで流

れる「陸前高田は壊滅状態」という放送を、ただ聞いているしかなかったというような状

況でした。役所ごと被災しているありさまでしたから、立ち上がり情報収集は混乱を極め

ていたと思います。電話がかかりにくいだけではなく、人手がない。災害対策本部は開か

れたものの、自分たちの町にいったい何が起こったのか、把握できないままに時間が過ぎ

たという状況でした。 

はじめに、この陸前高田市の特性を先に説明したほうがいいですね。陸前高田市役所に

ついては平地部にあって津波に直接被害を受けて市役所自体が水没し、機能停止の状態に

なりましたので、市長でしたり、市の役員の方とかは高台にある給食センターに命からが

らに避難してきた、そういった状況、そこに居たと。なので、災害対策本部があったのか

といわれると、まあそういった看板とかは当然無いですし、ただ、そのガレージのところ

と、周りに人がいてなにやら話をしている、こんなところでというのはそういう状況です。

なので、実際これから、私、当時は、3 月 11 日の発災以降の 18 時ぐらいだったと思いま

すが、青森（駐屯地）に居まして出動命令がかかって、当初岩手の駐屯地にいたのですが、

そこらか夜の 12 時過ぎぐらいに、陸前高田に行けという命令をもらって、最初に地図を

頼りに行ったんです、ですけど、そこの地図で行ってぎりぎりのところで津波の被害で、

進出できなくて瓦礫があってですね、迂回して新たな前進経路を探している間に、連隊長

が違うところに入っていきました。朝 7 時か、明け方ごろだったと思いますが、何時だか

はさだかではありませんが、その時に、まあ着いた時に、連隊長に、無線だったと思いま

すが、連絡して、ここに災害対策本部があるかからこっちに来いと言われて行ったのがそ

こでした。 

入った時に感じたものはですね、簡単に言うと、言葉では少し言い表し難いのですが、

絶望感というか虚脱感というか、自然に対する、災害の、人間の無力さというか、その時
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は何か話をしているというのはなく、ざわざわと、こう人がいて、各々誰か会話したりと

か、あとは皆さん茫然とこう空を見上げたりとか、地面を見たりとか、そのような感じだ

ったですね。呆然と立ち尽くしておられて、動き出そうというような雰囲気ではありませ

んでした。そこに私、入った時は、誰がおられるかまったく知らなかった、平素の隊区で

はなかったので、どなたが何をされているのか分らなかったですけど、普通の背広を着た

人が数名いましたし、あとは消防団の法被を着た方

いうような感じですね。私が行った時には、連隊長が居て、我々が最初にやったことは、

（連隊）指揮所（の開設）ですね、自衛隊でいう、ここでいう災害対策本部にあるべきも

のは当然、人しか無かったので、じゃあその実際、これからまず状況がどうなっているの

かも分らないですし、じゃあどうするのかも当然分らない、それを判断できるような、指

揮台というか地図を広げてやるとか、そういうのをやる。その中で、今でも覚えているの

ですがこの部屋（陸上自衛隊幹部学校のインタビューを聴取した教室）より広い、まあ

レージなので、そこに指揮所をセットアップして、椅子とか机とか、その時はそこにあり

まして、で、そこのちょうど端っこのところに茫然とこう立っている方がおられて、確か

たばこかなんか吸ってらっしゃって、で、連隊長だったかと思うんですけど、あの方が市

長だと言われたので、私、名刺を渡したと思います。交わした言葉は記憶にないですね。

まあ、よろしくお願い致します、みたいな。

図－８

出典：国土交通省東方ク地方整備局「震災伝承館」
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まあ、よろしくお願い致します、みたいな。

 

図－８ 初動の情報共有。
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いうような感じですね。私が行った時には、連隊長が居て、我々が最初にやったことは、

（連隊）指揮所（の開設）ですね、自衛隊でいう、ここでいう災害対策本部にあるべきも

のは当然、人しか無かったので、じゃあその実際、これからまず状況がどうなっているの

かも分らないですし、じゃあどうするのかも当然分らない、それを判断できるような、指
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長だと言われたので、私、名刺を渡したと思います。交わした言葉は記憶にないですね。

まあ、よろしくお願い致します、みたいな。 

陸上自衛隊第５普通科連隊指揮所

出典：国土交通省東方ク地方整備局「震災伝承館」

archive311.jp/?view=500362(平成

給食センターの一角。応急的に構えた陸上自衛隊第５普通科連隊指揮所。撤収の

回の会議がこの場で行われ関係者間の情報の共有がなされた

は何か話をしているというのはなく、ざわざわと、こう人がいて、各々誰か会話したりと

か、あとは皆さん茫然とこう空を見上げたりとか、地面を見たりとか、そのような感じだ
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給食センターの一角。応急的に構えた陸上自衛隊第５普通科連隊指揮所。撤収の

回の会議がこの場で行われ関係者間の情報の共有がなされた

は何か話をしているというのはなく、ざわざわと、こう人がいて、各々誰か会話したりと

か、あとは皆さん茫然とこう空を見上げたりとか、地面を見たりとか、そのような感じだ

ったですね。呆然と立ち尽くしておられて、動き出そうというような雰囲気ではありませ
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はなかったので、どなたが何をされているのか分らなかったですけど、普通の背広を着た

が何人か居て、鳶口を持っていたと、
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（連隊）指揮所（の開設）ですね、自衛隊でいう、ここでいう災害対策本部にあるべきも

のは当然、人しか無かったので、じゃあその実際、これからまず状況がどうなっているの

かも分らないですし、じゃあどうするのかも当然分らない、それを判断できるような、指

揮台というか地図を広げてやるとか、そういうのをやる。その中で、今でも覚えているの

ですがこの部屋（陸上自衛隊幹部学校のインタビューを聴取した教室）より広い、まあ

レージなので、そこに指揮所をセットアップして、椅子とか机とか、その時はそこにあり

まして、で、そこのちょうど端っこのところに茫然とこう立っている方がおられて、確か

たばこかなんか吸ってらっしゃって、で、連隊長だったかと思うんですけど、あの方が市

長だと言われたので、私、名刺を渡したと思います。交わした言葉は記憶にないですね。

 

日アクセス)  

給食センターの一角。応急的に構えた陸上自衛隊第５普通科連隊指揮所。撤収の 7

回の会議がこの場で行われ関係者間の情報の共有がなされた

は何か話をしているというのはなく、ざわざわと、こう人がいて、各々誰か会話したりと

か、あとは皆さん茫然とこう空を見上げたりとか、地面を見たりとか、そのような感じだ

ったですね。呆然と立ち尽くしておられて、動き出そうというような雰囲気ではありませ

んでした。そこに私、入った時は、誰がおられるかまったく知らなかった、平素の隊区で

はなかったので、どなたが何をされているのか分らなかったですけど、普通の背広を着た

が何人か居て、鳶口を持っていたと、

いうような感じですね。私が行った時には、連隊長が居て、我々が最初にやったことは、

（連隊）指揮所（の開設）ですね、自衛隊でいう、ここでいう災害対策本部にあるべきも

のは当然、人しか無かったので、じゃあその実際、これからまず状況がどうなっているの

かも分らないですし、じゃあどうするのかも当然分らない、それを判断できるような、指

揮台というか地図を広げてやるとか、そういうのをやる。その中で、今でも覚えているの

ですがこの部屋（陸上自衛隊幹部学校のインタビューを聴取した教室）より広い、まあガ

レージなので、そこに指揮所をセットアップして、椅子とか机とか、その時はそこにあり

まして、で、そこのちょうど端っこのところに茫然とこう立っている方がおられて、確か

たばこかなんか吸ってらっしゃって、で、連隊長だったかと思うんですけど、あの方が市

長だと言われたので、私、名刺を渡したと思います。交わした言葉は記憶にないですね。

 

7 月 20 

回の会議がこの場で行われ関係者間の情報の共有がなされた 
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絶望感のようなものは、市長もそうでしたし、市の方々もそうですけど、何していいか

分らない、そこが一番、あったと思います。市長は、ご自身も津波の被害を受けて逃げて

こられた訳ですが、じゃあ、市がどうなっているのか、そこがはっきりわからない。テレ

ビはありましたが、NHK の陸前高田ではないところの映像が出ていましたけど、陸前高田

はどういう状況なのか。状況が見えない情報が取れない、それが 3月 12 日の朝ですね。 

自衛隊が入った時の空気感は、あと後から聞くと自衛隊さんが来てくれたと、喜んで下

さっていたみたいですけど、その時はたぶん発する言葉も無かったというのが印象ですね。

ようは我々もその、別にそういったこと考えずに、ただ単に人を救うんだ、一生懸命なっ

てやっていましたので、その我々もこれに視野が狭くなっていたかもしれないですね。で

すんで、私はとりあえず行けと、人命救助、最初の段階ですので、とりあえず、前へ出る

と、部隊も行かせましたし、自分も行ったと。そういう状況でした。 

市長の不安や迷いの言葉については、先程のところにも繋がっているのですが、要は

「どうしていいのか分らない」っていうのが一番あったですね。これは明確に市長も言わ

れましたし、企画部長も言われました。（企画部長が防災の担当か）そこははっきりしな

いんです。総務部長と企画部長の 2 人おられたんですけど、よく来られたのは総務部長で

す。でも企画部長は、なんか外によくおられて、話しかけやすかったことがあって。（ど

うしていいか分らないという言葉は）何回か聞きました。（それに続く言葉としては）

「実際、自衛隊さんが、実際のプロでいろいろとしていただいているので、我々はそれを

追認、ようは了解してればいいのかな」と、そういうことは言ってらっしゃいました。そ

れは市長も言ってらっしゃいました。分らないからお任せしなければならない、というの

と、たぶん任せておけばなんとかなるというのと、そこまで聞いてないですけど、少なく

ても好意的な発言だったと理解しています。 

あと後の話になりますが、終わるぐらいになって、実際の復興計画とか作っていくに当

たって「自衛隊さんいなくなっちゃう、いつ帰っちゃうのですか」とか、そういうのもあ

りました。「もうお帰りになられないですよね、まだお帰りになられないですよね、帰っ

てもらっては困ります」そういう話は何回か、1 カ月ぐらいすぎてから、実際は、3 か月

ぐらい居たんですけど。 

我々として、そちらの側に立って分らなければ、市の業務を、責任を持って管轄できる

わけはないので、とりあえず自衛隊が動くことについては逐一市の了解を得るようにしよ

うと、明日はこういう考えでこうやります、ということをその日か、着いたその次の日ぐ

らいから、市の方、消防団の方とかを集めて、その日にあった、自衛隊としてやった活動、

あとは消防団の活動、市の活動など、皆で情報共有できるよう場（ガレージに応急的に構

えた連隊指揮所。撤収の 7 月 20 日までの日々に延べ 130 回の会議）を作ったんです。で

実際それを受けて、じゃあ明日はこうやろうと、そこのガレージの中で話をして、最初は

市長もおられて、だいたその後から何日かしてから企画部長とか総務部長が来られて、よ

うはこういうことをやるんだなと、やること分っているんで、「どうしていいか分らない」
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という状況は徐々に解消されていったのだと思います。その場で不安に対する言葉とかは

そういうものは無かったように思います。ただ、今思い出したのは、自衛隊が帰ったあと

の、実際の長期的な、復興のとこで、どういうふうに、まず瓦礫をどかして、災害になら

ないような、（また）来ても耐えられるような市をどのように作ってくのか、そっちにつ

いてはどうしようかな、というような話は何回かありました。 

（その後も大きな余震が続きましたが）パニックになるようなことはありませんでした。

平然を装っていたのか、平然であったのか分りませんが、割と淡々と、あ、また来たって

感じでした。（余震の際の）対応に関しては、そこまでの会議などで、やらなければなら

ないことは、互いに承知していますし、その時点では、対応といっても、市の対応は特に

無くて、自衛隊が行くような状況でしたので、当初のように「どうしていいか分からない」

というような、そういう状況では既になかったように思えます。 

あとひとつ、言っておきたいのですが、市長は、不安とか迷いの根柢のところで、この

津波で奥様が行方不明になられたんですよ。で、ずっと見つからなくて、2 か月ぐらいし

てからだと思いますが、ご遺体が見つかりました。そういった状況で市の全般も統括しな

ければならなかったという状況にあったという。あとは、市の職員方も確か４分の１ぐら

いの方が津波に流されている、そういう酷い状況、当然、機材もないですし、パソコンと

かも、４階建てのビルの全部、屋上だけがかろうじて、水が来るのを免れたぐらいなので、

機材とか、書類全部流されてしまって、そういうところの状況だったということです。  

あれ（状況）を見て、人だとすれば、助けてあげなきゃいけないって気持はより強くな

ります。任務だからということだけではなくてですね。あと、もっと言っておきますと、

その瓦礫、ちょうどその災害対策本部があった所は、標高 30ｍか 40ｍぐらいだと思うん

ですけど、高台になっていまして、我々が行った時にはおそらく瓦礫は 10ｍぐらいありま

した。高台にその、第一中学校、今でもよく出てきますが、そこの、すぐ、それもかなり

高い、高台なんですけど、ちょっと降りていったら 10ｍぐらい瓦礫がある。瓦礫の海のよ

うになっている、それぐらい酷かった。ここはもう壊滅という言葉がまさに示すように何

もないです。「どうなっちゃうんだろう」と、津波で瓦礫と化してしまったこの市はどう

なってしまうんだろうと、私も思っていましたし、市の方たちもそうだったと思います。

発災の前は、そこにはいっぱいの建物がありました。それも我々が行った時には、ほとん

ど更地でした。全ての機能が停止していた。動くに動けない。そういう状況にあって、市

長にしてみれば、そのような状況にあって、市長としての立場、また個人として、加えて、

不幸にして、奥様まで、津波に流されてしまって、そういう状況でした。奥様が行方不明

になっているというのは、すぐには分らなかったです。入って何日かして市の方から漏れ

聞きました。市長からは、直接聞いたということではありません。 

防災の担当は、通常総務が防災を担当するので担当部門の長として総務部長が担ってお

られたと思われます。総務部長の不安や迷いの言葉は、市長と同じような話で、最初のこ

ろに「どうしていいか分らない」というように言われていました。それも、繰り返した毎
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日の会議などを通じて「どうしていいか分らない」という言葉は徐々に無くなっていきま

した。 

立ち話はしょっちゅうでした。ちょうど今でも覚えているのですが、当時 3 月なので、

まだ寒いんです。ガレージのすぐそばにドラム缶を切ったところで、それにどこからか集

めた廃木材を切ってあって、そこで焚き火していました。市長や、総務部長や企画部長、

消防団の方々などが座って、なにやら話をしていると。我々もそこに居ますので、寒いの

で一緒に話をしまして、よもやま話、作戦の話ではなくて話をしました。それもだいぶ経

ってからで、最初のころは、誰も言葉を交わすことはありませんでした。普通の会話すら

もありませんでした。だまって、煙草をふかして、そういう印象です。言葉を交わし始め

たのは、1 か月ぐらいしてからだと思います。ようやく、お国はどこですかとか、普通の

話になりました。今から考えるとそれだけ異常事態だったと思います。私の経験の中では、

特にこうして欲しいという申し入れをうけたことはありませんでした。個人として、相談

を受けたこともありませんでした。 

ご遺体の収容に際しては、市の職員の方や消防団の方たちは、淡々とやっていらっしゃ

いました。心の中に閉じ込めたのか、不安や迷いの言葉を見聞きしたことはありませんで

した。いまでも忘れることはできませんが、我々は、まったく関わりのない地で、任務と

いうのと人道という、その、あれで、やっていましたけど、消防団の方は皆を知っていら

っしゃるんですよ。その方がどこそこの、誰だれさんであるか知ってらっしゃるんですよ

ね。まとまって車で来られて、で、ガ～っとこう、行方不明者の捜索に動いていました。

たぶん一日で数百のご遺体が出たんですけど、でそれを淡々と黙々とほんと何も言わずに

収容されて、毛布掛けて、運ぶのは出来ませんのでそこに置いて、で、最初のうちはです

ね、そのあと、自家用車ですとかに積み込んで運んでいらっしゃったですね。本当頭下が

りました。 

私が直接かかわったのは市長、総務部長、企画部長のほかに、総務課の係長の方だと思

いますが、この方が実質防災を担当されていたのですが、私の下の者が直接担当していま

したので、あまり話をしたことはなく、不安や迷いの言葉を私はこの方から聞いたことは

ありませんでした。後に災害対策本部があった場所が配給所になりまして、食糧、物資の

集積場、そこに市の方、ボランティアの方、物資を荷受するのと払い出すのと、そこに何

人か市の方がいましたが、皆さん、その時にはそんな、不安とかは言ってなかったです。

3 月 12 日の、すぐ直後というのは絶望感とかで言葉すらないような、そういうように見え

ていましたが、既に 1 か月、2 カ月経っていまして、最初の絶望の期は過ぎて、復興とい

うか、復旧の兆しが見えてきたぐらいでしたので、逆に明るい感じの印象を受けました。 

市区町村の長や、市区町村防災担当者以外の各級のリーダーが、市区町村防災担当者に

的確に指示、命令を与えていたか否かということについては、分らないです。どういう、

その、もう、先程から申し上げているように、指示自体の機能が崩壊というか、ないよう

な状態で始まっていたので、その総務部の方が、部長の下に課長がいるべきで、係長とか
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がいるのでしょうけども、いる人でなんとかやっていた。ですんで、その、一般的にこう

想像する、方針が決まって、じゃあ次こうするとか、こうしようという状況ではありませ

ん。とりあえずみんながこう、まあ最初であれば人命救助、次は行方不明者の捜索を、と

りあえずやっていたという状況です、まあ、それを指示だと言ってしまうんであれば、指

示なんでしょうけど、その普通の作戦のような整然とした感じでは、少なくともありませ

んでした。 

最初の時は、市は、私の認識は、その、機能していなくて、自衛隊がそれを、補完して

いたのと、消防団、あと警察、消防の方が、各既存の指揮系統ですね、で、消防団は地元

の方のつながりとかあったんでしょうけど、やっていたと。初動のところはですね。初動

を過ぎて事後のあたりには市が落ち着きを取り戻したので、基本は、災害に関する復旧は

自衛隊、あと復興の方は市がやるってことに、なんとなくなったんです。で、そこの復興

のほうについては、我々の違うとこで考えておられたので、そこでは（市区町村の長や、

市区町村防災担当者以外の各級のリーダーが、市区町村防災担当者に的確に指示、命令を

与えていた）されたんだろうと。 

当初のところで市長が、総務部長や企画部長にあれやれ、こうやれと言っていたことは、

ないです。繰り返しになりますが、何をしていいか分らない状態でした、状況が分からな

ければ指示できないですから。私は、実際問題として、行政は組織的に機能することは無

かったという印象です。初動の時はですね。事実として、たぶんしてなかったですね。と

いうのは、別に何もしてなかったのではなくて、機能がなかった、と私は認識しています。

まあ、その 4 分の 1 の職員流されていますし、また、実際、意思決定する資料もないわけ

ですし、情報もなければ、人も居ない。機能がなかった。そういう状況でしたので、好意

的というのも変な言い方ですが、しょうがない、としか言えない。そういう状況です。 

職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、強く市区町村の長や防災担当

者の意思決定に影響していると思われた場面はどうかということですが、そうですね分ら

ないですね。知らないところであったのかもしれませんが、私は、承知していません。そ

ういうことがあったと聞いたこともありません。現実として、そういうことを言っていら

れる状況ではありませんでした。何にも優先して、とりあえず動くって、ようはその、政

争ではないですけど、この災害を活用しての、そのなんていうのか、パワーバランス、そ

ういったことを考えている状況ではなかったと、そう思います。 

あとは、復旧の場面では、おそらくそういうことになると思うんですけど、自分が記憶

しているので思うのは、事後の復興のところですね、で実際復旧とかは、自衛隊とか消防、

警察がやるようになっていたんですけど、事後のところでその、陸前高田は、全体で見て

も結構酷い部類に入っていて、で、あの、政府もそうでしたけど、よく視察があったんで

す。で、我々は仕事ではないんですけど、おせっかいで言っていたのは、ここでなんか要

望出しておいたほうがいいですよと。市長とか企画部長に、作ってこんなのどうですかと

いうこともやったことがあります。あとは、名古屋の市長、あの方、あとはワタミの社長
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さん、知り合いで復興とか市の業務をうまくするのに、民間のノウハウかなんかをもらう

のだったと思うんですけど、顧問にされたりしているんですよね、ですんでそういった意

味で、復興の方の意思決定は、人間関係というか、何も組織としての基盤がなく無くなっ

ている状態ですので、まあ、そういった部分も働いていたかなと。そのことを思い出しま

した。 

（何が正しいかよりも、誰に受け入れやすいのかということで意思決定する傾向が誰に

もあるが、そのような場面を現場で見たことは）ないです。ありません。実際の方針自体

は、復旧、復興。復旧のところは、もう毎日の会議で決めていましたし、実際、動く人た

ちは自衛隊、消防でした。市の方は直接何かに行っているということは無かったので、市

の方を実際、その方針で、動かすということは実質的に無かったので、そういったこと、

こういったことも起こり得なかったという、起こったとしても我々の復旧作業とかには関

係のないところで見えなかったのかもしれません。 

関係者同士の間のコミュニケーションの不足を感じたことはありません。とりあえず、

その、そういったのをこう出すようにしていました。実際の方針自体は、復旧のところは、

毎日夜の会議で決めておりまして、関係者同士の間のコミュニケーションの不足を感じた

ことはありませんでした。協力するのが一番大事、自分が持っている情報を出す、で、出

した情報で意思決定する、意思決定をして、やっていく、それをフィードバックする、そ

れを繰り返してやることが一番大事だと思っていました。そのような場づくりを心がけま

した。 

実際にも、市の、その違った観点で、市の方同士が喧嘩しているとかそのようなことは

見たことないです。部下に声を張り上げて命令を下すことも、情報が無いことに罵声をあ

びせるようなこともありませんでした。市長と総務部長、企画部長、部長と課長との間で

声を荒げたりしていたことを見たことはありません。（実施日 27.8.5。場所陸上自衛隊幹

部学校）』 

2-2 東日本大震災。派遣先岩手県陸前高田市 

【本人要望により匿名。（派遣時：第５普通科連隊）】 

『（現地の対策本部、ガレージのような所に最初に足を踏み入れた時の印象は）「なん

じゃこりゃ」というところですね。市の、市役所は全壊をして、皆、避難されたんです、

高台に。市長以下。その高台にあったのが、給食センターです。給食センターに消防署が

隣接し、その消防署は３台ぐらいだと思いますが、消防車が入るような車庫があったんで

すね、そこから消防車を出して、その車庫の中でいろんな人が集まって右往左往活動して

いたという状況でした。主として警察と消防団の方だと思いますけど、右往左往している

なという感じです。 

何をしているのかよくわかんないみたいな。（統制が機能していない中で）右往左往し

ているから、長が誰だか分かんないですし、何をしているかもう、一切わかんない、そう

いう状況だったんですね。ほとんどの人は、市役所の人でさえ（職員）240 名のうち 70 名
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の方が亡くなってらっしゃいますし、市長も、後で知りましたが、奥様は当時行方不明、

3 日か 4 日後にご遺体が発見されたと、いう状況ですから、皆さんもほんとに、とんでも

ないことが起きたみたいに、そんな感じだったと思います。 

何をしているかよくわかんなかったですよ。ただ、活動していたかどうかはわかんない

ですよ。たぶん現場の人は、自分の行ったところで、いろんな活動をしていたり、消防団

の人は、派遣されたところで、いろんな救助活動されていたりとされていたと思うのです

が、ちゃんと指揮系統というかですね、今、皆がこういうことやっているんだ、任務なり、

地域を分担して活動しているということではないです、皆、こう（統制が機能していない

中で）思い思いにやっていたと、そういうように見えました。じゃあ、これはいけないだ

ろうということで、地図は無いのかといったら、下の中学校に地図があるらしいというこ

とで、地図を持ってきてもらって、で、みなさんにお声掛けをして、これじゃ、あれなん

で誰かこの今後の活動を仕切る人が必要ですよ、誰か仕切る人いらっしゃいますかという

ようにお声掛けをしたのですが、当然いませんで、もしよかったら我々自衛隊が当初の間

だけでも、市と調整をしながら当面の人命救助なりを仕切らせてもらわせますけど、いい

ですかという話をして、皆さん「どうぞどうぞ」ということであったので、そこから、５

連隊が、指揮所をその車庫の中に立てて、そこで当面の活動する地域割りなり役割を決め

て、自衛隊側が人命救助活動、あるいは事後の応急復旧活動まで統制させてもらったと。

事後、仮の市役所が立ち上がって、市の行政が形になるようになった以降はですね、市の

ほうに仕切ってもらうようにした、ということです。ただ今になって反省として思うのは、

「自衛隊仕切ります」けど、当初自衛隊が仕切っていましたけど、「自衛隊に何かやって

欲しいことありますか。無いですか」と声をかけたのですが、これは失敗だったと。きち

んと、懇切丁寧に説明すべきであったと思っています。「自衛隊はこういうことできるし、

これもできる」と。できるその中から、こういうふうにしましょうかと。今は、いろんな

訓練も一緒にやっていますから、そのようなことはないと思いますが、漠然と「困ってい

ることないですか」と聞いても、当時は、自衛隊に何ができるか、ほぼ承知されていなか

ったわけですから、我々のほうから、もっと積極的に、意見具申とは言いませんが、働き

かけていくべきであったと思っています。 防災の方がいるかいないか分らないような状

況にあって、自衛隊って何してくれるんですかというような、そういう状況にありました

ので、そこはもっと懇切丁寧にこういうふうにしていきましょう、こういうふうにやった

らいいですよとか、意見具申、そういうふうにやればよかったのかなと思っています。 

（そのような状況にあって自衛隊に対してどんどん依存心が強くなるというようなこと

を感じたことは）結局、まあ、個人的な話しになりますが、先ほど言ったとおり市長も奥

様を亡くされている。（職員の）70 名位の方が亡くなられている、あるいは市全体が壊滅

状態であったということから、依存されてもしょうがないと思っていました。全然、そん

なこと出来ることは全部やると、なんでもやってやろうと。防災なんとかの人が自衛隊に

丸投げだ、みたいなことをいう方もいたようですが、（市は）全然やる気が無いというこ
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とはありませんでした。こっちが全部してやるからあなた達は、どうするのか、今後のビ

ジョンをしっかり作ったほうがいいじゃないですか、というような話、救助とかそういう

ことは自衛隊に任せてもらい、あなた達は、市の今後の復興なりを考えていてくださいみ

たいな、避難所どこに建てる、避難所どこに設置するなど、そういう話は市がしてくれな

いと、うちでは出来ませんよという話で、ちゃんと任務分担で、市切り分けをしながらや

っていったという感じなので、そういう防災のところは、全部自衛隊にやってくれと言わ

れても仕方ない、全部自衛隊がやってあげると、そういうふうに思っていたので、皆さん

のやる気が無くなっていたという、そういうことは無かったですね。 

市長がよく言われたのは、県との温度差でした。県、国との温度差はあるということを、

よくおっしゃっていました。宮城県は、一県で四国並に広いんですよね。で、県庁自体盛

岡という内陸にあって被害はゼロ、市民生活もほぼ変化無し、そういうとこに、県の災害

対策本部があって、一方沿岸部は全部壊滅していると、そこは距離的にも遠いし、ちょう

ど真ん中にあそこは、北上山地ですか、山脈があります。山で壁があるみたいな感じです

けど、山の壁の高さと同じ位の、末端というか、被災現場の悲惨さというのをなかなか県

は分ってくれない、結構そんな感じだったですね。これがひとつですよね。あとは、自衛

隊の活動でいえばですね、人命救助から応急復旧活動というような形で、フェーズを第１

段階、第 2 段階、第 3 段階みたいな形で区切っていくんですよね、例えば 72 時間、初動

対処で人命救助、最も緊急を要する時間だとすれば、当初の 72 時間はもう全力で人命救

助をやっていくと、次はまあ、もうほぼ可能性が低くなっていくんで人命救助をやりつつ

も応急復旧という形で入っていくんですけど、例えば自衛隊でいえば、そういうふうにき

ちきっと決めていきたいような感じでやるんだけども、市とすればですよ、千何人位たぶ

んお亡くなりになっている中で、ご遺体とか結構あがってきましたけど、それでも行方不

明の方が相当いらっしゃるという中で、簡単に、もう今は人命救助から災害の応急復旧段

階に移行しますとは、市長は絶対に言えないと、あくまでも人命救助、72 時間とか関係な

く可能性が限りなく低くても市民の皆さんに市長として言えるのは人命救助を優先してや

って行きますという話なんでですね、結構お互いにやりにくいですね、我々はもう、優先

順位を付けていかなきゃ、なんでもかんでもできないんで、ということなんですけど、市

長としては、ほんとに市民の命を預かっている市長としてはですね、可能性が、ほんとに

コンマなんぼでもある限りはそこはやっていただきたいという話になるんで、そういうこ

と、例えば、そういう活動の兆点を変えるということは、例えば先ほどあったような県と

か、そういうとこがしっかり音頭をとってやってくれない限りは、第一線で、市民の命を

預かっている市長からそんなことを市民に向かって言えるはずもない、ということですよ、

結構このへんは、市長も苦労されましたし、我々も苦労しましたですね。結構そのへんの

話はありました。 

あるいは、災害も長期化してきてですね、最初はいろんな人が来るわけです。いろんな

マスコミが、いろんなとこからマスコミに限らず入ってくるんですけど、だんだん時間が
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経って、だんだん落ち着いてくるとかになってくるとですね、マスコミなりの関心は、被

災現場からいろんな方向に移っていくと、そりゃ市長としては、困るというか、やってぱ

り国民というか、いろんなひとの目を被災現場に向けてもらって、被災現場にいろんな形

で支援というかですね、そういうのをもらいたいというのがあるんで、国民あるいは県民

の関心が、この災害現場からだんだん薄くなってしまう、そりゃあ非常に心配をしている

というふうに言われましたね。だから市長、いろんな手を打たれたんだと思いますね。被

災現場でずっと苦労している人がいるんだ、今でもたぶんそうだと思いますが、そういう

ふうに国民から悲惨な災害現場のことを忘れられないようにいろんな手を打たなければい

けないというようなことは常に言われてらっしゃいました。 

（頻繁な来訪者対応を）市長は前向きにとらえていらってしゃいました。そういうひと

が来れば、その人に向かって、被災現場の悲惨な状況を訴え続けられるんで逆に来てもら

うことについては、抵抗はなかったし、むしろ、来てもらったほうが、どんどんどんどん

苦節を訴えられるのでいいと思ったと、思いますよ。当時は首相もきたし、防災の東（衆

議院議員。当時内閣府副大臣防災担当）議員も来し、ほかにも何人か来られましたけど、

それを機会にいろいろアピールして、結構それが、迅速に手を打てるようなこともあった

んで、結構、こう回りくどく上がっていくよりも直接国の要人に訴えることができるとい

うのは手間暇かかったとしても良かったというように思ってらっしゃったのではないでし

ょうか。 

結構当時は寒かったのでドラム缶を二つに切ったもので皆暖を取っていました。暖を取

りながらその場で（市長とも二人で）よく話をしましたが、市長が不信というか、やりに

くかったのはたぶん警察の統制だというように思いますね。簡単にいえば陸前高田には駐

在さんがいるだけで、大船渡の出張所があるだけなんですね、そこに居る駐在さんは権力

を持っていないわけです。で会議でやりましょうと決めても、その（駐在）所長さんがい

たとしても、大船渡にお伺いを立てないと実際どうするかということはですね、決める権

限を持っていないんですね。全国の警察が大量に週替わりできますから、特に来たのは警

視庁なのですけど、警視庁はその全然言うことを聞きませんでしたから、例えば、地域割

りをしましょうと、こうきれいに総ざらえをするために、ここは警察がやります、ここは

自衛隊がやります、ここは消防がやりますと、ここは何日かけ終わったので次は警察がや

りますと切って全部何回も何回もやろうとすんですけど、警視庁あたりは毎週入れ替わり

で来るわけですよ、しかも、花巻かどっかに泊って、そうすると毎週替って警察が何をや

るのかというとこの人たちは一番目立つ所をやるわけですよ、市で一番被害が大きいとこ

ろ、中心部が見たいと、いや待ってくれと、そこは何回も終わったと、次はこうなんだ、

こうなんだと、ここをやってくれったって警視庁の担当は聞かないわけですよ。もうそん

な感じです、来て、好きなところを何回もやると。しかも見ているような。これに対して

は市長も怒ってらっしゃいました。警察は何をやっているんですかね、みたいな。我々皆、

組織的にこうやって、やってやろうと言っているのに乗らないのは警察だけでしたね。 
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一回だけ、警視庁の長の人も夜の会議に参加してくれたんですけど、次の日からほとん

ど来なくなりました。我々陸前高田の人と話しても、警察だけは列外でした。調整ならん、

みたいな。警察の代表として陸前高田（駐在所）の人は出てきますけど、その人は権限を

持ってないから、決められない。（意思決定できる人は出て来ていない）。そういう感じ

でしたね。 

（国、県とか各行政組織の間にあって「現場との」温度差は）あります。県庁も役所で

すから縦割りの社会ですから、こうやって困っているというと、それは、うちは違うと何

回もたらい回しに、具体的な話は分りませんが、何回もたらい回しされたことは何回もあ

ると言っていましたし、県はだいたい、県の防災本部は、県の仕事自体は、最初の 1 週間

ぐらいは 24 時間でやっていたのかもしれませんが、それ以降はだいたい 8 時出勤の 17 時

に帰る、自衛隊だけが県庁と県の防災の一部の人が働いているそんな感じだったですね。

はるかに温度差があったと、そういうふうに思いますね。例えばうちも、被災現場でなん

か困っていることがあるんで、それは自衛隊はストレートに師団に上がっていくんですけ

ど、これはうちが上げると同時にこっちから県にも上げてくださいねと、そしたらうまい

こといきますから、上がらないですよ、上がらないかどうか、情報はだから、自衛隊の司

令部は岩手県庁にあったから、司令部からがーって県に横を刺してもらわない限りは、県

と市のパイプではなかなか繋がらないって感じは、まあ結構ありましたよね。物の要望が

なかなか通らないんです。具体的に何だったということは記憶にありませんが、自衛隊か

ら上げときますから、みたいなのは結構ありました。 

総務部長とは毎日の夜の会議、この会議には必ず総務部長が来てらっしゃいました。最

終的に決定してもらうのは市だからですね、そこは来てもらわないと困るんですよ、こう

やってやりますから、いいですかね、みたいな、そこは最後に、市にオッケーをもらうた

めにも、総務部長には必ず来てもらいました。総務部長は、最初のほうは人命救助とかな

んかについては、市としてほぼ能力がないんで、あの例えば、結構すみ分けをしてやりま

しょうということでやったんですね、例えば我々（自衛隊）が人命救助の、応急復旧の主

たるところ引いていきますけど、市民生活に係るようなとこは、しっかり市でやっていく

と、えらかったと思うのは、市民から出る不満はですね、全部市が受ける、と言ってまし

たですね、例えば避難所が最大 90 ヶ所ぐらいできたと思うんですけど、やっぱり温度差

があるわけですね、中央にある避難所と末端にある避難所と、物があるところと無いとこ

ろとか、結構避難所間の不平等感ってあるじゃないですか、そうするとそういう不満がば

ーっと上がってくるんですけど、全部市が受けますから、自衛隊は、ほんと好きなように

やって下さい、とかですね、あるいは最終的な、そのいっぱいある避難所も閉鎖しないと

いけないですね、いつまでも、先ほど避難所に居てもらって避難物資で生活をしてもらう

と延々と自立しないから、この避難所はいつ閉めますよ、というのを決めて、あの、でき

るだけ自宅なり親戚なりに帰ってもらわなきゃいけないわけですね、そういう閉めるとか

アナウンスとかは全部市がやると市がやりますとかですね、だから、そこはなんか市はち
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ゃんと最も市民に接してきついところ、いいところは我々（自衛隊）がとったような形で、

きついとこはちゃんと市がやってもらったし、義捐金の配分であったり、そういうの結構、

いま今の活動は自衛隊がやるけど、そういう将来とかなんとかに、自立するような生活と

かなんとかに関しては、ちゃんと市がやっていたんですね、私はほんとに、きれいにすみ

分けしながらできたなと思います。そのかわり現場のことは全部うちが責任を持ってやら

していただきます、市には、煩わせません、全部、自衛隊が仕切ってやりますからと、む

しろそういうことに市側は勢力を投入してどんどん自立するというか、将来設計を描いて

ください、という形でやりました。 

（勤務を超えたところの思いは）例えば、市民の方でも、市役所に勤務されている方も

結構被災して、帰って寝るところが無いんですね、でも仕事しなければいけないから、先

ほど言った給食センターに寝泊りをするんですよ、まあ、一部の人たちですよね。そこに

は大量の避難物資とか、飯が、食事とかが集まってくるんで、朝、それを払い出して、次

の日来るやつをまた整理して、そこで次の日の朝の準備をしたら、そこに寝ると。無いと

ころで皆やっているんで、それは倒れるぞという話があって、自衛隊が持っている天幕を、

そばに我々の宿営地に建てて、こっそり市民から見えないように休んで下さいと。ここで

休まないとお宅らが倒れると我々も困ると、だからここでゆっくり休んで下さいとかです

ね、そういうのはやりましたけど、ほんとにお互い人間関係は一致出来ていたと思います。

一心同体だったと思います。 

私がメインで接触していたのは、総務部長と市長でした。それ以外の方とは会議とかな

んかではありましたけど、それ以外に私が直接、そういう人と調整をしたり、懇談すると

いうことはあまり無かったですね。例えば、現場であの水道局の人とかですね、あの水道

も壊滅していましたんで、その水道を復旧するとこに行って、その今後どうなるんだとか、

そういう現場で確認を直接、その現場の人と確認をしたり、通信の状況を今後どうなるん

だという話とか、知っておく必要があるような話は直接行って確認はしましたけど、そこ

で懇談するということはあんまりないですね。 

市長の奥様が亡くなったのを知ったのは、すぐでした。行った時は分りませんでしたけ

ど、すぐ誰かが、市長の奥様が所在不明だ、というのがあったんで、それから、市長に対

する言葉使いというかですね、非常にあれですよね、市長としては、そんなことは一言も

市長から聞きませんでしたよ。葬式に半日だけですかね、ご遺体が発見されて、識別され

て、その葬式かなんかに半日だけ、たぶん休まれたというように思いますけど、それも休

んだというのはあとで聞きましたからですね、それぐらい現場からは（離れず）、給食セ

ンターですけど、ずっと、そこに詰めておられました。夜はたぶん、兄弟ですかね、伯父

さんかどっかのところに帰ってらっしゃったと思うんですけど、そこに子供さん 2 人か 3

人かいて、その子たちをずっと預けていたと聞きましたけど、捜索願も息子さん、小学生

か中学生だったと思いますけど、息子さんかだれかが捜索願を出したとかいう話だったで

すね。市長は全然そんなことはやらなかった、というような話も聞きましたよ。しっかり
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されていました。市長は我々の前では、そういう（プライベートのこと。自身の不安や迷

い）ことは一切言いませんでしたね。一切でした。逆にいえば、ほら、まだ市の中に行方

が分からない人が何人もいらっしゃる訳で、その中で、人命救助から、応急復旧なんかに

移行するということは私の口からは絶対に言えないみたいな話ですよね。まあ、よくわか

りますよ。自分も被災されているわけだからですね、我々みたいに、こうやって行くって、

組織的には考えられないちゅうかですね、感じでしたね。 

いや、たいしたもんだと思います。素晴らしいと。市長は着任されたばっかしだったん

ですね、確か。1 月か 2 月に確か選挙があったんだと思いますよ、それで初当選されたん

で、市長としてもほぼ、経験値も無かった中であの災害にあわれたので、ほんとに大変だ

と。すべて市の、投入されていましたからですね、そういう面も見てもですね、我々自衛

隊が、ほんと「こりゃがんばろう」と、がんばらなきゃいけなんじゃないのという話はあ

りますよね、もっとほんと、こういうのは、直接聞いたわけでありませんが、漏れ伝えて

きますからね、そういうのを聞くと、もっとがんばらなきゃいけないと。 

市長や各級のリーダーが防災の担当にどういう指示をしていたのか、それは的確であっ

たのかということについては我々には分からないですね。そういうところに一緒に接する

ことがないから、ただ市は仮の、臨時市役所という、市の災害対策本部が給食センターの

事務室にあったんです。そこは、我々は、こっち側で車庫に居て事務室はこっちにあるん

で、ここ行ったり来たりしますからですね、そうすると市は市でちゃんと会議をしてやっ

ていますから、そこではちゃんと市長が指示をされていたんで、たぶんそういうふうな話

は、具体的な話はされていたと、いうように思います。ただこの中身は、一緒に居ないか

ら、何をどのように指示をしたかという場に接することは無いですね。ただそれは当初の

間で、先ほど言ったように、臨時の、仮のプレハブの市役所が建ったんですね、それ以降

は、途中から市がそういう会議も仕切ってもらうようにあえてしました。そこには逆に、

市が仕切る時には、うちの連絡幹部を派遣していましたんで、その者は市長がどういう指

示をされていたか分かると思うんですけど、私がその現場に行くことはなかったんですね、

だから後段、ほんとに市がちゃんとした、自分らで自立して、会議をやっている時に、市

長がどのように各級のリーダー、担当者に指示をされていたのかはちょっとよく分らない

ですね。ただ、うまいこといっていたので、ちゃんと頑張ってらっしゃったと思います。 

（対策本部にあって人間関係のパワーバランス、意思決定が属人的なところで左右され

ていたことは）ないです。もう、壊滅していますからね。皆がもう、ほんとに死ぬ気で、

ほんとうに一生懸命頑張っていたと思いますね、倒れるんじゃないかと、我々も思ってい

ましたからですね、我々も倒れるかもしんないけど、向こうも倒れんじゃないかと。極端

なことをいえばですね、ちょっとニーズにそんなには応えられないんじゃないかっていう

ふうに思ったりしますよね。大船渡はもう全然違うと思いますよ、市役所ですよ、ほぼそ

のまま機能が生きていたはずなんですね、そこは、たぶん見たくない人間関係があったの

かもしれない、人間のあれがあったのかもしんないですね。陸前高田市ではなかったです
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ね。 

（コミュニケーションは）毎日、絶対毎日会議やって、毎日その日の反省、次の日にや

ること、その人に、担当に言ってもらいましたからね、そこはもう、そういう面で見れば、

ほぼ、十分に意思疎通ができたかというとあれですけど、ほぼ不自由はしてなかったと思

いますよ、警察を除き。でもその人に言ったってしょうがないからですね、なんとかなん

ないのとは言いましたけど、ほんとに可哀そうだと思いましたけど、ただこれにですね、

途中から思ったのは、この会議に参加していない中でですね、社会福祉協議会の人が入れ

ばよかったなと、この人たちは今でもよくわからないのですが、ボランティアが途中から

大量に来るようになったですね、大量にボランティアが来るんですけど、地域割りをする

ときに、そのボランティアの人もグループの中に入ってもらえばですね、もっともれなく

もっと、あるいは機能でも、じゃあこれうちボランティアがやりますからって話をすれば

ですね、重複しないで出来るようなこともあったんじゃないかというふうに思うんです、

この人たちは、一切入らないんです、この人は、なんなんだろうと、いろいろといろんな

人に聞いてもですね、あんまり社会福祉協議会の人は自衛隊とはうまいこといかなかった

というかですね、別ものだったですね。最後まで別もんだったですね。どういう組織であ

るのかというのは、私もよく分らなかったですけど、この社会福祉協議会の人たちがもう

ちょっとですね、うちとうまいこといければ、さっき言ったように、あとになると大量の

ボランティアが来ましたからね、大量のボランティア来るようになるんですよ、それをあ

の人たちは捌いているんですけど、その捌く現場のあれに、ちょっとうちも、うまいこと

情報交換できないかなとずっと思っていたんですけど、残念ながらちょっと、現場の人と

は、「ふ～んて」感じで通じなかったですね。この人たちがボランティアを捌いていたん

ですよね。我々もっとできることあったと、極端なこといいますよ、例えばボランティア

の輸送支援であったりですね、寝るとこの、極端なこといえば今の枠の中でできないとい

こうこともあるかもしれないですけど、結構やれることがあって、あったというように思

うんですけど、なんかボランティアとは連携が図れなかったですね。その元締めである、

たぶんここが元締めだと思ってみていたんですけど社会福祉協議会の人たちとうまいこと

やれれば、もっともっとうまい活動なるんじゃないかなと思います。ちょっとこれは私の

勉強不足で、実態そうじゃないかもしれないですけど。 

社会福祉協議会のことですけど、うまいこと、たぶん今はひょっとしたらなっているか

もしれないですけどね。いろんな、例えば防災訓練をやるといろんな団体が、あの参加す

るようになってきているんで、今はもっとうまいことできるような枠組みになっているの

かと思うんですけど、当時は、もっとうまいこと協力できないかな、と私はずっと思って

いましたですね。（社会福祉協議会の方と話をするようなことは）受付の人しかいないで

すから、受付に女の子がいるわけですよ、「今日ボランティアに来た人受け付けます」と。

わ～ってやってんですよ、何人ぐらい来てんだって聞くと、いやこんぐらい来ています、

何すんのって聞くと、「はあ？」みたいな感じだったからですね、どこにどうやって、や
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っているのかまったく分からなかったかったですね、市の人に聞いても、市の人もあんま

り、うまいこと答えてくれなかったですよね、誰がこれ仕切っているんだろうみたいな感

じですね。よく分らなかったですね。（市の統制に入っているということは）私が感じて

いるときには無かったですね、まあ最後は別口でちゃんと統制されていたのかもしんない

ですけど、なんかもう全然やりたいことやるみたいな、行きたいとこに行ってやるみたい

な、行きたいとこに行って今日はここだ、今日はあそこだ、なんかそんな感じかな、みた

いなですね、それはそれでも役に立ったと思いますけど、もっと組織的にやれば、もっと、

だあ～っていったと私は思うんですけどね。 

県との調整は、自衛隊は連隊の上に師団があるじゃないですか、で、師団司令部は、あ

の、唯一だと思うんですけど、９師団司令部だけは県庁に指揮所を作ったんですね、もう

極端なことを言えば、下では私が市長と一緒に居たのと同じように、県知事と師団長がも

うずっと居ましたから、県の防災は自衛隊のＯＢ、防災監ですか、ＯＢが入ってらっしゃ

ったんで、県とあそこ調整をするのは、ほぼ師団だったですね、私が県の防災の担当者と

調整することはほぼ無いですから。私が師団側に上げて、師団が県と調整するし、市が困

ったことがあれば建前的には県に上げて、県と、末端で解決できないような話があれば相

互でもっと上の方でという話だと思うんですけど、こっちのルートは、うまいこといかな

いんですね、うちが師団に言って、師団から県に言ってもらうみたいな話もありましたね。

あるいはこれも属人的ですけど、自衛隊県ＯＢである県の防災監と私、一緒に勤務したこ

とがありまして、人間関係もあったし、電話番号も知っていたんですね、困った時は「こ

んななっています。なんとかしてもらわないとうまいこといかないと思いますよなんて」、

裏技を使ったりしてですね、直接、連絡をしたりもしましたね。そこで助けられた部分は

あったと思いますね。例えば、まあ、ある程度復旧が進んで、ほぼ避難所生活されている

人の生活支援ですか、をメインにする段階に、ある程度なっていくんですけど、あそこは、

風呂が無いわけですね、ずっと、風呂が無いんでずっと避難所に居るんですけど、そりゃ

あれだということで自衛隊が持っている浴場を立ち上げて、浴場で風呂入ってもらうおう

と思うんですけど、避難場所は全部市全域に 90 か所ぐらいに広がっているんで、ガソリ

ンスタンド全部無いし、全滅しているし、車も流されているしと、だから避難所からここ

に来る手段が無いですね、そりゃ大変だと、県にバスを調達してもらって、自衛隊が、各

避難所の巡回バスを作って、それで、4 日に一回から 3 日に一回は全員避難所の人が、一

回は風呂に入れるようにして、ですからバスがいるんですけど、バスが無いんですよ、当

然無いですから、「なんとかしてくださいよ」って、市が上げてもなかなか上がらないん

で、なんであれですけど、バス、県でチャーターして市に貸して下さいよって。すぐ来ま

したよ。びっくりしましたけど。（実施日 27.9.4。場所東京都内某所）』 

2-3  2 名の災害派遣要請を受けて現地対策本部に派遣された自衛官に対するインタビュー

から分かったこと 

東日本大震災では、発災直後から被災地の基礎自治体の職員は不眠不休の対応に追われ
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た。被災住民の安否確認、避難所運営、救援物資の配布、遺体安置所の運営といった被災

者対応を24 時間体制で行ったのである。 

本項では、市区町村の防災担当者の心にある「不安」と「迷い」の実在と、その背景に

あるものを知るために、災害派遣要請を受けて現地対策本部に派遣された 2 名の自衛官に

対して、それぞれ 7つの質問を行った。 

インタビューを通じて特に注目したのは、身近な者たちの死に向かい合った市区町村の

職員等の、心に伏せた悲しみである。 

現地対策本部に派遣された自衛官の１人は『市長の奥様が亡くなったのを知ったのは、

すぐでした。行った時は分りませんでしたけど、すぐ誰かが、市長の奥様が所在不明だ、

というのがあったんで、それから、市長に対する言葉使いというかですね、非常にあれで

すよね、市長としては、そんなことは一言も市長から聞きませんでしたよ。葬式に半日だ

けですかね、ご遺体が発見されて、識別されて、その葬式かなんかに半日だけ、たぶん休

まれたというように思いますけど、それも休んだというのはあとで聞きましたからですね、

それぐらい現場からは（離れず）、給食センターですけど、ずっと、そこに詰めておられ

ました。夜はたぶん、兄弟ですかね、伯父さんかどっかのところに帰ってらっしゃったと

思うんですけど、そこに子供さん 2 人か 3 人かいて、その子たちをずっと預けていたと聞

きましたけど、捜索願も息子さん、小学生か中学生だったと思いますけど、息子さんかだ

れかが捜索願を出したとかいう話だったですね。市長は全然そんなことはやらなかった、

というような話も聞きましたよ。しっかりされていました。市長は我々の前では、そうい

う（プライベートのこと。自身の不安や迷い）ことは一切言いませんでしたね。一切でし

た。逆にいえば、ほら、まだ市の中に行方が分からない人が何人もいらっしゃる訳で、そ

の中で、人命救助から、応急復旧なんかに移行するということは私の口からは絶対に言え

ないみたいな話ですよね。まあ、よくわかりますよ。自分も被災されているわけだからで

すね、我々みたいに、こうやって行くって、組織的には考えられないちゅうかですね、感

じでしたね。』と。 

また、もう１人の自衛官は『ご遺体の収容に際しては、市の職員の方や消防団の方たち

は、淡々とやっていらっしゃいました。心の中に閉じ込めたのか、不安や迷いの言葉を見

聞きしたことはありませんでした。いまでも忘れることはできませんが、我々は、まった

く関わりのない地で、任務というのと人道という、その、あれで、やっていましたけど、

消防団の方は皆を知っていらっしゃるんですよ。その方がどこそこの、誰だれさんである

か知ってらっしゃるんですよね。まとまって車で来られて、で、ガ～っとこう、行方不明

者の捜索に動いていました。たぶん一日で数百のご遺体が出たんですけど、でそれを淡々

と黙々とほんと何も言わずに収容されて、毛布掛けて、運ぶのは出来ませんのでそこに置

いて、で、最初のうちはですね、そのあと、自家用車ですとかに積み込んで運んでいらっ

しゃったですね。本当頭下がりました』と語ったのである。 

このようにして被災地の基礎自治体職員は、被災直後には災害救援の後方支援的役割を
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担い、復旧復興活動時には全体の牽引的役割を担いながら、被災によるストレスにも過重

労働による新たなストレスに対しても、十分な対策がとられないままに勤務に就いてたの

である。 

（３）消防団員 

3-1 大規模な自然災害の、被災の現場にあって活動した消防団員 

消防団は、消防組織法で規定され市町村の消防機関の 1 つに位置づけられている。消防

機関のうち、消防本部と消防署は、専任の消防署員で構成され一般に常備消防といわれて

いる。これに対して消防団は、それぞれが職業を持つ傍ら災害時等に消防団として活動す

るため身分は、地方公務員法の規定に基づき、非常勤の、特別職の地方公務員となる。報

酬は、団員が年額 36,500 円（平成 22 年度）、団長が年額 82,500 円（同）であり、出動

手当は１回あたり 7,000 円（同）である。88 

東日本大震災では、常備消防職員の人的被害は死者・行方不明者合わせて 27 名に対し、

消防団員の犠牲者は死者・行方不明者は合わせて 254 名89にも上った。そして 254 名のう

ち、61 人が水門や車両が通り抜ける陸閘の閉鎖に関わって犠牲になった。実際に現場に行

き水門を閉じたり、避難を呼びかけるのはこうした地元の生活者である消防団員、つまり

顔が見える、隣人たちである。なぜ、かくも多くの消防団員が犠牲にならなければならな

かったのか。大規模災害時、消防団員の行動はどうあるべきなのか。 

3-1-1 東日本大震災。被災地岩手県大船渡市 

分団数は 12。定員は 1,341 名、実員は 994 名、うち女性団員数は 1 名90である。平成 27

年 12 月 19 日に大船渡市消防本部で行ったインタビューにおいて同市消防団長（震災時副

団長）は『消防団員は、地元に根差した地元の組織です。ひとたびことが起こった時には、

「公」が「私」に優先します。そういう仕事です。私たち消防団員に求められるのは、義

勇愛郷の精神だと考えています。やるべきことをやるための勇気を持ち、自分たちの故郷

を守ることが私たちの使命だというように教えられてきました。私たちのように、港で生

きる者達は、それぞれ海に対しての恐怖を抱いています。震災後も同じ町で生きていくと

いうことは、その恐怖と共存していくことに他なりません。私たち消防団員はボランティ

アではありません。また、消火活動や救助に見返りを求めることもありません。あのよう

な未曾有の大震災にあっては、一人でも多くの市民を助けようと、団員の思いは一緒でし

た。ただし不幸にして、東日本大震災では 3 名の（大船渡の）団員が犠牲となりました。

課題として、団員には、まず自分の命を守って欲しいと思います。もちろんやらなければ

ならないことはやらなければならないと思っています。ただ団員にも家族があります。団

員が最後まで残って、皆が避難するのを確認していると、最後は団員が犠牲になってしま

います。どこかで線を引いてもらい、それをきちんと住民の皆さんに理解してもらうこと

                                                  
88 総務省消防庁 HP から引用 
89 平静 23 年東方九地方太平洋沖地震について 136 報消防庁 
90 公益財団法人日本消防協会ＨＰ平成 24 年 6 月 8日現在）から引用 
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が必要だと思っています。被災前、市の防災担当とのコミュニケーションですか、なかっ

たですね。市の防災の担当が現場の話を聞かせて欲しいと、我々と膝を交えることはあり

ませんね。今もそうですし、変わりません。残念ながら当てにできません。我々は我々で

動くということになります。』というように筆者に語った。 

【本人要望により匿名。（当時団本部副本部長）】 

『震災の当日は、私の場合は、仕事はやっていて歩いているんですけれども、仕事、一

つの仕事を終了して丁度すぐそこ（大船渡市消防本部）の信号のとこですね、すぐ近くの

信号のとこで、ま、左こっちに曲がれば 5 分も掛からない内にここに来られる訳です。そ

れでも、たまたま娘が、その時丁度、お通夜の準備がありまして、親戚のおばあちゃんが

亡くなりまして、それで、午前中お通夜の準備をして、午後ちょっと仕事を受けているも

んだから、それを終わらせてからということで、その帰り際に丁度そういうその震災にな

りまして。その時娘が、丁度一人で家に居たもんですから、こっち来れば、5 分、家に行

けば 10 分かそこらで、まず家をちょっと確認してからという事で、行ったんですけれど

も。その時は、まえの震度 6 弱の時は、何一つ壊れていないんですけど、その時の震度 6

弱は、茶箪笥からコップ 2、3 個落ちていたりということで、前回よりはかなり強いんだ

と感じましたので、とにかく、こういう役目柄、家は女だけなので、家に居るのが。役目

柄抜け出すと、どうしても女だけになるということで、常日頃そういう準備、災害に対す

る準備は徹底していました。とにかく、ここは壊れた物があるとこは、地震が治まるまで

は一切立ち入り禁止と。それから、水は此処にある、明かりは此処にある、それ全部そこ

に準備してある物を、食料はどうするということを徹底して、皆の安全を確認した上で、

それでも 10 分掛かんなかったです。で、こっちに（消防本部。指揮本部を開設）に向か

って、此処は常日頃集合場所、何があっても集合場所になっていましたので。3 時 15 分ぐ

らいですかね、着いたのが。あとは、もうずっと徹夜で、現場活動やって。 

市の（災害）対策本部というか、こっちは指揮本部ですね。市の（災害）対策本部は、

市役所になりますので、また別な物になります。市の（災害）対策本部の指揮を受けて、

こちらで指揮本部として、色々指示してと言える形の動きになりますので。その時は、私

が 2 番目くらいかな。部長が、消防ポンプ車の丁度納車日という事で、その説明を受けて

いたらしいんです、この河原の河川敷で。それで、ちょうど揺れがあって、これは津波が

来るという事ですぐその場で待機して、1 人こっちに来たそうです。フル装備で来ている

ので、早いなと。俺も早いと思ったけど、随分早いなと思ったら、そういう事でという事

で。あとは、順次時間でポツポツと。色んな地震がね、こう揺れが。1 回目の地震が治ま

った途端にストーンと、電気も消えて、信号も何も止まりましたからね。やっぱり、結構

みんな集合するのに時間が掛かる。まあ、1 時間ぐらいで、でも 5～6 人は集まって来まし

たからね。近場の人間が集まって。で、私と 1 人部長連れて、無線局にあるんですけど、

常日頃、やっぱりデジタル、アナログ無線はちょっとここらも繋がらないという事で、消

防団独自でデジタル無線準備していたんですよ。勿論、前々日にも津波注意報あって、そ
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れにも待機してやったり、訓練にみたいなことになっていたんですね。その 4 日前かの日

曜日には、もう防波堤の点検にも廻ってあったんです。そういう事していたんで、万が一

「ここは、あなたはここは閉めなくていいよ」と言う形で、そう言う様な事徹底してやっ

ていたんですけども、丁度その時に、準備していたとこに来たっていう感じだったので、

そんなに慌てはしなかったですね。ただ、個人の中ではね、津波が、地震で津波が来る、

というのもあって、ただ、現実を見るとやっぱり混乱はありましたね。これは、何なんだ

ろう、津波だっていうのは解っているんですけど。それを把握するっていうのは、自分の

頭の中で処理するっていうのは、半分冷静で、半分ちょっと戸惑っているっていうのは、

やっぱありましたね。これは何なんだろう、これが津波なんだろうなっていうのは、やっ

ぱり疑問なんで。自分で半分津波だって理解しているんだけども。津波自体を現実見たこ

とはないんで、目の当たりにしたのが、津波っていうもんなんだなっていう。 

30 分ぐらい、40 分、1 時間、4 時頃には大体。そのあたりにはもう、煙がポチポチ上が

っていたんで、屋上へ上がって何処かに火災とか何かで出動したんですね、ポンプ車が。

あとは、私と部長 2 人で、無線が繋がらないんで、簡単な 500ｍぐらいしか繋がらないト

ランシーバーしかないんで。そのトランシーバー持ってですね、屋上に伸ばして、繋がる

かどうか繋がる程度で、っていう事で、状況把握に行きまして。ある程度どこまで浸水し

ているよ、というのをちょっと調べて、副団長（現団長）に報告して、ちょっと地元の方

の火災があるという事で、私、山手分団なんで、ポンプ車出動してないんですね、待機さ

せてあるんで、うちのポンプ使いましよ、ということで、一緒に連れてって「ポンプ車 1

回出動してくれ」と。いうことで、乗せて高速から海の方へ向かって、その時に防波堤が

もう無くなっているのと、もう、真崎っていうその地域は、湖の状態になっているのとか

という、家がドンドン流されて行くのを全部見ましたけども。もうその時、それも全部把

握して、それから 6 時頃ですかね、こっち来て報告、状況報告したのがですね。その時に

は対策本部では、防波堤が無くなったっていうのは、分ってなかったですね。私が一切こ

こに、どういう状況ですかって、そこで、地図出して、「こことここ浸水している、ここ

とここ、もう防波堤無くなっていますよ」と言ったら、言った途端に、エッ、っていう様

な顔して、それでもう対策本部の方に「防波堤無くなっていますがっていう事で報告され

ているっていうことは、やっぱり向こうではでは把握しきれていなかったんだなっていう。

まあ、連絡手段もありませんからね、勿論ね。デジタル、丁度基地局がやられたみたいで、

2 日後ぐらいには復活したんですけども、アナログがまだ使える状態で、併用で使ったん

ですよ、アナログに切り替えるということで。アナログ併用で今度は、あとはもう、消防

団の伝令というのは、結局足ですね、ここに集まってくるのは、各 12 戸分団あるんです

けれども、12 人がそれぞれの分団から来ているので、その人に伝えて行ってもらう、って

言う形ですね。まあ、伝えられない、もう翌日 7 時からの捜索隊編成は、前日の夜 9 時ち

ょっと前にもう全員ここに来ている、出向している部長に伝えて集合掛けます。それで捜

索隊は編成ということです。（指揮（消防）本部に）自治体の方は入ってないです。対策
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本部は、団長、当時の副団長で今の団長と、あとは、2 人だけではあれなので、あとは、

部長 2 人付けまして、記録係と、2 人付けまして、その 2 人に 4 人ですね、あと本部長か

な、5 人ですね。行って対応策等を色々聞いてくる。あとは、こっちからどうする、こう

するっていうのを、毎日やり取りですね。ただ、一番ありがたかったのは、署長さんが団

長お願いします、という事で全部任せていただいたということ、その言葉があったお蔭で、

消防団中心に自衛隊、警察、消防署ここで全部集まって、協議して無駄なく動けたってい

う事は、大きかったと思います。 

対策本部では「不安」「迷い」の言葉は、聞こえてはこなかったです。いや、要はもう

現状の対応に必死だと思いますので、そういうどうしよう、こうしようというあれは無い

ですね。聞こえなかったと言うか、聞かなかったと言うか。とにかく、現状の対策に汲々

としてあれなんかもしれませんけれども、今どうするかっていうものなんじゃないでしょ

うかね。対応だと思うんですけどね、どうしようかって言うあれは無かったと思うんです

ね。ちょっと聞いてないですね。とにかく、津波何回か受けているし、年寄りの人も結構、

地域とか見られるので、翌日には廻って歩いたですね、今どういう現状かというので。地

域の公民館とかそういうのがやっぱ、浜の人達は皆良く知っているので助け合うんだ、こ

んな時こそ助け合うんだって良く分っていて、皆で持ち寄ってやっているっていうのが分

りましたけどね。私も赤崎のほうをぐるっと廻って、本当に全部一つポコッと残る、全部

周りが無くなってしまった所に行ったんですけど。行って「大変だな」って言ったら、

「いや、しょうがねえんだ」って言い返して。うん、もうあっさりしたもんでしたね。

「うん、これはしょうがねえんだと。もう呆然とかじゃ無くて、またやるしかねえんだ

よ。」って言って。「もう海だから、こういうのは来る事はあるんだからしょうがねえん

だ」って言っていましたね。「ただ、あとはここから地域の人達をどういう風に助けて、

あれしなきゃならないか。それを考えなきゃなんねえんだ」という事は、言っていました

よね。私も翌日丁度、「小野田セメントの所はまだ開通しないからここ行けないよ」って

言うことのグループがあってから廻って、ずっと廻りながら状況把握しながら、「どうだ、

どうだ」って言いながら。どっちかと言うと、次の一手と言うか、地域の人達は、救援隊

が来るんだからとにかく自分たちの道路は造らなきゃ、という事でしたね。そういう事で

一生懸命やってましたですね。だから、私たちの方は何が足りないんだ、何が必要なんだ

という事を聞き取ったり、その状況を把握の為に色々廻って歩いていたので、丁度そうい

う時に自衛隊さんも入って来ちゃったのかな。（市の防災は）的確では無いと思いますよ、

結構。的確というか初めてな事だろうから、やっぱり不備はあったと思いますね。やっぱ

り、機能的では無かったと思います。だから、支援物資の受け入れ体制とか、配布体制、

そういうのはきちっとしてなかった。勿論、人材も皆被災している訳ですから、それに対

応出来るだけの人数が確保できるかどうかというのも、我々もポツポツと集まって来る状

態なんで。勿論、市役所も全部そこにまとまっていただけちゃって、それぞれ集合して来

る中での対策だと思うので。それは無理なのかなっては思いますけどね、そういう、ええ。
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だから、我々も結局食糧を、自分たちで確保しなければならないっていう活動状況だった

ので。だから、何とかやっぱり消防団というのは、いろんな繋がり、個人個人が色んな職

業とかそういう繋がりがあるので助かっているんですけれども、そういう分団の人達が、

「いいよ、米いっぱいあるから」って発電機で精米機を回し、それでおにぎりを供給して

もらっていました。そういう形を取っていただきましたね。 

（地域との繋がり。死者行方不明者に知り合いがいる。全部心の中に押し込んで、淡々

と）ですね。それは、やっぱりみんな隠していたと思います。（一番辛かったのは）団員

が亡くなった事ですかね。徹底はして来たはずだったんです。みんな防波堤閉めたら、と

にかく高台に移動しろという。常々そういう指導はして来たんです。やっぱりそれは徹底

しきれなくて。高を括ってしまっていて、ここだったら大丈夫だろうと思って、亡くなっ

た人間とか、あとは入ったばっかりでそこは徹底されなくて、（消防団の）半纏を取りに

行って亡くなったとかね、そういうのはやっぱり辛いですね。やっぱり徹底の仕方だと思

います。うちの方はまあ、それでも 3 人亡くなったっていうのは悔しいんですけど。常日

頃、そういう、こういう風にするんだと。水門閉めたら、とにかくすぐ離れるんだと。高

台に避難誘導して、自分達も避難して、上から警戒監視しろという事を常に徹底してあっ

たんですけども。それがやっぱり、どうしても出来なかった。仕事中で離れていて、それ

から向かう途中とかいう者が亡くなったんで、やっぱり全部が全部それに対応出来なかっ

たっていうのは辛いですね。その辺の問題だと思うんですけども。ただ、それだけで済ん

だというのは、言葉として良いのかどうか分かんないですけども、大量の死者を出さなか

ったっていうのは、良かったのかなとは思いますけどね。（地域の繋がりが強いが故の人

間関係があり、意思決定に日頃からのそういう人間関係が強く影響していていたことは）

ない、です。そこは。よくわかりませんが、う～～～～ん。意思決定というか、こちらが

独立していますので、対策本部と直轄で、指揮本部にいますので。あとは、指揮本部と各

分団の対策指揮本部とやり取りしていますので、命令系統だけでやって、こうである、こ

うであるって言う形でやっていますので。周りからの要請、例えば、それはそれで吸い上

げるんです、一応。どういうことがして欲しいとかなどを吸い上げて、その上で選択して

どうするという事なので、力関係でどうのこうのという事は、それは言っていられないで

すね。そういう事していたんでは、とても話がまとまらないんで。それは、却下ですね。

その時点で却下ですね。我々はもう、県とかどうとかじゃなく、消防団にお任せしますと

言われた時点で、独自で全責任で自分たちでやっていますので、あとは、対策室に要望で

すね。こういう事でという。それでも対策室もやはり、出来る事、出来ない事あると思う

んですけども。災害対策本部と指揮本部との関係は、やっぱり現場と机上の違いはありま

すね。現場見えてないのと現場一番の先端の現場に行っているのは、いまいま本当に何と

かしたいっていう事が、連絡待ちで、30 分も 40 分も待たされるとどうしよう、という判

断に。色々来るから、色んな所から来るから、たとえ判断に遅れるのかどんなのかちょっ

と解んないんですけども、対応の遅さで現場が戸惑うという事はあったと思いますね。ち
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ょっと待ってくれとい言われても、こっちは本当にいまいま切羽詰まっているんだけども、

こっちも中間になって、指示を待てという形で待たせるというのは一番そういう事もあり

ました。かわいそうな事だなとは思ったんですけど。国は県で何が起きているのか見えな

くて、県は市で起きているのが見えなくて。現場で何が起きているのか見えていないです

ね。テレビの報道とか何かを見て、県の方から電話来ましたからね、三陸町のほうでＳＯ

Ｓってショップランドに書いてあるのをそこに行ったのを、もう消防団は確認済みなんで

すよ。確認して、子供が、いたずらをしてそういうようにしてやったのが放送の方で映っ

ているもんだから、そこ確認してくれって何回もそういう無駄な動きをさせられたという

か。結局、県からというか市も言わなけりゃ、市からこっちへ来る。でも、現場では、そ

こは大丈夫なんですよと。もう食糧も人もやっているからって言う形なんですね。「いや、

テレビでやっているからそこ行って」というように県から指示があったからって。そうい

う無駄な事がですね。（多かった）ええ。それは、やっぱり最前線で動いている人間にし

ては迷惑な話ですね。 

一方で、現場は、わりとうまくコミュニケーションがとれていたように思います。うち

のこの指揮本部には警察も消防署も、勿論自衛隊の方も一カ所にいましたんで、その対応

のやり取りというのはスムーズにいっているし、警察も 1 人の人は居てくれましたので、

それで警察とのやり取りもやって頂きましたので、かなり有効に働いたと思いますね。震

災の前と直後での関係者の相互のコミュニケーションの取り方は、結局のところ、どうな

んでしょうね。トップというかその時の人達はまた全部入れ替わって、その時はその時の

セットでいますけども、もう一応皆代替わりをしたり、現場変わってしまうので、やっぱ

り中々コミュニケーションというのは取りにくいんだろうなと思いますけども、中々そこ

までは、言いかねていると思うんですけども。（今は）どうでしょうねえ。ま、自衛隊の

方々でしたらばね、とにかくお世話になったので、あれですけども。消防署は勿論、我々

ね、常日頃伺っているので、あれなんですけども。警察方々はやっぱり何かないとよっぽ

どの繋がりという事は無いので、そういうのは無いですね。そんなに横の繋がりどうのこ

うのというのは無いですね。市（防災担当）は、無いですね。 

消防団員であるその立場で如何なるものにも優先して、守るものがあるとするんであれ

ば、やっぱり指揮命令系統は、しっかりしている事、それだと思うんですけどね。活動に

おいては、それがしっかりしてないと、どうにも行かないんじゃないのかなと。あと、

個々においては、常にここと連絡取れなかったら自分たちがどういう対応をするかってい

う事をしっかり解ってないと、やっぱり統制がとれないと思います。そういう教育でしょ

うかね。規律は、必要であるんでしょうけどね、中々規律と言っても個人個人の自由な人

達の集まりだから、ある程度は規律は取れたとしても、どうなのかなと思いますけども、

ただ、その命令系統はしっかり流れないと、末端での動きっていうのは、ほんとおかしく

なってしまうので、非常時の時はそういう指揮命令系統は、しっかり確立している事だと

思います。こっちから言われ、あっちから言われてこう言われてどうなんだっていうのは
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一番現場混乱させると思うんで。（情報の錯綜で震災当時現場の混乱は）どうなんでしょ

うね、情報というか、うち（消防団）では、とにかく、うち（消防団）の無線だったので。

情報は、逆に避難所に誰も避難していないから、そこにもう指揮本部自体が無線機と発電

機があるんで、そこでやっているんですよ、幹部が。だから、電話が繋がらないから、

119 番さえも繋がらない。だからその無線でやっていました。「赤ちゃんが間違って水だ

と思って、焼酎の入ったのをミルクに入れて飲ませてあげました。救急車お願いします。」

って。そういう色んな救急活動も全部この消防団の無線に入ってきますんで。だから、夜

交替しながら、避難所とか 119 番の無線の活用としても併用していましたんでね。そうい

うあれもあったので、そういう連絡網・連絡体系っていうのは、やっぱり大事だと思いま

すけどね。 

（ある市長は、如何なる物にも優先して諸々があるとするんであれば、それは市民・住

民の命であるというが）それはもっともだと思います。私の立場では、（副団長）一番大

事なのはさっきも言いました通り団員の命だなと思っているんです。何があっても。それ

はやっぱり団の長に立つ人間としてはそう考えると思うんです。そして個人と言えば家族、

あとは地域住民といった人命というのは一番大事だなって思うんですけども。あと、何が

って言うと、どうなんでしょうね、何のためっていうのは、最終的に地域とかそういう育

った環境、地元とか、全部繋がってくと思うんですよね。まあ、昔、戦争に向かって行っ

た若い人たちと同じ感情なのかなって思ったりはするんですけど、結局、自分の家族の為

とか地域の為って結局守りたい物があるから、そうやって自分の命を落としてまでも行く

のかなって思う。人それぞれ別だと思うんですけど、何の為の使命感なのかどうなのかっ

て。ただ、自分からすると、ずっと消防団としてやって来たので当たり前のような感じで、

何の為と言うよりも、自然と当たり前のように動くっていうのが。後先何を考えるじゃな

くて、勿論、地震があった時も常々「俺居なくなるからこうしろよ」っていう事を家族に

言ってあるので、やっぱそうしなければいけないから、そういう立場だから、って言う事

だけだと思うんですけどね。結局、地域を守んなきゃっていう、あれがあるんでしょうね。 

（国への期待は）どこまで国に頼って良いものだかですよね。結局指示とかそういう、

何だろう。結局国が出来るのは、保証しか無いですよね、最終的にはね。だから、まずは

マニュアルじゃないけども、結構、いろんな研修で。秋田とか行くんです。青森とかいろ

んなところに。震災後にも言われて。説明するんですけども、話は聞くんですけど、「じ

ゃここ海の側になっていますけど、どういう対策していますか」っていうこと聞くと、何

もやっていないんですね。結局「じゃ地震が来たら高台に車で上がってまず、自分たちを

先に避難させてから、それで対応して」「そんなことやっているうちに全部呑まれちゃい

ますよ」っていう形で伝えるんだから。そういうこと自体が丸っきり理解されてないとい

うか、自分のことになってないというか、そういう事ですね。最悪の事態、私の場合、特

別、若い頃から常に何かある時は最悪の事態の事を想定して物事は考えろって言われて来

た事があるので、常にそういう中で家族に対しても、元々前の市長も、宮城県沖地震は来
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るからとか常々言っていたもんだから、そういうことも色んな事もあったんで、常々そう

いうふうに考える癖があるんで、そういうふうな対応できるようにきちんと準備はしてあ

ったんですけど。そういう地域的というか 1 カ所でも、部署でも、自分の地域における最

悪の事を想定して動いているかどうかっていうそういうものをきちっと考えて、やって行

かないと。国はその地域、地域の事全部把握している訳じゃないので、その地域の人達が、

最悪の事を想定して準備する、想定外って言う言葉が無いように、準備するっていう事だ

と思いますけどね。（なぜここまで消防団員が犠牲にならなければならなかったのか）や

っぱ指示徹底、大船渡の場合、指示徹底しても、それでも 3 人亡くなったんですけども、

高田の場合、you tube なんか見ていると、もう防波堤の上で撮っている訳です、ビデオを。

こんなことしてだったら死ぬよって。我々からすると思うんですよ。こんな、いや、どこ

の舟流されたどうのこうのってビデオで映しながら、お祭り気分じゃないですけど、全然

そういう危機感というのを感じてないですもんね。そういう甘さだと思います。だから、

大船渡、自分たちがこうなったからって言えないですけども、ただ、我々はその前々日の

震災、またその 4 日前の日曜日に全部防波堤を点検、常にそういう事を想定して考えて、

宮城県沖が来たらどうするか？じゃ無線が繋がる、無線をどうにかして準備しようよとか。

そういう事いろんな事考えてやって来たので、だから、そんなに慌ててはいない。ま、確

かに個人としてはね、大変な事だと思ったんですけども。ええ、でもやっぱり心構える姿

勢は、常々そういう来るかもしれない、って言うのは必ず頭の中に置いてあったので、あ

る程度そういう心構えがないと、そういうあれになってしまうんじゃないですかね。全部

にそれを徹底するというのは難しいかもしれないんですけど、そういう心構えだと思いま

すけどね。 

（消防団は過大に期待されている）ですね。昨年の 1 月かな、何か法改正になって見て

いるとちょっと過大に依存しすぎじゃないかって思う所もありますね。あれは、全く別だ

ろうと思いますけどね。確かに消防団はやりますよ。やるんですけど、でも何だ、違うん

じゃないかなっては思いますけどね。これはちょっと喜んで受け入れるものではないなっ

て思います。確かに地位的にね、評価されるのはありがたいんですけども。だからと言っ

て、じゃこれもあれも何でもやって行けるでしょうみたいな形で預けられるというのは、

普通の仕事持っている人間がやっている事ですから、それだったら常備消防と変わらない

事になってしまうので、それはやっぱり常備消防の仕事だろうと思いますけどね。我々は、

別に訓練受けている訳じゃないし、そういう訓練受けている訳じゃない。何でもかんでも、

大丈夫だろうというのは、それは間違いだと思いますけどね。実施日 27.12.19。場所大船

渡消防本部庁舎）』 

3-1-2 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨。被災地茨城県常総市 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨。被災地茨城県常総市（分団数は 16。定員は 472 名、実

員は 444 名、うち女性団員数は 15 名91である。平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、地元

                                                  
91 公益財団法人日本消防協会ＨＰ平成 24 年 6 月 8日現在）から引用 
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消防本部（常総地方広域市町村圏事務組合消防本部、茨城西南地方広域市町村圏事務組合

消防本部）延べ 1,544 名が捜索救助活動を実施し、救助者数は 920 名92に上った） 

【本人要望により匿名。（常総市消防団団長・同副団長）】 

『（団長）9 月 10 日が、実際の決壊の日ですけども、その前の 9 日の晩に実際的には雨

の関係でどうしても水かさがあがっちゃったっていう要請がきて、そこの水汲みをしてい

たんです。そこを業者のほうに頼みまして、変わってもらって、それから消防団を引き揚

げてそのまま役所に来て、役所で待機ってことで、待機していました。そうして、テレビ

を見ている時に、（さらに）少し水かさが上がってくるっていうことで、副団長にも、じ

ゃあ（役所に）来てもらおうという訳で役所に来てもらって、ここで会議をして、これか

らどうしましょうということになりました。打ち合わせをしていたらもう石下のほうの若

宮戸地区が溢水した、もともとあそこは、溢水するという覚悟がありましたが、あまりに

も早めの溢水が早そうなので、ここで控えていてもしょうがないので、石下支団の寺田副

団長が支団室に戻って行動してもらうように分れて、結局情報のある（石下）支団室に拠

点を置くようにそました。で、その流れでずっと決壊までいっちゃったわけですね。（副

団長）私は、12 時ちょっと前ですが、出動要請を受けて、ちょうどこの場所（常総市市庁

舎打ち合わせスペース）ですね、ここへ来て、それでちょっとした説明を受けまして、結

局、今団長が話したとおりの行動で、石下に戻った訳です。 

まあ、その前に付け加えるのは、避難命令、命令じゃない、なんだっけ、一番上の、避

難指示が出ましたんで、それをとりあえず、こちらから地元の分団長、地区々の分団長、

その若宮、石下支団で言えば１分団なんですけど、そこの分団長に連絡をとりまして、そ

れで、とりあえず消防車で「避難して下さい。」という形で歩いてくれと、そう要請しま

した。それが 1 時 40 分ごろです。電話して、要請して、歩き始めたって位で、私は地元

に戻ったわけです。で、地元に戻って、とりあえずそういう現地の本部って無いものです

から、石下分所っていう常設の分所がひとつあるんですけど、そこへ、まあ明け方までで

すかね詰めていました。でそのうちに、いよいよ出てきた。溢水が始まったっていう話が

出てから、現地に出て、中に居ないで表を見回ったっていう、それで動きが始まったとい

うとこですね。 

一番その時あったのは、全然情報がないんですよ。それで、テレビも無かったんで。じ

ゃあ石下の分庁舎に、石下庁舎より行ってそこへ詰めようということになったんですけど、

そこはテレビとか全然無いんです。それで「このままじゃ仕方がないなって」なって、今

度は、昔の石下町内ですか、そこへ入っていったらもう、その前に、もう水が来て、とに

かく消防団員がポンプでもなんでもいいから、早く、避難するのに手伝えることがあった

らやってくれって要請をしていたんでそれで私らもそっちに行ったら、もう今まで、本当

に生まれて初めてなんですけど、もう街中に水が流れてきちゃったんで、それでこれじゃ

                                                  
92 消防庁災害対策本部「平成 27 年台風第 18 号による大雨等に係る被害状況等について

（第 33 報）」から引用 
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ここに居たら、もう、動けないなということで、また違う、その近くの詰め所に、一様、

本部員とか、ある程度の幹部がそこへ詰めたんですけど、そしたらその詰めたところの前

へ水が流れてきたんですよね。あ、これはもうここもだめだなったって、一時は決壊した、

その東側に詰所があるんですけど、その辺りは全然なんともなかったんで、じゃあこのへ

んで態勢を整えるかじゃないですけど、そういう感じでいたら、昼時ですよね、決壊した

と、という話で、それでとりあえず、決壊を、近くなんで、そこに跨線橋があるんでその

上で見ていたらかなりの勢いでこう水が来たんで、これバイパスまで行ったら全然身動き

が取れなくなるなっていうことで、その時は 29 年前か、今じゃ 30 年ですけど、小貝川決

壊93のその現場、切れた場所って今回はあんまり影響無かったんですけど、そっちへ逃げ

てそこでだいたい夜までですかね、居ましたね。ちょうど小貝へ向かう時に今度八間堀と

いう用水があふれてきて「あ～これ、とりあえずは、もうこれどこにも行きようもないな」

っていう状態で夕方までそこに居ましたよね。 

動ける者とか、逃げる者は逃げて、その避難で、幸い西地区は水害ってあんまりなくて、

ほとんど、ちょっと溢水ぐらいはちょっとあったんですけど、被害というのはないんで、

その西地区のひとは、今度、自衛隊のヘリで避難所に運ばれたひとを、お手伝いですか、

そういうふうな動きでやっていましたね。（災害対策本部に団長は）（団長）いや、最初

はね、それどこではないんで、結局、分団をどういうふうな配置でしなくちゃなんないか

ということで、石下の方が溢水が早かったもんですから、石下の方が結局出動したのは早

いんですよ、時間的に。だから水海道地区の場合は、もうそれからだから、まさかほら、

決壊するっていう想定がひとつもなかったもんですから、だから石下の溢水の対策からす

ると、時間的にまあどういう時間で来るかってことで今度それに対する結局、最初それに

やっていたんですけど、だけどあんまりにも鬼怒川の吹き方が激しかったんで、結局、ど

んどん噴いてくるんで、堤防が、今回いろいろ問題あったんだけど、高いとこ、整備した

所と整備しなかった所の差が極端にありすぎて、低い所がある、そういう所がある、そう

いう所には土嚢積み、少しずつやるって始まったらもう土嚢積めなくて、なにしろ範囲が

広いもんですから団員数っても、団員ばかりじゃね、とてもじゃねえがまかないきれなく

て、やっぱりだからもう、ほんとの危ない所だけは団員総出ですね。結局、落ち着いたら

違う所行ってまた土嚢積みやるなり、漏れてきた水を止めるなりなんかを、ずっとそれか

ら動き放しで、だからもう一日ずっとやりましたね。だから土嚢作るにも砂とかそういう

のが無いから、もう本当にパニック状態みたいな形で。なにしろ水を止めてもらいたいっ

                                                  
93 昭和61年8月に関東地方を直撃した台風10号によって、茨城県・栃木県を流れる利根川

支流の小貝川が決壊。越水は上流部の無堤部分からはじまり、旧下館市の約4分の1を冠水

させた。特に小貝川と勤行川、小貝川と大谷川とが合流する地域で大きな被害を受けた。

さらに下流部でも次々と洪水が発生し、8月5日午後には筑西市南部の赤浜地区（旧明野町）

の堤防が決壊。濁流は津波のような勢いで約5㎞北上し、谷原・大林地区などに押し寄せ、

大きな被害をもたらした。 
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ていうね周りの要請があるから、水を止めなくちゃなんないという。だから土嚢積むのに

やっぱり砂を確保したり、指示したり、そういうとこですね。まあ、現状は、結局、なん

とか決壊場所だけで、あとはまあ、水は漏れましたけどそんな大きな被害は出なかったか

ら、それはそれかなっていう感じですよね。 

（市の対策本部には）たまにね、やっぱりどうしてもちょっとこうこっちからも言いた

いことがあったんで中に入って、ただ要請は来たんですけど、要請来ても、ほら遅いんで

すよ。だからまあ、水に関してなんですけど、土嚢積みやって次の日あたりには土嚢とか

なんかはそれほどあれなんで、今度、救援物資とか、そういう問題が出てきて、それを結

局消防団にお願いしたいっていうことで。だけど結局今回は鬼怒川の東地区、石下も同じ

なんだけど東地区に分団が約半分、半分が被災しちゃった分団が多くてやっぱり床上（浸

水）なったりしたとこ多いんで、結局あんまり使えないんですよ、だから西の方の人らに

それを頑張ってもらって、救援物資なり、まあそれからある程度落ち着いてからというか、

水が引けてからの話だけど、消毒用の石灰なんかの配布を消防団がみんなもう代わってや

るような形でしたね。（対策本部での市長は）「不安」というよりも何が何だか分んなか

ったじゃないのかね、やっぱりね。結局、実際、さっきも話が出ましたけど 20 年前、30

年前の決壊の時、その時にはこの辺り（市役所周辺）には被害無かったです。本当に一部

分だけで。だから結局、ここまであんだけの水、やっぱり、小貝が切れても、水がここま

で来なかったんだっていう、たぶん安心というとおかしんだけど、それは住民も同じだと

思うんですけど、確かにあったんだと思うんですよね。だからやっぱり、対処するってい

っても、あとからマスコミにも、市もだいぶ叩かれたみたいだけど、結局、後手々のよう

な形に確かになっているような感じはするよね、やっぱり、多少でも経験してればね、そ

ういうあれはもっと早く出たんだろうけど、だからその決壊というのが今まで無かったこ

となんで、全然想定外だったもんですから、まあ我々も小貝川の決壊の時は、自分でも知

っていますけど、まず鬼怒川が切れるっていうような想定、今まで考えたこと無かったか

らね、で、自分もまして鬼怒川すぐ傍に住んでいるもんですから、だから、今までもね、

結構水は噴いて、堤防の上まで 2 メートル位のところまでは来た覚えはあるんですけど、

全然、この鬼怒川切れるような怖ろしさというのは感じたことなかったですよね。だけど、

今回こういうのをみると、やっぱりこれは今までと違う考えをしていかなきゃならないん

じゃないかっていうような思いをしましたよね。実際、方々で溢水や、漏水ですか、した

りなんかみていたらやっぱり、これはどこが切れてもおかしくないんじゃないかっていう

現実ですよね。本当にここでね、やるのには、実際的には現地、現場のあれ（状況）を見

ながら、どういう対処をしていこうっていうのを一番で考えていきましたからね、だから

もう、私も本部にあれ（詰める）するよりも、なにしろなんとかくい止めようという形で

動いていたもんですから、余裕をもってじゃなくて、現場をなんとかしなくちゃなんない

というような状態だったよね。市と消防団との連絡調整は、そうですね、状況の連絡なん

かは私（同市消防係長〇〇氏）が担当していましたけどあとはそのへんは地元の消防団に
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お任せして、まあ先程ありましたように土嚢を積んでもらったりとか、あとは漏水したこ

とをくい止める作業ですとかやってもらっていたんですけど、そういう情報はちょこちょ

こ電話ではいただいたりしていました。こちらから、こうやって下さいというのは、もう

こっちもバタバタしていまして。（団長）まあ結局、電話だけなんですよ、やっぱり。各

分団、分団長から「こういう物が足りない」とかなんとかの要請も来るわけなんですよ。

ほかにも「今度は、ここに水が漏れているとこがあるんで、そこをなんとかしてくれ」っ

ていわれても動ける団員がやっぱり少なくなっちゃうでしょ、だからあいているところの

団員をこっち持ってきたり、その現場へ動かしたり、出す分、それ全部電話でしか出来な

いんですよ。実際ね、行って、ここやれ、あれやれって。場所がほら一カ所、ニカ所なら

なんとかなるけれど、なにしろ場所が広範囲なんで、あっちもこっちも行っていたんじゃ

とてもじゃないが、もうそこ行きっきりになっちゃうとやっぱり指示出来なくなっちゃう

んで、ただ本当に電話だけのやり取りで、結局もう、あとはその地区の分団長さんとかに

任して、もし何かあったらば自分に電話を掛けろっていうことで、電話でやり取りをして

いて、そしたらもう実際こう、どこの分団でも同じかもしれんが最後はもう大変な思いを

しちゃって。 

（避難指示の発令に当たって市から相談を受けるというようなことは）無かったですね。

（副団長）さっき言ったように、前の晩、深夜か、「避難させて下さい」って話で、分団

長に言って、その流れですかね、ただやっぱり避難指示だと皆動かないんで、じゃあもう、

これは現場からの話で、逃げろっていうことが、「避難しろ」と命令形で94もいいから、

避難指示とか「ぐちゃぐちゃ」言わないで、皆逃げてくれないって言うから、そういう言

い方だとどんどん、とにかく避難させろっていうぐらいの話はしましたね。そういうやり

とりはありましたね。やっぱり、ここでは、避難指示が出たんで、それで消防団を置いて

くれっていう指示ですね。（会議などで、市と消防団の間で「避難指示」の発令のタイミ

ングなどのすり合わせを行うことは）無かったですね。ありませんでした（団長）これね、

水防に関して云々というのは無かったですね。会議というか、そういうのは、やって無か

ったですね。だからこういうことになったんでしょうけど。（もとよりあんまり想定して

                                                  
94 井上は平成 24 年、「放送研究と調査」誌面で、命令口調を使った津波避難の呼びかけ

について、『自治体にとっての命令調の表現は、法律上の権限の「命令」と関係して語ら

れる可能性がある。例えば「避難を命令する法的権限がなければ、命令調の表現は使えな

いのではないか」などといった議論である。しかし、緊急事態において「法律上の命令」

と「表現としての命令調」とは区別して考えなければならないだろう』と指摘し、加えて、

『大洗町も含め、東日本大震災の際に防災無線で命令調を使っていた自治体の事例を調べ

ると、どこも法律上の権限があって命令調を使っていたわけではない。緊急事態において、

命令調の表現は、災害に関する情報や知見を持つ情報の送り手が、それを持たない聞き手

に対し、事態の緊急性の高さゆえに少しでも聞き手の迷いを減らそうとして使う、表現上

の手段であったと言える。その表現を使ったことは、住民の命を救い、被害を最小限に抑

えるという、行政としての使命を遂行するために必要な行為であったと言えるだろう』と、

行政が、本来果たすべき機能にあって、向き合うべき課題を突き付けている。 
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いなかったということか）結局そうですね。だから、いつもマスコミに叩かれるのは、ハ

ザードマップ、あれが活きて無かったということでしょうね。だから、誰も、鬼怒川切れ

るっていうのは、持って出すと、誰もいないと思うんですよ。だから避難指示は確かに石

下地区が早かったよな、若宮地区の太陽光発電を造ったために、堤防、自然堤防を掘削し

ちゃって、それで土嚢で持たした所は、もう、これは、水位の上昇のやつが結局、（副団

長）直接こう来たというか、半端じゃないんだろうなって思ったんですけどね。確かに。

（団長）だから水位、どこだっけ、あそこ（副団長）川島という所で水位を測ってますん

で、そこの水位の上昇が激しい、でその流れで結局、常総までは、時間でどれ位というこ

とで、それで、避難（指示）はまあ、石下地区は早め早めに出たんだろうけどね。地元民

としては言いづらいけども、自分で一番なんだって思ったのは、あの時、最初は避難勧告

だっけ、それで勧告から何分経たなきゃ出せねえって言ってじゃない、あれおかしいよな。

役所おかしいなって。要は、急いで、もちろんそれでもう動いちゃったんですけど、そう

いう話があったということは、あるんです。 

結局、勧告から（避難）指示に至るのに何分置かなくちゃなんないというのはあるんで

すかね、確か。そういう言い方したんで、それはおかしくないかって、自分的には思った

んですね。まあそれはそれ、あの時はそうも言っていられなかったので、現場には指示し

ちゃったんで、それは構わないんですけど。（団長）時間でというのはおかしいよな。

（副団長）何分置かなきゃだめだなんて話。（団長）避難指示とか、避難勧告って言って

も、結局、一般市民は、避難指示や避難勧告、そんなの関係ねえから、全然、分んないか

ら、もう「逃げろ」ってしかないよね。一般の人に、避難勧告だよ、避難指示だよって言

って、じゃあそこどういう差があるのって分かる人いないでしょ、実際的には。だから

「逃げろ」とか命令、命令（口調）で言わないと、「逃げないと死ぬよ」位は言わないと。

（副団長）防災無線で。（団長）それはやらないと、だから実際、今回の場合は、皆甘く

見ていた、繰り返しますが甘く見ていたというのがあったんで、結局逃げ遅れちゃって、

もう二階で取り残されたっていうのがあった訳です。（副団長）素直に逃げていれば、あ

あにはならなかったかもしれませんね。（団長）だからほら、最初は水が来ないというよ

うな状況で聞いていたと思うんですよ、一般の人もね。だけど水がチョロチョロって来は

じめてから、ばっと増えるのが、あまりにも短時間で、皆逃げ上がるのも、もう間に合わ

ないって状態があって、（逃げ）遅れた人が今回はいたんでしょうね。 

また、これはあとの話になりますが、やっと防災無線、全地域ようやく活用するように

なったんだけど、言葉の避難指示とかなんかじゃなくて、一様緊急なものですからね、サ

イレン、昔みたいに半鐘鳴らすとか、そういうやつをやって、合わせて「逃げろ」とか言

ったほうが効くんじゃないかというような話もしています。実際に今回の場は（夜間では

なく）本当に昼間、日中だったので、まあその分、結局、強い言葉で避難させてもいいん

じゃなかったのかと。ただ夜間の場合は、あんまりそれを極端にやっちゃって、逆に二次

災害になって、早く「避難しろ、避難しろ、水が入って来る」って。（副団長）逆に、そ
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のことで事故があったりして、裁判なり行政の責任が問われることもあるんでしょうね。

（団長）聞いたことあるね。まあ、なんでもやっぱり今はもう、自己責任じゃなくて、な

んでも行政、ほかに罪をおっ被せますからね。まあ、そうなると、避難の指示を出す時に、

やっぱり躊躇するかもしんねえな。迷うな。そこまで、行政が問われるような状態になっ

た時には役所も考えるよね。 

（今回の災害で、消防団が活動する現場に防災の担当は）（副団長）直接は来てないよ

ね。（団長）行ってないでしょうね。建設業協同組合は動いてくれましたけどね。そのチ

ームが場所々でいろいろ動いてくれたよね。（市と消防団との間の連絡は）（副団長）そ

うですね、あの時、決壊したので、例えば私が石下地区からここへ来るって、もうだいた

いだめですから、来られませんから、身体が。遠回りしたって入るのに例えば橋が止まっ

ているからだめとか、そういうのがあるんで、やっぱり電話、あくまで、電話でのやりと

りしか無かったんです、あの時ね。で、たまたま電話も繋がらなかったよね。皆が結局電

話だったから。（無線は）使わなかったですね。（団長）使わなかった。（副団長）地震

の時に不都合があったんで、無線、皆当てにしていないんだよね。たまたま。（団長）MG

無線の中継基地が筑波山だったんです、でそこの中継局の、故障したんかね地震で、で無

線が全然利かなくて。だから今皆携帯は皆持っているんで携帯でしたほうがいいんじゃな

いかってやりとりしたら、あんまりにも混雑しちゃって電話が繋がらないんですよ。だか

らもう、私は役所には来ていましたから、ここで、情勢、情報を聞いてそれをこうやっぱ

り電話で。 

課長か、課長があれだから係長か輔佐か。（副団長）補佐だね。防災無線でいろいろや

ったのは。だからそれは、私は直接、それには関わりはしていなかったんですけど、結局

市の方の指示を受けてやったのは、防災課のほうでやっていたんでね。担当は、補佐にア

ナウンスするための資料とかなんかは作って渡してはいましたね。あんまり全部は見てい

ないのでよくは分らないですね。消防団と（関係者間のコミュニケーションは）各消防署

とはやっています。連携はとっています。水害の前とあと変わるようなことはなくて、水

害の前からコミュニケーションはとっていましたね。常設の消防は、ある程度の専門的な

動きをする、一方我々消防団は、あくまでも人海戦術のお手伝いみたいなもんですから。

その立場お互いに分っているから、やっぱり今回、これで云々、変わったということはお

そらく無いと思います。例えば、かんだなんだいって、初期的な人命救助じゃないけど、

それだって常設（の消防）だったからこそボートを持ってボートを出せる。消防団ってボ

ートなんて持ってないです、だからもう出だしで、もうその時点で専門とお手伝いみたい

な感じになるというのは最初から分っていますからね。震災を挟んで前後でコミュニケー

ションを取り方が変ったということは無いと思います。お互い、その、「わきまえてる」

というか、そんな感じでいますからね。（団長）役割をちゃんと。（副団長）そうですね。

その、専門職の上を消防団員がやれるとはいうことはないですからね。（団長）それだけ

の機材を結局消防団が持てるのかといったら、持てるはずもないですから、予算が無いで
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すから。それは無理ですから。（副団長）あっても使えないですから、人的に。訓練とか

できないから。（団長）まあ消防署の場合にはね、こういう水害ばかりではなくて、川で

水難事故が起きたとか年中そういってやって、結局消防職員の場合は、やっぱり免許を取

らないと今ボートの運転が出来ないからやっぱそういうところまでちゃんと訓練している

からあれだけどね、ただ一般の（消防）団員じゃそこまでやれったってなかなか出来るも

のではないからね。だからそういう持ち場、持ち場で専門職に任せるほか無いんだよね。 

（副団長）（役所は、例えそれが緊急の場合にあっても「避難勧告から指示に移行する

当たり、一定の時間をあけなければならない」というような、不合理とも思えるような手

続きを踏まなければならないという話のほかに）やっぱり今回感じたのは、対策本部を置

けないというね、結局、前回の小貝川で、水に関して言えばね、今回なんていうのはだい

たい残念だけど、水海道来るんですよね。まあ、流れがこうですからね。鬼怒川の流れも

小貝川の流れも、そうすると、まあ今回分かるように、結局 2 つの市が一緒になった場合、

2 つの自治、まあ市と市が一緒になった場合、こういう感じなんですよね。それで、ここ

に水が流れるんですから。やっぱりそこを踏まえて 2 個所は、石下、水海道の 2 個所ぐら

いは、そういう時に対応できる施設が欲しいなと、思いましたよね。それは変な話し、そ

の時、石下に移動してれば、肝心のここが水でやられたなんてことは無かったと思うんで

すよ。まあ、石下もやられましたたけどね。でもやっぱりたまたまね、溢水と決壊の違い

で、溢水の方が少なかったという考え方もありますけど、で、それだったら今度西側にそ

ういう拠点、とにかくどっちでも展開できる拠点、今回のことで分ったと思うんで、そう

いう拠点をせめて造って欲しいなと思いますね。結局あの今まで話した通りにこう対策本

部といっても結局人の行き来ができないじゃないですか、やっぱり。そしたら、電話でち

ょっとした連絡といったって私らこうほとんど団長からもらったんですけど、だからそれ

で動くんですけど、やっぱりその内容的にもね、ある程度、命令でもこういうところどう

なのかな云々のような細かい所がちょっと見返して動きたいじゃないですか、伝えたいじ

ゃないですか、そういうのは離れると、電話一本だととれないという感じのとこもあるん

ですね。だからどうしても、やっぱりそういう拠点というものは、せっかくこのように

（2 つの市が一緒に）なったんだからそのへんも考えて欲しいなっていうのが、今回現場

に行って一番感じたところですね。（団長）本当に、今の話の続きになりますが、結局今

回の対策本分じゃないですけど、やっぱり東と西、2 個あれば、どっちになっても結局、

どっちかには対策本部が出来るということになれば、やっぱりそういう面で 2 個所ぐらい

はあってもいいんじゃないかと。（副団長）また、自衛隊、警察、消防、この命令系統が

一体化していたかというと、出来てない、それぞれの組織でこうなっていたという話を聞

くんですよ、そのへんだってきちんとした本部があって、きちんと対処していれば、ひと

つになると思うんですよ。命令系統がひとつになってそこで動いた方がよかったんじゃな

いのかなと考えましたね。ただ話なんで、実際は分んないですけど。（団長）ただね、対

策本部の隣に、もう 1 部屋あって、3 階なんですけど、そこの 3 階には、警察、消防とあ
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と自衛隊か。3 者の合同で、いちようそこで会議はやっていたんですよ、対策本部が、時

間でこう何時、何時とやるからその時には、やっぱり幹部の人が来て、自衛隊が、自衛隊

のやることを発表、警察が、警察のやることを発表、あそこでやっていたんですよね。だ

から、まあ程度の話はしているんだけど、やっぱり自分らの、警察にしても自衛隊にして

も、自分の手前のやつでいろいろやらなくちゃならない。縦割りというのか、それぞれに

ね。（副団長）やっぱり結局、あの時（東日本大震災時）ここに（旧）庁舎があって、本

部がここにあったわけですよね。あの時もそうでしたね。あの教訓が活かされているのか

なという感じですよね。私ら現場から見れば。まあ、命令じゃなくて、まあ、お願いでも

いいですから「こうして下さい」と、きちんとね、一本でね、出来れば一番いいんでしょ

うけどね。 

（団長）我々消防団員がいかなるものにも優先して守るべきものがあるとするなら、そ

れは住民の安全ですね。まずは自分の命を守りながらですね。たまたま今回は、自分ら

（消防団員）は（人的な）被災することは無かったんですけど、でもやっぱり、いつどこ

が切れる（決壊）のか分らないという状況にあっては、いつ巻き込まれてもおかしくない

わけです。水はね。で、将来に、もしまた今回のようなことが起きれば、場合によっては、

危険を冒してでも水があふれるのを防ぐために土嚢積みでもなんでもしなくちゃなんない

ですけども、結局住民のためにね、やるわけですよ。だから今回、決壊したりして、すご

い甚大な被害を被ったわけですから、なんぼこの、被害を最小限にくい止めるためにも、

水を止めるという消防団としての役目があるわけですから、どうしてもそういうとこに行

っちゃいますよね。危険になった場合には退避するほかにないんですけど、ぎりぎりまで

は、ある程度までは我慢して、やるような形になっちゃいますよね。（副団長）ただやっ

ぱり、消防団って 400 人、500 人近くいまして、いくつかの分団に分れている訳ですよ。

で、皆自分が今住んでいる周りの仲間というか、そこが例えば 1 分団なら 1 分団、2 分団

なら 2 分団って、他所じゃなくて自分の住んでいる地区なんですよね。だからやっぱり、

やることといえば、自分の家もそうだし、隣近所を守る、そういう感じの、地区のために

やれることをやるというのが結局一番の考え方かなと自分では思っています。だから余所

の家は関係ないという意味じゃなくて、まず一番先に考えているというのは、やっぱり地

元の、自分の居る所の周り、これをまずお互いに皆で固めればその住んでいる人は少しで

も助け合いができるのではないかと思っています。（団長）実際、地元にいれば、あそこ

の家は、こういう人が居るとか分かるけど、同じ消防団でも、違う方から行って、そこに

行っても、どこにその人がどういう人がいるか分んないし、だからやっぱりそれは、地元

優先という形になりますよね。地元の人なら、「あそこに、おばちゃん居たっけな、じい

さん居たっけな」っていうのが分かるし、やっぱりそこだからこそ分かることであって、

じゃあ同じ消防団員だから分るだろって言われても、違う地区だったら分らないですよね。

見ろと言われても、まるで素人が行っているのと同じだからね。 

（副団長）今ってあの、ほら女性消防団とか結構いるでしょうよ。で、大体男って現場
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に行っちゃうんで、例えばああいう時にお年寄りの所を見て歩こうみたいな時に、普段の

活動の時に、あれ名簿出さないんだよな、独居老人。一人暮らしの、個人のプライバシー。

絶対おかしいよな、そんなの。肝心な時に、誰が助けてあげるの、知ってなかったら助け

てあげられない。だからそういうのも、そういう行政というのもおかしいですよね、個人

情報だからってそういう活動をさせない、させないって話ですからね、だから本当に、そ

ういう災害があった時に、じゃあそういう動けない人、何人も居る訳だから。 

「あっ、あそこにもあのおばあさんが居たね、あのおじいいさん居たね」って、気が付

いてやれないよね。おかしいよね、個人情報云々って。（団長）昔と違って、昔は隣近所

とお茶飲みとか年中、プライバシーもないも、へったくれもない、家も開けっ放しだ、と

いうのもあったけど今はそういう現状じゃなくて、個人情報保護法とか、プライバシーど

うのこうのと言って全然情報を流さないような状態でしょ、あれは逆に、個人の情報は漏

れるかもしれないけど、実際的に、こうやって思うとやっぱりちょっとね。公に出さなく

てもいいから、ある程度の組織には、今回の水難事故の時にも 14 名だっけ、行方不明。

最終的には出たんですけど、当初、名前もなんも、確かに個人情報のあれがあるもんで出

さなかったんだけど、住所とか細かく出すことはないけれど、名前、カタカナでもなんで

もいい、漢字じゃなくて、カタカナでも出せば、誰か、「あっ、あそこに居たっけな」と

か、やっぱり知っている人は情報を出せるんですよね。だから、それをあんまりにもなん

でもかんでも個人情報保護法で縛っちゃうというのも、こういう災害とかなんかなった時

には考えもんじゃないかなというあれはありますね。いろんな面々で、法律どんどんなっ

てきたけど、逆に言えば、本当に、（個人情報を）大っぴらに出す必要はないんだけど、

なにかこういうあった時に、ちょっとしたこと、分かれば、なおさらもっと早い段階で、

対応出来るようになると思うんですよね。人命とかなんかを考えるんであればね。（実施

日 28.1.28。場所茨城県常総市市庁舎打ち合わせスペース）』 

3-2 大規模な自然災害の、被災の現場にあって活動の経験のない消防団員 

千葉県印西市（分団数は 10。定員は 419 名、実員は 383 名、うち女性団員数は 1595であ

る。） 

【印西市消防団団長ほか副団長 2 名。本人要望により匿名】（副団長Ａ）、（副団長Ｂ）

と表記する。 

『（東日本大震災では多くの消防団員が犠牲となったが）（団長）もちろんあってはな

らないことですが、その一方で、責務として、どうしても前線に向かって行っちゃいます

ので、危ない所に行っちゃいますので、地元住民を逃がさなければならない立場である以

上、消防団員に犠牲者が出ることは避けられないだろうなと。当時は、そう思いました。

テレビで様子を見ながらですが、数とかは、想像できませんでしたけど、犠牲者は出てい

るだろうなと。 

現地の方でも、たぶんいつもなら、消防団員としての責務としてやれることはやれるは

                                                  
95 公益財団法人日本消防協会ＨＰ（平成 24 年 6 月 8日現在）から引用 
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ずだと思って行っていたと思うんですよ。間に合うと思って向かったと思います。ところ

がそれを超えた高さで来たと。「なんじゃこりゃ」と。これは普通じゃねえぞと。ひょっ

としたらいってしまうかもしれないという、その思いで多分、消防団の責務を全うしたの

ではないかと。そのぐらい想像の、今までの、一時流行りましたね「想定を超えた」とか、

想定ではなくて、想像です、想像を絶していますから、それはその時私はそう感じました

ね。残念だなとか言う前に多分、自分達はやれるだろうと思って多分、普段の消防団の行

動をとったはずだと思うけども、それが無念にも、もはや、行きながらだめだろうなと思

って、消防団員としての責任を果たそうとしたんだろうなと、私はそう考えています。 

それはいつか自分も、なりたくはないですが、なり得ることもあるだろうなと。私も行

きましょうと言った時に、認識が甘すぎて、これはもう、とりあえず逃げろと。自分も含

めて、逃げろという認識を非常に強くしたのが、あの震災（東日本大震災）でしたね。実

のところ、それ以前は、まあまあ何とかなるだろうという自信、そんなところでしたので、

三陸の、チリ沖地震とか、知識としては知っていましたけども、目の前に、あのように本

当のものを見せられた時に、その残念さ加減というよりも、やはり傍観者みたいになって

いましたよね、あまりにも大きすぎて。 

（副団長Ａ）あの日、仕事に行っていて、もう会社の上司も、あの地震だから、「お前

消防やってんだから、すぐに帰れ」と。当然出動はかかるだろうから帰れと。それで先に

帰してはくれたんですけど、帰ってくるまで利根川脇を通ってくるわけですけど、まさか

亀裂が入っているとは知らなかったですね。そうだったんです。そこを走って帰って来ま

した。無我夢中でした。車中、ラジオでは聴いていましたが、家に着いてテレビを見たら、

もうあの津波でしょ。これは大変だと思いましたね。 

私は現場に出た人間よりも、指示する側、ようするに私たちと同じように指揮する側の

人が、どんな思いだったのかなって。未だにもう、可哀そうで。だから経験とか、それだ

けの、さっき団長が言ったように、想定を超えた大きさであって、津波だって、大津波警

報が出たといっても、今までの経験の、皆さんの持っている津波警報の高さだと思ってい

るのでしょうね、だからあそこまで思ってなくても、何気なしに、じゃあ閉めればと言っ

た手前があって、行く方も、じゃあ、いつものとおりでねという感じで行ったのがあのよ

うなことになっちゃったので。だから、周りから、「そんな悔やんでも、もうお前が悪い

わけじゃない」って言われても、やっぱり心の中では、残ると思います。だからそこがや

っぱり、私らもこう今、やっている現状で、地震や津波ではなくても、火災現場に行って、

一歩先に行くと危ないかもしれないとこ、どこで線を引けるかってところが、誰しも出来

ないところだと思いますね。 

（副団長Ｂ）200 名を超える消防団員が亡くなっていますけど、命の危険というのはあ

まり認識していなかったんじゃなかったと。皆を逃がした後に、自分たちは最後に逃げれ

ばいいという認識でやっていたと思います、殉職された消防団員はお気の毒ですけども。

（副団長Ａ）まあ、行った人は、別段、俺は、これは行って死ぬとは思っていないと思い
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ますよ。当然普通の仕事、仕事というか、普通の消防の活動の中で行っただけであって、

だからもう、行って亡くなった人も「なんだよ、誰々が言ったから、行ったんだよ」とい

うように、そうは、思っていないと思いますね。 

（消防団にあって、期待されていることと出来ることのギャップを実感として感じるこ

とは）（団長）無いですね、私個人としては。消防団というもの自体が、昔からそうです

けど、ある種、農村部に近い所からのところですと、消防団頑張っているなという声かけ

もあるし、経験者もいるんで、そのへんの認識は割と近いんですけど、そうでない、こう

いう新しいニュータウンのような所は、消防団という 3 文字も知らないですし、消防（署）

という 2 文字は分かるにしても、消防団というのは何なんだよ、というのが意外に多いの

で、消防団自体を説明しないといけないわけです。それが現実なので。私自身は、期待さ

れていると思ったことは今までありません。地域の住民の皆さんからの「消防団、お前た

ちに期待しているよ」というような空気は感じたことは無いです。周りから見ると「あぁ、

あの人たち消防の人たちでしょ」と。消防団だとは分らないけども、消防の一連の関係者

であることは分かる。期待感を持って私ども見られているとはあんまり思ってはいないで

す。そういうことなんでしょうね、期待されていることと出来ることのギャップを実感と

して感じないというのは。 

（副団長Ｂ）うん、今はそんな感じですよね。あの、働き手の、消防団というのは、部

落の働き手だったというのはもう 40 年も 50 年も前の話しになっちゃう。当時は、例えば

枯草が危ないなという時には消防団が燃やしたりなんかしたんですけど、今は、燃やせな

い、野焼きも出来ないですし、誰の土地の、誰の土地かも分んないところを勝手に燃やせ

ないし、ましてや知らない家の敷地に勝手に入って行くことも出来ないですし。そうです

ね、期待されているという認識はあまり持ってないですね。ただマンパワーという部分に

関しては、市の方でも期待はされているんじゃないかと思いますけど。（川上氏）そうい

った場面にまだ立ち会ってないですね、正直言いますと。消防団は、もぐっていますので、

もともとが。そっから出てくんで、「え、地元の人なの貴方たち」はみたいな、そういう

のもあって、やることは活動としては一緒に消防団の、消防署を含めて、消防と自衛隊と

は活動を分担しながらやるんですけども、今は自衛隊のほうがどっちかというと活動の場

面が非常に一般住民に目に触れることが多くて、理解されていると思うんですね。ですの

で、今回も、明日（インタビュー実施日 28.3.10）がそうですけど、私ども消防団は、さ

っき言ったように、誰々を助けに行こうとかいうよりも、当たり前のことをしに行っただ

けで。その地区、その地区で。それが、普通ならここで（水門を）閉めとけばなんとかな

るだろうという津波しか想像出来なかった、歴史上も。全部が全部パーフェクトに防いだ

訳ではないでしょうけども、だけど、もう本当に、その 3 倍、4 倍位の勢いで来ましたか

ら、だから本当にもう、たぶん亡くなられた消防団の方々は「だめだこれは」って位な、

もう言う言葉はそれしか無かったんじゃないかなって、今から逃げようたって、「これは

無理だぞ、これは」っていう、本当に悔しい思いで、たぶん命を落としたんじゃないかと
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思います。なので、こういうことを経験したことによって、もう、水門なんか閉めに行か

なくていい、早く高い所へ皆逃げさせろと。これが第一だと思うんです。今までの私の理

解としては、この 5 年間の。とりあえず皆を早く逃がさせろと。それをもう一遍、海の方

に行って、あそこの水門を閉めろとか言うのは、津波が来るまでの時間は、もちろん震源

の場所によって多少の時間の差はあると思うんですけど、今ならまだ行っても間に合うよ

ということ自体が一番危ないと思うんで、地震があれだけ「どどどん」って来た場合には、

これはすぐ来るからまずは逃げさせろということが今、逆に一般化してきていると思うん

です。余計に認識が強くなってきていると思うんです。（副団長Ａ）団員として、まずは

入ったからには、ようするに、先輩などが地元に居るから、地元の付き合いで入ったとい

うのが本音だと思います。まずは地元の部落の付き合いがあって、入っておくと、行く末、

まあ終わってからの部落の人との付き合いも広くなるし、顔も広くなるからという。じゃ

あ期待されるというのも、期待されるのは本当の火事場の時とか、残骸の片付けの時の、

表じゃない裏方としてちょっとあれしてくれる位で、結局、今団長が言ったように地震が

あって、自衛隊が行った、消防が行ってレスキューって、まあ捜索しているって、結局そ

の時は自衛隊や、消防は映るけど、私たち消防団員が、まず映ることはないじゃないです

か、だから結局、消防団員ってなんだいって言っても、まあ部落のための後見人じゃない

けど、縁の下の、かたづけ役の手伝い係りだよと、あとは部落の皆して横のつながりをま

とめる位のもんだよと。そういう感じなんですね。だから何が期待される、何がギャップ

なのと言われると、そこらへんはそんなには、ただ皆そんなことを気にしないで入ってい

ると思います。消防団というのは。 

（副団長Ｂ）ただね、いざとなるとやっぱり突っ込んで行くのでしょうね。東日本の時

ですね、病院ね、離島みたいになった、病院に助けに行った消防団員がいたじゃないです

か。山の上のね。そこの分団だけが残っていた。それで、冷たい水の中をずっと、病院め

がけて歩いていた。それだって危ないですもんね、凍死するぎりぎりのとこですよ。マイ

ナス 4℃位だったですかね。（川上氏）やっちゃうかもしんないですね、俺らも、もしか

すると。（副団長Ａ）やっぱり消防（団）というのは、なんとなく血が沸いてくるじゃな

いけど、（団長）そうそう。（副団長Ａ）なっちゃうんだよね。だから結局、大船渡でも、

うちの団長が言うように、何かあったら行っちゃうんだろうなというのも分ります。ああ

いう時は、個人個人、個々の判断で、動いているんだろうなと。俺は消防団員なんだって

いう気負いというか、自負。（団長）だから逆に団長は、それをどうやって止めるかとい

う。皆がその気持ちになっていますから。助けようと思っている時に、そこ、じゃあ 3 人

行けじゃなくて、いや、とりあえず行くのは止めとけと。どうやって団員に怪我をさせな

い、病院に送ることはしないように、それでいて住民の力になるかっていう。これは答え

がないから、非常に難しいところだと思います。（副団長Ｂ）また情報の共有化とコミュ

ニケーションに関していうと、危険を知らせるということが一番大事だと。消防団員に関

していうと、皆が皆、大規模な災害を経験しているわけではなくて、それはうちもそうな
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んですけど、逃がしてから逃げれば大丈夫だという意識なんだと。経験してから初めて分

かることがあるじゃないですか。普通の火災もそうですし、また場合によっては、堤防が

切れそうな所に行って作業するようになることもあると思うんですけど、危ないという気

持ちはたぶん持たないで作業をするんだろうなと思いますね。（団長）常総は、考えて逆

の方向に逃がしたんですよね、市の防災担当は。本当は、川に向かって反対側に逃がそう

と思ったんだけど、川側へね。そっちの側が安全だと思ったんだね、実際。それが逆にな

っちゃった。（副団長Ｂ）情報が誤って伝わったんでしょうかね。 

（団長）それと、市長から、不安なりの言葉を聞いたことがあるかということについて

は、あまり市長は不安がどうのこうのというところを出さないというか、知っていないと

いうか。なんで私はあんまり聞いたことがないですね。（副団長Ｂ）去年の台風の時、26

号ですね、10 月の。印西市でも田圃の水が上がりまして、逃げ道がなくて田圃に囲まれて

いるようなこういう地区なので、普段別に、田圃に水が張っても、あぜ道で逃げられるだ

ろうというようなおばあちゃん達が、逃げられないということで消防署がボートを出して、

また市役所の方からも簡易ボートを出したりして救助に行った訳です。その時に、あれは

大島でしたね、町長が全国町長会かなんかに行っている時に帰って来なかったって叩かれ

た時のことの、実はその大島の映像を見ながら、「ここも半端じゃねえぞ」と言ったら市

長が私たちに向かって「どうだ、大丈夫か」と。「大丈夫です。なんとか連係しますから」

というように答えたのですが、それに対して市長は「後はよろしく頼むよ」ということで。

市長、ちょっと腹を決めとかないとまずいよというところまでの事態には至ってはいませ

んでしたけど、後はよろしく頼むよという、その位でしたね。（「後はよろしく頼むよ」

の「頼む」は、何をしていいか分からないという意味）が含まれていたと感じましたね。 

（防災の担当者の不安や迷いの言葉は）（団長）あまり聞いた記憶がないですね。懇意

になって、例えば酒の場などの、個人的な付き合いの中では、団長、こういうところが分

んないですけどということはありますが、職務として、公務として接している時には、こ

れは分りませんということはなかなか、言いませんね。行事的なものの流れのことに関し

たことでしたら、それは、ままありますけど、災害的なものに関しての、自分及び自分が

判断したことによって市民や私ども消防団も含めてでしょうけど、自分たちの判断や指示

によって、もし怪我人が出てしまったらどうしようといようなことでしたら、聞いたこと

はありませんね。ただ、不安そうな顔はしています。担当だからといって、必ずしも専門

知識を持っているということではありませんからね。担当だからといって必ずしも専門家

であるとは言えないじゃないですか。本当は担当イコール専門家なんでしょうけどね。勉

強もして、研修、講習などにも参加して経験を重ねていくんでしょうけど、なかなかすぐ

に専門知識が身に付くという訳ではありませんしね。そうしてようやく分ってきた頃に異

動の時期になって、税務課に行ってしまったり、福祉課に行ってしまったりする訳じゃな

いですよ。まあ、役所ですからね、そこは数年で異動せざるを得ないでしょうね。 

（副団長Ａ）それでも印西市の場合は市と常設（消防署）、常設と（消防）団とのコミ



272 

 

ュニケーションはよくとれていると思います。現場レベルは、特にそうですね。ただ、実

のところ、市と常設や団など関係機関が集まるような場で、例えば、避難勧告のタイミン

グなりの事例（図上）研究を共同でするようなことはしたことがありません。（副団長Ａ）

無いですね。（団長）一番大事なことだと思いますけど。ですので、具体的に消防団の訓

練、水防訓練も演習もそうですけど、あとは、具体的にそうなった時に、じゃあ何人の態

勢で、誰をどう運ぶとか、その肉体の運び方の訓練はするんですけど、肉体の訓練をする

前の情報収集をする市役所との間のディスカッションするその場は無いですね。（副団長

Ｂ）一方通行だよね。 

（団長）あと、そうですね、先般の常総では、まさか今回ここが決壊するとは思っても

いなかったという認識でしたよね、確か。ただ、やはりあのような状況の中にあって、そ

の場に立てば、今回もまた、前回やられた辺りを警戒することは不思議ではないし、やは

りそうですよ、後ではなんとで言えるにしてもね。（副団長Ａ）例えば 1 時間に 200 ㍉の

雨があった場合には必然的に、そろそろ勧告になるなっていうようになるのかということ。

今は予想もつかないような雨がざっと降るような場合もあるし、そのへんの、事前の、い

ろんな想定を置いた共同の研究のようなことは、やっぱりやらないといけないと思います

ね。（団長）その訓練をしましょうかというと、肉体の訓練の方が主で、その訓練さえも

やっと時間を作って、やっている訳です。余裕がないですね。その事前の、いろんな想定

を置いた共同の研究、情報の伝達訓練みたいなものまで時間を取りましょうということは

市の事務局も含めて、かつまた市の事務局が考えていつだったら出られますかというよう

な、その場面を見つけることがなかなか出来ていないんじゃないかと思います。 

その地区その地区のいざとなった時の連絡を具体的にこうやろうとか、それを訓練でや

ることは今のところないですね。例えば一泊して、一回体育館に、その地区の人間を集め

て、泊めるという。町内会でやっていたりするところはぽろぽろとあるんですけれども、

この東日本のことが起きてから。一度、夜に体育館に一回でもいいから泊ってみようと地

区は、消防団もと言われたことがあるんですけど、そういう時に消防団は外へ出て何をす

るんだというような。実際その時にというような訓練はやっておくと違うというのと一緒

で、それは必要かなとは思うんですけど、具体的にそれをやるとなると、じゃあどこの体

育館を借りるんだとか、どこまでどういう訓練をしようかとか。この前も水槽車を置いて、

その水槽の水をどうやって分けるんだとか、大事だと思うんですけど、その災害事態訓練

は、情報も含めてやっていないです。訓練のための訓練はしているんですけどね。 

（副団長Ｂ）例えばそこの木下地区の堤防が決壊した、そうしたら小林駅まで、水は何

分で到達するとか、東地区は、腰の高さまで浸水してしまうとか。そういった実際に起き

るかもしれない場面を想定しての訓練をする必要があるんでしょうね。（団長）それって

合併前にやったよね、確か。関係機関が集まって。１回だけ。（副団長Ａ）日医大で。あ

の時に、あそこに、その当時、合併前の団長、副団長や、医者や自衛隊、諸々の関係機関

が集まって、じゃあ印旛沼のここの橋が崩落した、どこが崩落した、さあ孤立した、さら



273 

 

には、火災が発生したなどの場合には、どのように対処するって、なんかそういうことを

やったような記憶がある。阪神淡路の大震災のあとでしたね、１回だけ。それは日医大が

拠点の病院になったということと、理事長と首長同士が、いざそういった時に、ここが中

心になるだろうということで。日医大が声をかけて、防災に関係する者たちが集まってや

りました。それは、阪神淡路の大震災のようなここでも起き得るということでしたね。12、

13 年前ですね。そうそう思い出してきた。 

（常総の消防団では「水害時、防災の実質の事務の担当者（補佐以下）との間の連絡調

整は電話で行い、それもなかなか通じなかったことから、我々消防団は独自で動いていた」

というが、印西市では、いざそうなった時のコミュニケーションの取り方に関しての研究、

検討に関しては）今のところ、無いですね。（副団長Ｂ）防災会議は、何のためにやって

いるんですかね。（団長）あれは予防のための会議ではないからね。（副団長Ｂ）あれは

なんとなく事務的じゃないですか。話が。（団長）まあな、マニュアルを作るための会議

だから。まあそれも、何も今のとこ、大きな自然災害がないから、それで誰も問題意識を

持たないんだろうね。印西市は。死傷者の出るような災害って無いですからね。（副団長

Ｂ）そうですね。死傷者の出るような災害って記憶に無いですね。消防団に入って 30 年

になりますが、記憶に無いです。（副団長Ａ）それでも（市の防災担当部署には）やはり

専門職がいた方がいいです。（プロパーの職員でも）いいです。異動なしにしてもらえば

ね、そうすればデータの蓄積も出来ますし、いざという時の連携もうまくいくのではない

かと思います。結局、ころころ代わりますので、そうなると、やはり前任のままに踏襲す

ることしか出来ない。そうじゃなくて今、災害も多様化していますので、それに合ったこ

とを考えていかなければならないですから、守るんじゃなくて、攻めるというような姿勢

も必要ですので、そのためにも専門職がいた方がいいと。（団長）印西市民を、災害が起

きた時にどれだけ守れるかというとやはり専門職が必要になると考えています。防災に関

する認識を強く、かつまた、攻めていくような、政策を普段からやっていくことで変わっ

てくるかとは思いますね。 

市との関係で再度申し上げますと、コミュニケーションに問題は無いと考えてはいます。

言いたいことも言い合える関係にありますが、ただそれも見方を変えると、普段のうちの

あれというか、そのへんのところに慣れてしまって、緊張感に欠けているというかですね。

例えば、問題点はと問われてもすぐには思い付かないとか、不満がないとか、毎日のこな

し方が事務局任せというか、言葉で言えば、慣れ合いになってしまっているというか、そ

れだから不満がない、ということかもしれません。（副団長Ａ）事務局に任していれば安

心だと思っているんで、だから何もかも全部やってくれるんだろうっていう。（消防）団

としては、市の事務局の方が上位に立っているという意識があるんでしょうね。（団長）

行事や訓練に関しても市の事務局がやはり先に動いてくれて、予定どおりに進めようと、

いうような感じは事実ありますね。（副団長Ａ）やっぱりまだ（大規模な自然災害の、被

災の現場の活動の）経験をしていないということが非常に大きいんじゃないかと思います
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ね。（副団長Ｂ）例えばこれが、「決壊しそうだから消防団は出動します」というような

経験が無いですから。（団長）それがいざとなった時に怖いですよね。未経験ということ

で。逆にね。（実施日 28.3.10。場所印西市市庁舎）』  

3-3  7 名の消防団員に対するインタビューから分かったこと 

うまくコミュニケーションが取れないことで、相談も出来ず思い悩むことがある。コミ

ュニケーションは大切であり、まずこのことに異を唱える人はいないように思う。事実、

職場で感じるストレスの原因は、うまくコミュニケーションがとれないことによるものが

多い。  

防災基本計画に基づき市区町村は「自主防災組織の育成、強化を図り、消防団とこれら

の組織との連携を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図る」ことが責務とされて

いる。 

本項では、市区町村の防災担当者の心にある「不安」と「迷い」の実在と、その背景に

あるものを知るために、7名の消防団員に対して、それぞれ 7つの質問を行った。 

インタビューを通じて特に注目したのは、消防団と市の防災の担当とのコミュニケーシ

ョンと消防団が市の防災の担当に求めることの 2つである。 

消防団と市の防災の担当とのコミュニケーションの実際について大船渡市の消防団長は

筆者のインタビューに『被災前、市の防災担当とのコミュニケーションですか、なかった

ですね。市の防災の担当が現場の話を聞かせて欲しいと、我々と膝を交えることはありま

せんね。今もそうですし、変わりません。残念ながら当てにできません。我々は我々で動

くということになります』と答えた。 

同じ質問に対し副団長もまた『一方で、現場は、わりとうまくコミュニケーションがと

れていたように思います。うちのこの指揮本部には警察も消防署も、勿論自衛隊の方も一

カ所にいましたんで、その対応のやり取りというのはスムーズにいっているし、警察も 1

人の人は居てくれましたので、それで警察とのやり取りもやって頂きましたので、かなり

有効に働いたと思いますね。震災の前と直後での関係者の相互のコミュニケーションの取

り方は、結局のところ、どうなんでしょうね。トップというかその時の人達はまた全部入

れ替わって、その時はその時のセットでいますけども、もう一応皆代替わりをしたり、現

場変わってしまうので、やっぱり中々コミュニケーションというのは取りにくいんだろう

なと思いますけども、中々そこまでは、言いかねていると思うんですけども。（今は）ど

うでしょうねえ。ま、自衛隊の方々でしたらばね、とにかくお世話になったので、あれで

すけども。消防署は勿論、我々ね、常日頃伺っているので、あれなんですけども。警察

方々はやっぱり何かないとよっぽどの繋がりという事は無いので、そういうのは無いです

ね。そんなに横の繋がりどうのこうのというのは無いですね。市（防災担当）は、無いで

すね』と、やはり市の防災の担当者とのコミュニケーションがうまく取られていないこと

を指摘した。 

 日を変えて行ったインタビューで、同じ質問に常総市の消防団長と副団長は『（今回の
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災害で、消防団が活動する現場に防災の担当は）（副団長）直接は来てないよね。（団長）

行ってないでしょうね。消防団と（関係者間のコミュニケーションは）各消防署とはやっ

ています。連携はとっています。』と答えたのであるが、やはりここでも市の防災との間

にあってうまくコミュニケーションが取られていないことが分かったのである。 

また、印西市ではどうか。団長と副団長は、コミュニケーションに問題は無いといいな

がらも、『市との関係で再度申し上げますと、コミュニケーションに問題は無いと考えて

はいます。言いたいことも言い合える関係にありますが、ただそれも見方を変えると、普

段のうちのあれというか、そのへんのところに慣れてしまって、緊張感に欠けているとい

うかですね。例えば、問題点はと問われてもすぐには思い付かないとか、不満がないとか、

毎日のこなし方が事務局任せというか、言葉で言えば、慣れ合いになってしまっていると

いうか、それだから不満がない、ということかもしれません。（副団長Ａ）事務局に任し

ていれば安心だと思っているんで、だから何もかも全部やってくれるんだろうっていう。

（消防）団としては、市の事務局の方が上位に立っているという意識があるんでしょうね。

（団長）行事や訓練に関しても市の事務局がやはり先に動いてくれて、予定どおりに進め

ようと、いうような感じは事実ありますね。（副団長Ａ）やっぱりまだ（大規模な自然災

害の、被災の現場の活動の）経験をしていないということが非常に大きいんじゃないかと

思いますね。（副団長Ｂ）例えばこれが、「決壊しそうだから消防団は出動します」とい

うような経験が無いですから。（団長）それがいざとなった時に怖いですよね。未経験と

いうことで。逆にね。』というように問題点を指摘したのである。 

次に消防団が市の防災の担当に求めることについて印西市の団長と副団長は『担当だか

らといって、必ずしも専門知識を持っているということではありませんからね。担当だか

らといって必ずしも専門家であるとは言えないじゃないですか。本当は担当イコール専門

家なんでしょうけどね。勉強もして、研修、講習などにも参加して経験を重ねていくんで

しょうけど、なかなかすぐに専門知識が身に付くという訳ではありませんしね。そうして

ようやく分ってきた頃に異動の時期になって、税務課に行ってしまったり、福祉課に行っ

てしまったりする訳じゃないですよ。まあ、役所ですからね、そこは数年で異動せざるを

得ないでしょうね。（副団長Ａ）それでも（市の防災担当部署には）やはり専門職がいた

方がいいです。（プロパーの職員でも）いいです。異動なしにしてもらえばね、そうすれ

ばデータの蓄積も出来ますし、いざという時の連携もうまくいくのではないかと思います。

結局、ころころ代わりますので、そうなると、やはり前任のままに踏襲することしか出来

ない。そうじゃなくて今、災害も多様化していますので、それに合ったことを考えていか

なければならないですから、守るんじゃなくて、攻めるというような姿勢も必要ですので、

そのためにも専門職がいた方がいいと。（団長）印西市民を、災害が起きた時にどれだけ

守れるかというとやはり専門職が必要になると考えています。防災に関する認識を強く、

かつまた、攻めていくような、政策を普段からやっていくことで変わってくるかとは思い

ますね』と市の防災の担当の専門性について指摘した。 
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３ インタビューと並行して実施した市区町村の長に対してのアンケート調査 

（１）調査の目的と方法 

アンケートは、組織の中にあって「不安」と「迷い」に向き合い苦慮する市区町村防災

担当者の心の深い所にある実在や状況認識の内実を探ることを目的に、市区町村防災担当

者の上司である市区町村の長が、部下である市区町村防災担当者の心にある「不安」と

「迷い」の実在と、その背景にあるものにどのように関心を寄せているかなどを知るため

に、インタビューとは別の市区町村の長を対象として行った。アンケート用紙96は、平成

28 年 11 月に配布（12 部）し、平成 28 年 12 月に回収（6部（6人）50％）した。 

（２）調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

質問は、「部下である防災担当者の「不安」や「迷い」の実在を承知しているか。」と

「経験を踏まえて、防災に関する、国、県との連携について、どのような問題があると考

えているか。」の 2つ。 

質問は「部下である防災担当者の「不安」や「迷い」の実在を承知しているか」 

� 警報発令等から待機し、状況把握し、連絡等を常にしていくことには、かなり神経 

 を使っていると考えている。避難勧告等を発令する際には、慎重になることはしょう

がないと考えている。待機等が長くなると表情に疲れ等が出ている。（熊本県合志

市） 

� 多くの市町村防災担当者及び担当課では、災害対策基本法など関係諸法の規定に基 

 づき事務を遂行しています。本町においても、災害対策基本法に基づき、また、熊本

県地域防災計画と整合性を保持した、「益城町地域防災計画」を策定しています。し

たがいまして、災害担当者及び担当課は、町地域防災計画に基づき、災害対応に従事

しており、ご質問の「不安」や「迷っている」に直結するかは疑問が残ります。 

しかしながら、大雨や台風襲来時における避難勧告等の発令に関し、具体的な発令

基準は存在しますが、今後の予想も加味することになっており、ご指摘の「迷い」は

生じていると思います。また、今回のように大きな災害が発した場合、担当者、担当

課に限らず不安や迷いが生じることは必然だと思います。適宜・適切に判断できるよ

うな環境整備も必要です。このことについては、災害対策本部長、即ち市町村長が

「最終決定権者」となっており、災害担当者及び災害担当課への負担を軽減するよう

に努めています。市町村長は、常日頃から、自らが最終決定権者であることを念頭に

置き、事務を遂行しなければならないと考えています。（熊本県益城町） 

� 防災及び減災に対する各地域において温度差がある。自主防災組織率の向上及び活 

 動の活性化が必要である。防災訓練等における地区との連携及び警察、消防署、企業

等との連携要領の違いによる訓練の実施要領をどうするか。最低限必要な各種計画及

びマニュアルの作成及び徹底。避難勧告・指示等の状況に応じた発令時期と範囲の指

定（熊本県大津町） 

� 被害が想定される気象条件下で、避難勧告・指示等の判断とタイミングにおいて不 

                                                  
96 参考文献の次に添付した。参考資料ー２ 
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 安や迷いがある。又、台風接近時には、甚大な被害にならないかと不安を抱えてい

る。（熊本県山都町） 

� 災害発生時に、避難勧告等の判断基準の定量化がなされていないことと、発令後、 

 防災部局の職員だけでは対応が難しいことが、熊本地震で経験し、今後の災害発生時

に全職員が一丸となって協力を得られるか不安である。今後は、全職員参加型の訓練

などを重ね、市役所職員の更なる防災意識の高揚を図っていきたいと思う。（熊本県

玉名市） 

� 避難所開設当初は、市民が避難所に殺到され、要請･要望に対して全てのニーズに対 

 応する事が出来なかった事、また、災害対応業務に携わる職員は、自らも被災者であ

る場合も考えられる中、昼夜関係なく長期の対応を強いられるため、各家族への心配

や不安を抱えた中での業務遂行であったと推察しております。（熊本県八代市） 

質問は「経験を踏まえて、防災に関する、国、県との連携について、どのような問題が

あると考えているか」 

� 大きな災害時は、県も国も被害の大きなところを優先することは仕方がないと思う 

が、その中で、広い範囲で対応されるので、被害があってもなかなか対応していただ

けないところも多くなる。また、災害時も自衛隊派遣等に書類が必要になるので対応

できないところもある。書類無しで対応して頂けることも必要だと考えている。（熊

本県合志市） 

�  今回の熊本地震において、国土交通省や総務省などの政府関係機関や、関西広域連

合を中心とした各都道府県、また、全国の市町村から速やかに物資の支援や人的支援

を受けています。この支援がなかったら、災害対応も不可能だったと考えており、通

常業務の再開もできませんでした。 

ご質問の連携に関する問題点としては、発災直後において、人員配置のミスマッチ

が存在したことは承知しております。例をあげるとすれば、「被害家屋認定調査のプ

ロ」が「災害ガレキ置き場の交通整理」をされていたと聞いています。このような事

案を解消するために、応援職員の簡単な「履歴票」を事前送付していただければと考

えます。ただし、発災直後の混乱期を考慮すると円滑な運用が可能か疑問です。災害

対策本部内は、非常に狭いスペースにおいて業務を遂行していたため、前述の応援・

支援機関に加えて、各県警応援隊・緊急消防援助隊・自衛隊応援隊との連携・連絡は

密に取れていました。特に、警察、消防、自衛隊については、発災直後速やかに応援

派遣されたことに感謝しております。また、自衛隊については中隊長に相談し、任務

外である輸送業務の依頼、給食支援や入浴支援の延長もお願いし、快く承諾を得まし

た。大変助かっております。したがいまして、今回の地震による大きな問題点は認識

しておりません。（熊本県益城町） 

� 災害時の業務に対応する市町村職員数の不足及び災害対応へのノウハウの不足等被 

災市町村のみでの対応には限界がある。市町村の保有する災害時の糧食・物資の備蓄

量及び種類では災害対応に限界がある。（熊本県大津町） 

� 今回の地震については、国・県との連携サポートがあり、被害対応を乗り切ること 



278 

 

 ができた。（熊本県山都町） 

� 国（内閣府・防衛省・農林水産省）からはの、物資及び人的資源の迅速な対応に感 

 謝申し上げます。しかし、県からは、県自体も被災していることもあり、なかなか支

援や人的支援が難しい状況であった。また、県からは様々な被害状況報告や調査を求

められ、災害対応に非常に支障をきたしたため、今後は重要な情報は、県が独自に連

絡員を派遣し収集していただければと思う。（熊本県玉名市） 

� 熊本地震では、被災直後は国・県からのプッシュ型支援にて、また、一定期間経過 

 後は、私ども自治体の希望にあわせて多くの物資を送っていただきました。人的支援

も自衛隊をはじめ、ＤＭＡＴ等多くの人的派遣をいただき、感謝申し上げます。物資

の仕分けのほか、搬送、現地家屋の被害調査及び罹災証明の発行に伴う人員等につい

て、中長期的に人手が不足した事から、今後は、家屋調査に関する専門職員の派遣

等、人材の派遣について、国・県と連携していく必要があると考えます。（熊本県八

代市） 

（３）整理 

アンケートの回収を得た 6名の市区町村の長は、全員が、今回の熊本地震被災地にあっ

て、現場自治体の長として指揮を執った者たちである。今回のアンケートから、表現に違

いはあっても、6名の市区町村の長のいずれともに、部下である防災担当者の「不安」や

「迷い」の実在であり、その背景を理解し、思いを寄せていることがアンケートから分か

った。 

また、国、県との連携について、どのような問題があると考えているかについては、

『国・県との連携サポートがあり、被害対応を乗り切ることができた』とする意見がある

一方で、『県からは様々な被害状況報告や調査を求められ、災害対応に非常に支障をきた

したため、今後は重要な情報は、県が独自に連絡員を派遣し収集していただければ』とい

うものや、『中長期的に人手が不足した事から、今後は、家屋調査に関する専門職員の派

遣等、人材の派遣について、国・県と連携していく必要があると考えます』というもの、

さらには『災害時の業務に対応する市町村職員数の不足及び災害対応へのノウハウの不足

等被災市町村のみでの対応には限界がある』などというように、マンパワーや、災害対応

へのノウハウの不足など、被災市町村のみでの対応の限界に関することに注目しているこ

とがアンケートから分かった。 

４ インタビューと並行して実施した市区町村防災担当者に対してのアンケート調査 

（１）調査の目的と方法 

アンケートは、組織の中にあって「不安」と「迷い」に向き合い苦慮する市区町村防災

担当者の心の深い所にある実在や状況認識の内実を探るため、上記 10 名の市区町村の防

災担当者とは別に行った。アンケート用紙97は、平成 28 年 6 月に配布（70 部）し、平成

28 年 7 月に回収（26 部（人）37％）した。 

                                                  
97 参考文献の次に添付した。参考資料１ 



279 

 

（２）調査結果の集計（回収順に入力。原文のママ） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、信じるべき相手は誰か」 

� 上司と部下（熊本県合志市） 

� 防災担当職員（岩手県大槌町） 

� 課内職員（課長以下全職員）及び県、気象台の情報担当（鹿児島県鹿屋市） 

� 課の職員、消防局、県危機管理課、気象台、国の関係省庁等（広島県呉市） 

� 同じ課の同僚及び上司（熊本県菊池郡大津町） 

� 業務上、また組織として、当然、上司や所属長となります。なお、本市当課では、 

 全員が連携、協力、共有して災害対応等全般的に対応していると考えています。（神

奈川県横須賀市） 

� 経験を積んだ上司・同僚（静岡県湖西市） 

� 上司や同僚など、防災担当課職員（神奈川県厚木市） 

� 係の上司（熊本県上天草市） 

� 最終的に決心するのは「上司」である。（岩手県山田町） 

� 部下、上司（宮城県気仙沼市） 

� 防災担当職員（同僚）（静岡県南伊豆町） 

� 課の同僚及び上司（熊本県八代市） 

� 自分。部下（東京都大島町） 

� 直近の上司である課長（熊本県山都町） 

� 上司（熊本県玉名市） 

� 災害対応経験を有する部下及び上司。他防災部門の職員（宮城県仙台市「消防 

職」） 

� 少なくとも同じ課の職員（上司、部下等）は信じるべき。（宮城県仙台市「事務 

職」） 

� 総務課長（直近の上司が異動したばかりのため）（熊本県阿蘇市） 

� 直近の上司（青森県八戸市） 

� これまでの防災担当を経験した職員。当課へ配属となっている消防職員（青森県む 

 つ市） 

� 直近の上司（和歌山県那智勝浦町） 

� 直近の上司（熊本県菊陽町） 

� 防災担当者に信じるべき相手など存在しない。自然災害を相手にしており、誰も完 

 全な回答を持ち得ない（熊本県益城町） 

� 直近に災害を担当した職員（福島県葛尾村） 

� 同じ課の上司（長野県長野市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、信頼できる相手は誰か。信頼出

来ると判断した理由は何か」 

� 同じ課の上司と同じ班の班員。同じ方向で仕事をしているので各班員の判断には的 

 確なものがあり、あわてない対応ができる。（熊本県合志市） 
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� 課内の同僚。情報を常に収集し、総合的な判断が可能（岩手県大槌町） 

� 課内の同僚。常に皆でやろうという雰囲気を作ってくれる。（鹿児島県鹿屋市） 

� 課の職員、消防局、県危機管理課、気象台、国の関係省庁等。日頃から信頼足り得 

 る関係を築けているため。（広島県呉市） 

� 同じ課の同僚及び上司。迅速・適切な対応及び判断の的確性（熊本県菊池郡大津 

町） 

� 信じるべき相手に同じです。上司や所属長です。（神奈川県横須賀市） 

� ケースバイケースであるが、経験を積んだ上司がいる場合は彼ら。理由は即断即決 

 が出来るから。（静岡県湖西市） 

� 上司や同僚など、防災担当課職員。防災担当職員それぞれの担当部門の知識や経験 

 等を基に防災担当課で総合的に判断するため。（神奈川県厚木市） 

� 係の上司。常に落ち着いていて、的確な指示を出していただけるため。（熊本県上 

 天草市） 

� 防災担当の同僚。防災担当者としての立場で、検討、対策等を実施することから。 

（岩手県山田町） 

� 部下、上司。ともに責任を持って当たれること。また、信頼（宮城県気仙沼市） 

� 防災係の同僚（上司）。理由は、日常業務の判断も正確であり、冷静であるため。 

（静岡県南伊豆町） 

� 課の同僚及び上司。理由は信頼に値する業務内容である。（熊本県八代市） 

� 部下。危機感を持ち、冷静な対応（東京都大島町） 

� 直近の上司である課長。自分より経験が豊富であり、色々な対処法を知っている 

 から。（熊本県山都町） 

� 上司。法律に詳しく経験と決断力があるため。（熊本県玉名市） 

� 災害対応経験を有する部下及び上司。他防災部門の職員。経験を有しているから 

（宮城県仙台市「消防職」） 

� 普段から防災・減災業務に従事している職員は信頼できる。（宮城県仙台市「事務 

職」） 

� 上司。これまで様々な経験をしているため。（熊本県阿蘇市） 

� 直近の上司（青森県八戸市） 

� これまでの防災担当を経験した職員。当課へ配属となっている消防職員。理由とし 

 ては、危機管理意識の高さ。（青森県むつ市） 

� 同じ係の同僚。防災係の経験があり、的確に判断できる。（和歌山県那智勝浦町） 

� 近隣自治体の防災担当者。同じ悩みを共有しており、日頃のコミュニケーションも 

 良好であるため。（熊本県菊陽町） 

� 防災に関して信頼できる相手など存在しない。（熊本県益城町） 

� 百聞は一見にしかず。（福島県葛尾村） 

� 同じ課の上司。理由は判断が迅速であり、防災に関わらず、今まで様々な経験をし 

 ているため、頼りになるところ。（長野県長野市） 
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質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、他人にアドバイスを求め幅広い

意見を求めているか。それともすべてを自分ひとりでこなしているか」  

� 班員等の意見を求め総合的、客観的に色々な角度から物事を見るようにしている。 

（熊本県合志市） 

� 情報を常に収集し、総合的な判断に努めている。（岩手県大槌町） 

� 周りの意見を広く取り入れるよう心掛けている。（鹿児島県鹿屋市） 

� 幅広い意見を求めている。（広島県呉市） 

� 同僚及び上司にアドバイスと幅広い意見を求めている。（熊本県菊池郡大津町） 

� 自分の意思、意見を持った上で周囲の意見を求めます。指示待ち、「どうすればよ 

 いかというような伺いはたてないように常に心掛けています。決して“ひとりよが

り”にならないように心掛けています。（神奈川県横須賀市） 

� 求めている。（静岡県湖西市） 

� 防災担当課職員に幅広い意見を求めている。（神奈川県厚木市） 

� 他人にアドバイスを求め、幅広い意見を求めるよう勤めている。（熊本県上天草

市） 

� 関係機関等と調整しつつこなしている。（岩手県山田町） 

� 意見を聞くことと判断の繰り返し。（宮城県気仙沼市） 

� 業務の判断は係内で相談して意見を求めている。（静岡県南伊豆町） 

� 職員間の距離が近く、常にコミュニケーションがとれており、統一した考えで業務 

 を行っている。（熊本県八代市） 

� 内容にもよるが、台風の接近時は気象庁などの情報を求めている。計画策定時など 

 は各課の意見を聴取している。（東京都大島町） 

� 重要な判断の場合は、上司の判断を仰いでいる。（熊本県山都町） 

� 意見を求めるようにしているが、新しい制度が次々に新設されるため決断に迷うこ 

 とが多い。（熊本県玉名市） 

� 幅広く意見を求めている。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 自分ひとりではこなさず、周りの意見を参考にしている。（宮城県仙台市「事務 

職」） 

� 経験不足のため、相談するようにしている。（熊本県阿蘇市） 

� 広く意見を求めるように心掛けている。（青森県八戸市） 

� これまでの防災担当を経験した職員、当課へ配属となっている消防職員に幅広く意 

見を求めている。（青森県むつ市） 

� 経験のある同僚にアドバイスを求めている。（和歌山県那智勝浦町） 

� 基本的に担当 1人で考えるが、判断に迷う時は、周囲に意見を求めている。（熊本 

 県菊陽町） 

� 常にできうる限りの情報収集に心がけている。自己の意見と反する考えを大切にし 

 ている。（熊本県益城町） 

� 災害対策本部の意見として対応（福島県葛尾村） 
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� 同じ課の職員にアドバイスを求め、必要な都度指示を仰いでいる。（長野県長野 

市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、 意思決定の基礎となる情報を

どう見極めているかを考えてみることはあるか」 

� 情報収集できる範囲で情報収集して意思決定の判断材料にしている。（熊本県合志 

市） 

� 常時、決定事項が公表されるまで幾度も反復確認を行っている。（岩手県大槌町） 

� 様々な情報を収集し、勧告などの判断材料としているが、どの情報が第一となり得 

 るか状況に応じて判断したい。（鹿児島県鹿屋市） 

� 常に考えている。（広島県呉市） 

� 避難勧告・指示等の具体的な発令基準（時期及び場所）の検討及び状況に応じた情 

 報収集要領について検討（熊本県菊池郡大津町） 

� 経験や感覚等から、よく考えるようにしていると思います。その情報が“いるかい 

 らない”かや重要さ等も見極める必要があると思います。（神奈川県横須賀市） 

� 情報を求めすぎているあまり、情報過多となって判断に苦しむ場合もあると考える 

が、一方で情報が不足若しくは届いていないため、「何も起きていない」と先入観を

もってしまう場合もあると考える。また集まった情報をどのように処理するのかが定

まっておらず、的確な指揮統制が出来ていないように感じる。（静岡県湖西市） 

� 過去の災害時の基礎となる情報を現状と比較したり、経験から被害状況を見極めて 

 いる。単純な数値だけでは見極めが難しい。（神奈川県厚木市） 

� まだ配属から日が浅く、情報の見極めに関して十分な知見を持てていないため、そ 

 の部分を補う意味でも情報見極めの知見を広げることは今後の課題であると考えてい

る。（熊本県上天草市） 

� 意思決定に情報が重要なことは承知しており、積極的に情報収集に努める。また、 

 情報がないことも意思決定に重要であることも承知している。（岩手県山田町） 

� 情報の見極めは特に注意している。独断はしない。（宮城県気仙沼市） 

� 考えたことはない。（静岡県南伊豆町） 

� 課の同僚や上司と常に意見交換を行っている。（熊本県八代市） 

� 情報の入手先は、気象庁であったり、常日頃から顔の見える関係にあるので信頼で 

 きる。（東京都大島町） 

� 気象庁や県（危機管理防災課）からの情報により見極めている。（熊本県山都町） 

� 国や県の基準を基に考えている。（熊本県玉名市） 

� 情報を正しく理解していないと正しい意思決定はできない。情報の名称だけで盲目 

 的に意思決定をすることはない。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 情報の見極めまで考えたことはない。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 意見の根拠を考えるようにしている。（熊本県阿蘇市） 

� 特になし。（青森県八戸市） 

� 自分は今年４月に配属されたばかりで、これまで防災に対する知識も低いものであ 
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 ったことから、これまでの経験者のアドバイス等を見極めて対応している状態であ

る。（青森県むつ市） 

� そこまで考えたことはない。（和歌山県那智勝浦町） 

� 非常時には、さまざまな情報があふれており、見極める時間的余裕がない場合もあ 

 るが、考えないことはない。（熊本県菊陽町） 

� 情報の分析を行い、意思を決定しているが、自己の意見と反する情報を大切にして 

 いる。（熊本県益城町） 

� 入ってきた情報をもう一度客観的に判断することにより、決断する。（福島県葛尾 

村） 

� 情報収集により様々な情報が寄せられるため、過去の事例や他市町村の対応状況を 

 踏まえた上で、意思決定の参考にしている。なお、正確な情報か否かの見極めについ

ては大規模な災害になればなるほど、情報は錯綜するため、判断は非常に困難になる

ことが思料される。（長野県長野市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、専門家や大きな影響力がある

人々をどう見てきたかを考えることはあるか。彼らの見解やアイデアを疑いもなく受け入

れる傾向はないか」  

� ひとつの判断材料として、判断時に活用している。災害対応時に地域住民に必要 

かは見極め出来る範囲で見極めている。（熊本県合志市） 

� ない。（岩手県大槌町） 

� 専門家らの見解やアイデアは、1つの情報として。地域の実情にそぐわないものが 

あるから。（鹿児島県鹿屋市） 

� 考えることはある。取り入れる点があれば取り入れようとする。（広島県呉市） 

� 基本的には各人の考え方を重視（熊本県菊池郡大津町） 

� 専門家の意見等を鵜呑みにすることはあまりないと思います。特に「防災」とい 

う観点から、いろいろな意見があることもあるので、一度内容を精査するよう心掛

けています。（神奈川県横須賀市） 

� どう見てきたかは相手による。アイデア・見解をフリーハンドで受け入れること 

はない。（静岡県湖西市） 

� 専門家が提示する基礎的な情報以外に根拠となるものを用意することが難しい。 

また、根拠がある資料を用意できなければ対応策も考えられないため、実質は専門

家の意見を参考にせざるを得ない。（神奈川県厚木市） 

� 配属から日が浅いため、特に疑いを持つことはない。これからの業務でその辺り 

の判断力を養っていければと考えている。（熊本県上天草市） 

� 考えることはない。地域特性はあるものの、疑うだけの専門知識がないことか 

ら、専門家の見解を受け入れる。（岩手県山田町） 

� 専門家の見解はよりどころの 1つ。しかし、判断については自分に責任を持つ意 

識で対応（宮城県気仙沼市） 

� 考えることはない。見解について疑いなく受け入れることはない。理由は、災害 
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については、予知や予測は難しいと考えている。そのため、意見としては参考にす

るが、それが全てだと思うことはない。（静岡県南伊豆町） 

� 専門家の意見であっても当市に当てはめて考えた場合にどうかを考える。（熊本 

県八代市） 

� 基本的には顔の見える関係にある専門家（大学教授など）の意見は当然のごとく 

受け入れている。それ以外の方については、内容にもよります。（東京都大島町） 

� 専門家の意見は受けるが、最終判断は町が行う。（熊本県山都町） 

� 地域や住民の特性もあることは理解しているので、全て受け入れることはない。 

（熊本県玉名市） 

� 専門家の意見は当然のことながら尊重するが、肩書きによって疑いもなく受け入 

れることはない。アドバイスの妥当性等を検討し、こちら側で主体的に決定する。 

（宮城県仙台市「消防職」） 

� 専門家の見解は参考にはするが、自分なりの解釈をした上で受け入れるかどうか 

を判断する。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 考えるようにはしている。これまでと一変するような考えは、考えるようにはし 

ているが、抵抗感も感じる。（熊本県阿蘇市） 

� 専門家に反論できる根拠がなければ意見は採用されるべきだと考える。（青森県 

八戸市） 

� 正直、専門的な知識もなく、疑いもなく受け入れていると感じている。（青森県 

むつ市） 

� 専門家の言うことは受け入れるが、全てというわけではない。専門家によっても 

見解が違うことも多々ある。情報の選択が必要であるが、経験が少ない自分ではな

かなか難しいことである。（和歌山県那智勝浦町） 

� 学者等の専門家はあまり信用していない。現場の経験もなく、理想論を語るので 

（熊本県菊陽町） 

� 専門家などの考えは、あくまで参考にしかならない。自然災害の対応に万能者は 

存在しない。（熊本県益城町） 

� 入ってきた情報をもう一度客観的に判断することにより、決断する。（福島県葛 

尾村） 

� 専門家の話しを聞いたとしても、そもそも考え方にはいろいろな見解があり、必 

ずしも正解はないと考えているため、業務の参考にはするものの盲目的に信用する

ことはない。なお、これだけの情報化社会のため、必要な情報や専門家らのアイデ

アや見解について、有効か否か判断する材料は整っている。（長野県長野市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、自身の「不安」や「迷い」を認

識しているか。認識しているのなら、その認識は漠然としたものか、あるいは具体的なも

のであるのか」 

� 何をする時も、不安や迷いはある。イメージをすると悪い方向のイメージしか生 

まれてこない。（熊本県合志市） 
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� 不安、迷いの認識は無い。（岩手県大槌町） 

� 今回の熊本地震など他で大規模災害が発生すると、自分の市で発生したことを思 

 うと不安、迷いは出てくる。勤務時間以外で被災した場合、自身、家族の状況で出

勤出来るかなど。（鹿児島県鹿屋市） 

� 認識していない。不安や迷いは課で共有するようにしている。（広島県呉市） 

� 「不安」や「迷い」についてはあまり認識していない。（熊本県菊池郡大津町） 

� 「不安」や「迷い」は少なからずあります。具体的なものもあれば、漠然として 

いるものもあると思います。（神奈川県横須賀市） 

� 具体的に認識している。（静岡県湖西市） 

� 被害の大きさなどその場での判断が必要になることが多く、不安や迷いはあるが 

答えの出しようがない。（神奈川県厚木市） 

� 実際に災害が起きた場合、自分が落ち着いて対応できるか、またどの程度的確に 

動くことができるかという点で不安を感じている。（熊本県上天草市） 

� 認識している。職員としての経験が短いことから、いざその時にどうなるのかの 

イメージがつかないため不安である。（岩手県山田町） 

� 不安・迷いは認識している。迷った時は独断に走らない。（宮城県気仙沼市） 

� 認識はしている。しかし、何に対する不安なのかは漠然としている。（静岡県南 

伊豆町） 

� 認識はしているが、いざその時にどうなるかのイメージがつかないために、今の 

ところは漠然としたものである。（熊本県八代市） 

� 不安や迷いは認識しています。自分が下した判断でよかったのかなど、その時の 

自分を想像しています。（東京都大島町） 

� 認識している。大規模な地震及び風水害が発生した場合の住民避難訓練の実施 

や、行動マニュアルに基づき行動ができるか。（熊本県山都町） 

� 未回答（熊本県玉名市） 

� 災害対応時については、常に「不安」や「迷い」はあり、その内容は具体的であ 

る。通常時においては「迷い」がどのようなことを指しているか分からないが、大

規模災害が発生した場合の対応について漠然とした「不安」はある。（宮城県仙台 

市「消防職」） 

� 常に漠然とした不安や迷いを認識している。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 経験不足からくる、不安等を感じることがある。（熊本県阿蘇市） 

� 漠然としたものはあるが、決められたルールに則った対応を取ることが重要であ 

ると考える。（青森県八戸市） 

� 迷いと不安は確かにあるが、自分一人で決定するものではないことから、決定し 

た以上は、それを感じさせてはいけないものと認識している。（青森県むつ市） 

� 認識はしている。漠然としたものである。（和歌山県那智勝浦町） 

� 認識することはあまりない。（熊本県菊陽町） 

� 自己の意見を集約するにあたり迷うのは当然であるが不安に感じる必要はない。 
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実施主体者が決定するため。（熊本県益城町） 

� 不安や迷いは当然あるが、いざとなれば決断せざるを得ない。（福島県葛尾村） 

� 認識はしているが、想定外の事象が起こった際に、的確な対応ができるのだろう 

かといった不安であることから、漠然としたものである。（長野県長野市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、危急な場面にあって、自身の決

断が正しいと確信を持って言えるか。言えないとするならそれはどういう理由によるもの

か」 

� 自分の決断が正しいと確信をもっては言えない。しかし、担当者として自分の決 

断には責任を持って伝えることにしている。（熊本県合志市） 

� 確信を持って言える。常時、決定事項が公表されるまで幾度も反復確認を行って 

いる。（岩手県大槌町） 

� わからない。大規模震災を経験していないから。（鹿児島県鹿屋市） 

� 絶対的な正しさを求めるのではなく、的確な行動を課全体で取っていく。（広島 

県呉市） 

� わからない。（熊本県菊池郡大津町） 

� 自分の意見を持つようにしているが、上司等に確認することは当然あります。確 

信を持てるものと持てないものが内容によってあると思います。（神奈川県横須賀

市） 

� 正しいと確信は持てない。知識はあっても経験が足りないため。また現場を見て 

全ての状況を把握している訳ではないため。（静岡県湖西市） 

� 決断が正しいかどうかは結果でしか判断できない。行政の立場としては先手を打 

って、最悪の状況に対応できるようにすることが正しい判断基準であると考える。

（神奈川県厚木市） 

� 担当として言ってはいけないと思うが、どの様に動いて対処すべきか、まだ明確 

につかめていないため、自身の判断に自信を持つことは現状ではできていない。

（熊本県上天草市） 

� 全てが正しいとは言えない。経験のないこと、特に、国民保護に関することにつ 

いては確信が持てない。（岩手県山田町） 

� 決断に自信を持てない局面に遭遇することもあると思う。その時にならないと分 

らないが、決断しなければさらに大きな被害となるかどうかでの判断になると思

う。（宮城県気仙沼市） 

� 正直、言えない。危急な場面であれば、一般事務職員で正しいと確信できる人間 

は少ないと思う。（静岡県南伊豆町） 

� 確信を持つほど知識や経験がない。（熊本県八代市） 

� 危急な場合に判断しなければならない事態であれば、最善の策、あるいは正しい 

判断だと思って決断すると思います。（東京都大島町） 

� 確信は持てないが、住民の命を守ることを最優先に、その時最善と思われる対応 

を行う。（熊本県山都町） 
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� 相談の暇もなく決断を迫られた状況でもリスクが最小限におさまるような判断を 

している。（熊本県玉名市） 

� その時点、その状況では正しいと思い判断しているが、常に確信を持てるわけで 

はない。理由としては、災害は我々の予測や想像を超えるのが常であるためであ

る。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 正しいと確信は持てないが、決断を求められる立場では、最善の策として言わざ 

るを得ない。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 絶対的な確信はもてないが、判断しなければならない場合もあると思う。（熊本 

県阿蘇市） 

� 決められたルールに則り判断をすることが重要であると考える。（青森県八戸 

市） 

� 自分一人で決定するものではないことから、決断した以上は、不安等を感じさせ 

てはいけないものと認識している。（青森県むつ市）  

� 言わないといけない。最終判断が首長であっても、その判断材料となる情報提供 

は確信をもって言わなければならないと思う。（和歌山県那智勝浦町） 

� 決断が正しいかは、確信が持てないが、たらればを言ってもしょうがない。（熊 

本県菊陽町） 

� 自己の判断が正しいかは誰もが判断できない。想定の「危急な場面」であるなら 

ば、自己が最善と思われる判断をし、実施主体者に進言又は実施することにある。

結果は、後からついてくるものである。「その時の判断が誤りだって。」との事後

検証となる可能性もあり得る。（熊本県益城町） 

� 責任度合いの問題だと思う。（福島県葛尾村） 

� 自分の決断が正しいと確信をもって言えない。そのため、防災担当のスタッフが 

複数在籍しており、その中で判断している。ただし、昨今の災害は想定外の事象ば

かりであるため、正しい決断を下すのは容易ではないと考える。（長野県長野市） 

質問は「市区町村防災担当者であるその立場において、避難の勧告・指示の発令にあっ

て、何を「不安」に思い、何に「迷う」のか」 

� 発令にあっては、全住民対象であれば、あまり不安はないが、一部地域の場合 

や、深夜等の場合には、苦情等もあり、不安や迷いは出る。（熊本県合志市） 

� 唯一不安に感じるのは実際に被害が生じること。迷いは無い。（岩手県大槌町） 

� 勧告等により逆に住民が危険にさらされるのではないか。（鹿児島県鹿屋市） 

� 不安や迷いは課で共有、解消するようにしている。（広島県呉市） 

� 発令に対する住民の対応（住民各人の考え方において差がある）については不確 

 定である。（熊本県菊池郡大津町） 

� 人命が損なわれる事態（神奈川県横須賀市） 

� 発令のタイミングが遅くなかったか不安。情報が的確に該当地域内の市民に伝わ 

 っているか不安。該当地域外の市民が余計な避難行動を行ったり、問い合わせの電

話などを行ってきてこちらが混乱しないか不安（静岡県湖西市） 
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� 避難勧告等は危険が迫っている情報を流すためであり、避難するか否かは自己判 

 断によるものであるため、事故に巻き込まれるなどの事態を想定してしまうと情報

が流せなくなる。（神奈川県厚木市） 

� 夜間に災害が起こることが多く、避難勧告、指示を出すことで新たな被害を出す 

 ことになるのではないかと不安になる。（熊本県上天草市） 

� 今まで、避難勧告・指示を発令する災害状況が発生していないため、回答に苦慮 

 するが、避難勧告等の判断マニュアルが整備され、それに基づき発令することによ 

り「不安」「迷い」は無いものと考える。ただし、避難者の行動を考慮することは

必要不可欠であるから、「迷い」の一つになることは拭えない。（岩手県山田町） 

� 勧告・指示についての不安はあるが、出さないことで重大結果を招く場合かどう 

 かで判断する。（宮城県気仙沼市） 

� 夜間中に発令することは、安全面等を考慮すると発令は控えたいので、事前に発 

 令を行いたいのだが、天候の予測は難しく空振りもあるため、発令に迷いと不安を 

感じる。（静岡県南伊豆町） 

� 発令したことによって、逆に事故に巻き込まれてしまうことなどの事態が起きる 

 ことが怖い。特に夜間の発令は不安（熊本県八代市） 

� 空振りではないか、過剰な判断ではないか、との不安や迷いは常にあると思いま 

す。（東京都大島町） 

� 気象情報をキャッチし、早めの明るいうちに避難を呼びかけることとしており、 

 迷いはない。（熊本県山都町） 

� 夜間の発令、発令の空振りなど。（熊本県玉名市） 

� 発例の範囲。発例の内容（勧告・指示、避難の方法等）（宮城県仙台市「消防 

職」） 

� 特に大雨時の夜間の発令は、住民が避難する際の事故への不安が大きい。（宮城 

 県仙台市「事務職」） 

� 発令を頻繁に行うことで、市民の危険意識が薄れていくような気がする。（熊本 

 県阿蘇市） 

� 特になし。（青森県八戸市） 

� 今回の台風 7号による大雨の際は、私が防災担当となって初めて避難勧告を発令 

 するケースとなったが、大雨による冠水が心配される中、避難することによって逆

に事故等に巻き込まれるのではという心配は確かにあった。（青森県むつ市） 

� 夜間での発令は、事故等の可能性があるので極力避けたい。しかしどうしても発 

 令しなければならなくなれば、不安になる。（和歌山県那智勝浦町） 

� 夜間の発令や、天候の状況が見通せない時の発令は不安（熊本県菊陽町） 

� 発令基準を明確化することによって、不安も迷いも無くなる。基準に基づき、発 

 令権者に進言するだけである。（熊本県益城町） 

� 自然災害においては確かに夜間の発令は不安だが広島や鬼怒川の例を思い出すと 

 迷ってしまう。（福島県葛尾村） 
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� 土砂災害の避難勧告等発令に関しては、基準があるため特に不安はない。それ 

よりも避難勧告等の発令をしないことで、災害がより大きくなることのほうが危

惧される。（長野県長野市） 

質問は「周囲は、市区町村防災担当者である貴殿の立場を理解しようとしているか」 

� 周囲の職員には理解してもらっていると考えているが、他人事になっている職員 

 が多くいることも感じている。（熊本県合志市） 

� していると思う。（岩手県大槌町） 

� 大変だねとよく言われる。（鹿児島県鹿屋市） 

� 理解している。（広島県呉市） 

� 理解してくれているが、自分の能力の範疇でしか対応出来ない。（熊本県菊池郡 

 大津町） 

� 同じ課の同僚はもちろん理解してくれているが他の課の職員となると分らない。 

（神奈川県横須賀市） 

� 非経験者は「大変だろう」、経験者は「大変ですね」という反応。非経験者の 

「大変だろう」という感想は、日常業務でも残業等が多いことと、台風時などの警

報発表時に昼夜を問わず詰めていなければならない状態を表面的に見ていることで

あるように感じる。（自分が当課へ配属以前も同様に感じていたため）（静岡県湖

西市） 

� 他課職員は災害対応については防災担当職員の職務であるとの認識が強い。指示 

 がなければ、即座に災害時の対応ができるかは疑問である。（神奈川県厚木市） 

� 配属から数カ月経つが災害続きで「大変ですね」と声をかけられることが多い。 

 ただ、自身の対応がスムーズにこなせていないため、申し訳なさを感じている。

（熊本県上天草市） 

� 当町は、東日本大震災以降、派遣職員ではあるものの防災担当を専任として配置 

し、さらに、防災経験者を採用するなど、必要性を含めて理解されているものと思

慮する。（岩手県山田町） 

� 同じ課の同僚はもちろん理解してくれていると思うが、他の課の職員となると分 

 らない。（宮城県気仙沼市） 

� 大変とは声をかけられるが、担当以外は他人事であると感じている。（静岡県南 

 伊豆町） 

� 同じ課の人間はもちろん理解してくれるが、他の課の職員となるとわからない。 

 着任にあたり大変ですねと何人かから声をかけられた（熊本県八代市） 

� 実のところ、平成 25 年以前は防災担当は 1人でした。また、庁内でも事が起きな 

ければヒマで、必要無いのでは、と思っている輩もかなりいました。しかし、25 年

の災害を受け、現在 4 人態勢で災害対策室として 1 つの課となりましたが、時間の

経過とともに、庁内の危機意識は希薄化していますので、その対応を我々が担 

うものと考えています。（東京都大島町） 

� 防災担当の立場を理解していると思われる。（熊本県山都町） 



290 

 

� 同じ課の職員はもともと理解していただいていたが、熊本地震を機会に全庁職員 

 が防災担当に理解を寄せてくれている。（熊本県玉名市） 

� 十分に理解している。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 同じ防災部門の組織の中では立場を理解してもらえるが、他の部門（税や福祉 

等）からは理解を得ることが難しい。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 職員間でも理解してもらえない事が多く、後で批判を聞くこともあり、大変な思 

 いをすることがある。（熊本県阿蘇市） 

� 理解しようとしていると感じている。（青森県八戸市） 

� 確かに理解はしてくれていると思うが、はやりこの立場を経験した人でなければ 

 本当に理解しているとは思っていない。（青森県むつ市） 

� 同じ課の人は理解してくれているが、他の課の人は分からない。以前は、防災担 

 当者は暇というイメージが強かったため、現在の職務内容とは合っていない。（和

歌山県那智勝浦町） 

� あまり理解をしてくれない。ただただ厄介な担当というイメージ（熊本県菊陽 

町） 

� 職員それぞれに職責があり、防災担当者だからと特別扱いはしない。ただし、あ 

 まり人気のない部署であることは確かである。（熊本県益城町） 

� 実際に担当してみないとわからないことだと思う。（福島県葛尾村） 

� 同じ課の同僚はもちろん理解してくれているが他の課の職員となると分らない。 

災害がなければ“何もない”と思われている節があり、通常業務についてもかなり

の事務量があることを認識されていないと思われる。（長野県長野市） 

質問は「防災担当の職は専任か。また、自身は、自身のことを市区町村防災担当者とし

て適材であると思うか」 

� ほぼ専任である。適材かどうかは分からないがやれることをしていくだけと認識 

 している。（熊本県合志市） 

� 専任。適材の適否は公務の身故分かりかねる。（岩手県大槌町） 

� 防災担当職員ではあるが課内に他の係もあるため、他の業務に携わることもあ 

る。適材かどうかはまだ判断できない。（鹿児島県鹿屋市） 

� 専任である。適材である。（広島県呉市） 

� 専任である。適材かどうかは判断できない。（熊本県菊池郡大津町） 

� 普段あまり客観的に考える事は無いので適しているかどうかは分かりません。た 

だ、危機管理部署に長く在籍（自分は 8 年目ですが）するとオンオフの切り替え

や、経験等からおのずと“肝が据わる”部分はあると思います。（神奈川県横須賀

市） 

� 専任である。適材であるとは言えない。災害時に判断をする立場ではないが、判 

 断する立場の者に意見具申する立場であり、また場合によっては意見を求められた

り、（判断する立場ではないにも関わらず）判断をしなければならないことがある

が、性格的に即断即決が難しいため、災害時にはむいてないと考える。（静岡県湖
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西市） 

� 防災担当は専任ではない。適材であるかどうかは分からない。（神奈川県厚木 

市） 

� 性格的に即時の判断をすることが苦手で、人命に関わる職務であるという責任感 

も感じるため、気疲れしてしまうことも多い。正直自分には向いていないと思う。

（熊本県上天草市） 

� 防災担当を専任としている。防災担当として採用されたことから適材と考えてい 

る。（岩手県山田町） 

� 専任。適材とは言えない。他に適材がいると思っている。（宮城県気仙沼市） 

� 入庁して初めての部署となるため分らない。（静岡県南伊豆町） 

� 専任であり、自分にあっていると思う。（熊本県八代市） 

� 防災対策室職員は専任で防災事務に従事しています。なお担当として適材かどう 

かは分りません。（東京都大島町） 

� 消防、防災無線等兼任である。適材であるかの自分では判断は付かないが、任務 

を全うすることに努力するのみである。（熊本県山都町） 

� 兼任。有事の際は、出来る限りのことは行う覚悟であるが、昼夜を問わず、また 

 土日休日も関係なく事が発生すれば休みも無く気が休まることがないため経験が必

要な部署ではあるが、長くは担当したくない。（熊本県玉名市） 

� 専任。適材かどうかは自分では判断できない。（宮城県仙台市「消防職」） 

� 防災担当の職は専任ではなく、自分でも防災担当者としては向いていないと思 

う。（宮城県仙台市「事務職」） 

� 専任。やりがいのある仕事だと感じていますが、防災の守備範囲が広く能力が仕 

事に追いつかないと思うことがある。（熊本県阿蘇市） 

� 専任である。概ね適材であると思っている。（青森県八戸市） 

� 専任であるべきと思う。近頃は防災士の資格を持った職員も増えてきていると思 

われ、そのような危機管理を持った職員をある程度の長いスパンで配属すべき。自

分は性格も弱く向いていないと思っている。（青森県むつ市） 

� 兼務である。（専任 2人兼務 1名の 3人体制）自分自身は適材ではない。防災に 

関する専門的知識は少なく、いざという時に適切な判断ができるかわからない。

（和歌山県那智勝浦町） 

� 兼任。適材であるかは、よく分らない。（熊本県菊陽町） 

� 交通、防犯、消費者行政、弁護士相談との兼任である。防災担当者として適材か 

どうかは、他の人が判断するものである。（熊本県益城町） 

� 兼務職であり、適材とは関係なく配置されるため答えようがない。出来ないとは 

なかなかいえない。（福島県葛尾村） 

� 防災担当の職は専任ではない。自分自身は、この業務にやりがいを感じている 

が、熟考して判断するため、迅速な判断能力は乏しく、実際の有事の際には機能し

ないことが考えられるため、向いていないと思われる。（長野県長野市） 
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（３）整理 

まず、市区町村防災担当者であるその立場において信じるべき相手は誰かとの問いにつ

いては、信頼できる相手は誰かの問いとの対で考えた。本来、信じるべき相手と信頼でき

る相手は一致すべきであるが、現実には、必ずしも一致するわけではないことが、この 2

つの問いから分かった。 

市区町村防災担当者であるその立場において他人にアドバイスを求め幅広い意見を求め

ているか。それともすべてを自分ひとりでこなしているかの問いについては、防災の職は、

専門性が求められる分野であるがゆえに、周囲とのコミュニケーションがうまくとれず、

かかる問題を一人で抱え込んでしまっているのではないかとの仮説によるものであったが、

この問いから、少なくとも回答を得た 26 名に関しては、コミュニケーションがうまくと

れず、かかる問題を一人で抱え込んでしまっている者はいないことが分かった。 

やるべきことを自分で決めて、自分で考えて、行動できるタイプと、いつも人の意見に

流されているばかりで、自分で何も決められない、何かを引き受けても、何からやればい

いか分からないというタイプにあっては、おのずと不安や迷いの捉え方は違ったものとな

る。意思決定の基礎となる情報をどう見極めているかを考えてみることはあるか、専門家

や大きな影響力がある人々をどう見てきたかを考えることはあるか、彼らの見解やアイデ

アを疑いもなく受け入れる傾向はないかなどの問いから、仕事に対しての向き合い方、そ

れは能動的あるか受動的であるか、どう向き合い、また現状と課題などについてどのよう

に捉えているかがよく分かる。 

市区町村防災担当者であるその立場において自身の「不安」や「迷い」を認識している

か。認識しているのなら、その認識は漠然としたものか、あるいは具体的なものであるの

かについては、問いから、数名を除き、自身の「不安」や「迷い」を認識していること、

それは具体的ではなく漠然としたものであることが分かり、また、危急な場面にあって、

自身の決断が正しいと確信を持って言えるか、言えないとするならそれはどういう理由に

よるものかについては、問いから、数名を除き、経験の浅さなどが理由となって、自身の

決断に、正しいと確信を持てないと考えていることが分かる。 

防災の担当者は、避難の勧告・指示の発令にあって実際に被害が生じること、人命が損

なわれる事態であって新たな被害を出すことなどのほかに、発令のタイミングが遅くなか

ったか、情報が的確に該当地域内の市民に伝わっているか、該当地域外の市民が余計な避

難行動を行ったり、問い合わせの電話などを行ってきてこちらが混乱しないかなどに不安

を抱えている。同時に、自然災害においては確かに夜間の発令は不安だが広島や鬼怒川の

例を思い出すと迷ってしまうというように結果の責任に懼れるのだ。そして空振りや過剰

な判断、発令の遅れによって生じる結果にも迷うのだ。 

次の、周囲は市区町村防災担当者である貴殿の立場を理解しようとしているかについて

は、この問いから、周囲の、防災であり、そのポストに対する理解から、不安や迷いの背

景にアプローチしようとするものである。『同じ課の職員はもともと理解していただいて
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いたが、熊本地震を機会に全庁職員が防災担当に理解を寄せてくれている』（本論文、第

5章2項）というように、理解が進んでいると考える者がいて、反面『同じ防災部門の組織

の中では立場を理解してもらえるが、他の部門（税や福祉等）からは理解を得ることが難

しい』（同上）、『あまり理解をしてくれない。ただただ厄介な担当というイメージ』

（同上）というように、依然、理解が進んでいないこともこの問いから分かる。担ってい

る職務の重要性や意義を他者から評価されないと感じることがあるとすれば、自尊心はお

のずと低下する。不適材だと思えば思うほどに、自信や主体性は失われてしまう。大丈夫

だと思えずに、不安は募るばかりとなる。 

防災担当の職は専任か。また、自身は、自身のことを市区町村防災担当者として適材で

あると思うかの問いからは、現職の、防災担当者の自信の実在であり、思いが分かる。 

５ 章のまとめ 

市区町村防災担当者であるその立場において、危急な場面にあって、自身の決断が正し

いと確信を持って言えるかの問いを受けて、疑いもなくそうだと答えられる者は、そうは

いない。 

誰もが思う不安という感情。不確実なことに直面すると、誰しも不安を抱く。経験もな

く知識も乏しく、どうしたらよいか決断がつかない。思わぬ事態に直面して判断に迷うこ

とは多い。もとより常に最良な判断が下せる訳ではない。しかも、判断が正しかったか間

違っていたかは、大抵の場合後付けの結果論である。 

災害は、被災者のみならず、救援活動を行う者にも大きな心理的影響を与える。被災し

た基礎自治体は、対応の全てを第一線で担う責務がある。時には役所自体が被災すること

もある。また自ら被災した職員もいる中で、この責務を担う負担は計り知れない。 

被災直後の災害対応体制は、混乱を極める。役割を果たせないという思いから追い詰め

られていく。自身の判断の誤りによって犠牲者を出したことに対する責任が問われるとす

れば、強いストレス状態をもたらすことは容易に想像がつく。強く不安に思い、そして迷

うことは不思議ではない。 

山本の言うように、我々もまた、ある情報に相対した時に、潜在的に何かを感じ取り、

それに縛られて言動を抑制されることが多々あり、人はその抑制された状態で結論を出す。

やがて抑制から解放され、そして振り返り、なぜ、どうしてあの時にあのような結論を出

したのかを説明しようとしても大抵はうまく説明出来ない。 

そのようにして、暗黙知が暗黙のままに留まっていく。「不安」や「迷い」の実在のほ

とんどは継承されることなく暗黙知のまま失われていくことになる。 

本章では、市区町村防災担当者の心の深い所にある「不安」と「迷い」の実在や状況認

識の内実を、インタビュー、アンケートなどを通じて形式知に落とし込み、これに先行研

究など既存の形式知を組み合わせて検討、分析し、現場での実践に有用な知識の創造と、

これの一般化を目的とした。このため、インタビュー、アンケートを基に、東日本大震災、

熊本地震等大規模震災を中心に関係者らのやり取りを再現してきた。 
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インタビュー、アンケートを進める過程で、複数の防災担当者から不安なり迷いの実在

を聞いた。ある者は具体的であるという。『防災業務というのは基本的に、いわゆる備え

ですね。事前準備を、普段やっている事前準備をいかにその時に活かせるかということに

尽きる、というように思っていますが、いくら備えたととしてもどうしようもならないこ

とを体験として知っているわけです。以前、（大島。平成 25 年）の災害を経て、不安は

それ以前より、より具体的なものとしてありますね。今も、行方不明のままの方がいるわ

けです。普段こうやって防災計画なり何なりを、地域防も今見直ししているんですけど、

はたして本当にこれでいいのか』（本論文、第 5 章 2 項）というように不安を隠さない。

さらに、『ただ奥底にはやはり我々の保身もあると。だから迷うんでしょうね』（同上）

と内実を語る。 

今後とも個別の市区町村において防災の防災の専門職員を大幅に増員、配置することは

期待できない。ますます複雑、高度化するニーズに適切に応えていくためには、職員のキ

ャリアパターンに関する基本的在り方についての議論が不可欠である。 

防災の専門職員がほとんどいない市区町村が第 1 次的に災害対応を個別に実施すること

は、明らかに合理的ではない。住民に一定程度リスクへの覚悟を持たせること、ソフト対

策を重視するなどし、自己責任において何ができるかを行政が主体となり、能動的に住民

を巻き込み一緒になって出来ないことを共有し「出来ること」を考えていくことこそが、

実際に適う取り組みである。 

ゆえに行政は自らのどの部分を限界とするかを開示しなければならないのである。 
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第６章 結びにかえて   

 

繰り返される自然災害は改めて市区町村の職員が生身の人間と直面しその人々の生涯と

かかわる存在であることを鮮明にする。東日本大震災以降特に市区町村の防災行政を取り

巻く環境は大きく変化している。南海トラフや首都圏直下などの発生が危惧されている中

にあって、市区町村の現場は様々な問題を突き付けられている。 

日常化する自然災害の現場にあって対応する市区町村の限界をいかに見極めればよいの

か。現場における職員の対応と被災者の反応をよくよく調査しないままに、単純な行政批

判に終始することは、行政のあるべき姿の議論において意味があるとは思えない。本来深

めなければならない議論はそのようなことではない。自然災害をめぐる市区町村と住民の

関係の見直しこそ、本来深めなければならない議論であることにほかならないはずである。 

より効果的な防災の実現に向けて住民は、市区町村の職員の生身の思いや、彼らがどう

自らに課せられた役割に向き合っているのかを知る必要がある。そしてそれは広く共有さ

れるべきであるが、住民は、市区町村の職員の生身の思いや、彼ら市区町村の職員が、ど

う自らに課せられた役割に向き合っているのかにあまりに無関心である。筆者をこの取り

組みに導いた問題意識の発端である。 

本研究の態度は、なるべく普遍的に、多くの市区町村の防災行政に応用できるような一

般法則（実証性や再現性など）を探求することである。意図してあるべき論は排除した。

よって、解釈ではなく、客観的事実である行動や現象を対象とした。方法としては先行文

献の分析によるほか、通信による意識調査（アンケート）、2 件の事例研究、25 人に対す

る対面のインタビューなどにより行った。また、本研究にあっては、現地に出向き現場に

立ってしか見えないものがあるとする考えから、以下のとおり被災の現地に出向き、現場

に立った。 

� 東日本大震災被災地 

岩手県陸前高田市（27.12.15） 

岩手県大船渡市（27.12.19） 

福島県双葉郡葛尾村（28.10.20） 

� 平成 28 年熊本地震被災地 

熊本県下益城郡益城町（28.6.20）（28.11.2） 

� 平成 25 年台風 26 号伊豆大島豪雨災害被災地 

東京都大島町（28.9.23） 

� 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨被災地 

茨城県常総市（28.1.28） 

自然災害。それはいつもの日常の中で何の前兆もなく訪れ、大切な家族や財産を一瞬の

うちに奪い去る。この国土に住み続ける限り、我々はいつどこで大地震や火山の大噴火に

遭遇するか分らないという宿命を常に背負わされている。平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46
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分。我々は、抗えない自然の力を目の当たりにした。 

派遣命令を受けて発災の翌日に現地に入った幹部職の自衛官は筆者のインタビューを受

けて当時を振り返り、現地対策本部に踏み込んだ際の印象を『入った時に感じたものはで

すね、簡単に言うと、言葉では少し言い表し難いのですが、絶望感というか虚脱感という

か、自然に対する人間の無力さというか、その時は何か話をしているというのはなく、ざ

わざわと、こう人がいて、各々誰か会話したりとか、あとは皆さん茫然とこう空を見上げ

たりとか、地面を見たりとか、そのような感じだったですね』（本論文、第 5 章 2 項）と、

改めて、自然に対する人間の無力さを語った。 

日本国は、環太平洋造山帯の一端にあって、国中を構造線や断層が走っており、地質的

には極めてもろい地域であり、地震多発国である。火山帯が多数存在し、世界有数の火山

国であるこの国にあって、国土の中央部には脊梁山脈が走り、地形は急峻である。河川は

急勾配を呈している。可住地は少なく、平地部においては生活の場そのものが、山から運

ばれた土砂の堆積でできた扇状地や平野など、水や土砂の氾濫する可能性のあるところに

存在し、年々、人間生活の場と自然現象が生じる場との接点が大きくなっている。開発の

進行が生活、居住空間を拡大させ、その結果、洪水被害の危険性を増大させていったので

ある。このような地形と地質の脆弱なこの国を、前線の停滞による集中豪雨や台風による

豪雨などがしばしば襲う。火山活動や地震活動も活発である。しかもこの国土には 1 億

2698 万人もの人々が生活している。 

災害対策基本法の、現場主義の考え方から、最前線に立つのは、住民に最も近い、いわ

ゆる身近な“お上”である市区町村の職員である。市区町村は、同法によって防災対策の

第一次的責務を負う。住民の生命、身体、財産を保護する責務を持つ市区町村の首長に与

えられた責務、権限は広範囲に及ぶ。関係機関や住民などに災害の通知に加えて、避難の

勧告や、指示を出す権限が与えられている。さらには、警戒区域からの立ち退きの勧告、

指示のほかに、災害拡大のために設備や物権も取り壊すように要求することもできる。 

およそ災害時に必要と考えられうる権限が列挙されており、同法が想定する災害対処に

当たって期待の大きさとともにその責任の重さが分かる。ゆえに人的被害が発生すると、

避難勧告の遅れや情報伝達の失敗、避難の遅れなどが、特にマスメディアを中心として指

摘される。その多くは、避難が遅れた原因をお上の責任に帰そうする内容である。 

長い歴史の中で培われてきた封建制度のお上依存体質がそうそう易々と変わることはな

い。自然災害に対峙しているのはあくまでお上であり､住民はその庇護の下にいるという

意識にほかならない。自然災害への備えは、災害に対峙しているのはあくまでお上であっ

て、住民はその保護の下にいるという基本構造を示していると考えるのだ。古来より、自

然災害による被害を最小限に抑えること、統治下にある人々を救済することは、為政者で

あるお上に課せられた重大な使命であり、それは今も変わることはない。ゆえに「住民は、

災害対応の責任の多くが行政にあると考え期待もしている。期待しているからこそ、期待

が裏切られた被災に際しての行政批判も強くなる」（片田他、2007、4 頁）のである。 
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職員数は平常時が基準である。職員も被災者となる。おのずと人手は足りなくなる。そ

の状況で支援物資の取り扱い、避難所の開設や運営、建物の危険度の緊急判定、仮設住宅

の建設などの業務を遂行しなければならない。 

あらゆる場面において状況に応じた迅速な対応をとることが重要であると言うのは容易

いが、刻々と変化する事態の進展の中で、災害情報の提供や避難誘導といった対応は困難

を極める。直面する事態は初めてのことである。平成 28 年 8 月 31 日、台風 10 号の影響

を受けて、この町の中心付近を東側の太平洋に向かって流れる小本川が氾濫し、川沿いに

建つ高齢者グループホーム「楽ん楽ん」の入居者 9 名が不幸にして亡くなった。9 月 1 日

午後、現地を視察した政府調査団長の務台俊介内閣政務官はメディアの取材を受けて「自

然災害で見逃しは許されない。町には広く避難勧告を出してほしかった。責任は重い」と

指摘するが、自然災害にあって見逃しを無くすことなど、はたして可能か。「100 年、あ

るいは 50 年に一度という自然災害は日本列島全域で見れば必ずしも少なくはないが、各

自治体に焦点を合わせると滅多に体験されるものではない」（稲泉、2014、16 頁）のだ。 

不慣れな仕事である上に前例そのものが無く、状況を能動的に理解しようもない。担当

者は葛藤の中にあって、そこでは普段とはまったく違った状況認識や行動を強いられる。

状況は即断を求めている。複合連鎖の先読みなどは到底叶うはずもない。矢継ぎ早に起こ

る問題に追われ、1 つの仕事を終える間もなく、次の問題が発生する。自分の置かれた状

況がまるで飲み込めず、誰に助けを求めていいのかも分らなくなる。ますます不安は募り、

判断に迷う。ついには今起きていることすら、まともに理解できなくなる。 

矢継ぎ早の電話対応に追われ、意思決定者への報告は滞る。それが甚大な被害を受けた

小さな自治体の実際である。平成 28 年熊本地震の際にあって、熊本市では 4 月 19 日付け

のホームページにおいて「連日、熊本市の担当課への電話による問い合わせが殺到してお

り、被災者への救難活動に支障をきたしている状況です」と、個人による問い合わせを極

力控えるよう呼びかけて、協力を求めた。常総市の水害でも同様に、個人による問い合わ

せに追われて事務がパンクする事態に至った。また常総市の防災担当者は『あとは住民か

らの情報とかも当然電話鳴りっぱなしだったんでそれをみんな受けて。本当にどこでも、

決壊、危ないからとかって本当情報がありすぎてそれも本当に実際対応できたかって言っ

たら、実際の話聞き流しになっちゃったとかそういった場合もあると思います。本当に一

杯いっぱいで』（本論文、第 5 章 2 項）というようにインタビューに応じて被災当時の状

況を筆者に語った。 

平成 28 年熊本地震。熊本県下益城郡美里町では、14 日の余震時に 2 名であった避難者

が 16 日の本震後には 483 名に急増した。準備が整わないままに、避難所は人であふれ、

係長以下 2 名の常勤及び臨時勤務 1 名の、合わせて 3 名の防災担当及び関係者は、自らも

被災者でありながらにして対応に追われたのである。同町の防災担当者は筆者のインタビ

ューに『住民からの問い合わせの電話は、その時点では、入ってきてはいないですね。16

日の本震の時はありましたが、余震（14 日）の時は無かったですね。16 日の本震の時は
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私泊っておりまして、それからすぐ警戒態勢になりました。皆にはすぐ出てきてもらいま

した。私はそのままここに居た訳ですが、あの時は防災待機班が 4 名泊っていたんですね、

加えて私が１人防災担当で泊っていて、あの時は電話がじゃんじゃんと鳴りましたね。要

は救急車が繋がらない、119 が繋がらないということで、こっちに電話がありましたね。

夜中だったので、市街の状況はまだ外に出て云々じゃなかったけんですね。被害の状況と

いうよりも、そういった怪我の電話が殺到したということですね。まあ怪我の情報という

か。あとは、ただ事じゃないということで、やっぱ車で避難されたけんですね』（同上）

と当時の混乱する状況を語ったのである。 

災害対応を効率的に行えるようにするためには、通常の業務の延長線上ではない部分と

して必要な能力と知識を身に付ける必要がある。 

実際にも、首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわけではなく、

市区町村の防災担当者は、首長の指揮調整に関する機能を補佐するとともに、オペレーシ

ョンに関わる様々な業務を効果的に実施するための対応方針を検討することにおいても中

心的な役割を果たすことが求められることになるが、十分な教育を受けた上での配属では

ない。 

溢れ出す水を目の当たりにして迅速かつ的確な対策を行うことができるかどうかは、ひ

とえに経験に依るところが大きい。過去に似たような状況を経験している者は、経験に基

づいて、経験の無い者よりも、より適切な対応を取ることができると考えてよいが、個人

のレベルで、そのような災害対策の実体験を得る機会はそうそうあるはずもなく、とりわ

け大災害ともなると稀である。 

熊本地震被災地の市区町村防災担当者はアンケートに『2、3 年のサイクルで異動するな

かで専門的知識、対応を身に付けることは困難であると考える。また同様に不測の事態に

対して適確な判断をとることも難しく、知識、対応の面で十分な水準に達することができ

ていないという不安も感じる』（同上、第 4 章 4 項）というように自身の不安を隠さない。

同じく熊本地震の被災地市区町村の防災担当者についても『判断を誤ると、生命に係わる

という点では防災業務は重責に感じています。今年で 2 年目を迎えていますが、経験不足

から判断を躊躇する場面もありますし、苦慮することも多いにあります。防災関連の判断

は防災部署の判断案を基に、上層部の判断にもなりますが、知識とある程度の経験を必要

とする業務と思います』（同上）というように判断に当たっての迷いを隠すことはしない。

また、別の防災担当者は『概ね 3 年サイクルの異動を繰り返す中で、現在の職務を行って

いるが、いざ不測の事態を前にして、適切な判断をすることは非常に難しいと考える。私

自身は日々緊張感があり、専門的な知識を得ようと思っているが、日々の日常業務に追わ

れており、そこまで手が回らないのが実情である』（同上）というようにもどかしさを滲

ませる。 

本研究は、社会の中にあって、何が今の現実を構成している仕組みなのかを把握し、そ

こでの問題をきちんと分析して、ある種の可能な答えをいくつか提示できるように、防災
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の法と仕組み、防災に関わる各主体が負うべき責任のあり方など現在直面している課題の

解決のためにどのような改善策が必要かという通常のアプローチによる検討に止まらず、

避難の勧告・指示の発令をめぐる、市区町村防災担当者の心の深い所にある「不安」と

「迷い」の実在や状況認識の内実を、インタビュー、アンケートなどを通じて形式知に落

とし込み、これに先行研究など既存の形式知を組み合わせて検討、分析し、現場での実践

に有用な知識の創造と、これの一般化を目的とした。 

第 1 章では、自然災害をめぐる行政の責任に注目した。市区町村防災担当者の「不安」

や「迷い」の実在を考察する前段階のケーススタディーになる。自然災害と行政の責任に

関することとして、訴訟問題に至った事例として青森県岩木町百沢地区及び兵庫県佐用町

を取り上げた。これにアンケート「自然災害と行政の責任に関する問題点と課題に対する

市区町村防災担当者の意識」を加えて、市区町村の防災担当者の不安や迷いに影響を及ぼ

す背景、内実の表出化を試みた。 

次の第 2 章及び第 3 章では、自然災害と法制度及び市区町村地域防災計画制度に注目し

た。自然災害に関する現行法制度の仕組みと今日的意義、行政や地域など防災に関わる各

主体が負うべき責任のあり方など現在直面している課題の解決のためにどのような改善策

が必要かという通常のアプローチによる検討のほか、これにアンケート「自然災害に関す

る法制度などの問題点と課題に対する市区町村防災担当者の意識」、「市区町村地域防災

計画制度に関する問題点と課題に対する市区町村防災担当者の意識」を加えて、市区町村

の防災担当者の不安や迷いに影響を及ぼす背景、内実の表出化を試みた。 

続く第 4 章では、市区町村防災担当者を取り巻く勤務の実際、市区町村防災担当者の職

員研修と専門性に関する議論のほか、事例研究に危機管理にあってその対応のあり方が注

目された東京都大島町及び福島県葛尾村を取り上げて、市区町村防災担当者に求められる

対応の限界などについて考察したほか、これにアンケート「市区町村防災担当者に求めら

れる対応に関する問題点と課題に対する市区町村防災担当者の意識」を加えて、市区町村

の防災担当者の不安や迷いに影響を及ぼす背景、内実の表出化を試みた。 

そして第 5 章では、インタビューを主に、これにアンケートを加えて、市区町村の長、

市区町村防災担当者、被災地の自治体（被災当時）に勤務していた者、災害派遣要請を受

けて市区町村対策本部に派遣された自衛官、大規模な自然災害の被災の現場にあって活動

した消防団員、大規模な自然災害の被災の現場にあって活動の経験のない消防団員などを

対象として聞き取りを行い、組織の中にあって「不安」と「迷い」に向き合い苦慮する市

区町村防災担当者の心の深い所にある実在や状況認識の内実を探った。 

平成29年2月14日。熊本地震の復旧業務に当たり、長時間勤務で肉体的、精神的に負担

がかかったとして平成28年5月に自宅で自殺した阿蘇市の50代の男性職員について、地方

公務員災害補償基金熊本県支部が公務災害と認定していたことがメディアの報道で明らか

になった。熊本地震に対応して亡くなった県内自治体職員の認定は本件が初めてである。
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遡ることおよそ2年半前の平成26年8月24日。自治労が、「こころの健康」調査結果98を公

表した。この調査によると、職員の42．4％が震災後の業務で被災住民から理不尽なクレ

ームを受けた経験がある、また34.0％が被災住民から暴言、暴力を受けた経験があるとい

うように、被災自治体職員の過酷な震災業務の実態が分かる。 

筆者のメモに書き残しがある。インタビューを終えてテープを止めた後、陸前高田市長

戸羽太氏は筆者に次のように語った。『災害後の住民対応は非常に難しい問題です。3日

も4日も着替えができず、食べるものもないような状態が続いていました。市の業務は住

民対応が主ですが、窓口に押しかけられると、職員も本来自分がやるべき仕事ができなく

なります、その結果、住民への対応も十分にできなくなってしまいます。今後の課題だと

考えています』（筆者メモによる記録）。 

行政機能がまるっきりマヒしてしまい、誰が亡くなったと連絡があっても照合する戸籍

や住民票もない。通常業務とは異なる不安な中での業務だったのである。多くの同僚職員

を亡くし、職場も流出した状況の中にあって職員はどのような思いで業務を遂行していた

のか。住民は、やはりそのことを知る必要があると思う。 

住民は、不安に思い迷う担当者たちの、その心の内実に思いを馳せてもらいたいと思う。

ひいてはそれが住民自身、自らの命を守ることになると筆者は考えている。より効果的な

防災の実現に向けて住民は、市区町村の職員の生身の思いや、彼らがどう自らに課せられ

た役割に向き合っているのかを知る必要があると考えている。ゆえに市区町村は、被災の

現場にあって、何が起きて、何が出来て、何が出来ないのか。知らせること、もっと知っ

てもらうことに積極的であるべきであるのだ。 

なお、最後に今後の課題と展望について述べたい。本研究は、市区町村防災担当者の心

の深い所にある「不安」と「迷い」の実在や状況認識の内実を、インタビュー、アンケー

トなどを通じて形式知に落とし込み、これに先行研究など既存の形式知を組み合わせて検

討、分析し、現場での実践に有用な知識の創造と、これの一般化を目的としたものである。

いくつかの結論は得たものと考えているが、ただし、それは1つの結論に過ぎず、引き続

き研究を積み重ねる必要を自覚している。 

今後の課題は、成果の、実践への適用である。ワークショップなどの各種の機会を通じ

て「基礎自治体が自らの対応の限界を住民に告げることの意味」などを積極的に発信し

ていきたいと考えている。 

また今後の展望であるが、今回の研究を基礎として、南海トラフの巨大地震、首都直下

地震などを見据えて、次の2つについて引き続き研究を進め、まとめたいと考えている。 

1つは、行政組織と市民の間に存在する「行政の危機管理」に関する認識のずれを鮮明

にすることである。インタビュー、アンケートなどを通じて観察し、これを論文にとりま

                                                  

98 岩手、宮城、福島の自治労に加盟する主に沿岸部の労働組合の全組合員13,085人を対

象に実施したもの。 
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とめて報告、情報発信する。 

2つは、「連携・協働」に関することである。不測の事態に直面する被災の現場にあっ

てＮＰＯや住民、行政は、それぞれにどんな役割を果たし、機能し、連携し合えれば全体

の最適に適うのかを検討したいと考えている。 

熊本地震の、支援活動の現場にあって、行政、ＮＰＯ等の非政府組織や社会福祉協議会

等の各セクターが、互いの活動内容や活動領域を十分に承知しておらず、組織体として機

能したとは言い難い状況であったことから、これについて今後の課題として指摘された。

こうした状況を踏まえ、これを改善するするために、各セクターであり、特に行政は、今

後平時から、情報の共有はもとより、相互理解の場をより積極的に、かつ能動的に作為す

ることに、今より以上に努める必要がある。 

検討に当たっては、成果を上げ得る「場のモデル」の創造と、「協働のしやすさ、働き

やすさ」に注目し、関係者が知覚する「協働しやすさ、働きやすさ」を決定づける基準を

明らかにしたいと考えている。前者と同様に、インタビュー、アンケートなどを通じて観

察し、これを論文にとりまとめて報告、情報発信する。 
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あとがき 

『市の職員の3分の1が亡くなりました。部下も亡くなりましたね。優しい部下から順に

亡くなったんです。要するに老人なり障害者の方を助けようと行った職員が亡くなったん

です。そこから避難場所まで行けなかったという部分で。私たち幹部は市役所の下の駐車

場にいたわけですが、すぐ会議を開くからという話があって中に入ったために助かったん

です、幹部は。下に残っていた職員たちは、近くに高齢者の集まる場所があったんですが、

公民ってセンターがあったんですが、そこに老人を助けに行った人たちが亡くなってしま

った。その人たちを抱っこしたりして、亡くなっているんです。忘れられないね、まずは

屋上に上がるまでの間に非常階段があったんですね。そこで職員もいたし、市民の方もで

すが、逃げようとして走ってきて津波に巻き込まれていったのを、目の前で見ていますか

ら。あとは上に屋上に上がった時にあっちの屋上と三箇所くらいあったんですね。屋上に

登っている人が誰なのかっていうのを確認してあいつが見えないなどうなってんだって、

あいつら見えないなどうなったのかなっていう形で。そういうこともあったのでね。震災

も仕事しながらでもみんな多くの人を亡くしていますのでね』（本論文、第5章2項）と、

被災当時の陸前高田市の幹部職員は筆者に語った。1時間余りのインタビューの中にあっ

て、終始笑顔を見せ、目を外して語ることのなかった同氏が、遠くを見たことを今も鮮明

に覚えている。 

東日本大震災では今以て2,600名99もの行方不明者がいる。大人ばかりではない、その中

には理不尽にも未来を奪われた多くの子供たちが含まれており、親達は、未だ我が子の最

後に迫ることが出来ないでいる。あの震災が我々に与えた根源的なメッセージは何だった

んだろうかと思う。我々があの震災から引き出すメッセージは何かと問い直していい。命

の大切さを大人が子どもに教えるというよりは、大人自身が身をもって示し、実践してい

くことの大事さを何度でも問い直していいと思う。東日本大震災を超える大きな津波がこ

の国を襲うことはもう2度と無いと、誰が約束できるのか。その時、逃げ切れるのか、地

元の子供たちを守りきれるのかと何度でも問い直していい。 

東日本大震災直後の平成 23 年 3 月 22 日、気仙沼市の階上中学校の卒業式が行われ、卒

業生代表の梶原祐太君が次のように答辞した。 

 

本日は未曽有の大震災の傷も癒えないさなか、私たちのために卒業式を挙行してい

ただき、ありがとうございます。ちょうど十日前の三月十二日。春を思わせる暖か

な日でした。私たちは、そのキラキラ光る日差しの中を、希望に胸を膨らませ、通

い慣れたこの学舎を、五十七名揃って巣立つはずでした。 

前日の十一日。一足早く渡された思い出のたくさん詰まったアルバムを開き、十数

時間後の卒業式に思いを馳せた友もいたことでしょう。「東日本大震災」と名付け

られる天変地異が起こるとも知らずに…。階上中学校といえば「防災教育」といわ

                                                  
99 平成 27 年 9月 1日現在。消防庁調べ 
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れ、内外から高く評価され、十分な訓練もしていた私たちでした。しかし、自然の

猛威の前には、人間の力はあまりにも無力で、私たちから大切なものを容赦なく奪

っていきました。天が与えた試練というには、むごすぎるものでした。つらくて、

悔しくてたまりません。 

 時計の針は十四時四十六分を指したままです。でも時は確実に流れています。生か

された者として顔を上げ、常に思いやりの心を持ち、強く、正しく、たくましく生

きていかなければなりません。命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし、

苦境にあっても、天を恨まず、運命に耐え、助け合って生きていくことが、これか

らの私たちの使命です。 

私たちは今、それぞれの新しい人生の一歩を踏み出します。どこにいても、何をし

ていようとも、この地で、仲間と共有した時を忘れず、宝物として生きていきます。

後輩の皆さん、階上中学校で過ごす「あたりまえ」に思える日々や友達が、いかに

貴重なものかを考え、いとおしんで過ごしてください。 

先生方、親身のご指導、ありがとうございました。先生方が、いかに私たちを思っ

てくださっていたか、今になってよく分かります。地域の皆さん，これまで様々な

ご支援をいただき、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしま

す。 

 お父さん、お母さん、家族の皆さん、これから私たちが歩んでいく姿を見守ってい

てください。必ず、よき社会人になります。 

 私は、この階上中学校の生徒でいられたことを誇りに思います。最後に、本当に、

本当に、ありがとうございました。100と。 

 

彼ら卒業生は今年成人式を迎えた。 

間もなく東日本大震災から 6年（平成 29 年 2 月現在）が経過しようとしている。話題

に取り上げられることも次第に少なくなり、被災の当事者以外の多くの者は、忘却に抗う

こともない。東日本大震災では、直後から大勢のボランティアが被災地域に参集して活動

したが、2年も経過しないうちに風化した。発災から 1年も経たない熊本地震ですら、既

に関心の喪失は進んでいる。かようにして未曾有の被災でさえも風化から逃れ難いのが現

実である。 

人々の心に刻まれた被災体験や教訓は時の経過とともに弱まり、次の災害への想起や具

体的な備えに結びつかないまま次の災害に遭遇し、結果として、それは「忘れたころに遭

遇した。」というように表現されることになるのである。 

平成23年には東日本、平成25年には東京都の大島、平成26年には広島、さらには平成28

年には熊本で多くの命が理不尽にも奪われ続けている。そして今もまた、南海トラフや首

都圏直下などの発生が危惧されている中にあって、今に生きる我々は様々な問題を突き付

                                                  
100 文部科学白書 2010「東日本大震災への対応」から 
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け続けられている。 

自然災害を前に、何を一番に守るのか。筆者は思う。どうか可能であれば、震災で亡く

なった人に震災1日前に戻れるとしたら、震災1日前に生きる自分自身に、あなたは何を伝

えますかと問うてみたいと、切に思う。 
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資料－１ 

                         平成２８年６月６日 

 

市区町村防災担当者 様 

 

 

研究作業に関するご協力のお願い 

   

青葉若葉のみぎり、皆様にはますますご健勝のほどをお喜び申し上げます。いつも格別

なお引き立てを賜り厚くお礼を申し上げます。101 

  

さて、私は、○○○○○○○○○○○○○○○として勤務しております者です。避難の勧

告・指示の発令をめぐる状況認識の内実と背景に注目して、市区町村防災担当者の「不安」

と「迷い」に関する研究をすすめております。 

いずれこの研究成果をもとに、より適切であり、誠実な災害派遣対応に反映できればと

考えております 

 

 同時に、法政大学大学院公共政策研究科博士課程の学生として、同研究科武藤教授の指

導のもと、この研究を基に、現在、博士論文の執筆に取り組んでおりまして、公共政策、

学術の面からも、市区町村の防災行政に貢献できればと考えております。 

 

ご多忙な折、誠に恐縮ではございますが、別紙の依頼事項につきまして、ご協力をいた

だきたくお願い申し上げました次第です。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

東京都○○○○○ｘ－ｘ－ｘ 

○○○○○○○○ 

代表ｘｘ－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ 

（法政大学大学院公共政策研究科後期博士課程学生） 

（法政大学大学院特定課題研究所特任研究員） 

個人連絡先：携帯電話ｘｘ－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ 

                                                  

101 熊本地震被災地自治体には「急啓 この度の被害を、心よりお見舞い申し上げます。」とし

た。 
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                                    別 紙 

１ 依頼事項 

（１）お願いしたいこと 

アンケート（記入方式）調査に対する協力 

（２）アンケート（記入方式）調査 

   市区町村の防災を担当されるその立場にあって、以下の設問にお答えいただきま

すようお願い致します。 

   なお、答えにあっては、参考にして下さればと思い「例」を書き加えました。例

によらず、差し支えのない範囲で、自由に思うところを述べていただければと存じ

ます。どうか、よろしくお願いいたします。 

ア  自然災害と行政責任に関する問題点と課題に関すること。 

   答えの例「『避難勧告を発令することによって、かえって住民らがより大きな

危険に遭遇又は接近することになることを予見し、又は予見し得たにもかかわら

ず、漫然と避難勧告を発令し、その結果、避難した住民に損害が生じた場合には

当該避難勧告の発令は違法であり、不法行為責任を問われることについては、承

知しているところであるが、しかるに地域の複数個所で非常事態が同時発生し、

時々刻々と変化する中で、はたして自治体の現場が、状況を迅速に把握し、予見

し、又は予見し得るものなのか、実際のところはよく分からない。自然災害のよ

うな場合、総合的に判断して適時に的確な対策を取ることは極めて難しいように

思える。』『過去の判例に目を通している。不法行為責任を問われるケースにつ

いても承知しているつもりではあるが、実際に自分たちにも起き得ることとして

置き換えて考えようにも、具体的なイメージがわかない。そもそも、予知、予測

のしようもない天災であるところの自然災害に対して、自治体の現場が、どう責

任を取りようがあるのかというところに、いまひとつ実感を持てない。』『実感

として問題を感じることはない』」など。     

イ 自然災害に関する法制度の問題点と課題に関すること。 

 答えの例「『自治体は、限られた財源の中で対策を講じている。大きな土木工

事が津波対策に求められるとしても、コンクリートなどのハードだけでは、自然

の脅威に対して限界がある。要は自分の命を自分で守るという主体の形成、住民

の意識の覚醒である。生きたい、という気持ち、知恵を一人一人が持つことが大

切であると考えている。今後の改正に当たっては、自分の命を自分で守るという

主体の形成、住民の意識の覚醒に注目すべきであり、強調する必要があると思う』

『防災公共事業を行えば自然災害を克服できるというのは過信にほかならないこ

とは、阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などでも明らかであると思う。

自然を完全に克服することは絶対にできない。日本の災害法の特徴としての防災

中心主義を改めて、明確に“減災”を組み入れた制度にシフトする必要があると
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は思うが、でははたしてそうしたことの効果をどうはかるのかと問われると、そ

こはよく分からない。』『災害対策基本法に基づく災害対応の第一次責任は市町

村にあるが、災害救助法の実施責任は都道府県にある。そのため、災害現場の市

町村は、自らの判断で弾力的運用を行いにくいという構造上の不具合がある。責

任主体がねじれているように思える』『実のところ災害対策基法すらもよく読み

込んだことはなく、よく分からない』『実感として問題を感じることはない』」

など。   

ウ 市区町村地域防災計画制度に関する問題点と課題に関すること。 

 答えの例「『本来、市区町村の地域防災計画は、地域の実情に沿った配慮を盛

り込むのがその役割であり、自治体の主体性、独自性、創意性を活かしたもので

なければならないはずであるが、実際には、防災基本計画に基づき、上位の計画

（防災業務計画や都道府県地域防災計画など）に抵触しないようにして、作成し

ているところである。実質的にはトップダウンの計画策定であり、内容的な拘束

力もあって、上下の支配従属性があるといわざるを得ないように思う。はたして

現状のままでいいのかという議論が必要であると思う』『あらかじめ計画は作っ

てはいるが、マニュアル通りには進まないということがひとつ。さらには、たい

ていの計画は厳密すぎるがうえ、計画を詳細にまとめると、それが事態を完全に

把握しており信頼出来るという錯覚を生じさせる。その結果、計画を立てた後、

これにそぐわない点をあえて探そうとしなくなることが多いように思う。見直し

にあっては、そのあたりに注意すべきであるが、実のところスルーされてしまう』

『実際のところ、誰が内容をよく知っているのか。見直しに際して、業務委託し

ているところであるが、その委託業務の内容は、計画準備に始まって、国や県の

計画改定を踏まえた見直しカ所の整理、修正案の取りまとめや今後の課題整理、

防災会議、幹事会等改正に係る小会議の運営支援など、ほとんどマル投げと言っ

てもよいような状況である。本来あるべき姿とはかけ離れているように思う』

『実感として問題を感じることはない』」など。   

エ 市区町村防災担当者に求められる対応に関する問題点と課題に関すること。 

 答えの例「『２年や３年のサイクルで異動を繰り返す中で、たまたまその配置

に就いたに過ぎず“専門”と言われることについてはどうかと。教育や訓練を受

ける機会は与えられているが、いざ不測の事態を前にして、適切な判断をと言わ

れても無理があるように思う。正直、自分自身の知識の不足にいつも不安を抱え

ている。防災知識を深め、災害時の対応力を高められる仕組み作りが急務だと言

うことももちろん理解しているが、そんな簡単なことではない。順を追って上に

持ち上げたいが、日々の事務的業務に追われており、そこまで手が回らない』

『マニュアルは読み込んでいる。いちようの手順は頭の中にあり、書いてあると

おりには、遺漏なく対応出来ると思うが、マニュアルに書いていない事態が起き
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た時には、はたして迅速に動けるのかについては確信を持てない。実のところ相

当に戸惑うと思うと同時に不安がある』『防災の担当であるという意識は常に頭

から離れることはない。期待に応えようと、日々、緊張もし、いろいろな専門的

な知識を得ようとがんばっているところであるが、経験もなく、正直なところ自

身の判断に自信を持つことが出来ない』『実感として問題を感じることはない』」

など。   

オ 市区町村防災担当者の「不安」や「迷い」に関すること。 

（ア）市区町村防災担当者であるその立場において、信じるべき相手は誰か。 

答えの例「直近の上司」など。 

（イ）市区町村防災担当者であるその立場において、信頼できる相手は誰か。信頼

できると判断した理由は何か。 

答えの例「同じ課の同僚（先輩）。理由は何かにつけて判断が的確であり、

あわてないところ」など。 

（ウ）市区町村防災担当者であるその立場において、他人にアドバイスを求め、幅

広い意見を求めているか。それともすべてを自分ひとりでこなしているか。 

答えの例「ひとりでこなしている。周囲に意見を求めようにも、一人配置で

意見を求めようがない」など。 

（エ）市区町村防災担当者であるその立場において、意思決定の基礎となる情報を

どう見極めているかを考えてみることはあるか。 

答えの例「情報が大切なことは承知しているが、その情報をどう見極めよう

と考えていたかとなると、そこまでは考えることはないし、考えたこともない」

など。 

（オ）市区町村防災担当者であるその立場において、専門家や大きな影響力がある

人々をこれまでどう見てきたかを考えることはあるか。彼らの見解やアイデア

を疑いもなく受け入れる傾向はないか。 

答えの例「考えることはない。また専門家らのアイデアや見解は疑いなく受

け入れる。理由は疑うだけの専門知識が無いから」など。 

（カ）市区町村防災担当者であるその立場において、自身の「不安」や「迷い」を

認識しているか。認識しているのなら、その認識は漠然としたものか、あるい

は具体的なものであるのか。 

答えの例「認識はしているが、いざその時にどうなるのかのイメージがつか

ないために、今のところは漠然としたものである」など。 

（キー）市区町村防災担当者であるその立場において、危急の場面にあって、自分

の決断が正しいと確信をもって言えるか。言えないとするならそれはどういう

理由によるものなのか。 

答えの例「担当として、言えないと言ってはならないのであろうが、正直、
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分らない。たぶん全てが初めてのことになると思われて、正しい決断と確信は

持てないと思う」など。 

（ク）市区町村防災担当者であるその立場において、避難の勧告・指示の発令にあ

って、何を「不安」に思い、何に「迷う」のか。 

答えの例「発令したことよって、逆に事故に巻き込まれてしまうことなどの

事態が起きることが怖い。特に夜間の発令は不安」など。 

（ケ）周囲は、市区町村防災担当者である貴殿の立場を理解しようとしているか。 

答えの例「同じ課の同僚はもちろん理解してくれているが、他の課の職員と

なると分らない。着任にあたり大変ですねと何人かから声をかけられた。ただ、

何もなければ“何もない”ですね、と言われることもあり複雑」など。 

（コ）防災担当の職は専任か。また自身は、自身のことを市区町村防災担当者とし

て適材であると思うか。 

答えの例「性格的に弱い面があり、いざ危急な場面にあってどういう判断が

できるのか想像もつかない。自分では向いていないと思う」など。 

２ 参考事項 

（１）研究の概要 

  ア 研究の目的と視点 

本研究は、公共政策研究にしっかりとした軸足を置きながらも、経営学、行動

科学、文化研究などをはじめとする、さまざまな分野を参照にしています。防災

の法と仕組み、防災に関わる各主体が負うべき責任のあり方など現在直面してい

る課題の解決のためにどのような改善策が必要かという通常のアプローチによる

検討に止まらず、避難の勧告・指示の発令をめぐる、市区町村防災担当者の心の

深い所にある「不安」と「迷い」の実在や状況認識の内実に切り込み、洗い出さ

れた形式知を組み合わせて、現場での実践に有用な価値のある情報の一般化と提

供を目的とします。 

研究の視点は、市区町村防災担当者を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特

に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、市区町村防災担当者

の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのか、また市区町村の長が、市

区町村防災担当者のフォロアーシップをどのように理解しているのかなどの実際

を通して、市区町村防災担当者のフォロアーシップの限界や課題に注目いたしま

す。 

イ 研究の意義と研究成果の活用 

 災害発生後の業務は、平常時の業務とは質的にも量的にも異なることから、災

害対応を効率的に行えるようにするためには、通常の業務の延長線上ではない部

分として必要な能力と知識を身に付ける必要があります。一方で災害発生後には

基本的に各機関の首長が災害対策本部の本部長として対応にあたることになりま
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すが、首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわけではあり

ません。ゆえに市区町村の防災担当者は、首長の指揮調整に関する機能を補佐す

るとともに、オペレーションに関わる様々な業務を効果的に実施するための対応

方針を検討することにおいても中心的な役割を果たすことが求められことになり

ます。 

本研究の意義とするところは、災害発生時の、首長の補佐役として適切な対応

をとることをその任務とし「使命」とする市区町村防災担当者に注目し、組織に

あって「不安」や「迷い」の実在の中にある市区町村防災担当者のフォロアーシ

ップの限界や課題に焦点を当てて検討することにあります。 

３ 返信の要領 

（１）返信 

 同封の返信用封筒に入れて送り返していただきますようお願い致します。 

 本紙に直接書き込み送り返していただいても、また別様に作成し送り返していた

だいても結構です。お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 

（２）期限 

平成２８年７月１５日とさせていただきます。ご協力くださいますようお願いい

たします。  

４ その他 

返信用封筒に記名された所属の団体名、個人名などについては、執筆中一時的に保

持いたしますが、保存することはありません。用済み後シュレッダーにかけて破棄い

たします。 

なお、論文文中に個人名を表記することはありません。 
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資料－２ 

平成２８年１１月１５日 

 

○○○県○○〇 

〇長 ○○ ○○ 様 

 

 

研究作業に関するご協力のお願い 

   

青葉若葉のみぎり、皆様にはますますご健勝のほどをお喜び申し上げます。いつも格別

なお引き立てを賜り厚くお礼を申し上げます。 

  

さて、私は、○○○○○○○○○○○○○○○として勤務しております者です。避難の勧

告・指示の発令をめぐる状況認識の内実と背景に注目して、市区町村防災担当者の「不安」

と「迷い」に関する研究をすすめております。 

いずれこの研究成果をもとに、より適切であり、誠実な災害派遣対応に反映できればと

考えております 

 

 同時に、法政大学大学院公共政策研究科博士課程の学生として、同研究科武藤教授の指

導のもと、この研究を基に、現在、博士論文の執筆に取り組んでおりまして、公共政策、

学術の面からも、市区町村の防災行政に貢献できればと考えております。 

 

ご多忙な折、誠に恐縮ではございますが、別紙の依頼事項につきまして、ご協力をいた

だきたくお願い申し上げました次第です。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

東京都○○○○○ｘ－ｘ－ｘ 

○○○○○○○○ 

代表ｘｘ－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ 

（法政大学大学院公共政策研究科後期博士課程学生） 

（法政大学大学院特定課題研究所特任研究員） 

個人連絡先：携帯電話ｘｘ－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ 
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別 紙 

１ 依頼事項 

（１）お願いしたいこと 

アンケート（記入方式）調査に対する協力 

（２）アンケート（記入方式）調査 

   市区町村の防災を担当されるその立場にあって、以下の設問にお答えいただきま

すようお願い致します。 

  ア 部下である防災担当者の「不安」や「迷い」の実在を承知しているか。 

  イ 経験を踏まえて、防災に関する、国、県との連携について、どのような問題が

あると考えているか。 

２ 参考事項 

（１）研究の概要 

  ア 研究の目的と視点 

本研究は、公共政策研究にしっかりとした軸足を置きながらも、経営学、行動

科学、文化研究などをはじめとする、さまざまな分野を参照にしています。防災

の法と仕組み、防災に関わる各主体が負うべき責任のあり方など現在直面してい

る課題の解決のためにどのような改善策が必要かという通常のアプローチによる

検討に止まらず、避難の勧告・指示の発令をめぐる、市区町村防災担当者の心の

深い所にある「不安」と「迷い」の実在や状況認識の内実に切り込み、洗い出さ

れた形式知を組み合わせて、現場での実践に有用な価値のある情報の一般化と提

供を目的とします。 

研究の視点は、市区町村防災担当者を取り巻く、組織の特質や文化のほか、特

に職場の人間関係のパワーバランスなどの属人的な要素が、市区町村防災担当者

の「不安」や「迷い」にどのように影響しているのか、また市区町村の長が、市

区町村防災担当者のフォロアーシップをどのように理解しているのかなどの実際

を通して、市区町村防災担当者のフォロアーシップの限界や課題に注目いたしま

す。 

イ 研究の意義と研究成果の活用 

 災害発生後の業務は、平常時の業務とは質的にも量的にも異なることから、災

害対応を効率的に行えるようにするためには、通常の業務の延長線上ではない部

分として必要な能力と知識を身に付ける必要があります。一方で災害発生後には

基本的に各機関の首長が災害対策本部の本部長として対応にあたることになりま

すが、首長は必ずしも危機管理に関する専門的な知識を有しているわけではあり

ません。ゆえに市区町村の防災担当者は、首長の指揮調整に関する機能を補佐す

るとともに、オペレーションに関わる様々な業務を効果的に実施するための対応

方針を検討することにおいても中心的な役割を果たすことが求められことになり
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ます。 

本研究の意義とするところは、災害発生時の、首長の補佐役として適切な対応

をとることをその任務とし「使命」とする市区町村防災担当者に注目し、組織に

あって「不安」や「迷い」の実在の中にある市区町村防災担当者のフォロアーシ

ップの限界や課題に焦点を当てて検討することにあります。 

３ 返信の要領 

（１）返信 

 同封の返信用封筒に入れて送り返していただきますようお願い致します。本紙に

直接書き込み送り返していただいても、また別様に作成し送り返していただいても

結構です。お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 

（２）期限 

平成２８年１２月１６日とさせていただきます。ご協力くださいますようお願い

いたします。  

４ その他 

返信用封筒に記名された所属の団体名、個人名などについては、執筆中一時的に保

持いたしますが、保存することはありません。用済み後シュレッダーにかけて破棄い

たします。 

なお、論文文中に個人名を表記することはありません。 
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